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人類と婚姻の歴史

 藤浪剛一，織戸正満 著   （1912）

目次

序

第一章　婚姻の起原

婚姻の原始的様式
科学的研究
無脊推動物に於ける親の愛情
魚類に於ける両性の関係並に親の愛
爬虫類は奈何
鳥類
哺乳類に入る
野蛮半解の民族と親子の愛
家庭に於ける父の意義
婚姻とは何ぞ
婚姻は自然淘汰の作用に基きて生ず
婚姻ありて家族あるか家族ありて婚姻起る乎

第二章　原始的人類と生殖期

動物の生殖期に関する学説
哺乳動物と交尾期
交尾期に一般生理学的原則に依らず寧ろ其生活状態の
奈
い か ん

何による
一定の分娩期なき野獣
類人猿の起水期
原人にも交尾期ありしか
野蛮人と発情季
文明人にありては如何
人類は晩春初夏の候に情欲旺んなり
現に認め得可き人類交尾期の遺風
冬季と妊娠
何故に人類にのみ交尾期消滅せしか
随時交尾し得る動物

第三章　太古の婚姻

婚姻は人類生存の必要に基きて生ず
母方叔父が子女の保護者なりとする説
家長としての父
全部落の男子が子女の保護者なりとする説の当否
人類は当初より群居生活を営まざりき
類人猿の孤立的生活
野蛮人の下級なる者ほど寧ろ家族を主とす
食糧の不足は群居を許さず
人類の社会的生活は智識の進歩と物質的発達とを前提
として初めて論ずるを得可し

第四章　雑婚説に対する評論 ( 上 )

雑婚論と其論拠
雑婚を行うと称せらるゝ野蛮民族の研究
実際に雑婚なるものなし
所論多くは正鵠を失す
之れを真なりとするも直ちに上代一般の風俗とは断じ難し
婚姻前に男女自由に同棲する風習
私通姦通と野蛮人
ユス，プリメー，ノクチス
娼婦が尊重されし理由

第五章　雑婚説に対する評論 ( 中 )

親統制
団体婚と血族婚
モルガン氏の説
父母の称呼は幼児の唇端に初まる
前後矛盾
称呼は先ず呼掛けに初まる
対話者の年齢と地位と称呼
称呼より古代の婚姻を推断せんとするは早計也
女系主義親族制論
生父を確知するは終世の疑問
マクレナン氏と親族制
父は母よりも子に疎隔せり
子が母姓を冒す理由
一婦多夫 *2

夫が妻の家に棲む
雑婚説の根本を破壊するに足る可き現象

第六章　雑婚説に対する評論 ( 下 )

雑婚と病理的結果
一婦多夫の風俗も其反対の証左となる能わず
人類並に哺乳動物の嫉妬心
現代の人類と嫉妬
姦通に関する刑罰
男性は新婦か処女たる可きを要求す
妻と亡夫
寡婦が殺さるゝ風俗
寡婦と再婚
妻を貸与し之に売婬せしむる者ありと雖も嫉妬心なき
の証左とはならず
一婦多夫と嫉妬心
雑婚論は全然非科学的空想也
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第十一章　動物間に於ける雌雄淘汰

ダーウィンの雌雄淘汰説
果して雌雄淘汰はダ氏の説く如く自然淘汰と矛盾する
場合ありや
花の色彩
動物の毛色とワレース氏の説
毛色の利害
毛色を有する動物と其生活状態
花の香

こうふん

芬
動物の匂いと声
毛色，匂い，声調と自然淘汰との関係
ダーウィンの誤解
動物と装飾
更にダ氏を駁

はく

す *4

野生と不変化

第十二章　人類に於ける雌雄淘汰 

　　　　　－ 附たり 美男美女の弁

雌は選択し雄は無差別
女性は男性よりも選択を行う
女性の選択と男性の勇力
男性は健全なる女性を求む
美容と恋愛
スペンサーの表面美論
人種的美
美男美女
美と恋愛との関係は自然淘汰に基きて発す
人種的特徴と地方的風土
容貌の美は心情の美と一致するか
美貌恋愛に関するダーウィンの説を評す
ダーウィンの人種起原に関する説は誤謬に出ず
人類に毛髪少なき理由
雌雄淘汰の影響と男女の容貌

第十三章　齊一の法則

動物は異種交尾を絶対に嫌悪す
混血と非繁殖
齊一の法則
人獣相姦
異人種と婚姻を通ずるを厭う民族
人種的混合
生殖的効果奈何
ブローカー氏の説を難ず
人種混合の理由

第七章　結婚と独棲

自然界に自ら進んで孤独を悦ぶ者なし
野蛮人半開民に独身者稀れ也
独棲に対する野蛮人の感想
野蛮人と早婚
文明国と独棲の風
売買婚一夫一婦制と独身
欧州諸国と独棲の増加並に其原因
情交と不純潔の感情
宗教的独棲
情欲を恥じて之を秘密にせんと努むる感情に何に基くか

第八章　男性と求愛

男性は常に主動的也
女子が男子を求めんとする努カ
代人求愛
下等動物に於ける雌の占有に基く闘争
人類にありては奈

い か ん

何
恋愛の情
男性を占有せん為めの女性の闘争
女性と嬌姿

第九章　誘情の手段

野蛮人の扮粧
文身と結髪 *3

刺撃色と彩色
宗教的原始説
フレザー氏の説明 *1

装飾は異性の眼を惹かんが為めに行わる
未開人の女子と化粧
衣服の起原と諸説
裸体と蛮民
体裁の観念 *1

注目を得んが為めの腰布
驚く可き陰部の輪状截断術
慣行の威力
羞恥の感情

第十章　選択の自由

幼女と許嫁
女子の婚家に対する権利者
下等なる蛮民程女子に選択の自由あり
原人時代の回願
嫁盗人と駆落
未開人に於ける子女の地位
祖先崇拝の風と家長権
東洋西洋
家長権の衰微
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子女を欲する情
何故に子を求めんとするか
文明人と子女慾
労働者としての妻
妻子の保護者としての夫 *1

買夫，買妻の陋
ろうしゅう

習

第十七章　掠奪婚と売買婚

野蛮暗代と掠奪婚
アリアン民族
掠奪婿に全世界の習俗なりしと云う能わず
掠奪婚と異族婚との関係
掠奪婚の原因
交換婚
妻と労務とを交換する民族
売買
信用貸的結婚
文明国と売買婚
売買婚と知らざる民族あリ
争奪に次いで売買起る
売買行為は比較的後世に於て現る
変遷の経路
売買の性質

第十八章　売買の衰退並に嫁産

売買婚は文化と共に衰う
儀式の本来の意味
女を得るを恥ず
一種の贈与と返礼
買価の変形
而も嫁産は買価よりのみ成るに非ず
嫁産なるものゝ目的
父の責務
買夫の弊

第十九章　婚礼と饗宴

婚儀を行わざる民族
婚儀の由来
婚姻の変化と婚儀の変遷
饗宴の性質並に意義
夫婦関係の形式的表徴
蛮人の婚儀と宗教
僧侶と婚姻
文明人の結婚と宗教
法律上の結婚

第十四章　近親結婚の禁
きんあつ

遏 ( 上 )

親子相姦の恐怖
同胞と情交
半同胞間の結婚，伯父父母と甥姪の婚姻
従兄妹と夫婦干係
禁婚の範国は国によりて異る
近親婚の禁止に関する学説
マクレナンの説を評す
スペンサーの言
サージョーンラボック氏を難ず
ユ ー ラ ー 教 授 の 新 説 [ 校 注： コ ー ラ ー (Josef Kohler) の 

                                                       誤と思われる ]
モルガン氏の所説
 近婚禁止は経験に基くに非ずして人類の本能に発す

第十五章　近親結婚の禁
きんあつ

遏 ( 下 )

何故に近親の婚姻忌む乎
同棲者間には情交を避くる傾向を生ず
地方的異姓婚
禁婚範囲と親統制
異姓婚と親族制
近親婚は小家族主義の民族に起る事稀れ也
血統を尊ぶ心，女性の欠乏，病的背徳性
下等動物と近親婚姻
植物界に於ける同花受精と異花受精
血族婚姻の悪影響
恐る可き結果
ヴェダー人は今や其跡を滅せんとす
従兄妹婚の影響如何
近婚の結果と生活の難易
血族婚の流弊は蛮人に於て特に甚しき理由
同族婚の民族の発展に想像す可らず
親子相姦の恐怖は自然淘汰に基く
恋は恋を目覚ます

第十六章　男女の選択と愛情，同情及び利害の打算

恋愛とは何ぞや
原始時代に於ける親子の愛，夫婦の愛
蛮人と夫婦の愛
結婚の動機
恋愛は他愛主義の発達に伴うて生ず
東洋人と夫婦の情愛
選択と智情意
同情と選択
智識の程度
人種的民族的結婚
社会的階級と特権
近世文明と人種的偏執
人種間の婚姻を防害する原因としての宗教
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第二十章　婚姻の様式 ( 上 )

一夫多婦と文明
野蛮時代と妻努の必要
全く多妻婚を知らざるは二三の民族のみ
少数者の行う処
一夫一婦と一夫多婦
 一夫多婦の正形は重婚也 *1

発生原因
一夫多婦は人類に洽

あまね

く行われしか
人類の自然に出づる婚姻の様式は何ぞ *1

第廿一章　婚姻の様式 ( 中 )

男女の数に各民族に於て甚だ不平均なる事あリ
此現象を見る原因
男性に対する危険の程度
出産数の不同
之れが理由を説明せんとする諸説
一婦多夫は女性の欠乏に基く
生活状態の貧弱なる民族
人種的混血の場合と女児の出産数
何故に男性が妻妾多きを希望する乎
女子の容色
女性美の消滅
文明国の女子と未開民族の女子との比較
新奇を好む男性の習癖
子女慾
蛮人の女子は比較的に不妊性なり
妻の労働と家産の増殖
一夫多婦を妨ぐる原因
家族多きは苦痛也
多妻制と女性の感情
一夫一婦のみ女性を満足せしめ得可し
一婦多夫の発生原因を論ず

第廿二章　婚姻の様式 ( 下 )

一夫一婦は寧ろ最低の蛮人に行わるゝも多少進歩し
たる蛮人は之を行わず
何故に然るか
一夫多婦の行わるる理由
類人猿と一夫一婦
文明の進展と一夫一婦
一夫一婦は将来不変の婚姻様式か
マクレナン氏の説を評す
逆縁組は果して一婦多夫の遺風なりや
一婦多夫は甚だしき例外的様式也
男性と嫉妬兄弟の愛と一婦多夫原因

第廿三章　婚姻と其継続期間

動物の婚姻関係持続の期間
離婚を知らざる民族
婚姻は原則として敢て一生涯たるを予想せず
未開時代の離婚
夫の意思
法定条件を以て離婚に臨むに到る
妻よりする離婚
何故に夫婦関係は持続し得るや
原人と夫婦関係
夫婦関係の永続と文明の効果

第廿四章　結論

【清書版について】

・旧字旧かなを新字新かなとした．

・目次に記載されている各章の小見出し的な項目は，原書の本文中に
は記載がない．各項は必ずしも本文の記載順序と一致せず，対応する
部分が不明な項目もいくつかあるが，分かる範囲で本文中に小見出し
として追記した．

　*1  本文中，対応する箇所が不明

　*2  原文は「一夫多婦」．「一婦多夫」の誤と思われる

　*3   「文身と結髪」  結髪については「野蛮人の扮粧」にある

　*4  原文は「馭す」．「駁す」の誤と思われる．

【現代語訳版について】

・難読漢字にルビを付した．原文にあるルビは ( ) 内に記した．

・｢野蛮人｣ ｢土人｣ など現在では差別用語とされる言葉や蔑視表現が
多く登場するが，時代を反映するものとして敢えてそのままとした．

・カタカナ表記の人名，地名，民族名等は，現在の表記とかなり異なり，
欧文が記載されていないため不詳のものも多い．わかる範囲で現在の
一般的な表記としたが ( 例：アゼンス → アテネ )，不明なものはその
ままとした．
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耶蘇教の教会に於ける天井に画かれたる聖者フランチクス [ 訳注：聖フランチェスカ ] の婚姻なり．
時は十三世紀，筆者は仏人フレスコなり．

十六世紀頃中央ヨーロッパに於ける農家婚姻の祝宴の有様なり．筆者はペーテル ( 一五一五－一五九六 )．
( 和蘭画系－維那帝室博物館蔵 )[ 校注：維那は維

ウィーン

納の誤と思われる ]
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羅
ロ ー マ

馬時代におけるアルドプランの婚姻 [ 校注：アルドブランディーニの婚礼 ] の有様にして，
即ちバーチカンの図書館の壁画なり．

ミクロネシアに於けるピムリンガイ種族中の一美人の写真なり．  同種族中の男女の容姿なり．
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コンゴ自由国内部に於けるバンガラ族の一夫婦に
して，即ち向って左は男にして，右は女なり．而
かも其の妻女剃髪せるをみるべし．

 阿
ア フ リ カ

弗利加南部地方に於けるウエユル族一夫多妻の有様なり．即ち向って右に立てるは
其同族中の有力者にして，其の他は妻女なり．
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ニュージーランドのマオリ地方に於ける
酋長と捲髪せる其妻女なり．即ち向って
左の方は男，右の方は女なり．

 阿
ア フ リ カ

弗利加内部に於けるバンツー族の一夫婦の
写真なり．即ち向って右は男，左は女なり．
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大理石の彫刻に現われたるマリヤの婚姻の有様なり．彫刻家はアントレア ･ オコルカクナ
( 紀元前一三六八 )．

ニューヘブライズに於ける一家族にして，即ち向って右は女，左は男なり．
而かも妻女の両腕には乱刺を施せるを見るべし．
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孟
も う か

軻曰く，人有恒言．皆日天下国家．天下之本在国．
国之本在家 [ 校注：人に恒言有り．皆天下国家と曰う．天下の本は

国に在り，国の本は家に在り ] と．アリストテレスも亦曰く，
凡そ国家の本づく処は男女の性愛にあり，男女相逢う
処に家あり，家々相集る処，其処に国ありと．

古賢の金言，永
とこし

えに後
こうこん

昆を欺く事なく，千古に貫いて
此語渝

かわ

る事なきは，何人と雖
いえど

も疑う事なけん．洋の東
西を問う事を止めよ，時の古今を論ずることを上めよ，
苟
いやしく

も家を知り，国を想うものにして，此語の真理なる
を信ぜざるものは非ざる可き也．

惟
おも

うに，我帝国は立国の本義を家国に探れり，父祖の
愛護の下にありて，血族親々平和の一団を為し，以て
小にしては家となり大にして国となる．皇室は即ち臣
民父祖の始

し そ う

宗也．天皇の権威は即ち臣民天祖の威霊た
り，君

く ん ぷ

父二ならず，忠孝一に帰す．純白なる帝国の歴
史は明かに皇室を以て臣民祖宗の正統となし，天皇を
以て国民の慈父と仰ぐの大義を教う．知る可し，我大
日本帝国は，血統親和の一団が家国を形成したりし事を．

斯の如き建国の歴史を有する我国民に於ては，家の観
念は，著しく重要ならざるを得ず．

国とは何ぞや，家々相依
よ

れるもの也，家とは何ぞや，
男女相結んで一体をなし，始めて之を作るもの也．国
は家を基として成り，家は男女の性愛に本づくとせば，
両性相逢うて新らたに家を作るの式，夫

そ

の婚姻は即ち
天下国家の依って以て其源を発するの因にして，事，
之より重きはなかる可き也．之を以て古末婚姻を目し
て人生の盛儀，人倫の大典と云う，其理由も亦，実に
茲に存する也．

而も世界民人の数，幾十億，国民々族亦幾百千，各々
相異れる気候風俗を有し，相異れる沿革，人情を有つ，
人倫の大典たる婚姻も気候により，歴史により，将

は

た
民俗の文野によりて，一律の下に之を論ずる事を許さ
ず，或は雑婚，共同婚あり，或は一夫多妻あり，一婦
多夫あり，貞操の観念の厚薄，婚嫁の式典の差等，数
へ来れば綿々蓋きざる可し．而して世の開明に件う
て，先ず掠奪婚，跡を埋め，雑婚，共同婚亦存在せず，
一夫一婦の純潔なる家庭を篤すに到る．此

このゆえ

故は抑
そもそ

も何
ぞや． 

孟子はこう述べている．人は皆「天下国家」とよく言
うが，天下の基礎は国にあり，国の基礎は家にあると．
また，アリストテレスもこう述べている．そもそも国
家の成り立ちの根本は男女の愛情にあり，男女が結び
つくところに家が生まれ，家が集まるところに国家が
成立すると．

古代の賢人の金言は，永遠に後世の人々を欺くことな
く，長年にわたりこの言葉が変わらず伝えられてきた
ことは，疑いの余地がないところであろう．洋の東西，
時代の古今によらず，家を理解し，国を思う者であるな
らば，この言葉の真理を信じない者はあってはならない．

思うに，わが帝国は立国の本義を家と国に求めている．
祖先が見守る中，血縁の深い人々が平和な集団を作り，
それが小さくは家となり，大きくは国となった．皇室
は，すなわち国民の祖先の始まりである．天皇の権威
は，臣民の祖先の神聖な威光である．君主と父とは別
ものではなく，忠義と孝行とは一つに帰するものであ
る．わが帝国の清らかな歴史は，皇室を国民の正統な
祖先とし，天皇を国民の慈父として仰ぐべき大義を教
えている．わが大日本帝国は，血統によって親しく結
ばれた一つの集団が，家と国を形作ってきたことを知
らねばならない．

このような建国の歴史をもつ我々国民にとって，家の
観念は著しく重要なものと言わざるを得ない．

国とは何か．多くの家が互いに支え合っているもので
ある．家とは何か．男女が結びついて一つとなり，は
じめて作られものである．国は家に基づき，家は男女
の愛情に基づくものであれば，男女が出会って新たに
家を作る儀式，すなわち婚姻は，国家がそこに源を発
するところであり，これほど重要なことはない．この
ため，昔から婚姻を人生の盛儀，人の道の大典という，
その理由もまさにここにある．

しかも，世界の人々の数は何十億にもおよび，国や民
族もまた何百何千とあり，それぞれが異なる気候，風
俗を持ち，異なる歴史，気風を持っている．婚姻の儀
式も，気候や歴史，あるいはその民族の文明によって
異なり，一律に論じることはできない．あるところで
は雑婚や共同婚があり，あるところでは一夫多妻や一
妻多夫がある．貞操観念の強弱，婚礼の儀式の違いな
どを数えあげればきりがない．そして文明の開化につ
れて，まず略奪婚がなくなり，雑婚や共同婚もなくなり，
ついには一夫一婦の純潔な家庭を重んじるようになる．
そもそもこれは何故であろうか．

序
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婚姻の本来の意味を明らかにすべく，古今東西にわた
り，現在の世界のさまざまな民族の習俗を調べ，広く
実例を集め，最新の科学的判断に基づいてそれらを集
約，論じようと試みたのが本書である．その内容や前
提については，すべて目次と小見出しに譲り，ここで
は立ち入らない．

親しい者が平和に団結することを国家の本質とする我
が帝国において，家の基礎となる人生の重要な道理を
説くことは，決して無意味ではないであろう．著者は
本書を著すことによって，婚姻の真の意義を説き，家
の観念を明らかにし，さらに我が国のために多少なりと
も貢献できるところがあれば，これに過ぎる本望はない．

大正元年 十月五日 著者識す

婚姻の本義を求めんが為めに，古今に貫き，東西に
亘り，世界現在の凡百民族の習俗を探って，広く実例
を集め，最新科学の判断に基きて，聚

しゅうしゅう

収，論断せんと
試みたるは本書なり．如何なるものを以て内容となし，
如何なる事を以て前提とするかは，一に之を目次小引
に譲り，茲に喋々せず．

親々平和の団結を以て，国家の精髄とする我帝国にあ
りて，家の基となる人生の大儀を説く，必ずしも無用
にあらじ．著者は本書を公にするによりて，婚姻の真
義を説き，家なる観念を明かにし，進んで邦国の為めに，
幾分貢献する処あるを得ば，本懐之に過ぎずと為すも
の也．

大正元年 十月五日 著者識す
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婚姻の原始的様式

人智未だ啓けず，史伝の以て據る可きなく，蒼
そうぼう

茫とし
て捕捉するに難き太古にありては，果して奈

い か ん

何の情態
を以て人類の婚姻なるものが行われしや，甚だ研究に
困難なる処なりと雖も，未だ必しも絶望す可きには非
ざる如し．而して僅少なる資料に據って判断を下す時
は，太古人類の原始時代にありては，婚姻なる制度は
主として人君の指揮し制定したるものたるなきかを覚
ゆる也．

夫
か

の印度の古詩マハブハラタ (Mahâbhârata) の謡う
処は，人民に夫婦の制度なきを憂いてリシ，ウダラカ
王 (Rishi uddaraka) の子スウェタケツ (Swêtakêtu) は初
めて婚姻の典礼を定めて男女の貞操を教えたるを其一
節とし，支那の古書を読む者は伏

ふ ぎ

羲氏が国人走獣飛禽
と何等選ぶ処なく，婦女は男子間の共有物たるに止ま
り，子は僅かに其生母を知るのみ，絶えて其父を得る
能わざるを嘆きて，茲に婚姻の制度を設くるに至りし
事を知る可し．更に転じて埃及 ( エジプト ) を見るに
王メネス (Menes) の時を以て夫婦の関係成立するあり．
希
ギリシャ

臘にありては王ケクロプス (Kekrops) の治世を以て
婦女共有，生子は母姓を襲う如き陋

ろうしゅう

習より脱するを得
たりし事を知らん．

科学的研究

事実の証明する処概ね斯の如くなる以上は，大古人
類の婚姻なる制度は主として其支配者，統御者の意思
に基きて発生したりと断するも敢て妥当を欠かざらん．
果して然らば奈

い か ん

何の理由に基いて，之等先王は齊
ひと

しく
其国人の為めに婚姻の風を教えしか．意

おも

うに人類の今
日ある，必ずや想像に余る各種の変遷を経て以て現代
に至りしものにして，婚姻の制度の如きは従って幾

いくばく

何
の年月を閲

けみ

して後，始めて現われたるものなるを臆断
するに憚らず．今此制度の発現に対する理由を求めん
とならば，吾人は須らく人類過去の情態を表示する各
種の動物に就いて之を観念せざる可からず．

無脊推動物に於ける親の愛情

試みに下等動物に就いて其生殖作用を観るに，彼等の
間にありては，這

し ゃ こ

個重大なる作用も全く偶然に委せら
れつゝあるを知る．無脊推動物 ( インバーテブレータ )
は種属保存に関して何等の感覚なく，昆虫類に至って
も卵の孵化は一に日光の力に依るを常とし其自ら為す
処は産卵の場処の選択と適当なる設備のみ．而して一
旦産卵の事果つるや，彼等は直ちに他に移って幼虫の
発生を見んとも願わず．更に其雄性に至っては僅かに
生殖作用のみ之を行い，他は毫も関与する処なきなり．

婚姻の原始的様式

人智が発達しておらず，歴史書など拠るものもなく，
茫洋として捉え難い太古の時代においては，果してど
のような状態で人類の婚姻が行われていたのか，研究
することはきわめて困難であるとはいえ，絶望するに
は及ばない．そして，わずかな資料に基づいて判断す
るならば，太古の原始時代においては，婚姻という制
度は主として君主の指揮によって制定されたと思われ
る．

インドの古い叙事詩マハーバーラタが語るところで
は，人民にまだ夫婦の制度がなかったことを憂いたリ
シ・ウッダラカ王の子スウェータケトゥが初めて婚姻
の儀礼を定め，男女の貞操を教えたという一節がある．
また中国の古書を読めば，伏

ふ ぎ

羲の時代には人も鳥獣と
変わらず，女性は男性の共有物にすぎず，子は生母を
知るのみで，父を知ることができない状態であったこ
とを嘆き，ここに婚姻制度を設けるに至ったことを知
るのである．さらにエジプトに目を転じれば，王メネ
スの時代に夫婦の関係が成立したとされる．ギリシャ
においては，王ケクロプスの治世に，婦女を共有し，
生まれた子が母の姓を継ぐというような悪習から脱す
ることができたと伝えられている．

科学的研究

事実の証明する所はおよそ以上の通りであるから，太
古の人類の婚姻制度は，主に支配者，統治者の意思に
基づいて生まれたと断定しても，あながち不当ではな
いであろう．とすれば，いかなる理由でこれらの先王
らはそろって自国民に婚姻の習慣を教えたであろうか．
思うに，人類は今日に至るまで，想像を絶する様々な
変遷を経てきたに違いなく，婚姻制度も相当な年月を
経てはじめて現れたものと推測してよいであろう．い
まこの制度が出現した理由を求めようとするならば，
我々は人類の過去の状態をとどめるさまざまな動物に
ついて，それを考察しなければならない．

無脊推動物に於ける親の愛情

試しに下等動物の生殖作用を見てみると，彼らの間で
はこの重大な働きも，ほとんど偶然に任されているこ
とがわかる．無脊椎動物は種の保存について何の自覚
もなく，昆虫類も卵の孵化は主に日光の力によるのが
常で，自ら行うのは，産卵場所を選び適当な準備をす
るだけである．そしてひとたび産卵が終われば，すぐ
に立ち去り幼虫の誕生を見ようともしない．さらに雄
に至っては，わずかに生殖行為を行うだけで，そのほ
かには全く関与しない．

第一章　婚姻の起原
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魚類に於ける両性の関係並に親の愛

脊椎動物に進んでも，いわゆる親子の愛情はまだ認め
られず，孵化したばかりの稚魚は直ちに自力で生活し
ていかなければならないのが常である．硬骨魚類にな
ると，生殖行為はようやく多少の意味を帯びるように
なる．この類では，雄が自ら進んで雌のために産卵の
準備を整え，外敵に対して勇敢に防御にあたるという
珍しい例もある．あるものは大きな喉の下で卵を守り，
片時も体から離さないものもいる．

爬虫類はどうか

また爬虫類の多くは，乾湿のほどよい土地を選び，苔
や落ち葉を交えた産卵場所を作るものがあり，あるい
は卵を自分の体で囲んで，外敵の襲来に備えるものも
いる．さらにベトナム南部産のある種の蛇や雌のワニ
は，子供と共に泳ぐものもあるという．親子関係は，
このような段階でようやく出現するが，雌雄の関係に
ついてはまだ特に注目に値するものとは言いがたい．
多くの場合一時的なもので，発情期を共に過ごしても，
本能が満たされれば離れてしまい，再び顧みることは
ない．

鳥類

さらに，亀やスッポン類，鳥類を見ると，明らかに一
般的な進化の姿を認めることができる．彼らは雌雄そ
ろって巣を作り，雄は外から材料を運び，雌はそれを
使って巣を完成させる．母親が卵を温めているあいだ，
父親は餌を探し，敵の攻撃に備えたりする．そして雛
がかえり独立して生活できるようになるまで，あるい
は飛び方を教え，あるいは餌を与えるなど，あらゆる
世話を常に雌雄が協力して行う．ホトトギスやアヒル
など少数の例外を除けば，ほとんどすべてが同じであ
る．さらに驚くべきことには，ウズラやニワトリの仲
間を除けば，彼らのあいだでは純粋な一夫一婦制が行
われている．鳥類研究で名高いブレーム博士は，一夫
一婦制が理想的に行われているのはただ鳥類だけであ
ると嘆声をもらしているほどである．

哺乳類になると

哺乳類には，これとやや様子の異なるものがある．幼
児を保護養育するのは主として雌の役目であり，牡は
全く関与せず，甚だしい場合には，牡が子供の敵とな
ることさえある．しかし，クジラ，アザラシ，カバの
ように，雄と雌がともに暮らし互いに子を育てる例外
があることも忘れてはならない．さらに猿類に進むと，
それまで例外的に稀であったことが，一変して原則と
なるようである．猿類の中には，ダマスカス産のある

魚類に於ける両性の関係並に親の愛

進んで脊推動物 ( バーテブレータ ) に及んでも，所謂
親子の愛情は未だ認むるに由なく，新たに孵化したる
幼魚は，直ちに自己の力能を以て生活を営まざる可か
らざるを常とす．更に硬骨類 ( テレオスタイ ) に至っ
て漸く生殖作用は多少の意義を帯び来り，此類の或者
の如きは雄性が自ら進んで雌性の為めに産卵の設備を
なし，外敵に当して敢然たる防禦に従事する如き奇観
を呈するものあり．或は大なる其咽頭下に卵を護りつゝ
二六時中，瞬間も身より離さゞる如き．

爬虫類は奈
い か ん

何

又爬虫類 ( レプチルス ) の多くは乾湿適度なる地を選
んで蘚苔或は木葉を交えたる産卵所を作り，或は其卵
を身体を以て円推形に捲いて仇敵の来襲に備うるあり．
亦交

こ う ち

趾支
し な

那産の一種の蛇，並に雌鰐は其幼児を伴て相
游泳するものもありと云う．親子の関係は之等の階級
に於て漸く現わると雖

いえど

も，其雌雄の関係に至っては未
だ必ずしも注目に値するものありと云うを得ず．否彼
等の多くは一時的なるに過ぎずして，交尾期に於て共
棲したるものも，本能の満足を得れば則ち相去って復

また

顧
かえり

みる処なきのみ．

鳥類

進んで亀
き べ つ

鼈族，鳥類を見るに到って，明らかに一般の
進化を認むる事を得可し．彼等は牝

ひ ん ぼ

牡相共に巣を営み，
牡は外より材料を運んで牝之れを以て巣を作り，母の
卵の孵化に尽す間，父は之れが為に食餌を求め或は敵
の攻撃に備う．而して雛

す う じ

児孵化して之れが独立して生
活を営み得るに到る迄，彼等は或は之に飛揚の術を教
え，或は食餌を与うる等，百般の事は常に牝

ひ ん ぼ

牡相共に
之に当る事，時

ほととぎす

鳥，家
あ ひ る

鴨等僅少の例外の他は皆軌を一
にす．而して更に驚く可きは鶉

じゅんけい

鶏種を除いては，彼等
の間には純然たる一夫一婦の制度行わるゝ事にして，
鳥類の研究を以て名あるブレーム博士の如きは，一夫
一婦の理想的に行わるゝは，只鳥類のみ乎と嘆声を発
せし程なり．

哺乳類に入る

哺乳額は少しく之と趣を異にするものあり．幼児を保
護養育するは主として牝の任にして，牡は全然之に関
与する事なく，甚しきに到っては幼児の仇敵となる事
往々にして之あるなり．面も鯨，海

アザラシ

豹，河馬等の如く
牝
ひ ん ぼ

牡共棲し，互に其幼児を哺育するの例外あるを忘る
可からず．而して四手類に進んでは，以上の諸類に例
外として稀に現われたる処が一変して原則となる如し．
擬
ぎ こ う

猴類中ダマスカス産の或種の如きは，牝
ひ ん ぼ

牲同棲して
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種のように，雄と雌が同居して子を育てるものがある
という．さらに類人猿の仲間になると，この現象はいっ
そう明確になる．オランウータンは，少なくとも発情
期のあいだは雄と雌が同居し，親子関係が非常に密接
であることは諸説一致するところである．ゴリラは集
団生活を営み，一つの群れには一頭の雄がいてその保
護に当たる．いったん敵を発見すると怒号して後方の
群れに危険を知らせ，自ら進んで敵に立ち向かい，家
族の難を救おうと努める．また，木の上に巣を作って
家族をそこに住まわせ，夜は自分が木の下で眠り見張
り役を務めるなど，見るべき点が多い．チンパンジー
もまた，老幼ともに戯れながら果実を食べ，ゴリラと
同様の生活を営むことが明らかで，夫婦，親子の関係は，
ようやくはっきり区別されたものになってくる．

野蛮未開民族と親子の愛

類人猿の次に，これと大差があるとは言えないさまざ
まな蛮族について，その実態を観察してみると，我々
ははじめて婚姻の性質を知ることができる．野蛮で無
知な人種では，その婚姻が一夫一婦制であろうと，一
夫多妻制であろうと，あるいは一妻多夫制であろうと，
いずれも親子関係があり，また夫婦関係には継続性が
ある．これこそが，彼らが人類の末席に連なる理由で
ある．母は直接子供の養育にあたり，父は外敵を防ぎ
食物を得ることで間接的に家族を養う．これは例外な
く蛮族に見られる原則であり，思うに動かすことので
きない天の定めた法則といえよう．

ある蛮族では，夫は妻のために住居を整え，改築し，
蓆
むしろ

を作る役目を持ち，また婚姻後一年間の狩猟の獲物
はすべて妻に捧げるべきものとされ，その後も妻が夫
に従って山野で狩りをするか，部落にとどまるかにか
かわらず，夫は獲物の半分を妻に与える義務を負うと
いう ( イロコイ族 )．あるいは，男が狩猟によって妻を
養えるだけの能力を持つに至り，妻の親族の同意を得
て娶るという ( 南米カルアス族，フエゴ島民 )．また，
夫の死後に生まれた子供は保護者がいないという理由
で母がこれを殺す風習のある民族もある(エンカンター
湾の蛮族 )．家に幼児がおり，妻が妊娠しているときは，
戦いに行かず，また遠くへ狩りに出ないとする民族も
ある ( アフリカの一蛮族，南米のカラニース族 )．男女
の間にどのような関係があっても，女性が男性の家に
入らないかぎり，夫婦関係が成立したとはみなさない
と明確に定めている民族もある ( サムバ族 )．夫は家族
を養う責任を負い，その能力が十分な者には四人まで
妻を持つことが許される ( セイロンのロツゲヴェダ族 )．
また，妻を捨てて逃げることは男性にとって最大の恥
とされる ( トゥアレグ族 )．

児を養うものありと伝えられ，更に類人猿の属に於て
は，此現象は一層明白を加え，オランターンは少くと
も交尾期中は牝

ひ ん ぼ

牡同棲し，親子の関係は甚だ密接なる
ものあるは諸説の一致する処にして，ゴリラは団隊的
生活をなし，一団隊中一雄性ありて其保護に任じ，一
度敵を発見するや怒号して急を後方の団隊に警

いまし

め，自
ら進んで敵に迫り以て家族の難を救うに努め或は樹上
巣を作って家族を之に居らしめ，夜間自ら樹下に睡っ
て彼等の為めに警備の職に当る等，頗

すこぶ

る見る可きもの
あり．チムパンヂーも亦老幼相戯れつゝ果実を啖

くら

い，
又ゴリラに於けると 同様の生活を営む事明らかにし
て，夫婦，親子の関係は漸く此時よう截

せつぜん

然たるものあ
るを覚う．

野蛮半解の民族と親子の愛

類人猿を去り，之れと相隔つる事敢て大なりとせざる
各種の蛮人に就いて其情態を観察せんか，吾人は始め
て婚姻なるものゝ性質を知るに到る可し．野蛮朦味の
人種にありて，其婚姻の方法が一夫一婦制なると，一
夫多婦制なると将

は

た又一婦多夫制なるとを論ぜず，齊
ひと

しく其間には親子関係あり，又夫婦関係の継続性ある
は，彼等が人類の末

まっぱん

班に伍する所
ゆ え ん

以たる可く，母は直
接に子女の養育に任じ，父は外に敵を防ぎ食物を求め
て間接に彼等を養育するは例外なく諸蛮人間に行わ
るゝ原則にして，意

おも

うに動かす可からざる天の作せる
方則とも称す可きか．

或種の蛮民に於ては，夫は婦の為めに室を整頓し或
は之を改造し且つ蓆

むしろ

を作る業務ありとし，又夫は婚姻
後一年間の狩猟の獲物は盡

ことごと

く婦に捧ぐ可く，其後は婦
が夫に従うて山谷に狩すると部落に留まるとを論ぜず，
夫は其獲物の一半を婦に与うるの義務を負い ( イロコ
イス族），或は男子狩猟によりて婦を養うに足るの力能
を有するに到り，婦の親族の同意を得て之を娶る ( 南
米カルアス族，フージニアンス族 ) 或は夫の死亡後出
生したる児は，之れが保護養育者なきの故を以て母之
を殺す風あり ( エンカンター湾の蛮族 )，家に幼児あり
孕める妻ある時は戦場に赴かず又遠く狩せざるあり(ア
フリカの一蛮族，南米カラニース族 )．男女の間，如何
なる関係あるも婦女にして男子の家に入らざる以上は，
未だ以て夫婦関係成立せうと見做さず，明らかに夫婦
の同棲を定めしものあり ( サムバ族 )． 夫は家族を養
うの責に任じ，力能よく堪え得る者は四人の妻を有す
るを許し ( セイロンのロツゲヴエダアス族 )，妻を棄てゝ
出奔するを男子無上の耻辱とす ( ツーアルグス族 )．
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このように，夫婦の権利義務の性質は明らかであり，
婚姻とは何を意味するのかを示すに十分である．古代
ローマにおけるマヌス (Manus) という語は，一方では
妻の服従義務を表し，他方では夫の妻を保護する責任
を示すものであった．これは，人類の婚姻が概してこ
の思想から脱することができないことを暗示している．

家庭に於ける父の意義

言い換えれば，これら原始社会において「一家をなす」
とは，すなわち結婚して家族を養うことに外ならない．
夫であり父である男性の当然の義務は，自らの能力に
よって妻子を保護し養育することにある．一家の後継
者は，前の主人が亡くなった場合，その妻子を自らの
妻子として養う権利と義務を持つ．これは匈

きょうど

奴の故事
を引くまでもなく，現代でも一部の蛮族に見られる慣
習である．このように考えると，人類の原始時代にお
いては，多少なりとも継続的な夫婦関係を持つ他の動
物の雄がとる行動と大きく異ならない行動を，夫であ
り父である男性もまた行っていたと考えられる．

婚姻とは何か

これまで婚姻はさまざまに定義されてきた．ある者は
辞書的に，ある者は哲学的に，その内容を証すべく競
い合ってきたが，これらはいわゆる文明人が考える婚
姻を前提として，それを神聖なもの，合理的なものと
しようとする目的に発している．そのため，とうてい
我々がここで述べようとする婚姻の意義を伝えるには
十分ではない．そこで我々は，あえて婚姻を次のよに
定義したい．

「婚姻とは生殖期間を超えて男女が多少なりとも継続
的に同棲することである」

この定義に従えば，婚姻 (Marriage) の意義は，一方
では生殖行為の当座だけでなくある程度継続する男女
の同棲である以上，たとえ鳥獣であってもこの語を適
用でき，きわめて広く拡張できると同時に，他方では，
たとえ文明的な夫婦関係であっても，場合によっては
除外されることもあり得るため，著しく範囲が縮小さ
れたとも言えよう．

この意味における婚姻は，まず亀やスッポン類に始ま
り，鳥類に至ってはほとんど一般的に見られる現象で
ある．哺乳類では多少の違いが生じるが，猿類はどれ
もこれを行い，さらに類人猿に至ってはほとんど完全
に行われていると言っても過言ではないことは，これ
まで私たちが論じてきたところである．このように考
えてくると，人類の祖先がいかに婚姻というものに到
達したかは，想像するに難くない．すなわち，一方で
は類人猿の行動を見，他方では原始的な人類である諸

斯くの如く夫婦の権利義務の性質は明白を来し，婚姻
とは果して何者を意味するかを指示するに足るものあ
り．而して 古

いにしえには

者 羅
ロ ー マ

馬に於ける Manus なる語は一面妻
の服従の義務を表わすと同時に，他方には夫の妻を保
護するの責任を示すものにして，人類の婚姻は概ね此
思想より脱する事能わざるを暗示する也．

家庭に於ける父の意義

換言すれば之等原始的人類の社会にありても一家を作
な

すとは即ち結婚し家族を養うの意味に外ならず．夫た
り父たる男子の当然の義務は，自己の力能によりて其
妻子を保護養育するにあり．一家の後縫者は死亡せる
前主人の妻

さ い ど

孥を己が妻とし又子として之を養うの権利
あり又義務を負うは匈

きょうど

奴の古事を趁
お

う迄もなく，現代
に於ても或種の蛮族の慣行する処にして， 由

これによりてこれをみるに

是 観 之
人類原始の時代に於ては，他の動物にして多少継続的
夫婦関係をなすものに於て，其男性の為す行動と多く
異る処なき行動を，夫たり父たる者は行うものゝ如き
を思う．

婚姻とは何ぞ

由来婚姻なるものに定義を与えたるものは一にして足
らず．或は辞書的に或は哲学的に各其内容を証明する
に相競うと雖

いえど

も，而も之等は文明人の所謂婚姻を以て
其対照とし之を神聖ならしめ，之を合理的ならしめん
とする目的に出ずるを常とするを以て，到底吾人が茲
に謂わんとする婚姻の意義を伝うるに足らず．吾人は
敢て婚姻に定義して下の如く曰わんと欲す．

「婚姻とは生殖期間以上に男女両性が多少継続的に同
棲するを云う」

故にこの定義に従う時は，婚姻の意義は一方に於て，
生殖作用の当時のみならず更に多少の継続を有する男
性女性の同棲なる以上，苟

いやしく

も鳥獣と雖
いえど

も此語の適用あ
るを以て甚だ拡張せらるヽと同時に，他の一面にあり
ては，仮

た と え

令文明人間に於ける夫婦関係と雖
いえど

も時に或は
排斥せらるゝ事ある可きを以て著しく縮少せられたり
と云う可きか．

此意味に於ける婚姻は先ず亀
き べ つ

鼈族に始まり鳥類に到っ
ては殆んど一般に見る現象にして哺乳動物に於ては，
多少の差等を生じ猿

えんこう

猴類は齊
ひと

しく是を行い，更に類人
猿に到っては殆んど完全に行われつゝありと称するも
過言に非ざるは上

じょうらい

来吾人の論説する処の如し．斯の如
く観来れば，人類の祖先が如何にして婚姻なるものに
到達せしかは想像するに難からざる処にして，一方に
類人猿の為す処を見，一方に原始的人類たる諸蛮民の
風習を稽

かんが

えて其帰着する処を求めば，夫
そ

の往古幾万年
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蛮族の風習を考察してその帰結を求めれば，はるか昔
何万年も前の私たちの祖先は，初めはまったく婚姻の
制度を持たず，鳥獣にも及ばない時代を経て，ようや
く男女が同棲して一家を営むという婚姻の制度に到達
したのではないだろうか．我々は，この見解は独断に
陥るおそれのないものと信じるものである．

婚姻は自然淘汰の作用に基づいて発生するのか

男性と女性が相寄って生殖するのは，生物の本能にす
ぎない．そして，この本能の発動には多くの場合，一
定の期間がある．その期間が過ぎ本能が満たされると，
両性が互いに離れてしまうのもまた動物の自然なあり
方である．しかし，ここでいう婚姻とは，単に生殖行
為の期間だけを指すのではなく，さらにある程度の期
間，男女が同棲することを必要とするものである．こ
れは一方から見れば，動物の自然に反するようにも見
える．動物の自然に反していながら，なおこの状態が
持続し得るのはいったい何故か．我々はこの問題に直
面して，はじめて自然淘汰の巧妙さを説く機会を得る
のである．

本能が満たされ，期間がすでに過ぎ去り，本来なら離
れるべき男性がなお女性のそばを離れず，共同生活す
る理由はほかでもない．親としての愛情が生まれるか
らである．無脊椎動物や魚類，爬虫類のように，自分
の子孫の発生について何ら配慮しないものにおいては，
もし自然が何の配慮も加えなければたちまち絶滅して
しまうであろう．たしかに彼らはただ産卵するだけで，
その卵や幼虫はまだ防御力を備えておらず強敵の餌食
となるため，この災いを免れるものはきわめて少ない
からである．そこで自然は，彼らに非常に多くの産卵
ませることによって補っている．もしそのすべてが成
長すれば，世界は彼らで満ちてしまうほどである．そ
れほど多く産むからこそ，彼らの種族はなお適当な数
を保って存在することができるのである．

鳥類では，種族を存続させるために親の世話が非常に
重要であり，魚類や爬虫類の卵が単に日光の力によっ
て孵化するのとは違い，鳥の卵は常に一定の温度に保
たれなければならない．しかも孵化後もしばらくの間
は親鳥の体温によって外気の影響を防ぎ，成長，独立
して飛翔できるまでには，さらに多くの保護が必要で
ある．哺乳類もおおむね同様である．特にクジラ，ア
ザラシ，コウモリなどに見られる幼獣の保護は，昔か
ら美談として語られるほど，非常に手厚いものである．
猿類や類人猿に至っては，いわゆる原人とほとんど差
がないことは前述のとおりである．つまり一般に動物
は，生れてすぐに成体と同じように活動できる魚類な
どを除けば，幼時の無力な期間の長さに応じて親の保
護を必要とし，種を問わず母親に育てられた子よりも，

の吾等の祖先は，其始めは全く婚姻の制度なく，飛禽
走獣にだも及ばざりし時代を経て，茲に漸く男女同棲
して一家を経営するの婚姻なる制度に到着したるには
非ざるか．吾人は此見解を以て独断に失するの憂なき
ものと信ずる也．

婚姻は自然淘汰の作用に基きて生ず

男性女性の相寄りて生殖するは，生物の本能のみ．而
して比本能の発動には多く一定の期間あり．其期間の
経過と共に，且つ本能の満足と共に，之等両性は互に
相去らざるを得ざるも亦動物の自然に出ず．而も茲に
所謂婚姻とは単に生殖作用の期間のみならず，尚多少
の期間両性の同棲を必要とする也．之れ一方より論ず
る時は動物の自然に反するの観無きに非ず．動物の自
然に反して尚且此情態の持続し得るは果して何の為ぞ
や．吾人は此問題に逢着して初めて自然陶汰の霊妙を
説くの機会を得たり．

本能茲に満足し，期間は已に去ると雖
いえど

も，相去る可き
男性が尚女性の傍を離れず之と共同に生活する所以の
ものは他なし．親たるの愛情が発生するを以て也．夫

か

の無脊推動物，魚類爬虫類の如く其子孫の発生に関し
て何等の顧慮をも抱かざるものにありては，若し自然
が何等の注意をも加えざるに於ては其種族は急

たちま

ちにし
て絶滅に帰す可し．蓋し彼等は只単に産卵するのみな
るを以て，其卵若くは幼虫は未だ防禦力を具えざるに
当りて強敵の餌となり，此厄を免るゝものは極めて少
なからんを，自然は彼等に与うるに巨多の産卵を以て
し，一度其全数が盡

ことごと

く成育せば世界は彼等を以て充た
さんとする程なるを以て彼等の種属は尚適当なる数に
於て存在するを得る也．

鳥類にありては種族存続に関して親の注意を必要と
する事多大にして魚族，爬虫類の卵が単に日光の力に
依りて孵化するに反し，鳥類の卵は常に一定の温度を
以てせざる可らず．而も其孵化後若干期間は同じく親
鳥の体温によりて外気の侵すを避け，成長し独立して
翺
こうしょう

翔するを得る迄には，更に幾多の保護なかる可らざ
る也．哺乳動物も亦概ね然り，特に鯨，海

アザラシ

豹，蝙
コウモリ

蝠等
に於ける幼者保護の如きは夙

つと

に世人の伝えて美談とす
る程，深厚を極むる者あり．猿

えんこう

猴類，類人猿等に至つ
ては，所謂原人と大差なきは前に述べたる如し．即ち
一般に動物は其生るゝや直ちに，成育したるものと同
様に活動し得る魚族等を除いては，幼者の無力時期の
長短に応じて親の保護を必要とし，其何れの種属にあ
るを問わず．女性の親に養育せられたる子よりも男性
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父親に保護された子の方が遙かに優れていることから，
適者生存の原則に基づく長年月の淘汰を経て，やがて
幼子に対する母の愛に父の愛が加わり，ついには今日
我々が目にするような，男女が生殖期後にも共同生活
を営む姿に至ったのであろう．

婚姻あって家族が成立するのか，家族があって婚姻が
成立するのか

種属の保全は生殖力，子の能力，母の愛情，更に婚姻
の成立によりて実現されるものであり，類人猿から人
類のように，生殖力が弱く，子の無力な期間が長いも
のでは，特に婚姻による男性の愛が必要なことが非常
に多く，これによって婚姻が成立することはまさに当
然の事といえよう．従って，家族は婚姻によって成立
するというようよりも，寧ろ婚姻は家族の為めにある
と考えるのが妥当ではないだろうか．婚姻と子孫とは
このように密接な関係を有するものであるから，諸蛮
族の中には，未だ子がない女性は妻の資格なしとする
( 東部クウイーシスランドのフュージアン族 )，或は子
供を一人生むまで女性は父の家に留まる ( アビボーン
族，中国の辺境の一種族，サーカシアン族，シナイ山
のベドウィン族 )，或いは遂に子が生まれない女性は一
生父の家に留まり，夫はそれを理由にいったん与えた
結納を取戻す ( ベール族 )，或は子がない期間は女性の
父に結納を与えない，あるいはこれを受けない ( シャ
ムの土人間の風俗 )，或は結婚式をニ回行い，後の一回
は子が生まれてから行い，それを以て婚姻が完成する
と定め，遂に子が生まれない場合は離縁となることが
多い ( 南印度るバダガス族 )，或は女性の妊娠を以て婚
姻の条件とし，それまで男性は結婚する義務なしとす
る ( 中央アフリカのマヂー族，ボルネオの一蛮族 ) な
どの風習は，明らかに婚姻と子孫との関係を表するも
のである．

人類は喉が渇かなくとも水をのみ，四季を問わず性欲
をもつことが，他の動物と異るところであるとし，継
続的な共同生活を営む理由も，不断の性欲をもつため
でしかないとする説がある．人類の婚姻は果して親子，
子孫等の観念とは別に，性欲だけで維持されるものな
のか否か．これについては次章で述べる．

の親に保護せられたる子の方，進かに優秀なる処より，
茲に適者生存の原則に基きて長年月の淘汰を経て，遂
に幼者に対する母の愛に加うるに父の愛を以てし，終
に今日吾人が目

め ど

堵する如き男性女性の生殖期後の共同生
活を見るに到れるものならん．

婚姻ありて家族あるか家族ありて婚姻起る乎

意
おも

うに種属の保全は生殖力と幼者の能力と母の愛情
と，更に婚姻の成立によりて完

まっと

うせらる可きものにし
て，類人猿より人類に至る如く，生殖力弱く，幼者の
無力時代永きものにありては特に婚姻に基く男性の愛
を要求する事頗

すこぶ

る多く，之等に於て婚姻の成立が完備
するは正しく当然の事に属すと云わざる可らず．此故
に，家族は婚姻に由りて成ると云わんよりは，事ろ婚
姻は家族の為めに成るとするを妥当なりとせん乎．婚
姻と子孫とは斯くの如く密接なる関係を有するものな
れば，諸蛮族中，或は未だ母と成らざる婦は妻たるの
資格なしとし ( 東部クウイーシスランドのフュージア
ン族 )，或は一子を奉ぐる迄は女は尚父の家に留まり
( アビボーン族，支那の辺境の一種族，サーカシアン族，
シナイ山のベトーイン族 )，或は終に子なき婦は一生父
の家に留まり，夫は之れを理由として曾つて与えたる
結納を取戻し ( ベール族 )，或は未だ子なき間は婦の父
に結納を与えず，又受けざる ( サイアムの土人間の風
俗 )，或は婚姻の式に二回あり，後の一回は子を設て後
に初めて之を行い，茲に婚姻は完全となると定め，遂
に子なき時は多く離縁の結果を見る ( 南印度バダガス
族 )，或は女の妊娠を以て婚姻の条件とし此事なき以前
は男子に婚姻を為す義務なしとするもの ( 中央アフリ
カのマヂー族，ボルネオの一蛮族 ) の如き明らかに婚
姻と子孫との関係を表示するものに非ずや．

人或は人類の渇せずして飲み，四時性欲を蔵するを以
て人類の他の諸動物と異る所以とし，継続的共同生活
も帰する処は，不断の性欲あるが為のみと做すものあ
り．人類の婚姻は果して親子，子孫等の観念を除外し
たる，一片の性欲のみによりて維持せらるヽものなる
や否．乞う次章に於て是を論述せん．
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動物の生殖期に関する学説

リューカルト教授は説を為して曰く．動物の生殖作用
も亦常に経済的原則に従って行われ，其交尾期は必ず
物質の需給相調和したる時に於て発すと．教授の言は
一部の学者に真理なりとして賞推せらるヽものなれど
も，事実は之れが反証となる事往々にして少なからず．

哺乳動物と交尾期

交尾期は一般生理学的原則に依らず寧ろ其生活状態の
奈
い か ん

何による

一定の分娩期なき野獣

之を実際に照して考うるも，鳥類，爬虫類の如きは其
交尾期，自然始めて覚めて生気動き，食餌甚だ多から
んとする春季にある事は真なれども，哺乳動物の如き
は其種に依り其属に基いて千差万別にして一定の時期
なし．而も其懐胎期間の長短に応じて交尾期に遅速あ
るは動かす可らざる天則なるが如く，温帯に棲むもの
は春，熱帯に息むものは雨期前に子を産む．寒気の退
く事比較的に遅緩なる高山に生活する動物は，其同種
にしては平地にあるものに比して交尾期稍遅るゝを常
とし，又寒帯と熱帯に之れを見るも亦同様の遅速ある
を見る．之れ蓋

けだ

し将
まさ

に生れんとする幼児の生育に至大
の関孫を有する所にして，虚弱なる幼児の成長期は最
も四

しい

圍の状況の有利なる時たらざる可らずして，リュー
カル卜氏の所説の如く，交尾期が経済的原則に支配せ
らるゝに非ず．之に支配せらるゝは寧ろ其出産期にあ
る也．之れ実に自然淘汰の一半面にして，榛

はしばみ

子を食餌
とするドルマウス（やまねこの一種）が七月に交尾し
て八月に幼児を産むは，此月を以て榛

はしばみ

子成熟して食糧
多く，将に来る可き秋冬の寒気に堪えて幼児が恙なく
成長するに適するに他ならず．

類人猿の起水期

ゴリラ，オランターンが春季に出産するは，熱帯地方
にては一二月を以て年内最も果実の夥多なる月となせ
ばなり，即ち動物の交尾期は其食物の種類と地理的関
係とによりて著しく影響を被り，出産期が生活に容易
に水，食物等饒多にして且つ気候の温順なるを求むる
自然の要求に従い，且つ其懐胎期間の長短に基きて彼
等の交尾期は一定する事なく多種多様の情態を呈する
に他ならざる也．

原人にも交尾期ありしか

如
じょじょう

上の現象は果して単に是等諸動物間に見る処のもの
に過ぎざる可きか．ゴリラ，オランターンと相去る事

第二章　原始的人類と生殖期

動物の生殖期に関する学説

リューカルト教授は，動物の生殖作用も常に経済的
原則に従って行われ，その発情期は必ず物質的な需給
が調和した時期に当たるという説を唱えた．この説は，
一部の学者に真理として評価されているが，実際には
その反証となる事実が少なくない．

哺乳動物と交尾期

交尾期は一般生理学的原則ではなく寧ろその生活状態
による

一定の分娩期がない野獣

実際に照して考えても，鳥類，爬虫類の発情期は，目
覚めて活発に動き，餌が非常に多い春季にある事は確
かであるが，哺乳動物では種類によって千差万別であ
り，時期は一定しない．しかも，妊娠期間の長さに応
じて発情期に早遅があるのは，動かしがたい自然の法
則であり，温帯にすむものは春に，熱帯に生息するも
のは雨季前に子を産む．寒さが和らぐのが比較的遅
い高山に生きる動物は，同じ種類でも平地にいるも
のに比べて発情期がやや遅くなるのが普通である．ま
た，寒帯と熱帯を比べても，同様に早い遅いの違いが
見られる．これはおそらく，これから生まれる幼児の
成育に重大な関係をもつからである．虚弱な幼児の成
長期は，周囲の状況が最も有利な時期でなければなら
ず，リューカル卜氏の説のように発情期が経済的原則
によって支配されるのではない．これに支配されるの
は，寧ろ出産の時期である．これは実に自然淘汰の一
面であり，榛

はしばみ

子を餌とするドルマウス ( やまねこの一
種 ) が 7 月に交尾して 8 月に子を産むはの，この時期
に榛

はしばみ

子が成熟して餌が多く，まもなく訪れる秋冬の寒
気に堪えて子が無事成長するに適しているからに外な
らない．

類人猿の発情期

ゴリラ，オラウータンが春に出産するのは，熱帯地方
では 1 月，2 月が 1 年で最も果実が多い月であるため
である．即ち動物の発情期は，食物の種類と地理的関
係に著しく影響され，出産期が生活が容易で，水，食
物が豊富で，且つ気温順な気候を求める自然の要求に
従い，且つ懐妊期間の長短によってその発情期は一定
する事なく多種多様である．

原人にも交尾期はあるか

このような現象は果して単にこのような動物の間に見
られるだけであろうか．ゴリラ，オラウータンとそれ
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ほど遠くないとされる諸蛮族では，このような事例は
認められないであろうか．我々の見解では，いわゆる
原始的人類である蛮人中には，往々にしてこの事実の
存在を立証するものが少なくない．即ち，カリフォル
ニア州のアメリカインディアンの或る部落ではトナカ
イ，シカと同様に発情期があり，又ソーゾンのゴツダー
ン蛮族では火樹 ( ファイアツリー ) が紅葉する季節に
なると大祭を行い，武勲の証左となるた頭蓋骨の多さ
を誇ると共に，青年は競って少女を求めて同棲する事
に熱中する．更にオーストラリア西端のウヲツチャン
ダイ蛮族では，春中には宗教的大祭があり淫蕩の極み
を尽すという．またスタスマニアの蛮族にも，殆ど同
様の行事がある．インド高地のホヌ族には，毎年正月
に大祭があり，この数日間にあらゆる人間の情欲を放
出しないとかえってその後に災を招くと称して，召使
いは主人を，子は親を，親は子を忘れ，男性はその威
厳を忘れ，女性は羞恥心，従順さを忘れ，淫蕩を尽く
し，少女も際限なく自由を楽しんで男女抱き合って情
欲の赴くままにするという．こうしてこの祭を重ねて，
遂にその後夫婦となるのが常であるという．サンタル
蛮族の婚姻は必ず正月に行われ，先ず青年男女は 6 日
間共同生活を試み，その後にそれぞれ配遇者を選ぶこ
とを常とする．この他，ジエーポールのパンジアス族，
コオタルス族，ニューメキシコのケンス族，ホホッテ
ントット，カフィア族等にも，これに似た風俗が存在
する．

更にロシアの伝記によれば，16 世紀頃迄は 6 月の終
のセントジョン祭の前日には，淫猥の限りを尽くす大
祭があった．これはローマでも 4 月にビーナスを祭っ
て同様の快樂に耽ることがあったという．アンダルト
氏の言に依れば，英，独，エストニアその他欧洲各国
には，それぞれ男女淫行を目的とする祭日があり，そ
の時期が晩春初夏あることは，ロシア，ローマに似て
いるという．

これらの事実から考えると，人類に性欲の発生期，発
情期の存在を必ずしも否定できない．従って我々は更
に一層の研究を試みる必要がある．

野蛮人と発情季

世界に現存する諸蛮族における最も出産数の多い月
を求めると，以下のような結果が得られた．南アフリ
カのカフィア蛮族では春季に相当するに 8 月，9 月頃
が最多産の月で，正に上述の祭礼の結果と思われる．
ニューカレドニアの蛮族は，晩春初夏に婚姻し，アフ
リカスタンレープールのバテチ族は雨季に入る前，即
ち 9 月，10 月を最多産の月である．この出産数の増減
は単に原始的人類の間にのみ認められる現象ではなく，
一般文明人の社会でもほぼ同様の事例が存在する．例

遠からずとせらるゝ諸蛮族にありては，遂にかゝる事
例は認む可らざるものか．吾人の見を以てすれば，所
謂原始的人類たる諸蛮民中には，往々にして此事実の
存在を立証するもの少なしとせざる也．即ちカリフォ
ルニア州のアメリカインデアンの或部落の民は馴

トナカイ

鹿，
鹿等と同様に起水期 ( 交尾期 ) あり，又ソーゾンのゴ
ツダーン蛮には火樹 ( ファイアトリー ) の紅葉する季
節に至るや大祭を行い，武勲の証左たる頭骨の多きを
誇ると共に，青年は競うて少女を求めて之れと共棲せ
ん事に熱中す．更に濠洲西端に息

やす

むウヲツチャンダイ
蛮族には春の最中には宗教的の大祭あり淫蕩の極みを
尽すと．又スタスマニアの蛮族にも殆ど之に類するの
行事あり．印度高山蛮のホヌ族には毎年正月大祭あり，
此数日間に於てあらゆる人間の情欲を放出せざれば，
反って後の災を招くと称して，奴婢は其主を忘れ，子
は親を，親は子を忘れ，男子は其威厳を忘れ，女子は
羞恥従順を忘れ，荒婬度なく少女は絶対の自由を楽し
んで男女相擁して情欲の向う処に任すと．而して此祭
を累

かさ

ぬるによりて遂に後来夫婦の関係成立するを常と
すと．サンタル蛮の婚姻は必ずっと正月中に行われ，
先ず青年男女は六日間相混合して生活を試み，然る後
に各々其配遇を選ぶを常とす．此他ヂエーポールのパ
ンヂアス蛮，コオタルス族，ニューメキシコのケンス蛮，
ホツテントツト，カフイア蛮等に於て何れも之れと相
似たる風俗の存在するを見る也．

更に進んで，露国の伝記に依れば，其十六世頃迄は六
月の終，洗礼 ( バプチスト ) 者セーント，ヂョーン祭
の前日には，淫猥の限りを擅

ほしいま

まにする大祭あり．右
み ぎ は

者
羅
ロ ー マ

馬に於ても四月中ヴィナスを祭りて同様の快樂に耽
りし事あり．アンダルト氏の言に依れば英，独，エス
トニア其他欧洲各国には各々男女荒淫の行事を以て旨
とする祭日あり．而して其時期は晩春初夏の候なる事，
露国羅

ロ ー マ

馬と相似たりと云う．

此事実に拠りて思索する時は，必しも人類に性欲発動
期，起水期の存在を否定する能わざる如し．而も吾人
は更に一層の研究を試みざる可らず．

野蛮人と発情季

世界に現存する諸蛮族に依りて其最も出産数の多き
月を求めしに，下の如き結果を得たり．南アフリカの
カフィア族は春季に相当するに八九月の交を以て最多
産の月とし，正に上述の祭礼の結果ならんと思わる．
ニューカレドニアンの蛮族は晩春初夏の候を以て婚姻
し，阿

ア フ リ カ

弗利加スタンレープールのバテチ蛮は雨季に入
る前，即ち九，十月を以て最多産の月とせり．此出産数
の増減は啻

ただ

に原始的人類の間に於てのみ認め得可き現
象に非ずして，一般文明人の社会にありても略

ほぼ

同様の
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えば，ワツペウス氏はサルジニア，ベルギー，オラン
ダ，スウェーデンの諸国には 2, 3 月及び 9, 10 月の時
期に出産率が増加するという．イタリアでは，南部は
春一回だけであるが，その北部では春秋 2 回の多産月
がある．マイエル博士，ボエケマン博士の研究によれば，
ドイツ地方の多産月は，2, 3 月及び 9 月の 2 回で，ス
コットランドの八大都市の統計を求めたヘークラノト
博士は，4 月が多産月である事を立証した．このよう
に二回の多産月について見ると，その増減は北に行く
ほど顕著となり，南ドイツ地方にては 1 回目が優勢で
あるが，北ドイツ地方では次第に 2 回目が優勢となり，
スウェーデンでは明白に 2 回目が最多産月となる．

次に欧州以外の民族に研究すると，北米マサチュー
セッツも 2 月，9 月，の 2 回の多産月がある．チリで
は 9 月の一回 ( 同国の 9 月は春である )，ヒンヅー族
では最少出産月は 6 月で，9 月，10 月が多産月である．

以上列挙した多産月の存在する理由に関して，統計学
者は種々の説明をしているが，多くの一致する点は，5, 
6，6 月 ( チリは 9 月 ) 頃に何れの人種も生殖欲が昂進
することである．加えてこの多産月中に生まれた者の
間には，私生児の率が比較的多いことを見ても，この
想像が真実に近いとを思わざるを得ない．人類の発情
期と称すべきものは，このように晩春初夏の候に現わ
れる．例外としてアラハバットのヒンヅー族の淫乱な
祭が正月に行われ，その多産月が夏直前にあるが，同
じくオーデイポールのヒンヅーが春の神ホリカのため
に行う，ホリカという同じように淫乱な祭が春の数ヶ
月に亘って行われ，北方インドのアーリア族，ラジプー
ツ族が愛の神カムデヴァの為めに行う祭日が，同様に
春にあるを考えると，我々が人類の発情期に就いて述
べたところは，基本的に誤りないと思われる．

文明人ではどうか

上記に述べたことから，我々は人類にも発情期の存
在する事が決して疑いのないところである証拠を示せ
たものと信じる．従って，人類の発情期とはそもそも
どのような原因から発するのか．気候の変化に基づく，
或は食料の多少に拠るという説は，いずれも信ずるに
足りると思われる．そもそも気候の寒曖，乾温の差異
に基いて人類の発情期が定まるとするのは，非常に無
理がある主張であり，視点を転じて一般哺乳動物，特
に類人猿の発情期を観察しても，決してそのようなも
のではないことが分かる．どうして人類だけ特にこの
ようなことが起こると言えるのか．まして，食料の多
少と性欲の消長とは，ある程度生理学者が信頼してい

事例は存在する也．例えば，ワツペウス氏はサルヂニ
ア，自

ベ ル ギ ー

耳義，和
オランダ

蘭，スウエデンの諸国には二，三月及び
九，十月の時期を以て出産率増加すと云う如き．伊

イ タ リ ア

太利
にては，南部は春季一回に過ぎざれども其北部にあっ
ては春秋二回の多産月あり．マイエル博士，ボエケマ
ン博士の研究に依れば，独

ド イ ツ

乙地方の多産月は，二三月
及び九月の二回にして，スコットランドの八大都市に
就いて統計したるヘークラノト博士は四月を以て其多
産月なる事を立証せり．而して二回の多産月に就いて
見るに其増減は北に進むに従って顕著となり，南独地
方にては第一回を以て勝れりとすれども，北独地方は
漸く第二回を以て多しとし，スウェデンに入るに及ん
では明白に第二次を以て最多産月とするを知る也．

次に欧洲以外の地方民に従つて研究するにも，北米マ
サチューセッツも二月九月二回の多産月あり．智

チ リ

利国
にては九月の一回（同国の九月は即ち春也），ヒンヅー
族にありては最少出産月は六月，九，十月を以て多産月
とするが如し．

以上列挙したる多産月の存在する理由に関して，統計
学者は種々の説明憶説を立つと雖

いえど

も，其多数が一致し
て疑を挟まざる点は，五，六月 ( 智

チ リ

利は九月 ) の交を以
て何れの人種も生殖欲の昂進すとするにあり．加うる
に此多産月中に生まるゝ者の間には私生子が比較的多
大なる率を占むるを見ば，此想像が真実に近かきを思
わざる能わざらん．人類の起水期とも称す可きものは，
斯くの如く晩春初夏の候に現わる．例外としてアラハ
バットのヒンヅー族の荒婬なる祭祀が正月に行われ其
多産月が夏季正に到らんとする時にあるものを見るも，
同じくオーデイポールのヒンヅーが春の神ホリカの為
めに行うホリカなる同じく荒婬乱俗の祭が春季数月に
亘って行われ，北方印度のアリアン種，ラジプーツ蛮
が愛の神カムデヴァの為めに行う祭日が齊

ひと

しく春季に
あるを思う時は，吾人が人類起水期に就いて述べたる
処は原則として過

あやま

りなきが如し．

文明人ではどうか

上来論述したる処に依りて，吾人は人類にも必ず起水
期の存在する事決して疑う可らざるを挙証し得たりと
信ず．而して此人類間の起水期は，抑

そもそ

も奈
な に か

何の原因に
よりて発するか，或は気候の変化に基くと云い，或は
食料の多少に依ると称する，未だ信ず可らざるを思う．
蓋
けだ

し気候の寒曖，乾温の差異に基いて人類の起水期が
定まるとは思わざるの甚しき言にして，眼を転じて一
般哺乳動物，特に類人猿の交尾期を観察するも，その
決して然らざるを知る可く．豈

あに

人類にのみ特に此事出
ずと云わんや．次に食料の多少と性欲の消長とは，多
少生理学者の信頼する所にして，一部の人士は此説に
左
さ た ん

袒するを見るも果して空論に終らざる可きや否は問



21

る説であり，一部の支持も見受けられる．しかし結局
は空論に終わるものかもしれないと言わざるを得ない．
食料が豊富であるが故に人類の性欲も盛んになるとす
れば，北欧住民の受胎期が 5 月，6 月に最大となるこ
は前述の多産月から推して明白であるが，北欧の 5 月，
6 月は，9, 10, 11 月に比べて甚だ生活が困難となる時
期である．ドイツの北西部，スウェーデン等では，生
活が豊かな 9, 10, 11 月は，かえって受胎が最も少なく，
南アフリカのカフィア族の受胎月は食物が最も多い 3
月，9 月ではなく，かえって 11 月，12 月である．5
月より 8 月まで食料が最も豊富なパテーケ族の受胎月
が主として 12 月，1 月にあるなど，明らかにこの仮説
に反する事実である．それではある学者が説くように，
人類の生殖力はその食糧が豊富なる時ではなく，寧ろ
生活が窮乏する時に増進するものなのであろうか．オー
ストラリア西端の蛮族やカリフォルニアの土人の受胎
期は，食料最も多い時で，バコンゴー族の受胎月の 12
月ならびに 1 月は，その生計が最も安楽な時期である
ことを見ると，この説もにわかには信じがたい．では，
真の原因はどこにあるのであろうか．

人類は晩春初夏に情欲が盛んとなる

思うに人類の発情期もつまるところ一般動物界を支配
する原則に従うものである．従って，春季は草食動物
にとって甚だ生活が難しい季節であり，恐らくまだ果
実食のみであった原人種が，この季節に子を産む事は
考えにくかったが，生活が次第に向上して，草根木皮
を食べ，あるいは肉食するようになって，野菜の葉が
軟らかくなり，草根が甘くなる春季が，寧ろ好適な時
期となった．この季節に産まれた子供が，他の季節に
生まれた子供に比べて成育が良いことを見れば，彼等
が出来る限り良い時期に子を産もうと希うようになる
のは当然であり，この希望が次第に子孫に遺伝して動
物界に見られる他の種々の特質と同じように自然淘汰
の影響をうけ，長年の間に遂には食物が多く，気候が
温順で，子の成育に好適な春季の出産数が，他の季節
の出産数に比べて多くなったのではないだろうか．我々
は，この事実から人類の生殖期は一般哺乳動物に比し
て，早い時季に発生することを知ることができる．し
かし，子供が母胎中に留まる期間の長短，子供の生活
力，及びその他の様々な事情と関連して研究する必要
があり，絶対に正しいと主張することは躊躇せざるを
えない．さらに子供の生育は，単に温度と食物とによっ
て決まるものではない．3 月，4 月に出産するタヌキ，
トナカイを見れば，何か他に重要な条件があると考え
ることは難しいことではなく，我々は単に人類の生殖
期には上述の傾向があるとだけ言うことにしたい．

多産月が春秋 2 回にあることを前述した．今春季の

題と云わざる可らず．食料豊富なるが故に人類の性欲
も亦

さ か ん

汪なりとせば，北欧住民の受胎期は五六月を以て
最大なりとは，上述多産月より推論して明白なる処な
るが，而も北欧の五，六月たる．九，十，十一の諸月に比
して甚だ生活に困難を感ずるする処．独逸の北西部，
スウェデン等に於ては生活に豊なる九，十，十一月は，
反って受胎最も少なく，南阿カフィア蛮の受胎月は食
物最も多量なる三，九月にあらすして反って十一，十二
月にあり．五月より八月迄を以て食料最も豊富なりと
するパテーケ蛮の受胎月が主として十二月並に一月に
ある等は明らかに此仮説を破壊する者と云う可し．次
に或学者の説く如く人類の生殖力は，其食糧の豊富な
る時に非ずして寧ろ生活の窮乏を告る時に際して増進
する者なるや否．濠洲西端の蛮族やカリフォルニアの
土人の受胎期は食料最も多き時にして，バコンゴー蛮
の受胎月なる十二月並に一月は其生計最も安

あんいつ

佚なる時
期にあるを見ば，此説も俄に信ず可らざる如し．然ら
ば真の原因は那

な へ ん

辺に在るや．

人類は晩春初夏の候に情欲旺んなり

意
おも

うに人類の起水期も畢
ひっきょう

竟一般動物界を支配する原
則に依って生ずるものなり．由来春季は果食の動物に
とりて甚だ生活難を感ず可き季節にして，恐らくは未
だ果食のみなりし夫

か

の原人種が，此季節に幼児を産む
事は考う可らざるも，原人種の生活は漸く向上し来り，
草根木皮を食い或は肉食を為すに到っては野菜は軟か
き葉を延べ，草根甘きを加え来るの春季は，寧ろ彼等
の為めに好適なる時期となりぬ．此季節を以て産まれ
たる幼児は他の季節に生まれしものに比して多く成育
するを見るや，彼等が能う可くんば此好順なる時期に
子を産まん事を希うに至る可きは当然にして，此希望
は漸く其子孫に遺伝し動物界に見る他の種々なる特質
と同じく，自然淘汰の影響を被りて，幾何年を閲する
間に遂に食物多く，気候和順，幼者の成育に便なる春
季を以て出産する数が，よく他の季節の出産数に比し
て多きを加うるに到れるならん乎．吾人は此事実に依っ
て人類の生殖期は一般哺乳動物に比して早き時季に発
生するものなるを知る．然れども此事たる幼児の母胎
中に留まる期間の長短，幼児の生活力及び其他各般の
事情と相関連して研究するを要する者なるを以て未だ
絶対に真理 として主張するに躊躇せざる能わず．況や
幼児の生育すると否とは単に熱と食物とに依りて定ま
るものに非ず．三四月を以て幼児を産する貛

マミ

，若しく
は馴

トナカイ

鹿あるを見ば何者か他に必須の要件の存する事を
思うに難からざるを以て，吾人は単に人類の生殖期に
は如上の傾向ありとのみ云わんと欲する也．
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出産については説明したので，更に秋季の多産の理由
を見る．秋季に春季よりも多く出産するのは，北欧の
民にで顕著な現象である．その理由として一般に言わ
れているのは，その受胎期である冬季は，これらの地
方では収穫が完了して米が穀倉にあり，農民はようや
く安楽となり，かつクリスマスもあるので，自然に生
殖欲が増進するためとされ，主に社会的方面からこれ
を説明しようとしている．然し実際に観察すると，農
民はその労働の疲労をそれぞれの季節の前に回復する
のが常で，降誕祭は年末に漸く行われ，秋季多産の原
因となる冬期の受胎との関係は寧ろ少ない．従って我々
は，社会的原因よりも他の方面にその原因を求めるこ
とを考えざるを得ない．

現在も認められる人類交尾期の名残

自然淘汰の原則は今日もなお作用している．欧洲北
部では，食料が最も豊かで生活が安易なのは一年の中
で晩秋から初冬以外にない．農民の多くは冬が漸く去
る頃から再び生活難と戦わなければならない境遇にお
かれる．ボエクマン博士によれば，死産は春季に於て
最も多いという．また言うに及ばず冬季の厳寒も，衣
類，暖房があるので恐れるに足りない．さらに秋季に
生れた子供は寒気に堪えてこれと戦う活力があるとい
う．食料が多く生計が豊かであり，厳寒も恐れるに足
らずとすれば，秋季多産の原因は言わずとも明白であ
る．12 月，1 月に受胎する事が多く，すなわちこの時
期に人類の生殖力が盛んなる理由は，社会的原因によ
るものではない．食料の豊富によるものではない．そ
の理由は自然淘汰しかない，適者生存の原理しかない．

冬季と妊娠

このように研究を進めてゆくと，人類の生殖欲に制限
がなく，常時ある理由もまた自ずからわかる．確かに
自然淘汰の力は常に作用しており，優れた者のみが残
存することを許すものである．この事実を最も明白に
示すものは，オーストラリア西端に住むウヲッチャン
ダイ族に見られる現象である．彼らの住む地は荒涼と
した不毛の地で，生物が長期間留まることに適さない
ため，初夏に多少の余裕ある他は一日たりとも安楽を
貪る暇がない．生まれてくる子供は，1 ヵ月を経ずし
て死亡するのが普通である．つまり春季に生れる子供
でなければ到底生長を期待できない．そして彼等が慣
例とする淫猥な祭は必ず初夏に行われ，これに基いて
生れた子供だけが僅かに成長するだけである．従って
彼等の間では，明らかに晩春，初夏に発情期を見る．

何故人類にのみ交尾期が消滅したのか

しかし，人類の生活が次第に進歩し，巧妙な方法や新

多産月が春秋の二回にあるは前に述べたり．今春季
の出産に関して説明を終りしを以て更に秋季多産の理
由を見ん．秋季に於て春季に増して出産するは北欧の
民に於て特に顕著なる現象也．之れが理由として世人
の論ずる所を見るに，其受胎期たる冬季は之等の地方
にありては収穫全く了

おわ

りて米穀倉にあり，農民は漸く
安
あんいつ

佚にして且つクリスマスの大祭あるを以て，自然人
類の生殖欲を増進すると説き，主として社会的方面よ
り之れを説明せんとするが如し．然りと雖

いえど

も之を実際
に就いて観察するに，農民は其労作の疲労を各期前に
回復するを常とし，降誕祭は年末に至りて漸く行わる
可きもの，秋季多産の原因たる冬期の受胎とは関係寧
ろ少しとせん．吾人は此故に社会的原因に求むるより
は，更に他の方面に於て之を求めんと思惟せざる能わず．

現に認め得可き人類交尾期の遺風

自然淘汰の原則は今日と雖
いえど

も尚行わる．欧洲北部に
於ては其食料最も豊かにして生活に安易なるは一年中
秋末初冬の交を措

お

いて他に求む可らず．農民の多数は
冬漸く去らんとする頃より，再び生活難と戦わざる可
らざる境遇にあり．ボエクマン博士の言によれば，死
産は春季に於て最も甚しと．且つ冬季の厳寒も防ぐに
綿毛あり薪炭あるを以て敢て怖るに足らず．況んや秋
季に生るヽ児は寒気に堪え之と戦うの活気を有すと云
うをや．食料多く生計裕かに沍

ご か ん

寒怖るに足らずとせば，
秋季多産の原因は多言を待たずして明白たらん．十二
月，一月を以て受胎する事多き，即ち人類の生殖力汪

さか

んなる理由は，社会的原因に依るに非ず，食料の豊富
なるに基くに非ず，其由来する処は自然淘汰のみ．適
者生存の原理のみ．

冬季と妊娠

斯の如く研究の歩を進むる時は，人類の生殖欲に制限
なく，四時常に之ある理由も亦自ら解決するを得可し．
蓋し自然淘汰の力は刻々其働きを息

ひそ

めず，優者のみ残
存するを許すものにして，此事実を最も明白に示すも
のは，濠洲西端に住むウヲッチャンダイ蛮族に現わるゝ
現象なり．彼の住む地たる磽

こうかく

确不毛にして生物の永く
留まるに適せず，従って彼等蛮族は初夏に多少の余裕
ある他，一日も安

あんいつ

佚を貧る暇なし．其産める児は概ね
一と月ならずして死亡するを常とする也．即ち春季に
際して生れたる幼児に非ずんば到底生長の希望なき也．
茲に於てか彼等の慣例なる荒淫なる祭祀は必ず初夏を
以て挙行せられ，此事に基きて生れたる児のみが僅か
に成育す可きのみ．従って彼等の間には明らかに晩春
初夏に際して起水期の必要を見る．

何故に人類にのみ交尾期消滅せしか

然れども人類の生活漸く進歩を来し，巧妙なる方法や
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たな発明により外界に対する抵抗力を蓄え，寒さに飢
えることなく，外界の影響を排除して独立できるよう
になると，生まれる子供も決してウォッチャンダイの
例のように悲惨な事はなく，子供はいつでも無事成育
するようになる．この時期になれば，発情期，即ち生
殖の時期を制限する必要はない．世界最下等の人類と
言われるチーラ ･ デ″ル ･ フューゴーのヤーガン蛮族の
出産数が年内を通じて変化ないこと，彼らの住む地方
が肥沃で生活の困難を感じないことによることは，直
ちにこの説の証左となる．或は文明社会と野蛮民，工
業地と農業地，市民と農民等の間で，一方で出産率に
年内を通じて大差なく，他方では著しき差を示すこと
があるのは，まさにこの理由に基くものに外ならない．
一方では戸内に住居して外界の支配を受けず，生活が
容易で体力にも恵まれているのに反し，農民，野蛮人
の類はなお外界の影響を受ける事が少なくなく，従っ
てその出産も最も好適なる時期を選ぶ必要があるため
である．

随時交尾し得る動物

このような人類の変化は，家畜の変化を通じてもこれ
を証することができる．すなわち，南欧の牡羊あるい
はロバは，四季を問わず交尾する能力を有し，カメリ
ア鳥には春秋 2 回の産卵するものがある．このように
生活の安定と外界の影響の遮断が，彼等にも発情期の
制限をなくしたものに外ならない．

以上の見解が違うとすれば，人類原始時代の婚姻は果
してどのような性質のものであったであろうか．想像
することは難しくない．確かに人類にも他の動物と同
じく一定の発情期が存在したのであれば，結婚もまた
それによって影響されるはずである．我々は，第三章
でその詳細を述べよう．

新たなる発明や，外界に対する抵抗力を蓄え来り，飢
寒に逢うて凍餓せず全く外界の勢力より超脱して独立
し得るに到りては其生める児も決してウォッチャンダ
イの夫

そ

れの如き悲惨なる事なく，何時と雖
いえど

も其幼児は
恙なく成育するに到らん．此時にありては何すれぞ起
水期即ち生殖の時期を制限するの要あらん．世界最下
等の人類と称せらるゝチーラデ″ル，フューゴーのヤー
ガン蛮の出産数が年内を通じて変化なきは，全く彼等
の住居する地方が肥沃にして生活の困難を感ぜざるに
基くが如きは，直ちに以て此説の証左とす可し．或は
文明社会と野蛮人民，工業地と農業地，市民と農民等
の間に於て一は其出産率に年内を通じて大差なく，一
は著しき差を示すは，正しく此理由に基くものに外な
らず，一は戸内に住居して多く外界の支配を受けず，
生活安

あんいつ

佚にして体力裕なるに反し，尚農民野蛮人の如
きは外界の影響を感受する事少々に非ず，従つて其出
産も亦最も好適なる時期を選ぶの必要を感ずるもの也．

随時交尾し得る動物

此人類の推移は家畜の変種に於て之を証するを得可
し．即ち南欧の牡羊若くは驢

ろば

は，四時交尾する能力を
有し，カメリア鳥にして春秋二回の産卵をなすものあ
り．蓋し生活の安固と外界力の遮断とは，彼等にも交
尾期の制限を撤せしめしものに外ならざる也．

以上の見解を以て異なりとせば，人類原始時代の婚姻
は果して如何なる性質のものたりしや．想像するに難
からず．蓋し人類にも他の動物と同じく一定の起水期
存在したる可ければ，其結婚の状態も亦之によりて定
まる可き也，吾人は第三章に於て其詳細に入らん．
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婚姻は人類生存の必要に基きて生ず

生殖作用が凡百の種属の保存の為めに欠く可らざるも
のたるは言を須

もち

いずして明らかなれども，幼児が母胎
内に留まる事永く旦つ出産後外界の勢力に対抗する気
力薄弱なる時期短かゝらざる種属にありては，此生殖
作用の外尚婚姻なる一種の状態即ち男女両性の共同生
活の時期を必要とするは吾人之れをゴリラ，オランター
ン等の類人猿に於て認むる事を得たり．而して此必要
は人類に至りて尚一層切実に感知せらるゝもの也．太
古原人が未だ果食を以て生活の，要義とせし時代を去
り，漸く肉食の風を生ずるに至って此婚姻の必要は全
く欠く可らざるものとなり，山野に狩して食を得るは
主として夫たり父たる男性の職とする処，子女は彼に
依りて初めて生活し得るの状態を現じ，婦にして夫に
従うて狩猟に出ずるは最も稀れなる事例たるに至れり．
婚姻の人類生存に必要なる，斯くの如く著大となれり．

母方叔父が子女の保護者なりとする説

然りと雖
いえど

も其幼児に対して扶養の義務あるは，単に生
父のみに限らざるが原始時代の人類間に行われたる風
習の如く，年少なる子女と其母方の叔父母とは関係 頗

すこぶ

る密接なるもの之ありしが如し．今日に於てもゴアジ
ロ印度人，ボンドーの黒人及びバンカ，バーセス等の
蛮民の風俗として伝うるものを聞くに，少女を其求婚
者に売るは主として母の兄弟の権利にして，コイ蛮に
ありては，少女は一般に母の兄弟の子，即ち徒兄弟と
婚姻し．然らずんば伯叔父の選定する男子に嫁するを
慣いとせり．又印度のサヴァラ蛮は，少女の父と同様
に其伯叔父に対しても牝

ひんとく

犢を贈らざる可らず．希
ギリシャ

臘の
或土民は求婚者の代理人は先ず少女の母及び母方の同
胞並に少女の同胞の同意を得ざる可らず．而して其何
れをも問わず齊

ひと

しく一致する処は，此際少女の父が此
問題に関して何等容

よ う し

嘴の権利を有せざる事にあり．以
て子女が其母の兄弟と密接なる関係あるを知るに難か
らざる也．然しながら斯かる事態は寧ろ甚しき例外に
属す可きものにして，此事を以て直ちに生父は子女を
保護し養育するの責任より解放せらると観るは早計な
る可し．

家長としての父

如何なる種族に就て観察するも，一家の長は常に男子
にして，子女が必ず母方の姓を襲用するメラネシア蛮
に於てすら，家族の住む家，其器具類は凡て家長たる
父の権利に属するを見ても明らかなる可く，又実際に
就て考うるも母の兄弟が常に其姪甥の保護者たる可き
は殆んど不可能にして，近親結婚を以て世界に冠たる

第三章　太古の婚姻

婚姻は人類生存の必要に基いて生ずる

生殖作用が多くの種属の保存の為めに必須であること
は言うまでもなく明らかであるが，幼児が母胎内に留
まる期間が長く，旦つ出産後外界の刺戟に対抗する力
が弱い時期が長い種属では，この生殖行動に加えて婚
姻という一種の状態，即ち男女両性の共同生活の時期
を必要とすることを，我々はゴリラ，オラウータン等
の類人猿で認むられることを知った．そして，この必
要性は人類に至ってなお一層切実なものとなる．太古
の原人が未だ果実食を主な生活手段としていた時代が
終わり，次第に肉食の風習を獲得するに至って，この
婚姻の必要は全く不可欠なものとなり，山野で狩猟を
して食物を得るのは主に夫であり父である男性の役割
となり，子女は男性に異存して初めて生活し得る状態
となり，女性が夫に従って狩猟に出ることは非常に稀
な事例となった．婚姻の人類の生存における必要性は，
このように著しく非常に大きくなった．

母方叔父が子女の保護者となるとする説

しかしながら，子女の扶養義務があるのは，単に生父
のみに限らないことが原始時代の人類間に行われた風
習で，幼い子供と其母方の叔父，叔母の関係が非常に
密接なものであったようである．今日にでゴアジロイ
ンディアン，ボンドーの黒人，バンカ，バーセス等の
蛮民の風俗として伝わるところでは，子女をその求婚
者に売る権利は主に母の兄弟が有し，コイ蛮族では子
女は一般に母の兄弟の子，即ち徒兄弟と婚姻し，さも
なければ伯父，叔父が選ぶ男子に嫁ぐことを慣いとす
る．またインドのサヴァラ蛮族は，子女の父と同様に
その伯父，叔父に対しても牝牛を贈らければならない．
ギリシャのある土人では，求婚者の代理人は先ず子女
の母，母方の同胞，並に子女の同胞の同意を得なくて
はならない．そして，これらいずれにも一致するとこ
ろは，この問題に対して子女の父は何も口を挟む権利
を持たない事である．このことから，子女がその母の
兄弟と密接な関係あるがことは容易に理解できる．し
かし，このような状況は寧ろ大きな例外に属すもので，
この事を以て直ちに生父が子女を保護，養育する責任
から解放されると考えるのは早計である．

家長としての父

いかなる種族を見ても，一家の長は常に男性で，子女
が必ず母方の姓を継ぐメラネシア蛮族に於てすら，家
族の住む家，家具類はすべて家長である父の権利に属
することを見ても明らかである．実際に考ても，母の
兄弟が常にその姪甥の保護者であることは殆んど不可
能であり，近親結婚で知られるかのマレー族のような
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例外を除けば，伯父，叔父がすべて子供を保護するこ
とは想像し難い．

全部落の男性を子女の保護者とする説の当否

また子女は単にその生父に属するだでなく，その外
戚に密接に関係し，部落全体の男性に属するという説
もある．子孫の生長を思う観点から，敢てその可能性
を完全に否定することはできないが，これを以て太古
の雑婚制度を論じ，人類社会の原始時代にはただ社会，
部落があるのみで，家族のようなものは後に始めて現
われたものとして，家族の存在を否定しようとする学
者があるに至っては，これについて一言述べておく必
要があろう．

人類は当初より群居生活を営まなかった

ダーウィンによると，人類は原始時代に於ても社交
的であったという．我々はこの説に疑問を抱かざるを
えない．確かに人類に最も近い類人猿の生活状態をみ
ると，ゴリラ，チンパンジー，オラウータンの何れも
群居を好むものではない．旅行家，探険家，狩猟家が
一様に語るところでは，いずれも彼らが群居しないと
いう証拠が多く，ある者は雌雄だけが行動を共にする，
またある者は一家族が集まるのは見るが，それ以上に
多くを見る事はないと語っている．これから考えても，
このような高等哺乳動物とそれほど離れていない我々
人類の祖先だけが，はじめから群居性を有していたと
は断じられないのではないか．

類人猿の孤立的生活

さらにスペンサーは，動物の群居性に関して以下のよ
うに論じている．すなわち，体格，防禦，手段等の差
異の他に動物が群居するか孤棲するかを分ける重大な
る原因は，食物の数量にあるという．類人猿の中でチ
ンパンジーは時に群居して生活する事があり，我々の
説の例外であるが，この言によれば食物の多寡によっ
て，果実が豊富に熟する季節には，チンパンジーは比
較的体が弱いため，一時的にでも群居して数によって
自己の安全を保とうとする．肉食を始めたとはいえ，
未だチンパンジーと大差ない原人等がどうして群居生
活にたえられるのか．まして，スペンサーがまた述べ
るように，自ら食料を得ようとするものは，河畔に隠
れたり，樹状に潜んで獲物を待つので，喧騒を避け難
い群居はかえって生活に不便であると考えざるを得な
い．これは肉食獣の大小を問わず，常に孤棲して共同
生活を営まない理由であるという．食糧である鳥獣は
随所に散在し，これを得るには孤独であることを必要
とする以上，原人が群居の不利に甘んじて社会，部落
を造るとは到底考えられない．さらに一歩進めて，原
人の名残を残す世界最低の蛮民の多くが，家族的生活

夫
か

のマレー種の如き変則の場合を除いては，全く伯叔
父の保護は想像する事能わざらん．

全部落の男子が子女の保護者なりとする説の当否

又子女は単に其生父にのみ属せず，其外戚に関係密な
る如く一部落全般の男子に属すと説くものあり．子孫
の生長を思う点より見て敢て絶無なりと否認するは不
可能ならんも，之を以て太古の雑婚制度を云々し，人
類社会の原始時代には只社会あり，部落あるのみ，家
族の如きは後年に到って始めて現われたるものと倣し，
以て家族の存在を否定せんと試むる学者あるに至つて
は，一言を費やすの要あるを覚う．

人類は当初より群居生活を営まざりき

ダーウィン教えて云う．人類は其原始時代に於ても
尚社交的なりしと．吾人は此言に疑問を投ぜざるを得
ず．蓋し人類に最も近接する類人猿の生活状態を看る
に，ゴリラ，チムバンヂー，オランターンの何れとし
て群居を好むものにあらず．旅行家，探険家，狩猟家
等の一齊に語る処，総て彼等が群居せざるの証左なら
ざるなく，或は牝

ひ ん ぼ

牡のみ相件うと云い，或は一家族の
集まれるに見るも，夫

そ

れ以上の多数を見る事なきを語
る．之に依りて考うるも，之等高等の哺乳動物とは相
去る事僅少なりし．吾人々類の祖先のみが先天的に群
居性を有したりとは断ず可らざるに非ずや．

類人猿の孤立的生活

加
しかのみならず

之 ，スペンサーは動物の群居性に関して説いて，
下の如く論じたり．曰く体格，抗敵力，及び手段等の
差異の他に動物の群居孤棲を分つ重大なる原因は食物
の数量如何にありと．類人猿中チムパンヂーは時に或
は群居して生活する事ありて吾人の所説の例外を為す
如きも，要するに比言の如く食物の多寡如何にあり，
果実熟する事無数なる或季間に於てはチムパンヂーは
比較的小弱なる体躯を有する結果，一時的にも群居し
て衆に依って自己の安全を保たんとするなる可し．肉
食を始むと雖

いえど

も未だチムパンヂーと大差なき原人等が
如何ぞ能く群居生活を営むに堪えんや．況んやスペン
サー又曰く，自ら食餌を獲得するものは，或は河畔に
埋伏し，或は枝上に倚坐して獲物を待つ結果，必ず喧
騒を避け難き群居は反って生活に不便なるを思わざる
を得ず．之れ肉食獣の大小を問わず，常に孤棲して相
共に生活を営まざる所以也と．食糧有る鳥獣は随所に
散在し之を得るには孤独なるを必要とする以上，原人
が終に群居の不利に甘んじて社会を作り部落を造る可
しとは到底想像を下す可らざる也．．尚一歩を進めて最
も原人の俤

おもかげ

を伝う可き世界最低の階級にある蛮民が，
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を営んで部落をつくらないことを見れば，原始時代の
人類が社会的に発達したという仮説はただの空想に過
ぎないと思わざるを得ない

野蛮人の下等な者ほど寧ろ家族を中心とする

所謂ウードヴェツタァは小屋を樹上に造って生活し，
主として夫婦だけがここにいて群居する事は非常に稀
で，何等の文明も何等の社交儀礼もないと言われる．
ニルガラヴェッタァは，時に小屋を作ることがあるが，
多くは岩窟内に住み，殆ど人との間に交際がなく，ティ
エラ ･ デル ･ フエゴ蛮族は，家族以外に何の交渉がなく，
同じ言語を操るが実際には何等の連絡もなく，フィジー
蛮族は同じく部落を形成することなく，事ある時に数
家族が連合して事に当たるとはいえ，首長，指揮者の
ような観念がない．ヤーガン蛮族は，独

ま る き ぶ ね

木舟を操って
湾から湾へ，島から島へと移って食物を求め，群居せ
ず，永住せず，食料がなくなれば他に行く．彼らの間
に大きな騒ぎがないのは，その家族的愛情による．オー
ストラリア住む蛮族について，彼らの間で 18 年過し
たスタンブリッジ氏が我々に語ったところでは，彼ら
は多数の家族より成る家に生活するが，それぞれの所
有地に境界があり，その直系子孫に厳密に相続し，隣
家の土地へは招かれた場合以外には一歩としてに入る
事がないという．また南アフリカのブッシュマン族も，
家族以上の何物をも作らず，その間を調和するのは男
女の情と親子の愛だけである．

食糧の不足は群居を許さない

更にこれと同様の例は，食物が不足すると鼠，蛇，昆
虫までも喰うウードインディアンがおり，コーシイス
モーヘス，クァートオ等の蛮民も同様である．ブラジ
ルの蛮民の中には少数の人間にのみ通ずる言語を有し
て平然暮らすものすらある．1880 年まで白人に接す
る事がなかったエスキモー族は，食料追って定住する
家なく，少年はボートを作れるようになると，瓢然と
して親元を去ってひとり旅立ち，意のままに千里の遠
方にまで行き，結婚したくなると初めて帰ってくると
いう．更にブッシュマンは部落をつくるが，多くは群
居しても食糧が不足する結果，諸家族は分散するを常
とし，フィジー族，ヤーガン族が部落を作らないのは，
移動に便なカヌーを持ち，群居すれば直ちに食物が欠
乏するからである．

人類の社会的生活は知識の進歩と物質的発達を前提と
して初めて論ずることができる

上に列挙した実例のように，人類は原始時代には土
地が肥沃，気候が温暖，食料も不足しないいわば楽園
のような環境でもなければ，決して集団生活続けるこ
とはできなかったことがわかる．しかし，このような

多く家族的生活を営みて部落をなさゞるを見ば，原始
時代の人類が先ず社会的に発達せりとの仮説は一片の
空想に過ぎざるを思わざるを得ざる可し．

野蛮人の下級なる者ほど寧ろ家族を主とす

所謂ウードヴェツタァは小屋を樹枝上に造って生活
し，主として夫婦のみ之に居り群居する事頗

すこぶ

る稀にし
て，何等の文明も何等の社交的礼譲も存在せずと云わ
れ，二ルガラヴェッタァは間々小屋を作るものあれど
も其多くは岩窟内に生息し殆ど各人間に交際なく，チィ
ラデルフューゴー蛮は家族以外に何物とも交渉なく，
同一言語を操る事も，其実際に於ては何等の連絡とも
ならず，フィージアン蛮は同じく部落を形成するなく
又事ある時に数家族連合して之に当ると雖

いえど

も其間首長
指揮者等の観念を認む可からず．ヤーガン蛮は独

ま る き ぶ ね

木舟
を操って湾より湾へ島より島に移りて食物を求め，群
居せず又永住せず，食尽くれば乃ち他に赴く．彼等の
間に甚だしき騒乱なきは其家族的愛情あるに依る．濠
洲に住む蛮族に関して彼等の間に十八年を過したるス
タンブリッジ氏は吾人に語って云う．彼等は多数の家
族より成立する家に生活し各々其所有地に限界ありて，
厳正に其直系子孫に相伝し，隣家の土地へは招かれた
る場合に非ずんば一歩だに入る事なしと．又南阿のブッ
シマン族も家族以上の何物をも形成せず，其間を調和
する者は男女の情と親子の愛とのみ．

食糧の不足は群居を許さず

更に之れと同様の例は食物の欠
けっけつ

缺に伴うて鼠蛇昆虫の
嫌なく取り啖

くら

うウードインヂアンはコーシイスモーヘ
ス，クァートオ等の種蛮民に於て見る事を得可く，ブ
ラジル諸蛮中には少数の人間にのみ通ずる言語を有し
て尚平然として生活を営むものすら之あり．一八八〇
年迄白人に接する事なかりしエスキモーの一族は，食
を追うて定まれる住家なく，少年漁艇を作るに到れば
瓢然として親を去って独り行き，好むまゝに行程千哩
の遠方に赴き，婚姻を欲して初めて帰来すと．更にブッ
シマンは部落を成すも多くは群居して食糧の不足の結
果，諸家族は分散するを常とし，フィジアン，ヤーガ
ンの部落を形成せざるは移動に便なるカノーを有する
と，群居すれば直ちに食物の欠乏を感ずれば也．

人類の社会的生活は智識の進歩と物質的発達とを前提
として初めて論ずるを得可し

上来列挙せる実例に依りて，人類は其原始時代にあり
ては地味肥沃気候和順にして，食餌足らざるなき実際
の楽園に非ざるよりは，決して群居的生存を継続し得
ざるを知るに足らん．而もかゝる理想境は，果して随
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理想的環境が随所にあったかということは，いうまで
もないことであり，我々の祖先が，年月を経て先人が
持たなかった知力を蓄え，生活の手段を手にした後で
さえも，外界の力に圧倒され，極寒，飢餓の恐怖を忘
れることはできなかった．長く野獣と同じく狐立した
生活を営まざるを得なかったことも，当然といえよう．
ダーウィン曰く，彼らはこのようにして武器を求め，
農具を作り，落し穴を発明し，外敵の襲来に備え，生
活の糧を獲るようになったが，さらに硬い骨を食べ，
有毒な草木を無害にすることができ，寒冷，暗夜，猛
獣に対抗するためにも偉大な力を有する火を燃す術を
獲得するに及んで，生活の困窮を大いに脱することが
できた．今や彼等は孤立を捨てて，部落を作り，多数
の団結することにより，未だかつて想像できなかった
大事業も容易に達成できることを経験するに及び，人
類の社会的生活はいよいよ大きな発達を逐げるに至っ
たという．

我々は，父母と子との関係を論ずるにあたって，父子
の関係が母子のそれとくらべて多少疎遠であることを
否定するものではない．ただ言わんとすることは，人
類の社会的生活はまず家に発するもので，決して社会
があってその後に家族が生じたものではないというこ
とである．家族がたとえ社会組織の唯一の原因ではな
いとしても，これが中心となり，核となって，人類の
社会的生活が発生したことを示そうするものである．
やはり人類の婚姻は，類人猿的原人から遺伝した風習
なのである．

処に散在すべきや否云う迄も無き所にして，吾人の祖
先が漸く年を経て先人未発の智力を蓄え生活の手段を
講ずるに至りし後と雖

いえど

も，其外界の勢力に圧伏せられ
て，凍餓の恐怖を忘るヽ能わず．長く野獣と同じく爾

し

かく狐立の生活を営むに余儀なかりしも亦宜
むべ

なりと云
う可し．ダーウィン曰く彼は斯の如くして武器を求め，
農具を作り，陥穽を発明し，以て外敵の襲来に備え，
生活の資料を獲るに至りしが，硬き骨を美味にし．有
毒の草木を無害ならしむるに殊功あり，沍

ご か ん

寒と暗夜と
猛獣とを退くるに偉大なる力を有する火を燃す術を知
得するに及んで，生活の困乏は頓

とみ

に脱却するを得たり．
今や彼等は孤立を捨てヽ部落を作り，多数団結の力が，
未だ曾つて夢想だにもなし得ざりし事業の成就に容易
なるを経験するに及び，人類の社会的生活は茲に愈

いよいよ

々
甚大なる発達を逐ぐるに至れりと．

吾人は父母と子との関係を論じて，父子の関係が母子
の夫

そ

れに比して多少の疎遠を雑
まじ

うる事を争うものに非
ず．只云わんと欲する処のものは，人類の社会的生活
は其源を先ず家に発し，決して社会ありて後に家族生
じたるに非ず．家族が縦

た と え

令社会組織唯一の原因には非
ずとするも，尚之れが中心となり核子となるに依りて
人類の社会的生活は発生したるものなる事を証せんと
するにある也．果然人類の婚姻は，類人猿的原人によ
りて遺伝せられたる風習なりき．
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雑婚論と其論拠

吾人が前章に於て得たる結論は，全然彼の雑婚説
(Promiscuity) と其趣を異にす．雑婚説は其始め一部
人士の仮想に出でたるものなれど，人類学者社会学
者等の熱心なる歓迎を受け，今日に於ては啻

ただ

に仮想の
説たらざるのみならず，厳然たる具理として学界に重
きをなせり．所謂雑婚説なるものゝ主張する処を見る
に，人類原始の時代にありては，特に婚姻なる制度存
在する事なく，一部落一村内に生息する男女は総て交
互に夫たり妻たるの関係に於て立ち，一夫一婦の制度
は決して之を見る能わず．ラボツク氏の所謂共同結婚
(Communal marriage) ありしのみと云うにあり．吾人
は自ら自家の見解と信念とを有す．今此全く自家の結
論と相反対する雑婚説に対して批評と研究とを試むる
も敢て徒事ならざるを信ぜすんばあらず．

雑婚を行うと称せらるゝ野蛮民族の研究

意
おも

うに雑婚説の起る所以に二あり．一を古今の旅行記
が蛮民中に雑婚の行わるゝを誌せしものとし，他を原
始時代を想像するに足ると做す社会の遺風となす．先
ず彼等雑婚論者の挙証する処を見んに，或は妻を有す
るも其妻に貞操の義務なく，好む処に随って他の男子
と相合う者あり ( マツサヂュテー族 )，妻なる特殊の情
態なく女子は総ての男子によりて共有せらるゝものあ
り ( リヒアン族中オーシーン蛮 )，その他ソバーンス，
ガラクトファジイ，古代ボヘミア土民，ペルー，バッ
サの土人中には或時代までは婚姻なる制度存在せず．
更に現存する諸蛮民中に於ても南阿ブッシマン蛮に婚
姻の事なしとはサァエドワード，ブレッチャーの説く
処，アンダマン島の土民は僅かに幼児が乳離れする迄
男女同棲し，爾後は互に相去って更に新たなる配偶を
選ぶ．フィツロイ提督の言によれば女皇シャーロット
島の土人に婚姻全く行われず．同一部落内なる以上は
男女の子孫は極めて自由なりと．カリフォルニア半島
の土人は男女其欲する時に相合うのみにして婚姻なる
語すら存在せす．ネール蛮の子は其父を知らず．男子
は其姉妹の生む処の男子を自己の嗣子と定むる風あり．
又一女にして多夫を有するものありと．印度のトッチー
ル蛮は伯叔父兄弟並に甥等が一女を共有するを珍とせ
ず．ニィルゲリィ丘 ( ヒル ) のトォナダス蛮にては長
兄が迎えたる妻は諸弟の或年齢に達すると共に同じく
た之等の妻となり，又一方妻の緒妹は基成長と共に当
然姉の夫等の妻たるを常とす．更に濠洲の蛮族力ミラ
オリの部落は必ず四階級に分れ，Ipai( 男 ) Ipātha( 女 )， 
Kubi Kubitha, Mǔri Mātha, Kumbu Butha と呼ぶ．而し
て其何れの部落に属するとを論せず，イパイは必ずク
ビタと婚するの他，他の姓女を求むる能わず．又イぺー

第四章　雑婚説に対する評論 ( 上 )

雑婚論とその論拠

我々が前章で得た結論は，かの雑婚説とは全く趣が異
なる．雑婚説は始め一部の人々の想像によるものであっ
たが，人類学者，社会学者等から熱心に歓迎され，今
日では単なる仮説ではなく，厳然たる真理として学界
に重視されている．いわゆる雑婚説の主張するところ
は，人類の原始時代には特に婚姻という制度は存在せ
ず，一部落，一村内に住む男女が総て交互に夫あるい
は妻としての関係にあり，一夫一婦の制度は決して存
在しなかったというものである．ラボツク氏は，いわ
ゆる共同結婚のみであったという．我々は，独自の見
解と信念を持つもので，ここでその結論と正反対の雑
婚説に対して，批評と研究とを試むることは無駄では
ないと信ずるところである．

雑婚を行うと言われる野蛮民族の研究

雑婚説の由来には 2 つあると思われる．1 つは，古今
の旅行記が蛮民中に雑婚が行われていると記したもの
で，もう 1 つは現在残っている風習から原始時代を想
像できるという考えである．先ず雑婚論者が挙げる証
拠を見てみる．妻というものがあるが，その妻に貞操
の義務はなく，好むところによって他の男と通じる例
がある ( マツサヂュテー族 )．妻という特別な状態はな
く，女性は総ての男性により共有される例がある ( リ
ヒアン族のオーシーン蛮族 )．その他ソバーンス，ガ
ラクトファジイ，古代ボヘミア土民，ペルー，バッサ
の土人では，ある時代まで婚姻という制度は存在せず，
更に現存する諸蛮民でも南アフリカのブッシュマン族
に婚姻はないとは，サー・エドワード・ブレッチャー
の説くところである．アンダマン島の土民は幼児が乳
離れする迄男女同棲するが，その後は互のもとを去っ
て新たなる配偶者を選ぶという．フィツロイ提督に
よればクイーンシャーロット島の土人の間にいは，婚
姻は全く行われず，同一部落内の男女の関係は極めて
自由である．カリフォルニア半島の土人は，男女とも
欲する時に通じるだけで，婚姻という言葉すら存在し
ない．ネール蛮族の子は，その父を知らず，男性はそ
の姉妹が生む男性を自己の嗣子とする風習がある．ま
たひとりの女が多夫を有するものあるという．インド
のトッチール蛮族は，伯父，叔父，兄弟，甥等がひと
りの女を共有することが珍しくない．ニィルゲリィヒ
ルのトォナダス蛮族では，長兄が迎えた妻は弟たちが
ある年齢に達すると彼らの妻となり，また一方で妻の
妹たちはその成長と共に当然のように姉の夫たちの
妻となることが常である．更にオーストラリアの蛮
族力ミラオリの部落は，必ず四階級に分れ，Ipai( 男 ) 
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Ipātha( 女 )， Kubi Kubitha, Mǔri Mātha, Kumbu Butha
と呼ぶ．そしていずれの部落に属しても，イパイは必
ずクビタと結婚し，他の階級の女を求めることはでき
ない．またイぺー夕はクビの男以外には嫁ぐことがで
きない．そして路上でイパイの男が他の部落のクビタ
の女と遭う時は，彼はこの女を自己の妻として好きな
ようにしても，何の抗議も受けないのが慣しである．
従って彼らは自分の部落のクビタに限って妻とするだ
けでなく，他の部落にもまた同様の妻がいる．これを
団体的婚姻 (Group marriage) と云う．一般に兄弟等の
近親は，その妻を共有する事を常とし，このような雑
婚の風習は，ボルネオ，スマトラ，カラツカ等でも随
所に見られる．

実際には雑婚というものはない

以上は雑婚論者の中でも有力な Sir John Labbock 氏
の説くところであるが，我々はこの例証の中に，な
お 一 夫 一 婦 (Monogamy) 制 を 認 め， 或 は 一 婦 多 夫
(Polyandry)，一夫多婦 (Polygyny) の制を見る．例えば，
幼児が母乳なしに成長するまで迄男女同棲を継続する
ことは，明らかに一夫一婦制である．しかし，ラボッ
ク氏はアンデマン島の土人を以て雑婚の一例としてあ
げている．またマッサヂェー，チーフル等の風俗はそ
の関係は極めて漠然としているが，なお婚姻は成立し
ていると認むることは難しくない．カリフォルニア土
人に to marriage の動詞がないことを理由に，これを
雑婚と断定するは甚だ早計といわざるを得ない．まし
て，太不洋沿岸のアメリカインディアン全体を通じて
明らかに婚姻の制度が行われているのである．乱交の
風習では世界無比と言われるタヒチの蛮民の中にさえ，
結婚の風習は存在する．カリフォルニアのみを除外す
る必要はない．またオーストラリアのカミラオリ族の
イパイ，クビタ等の関係は，今日では実際に行われて
おらず，論者はスポゥズの語を有力なる論拠としてい
るが，これは一種の応対語に過ぎないと思われる．そ
の他のオーストラリア土人に関しても反証が多く存在
し，これらの蛮民の間に出入して最もその事情に通暁
しているクル氏は，決して彼らの間に雑婚の形跡を認
めないと断言している．

更に，雑婚と団体婚とは全く性質が異なり，トッチ
アール，ネール，トーダス等の諸蛮族の風俗は決して
雑婚とはいえず，明らか団体婚である．そもそも旅行
家の観察は多くが皮相的なものに止まり，深い観察眼
は甚だ稀れである．ましてここで論じている男女関係
の微妙な状況については外来者が正しく観察すること
はできないところで，サー ･ エドワード ･ ブレッチャー
のアンダマン島民に関する説は，マン氏によって根本
的に覆されている．即ち同島の土人は道義に基づく一

夕はクビの男に非ずんば嫁す可らず．而して路上イパ
イの男が他の部落のクビタの女と遭う時は，彼は此女
を自己の妻 ( スポース ) と呼んで其好む処に従わしむ
るも，何等の抗議をも受けざるを慣とす．故に彼等は
自己の所属部落のクビタに限りて妻と為すのみならず，
更に他の部落にも亦同様にして妻ある也．即ち或は呼
んで団体的婚姻 (Group marriage) と云う．一般に兄弟
等の近親は其妻を共有する事を常とし，かゝる雑婚の
風は，ボルネオ，スマトラ，カラツカ等に到りても随
処発見するに難からず．

実際に雑婚なるものなし

以上は雑婚論者中有力なる Sir John Labbock 氏の
説く処なるが，吾人は比例証の間に猶或は一夫一婦
(Monogamy) の制を認め或は一婦多夫 (Polyandry)，或
は一夫多婦 (Polygyny) の制を見る．例えば，幼児が母
乳に依らずして成長し得る迄男女同棲を継続するは明
白に一夫一婦制に非ずや．而もラボック氏はアンデマ
ン島の土人を以て雑婚の一例として揚げたり．又マッ
サヂェー，チーフル等の風俗は其関係極めて漠然なが
らも尚婚姻は成立するものと認むるに難からず．カリ
フォルニア土人に to marriage の動詞なきを理由とし
て之を雑婚と断定するは甚しき早計と云わざる可らず．
況んや太不洋沿岸のアメリカ印度人を通じて明らかに
婚姻の制度は行われ居るをや．夫の乱倫婬猥の風を以
て世界無比とせらるゝタヒチの蛮民中にすら結婚の風
は存在する也．何ぞ必しもカリフォルニアのみを除外
するを得ん．又濠洲カミラオリ族のイパイ，クビタ等
の関係は今日実際に於て行われず．論者はスポゥズの
語を以て有力なる論拠となすが如きも，之れは一種の
応対語に過ぎざるやの感あり．其他の濠洲土蛮に関し
ても反証多々存在し，之等蛮民の間に出入して最も其
情に通暁せるクル氏の如きは決して彼等の間に雑婚の
形跡を認めずと断言するなり．

更に進んで雑婚と団体婚とは全く其性質を異にする
ものにして，トッチアール，ネール，トーダス等の諸
蛮の風俗は決して雑婚とは云う可らず．明らか団体婚
なりとす．由来旅行家の観察は多く皮相の見に止まり，
眼光徹底するものは甚だ稀れなり．況んや茲に論ずる
男女関係の微妙なる情調に於ては外来者の能く観察に
過
あやま

らざるを得ざる所にしてサー，エドワードブレッ
チャーのアンダマン島民に関する説の如きは，マン氏
にようて遺憾なく覆され居れり．即ち同島土人は交義
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夫一婦制を厳守しており，離婚することなく，例外な
く同居しているという．ラボック氏は，誰の説によっ
てブッシュマンを雑婚の例に加えたのか分からないが，
実際我々が知り得たところでは，彼らは第一の妻が老
いて役立たなくなると第二の妻を求めるが，第一の妻
は依然として夫の家に暮らしに同居するという．次に
30 年フユージアン蛮族の中で過したフリッヂ氏の言に
よると，この種族に雑婚はなく，野蛮人の常として性
欲に節制を欠くところはあるが，姦淫は一種の罪悪と
されていると．またマレー人種の雑婚も大いに疑問と
云わざるを得ない．一婦多夫の風習は認め得るが，雑
婚とまでは俄かに信ずることができない．例えばタラ
ワク族が血を流してして争うのは，主に夫が妻の貞操
を破られたことへの復讐で，ゲーカラス族は明らかに
一夫一婦であり，クルムバス族には儀式こそないが，
実質的に婚姻生活が行われている．

黒色人種について観察しても，そのある者は正に共同
婚，雑婚の風習を有するが，ポスト博士はアフリカ黒
人種に雑婚なしと言い，バンコンゴー族は雑婚の意味
を聞いて驚愕したという．

所論の多くは的外れである

たとえ真実としても古代一般の風俗とは言えない　　　　　

このように論じて来ると，雑婚論者が証左として列挙
する諸例中，実際に雑婚の証明となるものは甚だ少な
い．しかもこれらが証左としても，すべてが信用でき
ないことは，以上の例に関して我々がその反証を挙げ
て論破できたことを見ても明らかである．仮に一歩譲っ
て，実際に雑婚がある種の蛮民に存在することを認め
るとしても，その数は非常に少なく，到底これを原則
と見なす理由はない．このような例外を原則として，
人類進歩の段階として必ず雑婚が基本であるとするこ
とは独断である．まして雑婚の風習は，我々の研究か
らすれば決して人類に原始的に発生したものではなく，
寧ろ後の時代になって発生した風習と考える理由がある．

例えばローネー氏は，インドのブヂアス族は妻に貞操
がなく全く雑婚の風俗を有すという．しかし，ブヂア
ス族は仏教を信ずる一蛮族で，インドの土民中では決
して最野蛮の部類ではない．これに反して世界で最低
の部類にあるヴェダァ，フュージァン，並にオースト
ラリアの土人には，決して雑婚の例を見ない．中でも
ヴェダー族は，妻を分離し得るのは死だけであると公
言している．オーストラリア中央部，北部の土人の中
には，妻を客の寝室に勧めることが厚いもてなしとす
る悪習があるが，これは昔は無かったもので，近世に
なって彼ら法律で律することができない白人が侵入し

的の一夫一婦の制を厳守し離婚なく同棲の関係は例外
なく行わると．ラボック氏は何人の所説に依る処あり
てブッシマンを雑婚の例中に加えしかは知るに由なき
も，実際吾人の知り得たる処によれば，彼等は其第一
の妻老いて用をなさゞるに至って後，始めて第二妻を
求むるも，第一妻は依然として夫の家に起臥すと云う．
次に三十年の星霜をフユージアン蛮族中に過したるフ
リッヂ氏の言に徴するに，之等の種族に雑婚の事なく
野蛮人の常として獣欲に節制なきも，尚且姦淫は一種
の罪悪たるを信ぜりと．又マレー人種の雑婚も亦大な
る疑問とせざる可らす．其一婦多夫の風は認め得可き
も雑婚に到りては未だ俄かに信ずるを得ざる也．例え
ばタラワク族の流血争闘は，主として夫が妻の貞操を
破られたるの復讐を原因とし，ゲーカラス族は明らか
に一夫一婦，クルムバス族には儀式としては見る事な
きも実質的の婚姻生活は行われ居る如し．

黒色人種に就いて観察するも其或者は正しく共同婚－
雑婚の風を有するも，ポスト博士は阿弗

ア フ リ カ

利加黒人種に
雑婚なしと云い．，バンコンゴー族は雑婚の意味を聞き
て懼

く ぜ ん

然たりきと伝えらる．

所論多くは正鵠を失す

之れを真なりとするも直ちに上代一般の風俗とは断じ難し

斯く論じ来る時は雑婚論者が証左として列挙したる諸
例中，実際に雑婚の証明となるものは甚だ鮮少となる．
しかも之等が証左と雖

いえど

も蓋
ことごと

く以て信ず可らざるは，以
上の諸例に関して吾人が其反証を挙げて論破し得たる
を見ても明らか也．又仮に一歩を譲りて，実際雑婚な
るものが或種の蛮民中に存在するを是認するも，其数
や寔

まこと

に少くして到底原則として之を見るに由なし．然
るに此例外を以て原則となし，人類進歩の階段として
必ず雑婚を基底とせりと断ずるは，独断に失す．況ん
や雑婚の風たる，吾人の研究を以てすれば決して人類
原始的に発生せしものに非ず．寧ろ第二次，第三次の
時代に至りて発生せし弊也と見る可き理由あるをや．

例えばローネー氏は，印度のブヂアス族は妻に貞操な
く全く雑婚の風俗を有すと語る．而してブヂアス族な
るものは仏教を信ずる一蛮族にして印度の土民中にて
も決して最野蛮の民に非ず．之に反して世界に於ても
最低の階級に位するヴェグァ，フュージァン，並に濠
洲土人には決して雑婚の例を見ず．就

なかんずく

中ヴェダー族の
如きは，只死のみ夫妻を分離し得可じと公言するを見
る也．然るに濠洲中央，北部の土人中には妻を客の枕
席に勧めざれば厚遇の徴となさゞる陋

ろうしゅう

習あるが，之れ
昔日は曾つて之無かりし処にして，近世彼等の法律を
以て律する事能わざる白人の侵入すると共に漸く風を
致したるものに外ならずと云う． て，このような風習になったものに外ならないという．
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婚姻前に男女が自由に同棲する風習

ポスト博士は，野蛮人に未婚時代に自由な行動をとる
ことが多いのは，かえってその婚姻後の貞操を保つこ
との反映であるという．野蛮人が情欲のおもむくまま
に，聞くに堪えない淫乱な所業を敢てすることは，我々
が常に耳にするところではあるが，このような事例が
すべての蛮民に当てはめることは甚だしい謬見であり，
彼らの間でもなお純潔な風習を見ることは少なくない．

従順でその貞操で文明人も瞠目させるのは，カフィア
族の女性である．母親の前でなければ，一言も少女と
話すことはない．少女が男性に言い寄られて，抵抗す
ることなくその意に従えば，一族皆殺しになることも
あるのはロアンゴー族である．私生児の父は 10 万ク
ルヂの罰金を課せられ，従ってこのようなことは稀な
のはラッサウラの蛮民で，北部アラビアの土人の女は 3, 
4 歳になると一種の手術を施され，未婚時代の純潔が
保証される．マレア族では，貞操を著しく重んじ，少
女や寡婦が子を生めば，母子および相手の男性も共に
死刑に処せらる．或は少女を誘惑した男性はこれと結
婚し，且つ少女の両親に対して身代金を支払う義務が
ある ( ツングース )．将来の不純な行為を怖れて両親が
女子を幼少から人に預けたり，或は未婚時代は村のは
ずれに住んで，男女互いに顔を見られないようにする
等，未婚時代の貞淑を保つために厳格な風習は少なく
ない．

私通姦通と野蛮人

これと趣きを同じくする風俗は，インドでも認められ
る．私通の男女を殺す ( ニアス )，未婚男女の住居を分
けて是を犯す者は重い刑に処する ( ヒルダアク )，私通
を敢て罪悪とはしないが年長者への許しがたい無礼と
する ( シーダイアク ) などである．

フィリピンの土人は婦女の貞操を重んじ，これを侵す
と既婚未婚のを問わず重い刑を課す．ニューギニアの
ドォリー，タスマニアン，ユォイー諸蛮人の婦女の貞
節は文明人の嘆賞するところであるが，フィジー族の
少年は 18 あるいは 20 歳になるまでは，女性の前に立
つことを許されない．サモア土人の女性は，外人と同
棲する事はあっても婚姻なくして男女は決して住まい
を同じくしない．その酋長の女の貞操は，全部落の誇
となる．

オーストラリア土人の中には，更に一層厳重なる制裁
がある．その部落は家族を有する既婚者が中央に住み，
両端には未婚の男女を分離して住まわせる．そして私
通者がある時は，関係者の求めるままに刑を与え，あ
るいは五，六人が雨のごとく投げつける槍を盾 1 枚で防
ぐという罰にあう．西部ヴィクトリアの土人は祭日で

婚姻前に男女自由に同棲する風習

ポスト博士は，野蛮人間に多く未婚時代の自由を見る
は反って其婚姻後の貞操を保たしむるの反映なりと云
う．野蛮人が制欲の念に乏しく，荒婬聞くに堪えざる
の所業を敢てするは，吾人の常に耳にする処なれども，
かゝる事例を以て総て蛮民に然りとするは甚だしき謬
見にして，彼等の間にありても，尚純潔なる風俗の行
わるゝものと見るに難しとせざる也．

従順にして貞操を以て文明人を瞠
どうじゃく

若たらしむるは，カ
フヒア族の婦女なり．母の面前に非ざるよりは，隻

せ き く

句
も少女と交うる事を致さず．少女にして男子に挑まれ，
抵抗なく其意に従いたる者あれば一族を尽して殺虐せ
らるゝ事あるはロアン，ゴー蛮也．私生子の父は十万
クルヂの罰金を課せられ，従って此事殆んど稀れたる
はラッサウラの蛮民にして北部アラビアの土人の女は
生れて三四才に至る時は一種の手術を施されて未婚時
代の純潔を保証せらる．マレア族にては貞操を重んず
る事甚だしく，少女寡婦にして子を生むものあらんか，
母子並に対手たる男子も共に死刑に処せらる．或は少
女を誘惑せる男子は之と結婚し且つ少女の両親に対し
て其身代金を支払う義務あり ( ツングース )，或は将来
の不純潔なる行為を怖れて両親が其女を幼少の際に人
に遣わし，或は未婚時代は村落の最極端に住みて，男
女互に面を見らるゝを避くる等，未婚時代の貞淑を保
たしむるに厳格なる風習は決して少なしとせざる也．

私通姦通と野蛮人

之と趣きを同じうする風俗は，印度に入りても尚認む
るを得可し．或は私通の男女を殺し ( ニアス )，或は未
婚男女の居処を分ち是を犯す者は苛重なる刑罰に逢い
( ヒルダアク )，或は私通を以て敢て罪悪とせざるも，
許す可らざる長上に対する無礼と見 ( シーダイアク )．

フィリッピンの土人は婦女の貞操を重んじ，既婚未婚
の何れを問わず重刑を以て之れを強い，ニューギニア
のドォリー，タスマニアン，ユォイー諸蛮人の婦女の
貞実なるは文明人の嘆賞する処，フイヂー族の少年は
十八若くは廿歳に達する後に非ずんば女子の前に立つ
を許されず．サモア土人の女は外人とは同棲する事あ
るも，婚姻なくして男女は決して居を同じくせす．其
酋長の女の貞操は全部落の誇とする処なり．

濠洲土人中には更に一層厳重なる制裁あり．其部落は
家族を有する既婚者中央に住み，其両端には未婚の男
女を分離して居らしむ．而して私通者ある時は其関係
人の好む儘の刑を与え，或は五六人より雨の如く投ぐ
る投槍に対して一片の盾を以て身体を守らざる可らざ
るの罰に逢う．西部ヴィクトリア土人は祭日と雖

いえど

も未
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も未婚の男女を近づけることなく，私通して子供が生
まれた場合は女を火刑に処し，その子供，男性にも累
が及ぶ事があると云う．

アメリカインディアンにも，私通の男女を殺す風習
がある．グリーンランドの少女は既婚者の貞操を貴び，
イーヂド氏は 13 年間に私生児を設けたという事例は
僅かに二，三例を聞いたのみであると称揚している．北
方に生活するインディアンの女は，8, 9 歳より既に男
子と遊ぶことを禁じられ，家にいる時，旅行する時を
問わず最も厳なる監督下におかれる．この他マンダー
ン，ネズバーセス，アバーチェスでは少女に言い寄る
男子は，その伴侶から侮辱される．

このように，これらの蛮人が重んずること，すなわち
男性が女性に対して主に要求することは貞操である事
が明かである．もとより彼らの間には道徳倫理の思想
はないことは勿論であるが，単に青年男女の関係が極
端に自由であるという点を論拠として雑婚を主張する
ことは，前述したような種族について重大な支障があ
る．言うまでもなく，いわゆる雑婚はある程度文明開
化した後，このような蛮人が経過する段階あり，野蛮
人が節度，情欲の抑制を欠く事実が，必しも雑婚，共
同婚につなあるものではない．

野蛮人の風紀の乱れと文明の影響との関係について，
その証拠となる実例は枚挙にいとまがない．エスキモー
部落中でも，白人と接触していない部落の婦女は，白
人の出入りがある部落の婦女に比べて甚だ貞淑である
とナンセン博士が証言している．カリフォルニア土人
のヨォクッ蛮人の風紀，行状の乱れは言語に絶すると
の定評があるが，これは決して古くからあったわけで
はない．寧ろ近来の風習であることは，古老がひとし
く口にするところである．ブリティッシュコロンビア
のバンクーバー島の土人は甚だしく私通，姦通の罪を
憎み，その女性のみならず相手の男性，その生める子
女まで虐殺する風習があるが，その北西の地方に住み
白人と交際する部族の間にはこのような事例極めて稀
で，多くはこれを看過する．クィーンシャーロット島
の土人の淫行は，金鉱採掘の目的で到来した白人の暴
行に発したことは，ジャコブソン艦長，フィツロイ提
督等の意見がそろうところである．更に南洋土人の風
紀の乱れも，その発するところは主に白人の行為にあ
り，サンドウィッチ島を再訪したクックは，数年間に
土人の風俗が一変して正視するに忍びなくなったこと
に心を傷め，白人の無頼な行動を非難している．ポナペ，
タナ，前記のサモア等の諸蛮人に見られる風紀の乱れ
も，ひとえに欧洲人の渡航を以て始まったもので，サ
モアの女性が外人とのみ同棲するようなことは，これ
らの事情を説明し得て余りあるといえよう．またタヒ

婚の男女を相接近せしめず．私通して子を産む如き場
合には其女を焚

ふんさつ

殺し更に其子及び男子にも及ぶ事あり
と云う．

亜
ア メ リ カ

米利加印度人にありても私通の男女を殺す風習あ
り．グリーンランドの少女は既婚者あり貞操を貴び，
イーヂド氏の如きは十三年間僅かに両三者の私生子を
設けたるを聞くのみと称揚し，北方に生活する印度人
の女は八九歳より既に男子と遊戯するを禁ぜられ，家
居する時，旅行する時を論ぜず最も厳格なる監督を被
る．其他マンダーン，ネズバーセス，アバーチェスに
ては少女を挑みたる男子は其伴侶より侮辱せらる．

斯くの如く之等諸蛮人の重んずる処，換言すれば男子
が女子に対して主として要求する処は其貞操なる事明
かなり．素より彼等の間には何等道徳倫理の思想なき
や勿論なれど，単に青年男女の関係が極端に自由なり
との点を論拠として雑婚を主張せんには，先ず以上略
記せし如き種族につきて重大なる支障を見る．況や所
謂雑婚なるものは概ね多少開化の域に入りたる後，かゝ
る蛮人が経過する階梯にして，且つ野蛮民間の節度制
欲なき事実は必しも以て雑婚共同婚と称す可きるもの
に非ざる也．

蛮民の乱俗と文明の影響との関係に就いては，之が証
左となる可き実例枚挙に遑

いとま

あらず．エスキモー部落中
にても，白人と接触せざる部落の婦女は，多く白人の
出入を見る部落の婦女に比して，甚だ貞淑なりとは博
士ナンセンの証言する処．カリフォルニア土人中ヨォ
クッ蛮の乱俗汚行は言語に絶すとの定評あるものなれ
ど，是れ決して古代より然るに非ず．寧ろ近来の風習
なる事古老の齊

ひと

しく口にする処也．ブリチッシュコロ
ンビア，ヴァンクゥヴァ島の土人は甚だしく私通姦通
の罪悪を憎み，其女のみならず相手たる男子並に其生
める子女をも虐殺するを習とするも，其北西の地方に
息
ひそ

み白人と交際する者の間には斯かる事例極めて稀れ
にして多くは之を看過する如し．クィーンシャーロッ
ト島土人の婬風は其源を金鉱採掘の目的を以て襲来し
たる白人の暴行に発したるは艦長ヂァコブソン，提督
フィツロイ等の意見を一にする処なり．更に南洋土蛮
の乱俗も其発する処は主として白人の行為にある如く，
サンドウィッチ島を再び訪いたるクックは其数年間に
土人の風俗一変して正視するに忍びざるものあるに寒
心し，無頼なる白人の行動を非難せし事あり．ポナペ，
タナ及び前記サモア等の諸蛮人間に見る乱俗も一に欧
洲人の渡航を以て起れるもの，サモア女が外人とのみ
同棲する如きは，這

しゃはん

般の消息を説明し得て余りありと
云う可し．又タヒチ土人の婬蕩なる風俗は齊

ひと

しく文明
人の指弾する処なれども，奚

いずくん

ぞ知らん彼等の間には往
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チ土人の淫行の風俗は，文明人が等しく指摘するとこ
ろであるが，実際には彼らの間にはかつて非常に厳格
な習慣があり，幼女は婚約の儀式では，両親が特にそ
のために家の中に高い場所設けて少女をここに坐らせ，
日常の必要品はすべて親が与えてえ夜間は必ず親と共
に床につき，独りで外出することは許されず，処女の
純潔を保証した．時には婚約の儀式をしない処女にも
このようなことを行うということからも，現今の堕落
が白人との接触後に発生したものであることがわかる．
オーストラリア南部のアデレード平野に住む土人の乱
俗については，彼らと長年過ごしたエドワード ･ ステ
フェンス氏の言がある．氏はこの悪しき風習はひとえ
に悪い白人のためであるとして，海外における文明人
の悪行を憤慨している．シベレー師はマダがスカル地
方の土人には貞操，処女の純潔は認めないが，内地深
く入るに従って，私通を罰して死刑にする厳刑がある
いう．南方のスラボニアンは特に貞操を尊び，汚れた
行いをした女性は一生結婚の機会を与えられず，衆人
の嘲罵の標的となり，処女の純潔は巨万の富よりも貴
重とされ，少女の父兄が密会する男性を発見すると，
直にこれを殺す習わしがある． しかし，このような美
風も近来は文明人の出入が盛んとなるにつれてなくな
りつつあるという．古代フィン人種に不貞がなかった
ことは，その語彙で不貞に当る文字が外国語であるこ
とを見ても明らかで，トルコ人の中でも野蛮なる者が
開化した者に比べてその風俗が純朴であることは誰し
も認めるところであろう．土人の乱俗はこのように，
結局のところ主に文明人の到来によるものである．開
化を標榜し，文明を口にする欧米の下層階級が無垢な
自然児である彼らの間に堕落を広めつつあることは疑
いのない事実といわざるを得ない．

更に男女の不規則な関係は，単に外来の影響によるも
のではなく，文明それ自身によって人類に発生するも
のである．マダガスカルの土人やアフリカのブッシュ
マンでは，未開の者ほど風俗が純粋であり，歴史家タ
キトゥスが文明に溺れたローマの青年によりも古代ゲ
ルマン人の少年の方が徳操が高いとを推賞したことは
その例であろう．欧洲諸国の現在にこれをみても，都
会人の私生児出産率は，地方の約 2 倍も多い．ワッペ
ウス氏の統計に拠ると，文化の中心であるフランスで
は，私生児 15.13 に対して正出児 4.24，純朴なザクセ
ン地方では 15.34 対 14.64，更にグラッツ，ミュニッ
ヒにでは正出が私生児よりかえって少ないという．加
えて，文明社会ではその副産物として売春の風習があ
る．このため人類の道徳観念を堕落させ，暗黒面をま
すます拡大させる．売春の悪習がなぜ発生したかの研
究は，我々の論点の外にあることなので論じないが，
人口増加率を上回って売春婦が増加することは，事実

時頗
すこぶ

る厳格なる習慣ありて，幼女結髪の約なるや其両
親は特に之れが為めに家中一段の高処を設けて少女を
之れに坐せしめ日常の必要品は凡て親の手づから之に
与え夜間は必ず親と共に就眠し，外出も独り行くを許
されず，以て処女の純潔を保証するの事ありて，時に
は結髪の約なき処女の為めにも比事を行いしと云うを
以ても，現今の堕落が白人と接触したる後に於て発生
したるものなるを知るに足らん．南部濠洲のアデレー
ト平野に住む土人の乱俗に関しては親しく彼等の間に
星霜を経たるエドワード ･ ステフェンス氏の言あり．
氏は此厭う可き風習は一に悪白人の賜なりとして海外
にある文明人の汚行を憤慨し，シベレー師はマダカス
カル地方の土人には貞操，処女の純潔は認む可らざる
も，漸く内地深く入るに伴うて私通を罰して死に到ら
しむるの厳刑あるを見ると語る．南方スラボニアンは
特に貞操を尊び，醜汚の行ある女子は一生結婚の期を
与えられず衆人嘲罵の標的となり，処女の純潔は巨万
の富よりも貴重なりとせられ，少女の父兄にして家女
と密会する男子を発見する時は直に之を殺す風あり． 
而も比推賞す可き美風も近来文明人の出入汪

さか

んとなる
に従い漸く其跡を絶たんとするに到れりと云う．古代
フィン人種に不貞操の事なかりしは，其語中不貞操に
当る文字は外国語なりし一事を見ても明らかにして，
土
ト ル コ

耳古人中野蛮なるものが開化のものに比して風俗淳
撲なるは何人も認むる所ならん．土人の乱俗は斯くの
如くして帰する処，主として文明人の輸入に係る．開
化を標榜し文明を口にして，欧米の下等人民は無垢の
自然の児たる彼等の間に堕落の福音を伝播しつゝある
は疑う可からざる事実と云わざる可らず．

更に男女の不規則なる関係は，啻
ただ

に外来の影響を待
たず文明それ自身に伴うて人類を襲うものなるが如
し．マダカスカルの土人や阿

ア フ リ カ

弗利加のブッシマンが
未開の者程風俗の純なる史家タシタスが文明の香に
酔える羅

ロ ー マ

馬の青年に比して古代ゲルマン人の少年が徳
操高きを推賞せる如きは其例証たらん乎．欧洲諸国の
現時に就て之を観るも，都会人士間に於ける私生児出
産率は，地方に比して約二倍の多きに上る．ワッペウ
ス氏の統計に拠れば，文華の中心たる仏国にては私出
一五 . 一三に対し正出四 . 二四．粗撲なるサクセンにて
は一五 . 三四に対する一四 . 六四．更にグラッツ，ミュ
ニッヒに到りては正出の子は私出の児に対して反つて
其数少なしと云うに非ずや．加うるに文明社会は其副
産物として売婬の風あり．為に人類の道徳観念を堕落
せしめ闇黒面を愈

いよいよ

々拡大ならしむるなり．売色の弊風
が何故に生ぜしかを論究するは，寧ろ吾人の論点以外
にあるを以て茲に論せずと雖

いえど

も，人口増加の率に比し
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として疑いのないところである．正式の結婚が減少す
るに比例して，私生児の数が激増する事も統計学者が
一致して認めていることである．未婚者がますます多
くなれば，自ら売春の風習を生み，売春婦の数が年々
増大するは必然の理である．文明は一方に於てこのよ
うな暗い影を伴い，生活難は益々男女をして結婚より
遠ざける．表面的な華麗を以て裏面の醜悪を隠蔽する
文明人は，何の特権があって純朴な自然の民を嘲笑す
るのか．未開野蛮の民族は，妻を養えるようになれば
男性であれば結婚しない者はなく，生殖力が充分に発
達した処女であれば結婚しないものはない．確かに我々
が説くように婚姻は動物の最も自然な生殖の手段であ
る．自然に従い人為的な要因がなければ当然の事とし
て婚姻が行われ，寧ろ反自然的な独居生活はある程度
の文明が開けた後に発生するのが常であり，なぜこれ
が原始人類の風習であると強弁するのか．

インド，東南アジアの土人は，未婚時代の男女関係が
甚だ自由であるが，雑婚の形跡は全く存在しない．例
えばタウンタ部落には売春の風習はない．チッぺラー，
オレーオン，コリアスの土人では，未婚男女は同棲の
自由があるが，雑婚，共同婚といえるものはない．バ
タンルゥバー地方に住むダイアク種では，貞操を欠く
行為がないわけではにが，女性は一般にその相手の男
性に対する貞操を守り，子供が生まれると結婚し，男
性はその子の実父でないという理由で拒絶する事はな
いと言われる．トンガ土人では，相手の男性を多くか
えることは少女の恥とされる．スコットランドでも，
宗教改革以前には男女が祭日に互に 1 年間同棲する約
束をして，その期限が来ると，結婚するか或は分かれ
る習俗があった．このように述べると，未婚男女が自
由な関係にあることを以て，人類原始時代の遺風であ
るとしたり，あるい雑婚が原始的社会には多く見られ
たという証拠とすることは，明らかに的はずれな推理
であることが分かる．

雑婚論の基礎となるものに，ラボック氏の言う代償
行為というものがある．これは，多く場合男性がそ
の妻を独占する為には，先ず一種の代償行為 (Act of 
expiation) を行わなければならないというものである．
つまり，本来は共同所有が原則であるのに対して女性
を独占するからには，その対価を支払わなければその
独占は有効ではないとする．

歴史家のヘロドトスは次のように伝えている．バビロ
ニアの女性は結婚する前に，異国の神ミリッタの神殿
に行き，神に仕えてしばらくの日々を過ごす習慣があっ
た．同様の習慣はキプロスにもあったという．また，
ストラボンの著書によれば，アルメニアの女性も同じ
ように異国のアタイチスの神殿に一時赴いたとされる．

て過大に売笑婦の増加するは事実として疑う可からず．
正式の結婚が漸時減少するに比例して，私生児の数が
激増する事も亦統計学者の齊

ひと

しく認むる処也．未婚者
愈
いよいよ

々多かれば其間自ら売色の風を生み，茲に売春婦の
数は年々増大するは必然の理のみ．文明は一方に於て
かゝる暗影を伴い生活難は益々男女をして結婚より遠
からしむ．表面の華麗を以て裡面の醜悪を蔽う文明人
たる者，何の特権ありて彼の赤裸々の自然の児を嘲笑
するや．未開野蛮の民族にありては妻を養い得るに到
れば婚せざる男子なく，生殖に充分なる発達をなした
る処女にして未だ婚せざるもの非ず．蓋し吾人が説く
如く婚姻は動物の最も自然的生殖の一手段也．自然的
にして何等人為的なるものなき彼等の間には当然の事
として婚姻は行われ，寧ろ反自然なる独棲生活は或程
度の開化を見たる後に発するを常とす．何の強弁か之
れを以て人類原始の風となさん哉．

印度，後印度の土人は未婚時代の男女関係甚だ自由な
れども雑婚の形跡は寸毫も存在せす．例えばタウンタ
部落には売婬の風を知るものなし．チッぺラー，オレー
オン，コリアスの土人は未婚男女は同棲の自由を有す
るも雑婚．共同婚と目す可きものなく．バタンルゥバー
地方に生息するダイアク種には貞操を欠く行為なきに
非ざれども，女は一般に其情人に貞操にして子を設く
に及んで結婚し，男子は其子の生父たらざるを理由と
して之を拒絶する事なしと称せられ，トンガ土人は多
く情人を代うるは少女の恥とせらる．スコットランド
に於ても宗教改革 ( リフォーメーション ) 以前には男
女祭日に互に一年間同棲の約をなし其期限到来する時，
或は婚姻し或は分離する俗ありき．斯くの如く論述し
なれば未婚男女関係の自由を以て人類原始時代の遺風
なりとし若くは之れを以て雑婚が原始的社会を風靡し
たりとの証拠となさんは，明らかに失当なる推理たる
事を知るに足らん．

尚雑婚論の基礎となるものにラボック氏の所謂代償
行為なるものあり．氏は曰く多数の場合男子にして其
妻を独占する為には，先ず一種の代償的の行為 (Act of 
expiation) をなさゞる可らず．即ち一般の原則たる共
同所有に違反するを以て之れが報酬を行わざれば其独
占は有効とならずと．

史家ヘルトダスは伝えて云う．バビロニアの女は其婚
姻に先立って他国人なるミリッタの寺院に赴き，神に
仕えて若干日を過すを例とせり．サイプラスにても同
様の習慣ありしと．ストラボーの書はアルメニアの女
も亦同じく他国なるアタイチスの寺に一時赴くを伝え，
同様の事例はガンヂス河畔の土人ポンヂチュリー及び
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さらに同様の例は，ガンジス川流域の土人や，ポンディ
シェリやゴアなどの地域でも見られる．

ユス・プリメー・ノクチス

更に古史によると，ライビアン族のナナモニアン，
オージレー等は結婚の当夜は招かれた客に Jus primae 
noctis ( 初夜権 ) があると伝えている．またガァシラ
ソー・デ ･ ラ ･ ヴェカによると，ペルーのマンタ地方
では新婦が先ず新郎の知友親戚の意に従って結婚当夜
を過す事を条件として婚姻が行われ，バレークック島
の土人，ヌカヒバの土人の間では，婚姻の当夜，女は
招かれた客の権利に属し，第二夜から始めて夫の所有
となる習わしであるという

以上の事実を，ラボックは代償行為と呼んだ．しかし
我々の見解では，これらの事例も必ずしも原始時代の
雑婚を証明するに足るものではない．確かに，バビロ
ニア，アルメニアの風俗は男根崇拝に基づくものであ
る．しかし，この迷信も太古には認められない．わず
かにヴェーダの中にその発端を見るだけである．それ
以前にはこれを発見できない．スマンタ，ヌカヒバ等
の土人の結婚当夜の奇習は，寧ろもてなしの礼儀の一
種ではないだろうか．彼ら蛮民の間で妻を客の寝室に
侍せることは珍しいことではない．これはもちろん大
層な厚遇であることに違いはないが，客に対する主人
の礼として，知的水準が低い蛮人の考え方としては寧
ろ有り得る礼儀であると思われる．まして，これを共
同婚の名残とみなすとすれば，客の初夜権が単に部落
の一部の招待客に限られるはずはなく，またヌカヒバ
ではこれもひとえに新婦の意思によって決まると言わ
れいるのであるから．

蛮人の多くが，客が自分の小屋に滞在する間，その
妻あるいは妻妾のひとりに滞在中の用を弁じさせる風
習があることを以て，同じく共同婚の一証拠とするも
のがあるが，もしこれが共同婚の遺物であれば，この
風習は世界の各地方にで行われ，当然の風習となるは
ずである．また，妻を一時客に貸与する事と共同婚が，
果して密接な関係にあるかどうかという点も大きな疑
問と言わざるを得ない．彼らが客に提供するのは，必
ずしも妻に限らず，時に娘あるいは奴隷である．マダ
ガスカルの土人は，客に警告して妻との関係を禁ずる
が，娘を与えることは普通である．ツングース族は，
客あるいは友人に娘を，それがない時は奴隷を貸与す
るが，妻を与えることは決してない．要するに妻を客
に待せることは，蛮人の思想に照らせば厚遇の証であ
る．ブリティッシュコロンビアのエスキモー等は，こ
れを主人が表わし得る最上の厚遇と考えることからみ
ても明かである．我々は，この事に特別大きな意味を
見出そうとする必要はない．蛮人の中でも気品が高い

ゴア等にでも尚認め得可し．

ユス，プリメー，ノクチス

更に古史はライビアン種のナナモニアン，オージレー
等は結婚の当夜は招かれたる客に Jus primae noctis の
権ありしを伝う．又ガァシラソー，デ，ラ，ヴェカの
言に依れば，ペルー国マンタ地方にては新婦が先ず新
郎の知友親戚の意に従って結婚当夜を過す事を条件と
するによりて婚姻は行われ，バレークック島の土人，
ヌカヒバの土人間にては婚姻の当夜，女は招かれたる
客の権利に属し，第二夜よりして始めて夫の所有とな
るを俗とすと云う．

如
じょじょう

上の事実を呼んでラボックは代償行為とす．而も
吾人の見解を以てすれば之等の事例も亦必しも原始時
代の雑婚を証明するに足らざるものと為さざる可らす．
蓋しバビロニア，アルメニアの風俗は其基く処陽物崇
拝にあり．而して此迷信も太古には認むる能わず．僅
かに吠

ヴェーダ

陀 (Vedas) 中に其胚種を見るに過ず．之より遡
つては遂に比事を発見するを得ざるものとす．スマン
タ，ヌカヒバ等の土人の結婚当夜の奇習は寧ろ一種の
饗応の礼儀に非ざるなきや．彼等蛮民間に妻をして客
の枕席に侍せしむる事は敢て珍らしとせざる処にして，
素より極端なる厚遇には相違なけれど，客に対する主
人の礼としては智能低き蛮人の思想にては寧ろ有り得
可き礼儀なるを思う．況んや之を以て共同婚の遺風と
なさんには，所謂客の「当夜の権利」は単に部落中の
一部たる招待客にのみ限らざる可く，又ヌカヒバにて
は此事も一に新婦の意思によりて定まると云うをや．

蛮人中の多くは客が自己の小屋に起臥する間は，其妻
若くは其妻妾中の一人を勤めて其滞在中之が用を弁ぜ
しむる風あるを目し，同じく共同婚の一証拠となすも
のあれど，果して此事にして共同婚の遺物ならば此風
は世界の各地方に行われ且つ当然の風習たらざる可ら
ず． 加

しかのみならず

之 妻を以て一時客に貸与する事と共同婚とは
果して爾

し

かく密接の関係あるや否やも亦大なる疑問と
云わざる可らずと考う．彼等の客に棒ぐる処は必しも
其妻に限らず，時に其娘を以てし時に其奴隷を以てす．
マダカスカルの土人は客を警

いまし

めて家妻との関係を禁ず
るも，その娘は之に与るを常とし，ツングース族は客
或は友人に娘若し之なき時は奴隷を貸与するも，妻を
以てする事断じて之なし．要するに妻を客に待せしむ
るは蛮人の思想に相応したる厚遇の表象なる事，ブリ
チッシュコロンビア，エスキモー等は之を以て主人が
現わし得る最上の厚遇を意味すと思惟するを見ても明
かなり．吾人は何を苦しんでか此事に過重なる意味を
求むこの要あらん．蛮人中にも気品の高尚なるを以て
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と言われるグリーンランド土人も，平然として妻を貸
与し，チベットのカインツー人は宗教的な理由でこれ
を行う．妻を貸与する事が直ちに共同婚の名残である
と言うならば，我々が日常的に物品の贈答を行うこと
が，原始時代に個人の所有権がなくすべてを共有した
ことの名残であることの証拠ということになる．これは
考えの足りない，甚だ的外れな結論というべきである．

考えるに，結婚当夜の客の権利については，他に適当
な説明が可能である．我々にいわせれば，この風俗は
主に奪掠婚の名残である．即ち奪掠婚が行われる地方
では，夫となった男性に加勢して女性を奪うことに功
績のある者に，夫は当然の義務としてその特権を拒絶
できない．ニューサウスウェールズのリヴェリナ，及
び東部中央アフリカのフテイタ土人等の風習は，明ら
かに我々の考えを支持するものである．後者では，掠
奪婚も実際は形式に止まり，先ず処女が夫の小屋に行
く時，わざと逃げるふりをして身を隠す．すると夫と二，
三人の友人に発見され，ようやく夫の家に入ると，あ
たかも戦争捕虜のように夫の前に座らされる．既に共
同して得た捕虜であり，戦利品であるから，なぜ夫と
なる男に独占させて良いものだろうか．そこで第一夜
の権利は，友人の間に帰するに過ぎない．ラボック氏
の説明は，考えすぎと言うべきである．

いわゆる初夜権が酋長あるいは僧侶にある例も少な
くない．キニペエスキモーでは，僧侶が，ガリブ土人
では医師の手から ( その時点で恐らくは処女ではない )
新婦を妻として受けとる．ブラジルでは酋長，ニカラ
グアでは僧が結婚前の一夜新帰を寺院中にとどめ，北
部メキシコの土人は酋長にこの権利あるとする．また
15 世紀頃の旅行記によれば，テネリフ土人の妻は婚前
の一夜を酋長と共にしないものは無く，かえってこの
事を名誉として誇るという．ヘロドトスの記すところ
では，アルデマチデーの王がこの特権をもつと言い，
ナヴァレッテによればマラバール海岸に住む土人は新
婦となる処女を先ず王宮に入れ，王はこれを 8 日間後
宮に置いて，その後に夫に下賜する事を無上の光栄と
するという．フランスでも，中世に於てはこの権利を
実行する僧があったということは興味深い．

このように，処女の破瓜が酋長，僧侶，あるいは貴族
の権利 ( または義務 ) であった事は明らかで，ヨーロッ
パでも同様の風俗あったことは事実である．シュミッ
ト博士はその研究の結果を公にして，フランスの中世
時代に僧侶がこのような事を行ったことを否認し，こ
のような所業が権利として行われる理由はないと断言
したが，現にロシアでは妻がこの野蛮な風習の犠牲と
なった老いた農夫の例があることを見ると，博士の言

称せらるゝグリーンランド土人は平然として其妻を貸
与し，西

チベット

蔵のカインツー人は宗教的観念に基きて此事
をなす．妻を貸与する事が直ちに共同婚の遺風たらば，
吾人日常物品の贈答を行うは，やがて原始時代に個人
の所有権なく万物共有たりし遺風にして同時に其証左
となるや，思わざるの甚だしき結果と云う可し．

意
おも

うに結婚当夜に於ける客の権利に就いては，他に穏
当な説明を求め得可し．吾人を以て云わしむれば，此
風俗は主として奪掠婚の遺物なる如し．即ち奪掠婚の
行わるゝ地方にては，夫たる男子に助勢して女子を奪
うに功ありし者には当然の義務として，夫は其特権を
拒絶す可らず．ニューサウス，ウェールス，リヴェリ
ナ及び東部中央阿

ア フ リ カ

弗利加のフテイタ土人等の所為は明
らかに吾人の想像を助く．後者にありては奪掠婚も実
際は形式に止まり，先ず処女が夫の小屋に到らんとす
るや，詐

いつわ

り走って潜
せんとく

慝し，夫及び二三の友人に発見せ
られ茲に漸く夫の家に入り，恰も戦時の捕虜の如く夫
の前に坐すと．既に共同に得たる捕虜たり，戦利品なり．
何ぞ必しも夫たる男子のみの独占に任す可けん．茲に
於て第一夜の権利は知己友人の間に帰すのみ．ラボッ
ク氏の説明はあまりに計り過ぎたりと云う可し．

所謂第一夜の権利が，酋長或は僧侶にある事も其例少
しとせず．キニペエスキモーにては，僧 ( アレクート )，
カリブ土人にては医師 ( ピアシエ ) の手より新婦 ― 此
時恐らくは処女ならず ― を妻として受け，ブラジルに
ては酋長，ニカラガにては僧が結婚前の一夜新帰を寺
院中に止め，北部メキシコの土人にては酋長 ( カシクー )
に比権利ありとす．又十五世紀頃の旅行記に依れば，
テネリフ土人の妻にして婚前の一夜を其酋長と共にせ
ざるもの絶無にして，彼等は反って此事を名誉として
誇ると．ヘロトダスの記す処を見るに，アルデマチデー
の王に其此特権ありしを云いナヴァレッテの言によれ
ばマラバール海岸に住む土人は其新婦たる可き処女を
先ず王宮に導き，王は之れを八日間後宮に置き，然る
後に夫に賜う事を以て無上の光栄となすと云う．而し
て仏国にても中世に於ては寺僧中，此権利を実行せし
ものありしと云うに至っては興味なしとせず．

斯くの如く処女の破瓜 (Defloration) が酋長，僧侶，
若しは貴族の権利 ( 又は義務 ) たる事明らかにして，
欧洲に於ても尚同様の風俗ありしは事実なり．シュミッ
ト博士は其研究の結果を公にし，其間仏国に於て中世
時代僧侶が此事を行いしを否認し，且つ斯かる所業が
権利として行わるゝ理なしと断言するも，現に露国に
於て其妻が此蛮風の犠牲となりし老農あるを見ても，
博士の言は俄かに信ずるに足らざる如し．況んや権利
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はにわかには信じがたい．言うまでもなく，権利も実
力次第の未開半開の時代にあっては，腕力こそが権利
であり，法律，道徳の存在は認められない．

雑婚論者はこの特権を自己の論拠に数え，共同婚が
一部の者によって伝承されたものであると主張するが，
何故この特権を実力の有無，権力の大小によって説明
できないのであろうか．支配者が部下の生殺与奪の権
を握っているのであれば，何故部下の妻を一度ならず
好きなままに寝室に連れ込めないと言えるだろうか．
マルーツの王は臣民を奴隷としてこれを売買し，これ
に代わる女を与えて臣民の妻を奪うことに何等の支障
なしとするとフルッブ博士は明言している．ダホメー
の婦女はすべて王の所有物であり，王は処女を日頃か
ら宮中に呼び込み，意に叶った者は後宮に留め，他は
人民が娶るに任すという．フィダ王の大臣の主な職務
は，毎日王に美女を提供することである．ペルシアで
は，王だけが各人の後宮に出入する事ができ，カルムッ
クの僧侶は夫のある女性と寝室を共にする権利を持つ．
しかも夫はこれを光栄なことと考える．マルコポーロ
によると，ベトナム南部のシャムパ人の少女は，王に
拝謁するまでは勝手に結婚できないとされる．チムメ
ルマン博士の言によるとマレー人の間には「女は総て
王者の所有物なり」という格言があるという．ニュー
ジーランドの酋長は他人の意向を顧みず独断で妻を選
定し，クキィ人は女性は王のものと信じており，コン
ゴーの酋長は妾を選ぶと，その夫あるいは情人には死
を命ずるという．最後に「古代露国」なる著書中には，
地主の巡回を記して次のような下りがある．地主は，
その所有地に来ると先ず管理人を呼んで，所属する農
民の処女名簿を提出させ，ひとり三，四日ずつ自分の宿
所に連れ込み，名簿が尽きると他の所有地に向けて出
立する．これは農奴解放前のロシアの貴族あるいは大
地主の行為を描いたもので，明らかにカールシュミッ
ト博士の主張に反するものである．

いわゆる破瓜の特権も，このような諸例をもとに論ず
れば，まさに実力，権力に基くものに他ならず，決し
て共同婚の名残でないことは明白である．しかし，僧
侶にこの特権があるのは単に宗教上の迷信によるもの
で，グリーンランドの女性は喜んで身を僧侶に任せ，
それにより将来の幸福を祈るとされ，その夫もまた生
まれてくる子供の幸せ願ってこれに報酬を与えさえす
るという．またカリブ土人の医師が持つ特権は，元来
女性は不浄なので，予めこれを清める目的に由来する
という．

娼婦が尊重される理由

雑婚論者が根拠とするところに，昔は娼婦が社会で大
いに尊重せられていたという点がある．即ち一夫一婦

も常に実力の奈
い か ん

何によりて左右せらるゝ野蛮，若くは
半開の時代にありては，腕力是れ権利のみ，其間法律
道徳の存在を認め得んや．

雑婚論者は此特権を以て直ちに自己の論拠に数え，是
れ共同婚が一部人士によりて伝承せられたるもの也と
称うるも，何故に此特権が実力の有無，権力の大小に
よりて説明せられざる乎．君長にして部下に生殺与奪
の権力を有する時，何の理か部下の妻を一再ならず好
むが儘に己が閨房に伴う事を得ざる．マルーツの王は
臣民を奴隷とし，之を売買し単に之れに代る可き女を
与えて臣民の妻を奪うも，何等の支障なしとは博士フ
ルッブの明言する処．ダホメーの総ての婦女は，素

もとも

と
王の所有にかゝり，王は処女を年々宮中に召して，其
意に叶いたる者を後宮に留め，他は人民の娶るに任す
と云う．フィダ王の大臣の主たる職務は日毎に王に美
女を勧むるにあり．波

ペルシャ

斯にては，王者のみが各人の女
室 ( ヘルム ) に出入する事を得可く，カルムックの僧
侶は夫ある婦と床を共にする権あり．而も夫は之を以
て光栄と思惟す．マルコポローは交

こ う ち

趾支
し な

那のシャムパ
人の少女は王に拝謁せざる間は濫りに結婚する事を得
ずとせられ，チムメルマン博士の言に拠ればマレー人
間には「女は総て王者の所有物なり」との格言ありと．
ニュージーランドの酋長は他の意思の奈

い か ん

何を顧みず独
断にて妻を選定し，クキィ人は女子は王 ( ウグラー )
のものと信じ，コンゴーの酋長は其妾を定むるや，其
夫或は情人に死を賜うと．最後に「古代露国」なる著
書中には，地主の巡回を記述して下の如き文を載せた
り．地主は其所有地に至るや先づ差配人を召して所属
農民の処女名簿を致さしめ，一名三四日づつ自己の宿
所に止め．名簿尽くれば更に他の所有地に向って去る
と．之れ農奴解放前の露国貴族若くは大地生の行為を
描けるものにして，明らかにカールシュミット博士の
断案と反対す．

所調破瓜の特権なるものも以上の諸例に就て論ずる時
は，正

まさ

しく実力権力に基いて生ずるものに他ならずし
て，決して共同婚の遺風たらざる事明白なり．而して
僧侶にして此特権あるは，単に宗教上の迷信に出ずる
なる可く，グリーンランドの女は喜んで身を僧侶に任
せ，以て将来の幸福を祈るとし，其夫も亦斯くして生
る可き児の多幸ならんを思うて之れに報酬をさえ与う
と云う．又カリブ土人の医師にこの特権は．元来女子
は不浄なるもの故．予め之を潔

さや

むとの意に出でたるも
のならん乎．

娼婦が尊重されし理由

尚雑婚論者が拠る処，娼婦 (Courtesan) が古
いにしえ

者頗
すこぶ

る社
会より尊重せられし点に関するものあり．即ち一夫一
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の制による妻の多くは外来者あるいは奴隷であるのに
対して，娼婦はその地方出身の自由民が多く，さらに
世の男たち争ってその歓心を買おうとして，少くとも
現代のように世間から非難されなかったことは，原始
時代の名残が娼婦によって伝えられ，社会がこれを当
然の事と見做したからであるとする．古代アテネ，イ
ンド等の歴史を見ると，娼帰が少なからざる勢力と地
位とを有し，社会の尊重を受けた事は事実であるが，
これを以て直ちに共同婚の名残りとするのは誤りであ
る．我々が考えるには，婚婦がこのように社会の尊敬
を受け，国家の大人物たちが争ってこれと接近しよう
とした理由は他でもない．当時，彼らだけに教育，知
識がある女性だったからである．アテネの黄金時代ペ
リクレスの治世に娼婦が盛んであったことを以て共同
婚の名残とするならば，現代のロンドン，パリに売春
婦が動めいているのは果して何の名残と言うのか．さ
らに，太古の時代とペリクレスの時代との間のは長い
年月には，ホメロスが吟じたように一人の女性に誠実
であった英雄たちの時代が存在する．どうして娼婦を
共同婚の名残だと見ることができようか．

情夫を多く有する女が，貞淑なる女性よりも男性の好
意を惹く場合は少なくない．例えばキトーのインド人，
レグナート時代のラプランド土人，あるいは北部アラ
カンの林部落の土人などでは，男性が常に争って求め
るのは貞操な処女ではなく，事ろ多情淫猥な女性であ
る．しかしそれでも，共同婚を説明すべき事例ではない．
確かに情夫を多くもち，男性の意を惹くことができる
女性は，知能に優れるか容姿の抜群なものでなくては
ならない．容姿に優れ，才気煥発な女性が男性の好意
をひき，男性がこの点に劣った貞操ある女性よりもこ
れを求めたいとするのは当然である．雑婚論はこの点
においても，充分な根拠があるとは言えない．

婦の制による妻の多くは外来者若くは奴隷なるに反し，
娼婦は多く自由民にして其地方の出たり，加うるに社
会の男子が争うて其歓心を買わんと欲し，少くとも現
代の如く世上の指笑を招かざる所以のものは，実に原
始時代の遺風が彼等のみによりて伝えられ，社会が之
れを当然の事と見做したる故也とす．古代アゼンス，
印度等の歴史を見るに娼帰が少なからざる勢力と地位
とを有し，社会の尊重を受けたる事は事実なりと雖

いえど

も，
之を以て直ちに共同婚の遺風なる故に然りとするは謬
見なり．吾人を以て之を見るに婚婦が爾

し

かく社会の尊
敬を享

う

け，国家の大人物等が争うて之と接近せんと力
めし所以のものは他なし．彼等のみが当時教育あり智
識ありし婦女たりしを以て也．アゼンスの黄金時代ペ
リクレスの治世に於ける娼婦の盛大なりしを以て共同
婚の遺風と見ば，現代のロンドン，巴里に於ける売春
婦の蠢

しゅんどう

動は果して何物の遺風とや云わん．加うるに太
古とペリクレス時代との茫漠たる幾何年間には，尚ホー
マーの謡いし一婦に貞実なりし諸英雄ありし時代の横

よこた

わるあり．奈
い か ん

何ぞ娼婦が共同婚の遺風と見る可けんや．

又情人を多く有する女が貞淑なる婦に比して男子の
敬意を惹く場合少なしとせず．例えばキトーの印度人
の如き，レグナート時代のラプランド土人，若くは北
部アラカンの林部落 ( ヒルトライブ ) の土人の如きは，
常に男子の求めんとして争う処は貞操なる処女に非ず
して，事ろ多情荒婬の風ある女子にあり．而も之れと
て決して共同婚を云々して説明す可き事例には非ず．
蓋し情人を有する多く，而も尚他の男子の意を惹くに
足る女子は其智能苦くば容色の必ず抜群なるものたら
ざる可からず．容色優れ或はオ智煥発の女子が男子の
意を惹き之れを他の劣等なる貞操の女に比して，尚求
めんと欲するは当然のみ．雑婚論は此点に於ても充分
安固なる基礎に立つものと見る能わざる也．
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第五章　雑婚説に対する評論 ( 中 )

親統制

一方に於て雑婚諭者の有力なる論拠たるは，親族間に
於ける称呼 (Nomeclature) の方式なるが如し．

意
おも

うに人類に行われたる最古の称呼法は現代布
ハ ワ イ

哇人，
キングスミル土人，マオリス蛮，ポリネシア，ミクロ
ネシア，及び印度の諸部落に行わるゝ夫

か

のマリアン法
(Malyan System) なる可し．此称呼法に従えば総ての
親族を別って五級となし，先ず自己を中心として兄弟
姉妹及び一二三．．．最も遠隔なる従兄弟をも包含して
一級となし，此階級に属する者は互に「兄弟」と呼ぶ．
第二級は自己の父母及び其同胞一二三．．．の従兄弟を
包含し之れを総て父又母と呼ぶ．第三級は祖父母及び
其同胞一二三．．．の従兄弟にして其間近疎の差なく齊

ひと

しく之を祖父或は祖母と称せり． 第四級は自己の子女
及び其最も遠き従兄弟を包含し，孫及び其従兄弟の全
部を併せて之を第五級となし，何等の差別なく一様に
之等を自己の子若くは孫と呼べり．故に伯叔父母ある
を知らず．直系にては祖父と孫あるを数うるのみ．即
ち彼等の間には玄孫を以て親等の最後と見たるなり．

他の称呼法は明らかに此法に基きて生ぜしものにし
て，二山 ( ツーマウンテン ) イロコイスが用うる処は
此法に比して二点の差あるのみ．即ち母の兄弟に対し，
又自己の姉妹の子に対して特殊の名称を有するのみ．

ミクマック称呼法は大なる進歩を示し，姉妹の子を
姪甥と称すものみならず，女は其兄弟の子をも甥と呼
び又単に母の兄弟を叔父と云う．他に父の兄弟をも同
じく小父，小母と称す．印度地方を代表す可きワイア
ンドットの称呼法は更に一段の進歩を示し，母の兄弟，
父の姉妹の子を自己の兄弟の子と同一称呼を以て呼ぶ
事をなさず，別に従兄弟とも訳す可き文字ある他，女
は母の兄弟の孫を自己の子女と同一にせず明らかに姪
と呼んで之れど区別せり．

斯かる説明を継続するは，読者に興味なきのみならず，
著者自身にも堪えざる処なり．されば吾人はモルガン
氏が約三百種の言語を研究して収め得たる貴重なる結果
たるに関せず，更に之れ以上の説明は省略し去る可し．

簡単に論ずれば未開人種中，最も進歩したる称呼法を
有するはカレン，エスキモーの部落ならん．彼等は現
代文明人の使用する称呼法と僅々三点の差を示すに過
ぎざる称呼法を用う．即ち彼等は徒兄弟の子を姪とし，
姪の子と孫と呼び．祖父母の同胞は同じく祖父母と称
するなり．此差点より考る時は，エスキモー等が果し
て如何なる時代に於て其原始時代より脱却するを得た
るかを明らかにするを得べし．

親統制

一方，雑婚諭者の有力なる論拠は，親族間に於ける称
呼方式 (Nomeclature) である．

人類に行われた最古の称呼法は現代ハワイ人，キン
グスミル土人，マオリス族，ポリネシア，ミクロネシ
ア，およびインドの諸部落で行われているマリアン法
(Malyan System) である．この方法では，総ての親族
を五級に分ける．先ず自己を中心として兄弟姉妹及び
一代二代三代．．．の最も遠い従兄弟まで包含して一級
とする．この階級に属する者は互に「兄弟」と呼ぶ．
第二級は自分の父母，その兄弟，その従兄弟を包含し，
これを総て父または母と呼ぶ．第三級は祖父母および
其兄弟，従兄弟で，遠い近いの区別なく祖父あるいは
祖母と称する． 第四級は自分の子供，および最も遠い
従兄弟までを含み，孫およびその従兄弟の全てを第五
級とする．そして全く差別せず一様にこれを自分の子
あるいは孫と呼ぶ．従って，叔父，伯父，叔母，伯母
の区別はない．直系は祖父から孫までだけである．即
ち彼らの間では玄孫までを親等の最後と見る．

他の称呼法は明らかにこの法に基いており，ツーマウ
ンテン ･ イロコイ族の方法とこの方法の違いは 2 点の
みである．即ち母の兄弟に対し，ま自分の姉妹の子に
対して特殊の名称を有する．

ミクマック称呼法は大きく進歩しており，姉妹の子を
姪甥と称するだけでなく，女性はその兄弟の子も甥と
呼び，単に母の兄弟を叔父と云う．他に父の兄弟をも
同じく小父，小母と呼ぶ．インド地方を代表する可き
ワイアンドットの称呼法は更に一段の進歩を示し，母
の兄弟，父の姉妹の子を自己の兄弟の子と同じ呼称で
呼ばず，別に従兄弟とも訳す可き言葉があり，女性は
母の兄弟の孫を自分の子供と同じにせず，明らかに姪
と呼んで之れを区別する．

このような説明を続けることは，読者は興味がないだ
けなく，著者自身も堪えがたいところである．従って
我々は，モルガン氏が約三百種の言語を研究して得た貴
重な結果には立ち入らず，之れ以上の説明は省略する．

簡単に論ずれば未開人種中，最も進歩した称呼法を有
するのはカレン ･ エスキモーの部落である．彼らは現
代文明人の使用する称呼法と，わずか 3 つの点だけで
異なる称呼法を使用している．即ち彼らは徒兄弟の子
を姪とし，姪の子を孫と呼び．祖父母の同胞は同じく
祖父母と称する．この差異から考えると，エスキモー
等が果していかなる時代にその原始時代から脱却した
かを明らかにすることができる．
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団体婚と血族婚

モルガン氏の説

モルガン氏は，この研究の結論で次の様に述べている．
マリアン法は明らかに太古の団体婚，寧ろ共同婚の制
度を後世に暗示するものである．確かに共同婚の存在
を否認しては，この称呼法の発生を説明できない．兄弟，
姉妹，従兄弟が互に部落を共にして，彼らの間に雑婚
が行われなければ，どうしてこのような称呼法が発生
するのか．マリアン称呼法を説明するには，先ず共同
婚が人類原始の風習であったことを前提としなければ
他に方法がない．幾万年も前の事蹟は茫洋として追跡
することが難しいことであるが，我々はこの前提が正
しいとし，これに基いて研究しなければ古代の称呼法
を改名することはできないと．

幾万年の太古の昔を模索することが困難であることは
言うまでもないが，果してモルガン氏の断定するとこ
ろが正しいのか，我々は疑わざるを得ない．この問題
に関して最も主要なる点は，マリアン法における親族
の五級の分類が，実際の血縁に基づいたものであった
か否かである．これが正しいとすれば，モルガン氏の
結論も至当であり，これを否定すれば氏の共同婚に対
する見解は根本から覆えらざるを得ない．そして，こ
の争点に関して我々は，否定的な答を出さざるを得な
いことを遺憾に思う．

父母の称呼は幼児の唇にはじまる

ブッシマン教授の発表した研究結果によると，世界各
人種の父母を呼ぶ語にはおよそ次のような種類がある．

父はパ，パパ，若しくはババ．母はマ，ママ．ウアラ
ンガクゥにては父をバプッカ，母をマムコと呼ぶ．其
他の諸国にては，アブ，アバ，アパ，アダ，タタは父
を意味し，アマエマ，アナ，エナ等は母を意味する．
即ちこれを分類すれ 4 種となり，父を意味する語に，パ，
タ，アブ，アトの 4 種，母を意味する語にマ，ナ，アム，
アンの 4 主がある．しかしこの原則は時に全く正反対
に使われることがある．例えばダョジァンイザベラ地
方のマハガ語では，ママは父を意味し．南方インドの
ツルヴァスにてはアムメは父を，アッペは母を意味す
る．

原則に対して明かな例外もある．リフー語では父を
カカ．バラヂーのタウール語では父はチチァ，チチェ，
もしくはチァルチァ，モンゴール及びその付近の部落
では母をイケ，中央アフリカの力ヌュリでは母をヤ，
ブラジルのケッチュアでは父をヤヤ，パコンゴー地方
では父をセ，フィン人はイサ，ブラジルのバカエリー
では母をイセ，ニューヘブライド，アナイチェームは
リンと呼ぶのがその例である．

団体婚と血族婚

モルガン氏の説

モルガン氏は此研究の結論に於て説をなして曰う．マ
リアン法は明らかに上代の団体婚 ― 寧ろ共同婚の制
を後人に暗示するもの也．蓋し共同婚の存在を否認し
ては何を以てか此称呼法の発生を説明し得ん．只兄弟，
姉妹，従兄弟が互に部落を共にする時，彼等の間に雑
婚行われざらんには，奈

い か ん

何ぞかゝる稀呼法の発生する
あらんや．マリアン称呼法を説明するめ為には先ず共
同婚が人類原始の風たりし事を前提とするに非ずんば
他に路なし．由来幾万年の上代の事蹟は，茫漠として
また追うに由なき処なれども，吾等は此前提を真なり
とし，之れに基いて研究せざれば古代の称呼法は遂に
闡明する能わざらんと．

春秋茲に幾万年の太古の事，素より模索するに困難
なるは言を俟たずして明らかなれど，果してモルガン
氏の論断する処が真か否かは，吾人尚疑いなき能わ
ず．而して此問題に関して最も主要なる点は，マリア
ン法が親族を分って五級とせしは，其基く処実際血縁
の奈

い か ん

何にあるや否やにあり．之れを然りとせば或はモ
ルガン氏の結論も至当なる可く，之を否とする時は氏
の共同婚に対する見解は根本より覆えされざるを得ず．
而して此争点に関して吾人は否定的の答をなさゞる能
わざるを遺憾とす．

父母の称呼は幼児の唇端に初まる

ブッシマン教授の発表せる研究の結果に依れば，世界
各人種の其父母を呼ぶ語に大

お お よ

凡そ次の如き種類あり．

父をパ，パパ，若しくはババ．母をマ，ママ．ウアラ
ンガクゥにては父をバプッカ，母をマムコ．其他の諸
国にては，アブ，アバ，アパ，アダ，タタは父を意味
し，アマエマ，アナ，エナ等は母を意味す．即ち之れ
を分類すれば四種となる可く，父を意味する語に，パ，
タ，アブ，アトの四，母を意味する語にマ，ナ，アム，
アンの四あり．然りと雖

いえど

も此原則は時に全く正反対に
使用せらるゝ事なきに非ず．例えばダョジァンイザベ
ラ地方のマハガ語にては，ママは父を意味し．南方印
度ツルヴァスにてはアムメは父を，アッペは母を意味
せり．

又原則に対して明白なる例外を残すものあり．リフー
語にては父をカカ，バラヂーのタウール語にては父の
語はチチァ，チチェ若くはチァルチァ，モンゴール及
び其付近の部落にては母をイケ，中央阿

ア フ リ カ

弗利加カヌュ
リは母をヤ，ブラジルのケッチュアにては父をヤヤ，
パコンゴー地方にては父をセ，フィン人はイサ，ブラ
ジルのバカエリーにては母をイセ，ニューヘブライド，
アナイチェームはリンと云うが如きは其例也．
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また同語で他の意味に用いられるものもあり．ギリ
シャではママが祖父，パッパが祖母を表わし，カニュ
リ語のヤヤは兄，リフー語のママおよびヂナは兄弟を
意味し，母は別にスィンという．

上述のような言葉が発生した原因は，常に小児の幼
い唇にある事は何人も認める所で，パパ，ママ，タタ，
アパ等の語が幼稚な者にとって最も発音が容易である
事は明らかである．しかし上述のように人種によりて
甚しく異なる理由は，人種には特有の発音法があり，
ある者が容易とするところも別の者には甚だ困難であ
る場合がある．インド人が一般に唇音を苦手とするの
はその一例で，その結果として息を唇で阻止してパ行
を出すものと，これを舌で圧迫して夕行を出すものの
違いが見られる．

前後矛盾

これが基くところは無心な幼児の唇である．従って，
たとえバカイリ族の子供が父及び其兄弟を共にツォ
ゴーと呼び，母並にその姉妹を共にツェゴーと呼ぶこ
とも，マキュシの少年が父も叔父も共にパパというこ
とも，エフォデースの幼児が父及びその兄弟の総てを
アヴァタマと呼ぶことも，ダコター人が父，その兄弟
及び父の姉妹の夫をすべてアータと呼び，あるいは祖
父の兄弟の子，その他もこの言葉で呼び，母，その姉
妹及び祖母の姉妹もエナァと呼ぶことも，ニューカレ
ドニアの土人が叔父も父と同じくババ，叔母は母と同
様にナナと呼ぶことも，最後に東アフリカの土人の兄
は何人に対しても父 ( パパ )，母 ( ママ ) と呼ぶことも，
あえてこれが結婚制度に関係するもので共同婚を前提
として称呼法があるとするのは，少なからず早計と考
えるべきである．

同じく幼児の言葉に発して，親戚を意味する語となっ
たものも少なくない．また他の語から意味を転じて同
じくこれら親族を指示する語となったものも少なくな
いことは事実であるが，このような言葉が直ちに婚姻
に関係を有すると断ずることはやや不適当である．あ
るいは語根を論じて，パの原義は保護者，マは形成者
の意味で，故にこれが転じてパは保護者，即ち父となり，
マは形成者即ち母の意味となったとするのは，寧ろ考
え過ぎであって，父なるが故に保護者の意味となり，
母なるが故に形成するの意味を生じたとすることが妥
当な解釈である．ましてこれらの称呼の多くはもとの
語の意味に由来している．父の語は根，母の語は土台，
姉妹は触ることを許さない，兄弟は支配し又は支配せ
らるゝ人の意味を持つ．バコンゴ―語のンフムは単に
兄弟の意味に用いるが，時に長者，貴下等の意味を持ち，
ムブタは母および負う人を，ングヂとは母および生ん
だ人の意味をもつ．このように，はじめは父母兄弟等

又同語にして他の意義に用いらるゝものあり．希
ギリシャ

臘に
てはママが祖父，パッパが祖母を表わし，カニュリ語
ヤヤは兄，リフー語ママ及びヂナは兄弟を意味し，母
は別にスィンと云うが如き即ち然り．

如上の諸語の発生せる原因は，常に小児の朱唇にあ
る事，何人も是認する所なる可く，パパ，ママ，タタ，
アパ等の語が幼稚なる者に封して最も容易なる発音な
る事明らか也．而して上述の如く人種によりて甚だし
き差異を生ずる所以は，人種には特有の発音法ありて
甲の容易とする処も乙にとりては甚だ困難なる場合あ
り．印度人が一般に唇音に苦しむ如きは其例証にして，
其の結果として或は息を唇に阻止してパ行を出すもの
と，之を舌にて圧迫して夕行を出すもの等の変化を見
るなり．

前後矛盾

其基く処は無心なる幼児の唇辺なり．故に仮
た と え

令バカイ
リ児が父及び其兄弟をツォゴーと呼び，母並に其姉妹
をツェゴーと称すとも，マキュシの少年が父も叔父も
共にパパと云うも，エフォデースの幼児が父及び其兄
弟の総てをアヴァタマと呼ぶもダコター人が父，其兄
弟及び父の姉妹の夫をも齊

ひと

しくアータと称し，時に或
は祖父の兄弟の子其他のものに到るまで此語を以て呼
び，母，其姉妹及び祖母の姉妹の女をもエナァと呼ぶも，
ニューカレドニアンの土人は叔父も父と同じくババ，
叔母は母と同様にナナと呼ぶも，最後に東部阿

ア フ リ カ

弗利加
の土人の兄は何人に対しても父 ( パパ )，母 ( ママ ) の
称号を用うるも，敢て之を以て結婚制に関係する処あ
り，従つて共同婚を前提として称呼法ありとするは，
少なからす速断に出でたりと見る可き乎．

同じく幼児の唇頭より発して，親戚を意味するの語と
なりしもの甚だ少なからず．又他の語より意味を転じ
て同じく之等親族を指示する語となりしものも亦少し
とせざるは事実なるも，かゝる言語が直ちに婚姻に関
係を有すと断ずるは稍穏当を欠く．或は之を語根より
論じて，パの原義は保護者，マは形成する人の義なり，
故に一転してパは保護者，即ち父となり，マは形成者
即ち母の義と変じたりとするは寧ろ過思したる結果に
して，父なるが故に保護者の義を生み，母なるが故に
形成する意を生じたりとなすを以て妥当なる解釈とす
可し．況んや之等称呼の語たる多くは原語的にして，
父の語は根，母の語が土台．姉妹の意味は触るを許さず，
兄弟の意は支配し又は支配せらるゝ人の義を有する如
き，バコンゴ―語のンフムは単に兄弟の義にも用うる
も，時に或は長者，貴下等の意を有し，ムブタは母及
び負う人を，ングヂとは母並に生みたる人の義を有す
る如き，其始めに父母兄弟等の意を有する語が多く推
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の意を有していた語が，連想的に変化したものが多い
と考えられ，別の意味があって，後からこれが父母其
他の意味に借用したものではないようである．

称呼は先ず呼掛けに初まる

とすれば，モルガン氏の解釈は事実と甚だ相違すると
言わざるを得ない．元来称呼の語は氏の言うように厳
格で深い意味のあるものではなく，多くは単なる呼び
掛けの語に過ぎないことは，アメリカインディアン等
はその親戚の名を呼ぶ事なく，親戚の意味をもつ語で
呼ぶことからもわかる．その中には，出生や血縁の遠
近を意味するとは思えないものもあり，両手の指さえ
数えることができない野蛮人が，果して親族の遠近を
分類する知能を持ち得るであろうか．徒兄弟を兄弟と
区別できなくても不思議ではない．彼らはその兄弟と
の違いを全く知らないのかもしれず，あるいはその生
まれの違いは分かっていても，別の父母から生まれた
兄弟と考えているのかもしれず，何れにせよ彼らの知
能では厳密に区別することは難しいであろう．

対話者の年齢と地位と称呼

最も野蛮な土人の間では，ただ男性女性のみ区別して，
その他親等の遠近を言わないものもある．マクアカナ
は父，その兄弟等マリアン法のいわゆる第二級を表わ
し，マクアワヒーナは母を中心とせる第二級の女性を
含む．即ちカナは男性に付けてこれを表わし，ワヒー
ナは女性を示す語尾である．またこのような区別すら
なく，単に年齢で称呼を異にする蛮民もある．ヴェダー
の一土人がダヴィ博士に語ったところでは，幼い時は
子供と呼ばれ，成人して男と称せられ，今のように年
老いると人は自分を老人と呼ぶと．ハワイ土人は自分
より年長の兄姉その他をカイグアーナ，年少の男女を
カイカイナと呼び，叔父も年齢によって称呼が異なり，
之を五種類に分ける土語もあるという．ホブァ人のレ
イとは父および年長の男性を指し，レニーは母あるい
は年長の女性を意味する．ロシアのバチューシカ，マ
チューシカ，スウェーデンのファル，モルも同じく父
母を意味する一方で，年長の男女に対する称呼として
もて用いられる．ドイツの両親 (Die Eltern) は老人 (Die 
Altern) の意味を持ち，時にデアアル卜，ヂーアルテが
父母を意味することは知られていることある．ジャガ
タイ語にでは姉をエゲシィと言う．即ちエゲは老，ある
いは大を意味し，エシィは女あるいは姉妹の意である．

このように論じてくると，モルガン氏の結論はます
ますその意義が怪しいものとなる．以上の実例に基い
て我々の意見を述べると，マリアン称呼法の五級区分
の理由についてもモルガン氏と見解と全く異なると言
わざるを得ない．従って当然これを以て原始時代に共

理的に変化したるを一般とす可く，別に意味ありて後
之を父母其他に借転したるものには非ざる如し．

称呼は先ず呼掛けに初まる

若し然りとせばモルガン氏の解する処は，事実と甚だ
相違すと云わざる可らず．元来称呼の語は氏の見る如
く，厳格にして深意あるものに非ずして，多くは単な
る呼び掛けの語に過ぎざるは亜

ア メ リ カ

米利加印度人等は其親
戚の名を呼ぶ事なく互に親戚の義を有する語を以て称
呼とする如し．其間出生並に血縁の親疎を意味する事
なし．思え，両手の指だに数うるを知らざる野蛮の民
にして果して親族の遠近を分類する智能を有し得可き
や．徒兄弟を目して兄弟となすも敢て不可思議とする
に足らず．或は彼等は其兄弟との差等を全く知らざる
に出ずるか，或は其出生の差異は認むるも，尚異りた
る父母によりて生れたる兄弟と思惟するに依るか，何
れにせよ彼等の智能には其間の厳密なる差別を知るは
困難ならん．

対話者の年齢と地位と称呼

最も野蛮なる土人間には只男性女性の区別をのみ付し
て，其他親等の遠近疎密等を云わざるものあり．マク
アカナとは父，其兄弟等マリアン法の所謂第二級を表
わし，マクアワヒーナとは其母を中心とせる第二級の
女性を包含す．即ちカナは男性に付して之を表わしワ
ヒーナは女性を指示する語尾なり．又斯る区別すらな
く単に年齢によりて称呼を異にする蛮民も之あり．ヴェ
ダーの一土人ダヴィ博士に語って，少時は小供と呼ば
れ，成人して男と称せられ，今年老ゆるや各人我を呼
んで老人となすと．布

ハ ワ イ

哇土人は自己より年長の兄姉其
他をカイグアーナ，年少の男女をカイカイナと云い，
叔父も年齢によりて其称呼を異にし，之を五級に分つ
土語もありと聞く．ホブァ人のレイとは父及び年長の
男子の謂いにして，レニーとは母若くは年長の女性を
意味せり．露のバチューシカ，マチューシカ．瑞

スウェーデン

典のファ
ル，モルも同じく父母を意味する一方には年長の男女
に対する称呼として用いられ，独

ド イ ツ

乙の両親 (Die Eltern)
は老人 (Die Adltern) の義を有し，時にデアアル卜，ヂー
アルテが父母を意味するは人の知る処也．ジャガタイ
語にて姉をエゲシィと云う．即ちエゲは老，若くは大
の義，エシィは女或は姉妹の義なり．

斯く論じ来ればモルガン氏の結論は， 愈
いよいよ

々其真価を
怪しまざるを得ず．以上の諸実例に基いて吾人の意見
を述ぶれば，マリアン称呼法の五級区分の理由も全く
モルガン氏と見解を異にせざるを得ず．従って当然之
れを以て原始時代に共同婚が一般に行われたりとの証
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同婚が一般に行われたとの証拠とみることはできない．
即ち父方の叔父に対して母方の叔父には明白なる称呼
の言葉があり，母方の姉妹に比して父方の姉妹に多く
称呼の語がある．また母の姉妹の子が父の姉妹の子に
比して兄弟の語を以て呼ばれる事が多い．従って第 1
級，第 2 級の称呼が生じた原因は，父の兄弟は父と同
居することが多く，このため嫁いで来た母の兄弟とは，
子供の頭脳にも親疎の別を感じ，これらを特殊な言葉
で呼ぶようになることにある．同居する伯父，叔父を
には同じ父という言葉で呼ぶようになり，また母の姉
妹がなお母と呼ばれ，父の姉妹がそのように呼ばれな
いことが多い理由や，あるいは父の姉妹の子に比して
母の姉妹の子が兄弟，姉妹と呼ばれる事が多い理由は，
母の姉妹は嫁いだ後も関係が密で，例えば北米インディ
アンでは数人の姉妹がひとりの男性の妻となることも
少なくないように，男性の兄弟とは疎遠でも，姉妹と
密接な関係が保たれるために，幼児もこれを母と呼び，
その子供を兄弟と呼ぶのである．

称呼より古代の婚姻を推断することは早計である

即ち称呼の語は血縁の如何によるものではなく，また
その系統を意味する事も少なく，寧ろ実際にはその意
味は甚だ漠然としており，これを厳密解釈できないの
が一般である．その発する所は外部的な要因によるも
ので，内部的な関係から称呼の語が発生したのではな
い．これが発生したのは，家の内外にある人を示す必
要に基いたものである事は明らかで，単に家族の内部
だけでよければ，父，母，兄弟姉妹を示す語があれば
足りることである．これを共同婚を前提としなければ
解決できず，現在この称呼法を用いている全世界の民
族の祖先は例外なく雑婚を行っていたとするモルガン
氏の仮説は明かな誤謬であり，マリアン法を以て結婚
のあり方を推測しようとする事は，常に不合理である
ことは火を見るより明らかである．

女系主義親族制論

かつてスイスの法学者バショフェン博士は，古書の
神話伝説等を渉猟して，人類の原始時代には「その親
族関係は女系だけによる」(Kinship through females 
only) と論じて，現代の世界の文明国に見られる男系を
基礎とする親族関係は，その後長年を経て発生したも
のであると説いた．また最近マクレナン氏はこれを人
種学の方面から研究し，同様に女系親族の説を立てた．
しかし，この両者の大きく異なる点は，女系親族の風
俗は古代では女性が優勢であったことに基くとする前
者に対して，後者はこれを父子関係が不明瞭であった
ためであると断じ，更になぜ父子関係が母子関係に比
べて不明瞭であったかについては，太古の人類間に雑
婚，共同婚が行われたことによるとして，雑婚である

左と見るを容さゞるに至る．即ち父方叔父に比して母
方の叔父には明白なる称呼の語あり．母方姉妹に比し
て父方姉妹に多く称呼の語あり．又母の姉妹の子が父
の姉妹の子に比して兄弟の語を以て呼ばるゝ事多く，
従って彼の第一第二の級を生ずるに至る原因は，父の
兄弟は多く父と同棲し．為めに婚嫁し来りし母の兄弟
とは，児童の頭脳にも内外親疎の別を感じ，之等には
特殊の称号を以 てするも，家にある伯叔父には同じく
父なる語を以てするに到れるなる可く，母の姉妹が尚
母と呼ばれ，父の姉妹が多く然らざる事ある所以は，
又父の姉妹の子に比して母の姉妹の子が兄弟と称せら
れ姉妹と呼ばるゝ事多き所以は，母の姉妹は婚嫁の後
と雖

いえど

も其間密にして，北米印度人の如きは数人の姉妹
にして一男子の妻たる如き場合少しとせざる如く，男
性の同胞とは疎隔するも，姉妹は多く関係を密接に保
持するにより，幼児も亦之を母と呼び其子を兄弟とな
すによるのみ．

称呼より古代の婚姻を推断せんとするは早計也

即ち称呼の語は甚だしく血縁の如何を論ずる事なく，
且つ其系統を意味する事も多からず．寧ろ実際に於て
は意義甚だ漠然とし之れに厳密なる解釈を加え得ざる
を常態とす．而して其発する所は外部的刺撃にありて
内部的関係に始まって称呼の語出でしに非ず．之が発
生したるは家の内外にある人に対する必要に基きたる
事明らかにして，単に家族内部を以てせば，父たり母
たる兄弟姉妹たる語あらば足らんのみ．モルガン氏が
此事を目して共同婚を前提とせざれば解決を見る能わ
ず，今日此称呼法を用うる全世界の民族の祖先は例外
なく雑婚を行いたりとする仮説は明白なる誤謬に出で，
マリアン法を以て結婚を揣

し ま

摩せん事は，常なる不条理
なる事火を睹

み

るより明らかなる事実なり．

女系主義親族制論

曾って瑞
ス イ ス

西の法学者バショフェン博士は古書神話伝
説等を渉猟して遂に人類の原始時代に於けるや「其親
族関係は唯女統に依るのみ」(Kinship through females 
only) なりし事を論じ，今古世界文明国に行わるゝ如き
男系を基礎とせる親族関係は爾後幾年月を経て発生し
たるものなる事を説きたりき．然るに頃

けいしゃ

者マクンナン
氏は全然之れを人種学の方面より研究し，同じく女系
親族の説を立つるを見たり．而して二者の画然として
面目を異にする点は，女系親族の風俗は古代に於ける
女性の優勢なりしに基くとする前者の説に対して，後
者は之れを以て父子関係の不明瞭に基くと断じ更に進
んで何故に父子の関係が母子の関係に比して曖味なる
やを説明するに太古人類間に雑婚共同婚の行われしに
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が故に父とするべき男子がいないのに対して，母子の
関係は常に明白であるという事実を基礎に，彼らの系
統が女系によることは当然の事とした．これは我々が
研究すべき，新たな共同婚の論拠のひとつである．

マクレナン氏の説の要点は，子女は必ず母の姓を名乗
り，遺産相続や分配も主に女系によって決まるとする．
従って我々の議論は，ここを出発点とする必要がある．

我々も，古今に女系的親族制の存在を否定するもので
はない．現代にあっても未開野蛮民の中には，なお盛
んにこの制度が行われている社会が多いことを認める
ところであるが，同時に女系的親族制が彼らの唯一の
親族制ではなく，男系的親族制の方が数としてはるか
に多いと思わざるを得ない．いわゆる文明国の先進人
種を除く野蛮人において，果していずれが多いか比較
する為めに，先ずアメリカ大陸を出発点として順次世
界を一周してみると，グリーンランドのエスキモー人
は，父の没後は長子がその家，天幕，船を相続し，同
時に母並に幼児を扶養する責を負う．ローレンス河畔
のインディアンは，父の姓に一音を加えて自己の姓名
とする．アート族も同じく長子相続で酋長になる権利
はその男系に伝わる．この三種族は同一であることが
分かる．南アメリカでは，メキシコ，ユーカン，サン
サルバドル，ホンジュラス，ニカラグア等，皆男系的
親族制で，男系親族の最も遠い者も継父によって生れ
た子によりも近いとし，或は社会上の地位財産は男子
の間に相続分配され，親族間に復讐の神聖な義務あり
とするなど，主に父の姓を用いる習慣がある．エクア
ドルのマーカスインディアンでは，少くとも財産は男
性に伝わり，ブラジル土人の少くとも一部は男系主義
で，ヤーガン，チーラ，デ″ルフィーゴー等も同様であ
ることはブリッヂ氏が示している．

太平洋諸島のトンガ，タヒチ，ハワイ，ハーヴ島，ニュー
カレドニア，リフー，カロライン群島，スマトラ，ニュー
ギニア，キングスミル，ニュージーランド等では，僅
かにカロライン群島で子が祖父の姓に従って命名せら
れ，キングスミルの土人は多妻を有する時に最も家柄
の良い妻の生んだ子が相続する以外は，主に男系的親
族制で，場合によっては父母どちらに従うか自由とさ
れる事もある．また地位と姓名は母系に基く事がある
が，一般に少くとも財産，特権，例えば，酋長，僧侶
の地位などは必ず男系が相続する．

オーストラリア土人の子は，一般に女系的相続にみえ
るが，必ずしも全部ではなく，ゴルンヂックマラ，ツゥ

依るとなし，雑婚なるが故に父と定む可き男子なきに
反し，母子の関係は常に明白なる事実を基礎とするを
以て，彼等の系統が一に女系に由って定めらる可きは
当然の事のみと為せり．是れ即ち吾人が研究す可き新
たなる共同婚の一論拠をなすものと云う可し．

マクレナン氏所説の要点を求むれば，子女は必ず母の
姓を襲用し，遺産相続若くは其分配も主として女系に
よりて決せらるゝにあるを見る．即ち吾人の論を進む
るや先ず此点より発するを要す．

吾人と雖
いえど

も古今女系的親族制の存在を否認せんとする
ものに非ず．否現代に及んでも未開野蛮の民に於ては，
尚汪

さか

んに此制度の行わるゝ社会多きを是認すと雖
いえど

も，
同時に又女系的親族制が彼等の唯一なる親族制に非ず
して反って男系的親族制を採る者が其数に於て一層巨
多なるを思わざるを得ず．所謂文明国の先進人種を除
き其他の野蛮人につきて，果して何れが多く用いらるゝ
やと比較する為めに，先ず米大陸を出発点として順次
世界を一周せんに，グリーンランドのエスキモー人は
父の没後は長子は其家，天幕並に船を相続し同時に母
並に幼少の児を扶養する責に任じ，ローレンス河畔の
印度人は父の姓に一綴音を加えたる者を自己の姓名と
なし，アート族も同じく長子相続にして酋長の権は其
男系を追うて伝わり，其子三種族齊

ひと

しく軌を一にする
を見る．南米に至っては，メキシコ，ユーカン，サン
サルヴァドル，ホーヂュラス，ニカラガ等皆男系的親
族制にして，或は男系親族の最も遠隔の者も尚継父に
よりて生れたる女子に比して近親なりとし，或は社会
上の地位財産は男子の間に相続分配せられ．或は此親
族間には復讐の神聖なる義務ありとなす等，主として
父の姓を用うるの風あり．エクアドルのマーカス印度
人に於ては，少くとも財産は其男子に伝わり，ブラジ
ル土人中少くも其或者は男系主義を行いヤーガン，チー
ラ，デルフィーゴー等も亦然る事ブリッヂ氏の証す処
なり．

太平洋諸島に入れば，ドンガ，タヒチ，布
ハ ワ イ

吐，ハーヴ島，
ニューカレドニアン，リフー，カロライン群島，スマ
トラ，ニューギニア，キングスミル，ニュージーラン
ド等に於て，僅かにカロライン群島にて其子は祖父の
姓に従って命名せられ，キングスミルの土人は多妻を
有する時は最も門地高き妻の生める子が相続するを除
き，他は主として男系的親族制を有し時に父母何れに
よるも自由なる事あり．又地位と姓名は母系に基く事
あれども，一般に云う時は少くも財産及び特権，例えば，
酋長，僧侶なる権の如きは必す男系を以て相続せらるゝ
を見る．

濠洲土人の子は，一般に女系的相続に依るが如きも，
必しも全部に及ばす，ゴルンヂックマラ，ツゥラ，モ
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ラ，モンカロンその他のいくつかは明白に男系主義で
ある．ナリニリニィ土人の子は総てその部落に属し，父，
母には属さない．従って部落共通の姓をもち，相続は
男子により，子がなくして死んだ場合の財産はその兄
弟の子に移る．ヂーエリー ( 南オーストラリア ) では
男子は父の姓を，女子は母の姓にを名乗る．西オース
トラリアの土人の猟地は男性が相続し，姓は母のもの
を名乗る．

インド諸地方の蛮族は，明らかに女系的親族制をとら
ないようで，トーダス土人の子は父に属し，相続は男
子に限る．ゴンド，ボドオ，ヂマァル等は男子間に均
等に分配し，カンド，カレン，ノガ等の諸族は長子が
大部分を相続する．ホス種族では末子のみが相続する
という奇習が見られる．この他相続に際して姉妹の子
さえ関与させない ( パハリアス族 )，子は自ら好む姓を
名のり，夫婦が離縁する時は父が子を連れてゆく ( カ
レン族 ) 等，男系主義でないものひとつもないように
見える．

さらにアラビア，チベット，ロシア領アジア，アイヌ
等はすべて男系を基としないところはなく，要するに
東洋で女系主義が見られるのは，インドセイロン，マ
レー群島のそれぞれ一部だけである．

女系主義が多いのはアフリカであるが，ここでも例外
がある．即ちソマク，バキィの君主の地位は必ず男性
が相続し，ファラの君主の地位は王の兄弟がない場合
は王子が相続し，ゴールドコーストの黒人ではアッカ
以外の種族は，基本的に女系であるが父を相続するの
は必ず長子に限る．バテーチの子は，両親の何れにも
属し命名は祖父母の姓による．ワガハの子は父の姓を
名のり，ラングでは長子が父の財産及びその妻妾まで
相続する．この他，ブル―，ホッテントツト，ブッシュ
マン等は，明かに男系圭義で例外的である．

バショーフェン氏の，親族は女系によるのみとする説
も，よく吟味しなれば一般に通用するものとは言えな
いと思われる．ましてある学者の言うように，古来の
大きな国の民族で，その歴史に登場した当初から女系
的親族制を持つものはなかったという説があることを
考えれば，なおさらである．アーリア人種が女系であっ
たとする説も聞くが，未だ証明されたことはない．また，
タキトゥスの歴史にあるように，女系的親族制よりも
寧ろ彼らの間で外戚としての伯父，叔父と甥，姪との
関係が密接であったことの方が注目に価する．相続順
位は血族を優先し，姻族を後にする風習にも拘らず，
母方の叔父が甥姪等との関係が密であることは，父の
死亡に際し長男が相続し，その結果妻や妾の子がすぐ
に叔父の保護下に入る風習があったためではないかと
思われる．これは寧ろ男系主義に有力な証拠となるも

ンカロン其他の二三は明白に男系主義，ナリニリニィ
土人は，子は総て其部落 ( クラン ) に属して父母に属
せず．従って部落共通の姓を有す可く相続は其男子に
依り子なくして死せる者の財産は其兄弟の子に移る．
ヂーエリー（南方濠洲）の 男子は父の姓を，女子は母
の姓に従って呼ばれ，西部濠洲の土人の猟地は其男子
に移り姓は母に従うを見る．

印度諸地方の蛮族は，明らかに女系的親族制を排する
が如く，トーダス土人の子は父に属し，相続は男子に
限る．之を各男子間に平分するものはゴンド，ボドオ，
ヂマァル等にして長子大部分を得るはカンド，カレン，
ノガ等の諸族，而して末子のみが相続者たる奇習はホ
ス種族にありて認め得可し．此他相続に際して姉妹の
子をすら関与せしめざる ( パハリアス ) 子は自ら好む
姓を用い，夫婦離縁する時父が其子を連れ去る ( カレ
ン族 ) 等一として男系主義に非ざるものなき観を呈す．

進んでアラビア，西
チベット

蔵，露領亜
ア ジ ア

細亜，アイヌ等 蓋
ことごと

く
男系を基とする風ならざるなく，之を要するに東洋に
於て女系主義を探る処は，印度セイロン，マレー群島
の各一少部分あるに過ぎざる也．

女系主義の行わるゝ阿
ア フ リ カ

弗利加に過ぐるものなけれど
も，此地にも尚例外の存するあり．即ちソマク，バキィ
の君権は必ず男子によりて相続せられファラの君権は
王の兄弟，若し之なき時は王子に移り，ゴールドコー
ストの黒人中アッカを除く他は主義として女系なれど
も父を相続するは必す其長子に限り，バテーチの子は
両親の何れにも属し命名は祖父母の姓による．ワガハ
の子は父の姓を摸しラングにては長子が父の財産及び
其妻妾をも相続す．此他ブル―，ホッテントツト，ブッ
シマン等は明白に男系圭義にして一般に対する例外を
なせり．

バショーフェン氏の，親族は女系によるのみとする
説も，斯く吟味しなれば末だ以て一般に通ずる論と云
うを得ざるを思わずんば非ず．況や或学者の如きは古
来大国民にして其歴史上に現わるゝ当初，女系的親族
制を有せしものなしとするものあるをや．アリアン種
が女系なりしと称うるものあるを聞けども未だ何等証
明せられたるを見ず．且つタシタスの歴史に云う如く，
女系的親族制よりは寧ろ彼等の間に於ける外戚伯叔父
と甥姪との関係が密接なりし方が注目に価するものあ
りて相続順位は血族に始まり姻族を後にする習俗なる
に拘らず，尚母方の叔父が甥姪等と関係密なるは，父
の死亡に際し長男相続し為めに妻妾の生む処の子女は
直ちに叔父の保護下に走る風ありしに生じたるなきか
を思わしめ，反って男系主義に有力なる証左を与うる
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のである．故に古代アーリア人種に女系主義が行われ
ていたか否かに関して我々は，これが不明であると断
言したマックス・シュラー教授に賛同したい．

また仮に一歩譲って，古代人類の間には女系による親
族制が多く行われ，母の姓を継ぎ，その他様々な事が
母を基点として生じたと証明されたとしても，それは
地球の一偶でのみ行われたに過ぎず，逆に原始時代の
人類と大差ない生活状態にあるのホッテントット，フィ
ジー，ブッシュマン，アラビア土人等の間には女系が
なかったことをいかに説明するのか．女系的親族制が
男系的親族制に先んじて世界を風靡したと主張するに
は，論拠に甚だ乏しいと思わざるを得ない．

生父を確認することは難しい

マクレナン氏と親族制

更に女系的親族制の論者の為めに考えると，この主張
を十分証明するには，その原因となる共同婚あるいは
雑婚が原始人間に広く行われ，その結果として女系主
義が発生したと断じて，先ずこの原因の存在を研究し
なくてはならない．しかし，バショーフェン博士はこ
の中心的な問題について何も弁明せず，単に一つの前
提のように軽々しく論じていることは，大きな欠点と
云わざるを得ない．一方でマクレナン氏の説では，父
子の関係は母子の関係に比べてきわめて曖味ならざる
を得ないとして，暗に共同婚の根拠としているようで
あるが，実際に問題となる雑婚については多く語って
いない．そして，明白に論じているのは，子にとって
父が不明な場合が多いために女系が生まれとするとこ
ろにある．

考えるに，子が父を知り得ないということはあるだろ
うか．もとより実際に父子の関係は今日でも推定に止
まり，確実に決めることは不可能であることは勿論で
あるが，父というものを意識し父子の関係を認めるこ
とはいかなる野蛮民でもできることで，フィジーの土
人が父母から生れたと信じ，ただ母は父よりも大切な
ので晩年にはこれを扶養し，また母のために復讐する
事は神聖なる務めであるとすることからもわかる．バ
テーケ西方タンガニーカ，並に母姓を継ぐ南アフリカ
土人も，自分が生れたことは父母の恩とする．ノード
ウィッシーキの土人は奇妙なことを信じており，霊魂
や無形物は父より授けられ，肉体その他の有形物は母
より与えられて自分の身体となる．従って有形物を与
えた母を重んじるという．オーストラリア土人のよう
に，子は男性がつくり，ただこれを女性に託するだけで，
従って男性は好きなように女性を取戻す事ができると
考えるものある．古代世界の多くに行われたと言われ
るラクラァド (La Courade) の法によれば，出産の前の

ものなり．故に古代アリアン人種に女系主義行われし
や否やに関しては，吾人は不分明なりと断言せしマッ
クス，シュラー教授に賛せんと欲す．

又仮に一歩を譲りて古代人類間には女系による親族制
が多く行われ，母の姓を継ぎ，其他凡百の事が母を基
点として生じたりと証明せらるゝとするも，其言は空
しく地球の一角にのみ行わるゝに過ぎずして，反って
原始時代の人類と多く隔たらざる生活状態にある夫

か

の
ホッテントット，フィージアン，ブッシュマン，アラ
ビア土人等の間に此事断じて之なきは奈

い か ん

何するや．女
系的親族制が男系的親族制に先んじて世界を風靡した
りと主張するは，論拠甚だ堅固ならざるを思惟せざる
能わず．

生父を確知するは終世の疑問

マクレナン氏と親族制

更に女系的親族制の論者の為めに図るに，此主張をし
て遺憾なく証明するには，其原因たる共同婚若くは雑
婚が原人間に宏く行われ，其結果として女系主義が発
せられたりと断じ，先ず此原因の存在を研究せざる可
らざる也．而もバショーフェン博士は此中心点に関し
て何事をも弁明する処なく単に一個の前提の如く軽々
に論じ去れるは大なる過失と云わざるを得ず．翻って
マクレナン氏の説く処を聞くに，氏は父子の関係は母
子の関係に比して頗

すこぶ

る曖味ならざるを得ずとして，暗
に共同婚に根拠する如きも，其実際上問題たる雑婚に
関しては又多く説く処なし．而して明白に論ぜられた
る点は即ち子にありては父が不明なる場合多きにより
女系は生したりとする辺にあり．

意
おも

うに子にして父を知り得ざるものありや．素より実
際に於て父子の関係は今日と雖

いえど

も尚推定に止まり，確
然として決する事は不可能たるは勿論なれども，父な
るものを意識し父子の関係を認むるは奈

い か

何なる野蛮民
と雖

いえど

も能く之をなす処にして，フィージアンの土人が
父母によりて生れたりと信じ只母は父に比して大切な
れば後年を扶養し，又之れが為めに復讐する事は神聖
なる務めなりとなす如き．バテーケ西方タンガニーカ，
並に母姓を継ぐ南阿土人も，自己が依りて生れたるは
父母の恩なりとし，ノードウィッシーキ土人は奇妙な
る信念を有し．霊魂並に其形物は父より授けられ，肉
体其他の有形物は母より与えられて自己の身体となる，
故に有形物を与えたる母を重しとすと云うが如き．或
は濠洲土人の如く子女は男子の造る処，只之れを女子
に託するのみ．故に男子は好む儘に女子を取戻す事を
得可しと思うものあり．又古代世界の大部に行われた
りと云わるゝラクラァド (La Courade) の法に依れば，



47

一定期間，父が室内にこもって絶食するというように，
明らかに野蛮人の中にも父子の関係，父である事の観
念が存在することを認めることができる．

この点について譲って，原人，野蛮人では父子の関係
が実際に非常に不明瞭であると認めたとしても，なお
我々の見解から，子が母の姓を継ぐ事あお他の事実か
ら容易に証明できると考える．

父は母よりも子と疎遠である

考えてみれば，子が母の姓を名乗る事は，親族制と
は無関係ではないのではないか．蛮人の間では，母子
の関係は実に文明人のそれよりも強いものがある．母
は子を生んで長年月にわたって抱き育てるのみならず，
ひとたび離縁する時は幼児はもちろん，かなり成長し
た子供も連れて家を出ることを常とする．即ち父と離
れて主に母の養育によって成長した子が，母に対して
大きな敬愛の念を抱くは当然である．ニカラグアの半
開民でキリスト教を信ずる者でも，妻を替えることを
ためらわない．去る妻は必ず子供を連れてゆくという．
女系親族制が事最も少ないインドにおいて，例外的に
子孫が母姓を継ぐカシアス人の風俗に関してフーカー
博士は次のように言っている．彼らの婚姻に対する観
念は非常に曖昧で，その中に何らの意義がないように
思われる．妻のもとを去ったり，夫と離れることは日
常茶飯時である．そして離別した妻は子を連れて去り
これを養う．後日母の姓を名乗るようになるのも，もっ
ともな事であるといえる．確かに，その子供たちは父
の姓を記憶していないからである．

子が母姓を名乗る理由

一婦多夫

黒色人種の間に母姓を名乗る風習があるのは，彼らの
間には一般に一婦多夫の婚姻が行われる当然の結果で，
マクドナルド師の言からこの間の事情がよくわかる．
すなわち，ニューヘブリデスのファテーズ族では，妻
は必ず一戸をかまえ，ここに子供と共に住む．夫と同
居する場合も，家の中に別の小さな家庭を作る．母の
姓を名乗って父の姓の名乗らないのも当然のことと言
えよう．多夫婚の黒人がこのように母姓を名乗る風習
があることについて特に注目に値するのは，一夫一婦
制が厳然と行われているインドのヒルトライブ族の風
俗である．彼らは極めて少数の例外を除いて，すべて
父の姓に従い決して母の姓を用いない．また，一婦多
夫婚のブッチャナ族のパストー人の子は，父に対する
愛情がないため，母の長兄に非常な愛着を示すという．
更にアメリカインディアンの中には，男子が成長して
妻を求めるようになると，直ちに家を去って妻の父の

出産の前若千時に亘りて父が室内に伏して絶食する如
き，明らかに野蛮人間にも父子の関係，並に父たる事
の観念が存在するを認めしむるに非ずや．

又更に比点に於て譲歩して原人乃至野蛮人にありては
父子の関係頗る不明に属するを実際なりと承認するも
尚吾人の見解を以てすれば，子が母の姓を継ぐ事は他
の事実によりて証明する事容易なりと思惟す．

父は母よりも子に疎隔せり

思うに子にして母姓を名乗る事態は何等親族制と連
関せざるものたらざるなきか．蛮人間にあっては母子
の関係，実に文明人に於ける夫れに増したるものあり．
母は其子を生み之を幾年月に亘って抱負して養育する
のみならず，一度離縁する時は幼兄は勿論，可也に成
長したる少年をも携えて家を去るを常とす．即ち父と
相離れ主として母の養育によりて人となりし子が其母
に対して云う可らざる敬愛の念を抱くは必然の事なり．
ニカラガの半開民耶蘇教を信奉する者と雖

いえど

も其妻を代
るを念とせず．去られたる妻は必ず其児を伴うと云う．
女系親族制の行わるゝ事最も少なき印度にて例外とし
て子孫母姓を冒すカシアス人の風俗に関してフーカー
博士は語って云う．彼等の婚姻に対する観念たる寔

まこと

に
茫漠たるものにして，其間何等の意義なきを思わしむ．
妻を去り，夫と離るゝは尋常茶飯の事のみ．而して離
別したる妻は子と共に去って之を養う．其後日母姓を
冒すに到るも亦宜

むべ

なり云う可し．蓋し，其子女は遂に
父の姓を記憶せざゝるなりと．

子が母姓を冒す理由

一婦多夫

黒色人種の間に母姓を名乗る風習あるは彼等の間に
は一般に一婦多夫の婚姻が行わるゝ当然の結果にして，
マクドナルド師の言は能く此間の消息を伝うるものあ
り曰く，ニューヘブライドのファテーズ族にあっては，
妻は必ず一戸を有し之れに其子と共に棲み，其然らず
して夫と同棲するものも更家内にありて一小家庭を作
る．母の姓を冒して父の姓に拠らざるも亦当然の事と
云う可しと．多夫婚の黒人がかく母姓を名乗る風ある
に対して，殊に注目に値するは一夫一婦の制画然とし
て行わる印度のヒルトライブの風俗なり．彼等は極め
て少数の例外を見るの他総て齊

ひと

しく父の姓に従い決し
て母の姓を用いず．又一婦多夫婚のブッチャナ族中の
パストー人の子は父に対する愛なき結果，極めて母の
長兄に愛着すと．更に亜

ア メ リ カ

米利加印度人中には男子成長
して婦を求むるに到るや，直ちに家を去って婦の父の
家に入り其家族となるを常とするものあり．フーカ―
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家に入り，その家族となることを常とするものがある．
フーカ―博士は，スマトラの A bel Anak と呼ぶ婚姻を
説明して，この婚姻では夫は直ちに妻の父の家に入り，
半ばその子供，半ばその債務者のような特別なる地位
を占めるという．

夫が妻の家に同居すること

夫が妻の家に入る風習が生まれた原因は，個人が次第
に独立して生活できるようになると，抑えがたい自由
な気持ちを生じて定住する気風が失われ，結婚相手の
妻，その父が家族が遠くに去ることを嫌ってこのよう
な慣習が生まれたと思われる．しかしここで留意すべ
きことは，妻を家に迎える慣習ある所では必ず男系主
義の親族制行われ，妻が家に入る慣習がある所では母
姓を名乗る制度が存在する事に例外がないことである．
そしてこの両者が同時に行われている日本では，妻が
夫の家に嫁ぐ時はその姓を用い，当然生まれてくる子
も父の姓を名乗り，いわゆる婿養子のように夫が妻の
家に入る時は妻の姓を名乗り，子も従って母の姓を名
乗ることは，最も明白にこの事実を証明するものであ
る．

次に相続が女系で行われる理由を見ると，かつてス
タルケ博士は次のように説を立てている．男性の遺産
がその兄弟姉妹，ならびにその同胞の子女に及ぶ一方，
女性の遺産は単にその子および姉妹の内にのみ分配さ
れる理由は，男性は成人して家を去って他の家に入っ
て夫となっても，年を経るに従って自分の生家思う感
情が生じ，その結果として兄弟の子女にまでも遺産を
分配する．女性はその兄弟の多くが成長と共に他家の
婿となって家を去るので，その情が薄くならざるを得
ない．即ち遺産分配は，その子ならびに生涯にわたっ
て密接な関係がある姉妹に及ぶだけである．そしてこ
れを表面から見ると，いずれも女系相続のように見え
るのであると．

この説明は大体において是認できるものであるが，博
士は更に重大な要因を軽視していないであろうか．こ
の要因を考慮しないと，女系相続の理由を充分に説明
できないであろう．ではその重要な要因とはなにか．
ほかでもない，氏姓の関係である．

氏姓の観念は，現代文明人に対してもなお有力なる影
響を及ぼし，他の姓を持つ叔父よりも，非常に遠縁で
あっても同姓を名乗る第三，第四の徒兄弟がかえって
近い親族と感じられる．従って，蛮人では頭脳が単純
なるだけに，更に一層この感情が強いものであり，ほ
とんど血縁とは考えられないほど遠い者でも，もし姓
が同じであれば，そのために復讐の義務があるとし，
あるいは東西サーペントのように，距離が数百里も離

博士はスマトラの A bel Anak と呼ぶ婚姻を説明し，此
婚姻による時は夫は直ちに妻の父の家に入り半ば其子，
半ば債務者の如き特別なる地位を占むと．

夫が妻の家に棲む

夫が妻の家に入るの風俗の発生せし原因は，個人が
漸く独立して生活し得る能力を有するに至る時は，抑
う可らざる不

ふ き

覊の心を生じて安居の風を欠くに至る際，
求めんとする妻か其父が家族の遠く去るを厭うにより
て途に如上の慣例が成立したるものなる可きも，此際
留意す可き所は妻を家に迎うる慣習ある所には必ず男
系主義の親族制行われ，之に反して妻の家に入る風俗
ある部落には母姓を名乗る制度が存在する事，毫も例
外なき事之れ也．而して此二者が同時に行わる日本の
如きは，妻にして夫の家に嫁する時は其姓を用い，当
然其生む処の子も父姓を冒すも，所調婿養子の如く夫
が妻家に入るものは，直ちに妻の姓を冒し子も亦従っ
て母姓を襲用するは，最も明白に此事実を証明するに
足らん．

次に相続が女系に基いて行わるゝ理由を見んに，曾て
スタルケ博士は説をなして男子の遺産は其兄弟姉妹並
に其同胞の子女に及び女子の夫れは単に其子及び姉妹
の内にのみ分配せらるゝ理由は，男子始めて人となり，
直ちに去って他家に赴きて夫となるも，年を経るに従っ
て漸く自己の故家を思うの情を生じ其結果としてかく
兄弟の子女に迄も遺産を分配するも，女子にありては
其兄弟の多くは成長と共に他家の婿となって家を去り，
其情誼漸く薄からざるを得ず，即ち遺産分配は其子並
に終世密接なる関係ありし姉妹に及ぶのみ，而して之
れを表面より見れば何れも齊

ひと

しく女系に基く如く観ら
るゝなりと．

大体に於て此説明は是認す可きものなれども，博士は
更に重大なる素因を等閑に付せしに非ざるか．此素困
を措いては女系相続の理由は未だ充分に説明せらるゝ
期之れなからん．然らば其重大なる素因とは何ぞ，他
なし氏姓の関係之れなり．

氏姓の観念は現代文明人に対しても尚有力なる影響を
及ぼし，他姓の叔父よりは更に甚しく遠隔なるも同姓
を名乗る第三，第四の徒兄弟の反って近親なる如く思
惟せしむ．而して蛮人に際しては其頭脳が単純なる丈
け，更に一層此感情痛切なるものあるは殆んど血縁は
考う可らざる迄に遠き者の間とても若し姓を同じくす
れば，之れが為めに復讐の義務ありとなし，或は東西
サーペントの如く其間数百里を隔つるものにても同姓
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れていても同姓である以上は同じく親族であると信じ
たりする．中国では，一般に姓が異なる子を養って嗣
子とすることを禁ずるが，これもその一例といえよう．
このように姓は人の感情に大きな影響を与えるもので
ある．いやしくも女系主義の社会であれば必ずや各人
に姓があり，姓を同じくする者はこのような感情をも
つはずである．そして母の姓を名乗るものが最も近い
血縁者であり，最も親しい者であることは疑いがない．
これが，前述のような相続法が行われる理由である．

雑婚説の根本を破壊するに十分な現象

母の姓を名乗る理由はこのようなものであり，また女
系による相続の原因もこのようなものであるとすれば，
いわゆる女系的親族制と古代婚姻制との間には，なん
の関係もないことは明らかである．まして共同婚が原
因となって女系主義の発生したという説も同様である．

以上の研究から，我々は共同婚が果して原始時代に行
われたか否かを明白にできたと信じる．雑婚論者の挙
げる論拠をもとに，共同婚が原始人の間に広く行われ
たと信ずることはできないことが分かった．では，太
古の人類は果してどのような状態にあったのか．これ
が本論の主眼である．章をあらためて論じよう．

なる以上は同じく親族なりと信ずる如し．支那の通俗
異姓の子を養うて嗣子とするを禁ずる如き遇

たまたま

々以て一
例となさん乎．姓は斯くの如き影響を人類の情緒に与
うるもの也．苟

いやしく

も女系主義の地必ずや各人に姓あらん．
而して其姓を同じうするもの亦必ずや此感情を有す可
し．同じく母姓と称して又最も近き血縁のものが彼等
の最も親しき者たるは疑う可らず．之れ上述の相続法
が行わるゝ所以なり．

雑婚説の根本を破壊するに足る可き現象

母姓を冒す理由は彼の如く，女系による相続の原因は
此の如しとせば，所謂女系的親族制と古代婚姻制との
関係は何等認む可きものなきは明らかなり．況んや共
同婚に原因して女系主義の発生したりとするをや．

以上の研究を以て吾人は漸く共同婚が果して原始時代
に行われたるか否かを明白ならしめたりと信ず．夫

か

の
雑婚論者の挙げ来る論拠を以てしては終に吾人に共同
婚が原人間を風靡したりとの信念を抱かしむる事能わ
ざるを見たり．然らば太古の人類は果して奈

い か

何の状態
にありし乎．之れ本論の主眼なり．いでや章を新たに
して論ぜん哉．
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第六章　雑婚説に対する評論 ( 下 )

雑婚と病理的結果

雑婚は其基く病理的現象にありとはサーヘンリーメー
ンの説く処にして四時交戦状態にある野蛮人は尤も其
生産力強大ならざれば，やがては其一部落の全滅を来
す虞あるを以て彼等の間には寧ろ一夫一婦に制限せざ
る雑婚行わるゝ事能わずと結論し，カァペンター博士
は奴隷売買禁止以降，米国の地主等が頻りに黒色人の
家庭を作るに腐心したる経験を論ず．即ち雑婚なる時
は人情の常として多くの男子を惹付くる女子は必ず才
色に於て他に超えたるものにして勢いかゝる女子は夫
の娼婦と同一の運命を見ざる可らず．意

おも

うに娼婦にし
て能く多産するものは未だ之あらず．部落の間に不妊
の女を出すは，即ち人口の減退を意味す．何ぞ人口の
多きを願う好戦的野蛮人が之れを敢行するを得可き，

一婦多夫の風俗も其反対の証左となる能わず

或は一婦多夫の制を採る社会に於て其家庭が甚だ円満
なるを指摘し，以て雑婚の援助を茲に求めんと企つる
ものあり．而も一婦多夫の制度を仔細に観察する時は
必しも此制度と雑婚制度とが密接なる関係を為すとは
論じ難きを思わざるを得ざらん．由来多夫の制が行わ
るゝ部落は主として游牧の民より成る．一夫家に留り
て其家族を保護する時，他の数夫は遠く広野に牧草を
求めて旅行する也．西

チベット

蔵人は兄弟にて一妻を共有する
事を以て聞う．而も其家にありて夫たり父たるは多く
一ケ月毎に交代する兄弟中の一人のみ．カナリー島の
或部落，ヒマラヤ山のターラス等皆然り．而して上流
の女子に非ざるよりは一女よく十二の夫を有するを許
さる．ネール蛮人の如き，此多数の夫は其間に締結せ
られたる規約に基き或は十日或は一週日を限りて其妻
と同棲すと云う．明白に雑婚とは其性質を異にするを
見る可し．

更に共同婚に対する有力なる反証は，人類の心理的現
象に於て認むる事を得可し．ダーウィン曰く，夫

か

の四
足獣にして苟

いやしく

も用う可きの武器あるものは其競争者と
戦うを辞せすと．是等の動物より一層複雑なる智能を
有する人類にして果して此感情を無視したる行動を執
り得可きか否，多言を須

もちい

いざる処にして，彼のモルガン，
マクレナン及ラボック等の諸氏が極力主張する雑婚論
も大体に於ては甚だ完全なる証例を挙げ得たりとする
も，実は此点に於て論拠頗

すこぶ

る脆弱なるの感なき能わず．

然らば吾人の所謂心理的現象とは何ぞや．他なし嫉妬
の情之れ也．

雑婚と病理的結果

雑婚は，病理的現象に基づくと，サー・ヘンリーメー
ンは説く．常に交戦状態にある野蛮人では，その出産
力が強くなければやがて部落の全滅を来す恐れあるの
で，彼らの間には寧ろ一夫一婦に制限しない雑婚は行
うことができないと結論した．カーペンター博士は奴
隷売買禁止以降，米国の地主等がしきりに黒人に家庭
を持たせることに腐心した経験を論じている．即ち雑
婚の時は，人情の常として多くの男性を惹き付ける女
性は他より才色に秀でた者で，勢いこのような女性は
夫の娼婦と同一の運命を見ることになる．考えてみる
と娼婦で多産するものはない．部落の間に不妊の女が
いることは，即ち人口の減少を意味する．人口が多い
ことを願う好戦的野蛮人が，敢えてこれをするわけは
ない．

一婦多夫の風俗も反対の証左となり得ない

あるいは一婦多夫制の社会で，その家庭が甚だ円満で
あることを指摘し，ここに雑婚の根拠を求めようとす
る者もある．しかし，一婦多夫制を詳しく観察すると，
必ずしもこれと雑婚制度の間に密接な関係があるとは
言えないと思わざるを得ない．以前から多夫制が行わ
れる部落は主に遊牧民である．一人の夫が家にどとまっ
て家族を保護し，他の数人の夫は遠い広野に牧草を求
めて旅行するのである．チベット人は兄弟で一人の妻
を共有するという．しかしその家で夫で父である男性
は，1 ヵ月毎に交代する兄弟中の一人だけに限られる．
カナリー島のある部落，ヒマラヤ山のターラス等も同
様である．そして上流の女性でない場合は，ひとりの
女性が 12 人もの夫を持つことが許されている．ネー
ルの蛮人では，この多数の夫は締結した規約に基いて，
10 日間あるいは 1 週間のように日を限ってその妻と同
居するという．これは明かに雑婚とは性質が異なる．

更に共同婚に対する有力なる反証は，人類の心理的現
象に認めることができる．ダーウィン曰く，四足獣で
いやしくも使える武器を持つものは，競争者と戦うこ
とを辞さない．これらの動物より一層複雑な知能を有
する人類にが，果たしてこの感情を無視した行動をと
り得るか，多言を要さないところである．かのモルガン，
マクレナン，ラボック等の諸氏が強く主張する雑婚論
も，大体において完全なる例証を挙げられるとしてい
るが，実はこの点において論拠が非常に脆弱と思わざ
るを得ない．

では，我々の言う，いわゆる心理的現象とは何か．ほ
かでもない，嫉妬心である．
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人類並に哺乳動物の嫉妬心

嫉妬の情がいかに人類に影響を与えているかを明白に
する為に，我々は先ず最下等の蛮人の情緒を見る必要
がある．フィジー族の妻に対する猜疑，嫉妬は甚だし
いもので，彼らは一切の男子をその家に入れることを
好まない．オーストラリアの諸蛮人の妻に対する嫉妬
の情は強く，妻のいかなる血縁といえども互に談話す
ることを認めない．極端な場合は，自分の弟といえど
も出入を禁ずる事がある．興味あるトリンケットの神
話によると，嫉妬は人類当初より存在する感情のよう
で，トリンケット人は妻とその姉妹と住むが，後に妻
を奪われることを憂いて姉妹の子を殺したという．米
大陸ロッキー山以東に住むクッチン，ハイダァ等のイ
ンディアンは，嫉妬が極まると妻の頭髪を切り，ある
いは鼻を削ぐ．そして憤怒した場合に刃物がなければ，
歯でこれを噛み切る事すらあるという．カリフォルニ
アの土人の妻は夫を伴わないで林野に出る事は稀れで，
ひとたび姦通の事実が発見された時は即座に生命を奪
われるがの常である．ブラジル，コロアドーの土人の
感情は遅鈍であるが，復讐と嫉妬の情があって初めて
動くという．

サンドウィッチ島の土人，ニュカヒバ，タヒチ等の土
人は，甚だ淫蕩として知られるにもかかわらず，その
嫉妬心は他に劣ることなく猛烈で，他人の妻と話した
り，あるいは視線を向ける事すら禁止されている．ナ
イル河畔のある土人は，妻に貞操を強いる為めに中世
ヨーロッパの十字軍騎士が故郷にとどまる妻の貞操を
守る為めに使用した器具と同様のものを用いることが
ある．タホリーでは，王室の妻妾が路上で通行人の出
会う時は，家臣が鈴を振ってこれを警告したり，ある
いは岐路に家臣を走らせ，あるいは通過するまで壁の
方をむいて直立させる風習がある．

現代の人類と嫉妬

文明人でもなお同様の習俗がないわけではない．回
教徒は女性が男性の訪客と接することを禁じ，男性も
その妻妾あるいは奴隷以外の女性の顔を見ることを許
されない．ハーレムに入るには，王者の身分でなけれ
ば生命を失う覚悟が必要である．更に珍しいことには，
ペルシャでは白人医師でも，病に苦しむ自分の妻女の
事を口にする事はできない．

姦通に関する刑罰

多少は所有権の観念も無論のこと加わっているが，姦
通と罰則の関係も人類の嫉妬の感情の現れにほかなら
ない．一般に野蛮人では，姦通が発覚した場合，間男
は金銭の支払い，むち打ち刑，あるいは片目片耳を失
う程度で落着をすれば大いなる幸運といわざると得な

人類並に哺乳動物の嫉妬心

嫉妬の情が如何に人類に影響を与えつゝあるかを明
白にする為には，吾人は先ず最下等の蛮人の情緒を見
ざる可らず．フィージアン族の妻に対する猜疑嫉妬は
甚だしきものあり．彼等は一切の男子を其家に導くを
好まず．濠洲諸蛮の妻に対する嫉妬の情は彼をして妻
の如何なる血縁と雖

いえど

も互に談話するを容さず．甚しき
に到っては自己の弟と雖

いえど

も出入を禁ずる事あり．興味
あるトリンケットの神話に依れば嫉妬とは人類当初よ
り存せし感情なるが如く，トリンケット人は妻と其姉
妹と住みしが，後其妻を奪わるゝを憂いて姉妹の子を
殺せりと伝う．米大陸ロッキー山以東に住むクッチン，
ハイダァ等の諸印度人は嫉妬の極，妻の頭髪を切り或
は其鼻を削ぐ．而して憤怒の際刀刃なき時は歯を以て
噛み切る事すらありと云う．カリフォルニアの土人の
妻は夫と伴わずして林野に出ずる事稀れにして，一旦
姦通の事実発見せらるゝ時は即座に生命を奪わるゝを
常とす．ブラジル，コロアドーの土人の遅鈍なる心は
復讐と嫉妬の感情のみによりて初めて動かすを得と伝
えらる．

サンドウィッチ島土人，ニュカヒバ，タヒチ等の土人
の風は甚だ淫蕩を以て聞ゆるに拘らず，其嫉妬心は他
に劣る処なく猛烈を極め他人の妻と語り，或は其名を
目にする事をすら禁止せらる．ナイル河畔の或土人は
に貞操を強いる為めに中世欧洲の十字軍騎士が故山に
止まる妻の貞操を全うする為めに使用したる器具と同
様のものを用うるあり．タホリーにては王室の妻妾路
辺に行人と逢う時は其臣は鈴を振って之れを警

いま

しめ或
は岐路に走らせ或は之が通過する迄面壁して直立せし
むる風習あり．

現代の人類と嫉妬

文明人に到っても尚同様の風俗なきに非ず．回教徒は
女子が男子の訪客と接するを禁じ，男子も其妻妾若し
くは奴隷以外の女子の顔を見るを許されず．女室 ( ヘ
ラム ) に入るは王者の尊に非ずんば生命を失う事を予
期せざる可らず．更に珍とす可きは波

ペルシャ

斯に於ては白人
医師も尚且其疾病になやむ妻女の事を口にする事能わ
ざるにあり．

姦通に関する刑罰

多少は所有権の観念を加味するは無論なるも，姦通と
罰則の関係も亦人類嫉妬の感情の発露する処に外なら
ざらん．一般野蛮人中姦通の事発覚して後，若し其密
夫にして金銭，笞刑或は片目片耳を失う程度にて落着
を見ば之れ大なる幸福と云わざる可らず．彼は自己の
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い．足を槍で刺されるなどの苦痛を受ける他，夫がこ
のような所業におよんだことで無実の妻も罰せられる
こともある．しかし一般に行われるのは，これ以外に
償う方法はないとして生命を絶たれ，これは男女共に
免れることができない．そこで結婚した女は，この恐
ろしい結果を避けるため，かつ夫の嫉妬を免れる為に
自らの容姿を傷つける事がある．例えばコリアークの
女は，外出する時はボロをまとって男子の注目を避け，
日本の女性は妻となるとその誇りとする眉毛を抜き，
鉄
おはぐろ

漿で白い歯を染めるなどはその例である．

更に北米の土人には妻の鼻を噛み切るむごい刑があ
ることを既に述べたが，これは遠いエジプト，インド
でも同じように行われており，1120 年にパレスチナ
のネアポリスで制定された法律によれば，姦夫は去勢
され，姦婦は鼻をそがれ，スウェーデンの一地方の
Upland-lag という法律では，姦夫は 30 マルクの罰金
が課せられ，払えない場合は頭髪と鼻と耳とを失うと
いう．クリー，チタゴンでは，女も同様に鼻を取られ，
頭髪を失う等の罰則があるように，いたる所に処にこ
のような風習が見出される．

男性は新婦が処女たることを要求する

またある人種は，妻の貞操のみならず．更に進んで
その妻となる者が処女の純潔を有する事を要求するこ
とも，嫉妬心のひとつの形と見られる．アーツ族では，
処女でなければ良い結婚ができず，チッペウェアスの
女は戦士の妻となるざるを得ないなど，そのような例
は非常に多い．アフリカの諸部落では，父が先ず娘の
純潔を保証しないと婚姻が行われず，中央メキシコの
チ・メンク人は妻が処女でないことを発見すると，直
ちにこれを追い戻す．この他ニカラグア，アズラク，
及びインド洋の諸島民でも概ねこれに類似する風習が
ある．さらに持参金として与えたものまで取戻す場合
すらあるという．スーダン，ソマール等では，処女の
み正妻となれる．処女は多くの婚資を受け取る権利が
あるとするユダヤの「処女の証」は良く知られており，
この他中国，アラビア，キューバ等にも大同小異の風
俗がある．ペルシャのサーカシアでは，処女でない事
が発見された妻は，その婚姻の夜中に追い出され，ロ
シアの一民族では，これに伴って妻の父に賠償金を請
求する権利を生ずるという．史家タキトゥタスの文に
よれば，古代ゲルマン人間には処女のみが婚姻する事
ができるという法律があったという．甚だしい例はサ
モア土人の風俗で，到底書くことができないような方
法で，処女か否かを検査し，確かに純潔であればより
多くの婚資を夫が払うとされる．

足に槍を投入せらる等の苦痛の他に尚其夫をして斯る
所業あらしめたる点より無

む こ

辜の妻妾迄も罪せらるゝ事
あり．而して一般に行わるゝ処は，之に依らずんば償
うに道なしとして其生命を絶たるゝ事にて男女は共に
免るゝ事なし．されば一度結婚せる女は其恐る可き結
果を避けんが為めに且つ夫の嫉妬を免るゝ為に自ら己
れの容色を傷つくる事あり．例えばコリアークの女は
外出する時は襤

ぼ ろ

褸を纏うて男子の注目を避け，日本の
女子は妻となるや其最も誇りとする眉毛を剃去し，且
つ鉄

おはぐろ

漿を以て皓
こ う し

歯を染むと云う如き即ち之れ也．

更に北米の土人が妻の鼻を噛み切るの惨刑あるは已
に述べたる処なるが，之れ遠く埃 及

エジプト

，印度等にも齊
ひと

し
く行われたるものにして，一一二〇年パレスタインの
ネアポリスにて制定せられたる法律によれば姦夫は去
勢し姦婦は鼻をそがる可く，瑞

スウェーデン

典の一地方に行わるゝ
Upland-lag なる法律によれば姦夫三十マルクの罰金
に応ずる能わざる時は其頭髪と鼻と耳とを失うと．ク
リー，チタゴンにては女も同様に鼻を取らる可く其他
頭髪を失う等の罰則は到る処に之を発見す可し．

男性は新婦が処女たる可きを要求す

又或人種が妻の貞操のみならず．更に進んで其妻たる
可きものが処女の純潔を有する事を要求するも亦，嫉
妬心の一変態と観るを得可し．アーツ族にては未通女
に非ざれば良婚を失い，チッペウェアスの女は戦士の
妻となるを得ざる等其証例甚だ多し．阿

ア フ リ カ

弗利加の諸部
落にては父が先ず娘の純潔を保証せずして婚姻の行わ
るゝ事なく，中央メキシコのチ，メンク人は妻が処女
に非ざるを発見するや直に追戻すを例とし其他ニカラ
ガ，アズラク，及び印度洋の諸島民概ね之と相類似し
たる風習あり．更に嫁

か し

資として前に与えたるものをも
取戻す場合すら之ありと云う．スーダン，ソマール等
にては或は処女のみ正妻たるを得可く，或は処女は多
くの婚資を受くる権利を有すとせらるゝ猶

ユ ダ ヤ

太「処女の
証」はよく人の知る処，其外支那，アラビア，キュバ
等にも大同小異の風俗あり．波

ペルシャ

斯サーカシアにては処
女に非ざる事発見せられたる妻は其婚姻の夜中追出さ
れ，露国の一民族は此際妻の父より賠償金を請求する
権利を生ずとす．史家タシタスの文によれば古代ゲル
マン人間には只処女のみ婚姻する事を得となせし法律
行われし如く，甚だしきはサモア土人の風俗にして到
底筆にす可からざる方法によって其未通女か否かを検
し，然る後果して純潔ならば之れが婚資を多大に夫よ
り支出するにあり．
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妻と亡夫

夫の妻に対する嫉妬は単に生前にのみとどまらず，そ
の死後に及ぶことも稀ではない．死後もなお一つの世
界があり，ここに生き続けるという信仰から，現世の
所有物もなお必要であるとして屍体とともに埋葬する
風習が生まれたが，更に進んでは妻も一種の所有物と
してこれを伴わせる悲惨なる風習が生まれたものであ
る．

寡婦が殺される風俗

古コマンチェス族は，亡夫の愛妻は同時に殺されて
墓を共にし，カリフォルニアの土人のには亡夫を火葬
する火の中に妻を投入することがある．マッケンジー
の言によれば，同様のことはクリーにても見るという．
グリエン，パナマ等の南米諸土人間にあっては，酋長
が死ぬとその愛妾は死んで死後の世界でも主人に仕え
るとされ，アフリカでもこのような事態はしばしば耳
にするところである．また最近まではインドでも夫と
共に火葬される妻があり，トルコ人の妻は夫の死と同
時に首を吊って後を追う．中国，日本の古代にも同様
の風習が行われたことは歴史の証明する所である．

更に南半球を見ると，ポリネシア殊にメラネシアでは
寡婦は直ちに首を吊られ，フィジー族の間にては生き
ながら埋められたり，首を吊られるという．そしてそ
の理由を尋ねると，ひとつにはこのように死ねば必ず
神の憐れみを得て天国に行ける，最も喜んで死を選ぶ
者は死後の世界で夫の第一の愛妻となれると信じると
同時に，このようにして初めて姦通等の汚名がないこ
とを証明できるからであると言う．ニューヘブリデス
土人の習慣には更に甚しいものがある．即ち夫が長年
月に亘って帰宅しない場合でも，死亡した者と見做し
て妻は死ななければならない．

寡婦と再婚

上述のものは最も激烈な例であるが，より穏やかなも
のでもなお亡夫と寡婦との関係は決して消滅する事が
ない．タキュリーの女は，熱さを我慢できなくなるま
で亡夫を火葬する火の上に身を横たえ，その後遺骨を
集めて三年間これを身辺より離さず，これを埋めて初
めて再婚する事ができると定められている．クッチン
インディアンの寡婦は，夫の墓の傍で屍体を守って鳥
獣が食べるのを防ぎ，完全に骨となるに及んでようや
く装身具などをつけて再婚の機会を待つことができる．
スレーゴコーストのミナ族では，妻は亡夫の墓所に 6 ヶ
月幽囚され，クキー人は 1 年にわたって妻は墓の傍に
住み，家族がここに食事を運ぶを習わしがある．モス
キットー族では，寡婦は 1 年間夫の墓前に食を供え，
その後の 1 年間は遺骨を身辺より離さず，その後これ

妻と亡夫

夫の妻に対する嫉妬は単に生前にのみ止まらずして，
其死後に及ぶを見る事甚だ稀とせす．死後尚一種の世
界ありて之れに生存を続くとの信仰はやがて現世の所
有物も尚必要ありとして死屍と共に埋葬する風を生み
しが，更に進んでは妻も亦，一種の所有物として之れ
を伴わしむる悲惨なる風習を出せしものゝ如し．

寡婦が殺さるゝ風俗

されば古コマンチェスにては亡夫の愛妻は同時に殺
されて墓を共にし，カリフォルニアの土人中亡夫を焚
く火中に其妻を投入することあり．マッケンジーの言
によれば同様のことはクリーにても見るを得と云う．
グリエン，パナマ等の南米諸土人間にあっては酋長死
する時は其愛顧せる臣妾は之れが為めに死して他界に
於て主に仕うとせられ，阿

ア フ リ カ

弗利加に入りても如上の事
態は屢

しばしば

々耳にする処又最近までは印度にても夫と共に
焚
ふんさつ

殺せらるゝ妻あるを見，土
ト ル コ

耳古人の妻は夫の死と同
時に縊

い し

死して其後を追う．支那，日本の古代に同様の
風習行われたるは歴史の証明する所なり．

更に南半球に尋ぬるに，ポリネシア殊にメラネシアに
ては寡婦は直ちに縊

い さ つ

殺せられ，フィジー人の間にては
或は生ながら埋められ或は縊

い さ つ

殺せらるゝを聞く．而し
て其理由とする処を尋ぬるに一は斯くの如くして死せ
ば必ず神の愛憐を得て天国に行くを得可く，最も喜ん
で死に進みしものは他界に於て夫の第一の愛妻たる事
を得可しと信ずると同時に，他は斯くして初めて姦通
等の汚名なきを得んとするにありと云う．ニューヘブ
ライト土人の習慣は更に甚しきものあり，即ち夫が長
年月に亘りて帰宅せざる時と雖

いえど

も尚死亡せる者と見做
して其妻は死亡せざる可らざる也．

寡婦と再婚

上述の如きは其最も辛烈なるものなれど，穏和なるに
到っても尚亡夫と寡婦との関係は決して消滅する事な
し．タキュリーの女は火熱忍ぶ能わざる迄亡夫を焚く
火上に身を横たえ，後其遺骨を蒐めて両三年間之を身
辺より離さず，後之を埋めて初めて再婚する事を得可
しと定められ，クッチン印度人の寡婦又は寡婦等は夫
の墓辺に屍体を守って鳥獣の来り啖

くら

うを防ぎ其全く骨
となるに及んで漸く小珠其他の装飾を施して再婚の機
会を待つを得可く，スレーゴコーストのミナ族にては
妻は亡夫の墓所に六ヶ月幽囚せられ，クキー人は一ヶ
年に亘って妻は墓畔に住み，家族之れが為めに食を運
ぶを習とし，モスキットー種は寡婦は一年内夫の墓前
に食を供え其後の一年間は遺骨を身辺より離す事なく，
後之を屋上に安置して茲に再婚の資格を具う．而して
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を屋上に安置して初めて再婚の資格を得る．ロツーマ，
マッケナ，トルコ，イロコイス等の民族には再婚の風
習がなく，ガーシラソウ・デ・ラ・ヴェガの言による
と，古代ペルゥヴォアには再婚はなく，ただ子供がな
い女のみ稀に再婚するだけである．中国の国風もまた
再婚を好まず，特に上流社会では再婚はむち打ち刑 80
回に値するという．

アーリア人種に就いてこれ見ても，同様の風習がある
ことは隠せない，とシュラーデル博士は断言する．例
えばヒンズーのバラモン教徒の女は，婚姻中に死ぬこ
とを最高の幸せとし，再婚は女性にとって極度の侮辱
と考え，また再婚する女は社会の批判を受ける．ビー
ル人には，再婚の夫婦は早朝部落を去って郊外に出て，
夕暮れ時に初めて家に帰る風習がある．これはヒンド
スタン人の再婚に対する一種の侮辱的儀式であるとさ
れる．又キリスト教の初期にも同じく再婚を禁ずる傾
向があり，使徒パウロが熱心に再婚を勧めたにもかか
わらず，再婚はキリスト数の純潔を汚す行為として男
女共に認められず，再婚の男女は共に名誉を失い，教
会へのを出入を許可されない．

再婚を禁止する風習がない地方でもなお常に見られる
のは，再婚する迄には一定期間を経なければならない
ことである．これらの地方では，南方スラブ人あるい
は古代ギリシャ，ローマにみるように，再婚を前夫に
対する凌辱とは考えないが，3 年間は再婚を許されな
いチッカリー族のほか，クリークは 4 年，アラソク，
ブリティッシュコロンビア，マンダン等では，寡婦の
髪を切って所定の長さに達する迄は再婚を許さない．
もしこれを犯すものは姦通と見られる．この他，6 ヵ
月あるいは 1 年等，必ず期間を定めないところはない．

このように再婚に一定の期限を付けて許可する風習
を，血統の混乱を防ぐ趣旨に基くと説明するものがあ
る．これには一面の真理がある点で異論ないが，これ
を以てその全ての理由とするにいたっては賛同しえな
い．確かに血統の混乱を防ぐのが主眼であれば，単に
3, 4 ヶ月の期間を置けば十分である．しかし 3 年，４
年を経るべきとするような長期の喪があるのろ見ると，
血統は寧ろ第二，第三の目的にちがいない．ましてや
サレー人の喪は２年にわたるが，離婚によって再婚す
る女性には僅かに２ヵ月の禁上期間で血統の混乱を防
ぎ，ベドイ人は同じ目的の為に 40 日を置くだけなの
であるから．

この他，亡夫と寡婦との関係については，髪を切るこ
とを強いたり，顔に墨を塗る等の習俗がある．インド
人の中には，姦婬者と見られないように髪に油を塗ら
ないようにする者もある．エスキモーの女で，とても
深く亡夫を慕うものは体の汚れにも気づかないほどで

ロツーマ，マッケナ，土
ト ル コ

耳古，イロコイス等の民族に
は再婚の風決してなく，ガーシラソウ，デ，ラ，ヴェ
ガの言に依れば古代ペルゥヴォアには再婚の事なく只
児なき女のみ稀に之れを行いし如し．支那の国風も亦
再婚を好まず特に上流社会にあっては再婚は反って笞
八十に値すと云う．

アリアン人種に就いて之を見るも同じく此風習ありし
事蔽う可らずとはシュラーデル博士の断言する処にし
て，例えばヒンズーの 波

バラモン

羅門教徒の女は，婚姻中に死
するを以て至幸なりと観じ，再婚なる文字は女性にと
りて極度の侮辱と思惟せられ且つ再婚する女は社会の
指弾を買う．ビール人中には再婚の夫婦は黎明部落を
去って郊外に出で其薄暮に及んで初めて家に帰る風あ
り．之れヒンドスタン人が再婚に対する一種の侮辱的
儀式なりとす．又耶蘇の初期は同じく再婚を禁ずる傾
向を有し，使徒ポーロが熱心に之を勧めしに拘らず尚
再婚は基督数の純潔を汚す行為なりとして男女共に認
められず，再婚の男女は共に名誉を失い．且つ寺門を
出入するを許されざりき．

再婚を禁止する風なき地方にても尚見る事を常とする
は再婚をなす迄には一定の期間を経ざる可らざる事之
れ也．之等の地方に於ては再婚を以て彼の南方スラブ
人若しくは古代希

ギ リ シ ャ ロ ー マ

臘羅馬に見る如く，前夫に対する凌
辱とは思惟せざれど，尚或は三年間は再婚を許さゞる
チッカリーの如き，クリークは四夏，アラソク，ブリ
チッシュコロンビア，マンダン等は，寡婦の頭髪を刈っ
て所定の長さに達する迄は之を許さず．若し犯すもの
は姦通と見る如き，其他六ケ月或は一年等必ず期間を
定めざるものなし．

かく再婚に一定の期限を付して之を許す風を以て，一
に血統の混乱を防ぐの旨趣に基くと説明するものあり．
一面の真理たるに異論なきも之れを以て其全精神とな
すに到っては終に賛同するを得ず．蓋し血統の混乱を
防ぐを以て其主眼となさば，単に三四ケ月の期間を置
くを以て充分なりとせん．而も三年若しくは四夏を経
べしとする如き長期の喪あるを見ば寧ろ血統の混乱は
其第二第三の目的ならん．況やサレー人の喪は二年に
亘るも其離婚に基きて再婚する女子には僅かにニケ月
の禁上期間を置きて血統の混乱を防ぎ，ベドイ人は同
じ目的の為に四十日を置くのみなるをや．

此他亡夫と寡婦との関係と看る可きものゝ内に，或は
落飾を強い或は顔に墨を塗抹する等の習俗あり．印度
人の或者は其姦婬者と見らるゝを厭うが為め故に毛髪
に塗油せざる．エスキモーの女は最も深く亡夫を慕う
ものは身の汚

お こ う

垢を知らずと云う如きは即ち其例なり．
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あるというのもその一例である．

妻は夫の所有物であり，他人がこれに一指を触れる
ことも許さない思想には，このように深い根底がある．
加えて未開人の中には死後の霊を信ずるものが多く，
死者は生存者の行動を見通しており，もし妻に不貞の
行いがあればすぐにこれを苦しめると迷信するものも
ある．

妻を貸与して売婬させる風習も嫉妬心がないことの証
明にはならない

前章に記載した貸妻の風習を以て，人類には嫉妬がな
い，あるいは嫉妬に制限がある場合があるとの主張を
試みるものがあるが，これは速断に過ぎる．下等の動
物でも異性に対する嫉妬が激しいことは常に経験する
ところである．なぜ人類のみそうでないと言えるのか．
野蛮人の中で往々にしてその妻を貸与する風習を見る
が，これは他でもない，我々がこれまでに論じて来た
ように妻を一個の所有物と見る思想が彼ら胸中にある
ためである．密夫が往々盗賊と同一視されて，同様に
手を切断するような刑罰にあうことは，明らかに他人
の所有物である妻を盗んだとの思想による．従って客
に妻をあてがって寝室に侍せることは，つまるところ
珍味で饗応するのと同じことに過ぎない．ニューサウ
スウェールズの土人は，友のために妻の一人を与える．
しかし，彼らの嫉妬は決して激しくないわけでない．
妻は夫の許可なく他の男子と同室できない．そして夫
の許可とは，客や友人と寝室を共にすることを認める
場合のみである．黒人の中には妻を提供して利益を得
ようとする悪習がなきにしもあらずである．鉄，銀，
その他文明国の物品など彼らが珍しいと思う物を得る
為に，進んで白人に妻を貸与するものがあるが，これ
らの事から彼らに嫉妬が全くないということはできな
い．彼らの妻を与えたり貸したりするのは，主に白人
に限り，同人種に対して嫉妬が激しいことについて他
と変わるところはない．即ち彼らは文明に毒せられた
だけである．珍しい物を得たいという欲望から盲目に
なった結果に過ぎない．なぜ彼らに嫉妬心がないと言
えようか．カリフォルニアの土人は，現在こそ利益の
為に妻を，時には強制的に白人の意に沿うように仕向
ける事があるが，数十年前には妻にこのような醜行が
あれば夫は妻を何らの未練なく無造作に殺害したもの
である．又サンドウィッチ島の土人は，他の土人を一
泊させることすら拒むを常とするが，白人に対しては
寧ろ喜んで寝室に入れるという．

人類と嫉妬心は，概ねこのような関係にある．人類原
始の時代に生殖期というものがあったとすれば，その
当時におけるこの感情の発動がいかに凄まじいもので
あったか．想像もつかないほどである．

妻が夫の所有物にして他の之れに一指を触るゝを許
さゞる思想は斯く迄深甚たる根底を有す．加うるに未
開人中には死後の霊を信ずるもの多く死者はよく生存
者の行動を達観し，若し妻に不貞の行いある時は忽ち
之れを苦しむと迷信するものあればなり．

妻を貸与し之に売婬せしむる者ありと雖も嫉妬心なき
の証左とはならず

前章に記載したる貸妻の風を以て人類に嫉妬なく，若
くは嫉妬に制限ある場合を主張せんと試むるものあれ
ど之れ意

おも

うに速断に過ぐ．下等の動物に際しても異性
に対する嫉妬の烈々たるは各人常に経験する処，何ぞ
人類のみ然らずと云わん．而も野蛮人中往々にして其
妻を貸与するの風を見るは他なし．吾人が以上論述せ
る如く妻を以て一個の所有物と観る思想が，彼等の胸
中に徂徠するが為めのみ，密夫が往々盗賊と同一視せ
られても同じく手を切断するの刑罰に逢う事あるは明
らかに，他人の所有物なる妻を盗めりとの思想による．
故に客に給するに家妻を以てし之れが枕席に侍せしむ
る所以のものは畢

ひっきょう

竟珍味を以て饗応すると趣を同じう
するのみ．ニューサウス，ウエルスの土人はよく其友
の為めに妻の一人を与う．而も彼等の嫉妬は決して激
烈ならずとせず，妻は夫の許可なくして他の男子と室
を同じうする能わず．而して夫の許可とは即ち客若し
くは友人の枕席を払うときの謂

い

のみ或黒人中には妻を
供して利する所あらんと企つる陋

ろうふう

風なきにあらず．又
鉄，銀其他文明国の物品にして彼等の称えて以て珍と
する貨物を得んが為めに好んで白人に其妻を貸与する
ものあれども，是等の事を以て決して彼等に嫉妬なし
と云うを許さず．彼等の妻を与え若くは貸すは，主と
して白人に限り同人種に対しては嫉妬の激烈なる事他
と何等選ぶ所なし．即ち彼等は文明に毒せられたるも
のゝみ．珍品を得んとする欲望に盲目となりたる結果
のみ．何ぞ彼等に嫉妬心之なしと云わんや．カリフォ
ルニアの土人は現時こそ利得の為に其妻を ― 時に或は
強いて ― して白人の意を向えしむる事あるも数十年前
にありてはかゝる醜行ある時は夫は其妻を何等の未練
なく無造作に殺害せしなり．又サンドウィッチ島の土
人は他の土人の為めには一泊をすら拒むを常とすれど
白人に対しては寧ろ喜んで之を閏房に導くと云う．

人類と嫉妬心とは概ね斯の如き関係あり．内に若し人
類原始の時代に生殖期なるものありとせば，其当時に
於ける此感情の発動は奈

い か

何に凄まじかりしか，想像も
尚及ばざらん．
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一婦多夫と嫉妬心

例外として嫉妬心に自ら制限を付けることがある．そ
れは一婦多夫制である．これについては論ずべきこと
が多いので後章で詳述するべきところであるが，要す
るに一婦多夫制は女性の不足と友愛の情に基いて発生
したもので，例えば長兄が結婚しその弟たちが成人し
ても女性が少ないために婚姻できないことを憐れんで，
長兄がその妻を弟たちの妻とすることに基くことに外
ならない．マクレナン氏の説くように，共同婚の名残
あるいはその進歩したものであるとは断じて考えられ
ない．

雑婚論はまったく非科学的な空想である

雑婚説を支持する論者は，雑婚は人類の社交的性格
に由来して発生したと論ずるが，社交的であると何故
共同婚でなければならないのかについては，非常に明
白を欠く．まして腕力が権利であった原始時代に於て，
雑婚の制度があったとは到底想像できない．聞くとこ
ろでは，エスキモー人は老いて権力が強きものほど美
少女を占有し，若年のものは老女を妻にするという．
腕力が権利の時代に行われた当然の現象は，まさにこれ
に似たものである．どうして雑婚などが行われようか．

以上の議論を以て，我々は雑婚説に対する批評を終え
る．この三章にわたる研究の結果として，我々が知り
得たことは，雑婚説というものは明らかに学者の空想
に過ぎず，科学的研究の結果ではないということである．

一婦多夫と嫉妬心

茲に例外として嫉妬心に自ら制限を付する事あり．一
婦多夫の制之れなり．此制度に関しては論ず可きもの
多く之あるを以て後章に詳述す可きも，之れを要する
に一婦多夫の制は女子の欠乏と友愛の情とに基いて発
生したるものにして，例えば長兄結婚し其諸弟成人す
るも女子の少数なる為め遂に婚姻を行う可らざるを憐
れみ，長兄が其妻をして其諸弟の妻たらしむるに基く
に他ならず．マクレナン氏の説く如く共同婚の遺風若
しくは其進歩せるものとは断じて見るを許さゞる理由
あるもの也．

雑婚論は全然非科学的空想也

雑婚説を支持する論者は雑婚は人類の社交的性格に由
来して発生したりと論ずるも，何故に社交的なるが故
に共同婚たらざる可らざるかは頗

すこぶ

る明白を欠く．況ん
や腕力之れ権利の原始時代に於て雑婚の制度は到底想
像す可らざるをや．之を聞くエスキモー人は其老いて
権力強きもの程美少女を占有し，若年のものは僅かに
老女を妻とすと．腕力即権利の時代に行わるゝ必然の
現象は正に之れと類す．奈

い か

何ぞ雑婚なるものゝ行わるゝ
を得可き．

以上の議論を以て吾人は茲に雑婚説に対する批評を終
る．而して此三章に亘る研究の結果として吾人の得た
る所は，明白に雑婚説なるものは学者の空想に過ぎず
して，何等科学的研究の結果に非ざる事是れなり．
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第七章　結婚と独棲

自然界に自ら進んで孤独を悦ぶ者なし

野蛮人半開民に独身者稀れ也

野獣に於て，性欲の刺撃の猛烈なる事毫も銭渇 [ 校注：
飢渇の誤と思われる ] と選ぶ所なく，其交尾期に際会
するや，平素最も怯

きょうだ

惰の種属と雖
いえど

も尚且競争者と死闘
するを避けざるを常とす．

野蛮未開の民に之れを観察するも，其情欲に関して
何等野獣と異る所なく禁欲克己の如きは齊

ひと

しく之を知
るものなし．即ち彼等は春情発動と同時に各配遇を求
め，明らかに文明人と趣きを異にして独棲の成年男女
を見る事甚だ稀れなり．ロッキー東側のブラックフィー
ト，クリー等の諸土人中独身の男女を認むるに由なく，
タコダ蛮人を以てしても尚且男女の情を解すと云わる．
否彼等の間には独身並に寡婦は死と等しと称さるゝを
聞く．ヤガン蛮にして独棲するものは己が勇力に誇り
婬楽を擅

せん

にせん事を希う，極めて少数の少年を除く他
只唖者病者のみ．又南米土人の情を解して尚未婚の者
なく女子は美醜を論ぜず夫を有す．独身の意味は終に
彼等の理解する能わざる処なり．

ボルネオ，スマトラ亦同じ．マルスデン氏は八千のス
マトラ土人中三十歳にして未婚なるもの十に充たずと．
瓜
ジ ャ ワ

哇に年歯二十二にして未婚の男女を見ず．濠洲に入
りても総て同様なれば一々之を列挙するの煩を避けん．

更に未婚者は社会の指弾を受くるを常とし或は非人と
して擯

ひんせき

斥せられ，サンタル，カフィアの如きは未婚者
は男女何れを問わず直に盗者魔女に類する待遇を受け，
又村居の権利を失うに到る．フィージアン人は未婚に
て死す時大神ナンガナンガの天国に往く途上に於て粉
砕せらる可しと信ずる如き其一例なり．

野蛮人と早婚

何人の注意をも惹く点は野蛮人の婚期が文明人の夫
そ

れ
に比して甚だ早き事なり．ナンセン博士はグリーンラ
ンドのエスキモーを評して，彼等は殆んど男女の情を
解せざる内に結婚すと云う．北米カリフォルニア，マ
ンタン等の土人は十二乃至十四歳を以て婚姻し，メキ
シコ中央地方の土人は十四五歳，中央アメリカにては
九，十歳，チーラデル，フィーゴーの女は十二三歳，男
は十四乃至十六歳を以て婚期とするが如し．

亜細亜諸民族も一般に早婚の風あり．シヤム，モンゴー
ル，アイヌ等は男十九，廿歳，女は十六七歳を以て婚
姻す．濠洲ニューサウスウェルスの土人は甚だ早く結
髪の約を結び適当の年齢に至って結婚するも尚八ー
十四歳を以て己に妻たるものありと．其他ニュージー

自然界に自ら進んで孤独を悦ぶ者はない

野蛮人半開民に独身者は稀れである

野獣に於ては，性欲の激しいことは空腹と変わるとこ
ろなく，交尾期になれば平素は最も臆病な種属といえ
ども，競争者との死闘をも拒まないのが常である．

野蛮未開の民にこれを観察しても，その情欲に関して
はなんら野獣と異る所なく，禁欲克己を知るものはな
い．即ち彼らは発情と同時に配遇者を求め，明らかに
文明人と趣きが異なり，独身の成年男女を見る事は甚
だ稀れである．ロッキー東側のブラックフィート，ク
リー等の諸土人の中に独身の男女を認められない．タ
コダ族でさえ男女の情を理解していると言われる．い
や，彼らの間では独身，寡婦は死と等しいとまで言わ
れるという．ヤガン蛮人では，独身を通す者は自分の
勇敢さを誇って勝手に淫蕩を願う極めて少数の少年を
除けば，その他は唖者や病者である．また南米土人は
男女の情を理解して未婚の者はなく，女性は美醜に関
わらず夫を持つ．独身という概念は，彼らには理解で
きないものである．

ボルネオ，スマトラもまた同じである．マルスデン氏
は 8,000 人のスマトラ土人中 30 歳で未婚のものは 10
人に充たず，ジャワでは 22 歳にして未婚の男女を見な
いという．オーストラリアでも総て同様なので，いち
いち列挙することはしない．

更に未婚者は社会の非難を受けるが常で，あるいは非
人として排斥される．擯

ひんせき

斥せられ，サンタル・カフィ
アでは未婚者は男女を問わず盗人，魔女に類する扱い
を受け，また村に住む権利を失う．フィジー人は未婚
で死ぬと，大神ナンガナンガの天国に往く途上で粉砕
されると信じているのは，その一例である．

野蛮人と早婚

ここで注意を惹く点は，野蛮人の婚期が文明人に比
して甚だ早い事である．ナンセン博士は，グリーンラ
ンドのエスキモーは殆んど男女の情を知る前に結婚す
るという．北米カリフォルニア，マンタン等の土人は，
12 ないし 14 歳で結婚し，メキシコ中央地方の土人は
14, 15 歳，中央アメリカでは 9, 10 歳，ティエラ ･ デ
ル ･ フエゴの女は 12, 13 歳，男は 14 ないし 16 歳を
今期とする．

アジア諸民族も一般に早婚の風習がある．シャム，モ
ンゴル，アイヌ等は男 19，20 歳，女は 16, 17 歳で結
婚する．オーストラリアのニューサウスウェルズの土
人は，非常に早く結髪の儀を行い，適当な年齢になっ
て結婚するが，8 ～ 14 歳で妻を持つ者もあるという．
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その他，ニュージーランド，ニューギニア等総て早婚で，
20 歳以上の未婚者は稀れという．文明が進んだ国々で
も同様の風習があり，例えばアズラークでは僧侶を志
望する者の他は 22 歳まで未婚の男性はなく，女は 12
～ 18 歳で妻となる．トラスカラでは，未婚は大いな
る恥辱とされ，男性は毛髪を切らなくてはならないと
され，日本にも老いて未婚の男女は稀である．中国では，
結婚前に死亡した子の両親は知人から非難され，更に
朝鮮では，14, 15 歳の「成年」( ヨボ ) が 30 歳の「少年」
( チョンガー ) を笞打っても非難されないほどに，未婚
の男性は社会から軽蔑される．

回教徒は結婚を宗教上の義務と信じ，女性は独身でい
るよりも進んで貧者あるいは再婚の夫に嫁ぐ．ペルシャ
の上流婦人に 21 歳で未婚の者はなく，エジプトでは
重大な事情がなければ未婚であることは絶大な不名誉
と考えられる．ヘブライ人で妻なき者は男性に非ずと
いう諺がある．23 歳で未婚のものは殺人罪と同等とい
う法律すらあり，結婚は神聖な宗教上の義務なと考え
られた．

古代アーリア人種もまた同様の信仰を有した．子孫は
その祖先の霊が餓えないようにこれを祀る義務があり，
このため結婚しないことは即ち祖先に対する大罪であ
る．世界最古の法典であるマヌ法にも同様の趣旨があ
り，バラモン教典には妻を娶る迄は男性は半人前とし
て，同じくこれを宗教上の義務としている．妻のない
男性は社会の無用物に過ぎない．女性は男性の欲望を
充たして幸福にするものであり，総て夫を求め，夫が
居なくなれば妾となる．

古代ギリシャでは，婚姻は単に私益の問題に止まらず，
社会公益に関係するとされ，スパルタの法律は晩婚者，
あるいは独身者を刑法で裁き，ソロモンの法律にも同
様の主旨が見られる．アテネの法律は後の年代のもの
であるがまた同様で，これを公益から分離したが，プ
ラトーは人はそれぞれ天の代表者として自己の子孫を
残す義務があるとし，イシラスは人は最期に近づくと，
死後の事，祭祀が絶えることがないように考えずには
いられないものであるとしている．ローマの市民も，家，
子孫の繁栄を最大の目的とし，キケロは未婚者に課税
する法律すらつくったが，紀元前 520 年頃から兆しの
あったその風潮は，風紀の衰えとともに広くローマを
襲い，ついに結婚を義務とする考えは破れ去った．即
ち彼らは結婚を社会の利益の為に個人が負担する重荷
と考え，子を持つことを避けて，人生の重荷と考える
ようになった．しばしば未婚者に刑罰を科す法律も制
定されたが，その効果なくついに帝国は滅亡に至った．

次に古代ゲルマン人の風俗について見ると，シーザー

ランド，ニューギニア等総て早婚にして二十歳以上の
未婚者稀れなりと云う．文明に進みたる国々にても亦
同様の風は行われ，例えばアズラークにては僧侶を志
望するものゝ他は二十二歳まで未婚の男子なく，女は
十二－十八を以て妻となる．トラスカラにては未婚は
大なる恥辱にして男子は其毛髪を切らざる可らずとせ
られ，日本にも老いて未婚なる男女稀れに支那にては
婚姻前に死亡せし子の両親は知己の非難を被り，更に
朝鮮に到っては十四五歳の「成年」( ヨボ ) は 三十歳
の「少年」( チョンガー ) を笞

むちう

って敢て反抗を招く事な
き迄に未婚の男子は社会の軽侮を被る．

回教徒は結婚を以て宗教上の義務と信じ，女は独身な
らんよりは進んで貧者又は再婚の夫に嫁し，波

ペルシャ

斯の上
流婦人にして二十一歳にして婚せざるものなく埃

エジプト

及に
ては重大なる事情なくして未婚なるものは絶大の不名
誉と思惟せられヘブリューには妻なきものは男子に非
ずとの諺あり．二十三にして未だ婚せざるものは殺人
罪と同視すとの法律すらありて，結婚は神聖なる宗教
上の義務なりと観念せりき．

古代アリアン人種も亦同様の信仰を有したり．蓋し子
孫は其祖先の霊が餓えざる為に之を祀る義務ありとせ
しを以て婚姻せざるは即ち祖先に対する大罪なり．世
界最古の法典たるマヌー法典中にも同様の旨趣を掲げ，
波
バ ラ モ ン

羅門教典中には妻を娶る迄は男子は猶半身の如しと
して同じく之れを宗教上の義務と説く．妻なき男子は
社会の無用物たるに過ぎず．女子は男子の欲望を充た
し之れを幸福ならしむるものなれば総て夫を求め，終
に配遇者を欠く時は更に妾となる．

古代希
ギリシャ

臘にては婚姻は啻
ただ

に私益の問題たるに止まら
ず社会公益に関係を有すとせられ，スパルタの法律は
晩婚のもの若しくは終に独身なる者を刑法を以て問
い，ソロモンの法律にも同様の主旨あるを見る．アゼ
ンスの法律は多く年代を後れたれども亦同様にして，
之れを公益より分離するもプラトーは各人は天の代表
者として自己の子孫を残す義務ありとし，イシラスは
人にして最後に近くや先ず其の後あり祭祀絶えざる可
きを思わざるなしと論じたるを見る．羅

ロ ー マ

馬の市民も其
家其子孫の繁栄を以て最大なる目的とし，シセロの如
きは未婚者課税の法律をすら創定せしが，已に紀元前
五百二十年頃より胚胎し来りし風潮は其風俗の式微と
共に滔

とうとう

々として羅
ロ ー マ

馬を襲い遂に結婚を以て義務なりと
する観念は破れ去んぬ．即ち彼等は結婚を以て社会の
利益の為に個人が負担す可き重荷となし，子を避けて
之れを人生の桎

しっこく

梏なりと思惟するに到り，屢
しばしば

々未婚者
に臨むに刑罰を以てする法律の制定を見たれども，終
に其効なくして帝国は滅亡するに到れりき．

次に古代ゲルマン人の風俗に就いて之れを見るも，
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はその戦記に，男女とも未だ成人する前に互に交際す
ることは許しがたい大罪であると言い，タキトゥスも
ゲルマンの女性は婚姻を急がないと述べた．しかし，
彼らには一般に晩婚の傾向があっただけである．美し
く，若く，裕福であっても，淫蕩に溺れる不名誉な者
でないかぎり，結婚しない者はないことは明らかであ
る．またスラブ民族の間には，未婚者の観念が存在し
ない．男性は 18 歳になれば直ちに結婚させるよう両
親に命令じられるのが常であるという．

独棲に対する野蛮人の感想

婚姻を阻害する事情もまた少なくないことは，特に
説明の必要もないかもしれない．結婚して男女ともに
一家をなす以上，男性は少くとも女性を養うに足るだ
けの資産を持たなければならない．ズールー人は家畜
を持たない青年は結婚を延期しなければならないとし，
カンド土人は何故独身でいるのかとの問に答えて，妻
を持つには費用がかかるからと答えた．また妻の父に
支払う婚資が少額でないためあえて結婚しないなどの
例は少なくない．

また一夫多妻の風俗も，未婚者の増加の有力な原因で
ある．キングスミルの青年にて未婚者が多いのは，彼
らの間に勢力差があり，金銭のある者が部落の婦女を
独占するためで，その他バコンゴー人，オーストラリ
ア土人，バテーク，カフフィア，リフー，クッチンイ
ンディアンの諸蛮民では，見捨てられた老寡帰を除く
他の女性の多くは酋長，医師，その他の権力者のもの
となるため，勢力のない青年は未婚のままにならざる
を得ない．即ち有力者は，3，4 人の女を妻としてこれ
を放さないので，女性の数は多いにもかかわらず未婚
の男性が存在する事になる．ミクロネシア，ツリケット，
スーダン等では貧者，特に奴隷は妻帯する事が困難で
ある．確かに奴隷は所有権をもたず，従って財産を持
たず，かつ結婚には主人の許可が必要で，そのような
慈愛深い主人は殆んどいないからである．

しかし，上述のような原因を過大に考えるの我々の
考えるところではない．思うに婚資が多額なため妻の
父に支払えないとは言え，父のために労働したり，あ
るいはその女と逃亡して目的を達する事は難しくない．
加えて妻の婚資というものも，主に部落の経済状態に
依るもので，勤勉な青年が最終的に妻を求められない
理由はない．また資産のない家も少くないが，娘を与
えることによって得た金は，やがてその家の男のため
に妻を求める資金となり，実際にこの点は部外者が想
像するほど重大なるものではない．更に有力者の独占
についても，独占の傾向が生ずるのは女性が男性より
多い場合で，機会を待てば実際に青年が未婚に終るよ
うな事態はないはずである．

シーザーは其戦記中に誌して，男女未だ弱冠ならずし
て互に交際するは免ず可らざる大罪となすと云い，タ
シタスも亦ゲルマンの女子は婚姻を急がずと述べたり．
而も彼等は一般に晩婚の風ありしのみ．美貌も妙齢も
将
ま

た富貴も終に救う可らざる婬蕩の不名誉者に非ざる
よりは，何人と雖

いえど

も婚姻せざるもの之なかりしや明ら
か也．又スラブ民族間には未婚者の観念存在せず．男
子十八なる時は，直ちに婚姻を挙ぐ可き両親の命令下
るを常とすと云う．

独棲に対する野蛮人の感想

婚姻を阻碍する事情も亦少なからざるは特に説叙する
要あらんか．婚姻にして男女同様して一家を作す目的
に出ずる以上，男子は少くとも婦を養うに足る資産を
有せざる可らず．ズゥルー人は家畜なき青年は婚姻を
延期せざる可らずとし，カンド土人は何故に独棲する
やの問に答えて妻は費用多ければ也と云いし如き，又
妻の父に与う可き贖

しょっきん

金の少額ならざる為め婚姻を敢て
せざる如き，例証少なからず．

又一夫多妻の風俗も未婚者の増加に当して有力なる
原因をなす．キングスミルに青年にして未婚なる者多
きは彼等の間，勢力あり．金銭ある者が部落の婦女を
独占するが為めにして，其他バコンゴー人，濠洲土人，
バテーク，カフフィア，リフー．クッチンインド人の
諸蛮民にありては勢力なき青年は遺棄せられたる老寡
帰を除く他の女子は多く酋長医師其他の権力者に帰す
るを以て，遂に未婚に止まらざるを得ざるものとす．
即ち有力者は三婦四婦を擁して之れを放たざるを以て
実際は女子の数多きに拘らず未婚の男子が存在する事
となる也．ミクロネシア，ツリケット，スゥダン等に
ては貧者，特に奴隷は妻帯する事を困難せり．蓋し奴
隷は所有権を有する事なく従って財産を有せず，且つ
婚姻は主人の聴許を要するも，斯くの如き慈愛なる主
人は殆んど求む可らざれば也．

然れども如上の原因を過重するは亦吾人の採らざる処
なり．意

おも

うに贖
しょっきん

金徒らに多額にして青年の到底之を妻
の父に支払う事能わざる場合と雖

いえど

も或は其父の為めに
労働し或は其女と逃亡して其目的を達する事難からず．
加うるに妻の贖

しょっきん

金なるものも主として部落の経済情態
の奈

い か ん

何に依るものにして勤勉なる青年にして終に妻を
贖
あがな

い得ざる理由なく．又資産なき家も少しとせざらん
も其娘を与うるによりて得たる金はやがて其男の為め
に妻を求むるの資となるを以て実際此点は局外者の想
像する如く重大なるものに非ず．更に有力者の独占を
云々するも，由来独占の風の生ずるは女子の男子より
過多なるに依る時と機会を待つ時は実際青年が未婚に
終る如き事態は之なかる可き也．
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文明国と独棲の風

翻って欧洲文明諸国について婚姻統計を見ると，甚
だ寒心に堪えない傾向もあることが分かる．1875 年
に 15 歳以上の男女のうち，自ら欲したか否かによら
ず，未婚者は実に全数の 3 分の 1 強である．ロシアは
しばらく差し置いて，ハンガリーの未婚者は全国民の
25.57％を占め，ベルギーは 44.93％である．その大
部分が終身未婚に終わることは明らかで，19 世紀の中
葉，ワッペウス氏の統計によればこのような者はザク
セン 14.6％，スイス 14.9％，オランダ，ベルギーで
は 17.2％，フランス 20.6％で，その他は早晩婚姻す
るという．そしてデンマークの既婚男女 (25 歳以下 )
は 19.43％に過ぎず，バヴァリア 16.36％ (1870 ～
1879)，イギリス，ロシアは更に順調で 51.9％ (1872
～ 1878) あるいは 68.31％ (1867 ～ 1875) である．こ
れに反し 20 歳以下の既婚女性はスウェーデン 5.09％，
バヴァリア 5.4％，ザクセン 7.44％，英 35.16％，露
57.27％である．そして男性の婚姻年齢はイギリス 26
歳，フランス 28.48 歳．また女性はイギリス 24.07，
フランスは 25.3 歳であった．

要するにヨーロッパに於ける未婚者，独身者の数は，
19 世紀に入って著しく増加し，質実を以て世界に冠た
るイギリスですらこの風潮を免れていなかった．これ
を都会と地方で比べてみると，地方住民の多くは概し
て早婚で独身者少ないのに反して，都会人ではその反
対の現象が顕著である．

売買婚一夫一婦制と独身

思うに，現代の文明には憂うべき暗い影が潜んでい
る．試みに一夫一婦制をみても，表面的には非常に整っ
ているが，裏面では必ずしもそうとは限らない．一夫
多婦の社会では，女性が婚期を逸することがほとんど
無いのに対して，一夫一婦制では男女共によい配偶者
を得ることが難しいことが多い．特に男 100 に対し
女 103 ～ 104 の比を有するヨーロッパ諸国では，勢い
100 人中 3, 4 名のオールドミスを出さざるを得ない．
さらに独身者が出る第一の原因は生活難にある．文明
が進み人智が開けるにつれて，生活難の風潮は年々大
きくなっている．そしてこれと反比例して，結婚数は
年々減少している．結婚率は各人の希望，困難，戦争，
恐慌等の諸原因によって鋭敏に上下する晴雨計のよう
なものであることは，統計学者がひとしく説くところ
である．いわゆる文明の恩恵に未だあずかっていない
ヨーロッパ以外の諸国民を見ると，彼らの間には結婚
を苦痛とし，家庭を人生の足枷と考えるものはない．
彼らにとって，妻は決して夫の負担を重くするもので
はなく，かえってこれを助けて家計を容易にし，夫を

文明国と独棲の風

翻って欧洲文明諸国につき其婚姻統計を見るに，甚だ
寒心に堪えざる傾向を示すものあるを認む．一八七五
年中十五歳以上の男女中，其自ら欲すると否とを論ぜ
ず，未婚なるもの実に全数の三分の一強なるを認む．
露国は暫く不問に措き，ハンガリィの未婚者は全国民
の二五・五七％を占め，自

ベ ル ギ ー

耳義四四・九三％を占む．
而して其内の大部は終身未婚に終るは明らかにして，
十九世紀の中葉，ワッペウス氏の統計によれば斯る者
はザクセン一四・六％，瑞

ス イ ス

西一四．九％，和
オランダ

蘭，自
ベ ル ギ ー

耳義
にては一七・二％，仏

フ ラ ン ス

蘭西二〇・六％ にして，其他は
早晩婚姻するものゝ如しと．而してデムマルクにて已
婚の男女(二十五歳以下)，一九・四三％に過ぎず．バヴァ
リア一六・三六％ ( 一八七〇－一八七九 )，英露は更に
順調にして五一・九％ ( 一八七二－一八七八 ) 若くは
六八・三一％ ( 一八六七－一八七五 ) を示す．之に反
し廿歳以下の已婚女子はスウェデン五・〇九％，バヴァ
リア五・四％，ザクセン七・四四％，英三五・一六％，
露五七・二七％，而して男子の婚姻年齢は英国二十六歳，
仏国二十八歳四八．又女子は英の二十四歳〇七に対し
仏は二十五歳三示せり．

之を要するに欧洲に於ける未婚者独棲者の数は，第
十九世紀に入るに及んで著しく増加し来り，質実を以
て世界に冠たる英国民すら此風潮を免るゝ能わざりき．
而して之を都

と ひ

鄙に就いて見るに，地方民の多くは概し
て早婚にして独棲するもの少なきに反し，都会人士中
には其反対の現象を見る事顕著なり．

売買婚一夫一婦制と独身

意
おも

うに現代の文明には憂うべき暗影の潜むものあり．
試みに一夫一婦の制度を見るも，其表面は甚だ端麗な
るも裡面に於ては未だ必しも然らざるもの無きを保せ
ず．夫の一夫多婦の社会に於ては女子にして婚期を徒
過するもの絶無なるに反し，是にありては男女共に好
配を得るに難き事多く，特に男百に対し女百三－百四
の比を有する欧洲諸国の如きは勢い百人中三四名の老
嬢 ( オールドミス ) を出さざる能わず．而も独棲者を
出す第一の原因は生活難にあらん．文華進み人智啓

ひら

く
るに従って生活難の風潮は年々其勢を逞

たくまし

うするを見る． 
而して之れと反比例して歳

さいさい

々萎
い び

靡として振わざるは婚
姻数にして，結婚率は社会各人の希望，困難，戦争，
恐慌等の諸原因によりて鋭敏に昇降する晴雨計たるは
統計学者の齊

ひと

しく説く処也．未だ所調文明の香に酔わ
ざる欧洲以外の諸国民を見るに彼等の間には結婚を以
て苦痛とし家庭を観て人生の桎

しっこく

梏とするものは未だ之
あらざるなり．彼等の間にあっては妻は決して夫の負
担を重からしめず，否反って彼を助けて家計の安楽を
増し，夫を救い子も亦我等の社会に見る如く学資の為
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救い，子もまた我々の社会のように学資の為めに親の
資産を浪費せず，寧ろ収入の助けとなる．試みにマレー
群島の土人を見よ．彼らの妻が勤勉なる夫を助けて，
家計の安逸を図る様子は，到底文明社会の妻というも
のの想像を超えたもので，このために東洋諸国では男
女共に早婚を欲する．北米インディアンのある部落で
は，子供を家の財産と見なすものすらあるのはこの理
由によるものである．

上述の現象はある程度までは，ヨーロッパの農民の中
にも認められる．農民の妻は耕作し，家畜を守り，織物，
裁縫をし，更に漁業にも従事し，家族の為めに食物の
調理もしなくてはならない．これは都会人が夢想もし
ないところである．ロシアの農民が著しく早婚な理由
は，結婚によって家庭に新たな労働者を加えようとす
る意図によるものに外ならない．

欧州諸国と独棲の増加ならびにその原因

また都会に於ては最も貧しいものは，独身者ではない．
彼らはいわゆる紳士の相応の収入を得て十分に家族を
養えるが，紳士ともなると地位相応の生活を営まなく
てはならず，妻に持参金がない場合はわずかな援助も
助力を与えざる得られず，地位相当の費用を必要とし
て絶大なる負担とならざるを得ない．ヴァリー教授は，
スウェーデンの貴族並に上流社会の婚姻率を挙げて，
彼等の間では国内平均男 34％，女 32％に対して，僅
かに男 32％，女 26％に過ぎないことを示した．多く
の説明は不要であろう．文明と奢侈，浪費と生活難と
は特にいわゆる上流において著しく顕著な事実である．
しかし，これによって最も痛切に悲惨を味うのは，虚
栄に憧れ，華美に走り，無能でありながら，ただひた
すら安逸な暮らしを希う女性である．

更に婚期が遅れる傾向について少しく論ずると，文明
が進むに従って物質的な能力で生活する者より理智的
な能力で生活する者の数が増加して来る．理智的な職
業は，その修業年限が非常に長く，かつ大工左官のよ
うな就職して初めから終わりまで賃金があまり変わら
ない職業では比較的早く結婚できるが，学問で生活す
る者はそうは行かない理由がある．加えて，列国の対
立がいよいよ烈しく日々軍備の拡張が追いつかない現
在では，最も結婚を希望する成人年齢に多いが，結婚
厳禁の軍隊生活を強いられることから，婚期は益々遅
れざるを得ない．勿論これらの原因が直接に影響する
のは男性であるが，いやしくも結婚は男女両性の関係
である以上，女性も同じようにその影響を被らざるを
得ない．従って，恋愛は早く成立しても，現実に家庭
を作るのは数年後にならざるを得ない．

ある意味に於て，文明の程度と女性の婚期の遅速は比

めに親の資産を蕩
とうじん

盡する事なく，寧ろ収入の幾分をな
すを見る．試みにマレー群島の土人を見よ．彼等の妻
の勤勉なる夫を助けて，家計の安

あんいつ

佚を図るは到底文明
社会の妻なるものゝ想像以上にあり，此故に東洋諸国
にては男女共に早婚を欲し，北米印度人中の或部落に
ては，小児を以て家産と看るものすら之あるなり．

如上の現象の或程度までは，尚欧洲農民中にも発見す
る事を得可し．農民の妻は耕作し家畜を守り，績ぎ織
り且つ裁縫し，更に漁業にも従事す可く，家族の為め
に食物の調理をも担当す可し．之れ都会人士の夢想だ
もせざる処にして，露国農民が著しく早婚なる理由は，
結婚によりて家庭に新たなる有力分子を加えんとする
意に出ずるに他ならざるなり．

欧州諸国と独棲の増加並に其原因

又都会に於ても最貧なるものは敢て独身者に非ず．彼
等は所謂紳士の幾分の収入を以てして優に家族を養い
得るも，紳士なるものに至っては己れが地位相応の家
計を営まざる可らざるに，妻に嫁

か し

資なき時は秋豪の末
も助力を与えざるに反し，同じく地位相当の費用を要
求する絶大なる重荷とならざるを得ず．ヴァリー教授
は瑞

スウェーデン

典貴族並に上流社会の婚姻率を挙げて，彼等の間
に行わるゝ割合は国内平均数男三四％女三二％に対し
て僅かに男三二％女二六％ に過ぎざるを示せり．多く
説くを要せざる可し．文明と奢侈，浪費と生活難とは
殊に所謂上流に於て著しく暴露せられたる事実也．而
して之れによりて最も痛切に悲惨を味う可きは虚栄に
憧憬し，浮華に走り無能無術にして只

ひたすら

管安
あんいつ

佚を希う女
性にありとす．

更に婚期に晩
おく

るゝ傾向につきて少しく論ぜんに，文明
の進むに従って物質的勢力によりて生活する者より理
智的勢力を以て生活する者の数増加し来り．理智的の
職業は其修業年限甚だ短かゝらず，且つ大工左官の如
く就職の終始ともに労銀多く変化なきものにありては
比較的早婚なるを得れど学術的方面にて生活する者は
斯の如くなる能わざる理由あり．加うるに列国対峙の
勢 愈

いよいよ

猛烈にして軍備の拡張に日も尚足らざる現代に
於ては，最も結婚を欲望する壮

そうてい

丁の多数が之れを厳禁
する軍隊生活に編入せらるゝを以て婚期は益々遅延せ
ざるを得ず．勿論之等の原因は直接に影響する処は男
子にありと雖

いえど

も，苟
いやしく

も結婚にして男女両性の関係なる
以上女子も亦齊

ひとし

しく其影響を被らざるを得ざらん．故
に恋愛は疾

はや

く成立するも其現実に家庭を形作るは数年
の後にあらざる可らざる也．

或意味に於て文明の程度と女子の婚期の遅速とは比例
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例すると言うことができるであろう．初期の野蛮な時
代にあっては，女性は単に肉欲を満足する手段に過ぎ
ず，また奴隷と変わるところがないと見られ，男性に
選択されて結婚するのも早かったが，人智が次第に向
上するにつれて，夫婦の関係は単に肉体上だけのもの
ではなくなり，積極的に精神的な結合を望むようにな
り，ここに男女ともに身心の発育が充分なことが望ま
れるようになったことは，必然の結果といえよう．

人類原始の時代を顧ると，当時の人類がもつ生活の快
楽は，ひとえに肉欲の満足，本能の発露に過ぎなかった．
しかし今や教化が行われ，人智が開け，発見発明が続々
と行われ，海に陸に商業交通が大いに発達し，富力が
大きく増加するに伴って人類は欲望の対象を随所に発
見するようになった．家庭は従来のように人間生活の
全てではなくなった． 快楽を好きな所に求められる
生活では，あえて家庭を前提としなくても充分にこれ
を営むことができる．ここに於て，男女の間に家庭の
権威は著しく失墜し，かつ人生の快楽はかえって独身
の方が享受できることが多くなった．さらに智力の発
達と共に人類に大きな変化を与えたものは，性欲の減
退である．理智と情欲は反比例して発達してくる．あ
る学者の説くように，蟻はあのような智力を有する結
果，ついに働き蟻のように全く性欲を欠くものを生じ
たとする説は，現在なお賛同し難いとは言え，愚鈍な
動物に限って性欲が盛んであることは明らかな事実で
あり，驢

ロバ

，熊等の動物とその性欲が発生する状態を見
れば，その激しさは想像を超えるものがある．まして
や前章で論じたように，人類も次第に特定の生殖期を
失い，常に性欲をもつようになった分だけ性欲の程度
は弱くなったのであろう．一方には思慮が働くように
なり，性欲を抑制する力も次第に強くなってくる．こ
うして婚期は次第にならざるを得なくなる．

さらに一言加えるべきことは，人類間に学術が発達す
るに従い，高尚な思想と高遠な理想が生まれ，男女を
問わずこの思想，理想に従って配遇者を求めようとす
る．しかし互に思想が高いためにこれを満足する相手
を発見できず，言い換えれば理想を実現できない．か
つこのような思想，理想の下では，単に肉欲を目的と
する結婚を避ける傾向が生まれ，周囲の情況とも相俟っ
てますます晩婚の風潮が生み出されるに至った．

文明は，この風潮をどのように見るのだろうか．この
時代精神としては，どのような変化をもたらし，新し
い時代を築くべきなのだろうか．これは我々があえて
予測するのをためらうところで，主に現在では先を見
通すことのできない経済状況の変化によって決まるも
のだろう．

をなすと云うを得んか．草茫なる野蛮時代にあっては
女子は単に肉欲を満足する具に過ぎず，又奴隷と選ぶ
処なしと観らるゝを以て其男子に選択され婚姻をなす
も斯る早き年代にありと雖

いえど

も，人智漸く向上するに伴
うて夫婦の関係は単に肉体上にのみ止まる事なく選ん
で精神的の結合を要望するに到り，茲に男女互に身心
の発育充分なるを希望するに到るは蓋し必然の結果と
云う可きか．

翻って人類原始の時代を顧るに，其当時に於て人類の
有したる生活の快楽は一に肉欲の満足，本能の発揮に
過ぎざりき．然るに今や教化行われ人文啓け，発見発
明陸続として現われ，海に陸に商業交通激甚なるを来
し，富力頓

と

みに増加するに伴うて人類は欲望の対象を
随所に発見するに到り，家庭は到底従来の如く人間生
活の全部たる能わずなりぬ． 快楽は好む所に之れを求
め得可く生活は敢て家庭を前提とせざるも尚充分に営
む事を得可し．茲に於てか男女の間に家庭の権威は著
しく失墜するを見，且つ人生の快楽は反って独棲に依
りて之を享受する事多からざるなきを発見せしめたり．
如
のみならず

之 智力の発達と共に人類に大なる変化を与えたるも
のは性欲の減退なりき．理智と情欲は反比例して発達
し来る．域学者の説く如く蟻は彼の如き智力を有する
結果終に労蟻の如き全然性欲を欠如せる者を生じたり
とするは，今日尚賛同の意を表わし難しと雖

いえど

も，愚鈍
なる動物に限りて情態欲汪

さか

んなるは蔽う可らざる事実
にして，驢

ロバ

，熊等の動物と其性欲発動の情態とを見ば
思い中ばに過ぐるものある可じ．況や前章に論ぜし如
く人類も漸く特定の生殖期を失い，四時情欲を有する
に及んでは，其不断なる丈け其程度は下降せしなる可
く，一方には思慮の出ざるありて制欲の力次第に強か
らんとするをや．婚期は漸く晩

おそ

からざるを得ず．

尚一言す可きものは人類間に学術発達するに従い，高
尚なる思想と高遠なる理想を生じ，男女を問う事なく
齊
ひと

しく此思想に基き此理想に従うて其配遇を求めんと
企つ．而も互に其思想の高尚なる為め己れを満足する
の相手を発見せず換言すれば他の理想を実現せしむる
に適せず．且つ此思想或は理想の下に単に肉欲を目的
とする結婚を 擯

ひんせき

斥する傾向を生み，周囲の情況と相
俟って 愈

いよいよ

々晩婚の風，独棲の風を 馴
じゅんち

致するに到れる
なり．

文明は果して奈
い か

何に此風潮を見るか．此時代精神は如
何なる変化を齎

もた

らして新時代を形成す可きか．之れ吾
人の敢て予見するを憚る所にして主として今日に於て
逆
げ き と

睹す可らざる経済事情の進転に依りて決せらる可き
処ならん．
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情交と不純潔の感情

最後に注目すべきは，結婚と不浄，罪悪等の観念が結
合して人類の意識の上にあることである．マンダ・コー
ルの土人は，罪を犯すかという問に答えて，彼らは罪
を犯さずしていかに子を生むのかと答えている．ニュー
ヘブライドのエファート土人は，男女の関係は罪悪と
は言わないまでも，少くとも公然とするものではない
と見做し，タヒチの蛮人には，人は死ぬ前の数ヶ月間
女に触れなければ，必ず天国に往生できるという信仰
がある．カリフォルニアのカロク人は，猟に出る前 3
日以内に女性と接すると必ず不猟になるという迷信を
持っている．またブラジル，ニューギニア，オースト
ラリア，コーカサス地方の諸土人中には，男女結婚後
はある期間互いに触れない風習がある．古代アーリア
人種にもこれと同様の風俗がある．また古代メキシコ
のマサラーグ人は，新郎も結婚後 15 日にわたって絶
食し，かつ新帰に接しない清浄な生活を行う．グリー
ンランドのエスキモーの間には，結婚後 1 年内に子を
設けると，犬のようだと指さして笑われ，フィジー族
は極めて密かに妻と寝室を共にするという．婬猥な風
習で正視する忍びざる彼ら蛮人の間でも，男女関係は
なおこのような感情を以て見られている例は枚挙にい
とまがない．

宗教的独棲

宗教の信徒が独身で生涯を終わる事は，明らかに男
女の肉交を不浄な罪悪と見做すからである．マーケッ
サ土人で僧になろうとする者は，数年間を独身でいな
ければならない．モスキットー，パダゴニア，古代メ
キシコ人もみな同様である．太陽に捧げるとして一生
を不犯に送るペルーの少女は，その清浄無垢の生き方
に非常な尊敬を受ける．他の拝火教の僧も総て同じで
ある．仏教の説くところは，色欲と無智を人生の最も
大きな罪悪とし，この二者と清浄，神聖とは両立しな
いものと見る．僧の女戒は最も慎むべき事のひとつで，
これ犯せば天罰が下るとする．チベットのラマ僧は，
婚姻を公けに認めているが，彼らの中でも尊敬される
者はすべて総て女を近づけない者に限られる．また尼
僧はすべて一生を不犯に送る．インド人は独身を尊ば
ないが，ヘブライ人の快楽は悪，制欲は善とする思想
はユダヤ教より寧ろキリスト教の精神となって伝わり，
夫婦関係は決して清浄なるものとは見られない．結婚
を説いて信徒に勧めた使徒パウロも，女を結婚させる
ことは良い，しかし生涯清純なままにしておく親はさ
らに良いと言っている．キリスト教の精神において結
婚を勧めるのは，寡婦がその情欲を抑えられず地獄で
業火に焼かれるよりは，結婚してその罪を免れる方が
良いというところにあるようである．しかし，初期の

情交と不純潔の感情

最後に注目す可きは，結婚と不浄，罪悪等の観念が
結合して人類の意識の上に存する事也．マンダ，コー
ルの土人は尤も罪を犯すやの問に答えて，彼等は罪を
犯さずして奈

い か

何ぞ子を生まんと答えし如き，ニューヘ
ブライドのエファート土人は男女の関係は縦

た と え

令罪悪に
非ざる迄も少くとも公然ならざるものと観じ，タヒチ
の蛮人間には人若し死する前数ケ月間女に触るゝ事な
くんば，必ず天国に往生せんと云うが如き信仰あり．
カリフォルニアのカロク人は出猟前三日内に女子と接
する時は必ず不猟なりとの迷信を抱く．又ブラジル，
ニューギニア，濠洲，コーカサス地方の諸土人中には
男女婚姻後或時期間相触るゝ事なき風習あり．古代ア
リアン人種にも之れと同様の風俗あり．又古代メキシ
コのマサラーグ人は新郎も婚後十五日に亘って絶食し，
且つ新帰に接せずして清浄な生活をなせり．グリ― ン
ランドのエスキモー間には婚後一年内に子を設くる時
は犬の如しと指笑せられ，フィジー人は極めて私

ひそ

かに
妻と同衾すと．婬猥風をなして正視するに忍びざる彼
等蛮人の間にありても男女の関係は尚斯くの如き感情
を以て見らるゝ例枚挙に遑

いとま

あらず．

宗教的独棲

宗教の信徒が独棲して身を終わる事は明らかに男女
の肉交を以て不浄罪悪と観じたれば也．マーケッサ土
人にして僧たらんものは其数年間を独棲にて送らざる
可らず．モスキットー，パダゴニア，古代メキシコ人
皆然り．太陽に捧げたりとして一生を不犯に送るペ
ルーの少女は其清浄無垢の路に於て非常なる尊敬を受
け，他の拝火教教徒の僧総て同じ．仏教の説く処は色
欲と無智を以て人生の最罪悪となし此二者と清浄神聖
とは終に両立せざる者と見る．僧の女戒は最も慎む可
き行事の一にして，之を犯せば冥

みょうばつ

罰立
りっしょ

処に到らんとす．
西
チベット

蔵の喇
ラ マ

嘛僧は婚姻を公許するも，彼等の内尊信せら
るゝは総て女を近

ちかづ

けざるものに限り旦つ尼は総て一生
を不犯に送る．只印度の人民は独身を尊ぶ事なきも，
ヘブリュー人の快楽は悪，制欲は善とする思想は猶

ユ ダ ヤ

太
教よりは寧ろ多く耶蘇教の精神となりて伝わり，夫婦
関係は決して清浄なるものと見られざりき．即ち婚姻
を説きて信徒に勧めたる使徒ポーロすらも，女を婚せ
しむるは可なり，然れども之れを終生清浄に置く親は
更に可なりと云う．耶蘇教の精神にて婚姻を勧めたる
は寡婦にして其欲を制し得ず遂に業火に焼かるゝの堕
落界に陥らんよりは，尚婚姻して其罪を免るゝに若か
ずと云うにある如し．而も其初期に於て厳格に教徒の
独身を要求せしに非ず．彼の十二の使徒の如き独身者
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段階では，厳格に教徒の独身が求められていたわけで
はない．かの十二使徒のように独身者は殆んどいなかっ
た．そして禁欲を徳とする思想は，次第に熱心な教徒
に独身を説くようになり，遂に法王グレゴリー 7 世に
至って公然と僧の独身を命ずるに至ったに過ぎない．

情欲を恥じて之を秘密にしようとする感情は何に基くか

このような感情が発生した原因については，後章で詳
しく論ずるが，要するに一方に有力なる宗教上の観念
があり，他方には本能はありながら，異性間の恋愛と
は無縁な家庭に成長した者が，それまで経験してきた
ものと大きく異なる恋愛の感情を抱く時，直ちに一種
の羞恥を感じ，かつその実行は不純なものと感じると
いうことであり，これは誰しも経験によって知ること
ができる点であろう．

は殆んど之なかりき，而して禁欲を以て徳となす思想
は漸く熱心なる教徒に独棲を教え，遂に法王グレゴリー
七世に到って公然僧徒の独身を命ずるに到れるのみ．

情欲を恥じて之を秘密にせんと努むる感情に何に基くか

斯かる感情の発生したる原因につきては，後章に詳
論す可きも要するに一方に有力なる宗教上の観念あり，
他方には本能と連絡を有し，異性間の愛とは交渉する
事なき家庭に成長する者が，従来見聞し来りしものと
甚だ趣を異にする恋愛の感情を抱く時は直ちに一種の
羞恥を生じ且つ其実行は不純のものと感ぜらるゝもの
たるは，何人も経験によりて知り得可き点ならん．
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第八章　男性と求愛

男性は常に主動的也

ザックス教授の研究に依れば，一花中雌雄両蕊
しべ

の隔離
せるものにありては其働きを及ぼすものは常に雄蕊

しべ

な
りと．同様の事態は下等動物に於ても亦認むる事を得
可し．之等の雄性は凡て自ら雌性を求めて活動するも
のにして互に遊離するものにありても亦同じ．ダーウィ
ンは何故に雄性が働的 ( アクチーブ ) かの疑問に説明
を試み，只産卵せられ其以上は保護も営養も要せざる
受胎作用前の蛋白と雖

いえど

も，之を運ぶに当りては少なか
らず困難なるを以て男性は勢い自ら進んで之れに近寄
らざる可らずと．而して奈

い か

何の理由の下に雄性に此慣
行を馴

じゅんち

致せしかは遂に不明とせりき．意
おも

うに求むるも
のは，其求めらるゝものに比して更に一層の危険を冒
さゞる可らず．而して生物界に見るに其雌性をして此
危険に当らしむるは種族保存上甚だ不得策にして多数
存在し且つ其少数を失うも生殖には差支えなき雄性を
以て此職を執らしむるを便とす．且つ情欲汪盛なるも
のは常に熱心に雌を求め，従つて其子孫が其性質を遺
伝して遂に雄性の自動的態度を致したるには非ざるか．
之れ自然淘汰の一方面にして兼ねて生存競争，生存制
限の一面なり．

代人求愛

人類に到っても此原則は同じく行わる．只ニューメキ
ショのモーキス土人は女の父が婿を選んで其両親に婚
を申込みパラゲーの女は自ら進んで男子を求め，ガロ
スにては求婚は女子の特権にして且つ義務なりとし之
を犯す者は厳罰に処せられ，男子の求婚が対手の女子
より洩るゝ時は其男子の母 ( マハリ ) は豚の血と酒と
を饗応せざれば拭う能わざる大恥辱となる．バチェラー
氏の言によればアイヌの求婚は同じく女子よりし，其
他ポリネシア．カフィア等亦同じと云うが如き極めて
少数なる例外と，男女の親が婚姻を結ぶ如き稀れなる
風俗とを除けば，総て愛を求めんが為めに進むものは
男性なり．

下等動物に於ける雌の占有に基く闘争

求愛の態様は動物一般に相似たり．交尾期に際する
や平素最も怯

きょうだ

惰なるものも尚且競争者と死闘を辞せず．
女性は只其優者の来り選ぶを待つのみ．昆虫の或種並
に脊椎動物の一般は即ち之れなり．即ちヘッケル氏の
言の如く，斯くの如くして生存競争行われ，生存の制
限が実施せらるゝならん．

人類にありては奈
い か ん

何

原人に此行為ありし事は現存する野蛮民に此事あるを

男性は常に主動的である

ザックス教授の研究に依れば，一つの花の中に雌
め し べ

蕊，
雄
お し べ

蕊が分かれているものでは，働きを及ぼすものは常
に雄

お し べ

蕊であるという．同様の事は下等動物でも認めら
れる．これらの雄性は，すべて凡て自ら雌性を求めて
活動するもので，互に離れていてもまた同じである．
ダーウィンはなぜ雄性が積極的かという疑問に説明を
試み，産卵されてそれ以上は保護も栄養も必要ない受
精前の蛋白であっても，これを運ぶには少なからず困
難があるため，男性は勢い自らすすんでこれに接近し
なければならないからであるとした．しかしどのよう
な理由で，雄がこの行動をとるようになったかは不明
とした．考えてみると，求めるものは求められるもの
に比べてより大きな危険を冒す必要があり，従って生
物界では雌にこの危険に当らせることは種族保存上甚
だ不得策であり，多数存在してその少数を失っても生
殖には差支えない雄を以てこの役割にあてることが便
宜である．かつ情欲が旺盛なるものは常に熱心に雌を
求め，従って子孫がその性質を遺伝するので，遂に雄
が積極的な態度を得たのではないだろうか．これは自
然淘汰のひとつであり，生存競争，生存制限の一面で
ある．

代人求愛

人類でもこの原則は同じである．ニューメキシコの
モーキス土人は女の父が婿を選んでその両親に結婚を
申込み，パラゲーの女は自ら進んで男性を求め，ガロ
スでは求婚は女性の特権であり且つ義務であり，これ
を犯す者は厳罰に処せられ，男性から求婚したことが
相手の女性から洩れた場合は，その男性の母 ( マハリ )
は豚の血と酒を饗応しないと拭えないような大恥辱と
なる．バチェラー氏の言によれば，アイヌの求婚は同
じく女性から行い，その他ポリネシア，カフィア等も
同じと云う．極めて少数の例外と，男女の親が結婚を
決めるような稀れな風俗とを除けば，総て愛を求めて
行動するのは男性である．

下等動物に於ける雌の占有に基く闘争

求愛の行動は動物一般に似ている．交尾期になると
平素は最も臆病な者も競争者との死闘を辞さない．女
性はただその勝者が来て選ぶのを待つだけである．あ
る種の昆虫，一般の脊椎動物はこのようなものである．
即ちヘッケル氏の言う通り，このように生存競争，生
存の制限が行われるのである．

人類の場合はどうか

原人にこのような行為があった事は，現存する野蛮民
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にこれがあることを見れば明らかに推測することがで
きる．例えば北米インディアンが相撲をしてその妻を
定めるのはその例で，敗者は女性が特に愛するか，あ
るいは狩猟でもうまくなければ，その恋する女を手に
することができない．時に勝者が敗者の妻を奪う事も
あり．また互に長髪をつかんで闘い，一方が耐えられ
ずに号泣することにより妻を定めたり，あるいは弓矢
で決闘して少女の帰する所を定めるなど例もある．流
血闘争の原因は，女性の選択以外にはないという部落
すらある．南方スラヴ人の中には，ある祭日に少年が
相撲をして，勝者は美人を妻にできる予兆としてこれ
を喜ぶ風習がある．

オーストラリア土人間の争いは主にこの妻選びによる
もので，クィーンズランド土人は数人の候補者が争っ
て強い者がこれをとるので，少年は堪え忍びつつ自分
の力量を養わなければならなず，部落の剛勇の気風が
これによっておおいに鼓舞されるという．西部ヴィク
トリアの青年酋長は，妻がなく他の酋長の妻妾に意に
叶うものがある時は，決闘を挑んで勝てばその女を正
妻にできる．ニュージーランドの引合い ( プリングマッ
チ ) では，女を二人の競争者が互に引き合い，引き勝っ
たものがその夫となる．カムチャツカ土人は長い棍棒
を振って競争者が互にの背を撲り合い，ついに我慢で
きなくなったものは敗者として女を失う．古代ヒンズー
人は王女の為めに御前試合を奉納した．ギリシャ神話
に伝わるダナウスの女性と競馬 * など，すべて男性の
求愛の例である．中世アイルランドの風俗，サモア，
キングスミル土人など，いちいち列挙するのは煩雑に
堪えないところである．
* 校 注： ダ ナ ウ ス (Danaus) の 神 話 に 競 馬 は 登 場 し な い． 王 女 
Hippodameia をめぐって父王 Oenomaus と戦車競争を行った Pelops
の物語の誤か．

恋愛の情

しかし，男性の求愛は常にこのような闘争的行為に
よってのみ行われるものではない．ダーウィンの言う
ように，一般動物界ではその容色，声，立ち居ふるま
いなどによることが多いように，原人の間でも平和的
な求愛の手段が多くあったと考えざるを得ない．

男性を占有する為の女性の闘争

女性と嬌姿

また女性は一般に受動的で，男性が来て求めるのを
待つものであるが，これを以て女性に選択の自由が全
くないするは誤りである．彼らも愛情を注ぐものを有
し，意に沿わない者もあるのは当然で，時に主体的な
行為もないわけではない．北米ジェームス湾地方の土
人の女は，男のために猛烈な闘争を行い，カリフォル

見ば明らかに推測するを得可し．例えば北米印度人が
角
す も う

力して其妻を定むる如き，敗者は女子の愛する処か
又は狩猟に巧ならざれば終に其恋する女を得ず．時に
勝者は敗者の妻を奪う事あり．又互に長髪を捉え悪闘
し一方が耐えずして号泣するによりて其妻を定め或は
弓矢を以て決闘して其結果にようて少女の帰する所を
定むる等，或は流血争闘の原因は必ず女子の選択に限
る如き部落すら之あり．南方スラヴ人中には或祭日に
少年力を角し勝者は美人を妻とするを得る前徴として
喜ぶ風あり．

濠洲土人間の争は主として此妻定めに基き，クィーン
ズランド土人は数人の候補者相争いて強者之をとるを
以て少年は隠忍して自己の力倆を養わざる可らず．部
落の剛勇の気之れによりて鼓舞せらるゝ事少々に非ず
と云う．西部ヴィクトリアの青年酋長にして未だ妻な
く他の酋長の妻妾中意に叶うものある時は之れに決闘
を挑み，勝てば其女は彼の正妻たるを得．ニュージー
ランドの引合い ( プリングマッチ ) は情人を二人の競争
者互に相牽き，遂に引き勝ちしもの其夫となる．カム
チャツカ土人の長棍を振って競争者互に背を撲り合い，
終に忍び得ざるものは敗者として其情人を失い，古代
ヒンズー人が王女の為めに御前試合を奉げたる．希

ギリシャ

臘
神話に伝うるダナウスの女子と競馬挙行の如き，総て
此男性求愛の例証となす可く．中世アイルランドの風
俗サモア，キングスミル土人の如き一々列挙するの煩
に堪えざらんとす．

恋愛の情

然れども男性の求愛は常に如上の闘争的行為によりて
のみ行わるゝものに非ず．ダーウィンの云う如く時に
或は，其容色，音声，挙

き ょ そ

措等によりて是をなすもの一
般動物界に多き如く，原人間に於ても平和的求愛の手
段多々之ありしを思わざる可らず．

男性を占有せん為めの女性の闘争

女性と嬌姿

又女性は一般に受動的にして常に男子の来り求むる
を待つ如きも，之れを以て女性に選択の自由寸毫も之
なしとするは過れり．蓋し彼等と雖

いえど

も愛情を注ぐもの
を有し，特に意に合わざる者あるは当然にして，時に
或は彼等の内にありて寧ろ主動的に出ずる行為なきに
非ず．北米ジェームス湾地方の土人の女は男の為めに
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ニアのウィンタン土人は酋長以外の男性が第二妻を家
に迎える時は，第一，第二の妻の間に一方が家を逃げ
すまで激烈な闘いがある．オーストラリア土人の妻は，
夫を争って長い棍棒で血まみれになるまで打ち合うこ
とも辞さない．キングスミルの土人の女は，同様の目
的で小刀を携えるなど猛勇の者もないわけではないが，
一般にはその容姿と愛情によって男性を迎えるのが常
で，その選択は単に諸否いずれかを簡単に決めるのが
通例である．

我々は更に章を改めて，男性の求愛の手段を見，かつ
どの程度まで女性は男性の選択に従わざなければなら
ないかを論じたい．

猛烈なる争闘を惹起し，カリフォルニアのウィンタン
土人は酋長以外の男子が第二妻を家に迎うる時は第一
第二の妻間に一方が家を逃れ去る迄激烈なる力争あり．
濠淵土人の妻は夫を争うて長棍を以て相打ち互に流血
淋
り ん り

漓たるを辞せず．キングスミルの土人の女は同様の
目的を以て小刀を携うる等梟

きゅうゆう

勇なるものなきに非ずと
雖
いえど

も，一般には其容姿と愛情とを以て男子を迎うるを
常とし，其選択は只諸否の二中，何れかを以て簡単に
決するを通例とせり．

吾人は更に章を改めて男性求愛の手段を見，且つ如何
なる程度まで女性は男性の選択に従わざる可らざるか
を論ぜんと欲す．
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第九章　誘情の手段

野蛮人の扮粧

粉粧の風は人類原始の時代にも尚之ありし如し．巨象
( マムモス ) 馴

トナカイ

鹿と雑居せし上古の民も其遺跡たる岩窟
を観察する時は彼等の間にも装飾の行われしを知る可
く，今日最下等の人類として知らるゝセイロンのヴエ
ダーの女子も真鍮の首飾や貝殻より成る耳飾を有し，
裸体にして平然たるフィジアンも尚且粉粧の手段を知
る．クックの言に依れば食物の多少は毫も顧慮せざる
タスマニア土人も修飾の資料を求むるに就きては異常
なる熱心を示すと．清潔や調和や其他苟

いやし

くも高尚なる
理論なく，只彼等は粉粧に専心なるものにして生活資
料よりも尚熱心に之等の注意を払うを見れば，粉粧は
蓋し人類最古の風ならん乎．

スペンサー曰く文明人の虚飾は甚し，而も野蛮人の
それに到っては更に甚だしき者ありと．サンタル土人
の盛装は二個の踝飾，十二の腕輪一封

ポ ン ド

度の首飾等合計
三十四封

ポ ン ド

度の重量あるものを用い，東部中央阿
ア フ リ カ

弗利加
の土人の女は唇頭に輪を欺

はま

し其大を以て互に誇り，シュ
リーの女子は下唇に穴を穿って之れに三四寸の水晶捧
を貫き口を開けば即ち輝々然として左右に動くを以て
相喜ぶ．或は耳朶を長大にし或は此反対ならしめて以
て装飾となす者あり．就

なかんずく

中南米ボトキュドー東阿ワティ
ダの土人は最も甚だしきものにして其長大なる耳朶は
遂に肩に垂るゝもの，或は両端を後頭部にて結ぶもの
すらありと云う．

歯牙も亦野人の注意して一種の装飾となす処のものな
り．マレー人種は之れを黒色に塗り白歯は犬の如しと
して嫌厭せらる．又之れを磨いて一種の形を作り以て
装飾とする風あり．濠洲土人中には上顎の前歯三個を
抜き去るを一種の粉粧とするものありと聞く．更に頭
髪は蛮人の最も細心なる工夫を用うる処にして或は束
ねて恰も巨大なる角の如くするものあり．或は染め或
は剃り，之れを結ぶにも非常なる苦心をなし，タオー
土人の如きは一尺二寸乃至一尺八寸程の髪を五六百の
小塊に結び，或北米の一二の土人は之を尾の如く垂るヽ
あり．又鹿毛より鬘

かつら

を作りて戴くものあり．ギアナ，フィ
ジアン，ユーオーブ等の土人は眉を総て抜き去るの風
あり．

刺撃色と彩色

更に野蛮人の好む所は必す明快なる色彩にして，緑色
の硝子玉を有する時は阿

ア フ リ カ

弗利加諸蛮民は思う儘に駆使
する得可しとは同地旅行に経験ある者の齊

ひと

しく口にす
る処，殊に赤色は彼等の最も貴しとする所にして顔面
を赤黒に塗りて得々然たるもの少なからず．ニュジー
ランド土人は其文身に青色を加うるを喜び，エクモン

野蛮人の化粧

化粧の風習は，人類の原始時代にもあったようであ
る．マンモスやトナカイと隣り合わせに暮らした大昔
の人類も，その遺跡の岩窟をみると彼等が装飾を行っ
たことがわかる．現在最下等の人類として知られるセ
イロンのヴェダー族の女性も，真鍮の首飾や貝殻の耳
飾を有し，裸体で平然と暮らすフィジー族も，化粧を
知っている．クックによると，食物の多少に無頓着な
タスマニアの土人も，装飾の材料を求めるに当たって
は異常な熱心さを示すという．清潔，調和，その他高
尚なる理論はなくとも，彼らが化粧に専心して，生活
物資よりもさらに熱心に注意を払うことを見ると，化
粧は人類最古の風習なのであろうか．

スペンサーは，文明人の虚飾は甚しいが，野蛮人の
それは更に甚だしいことがあるという．サンタル土人
の盛装は，2 個の足飾，12 個の腕輪，1 ポンドの首飾等，
合計 34 ポンドもの重量で，東部中央アフリカの土人
の女は，唇に輪をはめてその大きさ互に誇り，シュリー
の女性は下唇に穴をあけてこれに 3, 4 寸の水晶捧を貫
通させ， 口を開くと輝きを放って左右に動くことを喜
ぶ．あるいは耳朶を長大にしたり，その反対に小さく
してこれを装飾とする部族もある．特に南米ボトキュ
ドー，東アフリカのワティダの土人のものは最も甚だ
しく，長大な耳朶が肩にまで達する者，あるいはその
両端を後頭部で結ぶものまであるという．

歯も野蛮人が一種の装飾とするものである．マレー
人種は歯を黒く塗り，白い歯は犬のようとして嫌う．
歯を削って何かの形を作り，これを装飾とする風習も
ある．オーストラリア土人の中には，上顎の前歯 3 本
を抜いて装飾とするものもあるという．更に頭髪も蛮
人が細心な工夫をこらすところで，これを束ねてあた
かも巨大な角のようにしたり，染めたり，剃ったりす
る．髪を結うにも非常に苦心して，タオー土人は 1 尺
2 寸ないし 1 尺 8 寸程の髪を 500 から 600 の小な塊
に結ぶ．北米のいくつかの土人は，髪を尾のように垂
らす．また鹿の毛でかつらを作って被る者もある．ギ
アナ，フィジー，ユーオーブ等の土人は，眉をすべて
抜く風習がある．

刺撃色と彩色

野蛮人が好むのは，必ず明快な色彩で，アフリカの
諸蛮民は緑色の硝子玉を自在に駆使するとは，同地の
旅行経験者が口を揃えるところである．特に赤色は彼
らの最も貴いとする色で，顔面を赤黒に塗って誇るも
のは少なくない．ニュージーランド土人は，青色の刺
青を好む．エクモントの土人は白髪を喜ぶが，これは
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トの土人は白髪を喜ぶ．盖
けだ

し其体色との対照より出で
し趣味ならん．

ダーウィンの云える如く世界何れの民族と雖
いえど

も文身と
没交渉なるもの一も存在する事なけん．洋の東西を論
ぜず時の古今を別たず，凡そ一の民族一の部落にして
文身を知らずして生存するものはなからん．凡そ人体
の露出部にして此恐る可き美術の針頭を免れ得たる処
は只眼球あるのみ．古代アッシリア，ブリトン，トラ
レアン等の民族より，下は現代諸蛮民に到る迄総て滔

とうとう

々
として文身の流行を見たり．而して現時此風の旺盛な
るは未開の民を以て主とす．又文身に類似して瘢痕焼
痕を皮膚に印して装飾となすものあり．フィヂの女子
は腕又は背に焼痕を作りて得意とし，タナー人は胸腹
に木葉，魚形の奇怪なるものを印して粉粧の一となす
如き之れ也．

宗教的原始説

如上数種の粉粧も其出ずる処，要するに宗教的観念
にありとなすものあり．その証として歯を抜き去る濠
洲土人が問に応じてムラムラ大神の示指に基くと云い，
ペリュー土人が鼻隔に穴を貫くは大福を希う迷信に出
で，ニカラガ土人は祖先が神に告げられしとの口碑を
守って小児の頭を偏平ならしむるに力

つと

むるが如き事例
を挙げたり．

更にフラッツア氏は文身と家神崇拝 ( トテミズム ) と
の関係を論じ，土人は其家若くは部落が尊信する動物
の形を其身体に印して一は冥福を祈り他は戦時他部落
との混雑を避く．例えばオーマハのバッファロー族は
頭髪を二本の角の如く結い，同地の小鳥族 ( スモール
バードクラン ) 人は前額に少許の髪を残して之れを家
神たる鳥の嘴とし左右耳上又髪を置いて両翼となし，
更に後頭に髪を残して之れを尾と見る．亀部落 ( ター
トルクラン ) の小児は頭髪を六処に残して之れを家神
たる亀の頭足尾に比す等の諸例を示せり．

然れども各種の粉粧的行為は必ずや一原因に基いて発
生したる可きを思惟する吾人には此トテミズムの論を
以て敢て有力なるものと見る事を得ず．況んや唇端に
水晶棒を差し，耳朶を肥大ならしむる等は到底此論を
以て説明す可らざるをや．其他スペンサーの祖神崇拝
より文身生ずとする説，コルコーン氏の戦場にて敵を
威嚇する為とする説，及び富力並に地位の表徴とする
説等あれど何れも一面の説にして未だ以て大体を説明
するに適せずと思わざるを得ず．

体の色との対照を考えた趣向であろう． 

ダーウィンの言うとおり，世界中いずれの民族も，刺
青と無関係なものはひとつもない．洋の東西，古今を
問わず，刺青を知らない民族，部落はない．人体の露
出部でこの恐るべき美術の針を免れているのは眼球だ
けである．古代アッシリア，ブリトン，トラレアン等
の民族を初めとして，現代諸蛮民に到る迄，総ての民
族に刺青の流行が見られる．しかし，現在ではこの風
習が盛んなのは主に未開民族である．また刺青に類似
するものとして，皮膚に焼き印を押して装飾とするも
のがある．フィジーの女性は，腕または背に焼き印を
押し，タナー人は胸腹に木葉，魚の形など奇怪なもの
を押して装飾のひとつとするのはこの例である． 

宗教的原始説

上述のようないくつかの化粧法は，いずれも宗教的観
念に由来すると言う者がある．その証拠として，歯を
抜くオーストラリア土人が，問いに答えてムラムラ大
神の神託に基くと答え，ペリュー土人が鼻中隔に穴を
あけるのは幸運を希う迷信により，ニカラグアの土人
は祖先が神託を受けたという言い伝えを守って小児の
頭を偏平にするなどの例が挙げられている．

更にフラッツア氏は，刺青と氏神崇拝 ( トテミズム )
との関係を論じ，土人はその家あるいは部落が信仰す
る動物の形をその身体に刻んで，ひとつにはその冥福
を祈り，また戦時に他の部落との混同を避けるという．
例えばオーマハのバッファロー族は，頭髪を 2 本の角
のように結い，同地の小鳥族 ( スモールバードクラン )
人は前額にわずかの髪を残してこれを氏神とする鳥の
嘴とし，左右の耳の上に髪を置いて鳥の翼とし，更に
後頭部に髪を残してこれを尾と見なす．亀部落 ( ター
トルクラン ) の小児は，頭髪を 6 ヶ所に残してこれを
氏神とする亀の頭，足，尾に見立てるなどの諸例を示
した．

しかし，各種の化粧行為は必ずひとつの原因に基いて
発生したと考える我々には，このトテミズムの論をあ
えて有力なるものと見る事はできない．ましてや，唇
に水晶棒をさしたり，耳朶を肥大させる等の行為は，
到底この理論で説明できない．その他スペンサーの祖
神崇拝から刺青が生じたとする説，コルコーン氏の戦
場で敵を威嚇する為とする説，及び財力，地位の表徴
とする説などがあるが，いずれも一面的で，全体を説
明できる説とは思えない．
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装飾は異性の眼を惹かんが為めに行わる

文身を行う目的が多様なるは言を待たず，ニューギ
ニアの一酋長は胸に 63 本の青線を書き之れを以て従
来殺し得たる人数を示す．又戦時に際して味方を見分
くる便宜となし，或は富力を示し敵を嚇す等の目的を
含む場合あるは吾人と雖

いえど

も敢て否認せず．而も之等は
寧ろ第二第三の目的のみ．其主たる目的は尚他にあり．
即ち異性の注目を惹き且つ之れが賞讃を博せんとする
なり．

何れの民族たるを問わず其最も粉粧に耽ける時代は
必ず春情発動期にあるは注目に値す．亜

ア メ リ カ

米利加エスキ
モー，阿

ア フ リ カ

弗利加のマナーツス或濠洲土人等が鼻隔に穴
を穿ち，ニューアンダルシア，ニューブリテンの土人
が歯を染め，濠洲土人の或者が歯を抜く等は総て此時
代に於て行わるゝ所也．之れ明らかに情欲と粉粧の関
係甚だ密接なるものあるを示す処にして，更に甚だし
きは南濠の土人は年若く見ゆる為に粉粧を施し，ラダ
マス王が改化主義を探り英国より帰国するや直ちに軍
人断髪令を発せしに，マダカスカルの女子は此無情な
る命令に反抗して一場の騒

そうじょう

擾を惹起したり．蓋し男子
の美観たる長髪を断たん事を惜むの余，此狂態をも演
出したるなりと云う．

スパルマン博士の探検に際し，雇傭したる二人のホッ
テントット人は女子に逢うの予期ある時は双頬並に前
額を煤を以て塗るを常とし，タスマニア人の移されし
フリンダー島に赭

しゃせき

石輸入の禁止あるや，土人は女子の
心を失わん事を虞れて暴動爆発せんとせり．ガラヨス
の少年は情人を選ぶ時は全身に彩色して長棍を携え数
日間情人の戸外に立って愛を乞う風あり．彩色と愛の
関係は実に斯くの如きものあるなり．

女子に就いて之れを見るも亦同様なり．一般未開人の
女が種々の粉粧を行うの時期は総じて月経開始の時に
定まる．阿

ア フ リ カ

弗利加赤道地方の土人の女は此時に於て陽
物崇拝の風に基き少女は顔を赤，黒若くは白色を以て
彩り，ブラジル人の一部落に於て，少女にして未だ情
人を得ざる時は其母之れが眼辺を紅に染むるを常とす
と云う．

文身と結髪

文身の風に到つても同様に男女婚期に到るや直ちに
行るゝものにしてダイアリの女は男の愛を惹かんが為
めにラオスの男子は女の愛を得んが為めに文身すと称
せられ，リュークノル土人は何故に文身するやと問わ
れて，猶卿

け い ら

等の衣服の如し．女の愛を引かんが為めの
みと答えたるは最も明白に這

しゃはん

般の消息を喝破したるも

装飾は異性の眼を惹く為めに行わる

刺青を行う目的が多様であることは言を俟たない．
ニューギニアのある酋長は，胸に 63 本の青線を書き，
これでそれまでに殺し人数を示した．また戦時に際し
ては味方を見分ける便宜とし，あるいは財力を示して
敵を嚇す等の目的を含む場合もあることは，我々も敢
て否認しない．しかしこれらは，寧ろ副次的な目的で
ある．その主目的は他にある．即ち異性の注目を惹き，
その賞讃を得るためである．

民族を問わず，最も化粧に耽ける時代は必ず思春期で
あることは注目に値する．アメリカのエスキモー，ア
フリカのマナーツス，あるいはオーストラリア土人ら
が鼻中隔に穴をあけ，ニューアンダルシア，ニューブ
リテンの土人が歯を染め，オーストラリア土人のある
者が歯を抜く等は，総てこの時期に行われるものであ
る．これは明らかに情欲と化粧の関係が甚だ密接であ
ることを示すものである．更に甚だしい例は，南オー
ストラリアの土人は年が若く見えるように化粧を施す．
ラダマス王が改化主義を学んで英国から帰国して直ち
に軍人に断髪令を発したところ，マダカスカルの女性
はこの無情な命令に反抗して騒乱を起こした．男性の
美貌のもとである長髪を切ることを惜しんで，このよ
うな騒ぎを起こしたものだという．

スパルマン博士が探検に際して雇った 2 人のホッテ
ントット人は，女性に会うことが予想される時は，両
頬および前額に必ず煤を塗ったという．タスマニア人
が移住させられたフリンダー島では，赭

しゃせき

石の輸入が禁
止されると，土人は女性の心を失う事を恐れて暴動が
起こりそうになったという．ガラヨスの少年は，恋人
を選ぶ時は全身に彩色して長い棒を携え，数日間恋人
の戸外に立って求愛する風習がある．彩色と愛の関係
は，実にこのようなものがある．

女性についても同様である．一般に未開人の女が種々
の化粧を行うの時期は，総じて月経開始の時である．
アフリカ赤道地方の土人の女は，この時期になると男
根崇拝の風習に基づいて，顔を赤，黒，あるいは白に
塗る．ブラジル人のある部落では，少女にまだ恋人が
いない場合，母が眼の周囲を赤く塗るという．

刺青と結髪

刺青の風習も同様で，男女が婚期に到るとすぐに行
なうもので，ダイアリの女は男の好意を引くため，ラ
オスの男性は女の愛を得るがために刺青を施すと言わ
れる．リュークノル土人はなぜ刺青をするのか問われ
て，貴殿らの衣服のようなもので，女の愛を引くため
のみと答えたことは，明白に周辺の事情を喝破したも
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のといえる．又オーストラリア土人の刺青は，全く部
落と無関係で，単に化粧して女の愛を得るためである．
ニュージーランドの少年は，刺青を施すことで初めて
戦士の仲間入りをして，女性に接することができるよ
うになるので，刺青の時期を心待ちにする．サモア土
人の淫乱な行動は，刺青の風習との関係が少なくない．
タヒチの酋長が，刺青と淫行の広まりに困惑して遂に
刺青を禁じたように，男女の情と刺青とは他の化粧と
同様に密接な関係がある．タヒチの伝承は，この関係
を明白に表している．太古の男神ターロラ，女神アポー
バルにはヒナレレモノイというひとり娘があった．両
親は娘の純潔を保つために箱を作り，ここに入れて厳
しく監視した．娘には二人の兄弟があり，彼女の美し
さに引かれて手に入れようとしたが叶わず，悩みぬい
た末，遂に刺青をする方法を考え出し，全身に刺青を
施して箱の中の娘の前に現れた．娘はその美しさに打
たれて恍惚となり，自分も刺青をいれたいと願って両
親の監視を抜け出して兄弟のもとに走った．こうして
彼らは目的を達し，その子孫は繁栄した．つまり，タ
ヒチ人は刺青を施す時は，この兄弟を刺青の祖神とし
てこれに祈り，戦いの勝利，また多くの女性の愛が得
られることを願うのである．この荒唐無稽な伝承は，
二つの事を伝えている．ひとつは刺青と情慾の関係，
もうひとつは風俗と宗教の関係である．考えるに，ウ
ント教授の言うようにこのような習俗はいずれも宗教
に由来するように見える．しかし，実際には不充分な
研究ではそのように見えても，その関連性は第二段階
におけるもので，その初期にあっては，すべて人類の
祖先の習慣に由来しないものはない．人類はその未開
の時代には，神と祖先とを同一視してこれを敬う風習
があった結果，祖先である人類の行為も，超人的な神
の所業と同一と混同したのである．刺青が宗教心に由
来するという説は，この点において考察が不充分な結
果に過ぎない．

また注意すべきは，彩色と刺青の関係である．いず
れも異性を惹く手段であることは前述の通りであるが，
一方はその形が永久に褪せず，他方はそうではない．
しかし，美の永続を欲するのは未開人といえども同じ
である．そこに彩色の風習から刺青の風習が生まれ，
またこれに付随して刺青は少年に対する勇気忍耐の試
験ともなった．刺青の美しさは，文明人すら嘆賞して
止まないこともある．ダーウィンも，ニュージーラン
ド島人の刺青の美しさを讃えたが，筋肉の起伏に沿っ
て縦横に走る線が幾何学的な図形を描き，肉体美を一
層ひきたてるものは，野蛮人の技術として捨て難いも
のである．これらは，求愛の手段として無知なの土人
の間では理想的のものに違いない．唇に水晶棒を差し，
歯を黒く染めるような手段は，我々文明人から見れば

のなる可し．又濠洲土人の文身は毫も部落と関係を有
せず単に之れを以て粉粧し女の愛を得んとするにあり．
ニュージーランドの少年は之を施すによりて初めて戦
列に入り且つ女子に接するを得可しとなし文身の期が
到来する事を待つ．又サモア土人の婬蕩なるは文身の
風に由来する事少しとせず．タヒチ酋長は文身と乱俗
の流弊に困

こ

んじて遂に文身を禁ぜし如く，男女の情と
文身とは他の粉粧と等しく密接なる連絡あり．而して
此関係を明白ならしむるものはタヒチの口碑ならん．
上古男神ターロラ女神，アポーバルに一女あり．ヒナ
レレモノイと呼ぶ．親なる神は神女の純潔を保たしめ
ん為め一箱を作りて之れに神女を入れ監視甚だ厳なり．
神女に二人の兄弟あり．神女の容色を賞

め

で之を得んと
して能わず．苦慮焦心の結果遂に文身の法を案出し之
を全身に施して神女の箱前に現わる．神女は其美に打
たれ慌惚たる事多時，忽ち自らも試みんと希い遂に親
神の監視を脱して兄弟に投ず．茲に彼等は遂に目的を
達する事を得其子孫漸く反映せり．即ちタヒチ人の文
身せんとするや此兄弟を以て文身の祖神とし之れに祈
願して戦利あり．又女子の愛の多からん事を乞うと．
此荒誕なる口碑も尚吾人に教うるもの二個を包む．一
は即ち文身と情慾の関係，他は風俗と宗教との関係な
り．意

おも

うにウント教授の言の如く已上の習俗何事とし
て源を宗教に発せざるなきが如し．然れども之れ実際
は未だ透徹せざる研究にして源を宗教に発すと見ゆる
も尚其結合は第二段の事に属し，其初期にあつては同
じく人類祖先の慣行に依らざるものなし．只人類は未
開時代神と祖先とを同一視して之を敬信する風ある結
果祖先たる人類の行為も尚超人的なる神の所業と同一
に混同するもの也．文身を以て宗教心に生ずとするは
此点に関して思索周当ならざる結果のみ．

又注意す可きは彩色と文身との関係なり．二者齊
ひと

し
く愛を惹く手段に生ずるは略前述の如きも，一は其形
象永久に褪色せず，他は然らず．而して美の永続を欲
するは未開人と雖

いえど

も亦同じ．茲に於て乎彩色の風は
文身を生じ又之れと付随して少年に対する勇気忍耐
の試験ともなるを見たるなり．文身美は文明人すら嘆
賞して措かざるもあり．ダーウィン曾つてニュージー
ランド島人の文身の美を賞せしが其筋肉起伏の状に
従って曲直縦横の線を用い，幾何学的の図形をなして
肉体美を一層明快ならしむるは野蛮人の技術として捨
つ可らざるものあり．是等は求愛の手段としては無智
の土人間にありては理想的のものなる可し．彼の唇に
水晶を貫き，歯を黒く染むる如き手段は吾等文明人の
限より観れば只悪感のみを生じて決して求愛の手段た
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嫌悪感をもつだけで，決して求愛の手段とはなりえな
いものであっても，，文明人の嗜好で野蛮人のそれを批
評するは早計であり，民族による趣味の隔たりは，国
情や容貌の隔り比ではない．例えばベトナム南部のあ
る土人は，英国大使夫人を見て白い歯が見えてまるで
犬のようだと評した．また眉毛を抜く風習がある南米
アビホーンの土人は，ヨーロッパ人を見てダチョウの
兄弟のようだと嘲笑したという．ヨーロッパ人がダチョ
ウのように濃い眉毛を持つのを見てのことである．こ
のように，唇に水晶棒が揺れる様子も，彼らの目には
燦然と輝く大いなる美観と考えるべきものなのである．

未開人の女子と化粧

女性は一般に虚飾を喜ぶ．文明人の思想には，女性
と化粧は分離できない二つの観念であるが，未開人種
には往々にしてその反対の現象が見られる．シュワイ
ンフルト，バースの 2 博士はアフリカ土人中，女性は
男性より化粧に意を用いる者があることを断言してい
る．アドミラリティ島の女は男性ほど多く刺青を行わ
ず，かつ顔面を彩色する事は絶対になく，ニューヘブ
リデス，ニューハノーバー，ニューアイルランド，オー
ストラリアの女は天然の容姿で充分として，あえて化
粧を行わないなどの例がある．これは文明人の考え方
では理解できない事態である．しかしそれにも関わら
ず，我々がしばしば論じ，証明しようとしている化粧
と求愛手段の関係を無視して，スペンサー，ウント博
士のように，刺青などを祖先崇拝，戦別品のしるし，
あるいは地位富力の誇示などと説明しようとする者が
がある．これらの説に従えば，このような風俗は女性
の地位が低いために化粧できないからであるとするが，
これは見当違いも甚だしい．およそ未開人の装飾品は，
非常に安価なもので充分である．草葉，木片，貝殻，
赭
しゃせき

石があれば充分である．女性がこれを望むなら，だ
れがその化粧を阻止できるだろうか．それだけでなく，
実例を観察すると，例えば東部中央アフリカの女性は，
その地位が非常に低く殆んど奴隷と違うところがなく，
男性と語るときはひざまずかなくてはいけない程であ
るが，その化粧は非常に濃く，遙かに男性を凌ぐのに
対して，ニューヘブリデス，ニューアイルランド等の
女性は家庭でも社会でも時に男性を凌ぐ勢いがあるが，
刺青，彩色の風習は男性ほどではないことは上述の通
りである．装飾の中でも刺青は最も困難で尊重される．
しかし，奴隷と同じようなメラネシアの女は，刺青を
盛んに施すが，女性の地位が高いポリネシアの女の多
くは刺青を行わない．フィジーの女の地位は非常に低
く勢力がないにも関わらず，刺青は女性に最も盛んで
ある．このように論証を挙げると，刺青その他の装飾
と女性の地位との関係は殆ど顧みるに値しないもので

らざる如きも，文明人の趣味好尚を以て直ちに野蛮人
の趣味を批評するは早計にして民族の趣味性の懸隔は
啻
ただ

に其国情容貌の懸隔する如き比に非ず．例えば交
こ う ち

趾
支
し な

那の一土人は英国大使夫人を看て白
し ら は

歯宛
えんぜん

然犬の如し
と評し，眉毛を抜き去る風俗を有する南米アビホーン
の土人は欧洲人を目して駝鳥の兄弟なりと嘲笑すと聞
く．蓋し彼等が駝鳥の如く濃き眉毛を有するを以て也．
由
これによりてこれをみるに

是 観 之 ，唇辺に水晶棒の運動するも彼等の眼には
粲
さんぜん

然輝々然として絶大の美観たるや思う可き也．　          　　　　    

                                                                                                                                        
 

未開人の女子と化粧

女性は一般に虚飾を喜ぶ．文明人の思想には女子と
粉
ふんたい

黛とは分離す可らざる二個の観念をなすも未開人種
中には往々其反対なる現象あるを見る．シュワインフ
ルト，バース二博士は阿

ア フ リ カ

弗利加土人中女子は男子より
粉粧に意を用いざるものあるを断言し，アドミラリティ
島の女は男子の如く多く文身せず且つ顔面を彩色する
事は絶体に之なく，ニューヘブライド，ニューハノォ
バー，ニューアイルランド並に濠洲の女は天然の容色
を以て足れりとなし敢て粉粧を用いざる如き之なり．
是れ文明人の思想にては遂に解す能わざる事態にして，
此事あるを以て吾人が屢

しばしば

々論じ且つ証明せんと欲する
粉粧と求愛手段の関係を無視しスペンサー，ウント博
士の如く或は祖先崇拝，或は戦別品の表徴或は地位富
力の表示なりと文身其他を解さんとするものを見る也．
之等の説に従えば，かゝる風俗は女子の地位低きが為
めに粉粧する事不可能なるに依るとするも，之れ思わ
ざるの甚しきもの也．蓋し未開人の装飾品は最も安価
にて足り，草葉木片貝殻並に赭

しゃせき

石あらば充分ならん．
女子にして之を欲せば何者かよく其粉粧するを妨止し
得んや．加

しかのならず

之実際について之を観察するに，例えば東
部中央阿

ア フ リ カ

弗利加の女子は其地位頗
すこぶ

る低く殆んど奴隷と
選ぶ所なく，男子と語るや跪

き ざ

坐せざる可らざるの状態
にあれど，其粉粧は甚だ盛んにして遙かに男子を凌駕
するに反し，ニューヘブライド，ニューアイルランド
等の女子は家庭に於ても社会上にても時に或は男子を
凌ぐ勢を有せども，文身彩色の風男子の如く甚だしか
らざるは上述の如し．装飾中にては文身最も困難にし
て且つ尊重せらる．然るに奴隷と同じきメラネシアの
女は文身する事汪

さか

んにして，女子の位置高きポリネシ
アの女は多く之をなさす．フィヂの女は地位甚だ低く
勢力なきに拘らず文身美は此女子を以て第一とす．斯
くの如く論証を奉ぐる時は文身其他の装飾上女子の位
置との関係は殆ど顧みるに足らざるものなる事明らか
ならん．此点より見て野蛮人の女は男子より寧ろ容色
に腐心する事少なしとし，エルオット氏の如きはアラ
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あることは明らかであろう．この点から，野蛮人の女
は男性より寧ろ容姿に腐心するが少ないとして，エル
オット氏などはアラスカのファシール島の土人では少
年が少女よりも化粧する事を挙げて，その例証とした．
考えてみると，野蛮人社会で生涯独身の境遇に陥る懸
念があるのは男性である．これは文明社会とは正反対
であり，文明社会ではこれを懸念する女性が着飾るこ
とに熱心であるのと同じように，彼らの場合は男性が
女性の愛を得ようと強く求める．そのために男性の化
粧が女性のそれに比べて盛んになったものであろう．
要するにこの問題は男女いずれに選択権が存在するか
という点に帰着し，これを説明できれば自ずと解釈で
きるものである．

文明社会は，人類の過去の化粧の手段を総て棄て去り，
ヨーロッパでは耳輸を捨てた時，遂に原始的装飾と絶
縁したのである．そして最も顕著な変化は，肉体に直
接施す装飾に代えて衣服を用いるようになったことで
ある．しかしこの変化について，一般に二つの理由が
挙げられている．ひとつは気候によるもの，もうひと
つは羞恥心によるものとする．温度が快適な地方を去っ
て寒気が厳しい地方に暮らすようになると，これを防
ぐ手段が必要である．衣服はここに現れたものである．
エスキモーがラッコ の皮の衣を半身に掛け，風の来る
方にこれを垂らして歩行することは，この説を実際に
示すものであり，我々も敢てこれを否定しない．しか
し第二の点，即ち羞恥心から衣服を用いるようになっ
たという説明には，いささか納得できない点がある．
確かに蛮人で衣服を用うるものの多くは，腰部を蔽う
だけであるのが普通であることから，文明人はこれを
見て羞恥心によると判断するも仕方ないところである
が，我々の観点はこれと多少異なる．羞恥心に基くと
言うより，寧ろ刺青などと同じように男女の情交によ
る装飾的観念に基くと見なしたい．

注目を得る為めの腰布

腰部のみを蔽うことは，羞恥心によるとされる．何故
身体のある部分を他の部分よりも恥じなければならな
いのか．この疑問は当然のもので，見過ごすことはで
きず，詳しく研究して解釈しなければならない点であ
る．ウント教授は，羞恥心は人類特有の感情であると
言う．それは良い．しかし，この意見を以て先天的な
独特の感情とするのは大きな誤りである．腰部のみを
蔽う野蛮人の風俗を見て，これが固有のものであると
断ずることは大いに早計である．我々の見解では，人
類の羞恥心は明らか後天性のものであり，蛮人が腰部
を蔽うのは決して羞恥心によるものではない．

カリフォルニア半島の北部に住むミワォーク土人は，
男女ともに常に一糸を纏わない全裸である．フムボル

スカのファシール島の土人につき其少年が少女に比し
て多く粉粧に耽くる事を挙げて其例証としたり．意

おも

う
に野蛮人社会に於て終世独棲の苦を甞

な

む可き憂あるも
のは男子也．之れ文明社会とは正しく反対を指すとこ
ろにして，文明社会に於て此憂いある女子が嬌飾に専
念なると齊

ひと

しく彼等にありては男子が女子の愛を求む
るに急なるを以て茲に男子の粉粧が女子のそれに比し
て甚だしきものあるを見るに到りしならんか．要する
に此問題は男女何れに選択権存在するやの点に帰着し，
此点の説明を得れば自ら解釈は生じ来るものなり．

文明社会は人類過去の粉粧手段を総て棄て去りたり．
欧洲に於ては耳輸を捨てたる時，遂に原始的装飾と絶
縁したるものなりき．而して最も顕著なる変化は肉体
に直接施したる装飾に代うるに衣服を用うるに到れる
事なる可し．而して此変化に対し世上多くは二個の理
由を挙げ，一は気候的関係に基き他は羞恥心に出ずと
す．温熱膚

はだ

に快き地方を去って冱
ご か ん

寒骨を刺すの地方に
出ずるに及んでは之れを防ぐ手段なかる可らず．衣服
は茲に発現せしなり．夫

か

のエスキモーは「らっこ」 の
皮の衣を半身につり，風の来る方に之を垂れて歩行す
るは此説の経過を実際に見せしむるものにして吾人も
敢て之を否定せずと雖

いえど

も，第二の点即ち羞恥の心より
衣服を用いたりとの説明は聊

いささ

か服し難き点なきに非ず．
蓋し蛮人中衣を用うるもの多くは僅かに腰部を蔽うに
過ぎざるを常とするを以て，文明人の限には直ちに羞
恥心に出ずと判断するも敢て怪まずと雖

いえど

も，吾人の観
る処は少しく之れと異り，羞恥心に基くと云わんより
は寧ろ文身等と同じく男女情交を基礎とせる装飾的観
念に基くと做さんと欲す．

注目を得んが為めの腰布

腰部のみを蔽うを以て羞恥心に出ずとなす．何故に
身体の或部分が他の諸部に比して羞じざる可らざるか．
此疑問は当然のものとして過眼する事を許さず，精細
なる研究を加えて解釈せざる可らざる点なり．ウント
教授は羞恥心は人類特有の感情也と云う．甚だよし，
然れども此言を解して先天的に有する独特の感情とな
すは大なる過誤たる可く，腰部のみを纏う野蛮人の風
俗を見て之れ固有性に出ずと断ずるは大なる早計たら
ん．吾人の見解を以てすれば人類羞恥の心は明らか後
天性のものにして蛮人が腰部を蔽うは決して羞恥心に
基くものに非ざる如し．

カリフォルニア半島の北部に住むミワォーク土人は男
女ともに一糸を纏わざる赤裸を以て常とし，フムボル
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トが見たチェーマス，コロンブスの見たヒスパニオラ，
ピザロが見たコカインディアン，マキシミリアン公が
見た聖 ( セント ) フィデリスの土人等は，総て全裸で
生活しており，シヤム，ルイジアート群島，ソロモン
群島等その他各地方の土人の中には，男性のみ布を纏
い，あるいは女性のみが腰を蔽う風習がある事は，地
理書，旅行記が示すところである．煩を厭わずもう少
し例を挙げると，オーストラリア土人の男女は共にカ
ンガルーの毛皮を背中に垂らすだけで，タスマ二ア土
人は時に布を着る事があるが，敢て局部を蔽う事をな
い．アフリカのワタヴェータ人は，平然として生まれ
たままの姿で旅客の眼前に現れる．エジプト，スーダ
ンの土人は男性だけ全裸であるなども，その例である．

そもそも全裸の民族がある．羞恥心は，人類がある程
度の文明を得た後，自然にあるいはその他何らかの動
機によって発したものであることは明らかである．し
かしウント教授は，人類が衣を纏うのは羞恥心に基く
という．果してそうなのか否かを知るには，先ず未開
人が纏う，いわゆる衣服を調べる必要がある．

ウンツンの少女は，下半身に磨いた硬い木の実を列ね
た房を付け，また種々の貝殻を付けた小さな前掛けを
着ける．カリブの女は，10 歳ないし 12 歳より，およ
そこれと同様の構造にの綿布を体の前方に垂らす．オー
ストラリアのホッシントン湾の土人は，人毛を巧みに
編んだものを帯とする．タヒチの男性は，非常に貴重
とされる黄羽毛で作った「マロ」をつけ，女は雑色の
布を腰に巻く．フィジーの女は，植物繊維で織った赤
白黒雑多な色彩の布を，触ると落ちそうな様子で腰部
を蔽う．ニューカレドニアの土人は，僅かに腹部と頸
部を紐で結び，ベンガルの女は極めて細い綿布を腰部
に纏い，男性は帯を後方で結び，余った端を股間から
前方に出してこれに貝殻や色のついた飾を付ける．ホッ
テントットの女は幅がわずか 7, 8 寸の前掛けを垂らす
が，人目を惹くように工夫していろいろな余り物をそ
の表面に付ける．南アフリカのブッシュマンの女の腰
巻きは，非常に狭いので蔽っていないのと同じである．
さらに老女に到っては，子供と同じく一糸纏わない状
態である．

このように見て来ると，彼らが纒うと言われるものは
果して衣服と言えるのであろうか，隠蔽の役に立つの
であろうか．人類にはある程度の文明と共に羞恥心が
生ずるは明らかであるが，これら土人はこの羞恥心を
理解した結果このような布を用いているのか，大いに
疑問と言わざるを得ない．我々が見るところは，ウン
ト教授らの説と全く正反対で，彼らがこのような布を
纏うのは羞恥心によるのではない．逆に異性の情欲を
刺戟するためと考えざるを得ない．意

おも

うに，鮑
ほうぎょ

魚の市

トの見たるチェーマス，コロンブスの見たるヒスパニ
オラ，ビザロの見たるコカ印度人，マキシミリアン公
の見たる聖 ( セント ) フィデリスの土人等は総て赤裸々
を以て生活し，シヤム，ルイジアート群島，ソロモン
群島等其他各地方の土人中には或は男子のみ布を纏い．
或は女子のみが腰を蔽うの風ある事地理書旅行記の示
す処の如し．煩を忍んで少しく之れを列挙せんか，濠
州土人の男女は共にカンガルーの毛皮を背の中に垂る
に過ぎず，タスマ二ア土人は時に布を着くる事あれど
も敢て局部を蔽う事をなさず．阿

ア フ リ カ

弗利加のワタヴェー
タ人は平然として自然の儘の姿を旅客の眼前に現わし，
埃
エジプト

及，スーダンの土人は男子のみ赤裸となる如き其例
証の一端なり．

已に全裸体の民族あり．羞恥の心は人類が或程度の文
明を得て後天然に或は其他何等かの動機によりて発し
たるものなる事多言を要せずして明らかならん．而し
てウント教授は曰う．人類が衣を纏うは羞恥心に基く
と．果して然るや否やを見んとならば，先ず未開人の
纏う処の所調衣服を検するの要あり．

ウンツンの少女は下端に磨きたる堅果を列ねたる総
ふさ

を
付け，又種々の貝殻を付したる小前懸を着く．カリブ
の女は十歳乃至十二歳より略之れと同様の構造になる
綿布を以て体の前方に垂る．濠洲ホッシントン湾の土
人は巧みに編みたる人毛を以て帯とし，タヒチの男子
は甚だ貴重なりとせらるヽ黄羽毛よりなる「マロ」を
つけ，女は雑色の布を腰に巻く．フィヂの女は植物繊
維より織り赤白黒雑多の色彩ある布を，触るれば落ち
ん風情に腰部を蔽い，ニューカレドニアの土人は僅か
に腹部と頸部とのみ紐にて結び，ベンガルの女は極め
て細き綿布を以て腰部を纏い男子は帯を後方にて結び，
其余れる端を股間より前方に出して之れに貝其他色彩
ある飾を付し，ホッテントットの女は幅漸く七八寸の
前懸を垂るも人目を惹く事に腐心する結果各種の余り
を其表面に添付し，南阿ブッシマンの女の用うる腰巻
きはあまりに狭くして何等蔽う処なきと異らず．否老
女に到っては幼者と同じく一糸をすら帯びざる也．

斯くの如く見来れば，彼等が纒うと称せらるものは果
して衣服と云い得可きか．又隠蔽の用に足る可きか否
やを知る可く，人類には或程度の文明と共に羞恥の心
生ずるは明らかなれど，之等の土人はよく此羞恥の情
を解し其結果かゝる布片を用うるか否や，大なる疑問
と云わざるを得ず．吾人の見る処はウント教授等と全
く正反対に出でゝ彼等が斯かる布片を纏うは羞恥の心
よりするに非ず．否反って異性の情欲を此事によりて
刺劇せん為めにありと思惟せざるを得ず．意

おも

うに鮑
ほうぎょ

魚
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に入る者は臭きを忘る [ 校注：魚の干物の臭さに馴れてしまう．

悪い環境に長いこといるとそれを悪いと思わなくなるの意 ] という
ように，一族がすべて全裸であると，敢て裸の異性を
見ても何の感覚も起きないが，そこで突然視覚を強烈
に刺戟して注意が一部に集中するものを目にすること
になる．彼らは不用意に忘却したり，ある何かを想起
せざるを得ず，このために情欲が燃えあがり，愛の炎
がここに向かうであろう．土人がこのような布を用い
る理由は，結局のところこの目的のために外ならない．

裸体と蛮民

本来，裸体は自然の状態に過ぎない．文明人といえ
ども，裸体の男女に接する事が次第に多くなるにつれ，
それを怪しまなくなり，さらに進んでこれを好ましく
思うようになるのが普通である．フォルスター氏は，
ニューホーランド土人について，裸体も見なれてくる
と，あたかも衣服を着ているように思われてくると述
べている．ハンター艦長はポートジャクソンの土人を
評して，彼らの女性は自然で無邪気であり，醜悪なも
のを覆い隠す衣服は不要であると述べ，艦長スノー氏
は裸体生活の土人について，半裸体や特に一部を蔽っ
た服装はかえって情欲を挑発する傾向があり，自然の
ままの全裸に全く劣ると断じている．以上挙げたもの
は多くの例の一端に過ぎない．従って，裸体は決して
排斥して嘲笑するようなものでないことは明らかであ
る．まして，医学生や美術学生は一糸纏わない異性の
前に立って平然とこれを正視し，男女の感情をすべて
帽子と共に入口に置忘れたかのようであると言われる．
裸体が神聖であることは疑いがない．しかしその一方
で，マリコローの女性が極めて小さい前垂れで腰部を
蔽うのは，ひとえに異性の性欲を刺戟する目的による
もので，マレー群島中には娼婦だけが腰布を纒うもの
あるという．キョンタ土人の伝承によると，昔ある王
妃が，男女の愛情が次第に冷め，男性がある種の悪習
に耽って妻を忘れ，家を捨てる者が多いことを嘆き，
王に進言して男性に刺青，女性に腰布をさせて互に新
らな魅力を加え，その情欲を発揮させて家庭の円満を
得させたいう．明らかに腰布，前垂等の目的を語るも
のである．またニューサウスウェルズのボタニー湾の
土人の女は，幼時からカンガルーの毛皮で腰巻を作り，
恋人あるは夫がこれを取去るに任せ，アフリカ各地の
土人の妻は全裸であるが，少女は華麗な前垂をつけて
異性の注目を惹こうとし，また特に舞踏の際のみこの
種の装飾を施すこともある．更にブラジルのチュビ蛮
人は，少女だけが木葉等を腰部と両腕に巻き，処女以
外のものがこれを真似ると神罰があるという．これは
宗教的観念から生まれたものではなく，異性を惹きつ
ける目的によるものである．この装飾を，何の恐れも

の市に入る者は臭きを忘る．族を挙げて赤裸々たる時
は，敢て異性を見るも何等の感覚をも生ぜざらん．然
るに卒然として茲に視覚を強烈に刺撃し注意を一部に
聚中するものに逢う．彼等は不用意の間に忘却したり
し或物を想起せざるを得ず．情欲は是が為めに燃え，
愛火は直ちに之に向って発せん．土人が特にかゝる布
片を用うるは詮ずる処此目的の為めのみ．

裸体と蛮民

由来裸体は天然の状態のみ．文明人と雖
いえど

も裸体の男女
に接する事漸く多きに従って遂に之を怪まざるに到り，
尚進んでは之れを愛するに到るを常とす．ニューホー
ランド土人に就きフォルスター氏は語って曰う．裸体
も見馴るゝに従って宛

あたか

も衣服を着したるもゝ如く思わ
ると．ハンター艦長はポートヂャクソンの土人を評し
て，彼等の女性の自然にして無邪気なる，寧ろ醜を蔽
い悪を隠す衣服の必要を認めずと．艦長スノー氏は裸
体生活の土人より論じて半裸体や特に一部を蔽いたる
服装は反って劣情を挑発する傾向を有し，天然の儘な
る赤裸々に劣る事万々と断ぜり．以上は挙て数う可ら
ざる諸例中の一端のみ．而も裸体も決して排斥し之を
嘲笑するに価せざるものたるは明らかならん．況んや
其上伝うる如くんば医学生若くは美術学生は一糸纏わ
ざる異性の前に立って平然之を正視し総て男女の感情
は帽子と共に入口に置忘れたるかの如しと．裸体の神
聖は疑う可らず．然るに一方に於てマリコロー女子が
極めて狭小なる前垂れを以て腰部を蔽うは一に異性の
性欲を刺撃するの目的に出で，マレー群島中には只娼
婦のみ腰布を纒うものありと云う．加うるにキョンタ
土人の口碑に所謂，昔物一后あり，男女の情緒漸く冷
淡にして男子は一種の罪悪に耽りて妻を忘れ家を捨つ
るもの多きを慨

なげ

き，王を説きて男子は文身，女子は腰
布を施して互に新らしき美質を加え其情欲を発動せし
めて家庭の円満を得さしめたりと云うが如き，明白に
腰布前垂等の目的とする処を語るものなり．又ニュー
サウスウェルスボタニー湾の土人の女は少時よりカン
ガルーの毛皮を以て腰巻を作り情人若くは夫の之れを
取去るに任せ，阿

ア フ リ カ

弗利加各部の土人の妻は全然裸体な
れども少女は華麗なる前垂を用いで異性の注目を惹か
んとし，又特に舞踏の際のみ此種の装飾を施すものあ
り．更にブラジルのチュビ蛮は少女のみ木葉等を以て
腰部と両腕とを捲き，処女以外のものにして之に倣う
時は神罰ありと云うも，宗教的観念に出でずして同じ
く異性牽引の目的に出ずる事は，此装飾が何等の恐惧
反抗なくして男子の解くに任するを見ても明らかにし
て南部濠淵の土人の妻が第一若くは第二子を生む迄は
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反発もなく男性の解くに任せるを見てもこれは明らか
である．南部オーストラリアの土人の妻が，第一子あ
るいは第二子を生む迄小さな腰布を用い，その後はこ
れを取り去る風習があることからも，これらの飾りが
如何なる目的に発しているかを知ることができよう．

慣行の威力

あるいはこのように論ずる者もある．アフリカの
シューリィ土人の既婚女性は細い房を腰の全面に垂ら
すが，未婚女性は紐で腰のまわりを結ぶだけである．
タッセイ，ニューギニアの土人の妻は，木葉などの材
料で下着状のものを作り，これを膝まで迄垂らすが，
少女は腰に結ぶだけである．フィジー人の既婚女性が
用いる「リク」は，子供を生むと更に長くなる．その
他南洋諸島の女性の風習も概ね同様である．従って，
腰布が情欲を挑発する目的から始まったとすれば，こ
のような風俗は説明する事ができないと．このような
実例が存在する事は，我々もこれを認めるところであ
る．しかし，これによって我々の見解を疑うことは，
浅はかな者の考えといわざるを得ない．実際，後に詳
しく論ずるように習慣の力が人類を左右するところは
非常に大きい．初めは挑発の目的に用いられた少女の
腰布も，これを長く用いていれば遂に習慣となり，除
去するに忍びない状態となる．妻になってもこれを用
いるのは，慣習の力が次第に加わって，裸体を恥じる
ようになって，遂に当初の目的とはかけ離れた用途と
なるに過ぎない．これは決して我々の見解と相容れな
いものではない．

衣服の起原と諸説

未開人種の間では，祭礼と舞踏は非常な淫行を伴うの
が普通である．この時に当って年若き男女は競って華
麗な化粧をして互いの注目を惹こうと努力する．タス
マニアの少女は，環視する青年の愛情を奪うために踊
ることを悦び，毛皮の帯あるいはエミューの羽毛あお
編んだ布で腰を飾り，しかもこれを舞踏の後は直ちに
取り去るのが常である．ブギュロクラス族の女は，同
じようにこの時だけ腰布を用い，ブラジルのある土人
の女は舞踏の時だ六寸四方の小さな布を前に垂らすな
ど，その他にも例証は多い．そして一般に衣服を必要
としない熱帯地方の土人がこのような化粧を行うのは，
男女共に一定の年齢に達した後で，特に女性に比べて
男性の装飾が盛んであることをみれば，これを以て羞
恥心から発したものとするのは疑問といわざるを得な
い．更にこれを弁護する為めに，男性の利己心をとり
だすのは，行き詰まった説明というべきである．であ
れば，野蛮なイヴは羞恥心から欲しいものを何でも林
の中から得られたはずで，ただそれだけのことである．

小腰布を用い爾後之れを取り去る風ある等より推論す
るも，之等の飾りが奈

い か

何の目的によりて発せしかを知
るに足らん．

慣行の威力

或は論ずる者あり．阿
ア フ リ カ

弗利加シューリィ土人の妻は細
き房を腰部全面に垂るも未婚女は僅かに紐を以て腰辺
を結ぶのみ．タッセイ，ニューギニアの土人の妻は木
葉其他の材料に依りて襯

し ん い

衣状のものを製し之れを膝に
及ぶ迄垂るゝも少女は僅かに腰を結ぶに過ぎず，フィ
ヂ人の妻が用うる「リク」は児を生むや更に長さを加
え其他南洋諸島の女子の風概ね然り．果して，腰布が
情欲挑発の目的に出ずとせばかくの如き風俗は説明す
る事を得ざらんと．如上の実例の存在する事は吾人亦
之を認む．然れども之れを以て吾人の見解を疑うは
短
たんけん

見者
しゃりゅう

流の見と云わざる可らす． 蓋し後に詳論する如
く習慣の力が人類を左右する事は頗

すこぶ

る大なり．初め挑
発の目的を以て用いられたる少女の腰布も，之を用う
る事漸く久しければ遂に習慣となりて除去するに忍び
ざるに到るや必せり．妻たる後も之れを用うるは慣習
の力漸く加わり裸体を羞づるに到るに及んで，遂に当
初の目的と分離したる用途を見出すに過ぎず．決して
吾人の見解と牴触するものと云う可らざ也．

衣服の起原と諸説

未開人種間に於て祭礼と舞踏とは非常なる淫行を伴う
を常とす．此時に当って年若き男女は競うて華麗なる
粉粧を施し以て互に注目を惹かん事に力

つと

むる也．タス
マニアの少女は其前に環視する青年の愛情を奪わんが
為めに舞踏するを悦び，毛皮の帯若しくはエミューの
羽毛を以て編みたる帛

はく

を以て腰部を飾り，而も之れは
舞踏の後直ちに取去るを常とす．ブギュロクラスの女
は同じく此時のみ特に腰布を用い，ブラジルの或土人
の女は舞踏の際に限りて方六寸の小布を前に垂ると云
われ，其他例証少なしとせず．而して一般に衣服を必
要とせざる熱帯地方の土人にして如上の粉粧を行うは
男女共に或年に達したる後にして殊に女子に比して男
子の装飾僻の旺盛なるを見るも尚之れを以て羞恥の情
に出ずるとするは怪しまざるを得ず．更に其弁護の為
めに男性の利己心を云々するは事ろ窮するの甚だしき
ものにして，野蛮なるイヴは其羞恥心より 欲する何物
をも林中より求むるを得可けん已

やんぬるかな

矣．

更に方面を変えて，心理学的に前垂，腰布の類を観察
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更に方面をかえて，心理学的に前垂，腰布などを考え
ると，一層その目的が明白になる．たしかに人を刺戟
してなにか感情を起こさせるには，その目的物を隠し
て相手の好奇心を挑発するに勝るものはない．この点
から論じると，腰布が裸体を見なれた男性の好奇心を
惹き，その心を動かす力は小さなものではない．チッ
ペラー族の女は短かい前垂を用いるが，少女時代は色
布で乳房だけを蔽って他の部分は露出する．つまり年
少の時は男性の注意を促す必要がないからである．中
国の女性は足が小さいことを美の要素とし，かつこれ
を隠して示さないのも，思うに初めは同じく上述の理
由による風習であったであろう．クゲード族の女は頭
を蔽う．ヒンズーの女は顔を蔽って外出し，男性の好
奇心を挑発してその愛情を奪おうとするが，他の部分
は何も纏わない．タワリーの女性はいろいろな材料を
で眼を隠す風習がある．いずれも男性の心を動かしそ
の注目を惹く為である．文明人は羞恥の心より 衣を纏
うが，彼らは逆に注目の的として求愛の手段とするの
である．

我々は衣服 ( とあえて言えるのであれば ) の使用は，
人類の原始時代に於て気候の影響の他に，羞恥心に由
来するという説を，以上のように論破できたと信じる．
布を身に纏うのは，気候の影響以外には，ただ求愛の
手段としてだけである，装飾の手段としてのみである．
刺青，彩色などとなんら変わらないのである．

驚くべき陰部の輪状截断術

求愛的手段として甚だしいものがもう一つある．包皮
または陰唇の環状切除，即ち Circumsision である．こ
の恐るべき手術が行われるのは単にユダヤ人にとどま
らず，回教国，アフリカ東部の大半，同じく西海岸地方，
アビシニア，マダカスカル，中央アフリカ，オースト
ラリア，メラネシア，ポリネシア両群島，更に米国で
もオリノコ，ユカタンの地方で行われている．そして
而して多少の例外を除いて回教諸国，ユダヤ人，アビ
シニア等の多くでは，まさに成年に達しようとする男
性に試みるもので，彼らはこれを婚姻の必要条件とし，
未だこの手術を受けていない男性は女性が排斥して遠
ざけるのが常である．この身体を傷つけるような儀式
は，蛮人の間では普通何等かの形で行われるように，
割礼 ( サーカムシジョン ) を行わないオーストラリア
の一部の土人は，同様の時期に歯を抜く手術を行い，
これ以てを婚姻の必要条件とする者があるという

サーカムシジョンは，恐るべき手術である．しかし，
この野蛮な風習が世界の各地方に行われる理由につい
ては，未だ納得できる説明を聞いたことがない．これ
を以て衛生思想に始まるものと説く者もあるが，実際
にこれを行う部落も行わない部落も，生理上は何らの

するに，一層其目的は明白とならん．蓋し人を刺撃し
て一種の情調を発せしむるは，其目的物を隠蔽して対
手の好奇心を挑発するに若

し

くはなし．此点より論じて
腰布が男性 ― 裸体のみ見馴れたる ― の好奇心を惹き
従って其心を寄せしむる功は鮮少ならざる可く，チッ
ペラーの女は短かき前垂を用うるも其少女時代は色布
を以て乳房をのみ蔽い他の部分は露出す．即ち年少の
時は男子の注意を促すの要なければ也．支那の女子は
足の小なるを美の要素とし且つ之れを隠して示さずと
云うも，思うに其初めは同じく上述の理由より出でた
る風なる可く，クゲードの女は頭を蔽うて示さず，ヒ
ンズーの女は顔を蔽うて外出し以て男子の好奇心を挑
発して其愛情を奪わんとし，而も他の部分は何等の纏
う処なし．タワリーの女子は各種の材料を以て眼を隠
すの習あり．而も其何れとしても男性の心を動かし其
注目を惹かんが為めならざるなく，文明人は羞恥の心
より衣を纏うも，彼等にありては反って之を注意の標
的とし求愛的手段とする也．

吾人は衣服 ― 強いて云うを得可くんば ― の使用は
人類原始時代に於て，気候の影響の他に羞恥心より
出ずとする説を斯くの如くして論破し得たりと信ず．
布
ふ は く

帛を身に纏うは気候の影響以外にては只求愛的手段
のみ．一種の装飾手段のみ．文身彩色等と何等選ぶ処
を見ざる也．

驚く可き陰部の輪状截断術

求愛的手段の甚だしきもの他に尚一つあり．包皮又は
陰唇の環状裁断即ち之れ，呼んで Circumsision と云う．
此恐る可き手術の行わるゝは単に猶

ユ ダ ヤ

太人のみに止まら
ず，モハメット教国，阿

ア フ リ カ

弗利加東部の大半，同じく西
海岸地方，アビシニア，マダカスカル，中央阿

ア フ リ カ

弗利加，
濠州，メラネシア，ポリネシア両群島，更に米国に於
てもオリノコ，ユカタンの地方に行わるゝを見る．而
して多小の例外を除き回教諸国，猶

ユ ダ ヤ

太人並にアビシニ
ア等に多くは之れを将

まさ

に成年に達せんとする男子に試
むるものにして，彼等は之を以て婚姻の必要条件とな
し，未だ此手術を受けざる男子は女子も亦擯斥して近
けざるを常とす．而してかゝる傷身的儀式は蛮人間に
普通何等かの形式によりて行わるゝ如く，割礼 ( サー
カムシジョン ) を行わざる濠洲一部の土人は同様の時
期に歯を抜去るの手術を行い，以て之れを婚姻の必要
条件となすものありと云う．

サーカムシジョンは怖る可き幸辣なる手術なり．而
も此蛮風が世界の各地方に行わるゝ理由に関して未だ
肯
こうけい

綮に当る説明を耳にせず，或は之を以て衛生の思想
に出ずと説くものあれど，実際之れを行う部落も然ら
ざるものも生理上何等の差異なく生存する点より見て
も此説の仮想に過ぎざるは明白にして，事実は寧ろ其
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違いなく生存している点からみても，この説は空想で
しかないことが明白であり，事実は寧ろその反対で，
蛮行のある部落こそかえって不潔なものが多い．例え
ばマダカスカル，マレー群島の土人は，決して情潔を
尊んだり衛生を知っているとは言えない．

スペンサーの説では，野蛮人が戦利品を捧げるのはそ
の君主である．これと同じ理由で，彼らは造物主に対
して男性の第一の義務を捧ぐる為め成年にこの手術を
行わしめるという．意

おも

うに，これはアビシニア人の行
為より推論した結果であろう．甚だ明白で議論のない
ようにみえるが，実は全然そうではない．蛮人中に果
して君主なというものがるものはあるのか．戦利品を
捧げるような首長があるのか．少くともオーストラリ
ア土人中に首長あるいは政府が存在しないことは我々
も確かに聞くところである．しかし彼らの間には環状
截断法が依然として行われていることを見れば，この
説明もひとつの空想に過ぎないことには明らかであろ
う．更にこの風俗を神の命令との迷信によるとする者
もある．神の為めに何かを行い，あるいは神が何かを
命じるという事は野蛮人の間では一般に言われるとこ
ろで，敢てこの風習に限ったものではない．そしてこ
の手術に僧侶が参加することを以て有力なる論拠と考
える者があるが，未開人にあって僧はしばしば医師を
兼ねる．截断手術に医師が加わるのは当然であり，決
してこれが特に宗教との関係とは論じられない．まし
て前に述べたように，未開人は神と祖先とを混同して
おり，風習の始まりは必ず神とするので，神の命令に
基くというのは説明になり得ない．またこれを行って
いる蛮人自身も，果して何に由来してこの習俗がある
のかを知らず，ただ父祖もこれを行ってきたから自分
たちもそれに従うといった考えの下に漫然と実施して
いるのである．このように戦慄す可き風習も基くとこ
ろは化粧の意図，求愛の手段に他ならない．彩色，刺
青の装飾も，腰布，前垂の工夫も，長年のうちに異性
の心情を動かすに不足になると，勢い新奇な装飾を思
いつき，その結果は従来あまり装飾の具とされなかっ
た生殖器の変形を案出し，これを変形して一種の美観
として異性の愛を引こうとしたのではないか．マレー
群島中の一部，アフリカ土人の大部分，および南米では，
女性もこの手術に耐えて，婚姻の必要条件とする部族
がある．求愛手段と変形術とは，あえてこれらの蛮人
に限られるものではなく，一般に人類には苦痛を忍び，
身体を毀損してまでなお自分の美を増そうと願う気持
ちがある．中国の婦人の足，土人の耳朶，唇頭に穴を
穿つような行為がこれである．

羞恥の感情

反対に出で此蛮行ある部落こそ反って不潔なるもの多
し．例えばマダカスカル，マレー群島の土人は決して
情潔を喜び衛生を知るとは称す可らざる也．                                                                          

スペンサーは説を為して云う．野蛮人の戦利品を捧
ぐる処は其君主也．是れと同一理由によりて彼等は造
物主に対して男子第一の義務を捧ぐる為め壮

そうてい

丁をして
此手術を行わしむと．意

おも

うに彼に比言あるはアビシニ
ア人の行為より推論したる結果なる可し．甚だ理義明
白なる如しと雖

いえど

も実は然らず．蓋し蛮人中果して君主
なるものありや．戦利品を捧ぐる首長ありや．少くと
も濠洲土人中に首長若くは政府の存在せざるは吾人の
確聞する処．而も彼等の間には尚環状截断の法は依然
として行われつゝあるを見ば，此説明も亦一片の空想
に過ぎざるは多言を須

もちい

いざる処ならん．更に此風俗を
以て神の命令と迷信するによるとなすものあり．神の
為めに行い，或は之れを命じたる等の事は野蛮人間に
は一般に称せらるゝ処にして敢て此風俗のみに限らず，
而して此手術に僧侶が参加するを以て有力なる論拠の
如く思惟する者あれど，未開人間にあっては僧は多く
医を兼ぬ．截断手術に医の加わるは当然にして決して
之を以て特に宗教との関係と論ず可からず．況んや前
に述べたる未開人は神と祖先とを混同して風俗の始祖
は必ず神とするを以て，神の命令に基くと云うも実は
説明となる能わざる也．又之を実行しつゝある蛮人自
身も果して何に由来して此俗あるやを知る事なく僅か
に，父祖も之を行う故に吾等も亦之に従うと云うが如
き思想の下に漫然実施する也．而して実は如

かくのごとく

斯戦慄す
可き弊風も基く処は粉粧の意，求愛の手段に他ならず，
彩色文身の装飾も，腰布前垂の狡智も年を経るに従っ
て異性の心情を動かすに足らざるに到るや勢い新奇な
粧飾術に焦慮し其結果は従来比較的に粉粧の具とせら
れざる生殖器の変形を案出し，之を変形して一種の美
観となさしめ従って異性の愛を引くを得んとしたるに
非ざるなきか．マレー群島中の一部，阿

ア フ リ カ

弗利加土人の
大部分及び南米にては女子も此手術に耐えて以て婚姻
の必要条件とするものを見る．求愛手段と変形術とは
敢て之等の蛮人にのみ限らるゝものに非ずして，一般
に人類中には苦痛を忍び，身証を毀損するも尚己れが
美を増さんと希う情あり．支那婦人の足，或は土人の
耳朶，唇頭に穴を穿つ等は即ち之れなり．

羞恥の感情

此章を終るに臨み一言論ず可き必要あるは裸体と羞恥
との関係如何にあり．吾人は上来衣を纏う心は絶対に
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この章を終るにあたり，一言論じておく必要があるの
は，裸体と羞恥との関係である．我々は，もともと衣
を纏う心は絶対に羞恥心より生じたものではない，換
言すれば羞恥心と衣服には因果関係はないと断じた．
では今日文明人が裸体を恥じるのは，果してなぜであ
ろうか．

本来羞恥というものは国によって，時代によって甚
だしく異るものである．フンボルトによればアジアの
ある地方の女性は，指の先を露出することを恥とす
る．カリブのインディアンの女は幅二寸に満たない布
を腰に纏えば裸体ではないとし，もしこれを忘れても
彩色せずに外出するよりは良いとする．タヒチの土人
は，刺青を入れずに歩行することを，まるで我々が町
中を裸で歩くように恥じる．ユーフラテス河畔のバス
ラの女性は，沐浴の際男性に見られると，単に顔をそ
むけるだけで，他は覆い隠さずとも恥じることはない
と考える．アラビアの女性は，顔を露出することを恥
じ，更に頭髪を見られることを恥とする．中央アフリ
カのチュボリ族の女は，紐を後方に結んでその端に小
枝を付けるが，この枝が落ちることだけを恥辱とする．
中国の婦人は足を，露出することを恥とし，サモア人
は臍を見られることを恥と考える．スマトラ，セレベ
スの土人は膝を露出することを大きな羞恥として極力
これを蔽う．アラスカのフランセ港の女性は，口囲に
二三寸の粘着物を貼り，これが剥れた時はヨーロッパ
の女性が胸元を見られた時のような態度を示すと云う
ように，各国民が羞恥とするところに大きな違いがあ
ることが見て取れる．

要するに，羞恥の感情というものは絶対的なものでは
なく，相対的であり，習慣によって決まるものである．
刺青をする刺青をしない，顔を隠す風習あるのにこれ
を露わにすることは，そのような風習を持つ人々にだ
け生じる羞恥の感情である．この他，膝を見せる，臍
を見られる，胸や足を露わすなども同様に考えられる．
つまり，これらを隠すのは羞恥心によるものではない．
隠さないことが羞恥の感情を引き起こすのである．

ベーン博士は，羞恥，恐怖，憤怒という３つの感情は，
密接なる関係を持つと論じた．グリーンランド土人の
行動は，主として他者の憎愛，尊侮に基くと言われる．
賞められれば喜び，侮られれば直ちにこれを恥じてや
める．即ち羞恥心は，他者の心に発して自分に表われ
る感情に他ならない．このように因習が野蛮人に及ぼ
す力は強大であり，まことに驚くようなものがある．
タヒチの僧は，一般土人と同じく「マジ」を身につけ
るだけであるが，ニューカレドニア人の裸体を見ると，
これを指して嘲笑し，マジすら持たずになぜ神を信じ

羞恥心より生じたるに非ず，換言すれば羞恥心と衣服
とは原因結果の関係を以て発生せしに非ずと論断せり．
然らば今日文明人が裸体を羞づるは，果して何れにあ
る乎．

由来羞恥なるものは国により又は時代によりて甚だし
く相異る．フムボルトの言によれば亜

ア ジ ア

細亜の一地方の
女子は指端を現わすを以て恥とし，カリッブの印度人
の女は幅二寸に満たざる布を腰に纏えば裸体に非ずと
なし，之を忘るゝも尚彩色なくして外出するに勝れり
とす．タヒチの土人は文身なくして歩行するを羞ずる
事宛

さなが

ら吾等が街
が い く

衢を裸体にて歩む如く，ユーフラテス
河畔のバスラの女子は沐浴の際男子に見られし時，単
に其顔を反

そ む

向くれば他は蔽わず隠さゞるも尚恥ずる処
なしと思惟し，アラビアの女子は顔を現わすを恥じ更
に頭髪を見らるゝを恥とす．中央阿

ア フ リ カ

弗利加チュボリの
女は紐を後方に結んで其の端に小枝を付し，只

ひたすら

管其枝
の落つるをのみ恥辱とせり．支那婦人は足を現わすを
恥辱とし，サモア人は臍を見らるゝを羞恥と考う．又
スマトラ，セレベスの土人は膝の露出するを大なる羞
恥と為して極力之を蔽い，アラスカのフランセ港の女
子は口辺に二三寸の粘付物を有し，之を剥れし時は欧
州帰人が胸乳を見られし時の如き態度を示すと云う如
きは，適

たまたま

々以て各国民が羞恥とする処に大なる差等あ
るを見るに足らん．

要するに羞恥の感情は比較的且つ因襲的也．文身する
風ありて尚文身せざる，顔を隠す習慣あるに之を現わ
すは，即ち其風俗を有する者のみに生ず可き感情のみ．
其他膝を現わし臍を見られ，或は胸足を示す等皆然ら
ざるなし．即ち羞恥の情よりして之れを蔽うには非ず．
之を蔽わざる事が羞恥の情を惹起するなり．

ベーン博士は羞恥，恐怖，並に憤怒の三者は密接なる
関係を有すと論ず．グリーンランド土人の行動は主と
して他の憎愛，尊侮に基きて発すと称せらる．賞せら
るれば喜び，侮らるれば直ちに恥じて之れを抛

なげう

つ．羞
恥は即ち他の心に発して我に表わるゝ感情に他ならず．
而して因襲の野蛮人に及ぼす力の強大なる，寔

まこと

に驚く
可き者あり．夫

か

のタヒチの僧は一般土人と齊
ひと

しく「マ
ジ」を着くるに過ぎざれども，尚ニューカレドニアン
の裸体を見る時は，之れを指笑し呼んで云う．マジを
すら有せず，何ぞ神を有すと云わんと．自ら背を蔽う
に到らざるマジを以て無二の美服とした．之なくして
尚且神を有すと云う他人を嗤う．何ぞ因襲に囚わるゝ
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ると言えるのかという．自らは背を蔽うにも足りない
マジを唯一無二の立派な服とし，これを持たずに神を
有するという他人を嗤うのである．何と甚だしく因習
に囚われているものか．この他，堂々たる英国大使夫
人を称して犬のようだと言い，文明が先進んだヨーロッ
パ人を駝鳥の兄弟のようだと言うのは，彼ら自身は歯
を染め，眉を抜く風習があるからである．即ち当初は
求愛の手段，感情を挑発する道具として用いられたも
のも，因習として長くなると，ついにこれをやめるこ
とが風習に反した行為と見られるようになり，ここに
羞恥の感情が湧くのである．熱帯地方の土人で常に皮
膚を蔽う必要がないにもかかわらず体の一部あるいは
全部を蔽う風習があるのは，まさしくこのような慣習
の力に基因するものである．更に進んで，同性の面前
でも隠し布を取らない南アンダマンの女性，「マロ」あ
るいは「リク」を身につけずに人に見られると男女を
問わず死刑に処せらるフィジーの土人，入浴時に人を
避けるオーストラリア土人の女性，故意に女性の浴場
に入る者は罰金，笞刑，あるいは死刑に処せられるぺ
リュー島土人のような風俗が生まれるのである．

羞恥の感情は，このように因習に基いて発生する．決
して人類に自然に備わっているものではない．親族相
姦を憎むような本能的作用ではなく，寧ろ後天的，人
為的なものである．羞恥心があって衣服が生じたので
はない．衣服があり，これを常用する事によりて，羞
恥心が発生しただけである．そして，衣服使用の理由
は主に求愛の手段である．ある学者の言うように，人
の身体の中で最も侵され易い部分を保護する必要から
衣服着用の風習が始まったするのは一見正当に見える
が，更に仔細に考えると，一方に生殖器に手を加えて
これを装飾の具とするサーカムシジョンのようなもの
が行われる未開人に，局部を保護するような観念がな
いことは明らかであり，この説にも賛同しえないこと
は明らかである．

の甚しき，其他或は堂々たる英国大使夫人を称して犬
の如しとなし，文明先進の欧洲人を目して駝鳥の兄弟
なりとなすは彼等自身が歯を染め，眉を抜く習慣ある
に基く也．即ち当初は求愛の手段，情緒挑発の具とし
て用いられたる所も因襲之を久しうする時は，終に之
を放つを以て習俗に反したる行為と見られ，茲に初め
て羞恥の感情湧く．熱帯地方の土人にして四時膚

はだ

を蔽
うの必要なきものにして尚其身の一部分若くは全部を
蔽う風あるは，正しく此慣習的勢力に基因して発した
る所にして，更に進んでは同性の面前にても尚蔽布を
取らざる南アンダマンの女子の如き「マロ」或は「リク」
なくして人の発見する所となりしものは男女を問わず
死刑に処せらるゝフィジアン土人の如き，沐浴に人を
避くる濠洲土人の女子の如き故意に女子の浴場に入る
者は罰金笞刑，或は死罪に処せらるゝぺリュー島土人
の如き風俗を馴

じゅんち

致するに到る也．

羞恥の情は斯くの如く因襲に基きて発生す．決して人
類の自然に非ず．夫

か

の親族相姦を憎むが如く本能的作
用に非ずして寧ろ後先的人為的に出ず．羞恥ありて衣
服生じたるに非ず．衣服ありこれを常用する事により
て，終に羞恥の情を発生したるのみ．而して衣服使用
の原因は主として求愛の手段にあり．或学者の論ずる
如く，人の身体中最も侵され易き部分を保護する必要
より衣服着用の風は初まれりとするは，一見正当なる
が如きも，尚仔細に考慮する時は，一方に生殖器を変
形して之れを装飾の具とするサーカムシジョンの如き
もの行わるゝあり未開人に局部保護の観念なき事明ら
かなるを以て，此説も亦左袒し能わざる事明瞭となら
ん．
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第十章　選択の自由

幼女と許嫁

少女が一種の財産たる事は未開人種の間に於て敢て珍
とせざる現象なると共に其著しく早婚なる事も亦決し
て怪むに足らざる処なりとす．

フランクリン氏の説く所に従えば，チャーチルの北方
に住むエスキモー部落にありては女児分娩の事を聞く
や，之を得て妻とせんと欲する少年は直ちに其家に到
りて其女児を乞う．而して之れが聴許せらるゝ時は所
謂結髪の約束成立し女児の親は其婚期に達するを待っ
て夫

そ

の少年に嫁せしむる也と．斯る風俗は野蛮人間に
多く行われ阿

ア フ リ カ

弗利加マリューツ土人，ゴールドコース
ト地方の黒人，ブッシマン，ベチャナスは総て之れと
趣を同じうす．更に甚だしきもの阿

ア フ リ カ

弗利加アシャン
チー，濠洲土人，ニューギニア，ニュージーランド，
タヒチ其他の諸土人の行う処にして孕める児が慥

たし

かに
女子たる事を知れば未だ胎内にあるに拘らず之れと，
婚約を結ぶと云う．土

ト ル コ

耳古の風俗も少年時代に許嫁の
約を結ぶを一般とす．即ちかゝる場合成長した男女の
間には已に自由選択の権利なきなり．

女子の婚家に対する権利者

又子女の婚姻に際して全権を有するは父に非ずして母
若くは其兄弟並に父の兄弟なる事あり．或は子女の一
般尊族，或は全部落の住民なる事あり．即ち此場合に
於ても婚姻当事者は叔父或は全部落の意思によりての
み結婚するも自己の意思は毫も認められざる也．

下等なる蛮民程女子に選択の自由あり

嫁盗人と駆落

然りと雖
いえど

も之等の諸例より推して彼等の子女には自由
選択なる権能なしと断ずるは速断に過ぎん．当事者た
る少年少女の意思も亦多く重んぜらるゝ所少しとせず．
北米印度人は時に或は尊族の意思に反抗して尚自己の
好む処と婚姻し，時に或は自己の意に満たざる婚姻を
強いられし為め若しくは情人が他と結婚した為めに自
殺を企つる者を見る．又或者は形式に於ては子女の意
思を無視するも実際は之を尊重するものあり．例えば
チッペワスの如きは母が独断にて婚姻を行わしむるも
其真の夫婦と呼ばるゝは其男女の間に小児を設けし後
にあるが如し．又アッガ，アリュートの土人等は親が
子女の為めに縁組を行うも婚姻の式を挙ぐるは夫婦の
児を設けたる後にあり．

更に進んで南米チーラ，デル，フューゴーの女子は自
ら夫を求め遂に其目的を達する熱心を有し，又意に反
したる夫を有すも時は家を逃れ出でゝ他の男と共に棲
み，或は好まざる婚姻を強いられ若くは好む所と婚す

幼女と許嫁

少女が一種の財産であることは，未開人種の間ではと
くに珍しいことではないと共に著しく早婚である事も
決して不思議ではない．

フランクリン氏によると，チャーチルの北方に住むエ
スキモー部落では，女児が生まれると聞くや，これを
妻としようとする少年は直ちにその家に行って女児を
乞い，これが許可されると婚約が成立し，女児の親は
婚期に達するを待ってその少年に嫁がせるという．こ
のような風俗は野蛮人の間に多く行われ，アフリカの
マリューツ土人，ゴールドコースト地方の黒人，ブッ
シュマン，ベチャナスは，総て同様である．更に甚だ
しい例は，アフリカのアシャンチー，オーストラリア
土人，ニューギニア，ニュージーランド，タヒチ其他
の土人では，妊娠中の子供がたしかに女であることを
知ると，未だ胎内にあるにもかかわらず婚約するとい
う．トルコの風俗でも，少年時代に婚約するのが一般
である．つまりこのような場合，成長した男女の間に
はすでに自由選択の権利がないのである．

女性の婚家に対する権利者

また子女の婚姻に全権を有するのは父ではなく，母
あるいはその兄弟，父の兄弟である事がある．また子
女の一般尊属，あるいは全部落の住民である事もある．
この場合も，婚姻当事者は叔父或は全部落の意思によっ
てのみ結婚し，自己の意思は全く認められない．

下等な蛮民程女性に選択の自由がある

嫁盗人と駆落

しかし，これらの例から彼らの子女には自由選択権が
ないと断ずることは速断に過ぎる．当事者の少年少女
の意思も重んじられる所も少なくない．北米インディ
アンでは，時に尊属の意思に反抗して自分の好む者と
結婚したり，時に自分の意に沿わない結婚を強いられ
たり，あるいは恋人が他者と結婚した為めに自殺を企
てる者がある．また，形式的には子女の意思を無視す
るが，実際にはこれを尊重する場合もある．例えば，チッ
ペワスでは，母が独断で結婚させるが，実際に夫婦と
呼ばれるのはその男女間に子供ができてからである．
またアッガ，アリュートの土人は，親が子女の為めに
縁組を行うが，結婚式を挙げるのは夫婦が子供を設け
た後である．

更に南米のティエラ・デル・フエゴの女性は自ら夫を
求めてその目的を果たす積極性がある．アメリカのイ
ンディアンの習俗では，その意に反した夫を持つと家
を出て他の男と同棲したり，意に反する結婚を氏胃荒
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れたり，望むような結婚ができない場合は直ちに駆落
ちして目的を達するのが普通である．

オーストラリア土人の一部で，結婚については父が全
権を有し，子女は全く之れに関与を許されない場合が
あるが，子女の意思も実際には少なからず有力で，も
し意に反する結婚を強いられる時は，女はたちまち恋
人と手を携えて逃げ，子供を設けて許されるまで遠隔
地で生活したり，あるいは執拗に自分の主張を固辞し
て父と争い，結婚して逃亡し，遂に父を屈服させる者
もある．そもそもこの駆落は彼らの常套手段で，青年
子女は常にこの武器を用いて頑固な父親と争って勝つ
が，特にウクライナ土人の女ではこれが甚だしいとい
う．

マオリ土人の諺に，カハワイ魚は釣針を選び女性は
夫を選ぶという．トンガ土人の三分の二は女性の自由
選択による夫婦で，アロレーの女は階上に夫の候補者
を集め，これに糸を結んだココアの葉を 1 枚ずつ渡
し，自らは階下の室に坐って糸を引き，階上で自分の
好みの男性の声が応ずる迄何回もこれを繰返す．イン
ド洋諸島民の結婚は，主として当事者双方の合意によ
り，ダイアクの女性は選択の自由を有する．ジャバの
結婚は女性の意思によりて決まり，スマトラの土人は
親の不同意に会うと直ちに駆け落し，後日女の親に婚
資を出してその承認を求めることがある．アフリカ土
人の大部分は選択の自由を持ち，特に怜悧なバカン人
は，女から男に申込むことを恥辱とするが，女性は巧
みに自分の思う夫を求める知恵をもつと，リード氏は
ダーウィンへの報告で述べており，一般旅行者も認め
るところである．カフィアの若者は，先ず娘の同意を
得ることを結婚申込の第一要件とする．ブッシュマン，
ホッテントットの少年は，両親の意向に沿うだけでな
く，娘の心も惹かなければ結婚できないという．イン
ド地方未開の部落でも，駆落という非常手段を避ける
べく主に子女の好み任せている．中国，支那，アイヌ，
カムチャッカの住民は，先ず娘の意見を聞くことを常
とし，朝鮮古代の風習でも子女の好む所に任せている．

子女に選択の自由がある事は，古代史家の書にも認め
ることができる．ストラボーはカテイの子女が互に配
偶を選ぶと記しており，ヘロドトスもリディアの女性
にこの権利があったことを証明している．この他，イ
ンド，スカンジナビアの古い伝説では，処女に選択権
があったとしている．これは，女が僅かに足だけを露
わして立つ数人の男性から夫を選んだという．

る能わざる時は直ちに駆落ちして目的を達するは一般
米国インヂアンの風俗なり．

濠洲土人の一部にては婚姻に就きては父が全権を有
し子女は全く之れに与

あずか

るを許さゞるものあれど．子女
の意思なるものも実際に於ては少なからず有力にして，
若し強いて意に反する婚姻を為さしむも時は女は忽ち
情人と手を携えて走り，児を設けて当然赦さるゝ迄遠
隔地にあって生活し，或は執拗に自己の主張を固辞し
て父と争い，婚姻毎に逃亡して彼をして遂に屈服せし
むるものあり．抑

そもそ

も此駆落たる彼等の慣用手段にして
彼等青年子女は常に此武器を用うるによりて頑強なる
父と争うて勝つものの，特にウクライナ土人の女に於
て甚しとす．

マオリィ土人の諺にカハワイ魚は釣針を選び女子は
夫を選ぶと．トンガ土人の三分の二は女子の自由選択
による夫婦にしてアロレーの女は階上に夫の候補者を
集め之れに糸を結びたるココアの葉各一葉を渡し自ら
階下の室に坐して糸を引き，階上応ずる声の自己の好
む男子たる迄幾回も之を繰返す．又印度洋諸島民の結
婚は主として当事者双方の合意になり，ダイアクの女
は選択の自由を有し，ヂァヴァの婚姻は女子の意思に
よりて決し，スマトラの土人は親の不同意に 会うや直
ちに駆落し，後日女の親に贖

しょっきん

金を出し其承認を求むる
事あり．阿

ア フ リ カ

弗利加土人の大部分は選択の自由を以て制
度とする如く，特に怜悧なるバカン人の如きは女より
して男子に申込むを恥辱と定むれども女子は巧みに自
己の思う夫を求むるの巧智を有すとは，ダーウィンに
報じたるリード氏の言にして一般旅行者亦之れを認む．
カフィアの若者は先ず娘の意を迎うるを以て申込の第
一要件とし，ブッシマン，ホッテントットの少年は両
親の意を迎うると何時に娘の心をも惹かずんば婚姻を
行う能わずと．又印度地方未開の部落にても主として
子女の好処に任せで駆落の苦計を免れんとし，支那，
アイヌ，カムチァツカの住民は先ず娘の意見を聞くを
常とし，朝鮮古代の風俗亦子女の好む所に任せしを見
る．

子女に選択の自由ありし事は古代史家の書を見るも尚
認むる事を得可し．ストラボーはカテイの子女互に配
偶を選ぶと記し，ヘロトダス又リディアの女子に此権
能ありしを証明せり．其他印度スカンヂナヴィアの古
伝は処女に選択権ありしを語る．かの女は数人の男子
の僅かに足のみ露わして立つ内より夫を選びしと云う
が如きは即ち之れ也．
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原人時代の回願

未開人に於ける子女の地位

レトォノー氏の説に依れば，大昔の女性には選択の自
由が無かったというが，前述のような例からすると賛
同できない．我々の考えは全くこれと反対で，古い時
代ほど女性の選択権は完全に行われていたように思わ
れる．太古の女性は，現在の未開人の女性よりも更に
一層自由であった．現在の野蛮人は，女性を一個の商
品のように見ており，この考え方が強くなれば女性の
自由選択権は薄弱となる．シナイ山の麓に暮らすベド
イン族は，女性の意思を顧慮する事なく自分の欲する
ままに売却し，自分の懐を肥やすと言われるが，これ
は恐らく女性と労働に関係がある結果であろう．ギッ
プランド土人の女についてフィソン氏は，彼らは決し
て怠惰な民ではない，事実はその反対で部落の中で彼
らほど勤勉なる労働者はなく，野に畑に山に川に彼ら
は多くの食料を集め，特に不時の際はその活動は男性
を凌ぐという．オーストラリア土人は，現代では最も
下等な人類と言えるが，それでも原史時代からは大き
く変わっている．つまり女性を有力な労働者と考え，
従って女性に多少なりとも価値が生まれている．太古
には，女性は単に男性の欲望満足の道具に過ぎなかっ
た．食物が豊かで，労働力が必要なかったため，奴隷，
労働者を雇う必要もなく，父は女性の去就に関して何
らの利害関係もなく，従って女性は成長すると自分の
意志で家を出て男性を求めることができた．そして動
物と同じように，好まない相手を避ける事は非常に容
易であり，次々と男性を選択して望む相手を得ること
ができた．即ち絶対的選択の自由があった．

しかし時代を経るに従って，家族というものが次第に
根付いてくると，掠奪婚のように全く女性の意思を顧
みない婚姻制が発生したが，それでも実際には女性が
好まない夫であれば逃亡して親戚知己の家に身を寄せ，
夫の追求を免れられたことから，実際上女性の意見が
全く反映しなかったわけではない．

次に男児について研究すると，すべて少年時代は姉妹
と同じく父の権力下にあるのが常で，父の思うままに
奴隷に売られたり，交換され，場合によりては殺され
ることもあった．つまり生殺典奪の権がすべて父の手
中にあった点で女児と全く差異がないとはいえ，一旦
成長して独立生活を営めるようになれば，多くは父の
権力から離れて自由に生活し，思うままに結婚できた
ことは女性と全く異なるところである．そして親が決
めた結婚に反抗して承服できない場合があるのは勿論
で，女性の結婚はいわば持主の変化に過ぎないのに反
して，多くは独立して行動できるのが常である．

原人時代の回願

未開人に於ける子女の地位

レトォノー氏の所説に依れば，上古女子に選択の自由
之なかりし如きも如上の諸例より思索する時は賛同す
る能わず．吾人の思う処は全く之と相反し上古程女子
の選択権は完全に行われたる如く思わる．上代の女子
は今日吾等が見る未開人中の女子よりも更に一層自由
なり．蓋し今日の野蛮人は女子を見ること一個の商品
の如く此観念強くなれば従って女子の自由選択権は薄
弱となる．シナイ山下ベドイン人は女子の意思奈

い か ん

何を
顧慮する事なく自己の欲するまゝに之を売却し以て己
れが懐中を肥やすと伝えらるゝも，之れ恐らくは女子
と労働とが関係を生じたる結果ならん乎．ギップラン
ド土人の女につきフィソン氏の述ぶる所を見るに，彼
等は決して徒食の民に非ず．事実は之れと相反し部落
の内彼等の如く勤勉なる労働者なかる可く，野に畑に
山に川に彼等は多くの食料を集め来り殊に不時は其活
動男子を凌ぐと．濠洲土人は現代に於ては最も下等な
る人類たる可しと雖

いえど

も，尚原始時代を遠かる事甚だ遠
きものあり，即ち女子を以て労働者の有力なるものと
なし，従って女子に多少の価格を生ずるを見るも，上
代にありては女性は単に男性の欲望満足の具に過ぎず．
食物は豊饒にして労力を要せざるを以て人は奴隷 ―労
働者― を蓄うる必要もなく，父は女子の去従に関して
何等の利害関係を有せず．即ち女児にして成長せん乎，
意のまゝに家を去つて男子を求めん．而も彼等は諸動
物に見る如く其好まざる対手を避くる事は頗

すこぶ

る容易な
るを以て，行くゝゝ男性を選択して遂に其欲する処を
得可し．即ち絶対的選択の自由を有す．

而して時代を経るに従って家族なるもの漸く其根柢を
固うするや，茲に掠奪婚の如き全く女子の意思を顧み
ざる婚姻制の発生を見ると雖

いえど

も，此時と雖
いえど

も実際女子
に好まざる夫ならば彼は逃乏して親戚知己の家に身を
寄せて夫の追求を免るゝを得可きを以て，実際上全然
女子の意見の行われざる事なきなり．

次に男児に就て研究するに，凡て其少年時代は姉妹と
齊
ひと

しく父の権力下にあるを常とし，父の思う儘に或は
奴隷に売られ又交換せられ，又場合によりては殺戮を
被る事あり．即ち其生殺典奪の権は一に父の手中に納
めらるゝ事女子と豪も差異なしと雖

いえど

も，其一旦成長し
て独立生活を営み得るに到れば多くは父の権力より離
れて自由に生活し思う儘に結婚を行い得可きは女子と
全く趣を異にす．而して親の結べる婚姻と雖

いえど

も時に或
は反抗して承服せざる事あるは勿論にして，女子の婚
姻は云わば持主の変化に過ぎざるに反し多く独立して
事を行い得るを常とせり．
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しかし男性の為めに親がその妻を求め，子もまたこ
れに従えば，多少の不満の表情を見ないわけではない．
例えばイロコイスの母は，成長した子供のために妻を
決め，バストォの土人は父が子供の為めに最初の妻を
探す．この風習は，インドの部落特に著しく，時には
男女の間に既に合意あっても，父の形式的な手続きを
待つ 場合すらある．この風俗の発生した理由は主に彼
らの間に家族制度が他の未開人に比べて著しく発達し
ていたからである．

祖先崇拝の風と家長権

選択の自由と家族制度には分離できない関係があるの
で，以下少し世界の家族制度に開して論じてみる．

家族制度は，家長権が強大であることがその特色であ
る．家長が絶対の権力を握りって家族に臨み，父が強
力であることは勿論であるが，次第に祖先崇拝の風習
の発生とともに，家長は祖先に代って家族である子孫
に臨むもの考えられ，家庭内の専政君主のようになる．
これは世界史上でも，明確な一段階である．

インドの家長権は，生殺与奪の絶対的なものであるが，
古代メキシコ，ペルー等の家族制度も同じである．子
女は父の前でやたらに言葉を話せないほど家長を恐怖
していた．父が彼らに教える所は，人を敬え，特に自
分を生んだ父母を敬え，忠実に孝行し奉り，神罰を受
けて非業に死を遂げた不幸者の行為を真似するな，と
いうものであった．従ってその結婚も父の選ぶ者，少
くとも承認する者である．ニカラグアには，いくつか
自由選択を許す地方もあるが，一般には父の定めた結
婚に従い，グアテマラも同様である．ペルーの男児は，
25 歳まで絶対に父に服従する義務があり，その結婚も
父の意向に従う．

このような家長権が強大な制度は，現在の国々にもそ
の影響を認めることは難しくない．中国では，帝王は
国民を赤ん坊のように見做すという．まして家長の家
族に対する権威は推して知るべしである．尊属に反抗
するものは，老幼男女を問わず総て死罪に値する．従っ
て結婚もひとえに目上の意向に従って決まる．従って
結婚する当事者が，結婚式の日まで互に知らないとい
う奇妙なことも決して少なくないという．

この点に関しては，我国における家長権は非常に強
大で，古代ローマの家長権 (Pater familias) と同様，祖
先を尊び親を敬うことを子の第一の義務し，孝行を道
徳の主体とする．従ってひとりの子を愛し他を憎むよ
うなことも家長である父の意のままで，子女はその命

然れども男児の為めに親が其妻を求め子も亦之れに服
して些の怨色なきもの無きに非ず．例えばイロコイス
の母は成長したる児の為めに妻を定め，バストォの土
人は父が児の為めに第一妻を求むるが如し，此風は印
度諸部落に於て殊に著しく時としては男女の間に合意
已に成立するも特に父の形式的行為を竢

ま

つものすらあ
り．而して此風俗の発生したる理由は主として彼等の
間に家族制度が他の未開人に比して著しく発達したる
ものなればならん．

祖先崇拝の風と家長権

選択の自由と家族制度とは離す可らざる関係を有する
を以て，以下少しく世界の家族制度に開して論ずる処
あらん．

家族制度は即ち家長権の強大なるを以て其特色とす．
家長が絶対の権力を擁して其家族に臨む所以のものは，
初め父の強力なるに出でしは勿論なれど，漸く祖先崇
拝の風を生ずると共に家長は祖先に代りて家族たる子
孫に臨むものと信ぜられ，茲に家庭の専政に君主の観
を呈するに到り，世界歴史の上に明確なる一階段を画
するに至りしなり．

印度に於ける家長権は生殺与奪の絶対無上のものなり
しが，上代墨

メキシコ

国，秘
ペ ル ー

露等に行われたる家族制度に見る
も亦同じ．子女は父の前にて猥

みだ

りに語を発する能わざ
る迄に家長を恐怖したり．彼等の父が彼等に教うる所
は，人を敬せよ，特に汝等を生みたる汝の父母を敬し，
よく忠実によく孝に其命を遵奉し，彼の後に神罰を被っ
て非業に死す可き不幸なる者の行為に倣う事なかれ，
と云うにあり．従つて其婚姻も父の選ぶ所，少くとも
其承認する所による可く，ニカラガには二三の自由選
択を許す地方なきに非ずと雖

いえど

も，一般に父の定むる婚
姻に服し，ガテマラ亦同じ．ペルーの男児は二十五歳
迄は絶対に父に服従するの義務を負い結婚も亦其意に
従う．

かゝる家長権強大の制度は現時の旧国中，尚其 俤
おもかげ

を
認むる事難からず．支那帝国の如きは帝王は国民を見
る事猶赤子の如しと．家長の家族に対する権威亦知る
可きのみ．尊族に抗うものは其老幼男女を論ぜず総て
死罪に値し，従って結婚も一に其長上の意に従うて決
す．故に結婚せんとする当事者は其式日まで互に知る
事なき奇観を呈する事決して少しとせずと云う．

此点に関して論ずる時は吾国に於ける家長権は頗
すこぶ

る強
大なるものにして古

いにしえ

者羅
ロ ー マ

馬の家長の権 (Pater familias)
と趣を同じうし祖先を尊び親を敬うを以て子たるも
のゝ第一義となし孝道を道徳の首となせり．故に一子
を愛し他を憎む等は家長たる父の意のまゝにして子女
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令に従って翌朝にでも結婚し，一言の不平も言わない．
親のために青春を棒げて，一生苦しい境遇にあっても
後悔しない者もある．親子の関係は理想的に円満であ
る．こうして結婚は必ず両親あるいは近親者によって
進められ，いわゆる仲人と称する媒酌人を介して双方
の意思を通わせる．仲人のない結婚は，時に下等社会
で行われることがあるが，これはいわゆる野

や ご う

合であっ
て，甚しく社会で批判されるのが常である．仲人の義
務は，当事者双方の性質，習慣，身体上の問題，財産
等に関し，明白な知識を得て，結婚を滞りなく遺憾な
く進行させることにある．仲人によって当事者同志は
が直接に意思の疎通をはかる事はなく，主に両親ある
いは近親者が折衝にあたる．仲人の責任として，双方
の見合を行う事もある．そしてこの時一方に不満があ
る時は仲人にその旨を告げ，縁談は中止される．さら
にキュヒラー氏は，この「見る為めの会合」は，結婚
式後に花嫁が初めて覆面をとるまでは互に顔を見るこ
とができない上流社会の人々にのみ行われるものであ
ると言い，外国人を驚かせたという．

アラビア，ヘブライの民族でも，家長権が強大な事は
ヂャベイス法典中に，子を売り，これを自分の身代わ
り，あるいは抵当とする事を認めており，また親を打
つものは親の告訴によって死罪となると定められてい
ることを見ても明らかである．その典型とも言えるの
が，旧約聖書のイサクとアブラハムの関係と言えよう．
モーぜの法律中には，父子の関係が消滅することを予
期した文はひとつも存在しない．すなわち結婚は，父
あるいは時に母の意向で決められるのである．

古代エジプトでもまた同様である．テーベ法典には，
同様の規定があり，世界最古の書と言われるプターホテ
プの教訓に，父は命令し子は服従するという一句がある．

中でも家長権が強大であったのはローマのパーテル・
ファミリアスである．これは家族に対して生殺与奪の
権力を有し，子を奴隷として売却し，牢獄に投じ，ま
た殺す事も当然の権利として行った．プルタークが伝
えるところでは，ブルータスはその子を殺した．刑罰
でもなく，人に相談することもなく，ただ父であるが
故にその子を殺したのである．家長権の絶対無限はこ
れほどであった．従って結婚などは，ひとえに家長の
意思に基いてのみ行われた．その同意なくして結婚が
行われることはない．ローマの家長権がこのように強
大である理由は，父が家族の維持者，保護者であるの
みならず，祖先の代表者で，祖先の祭祀も彼なしに行
う事ができないからである．祭文を読んで儀式を行う
のは，家によって方法が異なるので，家長は物心両面
で家族の君主でありまた法王である．このような最高
の権利が十二表法に明記されている理由である．

は其命を体して明朝にても婚嫁をなす可く，敢て一言
の不平の声なし．或は親の為めに青春の身を棒げて一
生を苦界に棄てゝ顧みざるものあり．親子の関係は理
想的に円満なるを見る．而して其婚姻は必ず両親若し
くは近親によりて運ばれ，所謂仲人と称する媒酌人を
介して双方の意思を通ず．仲人なき婚姻は時に下等社
会に行わるゝも之れ所謂野合にして甚しく社会の指弾
を被るを常とす．仲人の義務は当事者双方の性質，習慣，
身体上の問題及び財産等に関し，互に明白なる知識を
得せしめ，以て婚姻をして遺憾なく進行せしめんとす
るにあり．両当事者が仲人によりて直接に意思の疎通
を計る事なく主として両親若くは近親之を折衝す．又
仲人の責任として双方の見合を行う事あり．而して此
際一方に不満足なる時は仲人に其旨を告げ，茲に縁談
は中止せらる．而もキュヒラー氏は此「見る為めの会合」
は婚姻の式後花嫁が初めて覆面を除く迄は互に顔を見
る能わざる上流社会の人士にのみ行わるゝものなりと
云い，外国人をして驚嘆せしめたり．

アラビア，ヘブリューの民族に於ても家長権の強大な
りし事はヂャベイス法典中に子を売り，之れを己が身
替となし又抵当となす事を認め，且つ親を打つものは
親の告訴を俟って死罪に行うと定めたるを見るも明ら
かにして，此標本とも云う可きは旧約書中に載せたる
イサックとアブラハムの関係ならん乎．モーの法律中
には父子の関係消滅す可き事を予期したる一句だに存
在せず．即ち婚姻も尚父若くは時に母の意を以て定め
らる可き也．

埃
エジプト

及の古代に於ても亦然り．テーベ法典に同様の規定
を挙げ且つ世界最古の書と称せらるゝプターホテプの
教訓中父は命令し子は服従するの一句あり．

就
なかんずく

中 家長権の強大なりしは羅
ロ ー マ

馬のパーテル，ファミ
リアスなりき．彼は家族に対して生殺与奪の権力を有
し，子を奴隷として売却し之を牢獄に投じ又殺す事を
も当然の権利として行いたり．プルータークは伝えて
言う．ブルタスは其子を殺せり．刑名に依らず，人と
謀らず，只父たるに依りて其子を殺せりとは家長権の
絶対無限なる事概ね斯の如し．されば婚姻の如きは一
に家長も意思に基いてのみ行う事を得可く，彼の同意
なくして結婚が為さるゝものなし．羅

ロ ー マ

馬の家長権が斯
の如く強大なる所以は，父は家族の維持者並に保護者
たるのみならず．彼は祖先の代表者にして家祖の祭祀
は彼と待たずして行う事能わず．祭文を読み儀式を行
うは戸々各々其様式を異にするを以て家長は実に物質
精神の二方面に於て家族の君主たり又法王たりき．之
れ斯の如き無上の権利を十二銅標に明記する所以也．
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考えるにローマの家長権は，古代アーリア人種の中
では最後にして且つ絶大である．グリーキ，ゲルマン，
ケルト等の民族では，少くとも家長権はローマほど強
大ではない．成年の子も幼弱の女も同様に絶対の家長
権の下に服するような例は認めない．まさにユスティ
アヌス帝の言葉通り，家長権はローマ特有のものであ
る．そしてその権力の根柢が祖先崇拝という宗教心に
あることに於ては，現代の野蛮人の間のものとは大き
く異なり，確固不動にして完全なものである．

東洋西洋

インド民族の家長権もこれに劣らないものがある．家
長はマヌ法典では妻子及び奴隷に対して絶大なる権威
を振い，マドラス地方の家長権は特に強大で，その一
言一行は家族を拘束する法律となり，妻子，奴隷，財
産の所有者として他の介入を許さない．しかし遡って
古代の歴史を考えると，リグヴェーダ (Rig Vedah) が
伝えるところでは，古代インド人は，力があって家を
維持し家族の保護に当る間のみ家長であるに過ぎず，
障害者となった家長は空しく餓死を待つ状態で遺され
るという．これは昔のチュートン，エラニアン民族で
も同様である．マヌ法典には女性の自由選択を認める
条文があるが，マヌ自身は甚しく之を嫌っている．正
婚には，プラーマ，ダイバ，アルシャ，プラカパチァ
の 4 つがある．悪婚には，脅迫婚，掠奪婚，売買婚，
自由婚の 4 つがある．正婚によって生れた子女は，幸
せに恵まれ人々の尊敬を得て，長生きする．悪婚によっ
て生れた子女は，災禍にあい，神罰を被って早逝する
と説いた．ペルシアでも自由婚は侮蔑され，インドと
同じく子供の為めに早くから婚約する風習がある．

ギリシャでは，家長権は早くに消滅し，まずアテネ，
続いてスパルタで消滅した．さらにその家長権は，果
してローマのような強大なものであったか．否，甚だ
疑わしい．オデッセーの詩の中で，ユリシーズ，レー
ルテスの関係は，明らかに家長も実力を失うとその地
位を去らなければならないことを示している．アテネ
の男性は 20 歳になると完全に独立して結婚も自由に
できるが，女性は一生父の権力下に属し，その許諾な
くしては何もできない．その多くは自分の知らない男
性の許に嫁がされたと思われる．

古代ロシアの風習を考えると，同じように家長権が行
われたと思われ，実父 (Batushka) という語は地方長官
や皇帝にも用いられることから，家族に対する家長権
の性質は想像するに難くなく，父は家庭の王者で，も
とより結婚その意向によらなければならない．ポーラ
ンド，クコーシア，セルヴィアも同様である．

意
おも

うに羅馬の家長権は古代アリアン人種中最後にし
て且つ絶大なるものなりき．グリーキ，ゲルマン，ケ
ルト等の民族にありては少くとも家長権は羅馬

ローマ

の如く
強大ならず．成年の子も幼弱の女も同様に絶体無上の
家長権下に服する如き例は遂に認む可らざる処にして，
寔
まこと

にヂャスチニアン帝の言の如く，家長権は羅
ロ ー マ

馬特有
のものなりし也．而も其権力たる根柢を祖先崇拝なる
宗教心に置くを以て現代野蛮人の間に於ける如きもの
とは大に其選を異にし，確固不動にして完全なるもの
なりき．

東洋西洋

印度民族に於ける家長権も敢て之れに譲らざるものあ
り．家長はマニュー法典の所謂妻子及び奴隷に対して
絶大なる権威を振い，マドラス地方の家長権は殊に甚
だしきものありて其一言一行は即ち家族を覊

き は ん

絆する法
律となり妻子奴隷並に財産の所有者として敢て他の侵
犯を許さゞるを常とせり．然れども之を遡って古代の
歴史を稽

かんが

うるにリッグ吠
ヴェーダ

咜 (Rig Vedah) の伝う処，古
代印度人は其力よく家を維持し家族の保護に当り得る
間のみ家長たるに過ぎすして，不具廃疾となれる家長
は空しく餓死を待つ状態に於て遺棄せらるゝを見る．
之れ上代チュートン，エラニアン民族の等しく行いた
る処にして，マニュー法典には女子の自由選択を認む
な条文あるも，マニュー自身は甚しく之を厭い，正婚
に四あリ．プラーマ，ダイバ，アルシャ及びプラカパチァ
即ち之れ也．悪婚に四あり．脅迫婚，掠奪婚，売買婚
及び自由婚之れ也．正婚によりて生れたる子女は多幸
多福にして人衆の尊敬を得，宝寿百歳たる可く，悪婚
に依りて生れたる子女は多罪多禍．神罰を被って夭折
す可しと説きたりき．波

ペルシャ

斯に於ても自由婚は侮蔑せら
れ，印度と同じく児の為めに早くより婚約する風あり．

希
ギリシャ

臘に於ける家長権は疾
はや

く其跡を絶ち，アゼンス先ず
之を失いスパルタ之に続けり．而も其家長の権なるも
の果して羅

ロ ー マ

馬の夫
そ

れの如く強大なりしや，否，頗
すこぶ

る疑
う可く，オデッセーの詩中ユゥリシス，レールテスの
関係の如きは明らかに家長も実力を失う時は其位置を
去らざる可らざるを示し，アゼンスの男児は廿歳に到
れば全然独立し婚姻も亦意の儘なれど，女子は一生父
の権力下に属し，其許諾なくして何事をも行う能わず．
多くは自ら知らざる男子の許に嫁せしめられし如く思
わる．

 露国古代の風を案ずるに，同じく家長権は行われた
る如く実父 (Batushka) なる語は地方長官並に皇帝に
向っても尚用いらるゝより見れば，家族に対する家長
権の性質は想像するに難からざる可く，父は家庭の王
者にして婚姻は素より其意思によらざる可らざる也．
波
ポーランド

蘭，クコーシア，セルヴィア然りとす．
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家長権の衰微

しかし，このようなことは人類進歩の一段階に過ぎな
い．文物や制度が整うと共に，広く発達した家族制度も，
急速な人類の発展と共に発生した新思想，新宗教のた
めに根柢から覆され，歴史は新たなる時代を画し，人
類の文明は新しい社会制度に移行していったのである．

この新傾向を最も早く現わしたのはヘブライ人であっ
た．紀元前 7 世紀のタルムード法は，婚姻は当事者の
合意によって行われなければならないと定めた．更に
回教の勃興と共に，この主義はアラビアでおおいに行
われ，男性は満 15 歳になれば父の同意を待たずに結
婚できる事，女性は結婚と共に父の権力を離れるとし
た．

ギリシャでも，家長権はホメロスの時代に比べて更に
多くの制限を受けた．ローマでも，既に共和時代の議
政官 ( センソール ) によって家長権は調落の兆しが見
られ，帝政時代に入るに及んで更に多くの制限が加わっ
た．ディオクレシアン，マキシミリアン皇帝は，子を
売買する事を禁じ，コンスタンチン帝は家長といえど
も子を殺すものは殺人罪を適用することを定めた．女
性も選択の自由を認められるようになり，少くともそ
の意思に沿わない結婚に反対する権利を得た．家長権
はここに及んで衰え，見る影もなくなった．

これは主にキリスト教の影響によることに議論の余地
はない．そしてこの傾向は更にチュートン民族にも波
及し，そのタナット法律は明らかに婦女あるいは少女
の欲しない結婚の強制を禁止し，スウェーデンのウェ
ストギョウータ・ラッグ (Westgöta lag) では，女性に
は不同意な結婚を破棄する権利がある．同様の思想は
同国のアプランズラッグ，その他のチュートン民族の
法典にも認めることができる．更に後年のシュワーベ
ンスピ－ゲル (Schwabenspiegel) では，男性満 14 歳，
女性満 12 歳になると，親の同意なく自由に結婚でき
る規定があり，一転してこの規定はゲルマン民族にも
行われたが，ドイツ人はかえってこれを嫌ったという．

このような傾向が国民の間に行われる時期に，国に
よって差があることは甚だ興味のある点である．ヘブ
ライ人が初めて新制度を行ってから 2300 年を経た 17
世紀に到っても，フランスでは家長権が依然として存
続している．ヘンリー三世 (1566），ルイ 13 世 (1639)，
同 14 世 (1697) が発した勅令では，フランスでは男性
満 30 歳，女性満 15 歳にならなければ自由に結婚でき
ないとされ，これを犯す時は勘当 (Disinherited) される
と定めている．シュワーベンスピーゲルの規定との違
い，勘当が定められていることを見るにつけ，フラン

家長権の衰微

然りと雖
いえど

も斯くの如きは人類進歩の一階段に過ぎず．
文物制度稍

やや

整うと共に汪
おうぜん

然として発達したる家族制度
も，更に駸

しんしん

々乎として息まざる人類の向上と共に発生
したる新思想新宗教の為めに，其根抵より覆され，茲
に歴史は新たなる時代を画し．人類の文明は更に新た
なる社会制度の上に移らんとせり．

此新傾向を最も早く現わしたるはヘブリューなりき．
西暦紀元前第七世紀に於て，タルムヂック法は婚姻は
当事者の合意によりて行わる可きを定めたり．更に回
教の勃興と共に此主義は大にアラビアに行われ，其教
ゆる処は男子満十五歳たる時は父の同意を待たずして
結婚する事を得．女子は婚姻と共に父の権力を脱すと
云うにありき．

希
ギリシャ

臘に於ても家長権はホーマー時代に比して更に幾層
の制限を蒙り．羅

ロ ー マ

馬にありても已に共和時代議
セ ン ソ ー ル

政官に
よりて家長権調落の晩鐘は初めて響を，帝政時代に入
るに及んでは更に幾多の制限を加えられたり．即ちディ
オクレシアン，マキシミリアン皇帝は子を売買する事
を禁じ，コンスタンチン帝は家長と雖

いえど

も子を殺すもの
は同じく殺人罪を以て論ず可き旨を定め，女子も選択
の自由を認めらるゝに到り，少くとも，其意思に非ざ
る婚姻に反対するを能うの権利を得たり．昔日の家長
権は茲に及んで，既に当年の俤

おもかげ

をだに偲ぶ可らず．

是等は主として耶蘇教の影響に出ずるは論を俟たずし
て明らかなり．而して此傾向は更にチュートン民族に
も波及し来り，夫

か

のタナット法律は明らかに婦女，若
くは少女の欲せざる婚姻を強いる事を禁止し，瑞

スウェーデン

典の
ウェストギョウータ，ラッグ (Westgöta lag) によれば
女子は初めより不同意なりし婚姻を破却する権能を得，
同様の思想は同国のアプランズラッグ其他のチュート
ン民族法典中に認むる事を得可し．更に後年シュワー
ベンスピ－ゲル (Schwabenspiegel) の出ずるに及び，
男子満十四歳，女子満十二歳に到る時は，親の同意な
く自由に婚姻を行うを得る旨の規定を掲げ，一転して
此規定はゲルマン民族中にも行われしが，独

ド イ ツ

逸民は反っ
て此主義を嫌悪したりと云う．

国情によりて如上の傾向が国民に行わるゝに当って
其間大に遅速あるは甚だ興味ある点なり．ヘブリュー
人が始めて新制度の精神を発露してより二千三百年を
経たる第十七世紀に到りても仏国にては尚家長権依然
として存続するを見たり．ヘンリー三世 ( 一五六六），
ルイ十三世 ( 一六三九 )，同十四世 ( 一六九七）の発し
たる勅令に依れば，仏国にては男子満三十歳，女子満
十五歳に到らざれば自由に結婚を行う事を得ずとし，
若し之を犯す時は勘当 (Disinherited) を蒙る可しと定む
るを見る．シュワーベンスピーゲルの規定と対照し且
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ス人の新制度への移行が遅かったかが思いやられる．

現在でもフランスではなお家長権が行われている．即
ち 21 歳未満の者は軍籍に入る場合を除いて，自由に
父の家を去る事が禁られ，男性 25 歳，女性 21 歳未満
では親の同意なく結婚してはならない．また成人して
なお両親の形式的同意を必要とするようなところは，
明らかに古い家長制度による規定である．

両親の結婚に対する同意権は，フランス以外の諸国で
も甚だ厳格なものが少なくない．例えばドイツ，オラ
ンダでは，親の同意なく行われた未成年者の結婚は全
く無効とする規定がある．しかし，その反対の立法例
も少なくないことは当然で，合衆国，スコットランド，
アイルランド等の法律では，両親あるいは親権者の同
意は，未成年者の結婚の条件としない定められている．
ああああああああああああああああああああああああ
ああああああああああああ

英国では，ジョージ 2 世の法律第 23 号で，当事者一
方が未成年者で，且つ結婚公告を行わない，あるいは
父または生母の同意あるいは親権者の同意を欠く場合
は，結婚は無効であり，あるいは取消し可能とされる．

我々は，以上に述べた所により，人類の発達に三階段
があることを見た．野蛮原始の時代，半開時代，およ
び現代である．そして第一と第二は著しく似ているが，
第二の半開時代の人々には全く見られない一つの現象
がみいだされる．それは選択の自由に外ならない．結
果はいずれも配遇者選択の自由であるが，その内容は
両者で似ているように見えて，その精神が異なること
を忘れてはならない．すなわち (1) 文明時代の子女は
野蛮時代と異り，決して財産と同一視されない．(2) 生
まれた時から，社会によって持つべき権利が保障され
ている．(3) 子女に対して両親はその幸福を希って行う
もの以外にはいかなる権利も行使できない．これこそ
現代文明の神随であり，昔の人が夢想すらしなかった
ことである．これはごく最近の時代になって初めて整
えられたものである．

つ勘当なる罰刑を見ば，仏人の新制度に移つるの遅々
たる情亦想見す可からずや．

今日に到っても尚家長権は仏人の間に行わる．即ち或
は二十一歳未満の者は軍籍に入る場合を除くの他，自
由に父の家を去る事を禁じ，男子二十五歳女子二十一
歳未満にして親の同意なく結婚をなす可らず．又丁年
以上のものと雖

いえど

も尚両親の形式的同意を必要とする如
きは，明らかに旧家長制度を遵奉する規定なり．

両親の婚姻に対する同意権は仏国以外の諸国にても，
甚だ厳格なるもの少なからず．例えば独

ド イ ツ

逸，和
オランダ

蘭の如
きは，親の同意なくして行われたる未成年者の婚姻は
絶対的に其効力を生せずと規定する如きは即ち之れな
り．然しながら之れと反対する立法例も亦少しとせざ
るは素より当然にして，夫

か

の北米合衆国，スコットラ
ンド，アイルランド等の法律によれば，両親若しくは
親権者の同意は未成年者の婚姻に関して有効条件に非
ずと定むる如きは其一例なり．

更に英国に於てはジョージニ世の法律第二十三号に
て，当事者一方が未成年者にして且つ結婚公告を行わ
ず若くは父又は其生母の同意或は親権者の同者 [ 校注：

同意の誤と思われる ] を欠く場合には其婚姻は絶対に効力
を生せず，若くは取消し得可しと定むるを見る．

吾人は上来論述する所によりて人類発達の三階段を
見たり．野蛮原始の時代，半開時代，及び現代即ち之
れ．而して第一と第二の間に著しく相類似し且つ中間
の半開時代の人民が毫も之によらざる一現象を発見す．
他なし選択の自由之れなり．燃れども結果は同じく配
遇選択の自由なれど其内容に到つては二者同然其精神
を異にするを忘る可らす．（一）文明時代の子女は野蛮
時代と異りて決して財産と同一視せられず．（二） 其生
るゝや社会より其亨有す可き権利を保障せられ，（三）
子女に対して両親は其幸福を希うて行うものゝ他何等
の権力を用いる能わず． 是れ現代文明の神随にして古
人の夢想だもせざりし処，実に最近世に到りて初めて
完備せられたる処に外ならず．
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第十一章　動物間に於ける雌雄淘汰

ダーウィンの雌雄淘汰説

ダーウィンは，自然と生物の拮抗を基とする自然淘汰
を説く傍，動物に於て同性間に行わるゝ雌雄淘汰の原
則を発見したり．自然淘汰にありては，生物は自然と
争い，四囲の情況に対して最も好適なる物質と見たる
種属のみ生存の権利を享受すべく，雌雄淘汰にありて
は，自然淘汰を蒙りて生存する種属の内，尚最も完全
なる素質を有する者の子孫のみが，其完全なる素質を
伝えて繁殖するを得可く，換言すれば前者に対して第
二段の淘汰を蒙るにありとするを其要綱とす．此故に
男性にありては同性の間，尚精力旺盛にして勇力よく
他の競争者を圧倒するに足るもの，女性に於ては体躯
嬌態よく男性の愛を惹くに足るものにして始めて自己
の子孫を後代に伝うるを得可く，斯くして生物の種属
は愈

いよいよ

々其向上を続く可き也．而して雌雄淘汰の行わるゝ
に際し最も著るしき人目を惹く現象は主として雌性を
中心としたる雄性間に行わるゝ淘汰なりとす．

果して雌雄淘汰はダ氏の説く如く自然淘汰と矛盾する
場合ありや

ダーウィンの誤解

意
おも

うに動物界に於て雄性互に雌と争い，之を獲て自
己の後を伝えしめんとする手段に二方面あり．一は勇
力を振って他を圧倒し去り，以て己れが欲する雌に近

ちかづ

かんとし，他は己れが色彩，香気若くは音声を以て雌
の歓心を求め，以て之れと相近

ちかづ

かんとするにあり．即
ち一は雌の好む心に投合せんとし，他は生存競争の急
迫なる要求に強制せられたるものと見るを得可し．何
故に動物間に如上の色彩，香気等の生ぜしかは甚だ議
論の存する所にして，ダーウィンの如きは之れ寧ろ第
二段の変化に属し，自然淘汰に基きたる適者生存の鉄
則より生じたるに非ず，実は雌雄淘汰に由来し発生せ
るもの乎と論じたり．人類並に一般動物に於ても色彩
の美，香

こうふん

芬の爽，音調の妙は齊
ひと

しく心に快しとする所，
之を以て近接する事至難なる雌を呼び旦つ誘引して己
が目的を達せんとするは，素より当然の事たらんも而
も，之等のものは種属の為めに少なからざる損害を招
く原因たる事亦蔽う可からざる事実也，由来動物に於
ける色彩は自然淘汰より生ずる保護色なる事を原則と
す．然るに鳥の鶏冠の紅い燃ゆるが如き，尾羽根の扁々
として長大なる，雌雄淘汰に際しては有力なる利器た
らんも，一旦強敵に物色せらるゝに当っては反って自
己の存在を表示する不利ある事勿論にして，更に或哺
乳動物が交尾期中特に多く発生する強臭の如き寧ろ種
属絶滅に功あらんも其保存には反対せりと云う可く，
雌雄淘汰より動物が求め得たるかゝる特質は，自然淘

ダーウィンの雌雄淘汰説

ダーウィンは，自然と生物の拮抗を基礎とする自然淘
汰を説く一方で，動物に於て同性間に行われる雌雄淘
汰の原則を発見した．自然淘汰では，生物は自然と争い，
周囲の情況に対して最も好適な種属のみが生存の権利
を享受するが，雌雄淘汰では，自然淘汰を生き延びた
種属の内，最も完全なる素質を有する者の子孫のみが，
その完全な素質を伝えて繁殖できるとする．言い換え
れば，自然淘汰に対して第二段の淘汰を受けるとする
のがその主旨である．従って，男性では同性間で，精
力旺盛で力があり，他の競争者を圧倒できる者，女性
では身体，動作が男性の愛を惹くものが，はじめて自
己の子孫を後世に伝えることができる．こうして生物
の種属は，ますます向上し続けることができる．従っ
て雌雄淘汰に際して最も注目される現象は，主に雌性
をめぐって雄性間に行われる淘汰であるとされる．

果して雌雄淘汰はダーウィンの説くように自然淘汰と
矛盾する場合があるか

ダーウィンの誤解

考えてみると，動物界で雄が互に雌を争い，これを
得て自分を後を伝えようとする手段には二つある．一
つは体力で他を圧倒し，自ら欲する雌に近づこうとす
るもので，もう一つは自分の色彩，香気，音声などで
雌の歓心を求め，近づこうとするものである．即ち一
つは雌の好みに合わせようとするもので，他方は生存
競争が迫る要求に強制されたものと見ることができる．
なぜ動物間にこのような色彩，香気などが生まれたか
は議論の多い所で，ダーウィンはこれは寧ろ二次的な
変化で，自然淘汰に基く適者生存の鉄則から生じたも
のではなく，実は雌雄淘汰から発生したものであると
論じた．人類，一般動物に於ても，美しい色，香しい
匂い，きれいな音は心に快いものであり，これによっ
て近づくことが難しい雌を呼び，誘引して自ら目的を
達しようとすることはより当然の事であるが，これら
は種属の為めに少なからざる損害を招く原因となるこ
ともまた隠せない事実である．従来，動物に於ける色
彩は，自然淘汰から生ずる保護色を原則とする．従っ
て，鳥の鶏冠が燃えるように赤く，尾羽根が堂々と長
大であるようなことは，雌雄淘汰に際しては有力なも
のであるが，一旦強敵の目にとまる際にはかえって自
己の存在を表示する不利があることは明らかで，更に
ある種の哺乳動物が交尾期に発生する強い臭いのよう
に，寧ろ種属絶滅を促し，その保存には反するものが
あるように，雌雄淘汰による動物が獲得するこのよう
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な特質は，自然淘汰による結果とは相容れないものよ
うに見える．ダーウィンが主張するように，雌雄淘汰
はむしろ不要な作用と考えられなくもない．では果し
て，第二段の淘汰で動物が持つようになった色彩，音
声などは，同じくこれによって発達した勇猛果敢な身
心と同一に論じて，等しく異性を求める手段であると
論ずる事は不可能であろうか．

花の色彩

植物の花を見ると，それが結実するために最も必要
なものは，昆虫あるいは風によって異花受精 (Cross 
fertilization) の作用である．そして昆虫によってこれ
を行うものの花は必ず鮮明な色彩を有し，昆虫が遠距
離からこれを認めやすいようにして，内蔵する蜜を与
えて花粉を他の雌

め し べ

蕊に送れるようにするのが常である．
しかし風媒花で，鮮かな花の色を有するものはない．
そして植物は，鋭い刺，堅固な硬い皮，完全な蔽毛を
もっており，保護色の必要はないことからみて，花の
色はひとえに昆虫を招く手段に過ぎない．動物に於け
る色彩の効用は第一に保護である．雨蛙が青く，野兎
が褐色であるのは，総て外敵に対して自己の存在を隠
蔽するためであり，その他の色彩では寧ろ自己の生存
に大きな害があるためである．そしてこの大きな害を
招く華麗なる色彩，烈しい香り，快い音声が，自然淘
汰の鉄則にも拘らず現在の動物界に残存する理由は何
か．甚だ不可解に思えるが，これは皮相的な見方であ
る．この他に有力な理由が潜在する．即ち虫媒花の鮮
明な色彩が昆虫を呼ぶの同じように，動物の雄が帯び
る華麗なる色彩は，雄が接近しようとする雌の眼を惹
き，自らを誇示する為めに外ならない．

動物の毛色とワレース氏の説

野生と不変化

ダーウィン説の有力な批評家として定評あるワレー
ス氏は，昆虫類，鳥類の雄が華美な色彩を有するのは，
ひとえに精力旺盛で活気があることを示すものである
という．即ち雌雄淘汰の際に体力があり，美しい者が
優者となり，その子孫に親の長所を伝えて，体格も色
彩もますます発達し，内面から自然淘汰が更に行われ
て色彩がさらに鮮明となる．特に交尾期に雄の色が更
に一層の濃くなるのは，この理由に外ならないという．
果してこの説のように，色や音が彼らの生存を危うく
する場合も，これと同様に説明できるであろうか．否．
植物の花は人に栽培されると往々にして変化し，明ら
かに色彩が進歩，発達する能力あることを示すが，野
生の花の色は常に一定不変である．確かに野生のもの
にとって最も重要なことはその生存である．色が一定

汰より発せし結果扞
かんかく

格相容れざるものゝ如き観あり．
或はダーウィンの主張する如く雌雄淘汰は反って不要
なる作用と思惟せられざるに非ざるが如し．果して然
らば第二段の淘汰に於て動物が享受するに到りし色彩
音声の如きは，遂に同

おなじ

く之を基として発達したる精力
勇敢の身心と同一に論じ等しく異性を求むる手段なり
と論ずる事終に不可能たる可き乎．

花の色彩

夫
そ

の植物の花を見るに，其結実に最も必要とする所は
昆虫によるか若くは風に任すかによりて行う異花受胎
(Cross fertilization) の作用なり．而して昆虫によいて
之を行うものゝ花は必ず鮮明なる色彩を有して彼等が
遠距離より尚之を認むるに便ならしめ，内に蔵する蜜
を与えて花粉を他の雌

め し べ

蕊に送るを常とするも，風媒花
に至つては遂に鮮明なる花色を帯ぶるものなし．而し
て植物は或は辛辣なる刺を有し或は堅甚たる硬皮を有
し或は完全なる蔽毛を有するを以て特に保護色の必要
を見ざるを以て，花色は一に昆虫招致の手段に過ぎず．
然るに動物に於ける色彩の用は一に保護にあり．雨蛙
の青き，野兎の褐色なる，総て外敵に対して自己の存
在を隠蔽せんとするに出で，其他の色彩に到っては寧
ろ自己の生存に大害を加うるを常とす．而も此大害を
招くの基たる華麗なる色彩や，芳烈なる香

こうふん

芬や，妖快
なる音声が自然淘汰の鉄則あるにも拘らず今日の動物
界に残存せる所以の者は果して何ぞや．甚だ不可解の
事例の如きも之れ皮相の観のみ．他に有力なる理由は
潜在せり．即ち虫媒花の色彩が愈

いよいよ

々鮮明にして昆虫を
呼ぶと齊

ひと

しく，動物の雄性が帯ぶる華麗なる色彩は直
ちに彼が求めて相近

ちかず

かんと焦慮する雌性の眼を惹き己
れを示す為めに用いらるゝに他ならず．

動物の毛色とワレース氏の説

野生と不変化

ダーウィン主義の有力な批評家として定評あるワレー
ス氏は虫類鳥類の雄が華美なる色彩を有するは一に精
力旺盛にして活躍の気内に充満せるを表示するもの也．
即ち雌雄淘汰の行わるゝに際して勇力，美観並び有す
るものは即ち優者にして其子孫は各々親の長所を伝え
て躯格色彩愈

いよいよ

々発達するに到り，即ち内面より自然淘
汰益々行われて色彩は愈

いよいよ

々鮮明を加えん．雄性が特に
交尾期にありて色調更に一層の濃厚を加うるは此理由
のみと説く．果して此説の如くんば色彩音調が彼等の
生存を危うする事ある場合をも尚之れと同一関係を以
て説明し得るや否．植物の花は人に培養せらるゝによ
り往々にして変化を示し明らかに色彩に進歩発達の能
力あるを表わすも野生の花色は四時一定して不変也．
蓋し野生のものは其第一義を生存の必要に置く．色の
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不変であることは，必要に迫られてのことである．そ
の必要があるが故に，変化する能力がある色彩も敢て
変化しないのである．動物の色彩も，またこれと同じ
理由ではないか．

毛色の利害

思うに色彩の有機界に於ける効用は，概ね同一である．
植物の花弁が昆虫を惹き寄せるために美しさを競うと
同様，動物でも異性に認められるために用いられる．
また保護色は自己を敵の眼から隠すために大変便利で
あるが，同時に自分を発見して欲しい相手の眼からも
自分の存在を隠す不利を件う．これは交尾期の雄にとっ
て耐えがたい不便であり，色彩の重要性はここに初め
て現われる．さらに雌に早く認められる利点と，敵に
発見される不利を比べると，その利害の差は非常に大
きい．美しい色の体を有するものは，自分の弱点を熟
知して細心の注意と迅速な動作で，これを避ける術を
身につけている．このように考えると，一方で自然淘
汰となんら矛盾するするものではなく，また雌雄淘汰
が決して無意味に行われるものではないことがわかる．
更に色，音等の特性が雄に多く備わり，雌には欠ける
理由は，前者を危険にさらす事と，後者を危険にさら
す事が，種属保存の観点から大きく異なるからである．
また雄は雌よりも常に鋭敏なる感覚を持つからである．

毛色を有する動物とその生活状態

色彩とこれを身につける者の生活状態は常に密接な関
係をもつ．夜間に飛ぶ翅

はねむし

虫には美しい色彩がなく，昼
間活動する昆虫は概ね美しい．特に著しいのは，ゴー
ストモッスという蛾である．一般にその雄は暗褐色の
斑点が羽にあるが，緯度の高きシェットランド島のも
のは殆んど雌と差がない一面の黄色である．確かに同
島付近の暗い夕暮には到底斑点を識別できないからで
ある．また一般に鮮明な色彩を有する動物は，その運
動が敏速で，行動が遅い動物は特に色彩によって自分
を認識させる必要がない結果，多くは淡色である．例
えば蜻

かげろう

螂は，黄，紅，白，青，など最も美しい色彩を
有し，また雌雄によってその色が異なるのが常である．
蝶の羽が美しさには誰しも感嘆するところであるが，
これらは昼間のみ飛ぶもので，蛾のように夜間活動す
るものは常に暗色で，人目を惹く美しい色を欠く．水
中に棲む魚類は，特に透明な物質中にいるため色彩が
一層鮮やかで，特に交尾期にはその色が変わるものも
ある．鳥類に到っては，詳述する必要もないほどで，
誰しも我々の新説に過ちがないことが分かるであろう．
ただ，哺乳動物については，保護色以外の色彩をもつ
ものは稀である．

一定不変なるは必要に迫るゝを以て也．必要ある故に
変化能力ある色彩も敢て変化を示さゞる．動物の色彩
に於ける亦斯の如き理由なからんや．

毛色の利害

思うに色彩なるものゝ有機界に於ける効用は，概ね同
一なり．植物の花弁が昆虫を惹く為めに鮮明濃淡を競
うと等しく猶動物にありても亦異性の認識に便なるが
為めに用いらる．蓋し保護色は自己を敵者の眼より蔽
うに於て頗

すこぶ

る便利なるもの也と雖
いえど

も同時に己れが認め
られん事を欲する者の眼力より己れの存在を隠すの不
利を件う．之れ交尾期中の雄が忍び得ざる不便にして，
色彩の要は茲に於て乎初めて現わる．加うるに雌に早
く認めらるゝの利は敵に認らるゝの不利に比して利害
の大小啻

ただ

に宵
しょうじょう

壌に止まらず，色彩麗わしき体躯を有す
るものは己が弱点を熟知し細心なる注意と敏活なる動
作を以て之れを免るゝの術を暗

そら

んずるあり．斯くの如
く見る時は一面自然淘汰と何者の扞

かんかく

格を見ず，且つ雌
雄淘汰が決して徒

つれづれ

然に行わるゝものに非ざるを証する
事を得可し．更に其色彩音調等の多く雄性に具わり雌
性に欠くる所以は，前者を危険の地に置くと後者を危
険の地に置くとは種属保存の上より見て大なる出入あ
り．又雄性は雌性に比して常に鋭敏なる感覚を有すれ
ばなり．

毛色を有する動物と其生活状態

色彩と之を負うものゝ生活状態とは常に密接なる関係
を有す．夜間飛遊する翅

はねむし

虫に美なる色彩なく昼間出動
する昆虫は概ね美なり．特に著しきは夫

か

のゴーストモッ
スなる蛾なる可し．一般に其雄は暗褐色の斑点を翅上
に印すれども緯度高きシェツトランド島に現わるゝも
のは殆んど雌と差異なき一面の黄色を有す．蓋し同島
付近の薄暮は到底斑点の如きものを認むるに由なきを
以てなり．又一般に云う時は鮮明なる色彩を有するは
其運動敏速にして，行動遅緩なる動物は特に色彩を以
て自己を認識せしむるの要なき結果，多くは淡色のみ
を帯ぶ．例えば蜻

かげろう

螂の如し．彼は黄紅白青最も美麗な
る色彩を有し，且つ雌雄によりて其色を異にするを常
とし．蝶の羽

う し

翅の美なるは何人も嘆賞して措かざる所
なれど，之等は必ず昼間のみ飛遊するに過ぎず，蛾の
如く夜間運動を行うものは常に暗色にして，人目を惹
く可き色彩の美を欠く．水中に棲む魚類は殊に清冽透
明なる物質中に存するを以て色彩一層鮮やかにして特
に交尾期には其色彩を変ずるものあり．鳥類に到って
は詳述するの要を見ざる迄何人と雖

いえど

も吾人の新説の過
らざるを知る可く只哺乳動物につきては保護色以外の
色彩を帯ぶるもの稀れなりとす．
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動物と装飾

このように見てくると，動物に於ける色彩は第一に他
に認識されることを目的として生じたことは明らかで，
これによりワレース氏の言うように，精力旺盛で活気
があることを示すものであるという考えはやや一面的
過ぎると言える．哺乳類は，決して精力旺盛という点
で他に劣るものではないが，それでも一般に色彩を持
たないことは，このことを十分に示している．また他
者の認識を目的として動物が有する機能は，単に色彩
美に止まらない．色彩美のように特に危険を伴う程度
が高いものは，動きが俊敏な種類，即ち鳥類，魚類に
は適しているが，これに比して動作が緩慢にならざる
を得ない他の動物は，色彩に勝る有力な手段を持つ．

花の香

夜間開く花を見よ．香が濃いのに比べて色彩は淡白で
ある．昼間咲く花を見よ．色彩がやたら鮮かで，芳香
は著しくこれに劣る．これは，昼間咲いて昆虫を誘う
には色を，夜間開花して昆虫を誘うには香を以てする
からである．即ち香と色とは互に補充的で，植物それ
ぞれに適当な手段を用いていることがわかる．そして
この結論は，動物界にも正確に適用できる．例えば交
尾期中の鰐

がくぎょ

魚は，顎下の香腺から麝
じゃこう

香に似た臭気を分
泌し，ある種の蛇も同じく肛門の香腺から臭気を発す
る．哺乳類でも同じで，多くは主に保護色と似た目的
であるが，時に交尾期中に限って強烈な臭気を放つも
のもある．音声もまた香気と同様に色彩と同じ目的で
発せられるのが常である．昆虫の雄の大部分は，発音
機を有して交尾に際してこれを用いて雌を呼ぶ．有翅
類，背推動物がよく音声を発することは，3 才の子供
でも良く知る所である．蝉，蛙など皆同じである．爬
虫類でも同様の例が多く，オーゲー教授は草むらに隠
れてガラガラ蛇の鳴くのを聞いたが，まもなく他のガ
ラガラ蛇が来て，遂に交尾したという．ガラパゴス群
島の大亀は，交尾期になると 100 ヤードの離れた所ま
で達する唸き声を発するが，その他の時は全く沈黙し
ているという．鳥類が交尾期によく囀

さえず

ることは，誰し
も良く知るところである．哺乳動物で常に沈黙してい
るものでも，交尾期には音を発するものがある．ジラフ，
ヤマアラシなどはその例である．

動物の匂いと声

動物界に於ける色，音，臭の三者は，植物界に於ける色，
香に相当するもので，いずれも自己を識別させる為に
ある．故に強い音を発するものは，美しい色彩，強い
臭気を発する事はない．蝉には，雌雄を区別する色が
なく，こおろぎの類には時に色を有するものがあるが，

動物と装飾

斯の如く観察を進め来れば，動物に於ける色彩は一に
他の認識を目的として生じたるものなるや明らかにし
て之を以てワレース氏の所謂勇力余りあり精力旺盛な
る証と見るは聊

いささ

か偏するの嫌ありと云う可く，哺乳類
の如きは決して勇気精力の他に劣れるものには非ざれ
ども尚一般に色彩なきは之を証して余りあり．蓋し他
の認識を目的として動物の有する機能は単に色彩美の
みに止まる事なし．色彩美の如く特に危険を伴う程度
高きものは進退敏活なる種類即ち鳥類魚類には適当な
らんも之等に比して多少遅緩なるを免れざる他の動物
にありては，更に色彩に勝る有力なる手段あり．

花の香
こうふん

芬

夜間開く花を見よ．何ぞ其香の濃厚なるに比して其
色彩の淡白なる．昼間咲ける花を看よ．色彩徒らに鮮
麗にして其芳香は著しく之れに劣れるを見ん．之れ昼
間咲きて昆虫を惹

よ

ぶものは其色彩を以てし，夜間開花
して昆虫を誘うものは其香を以てして其色を以てせざ
れば也．即ち香と色とは互に補充的作用をなし，各々
其植物に適宜なる手段に於て発するものなるを知るに
足る．而して此結論は動物界に移しても亦正確に利用
せらる可し．例えば交尾期中の鰐

がくぎょ

魚は顎下の香線より
麝
じゃこう

香に似たる一種の臭気を分泌し，或種の蛇も亦同じ
く肛門の香線より臭気を発す．哺乳類に到っても亦同
じ，其大部は主として保護色と似たる目的を有するも
時に或は交尾期中に限りて強烈なる臭気を放つものな
きに非ず．音声も亦香気と齊

ひと

しく色彩と同目的を以て
発せらるゝを常とす．夫

か

の昆虫の雄の大部分は発音機
を有して交尾に際して之を用い以て雌を呼ぶ．有翅類
背推動物がよく音声を発するは 3 才の童子と雖

いえど

も熟
知する所．蝉の如き蛙の如き皆然らざるなし．爬虫類
に到っても同様の例多くオーゲー教授は叢中に隠れて
響
き ょ う び だ

尾蛇の鳴くを聞きしが少時にして他の響
き ょ う び だ

尾蛇来り二
者遂に交尾したりと云う．ガラバゴー群島に産する大
亀は交尾期となるや百ヤードの彼方に達する唸きを発
し其他の時は全く沈黙なりと云う．鳥類の交尾期によ
く囀

さえず

るは世人の知る処．哺乳動物中常に沈黙なるもの
と雖

いえど

も交尾期に当りては音を発するものあり，ジラフ，
豪
やまあらし

猪の如き即ち其例なり．

動物の匂いと声

動物界に於ける色，音，臭の三者は猶植物界に於け
る色，香と趣を同じうし．齊

ひと

しく自己を識別せしなる
為めに存す．故に強音を発するものに色彩の美なく強
烈の臭気を発する事なし．蝉に雌雄の別をなす色彩な
く，「こおろぎ」 の類に間々色彩を有するものあれど是
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これは自己の味が良くないことを示して敵を避ける保
護色に過ぎないことをダーウィンが証明している．蛙
に声はあるが色は保護色である．美しい鳥は歌わず，
声が美しい鳥の色は美しくない．麝

じゃこう

香鹿は声を出さな
いが，交尾期には強烈な麝

じゃこう

香を発する．声のない鰐
がくぎょ

魚も，
交尾期に臭気を放って巣を満たす．

毛色，匂い，声調と自然淘汰との関係

このように雄の特質である色彩，音声の目的を知るこ
とができた．彼らが小さな不利を忍んで大きな利益を
得ようとする，生存競争の根本主義を明らかにこの点
に於て説明できたと言えよう．次のように論じるもの
がある．動物の間では，求める者は雄で，求められる
ものは雌である，求める者に認識の目標があり，求め
られる者はこれを欠くことは矛盾ではないかと．これ
は確かに一見不思議である．しかし細心に観察すると，
色，声に誘われない雌はない．これはダーウィンも論
証しているところで，雌は常に雄の色，声によって誘
われる．ましてや，雄の知覚が鋭敏であり，雄の危険
と雌の危険とが子孫の繁殖の為めにいかに異なる影響
を与えるかを考えると，このような疑問も解消するで
あろう．

更にダーウィンの説に反論する

読者は驚かれたであろう．家族制度を論じながら，一
転して自然科学の領域に入り，動物の色彩の説明を試
みたことは，果して人類の結婚と何の関係があるのか
と．しかし，これは次に論じようとする人類の男女間
の選択についての準備的な一節である．加えて，ダー
ウィンが人類起原論の冒頭で論じた二次的 ( セコンダ
リー ) の特質 ( キャラクター ) について，次章でいささ
か研究を試みたいと考えたからである．

れ自己の不味なるによりて敵をして避けしむる保護色
たるに過ぎざるはダーウィンの証明する所なり．蛙に
声あれど其色は保護色，美毛の鳥は歌わず，妙音の鳥
は美ならず，麝

じゃこう

香鹿は沈獣なれど交尾期に於て強烈な
る麝

じゃこう

香を発し，声なき鰐
がくぎょ

魚は交尾期に臭気を放って巣
中に漲

みなぎ

らす．

毛色，匂い，声調と自然淘汰との関係

斯くして雄の特質たる色彩，音声の目的を知るを得た
り．彼等は小なる害を忍んで大なる利益に浴せんとす
る生存競争の根本主義を明らかに此点に於て説明する
ものと云う可き也．論者或は云う．動物の間，求むる
処の者は雄にして求めらるゝ処のものは雌なり．求む
る者に認識の目標あり求めらるゝものに之れを欠くは
矛盾に非ずやと．其れ寔

まこと

に一見奇なるが如し．而も細
心に観察する時は，此色，此声に誘われざる雌性ある
事なし．是れダーウィンも論証する処にして雌は常に
雄の色彩，声調の為めに誘わるゝなり．況んや雄の知
覚の鋭敏なる，又雄の危険と雌の危険とが子孫繁殖の
為めに如何に差異ある影響を与うかを思う時は，之等
の疑問も亦自ら消滅せんのみ．

更にダ氏を駁
はく

す

読者は屹驚せられしならん．家族制度を論じたる筆は
一転して自然科学の領域に入り，動物に於ける色彩の
説明を試むるは果して人類の結婚と何等の連絡ありや
と．然れども之れ次に説かんとする人類男女間の選択
に対して遺す可らざる準備的一節たるを奈

い か ん

何せん．加
うるにダーウィンが人類起原論の冒頭に論じたる第二
段（セコンダリー）の特質（キャラクター）に就き次
章に於て聊

いささ

か研究を試みんと欲したればなり．
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第十二章　人類に於ける雌雄淘汰 － 附たり 美男美女の弁

雌は選択し雄は無差別

女性は男性よりも選択を行う

人類間に行わるゝ雌雄淘汰もダーウィンに依りて説明
せられたる下等脊椎動物間に於けるそれと何等相異れ
る処なく，男女互に相選択する事によりて出ずるもの
なれど，而も其淘汰の主として女性によりて行わるゝ
を常とするは吾等が家畜の行為に於て発見するものと
相同じ．一般に男性は同種の女性とならば敢て交配を
辞せざるを常とするも女性にありては往々にして然ら
ず．人類社会に於ても利害の問題を除却する時は女子
の選択は甚だ著しく行わるゝを原則となす也．夫

か

のマ
オリ土人の諺に，美男も敢て追求せられず，醜婦にし
て遺棄せらるゝ者なしと云うは這

しゃはん

般の隠微を穿ちたる
ものなる可く，東部中央阿

ア フ リ カ

弗利加の土人の妻は逃亡す
る事多きも，夫にして妻を捨てゝ走るものは未だ聞く
処あらず．又人種を異にする夫婦にありては妻が優等
人種に属する事殆んど稀れにして，白人が土人の女を
有するは珍とせざれど，土人にして白人の女を娶るも
のは終に発見する能わずとは，豪州新

ニュージーランド

西 蘭を踏破し来
れる多くの旅行者の一齋に称

とな

うる処なり．而して此の
関係は啻

ただ

に野蛮未開の人種間に現わるゝに止まらず更
に現代文明国に於ても概ね軌を一にす．思え蒼茫たる
万古，原人未だ交尾期を有し，従って生殖欲の旺んな
る時，果して男性にしてよく女性の選択を行い得たり
しや否や．交尾期なく，智能進み，高尚なる感想を有
する現代の人類にありても尚其形跡を滅失せざる此原
則が，最も顕著に彼等の間に行われたるは論議の要な
きが事実ならん．

吾人は本章並に以下四章に亘って人類が如何なる感情
に基いて雌雄淘汰を行う乎を研究せんとす．動物間に
ありては色彩の美，音声の妙が雌雄を誘う有力なる具
なる事前章に於て之れを論じたり．果して然らば人類
に於ても雌雄淘汰の行はるゝに当り何物か特殊なる原
因の存在せざる理由なし．奈

い か

何のものが即ち此原因な
る可き乎．此章の目的は実に此点にあり．

女性の選択と男性の勇力

男性は健全なる女性を求む

ダーウィンは動物の雌性は自然淘汰の原則に基き雄性
中最も勇敢にして 精力あるものを選んで之れと交尾す
と説けり．同様の現象は人類，殊に未開人種間に於て
も亦認むる事を得可し．例えば印度少女が理想の男子
を謠

うた

うもゝ内に，亭々として気品高きは峯の松の如く，
眼は巨鷲の鋭光を有し，心は大にして且つ勇武，力よ
く万人に敵すとの意味を現わし，マダカスカルの口碑
に伝うる処は，古昔傾国の美姫あり．国内の少年之れ

雌は選択し雄は無差別である

女性は男性よりも選択を行う

人類間で行われる雌雄淘汰も，ダーウィンによって説
明された下等脊椎動物間のそれとなんら異なるところ
はなく，男女が互に選択する事によって行われるもの
で，またその淘汰が主に女性によって行われることも
我々が家畜に見出すものと同じである．一般に男性は，
同種の女性であれば敢て交配を避けないのが普通であ
るが，女性は往々にしてそうではない．人類の社会でも，
損得の問題を除けば，女性の選択が強力に作用するの
が原則である．マオリ土人の諺に，美男子でも特に追
い求められるわけでなく，醜い女性でも棄てられるこ
とはないと言うが，このような微妙な事情をうまく言
い当てたものである．東部中央アフリカの土人の妻は，
逃亡する事が多いが，夫が妻を捨てて逃げたという話
は聞かない．また，人種が異なる夫婦では，妻が優等
な人種に属する事は稀れで，白人が土人の妻を持つこ
とは珍しくないが，土人が白人の女を娶るものは見た
ことがないと，ニュージーランドを踏破した多くの旅
行者が声を揃えるところである．このような関係は，
単に野蛮未開の人種に止まらず，現代の文明国に於て
も概ね同様である．はるか遠い昔，原人がまだ交尾期
をもち，従って生殖欲が旺盛であった時代，果して男
性が女性を選択することができたであろうか．交尾期
がなく，知能が進み，高尚な思想をもつ現代の人類に
もまだその形跡をとどめるこの原則が，彼らの間では
強くあったことは議論の余地のない事実であろう．

我々は，本章および以下四章に亘って人類が如何なる
感情に基いて雌雄淘汰を行うかを研究する．動物の間
では，色彩の美，音声の妙が雌雄を誘う有力な手段で
あることを前章で論じた．果して人類の雌雄淘汰に当
たっても，なにか特殊な原因が存在しない理由はない．
どのようなものがこの原因となりうるのか．この章の
目的はこの点にある．

女性の選択と男性の勇力

男性は健全なる女性を求める

ダーウィンは動物の雌は，自然淘汰の原則に基いて雄
の中で最も勇敢で 精力のあるものを選んで交尾すると
説いた．同様の現象は人類，特に未開人種間でも認め
ることができる．例えばインドの少女が理想の男性を
謡うとき，その内容は背が高く，その気品の高さは峰
の松の如く，眼光は大鷲のように鋭く，心が広く，武
勇にすぐれ，万人にも負けない力をもつと謡う．マダ
カスカルの伝承では，むかし絶世の美女がおり，国内
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の少年たちがそのために互いに闘い続けたが，ついに
嫁いだのは勇敢で美しい少年であったという．ギリシャ
の昔話の美女アタランタは，競走の勝者のものとなり，
ダイアクの少年は敵の部落と戦って，敵の首をたくさ
ん獲るものほど新郎として有力であるという．マダガ
スカルのサカラヴァ族の新郎は，槍の名手の前に立っ
て，その投げる槍の下で平然と身を守る試験を必要と
する．その他の部落でも同様の風習がある．更に甚し
い例は，ドンゴロウィー族の少年がひとりの少女を争っ
て決着がつかない時は，その少女の両肘に小刀を結び
付け，少女を間において丸太の上に並び，少女が寄り
かかると肘の小刀が股に刺さるのを我慢し，最も良く
我慢したものに少女が嫁ぐ．そして新婦の最初の務め
は，自分が傷つけた夫の傷を手当をすることであると
いう．このような事例は，何に基づくものかは明らかで，
ひとえに自然淘汰の力によるものである．即ちこのよ
うにして，剛健な子孫を残すことができ，妻子は初め
て完全な保護者を求めることができるからである．身
体が健全であることは，女性についても必要とされる．
病気，不具の女性は，文明国でも結婚が困難であるが，
野蛮人ではその傾向が著しく，配偶者としようとする
者はいないと，フンボルトが明言している．

美容と恋愛

古代ギリシャのイーロスは紅顔の美少年で，アフロ
ディテは絶世の美女でまた恋愛の女神と見做された．
美貌と恋愛の関係は，昔から甚だ密接であった．そし
て美貌と恋愛は単に文明人の感情にだけあるものでは
なく，如何なる野蛮人でも美醜を論ずることにおいて
は異る所はない．美貌と恋愛の関係はこのように人類
一般に見られる現象であるが，いわゆる美貌というも
のにはなんら一定の基準がないことは不思議である．
確かにヒュームの言う通り，美醜はその身体に備わる
のではなく，見る者の心にあるのである．人が異なれば，
美醜にも差があるのである．平滑な眉は，ヨーロッパ
人の嫌うところであるが，チンヌークの土人はこれを
美女の要件とする．低い鼻は文明国の少女が悩むとこ
ろであるが，オーストラリアの土人はヨーロッパ人の
鼻を鷲鼻と呼んでこれ嘲る．イギリス人の母は，無情
にも幼児の鼻をつま引き伸ばそうとすると，女性がし
ばしば嘆くところである．澄んだ瞳と白い歯，ばら色は，
西洋人の美の理想であるが，ベトナム南部のある王の
妾は，英国大使夫人の美しい顔を罵り，犬のような歯，
ジャガイモの花のような頬と評して嘲笑した．中国北
部の女性は，いわゆる満洲型という偏平で，頬骨が高く，
鼻が低く，耳が大きい顔を愛し，南米ユーオープの女
性は太いふくらはぎを理想の美として，子供の時から
これを縛るという．

が為めに相闘争する連りなりしが終に其帰
とつ

ぎし処は勇
敢美貌の少年なりきと云い，希

ギリシャ

臘の古話の美女アタラ
ンタは競走最優者の手に落ち，ダイアクの少年は敵部
落と戦い其首を獲る事多きもの程新郎として有力なり
とし，マダカスカルのサカラヴァの新郎は先ず巧みな
る投槍手の面前に至つて其投出する槍下に平然として
体を防げざる可らざるの試験を必要とし，其他の諸部
落亦同様の風あり．更に甚しきはドンゴロウィーの少
年一女を争うて決する処を知らざる時は，彼等は両肱
に小刀を結付けたる其少女を中間にして丸太の上に並
び少女の相倚

よ

りて肱なる小刀を股に刺すを忍び，二者
の中最もよく忍耐したる者に其少女は嫁ぎ，新婦第一
の務めは先づ自ら傷けたる夫の瘡傷を結ぶにありと云
う． 斯かる事例は何に基いて生ずるや多言を要せずし
て明らかなる如く一に自然淘汰の力に出づるなり．即
ち斯の如くして剛健なる子孫を得可く，妻子は初めて
完全なる保護者を求め得可ければ也．体躯の健全なる
は女子と雖

いえど

も亦必要なり．病婦不具者の類は文明国に
於ても尚結婚に困難なれど野蛮人にありては著しく其
傾向を認め得可く，何人も其配偶者たらんとする者な
しとはフムボル卜の明言せる処なり．

美容と恋愛

古代希
ギリシャ

臘のイーロスは紅顔の美少年，アフロディット
は絶世の美女にして又恋愛の女神と做

みな

されたりき．美
貌と恋愛は其関係古来甚だ密接なる如し．而も美と恋
とは啻

ただ

に文明人の感情にのみ存するものに非ず．如何
なる野蛮人と雖

いえど

も尚美醜を論ずるは敢て異る所なし．
美と恋愛とは実に斯の如く人類一般に見る現象なれど
も，所謂美貌なるものに就ては何等の一定せる標準な
きは奇とするに足る．蓋しヒュームの言の如く美醜は
其身体に具わらずして看る者の心に存す．人を異にす
れば従って美醜に差等を生ずるならんか．平滑なる眉
は欧洲人の嫌悪する処なれどもチンヌーク土人は之を
以て美女の要件となし，低鼻は文明国の少女の憂うる
所なれど濠洲土人は欧洲人の鼻を鷲鼻と呼んで是を嘲
り，英人の母は何等の無情ぞ，幼児の鼻を摘

つま

んで爾
しか

く
引き伸すとは彼等の女子の屢

しばしば

々発する嘆声なりと云う．
明
め い ぼ う こ う し

眸皓歯，薔薇色は西洋人の美の理想となるものなり．
然るに交

こ う ち

趾支
し な

那の一王の臣
しんしょう

妾は英国大使夫人の花
か が ん

顔を
罵って犬の如き歯，馬鈴薯の花の如き頬と評して之れ
を嘲笑し，支那帝国北部の女子は所謂満洲型と称する
偏平にして頬骨高く低鼻大耳の顔を愛し，南米ユーオー
プの女子は腓

こむら

の膨れたるを理想の美として少時より之
れを緊縛すと云う．



96

スペンサーの表面美論

容貌の美は心情の美と一致するか

同じアーリア人種の中でも，美の基準は同一ではない．
フレンミング人は蕪

かぶ

のようにまるい女を絶世の美女と
し，ヨーロッパ文明国では，ラファイエットの描く美
女ですら太りすぎと見る．では人類では，身体のどの
ような特徴が美とされ，その美は雌雄淘汰に際してど
のような影響を与えるのかという疑問が出るのは当然
である．我々は先ず，これを体の形と皮膚の色に大別
して研究を進めようと思う．かつてスぺンサーは，美
醜は心構えと関連する，心が美しくなければ，容貌も
美となりえない論断したが，これは一地方の美醜を論
拠としたもので，世界の各人種に通用する議論でない
ことは，人種が異なれば美と見るもの，醜と見るもの
が正反対になること珍らしくないことからも明らかで
ある．

人種的美

美男美女

全体的にみると，如何なる人種でも体格がよく発育し
ていることを美しさの基本条件とする点で一致し，男
性は筋骨が充分に緊張し，女性は肉が豊かで体が軟か
いことを美とする．フンボルトの説によれば，ギアナ
人は女のよく肥えて顔が小さいことを好み，キルギス
人もまた同様であるという．フフィア，ホッテントッ
ト土人は，乳房が大きいことを美とし，背負った子供
にこれをふくませて乳を吸わせることができる程大き
な乳房を有するものも少なくないという．マコロゝの
女は太る為めに，特にボヤロアという飲料をとり，西
部サハラのトラー人の女は多量の牛乳を飲んで肉付き
をよくしようとするという．しかし，過ぎたるは及ば
ざるが如しというように，他の人種の眼には不快であ
ることは言うまでもない．

ヨーロッパ人の男は，女よりも平均二三寸背が高いの
が常で，その反対の者な者はこれを喜ばない．女は顔
が小さく，口も小さく，鼻は高過ぎず，頸が長く，骨
盤が広く，腰は細く，下半身は上半身に比べて短かく，
歩行は軽快で，手足が繊細であることを良しとする．
従って頸を長く見せる襟の無い着物，腰を細くするコ
ルセットはヨーロッパの女性が好んで用いる．

しかしこのようなものは所詮は理想で，実際には求め
ることができず，総て抽象的な基準で実際にこれを応
用することは難かしい．例えば鼻のない顔は如何なる
人種でも嫌われるが，果してどういう形の鼻が美しい
かについてはもちろん一定の基準はない．女性の肉付
きが良いことを称揚するが，ホッテントットのような
例もあるからである．

スペンサーの表面美論

容貌の美は心情の美と一致するか

同一種なるアリアン人種中にても美の標準は同一なら
ず．フレンミング人は蕪

かぶ

の如く丸き女を以て傾国の美
とし欧洲文明国にては，ラファエットの描ける美女を
すら尚肥

ひ だ い

太に過ぐと看る．然らば人類にありては其身
体の如何なる特徴が美と観られ，尚其美は雌雄淘汰に
際して如何なる影響を与えつゝあるかの疑問は茲に於
で当然出でざる可らず．吾人は先ず之を大別して形体
と皮膚の色とによりて研究を進めんと欲す．曾つてス
ぺンサーは美醜は心性と相関連す，心術美ならずんば，
容貌亦美なる事を得ずと論断せしも，之れ一地方の美
醜を以て其論拠とせしものにて世界各人種に通ず可き
議論に非ざるは，人種を異にするに従って美と見，醜
と看ずる点に正反対を生ずる事敢て珍らしとせざるを
見ても亦明らか也．            　　　　　　　　　　　　                                                          

人種的美

美男美女

大体より是を見る時は如何なる人種と雖
いえど

も体格の完全
なる発育を以て人体美の根本要件とするに反対なき如
く男子は筋骨充分に緊張し女子は肉豊かに体軟かきを
以て美とする如し．フムボルトの説に依ればギアナ人
は女のよく肥えて顔小さきを愛し，キルギス人亦同じ．
フフィア，ホッテントット土人は乳房の大なるを美と
し，負える児に之を哺

ふく

ませて乳を吸わする程大なる乳
房を有するもの少しとせず．マコロゝの女は太らんが
為めに特にボヤロアと称する飲料を取り西部サハラの
トラー人の女は多量の牛乳を飲用して肉の多からん事
を希うという．而も其過ぎたるは猶及ばざる如く他の
人種の眼には不快たるや論なし．

欧洲人は男は女に比して平均二三寸丈高きを常とし其
反対者なるは喜ばず．女は顔小さく口小に鼻高きに過
ぎず頸長く骨盤広く大に腰細く下体は上体に，比して
短かく歩武軽快に手足亦繊小なるを以て宜しとし，従
つて頸とを長く見する無襟の衣，腰を繊細ならしむる
コルセットは欧洲女子の内に好んで用いらるゝ処なり．

而も斯くの如きは畢
ひっきょう

意理想にして又実現を求む可ら
ず，且つ之等は総て抽象的の標準なるを以て実際に当
りて之が応用は至難ならん．例えば鼻なき顔は如何な
る人種も等しく厭う処なれども，果して如何なる型を
なせる鼻が美なるかに就きては素より一定の議論なく，
女子の肉付き豊かなるを称するも尚ホッテントットの
如きものすらある如し．
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確かに人種は各々特有な美の基準を持つ．フンボルト
の言うように，人種に特有なる生理，心理の特徴がそ
の人種の美の基準となり，毛髪が少く，色の黒い人種
は従って狭い額，黒い皮膚を美とするようになる．ト
ルコ人の鼻は一般に低いが，低いほど美しいと見られ，
フィジー人は平坦な前額を有するので，これを更に平
坦にする風習がある．タヒチ，サモア等の大平洋諸島
民は，幼児の後頭部を偏平にし，さらに鼻を圧して民
族的な美の基準に合わせようとするが，一方で南米オ
ヴァムボーの土人は全くこの反対で頭頂部を残して他
の頭髪を刈り取り，異常に突起した後頭を誇示しよう
とする．中国の婦人は足を小さくする風習がある．蒙
古人の女は自然に足が小さいが，これに対して満洲人
には決してこのような風習はなく，その足も決して小
さくないなどは，この例証として十分である．

総ての人種は，自らの皮膚の色を最も良いとし，北米
インディアンは銅色を貴び，中国人は欧米人の白色を
嫌う傾向がある．比較的色が薄いニュージーランドの
ある土人は，オーストラリア土人が黒いことを嘲笑い，
醜とする．そして，オーストラリア土人は，白人の女
と結婚して子供を産むと，白いことを嫌って油を塗る
という．マレー土人は，純金色を最も美しい皮膚の色
とし，欧米の少年は恋人の乳を指して白雪のようだと
称揚する．野蛮人の間に行われる彩身の風習も，ひと
えにその天然の皮膚の色を一層目立たせる目的で行わ
れることがある．北米インディアンが赭

しゃせき

石や泥土を塗っ
たり，古い銅貨のような皮膚色を有するタナ土人が，
さらに暗色の顔料を塗るなどは，この目的によるもの
である．更にマルコポーロによれば，コロマンデル海
岸のマーバル土人は，生まれつき充分黒いがそれに満
足せず，母は幼児に毎週胡麻油をむりやり塗る．彼ら
は黒を甚だしく貴ぶが，神様は黒色，悪魔は白色であ
るからという．

美と恋愛との関係は自然淘汰に基く

このように論じてくると，どのような特徴が美とされ
るかの問題は改めて多く語る必要はないであろう．主
にそれぞれの性に応じて完全な肉体の発育にあると言
えば十分であろう．そこで更に研究すべき点は，美と
恋愛との関係である．

美と恋愛の関係が，美から発する審美的快感に基くと
いう説は，審美的快感というものが，恋愛と異なり常
に冷静なる感情であるということを見ても，両者が異
なることは明らかである．この関係の基礎となるのは，
人種や性に応じてそれぞれ完全なる身体の発達，即ち
健康にある事は，多言を必要としないであろう．ただ議論
すべき点があるとすれば，この人種的な美，つまり容姿の
美しさがどのような力を持っているかという点である．

蓋し人種は各々其特有なる美の標準を有す．フムボ
ルトの云える如く其人種に特有なる生理，心理の特徴
が頓

やが

て其人種に於ける美の標準となるものにして，毛
髪少く，色黒き人種は従って狭き額，黒き皮膚を美と
するならん．土

ト ル コ

耳古人の鼻は一般に低きを常とするが
故に低き程美しく見られ，フィヂ人は平坦なる前額を
有するを以て更に之を平坦ならしむる風あり．タヒチ，
サモア等の大平洋諸島民は幼児の後頭を偏平ならしめ
且つ其鼻を圧し以て民族的美の標準にかなわしめんと
計るに反し，南米オヴァムボーの土人は全く此反対に
出で只頂点を残して他の頭髪を刈り取り以て異常に凸
起したる後頭を誇示せんと力

つと

む．又支那婦人の足を縮
むる風及び漠人の女の自然的に足小なるに反し満洲人
には決してさる風俗なく旦つ其足も決して小ならざる
如き聊

いささ

か以て此例証となすに足る．

総て人種は其自ら有する皮膚の色を以て最も宜しとす
るが如く，北米印度人は銅色を貴び支那人は欧米人の
白色を厭う風あり．比較的色薄きニュージーランドの
或土人は濠洲土人の黒きを嘲

あざわら

いて醜となす．然るに濠
洲土人の女白人と婚して子を生むや其白きを厭うて油
を以て之れを塗り，マレー土人は純金色を以て最も美
しき皮膚の色となし，欧米の少年は其情人の胸乳を指
して白雪の潔きに比す．又野蛮人間に行わるゝ彩身の
風も一に其天然の皮膚の色をして一層濃厚ならしめん
の目的に出ずる者あり．北米印度人の赭赤 [ 校注：赭

しゃせき

石の

誤と思われる ] 若くは泥土を以てする古銅貨の如き膚
ふしょく

色を
有するタナ土人が尚暗色の顔料を使用するは皆此目的
に出ずる事疑う可からず．更にマルコポーロの言によ
れば，コロマンデル海岸のマーバル土人は天然に充分
黒きに満足せず，母は幼児を捕えて毎週胡麻油を以て
悪魔の如く塗り上

あ

ぐと．而して彼等の黒色を貴ぶの甚
だしき，善神は黒色，悪魔は白色に彩ると．

美と恋愛との関係は自然淘汰に基きて発す

斯くの如く論述し来れば，如何なる特徴が美とせら
るゝやの問題は改めて多く云うの要なからん．主とし
て性に従いて完全なる肉体の発育にありとするを以て
足らん．然らば更に求む可き処は美と恋愛との関係な
り．

美と恋愛との関係が美によりて発する審美的快感に基
くとの説は，已に審美的快感なるものが，恋愛と異り
て常に冷静なる感情なる一事を以ても，其異ならざる
を知る可く，此関係の基礎となるは人種により性によ
りて各々完全なる身体の発達即ち健康にある事は，更
に多言を要せざる可く，只論議の要あらば此人種的美
即ち美容が如何なる力を有するかの点なるべし．



98

フムボル卜は，野蛮人では個人的特徴よりも，部落的
あるいは民族的な特徴がある点で，野獣と家畜との間
に大きな違いがあるのと同じであると言っている．即
ち彼らの生活はすべて部落の中で同一で変化がないた
め，そこでは上述のような傾向を発するものがなく，
市民と農民の間には明らかな特徴がある．また市民の
間でも職業によって大きな特徴の違いがあるのは，同
じ理由によるものである．従って，各民族あるいは人
種は，すべてその風土，気候，生活条件と最も調和し
た生活をするものである．そして民族の間に，その特
徴を無視したような変わった性質が生ずるのは，主に
病的な特別な者で，一般の者と共存できないことは当
然である．例えば巨人や小人は，知能，生殖力が一般
人よりも著しく弱く，あるいは早世すること，標準の
身長より著しく高い，あるいは低い者の能力が，決し
て身長に応じて強く，あるいは弱くないことは，近代
医学の発達と共に証明されており，変形のある者は到
底生存競争に勝つ能力がない者である．これが，生活
に適応した人類の特徴が発生する主な原因であり，や
がて人種ごとの美しさが生まれる原因となるものであ
る．野蛮人にはこのような変形のある者は全く存在せ
ず，部落的特徴が個人的特徴よりも顕著である．これ
はひとつには，彼らの生活様式が画一的で大きな違い
がないためであり，もうひとつは，その生活が厳しい
ため，文明国のような変種の者の生存が許されないか
らである．

人種的特徴が，主にその生活状態に基いて発生する
と言うのは，一見大きな詭弁のように思えるが，これ
を詭弁と感ずるのは，現代人類の知識がまだ不充分で，
これらの特徴がどのように作用しているかが，一部を
除いて大部分が不明であるためである．人が突然遠隔
地に転居すると，その風土の変化による肉体の生理的
変動は，たとえ堪えられない程ではないとしても，必
ずそれを感じるものである．そして一部に起こった変
化は，直ちに身体全体に変化を起こすということは，
医学の証明するところであるが，何故このような変化
が生ずるかという点については，今日の科学は未だ何
等の解答を与えるには到っておらず，我々はそれが実
際に存在すると認めるに止まり，その他は全く不可解
であると言わざるを得ない．

野蛮人の顎骨が大きいことはよく知られたことであ
るが，彼らの顎骨が大きい理由は，ひとえにその生活
状態によるものである．つまり彼らの食物は粗く硬い
ため，顎骨はナイフ，フォークとして，歯は強力な器
械の役を果たす必要があるからである．言い換えれば，
大きな顎骨は野蛮人の特質であり，自然淘汰の理論に
よって発生したものである．彼らの生活状態は，小さ
な顎骨を有する者は到底生存できないものである．大

フムボル卜は野蛮人には個人的特徴よりも更に著し
く部落的若くは民族的特徴ある事，尚野獣と家畜との
間に甚だしき相違を見る如しと云う．即ち彼等が行う
処の生活は総て部落にありて齊

せいいつ

一にして変化なき結果，
其所に如上の傾向を発生するものなる可く，市民と農
民間には蔽う可らざる特徴あり．又市民間にありても
職業によりて甚だしき特徴の有無を看るは同じく此理
由に基くならん．由来各民族若くは人種は総て其風土
気候生活資料と最も調和的なる存在をなすもの也．而
して民族間に其特徴を無視したる変形の生ずるは主と
して病的なる特発に係り，到底其一般のものと共に生
存するを許さゞるものたるは勿論の事也．例えば夫

か

の
巨人若くは矮人が其智能生殖力に於て著しく他の一般
人に比して微弱にして多くは早世し，標準の身長より
著しく高く或は低き者の力量が決して其差と平均して
強若しくは弱ならざる等は近世医学の発達と共に証明
せられたる所にして，変形的人物は到底生存競争裡に
立つの能力なきものなり．之れ生活と相応する人類の
特徴の発生する主要なる原因にして，やがて人種的美
容の発生原因たる可きもの也．即ち野蛮人間には変形
者毫も存在せず，部落的特徴が個人的特徴に勝りて顕
著なるは，一は彼等の生活方法が画一にして小異なき
と，他は其生活辛烈にして到底文明国に於ける如く変
種者の生存を許さゞるによる．

人種的特徴が主として其生活状態に基きて発生すとは
一見甚だ詭弁なるが如しと雖

いえど

も，之れを詭弁と感ずる
は抑

そもそ

も現代人類の知識が充分に発達せず，之等特徴の
効力が或僅少の部分を除く他は総て不明に属するの罪
なり．人若し卒然として居を遠隔の地に移す時は，其
風土の変化より来る肉体の生理的変動は俄

た と え

令堪え得ざ
る迄には到らずとするも必ず之れを感ぜざるを得ず．
而して一部分の変化は直ちに身体全部に変化を生ぜず
んば止まざるは医学の証明する処なれども其何故に
かゝる変化が生ずるやに到っては，今日の科学は未だ
何等の解答を与うるに到らず，吾人は只其実際上存在
すと云うに止まり，他は全く不可解なりとするの止む
なき也．

野蛮人の顎骨の偉大なるは何人も知る処也．而して彼
等の顎骨の偉大なるは一に其生活状態に職由す．即ち
彼等の食物は粗にして硬く，顎骨之れが為めに小刀 ( ナ
イフ ) となり肉刺 ( フォーク ) とならざる可らず．歯は
有力な器械の用をなさゞる可らざれば也．換言すれば
大顎骨は野蛮人の特質にして，自然淘汰の理論に基き
て発生す処也．彼等の生活は小なる顎骨を有する者に
ては到底生存の権利を主張し得ず．大なる顎骨を有す
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きな顎骨を有する者は即ち適者であり，適者生存の原
則に基いて彼らの間には次第に顎骨が大きい者だけが
生存し，その結果未開人の特徴となったのである．大
きな顎骨は，脳力の未発達を現わすというヴァチョー
教授の説は，一面の真理があるといえよう．こうして
頬骨が横に高く，鼻が甚だ大きく偏平であることは，
いずれも顎骨が大きいことに不随する付属的な特徴で
あることは考えなくても明らかであり，我々は，野蛮
人の風貌が偶然このような形になったとは考えられな
い．更にシャーフハウゼン教授は，未開人の頭骨には
明白な特徴があるとしており，短身の者あるいは人種
は必ず頭蓋が短く，長身の者あるいは人種は頭蓋が長
いことは，学者がそろって認める事実であり，筋肉の
発達と骨格は必ず密接な関係をもつと考えられる．

人種的特徴と地方的風土

人体とその機能，身体と生活状態の関係を明らかに示
すのが，風土馴化 (Acclimatation) の作用である．この
不思議な肉体的変化について現代人の有する知識は甚
だ少なく，明確に論ずる事は難しくほとんど不可能の
であるが，我々は少し実例について述べるところがあ
る．ヨーロッパ人も米国に移住すると，その縮毛が米
国土人と同じような直毛になり，北米例えばニューサ
ウスウェルズなどでは，ヨーロッパ人の子は痩身，高
身長となるが，南アフリカ喜望峰の殖民地では短身，
肥満となる．これは土人の女に肥満が多いことを想起
させるものである．風土への馴化作用は，時に身体的
に堪えられないほどになることがある．フェルキン博
士は，欧米人の殖民事業は結局不可能であると論じ，
殖民地でヨーロッパ人が同じヨーロッパ人の女と結婚
することは不可と主張した．インド滞在 16 年にわた
るハッドン大佐は 13 年間で 1,000 人の英国人から組
織される一連隊が死滅したことを伝えて，スプレンガー
教授も同様の実例を示している．また大佐はインドで，
移住後三代目の英国人を見る事はなく，彼らは成長し
ても成年に達することは稀で，父母は子女が 5，6 歳
になるとすぐに本国に送る，さもないと早世するから
であるという．中央アメリカに於けるヨーロッパ人は，
次第に風土の影響で死去して減少するが，土人の数は
明らかに反対に増大する傾向があることは，最近識者
の憂慮しているところである．

更に皮膚の色は顕著な人種の特色である．しかし何故
欧米人は白く，アフリカ土人は黒く，アジア人は黄色
かという理由については，今日の知識では説明できず，
また皮膚の色が直接人類に及ぼす効果もまだ科学的に
解明できていない．しかし，皮膚の色は直接気候の影
響を受けてこのように変化したのではないこと，及び
甚だ不明瞭ではあるが肌の色と肉体の機能には何か密

る者は即ち適者にして，適者生存の原則に基きて彼等
の間には漸く顎骨の大なるものゝみ生存を続け茲に全
く未開人の特徴を形成するに到りしなり．大なる顎骨
は脳力の未発達を現わすとはヴァチョー教授の説又一
面の理なきに非らざるを知らん．而して其頬骨の横に
高き鼻甚だ大にして而も偏平なる皆顎骨の偉大なるに
付いて生じたる附属的特徴なるは一考を要せずして明
らかなる処にして，吾人は到底野蛮人の風貌を以て偶
然彼の如き形をなしたりとは思唯する能わざる也．加
うるにシャーフハウゼン教授は未開人の頭骨には明白
なる特徴ありとなし，且つ短身の人若くは人種は必ず
短頂

ちょうろ

顱，長身人若くは人種は長頭
ちょうろ

顱を有するは学者の
齊
ひと

しく認むる事実なるを以て筋肉の発達と骨格とは必
ず密接の関係を有す可きを思わしむるあり．

人種的特徴と地方的風土

人体と其機能並に人身と生活状態との関係を指示して
明らかなるは夫

そ

の風土馴化 (Acclimatation) の作用なり
とす．此霊妙なる肉体的変化に就いて現代人の有する
智識は甚だ僅少なるものに過ぎずして明確に之を論ず
る事は至難 － 不可能の事たる可きも，吾人は少しく実
例につきて述ぶる処あらん．欧洲人も米国に移住すれ
ば其縮毛は米国土人と同じく直毛と変じ，北米例えば
ニューサウスウェルス等に於ては欧洲人の子は痩身且
つ長大となるも南阿喜望峯殖民地に於ては短身肥満と
なり人をして土人の女に肥厚症流行するを想起せしむ．
風土馴化の作用は時に或は人身の堪え得ざる程度に於
て行わるゝ事あり．フェルキン博士は欧米人の殖民事
業は遂に不可能たる可きを論じ，殖民地に於て欧洲人
が同じく欧洲人の女と婚するの不可を主張せり．印度
に留まる事十六年に亘りしハッドン大佐は，十三年の
間に千人の英国人より組織されたる一連隊が死滅せし
事を伝えスプレンガー教授も亦同様の実例を示せり．
大佐は又印度に於て移住後三代目の英人を見る事なし，
彼等は成長するも丁年に到する事稀れにして父母は子
女五六才に到るや直ちに之を本国に送る．然らずんば
早世す可れば也と云う．中央亜

ア メ リ カ

米利加に於ける欧洲人
は漸時風土の為めに死去して減少するも土人の数は明
らかに其反対に出で逐年増大する傾向を呈するは近時
識者の憂慮して措かざる処なり．

更に皮膚の色は顕著なる人種の特色をなすもの也．
而も其何故に欧米人は白く，阿

ア フ リ カ

弗利加土人は黒く，
亜
ア ジ ア

細亜人は黄色なるかの理由に至っては，今日の智識
を以てしては終に説明する能わざる処，又皮膚の色の
直接人類に及ぼす可き効果も未だ科学の闡

せんめい

明し能わざ
る処なり．然りと雖

いえど

も皮膚の色は直接気候の影響を受
けて爾

か

く変化せしに非ざる事，及び甚だ不明瞭たるは
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接な関係があり，いわゆる馴化の結果このような人種
間の変化を見た事は勿論であるが，決して太陽の光線
の直接の影響によるものではないことは，学者がほぼ
疑いのないところとしている．欧米人も赤道地方に移
住すると，その誇りとする薔薇色を失うのが常である．
これは，明らかに血液が酸素吸収力を減じて，その結
果細胞の燃焼力が低減することに基くもので，チロル
博士は純粋の黒人も米国に長く止まると次第にその黒
色が淡くなると言い，またある学者はアフリカに居る
時と，米国に長く住んだ後でひとりの黒人の血液を検
査した結果，血液の形成力は，郷土を去った後甚だし
く減退したという．またベニスで靴商を営む黒人は，
当初は肌の色が甚だ黒かったが，長年の後には遂にそ
の色を失ってまるで黄疸患者のような色になったとい
う．このほか，フィロソフィカル・トランザクション
誌には，全く白人同様に変色した黒人の実例が掲載さ
れている．その一方，マクノーテンという英国紳士は，
南部インドに長く滞在したが，遂には衣服に蔽われた
部分の肌の色さえブラーマンと違わないほど黒くなっ
たという実話がある．果してこれらの事例が実際とす
れば，誰でも人体のある機能は明らかに風土と馴化す
る傾向があり，特殊な場合にはこの傾向が，驚くほど
一層急激に発生する事は疑いのないところである． 要
するに皮膚の色と人体のある種の機能とは互に関係が
あり，従ってその生活状態と関係する事は明白な事実
である．疾病時の皮膚の色の変化や，アジア，アフリ
カの大型猿類が，住民の肌の色と同じ色であることか
らも，この事は否定できない．

人種的特徴がその生活地の環境と密接なる関係を有す
るとする我々の説に反対して，緯度が等しく気候も異
ならない地方に住む土人でも，その特徴が全く異なる
ものがあるのは何故かと問う者がある．確かにこの事
実は我々も見聞することはこれを認めざるを得ないが，
よく考えてみるとこの反論には必ずしも深い根拠がな
いように思える．即ち同じ地勢に住む土人でも，その
生活方法が全く同一ということはあり得ず，また彼ら
の間でも記憶にないほどの長年月の間にしばしば血が
混合しており，その血液の混合は大いに人種的特徴を
減弱させ得る．また彼らが現在の地方に定住する迄に，
幾多の地方を移動したことも否定できない．この間に
風土への馴化，その他の自然的変遷によりて獲得した
特質は，比較的短時間では到底消えないので，現在我々
が見るような一種の矛盾として現われ得るのである．

しかし人類学者の説くように，人種の差の原因はす
べて外界の直接の影響であるという主張は我々はとら

免れざれども膚
ふしょく

色と肉体の機能とは何等か密接なる関
係を有し，所謂風土馴化の結果斯く人種の間に変化を
見たる事は勿論ならんも而も決して太陽の光線の直接
の影響に非ざる事は略

ほぼ

学者の疑わざる処なりとす．欧
米人も赤道地方に移住する時は漸く其誇りとする薔薇
色を失うを常とす．之れ明らかに血液に酸素吸収力を
減じ其結果細胞の燃焼力を削減するに基くものにして，
チロル博士は純粋の黒人も米国に止まる事久ければ次
第に其黒色を淡ならしむと説き，又或学者は阿

ア フ リ カ

弗利加
に於ける時と米国に住むに到りて多年を経たる後に於
て一黒人の血液を検せし結果，其血液の成形力は郷土
を去りて後甚だしく減退せりと伝えたり．尚ベニスに
て靴商を営みたる黒人は渡来の当初は其色甚だ黒かり
しも久しきに及んでは遂に其原色を失い宛

さなが

ら黄疸を病
む者の如き膚

ふしょく

色を示すに到れりと云う．其他．ヒロリ
フィカル，トランスアクション中には黒人にして全然
白人同様に変色したる実例を載せたるものを見る．翻
つて一方に於てはマクノーテンなる英国紳士は南部印
度に居る事久しかりしが，遂に衣服に蔽われたる部分
の膚

ふしょく

色さえブラーマンと差異なき迄に黒色を呈するに
至りしと云う実話あり．果して之等の事例が実際なり
とすれば，何人と雖

いえど

も人体の或機能は明らかに風土と
馴化する傾向を有し，特殊なる場合には此傾向は一層
急激に発生して時人を驚倒せしむる事あるを疑わざら
ん． 要するに膚

ふしょく

色と人体の或種の機能とは互に関係を
有し従って又其生活状態と相関係する事あるは明白な
る事実にして，疾病当時に於ける皮膚の色の変化や，
亜
ア ジ ア

細亜，阿
ア フ リ カ

弗利加に産する大猿が其住民の膚
ふしょく

色と異ら
ざるものを有するを見るも此事は否定するを得ざる所
なりとす可し．

或は人種的特徴が其生活地の外界と密接なる関係を有
するとする吾人の論に反対して，緯度相等しく気候亦
相異らざる地方に住む土人と雖

いえど

も其特徴を全然異にす
るものあるは何ぞやと問う者あり．然り此事実が真に
吾人の日常見聞する処なるは吾人も亦之を認めざるに
非ず．而も静かに思索する時は，必しも論者の言は深
き根抵ありとなし得ざる如し．即ち相等しき地勢に住
む土人と雖

いえど

も其生活方法を全然齊
せいいつ

一にすとは決して云
うを許さゞる処にして且つ彼等の間には記憶す可らざ
る長年月の間に屢

しばしば

々混合したる血液流れ，其血液の混
合は大に人種的特徴を減少す可く且つ彼等が現在の地
方に定住する迄には幾多の地方を移動したる事否む可
らす．此間風土馴化其他の自然的変遷によりて得来り
たる各特色は比較的少時間を以てしては到底消し去る
可らざれば，今日吾人が眼前に看る如き一種の矛盾を
も現わすものと云う可きならん．

然りと雖
いえど

も夫
か

の人類学者の説く如く，人種の差異が
由来する原因は絶体的に外界の直接影響なりとの主張
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ない．更に繰返していえば，昔の人類，即ち父祖が外
界の影響によって得た特質が直ちにその子孫の身体に
遺伝する事が，今日見るような人種の差につながった
とも言えないと考える．ワイズマン教授の言うように，
遺伝の事実は多くは認められない．また遺伝の原則に
よらなければ説明できないものは，決して存在しない．
人類は，多種多様の経験，熟練を経てある特質を獲得
するのが常であるが，こうして得た特質が必ずしも子
孫に遺伝するわけではないことは，音楽家の子が必ず
しも天才音楽家にはならず，また文明人の子供でも野
生に放置すれば，言語を操る能力を全く持たないこと
から分かる．更に進んで，日光に焼けた黒色の肌も，
一時的には馴化の作用によってその個人の特質となる
が，これがその子孫に遺伝しないことは，農民の子，
船頭の子でも，上流市民の子と同じような白く柔かい
肌をもつことからも明らかである．7 世紀頃からアフ
リカに住み，その成人の顔は非常に黒いムーア人の子
も，初めはヨーロッパに住むその同族の子と少しも異
るところがないのと同じである．必ずしも遺伝の存在
を証明するものではない．

このように論ずると当然，人種の違いの原因は，風土
への馴化，自然との適応 ( アダプション ) にあるとす
る学説と衝突する．ワイズマンの説の当否は今しばら
く別においてここでは論じない．しかし，人種が発生
した原因は，それぞれの祖先が自然と適応した性質を
子孫に遺したことによるという説は，甚だ疑問とせざ
るを得ない．考えるに，人類の祖先がある一定の地域
に非常に平和な生活を営んだことは事実であろう．し
かし，年月を経るに従って生存競争が次第に激しくな
り，人智は初めて発達の第一歩を踏み出した．彼らが
それぞれ好む場所を目指して生地を出発する迄には，
火を起こしたり，それなりの武器，道具などを発明し
たはずである．つまり彼らはこれらの新発明の利器を
手にして自然と戦いながら，生存を争い，遂に当初居
住した風土とは多少気候が異なる地方でも生活できる
ようになり，風土への馴化が知らず知らずのうちに行
われて，彼ら身体も原始時代のそれとは多少異なるよ
うになったはずである．

しかし，この変化が直ちにその子孫に遺伝したと論ず
るのは早計である．彼らが生んだ子供は，すべて同一
の素質をもっていたわけではない．それぞれ互いに特
徴をもって生まれたことは，現在我々の子供と異ると
ころはない．従ってこれらの子供の間で，最もその自
然の情況に適応した素質をもつ者，即ち適者が初めて
生存の権利を有し，そうでない者は死亡を余儀なくさ
れた．こうして自然淘汰が行われた結果，その地方に
住む民族は同じようにそのその地方の情況に適応した
素質をもつ者だけになり，長年月を経てそこに厳然た

は又吾人の探らざる処なり．更に繰返して云えば前代
の人類即ち父祖が外界の影響を蒙るによりて得たる特
質が直ちに其子孫の身体に遺伝する事が即ち今日見る
如き人種の差をなしたりとは論ずる事を得ずとする也．
ワイズマン教授の言える如く，遺伝の事実は多く之を
認むる事能わず．又遺伝の原則に拠らずんば説明し得
ざるものは決して之あらざる也．人類は多種多様の経
験と熟練とを累ねて遂に或特質を得るを常とすれど，
斯くして得たる其特質は必しも子孫に遺伝する事なき
は，音楽家の子必ずしも天オの楽師に非ざる如く，又
文明人の子も之れを山林に遺棄し置く時は全然言語を
操る能力を有せざるが如し．更に進んでは日光に焼け
たる黒色も一時的には風土馴化の作用をして其個人の
特質をなせども，之れが其子孫に遺伝する事なきは農
民の子，船頭の子が尚且市民上流人の子と等しく色白
く皮膚柔軟なるを見ても明らかなる可く，紀元第七世
紀頃より阿

ア フ リ カ

弗利加に住み，其成年は面貌甚だ黒きムー
ア人の子も初めは欧洲に存住する其同族の子と少しも
異らざる如き．必しも遺伝の存在を証明する証左たる
能わざらん．

斯く論ずる時は当然，人種の別るゝは其原因風土馴化
即ち自然との適応 ( アダプション ) にありとする学説
と衝突を来す．ワイズマンの説の当否は少時措いて之
を論ぜず．而も人種の発生したる原因は其各の祖先が
自然と適応したる性質と子孫に遺したるによるとの説
は，甚だ怪まざるを得ざる也．意

おも

うに人類の祖先が或
一定の地に最も平和なる生活を営みたるは事実なる可
し．而も漸く年を経るに従い生存競争は次第に激甚の
度を加え人智は初めて其発達に第一歩を投げ，彼等が
各々好む処を指して揺籃の地を出発する迄には火を作
り又多少の武器と器具の発明は之ありしなる可し．即
ち彼等は之等の新発明の利器を擁して以て自然と戦い
つゝ其生存を争い遂いに始めて居住したる風土とは多
少寒暖を異にする地方にも尚生活の得るに至り従って
風土馴化の作用は暗々裡に行われて彼等の身体は多少
原始時代のそれとは相異れる所ありしなる可し．

然れども此変化が直ちに其子孫に遺伝すと論ずるは早
計に過ぎたり．彼等の生む処の子女は総て同一なる素
質を有するに非ず．個々互いに特徴を有して産する事
尚現時吾等の子女と相異る処なき也．而して之等の子
女の間にありて最も其自然の情況に適応したる素質を
有するもの即ち適者にして初めて生存の権利を有す可
く，然らざるものは死亡を余儀なくせしめられん．斯
くして自然淘汰の行わるゝ結果其地方に住む民族は齊

ひと

しく其地方的情況と適応したる素質を有す可き者たる
に限り，遂に長年月を閲して其所に厳然たる人種の別



102

る人種の別が生まれ，あたかも気候への馴化が遺伝し
たような結果となったのである．このように説明する
と，ヨーロッパで生れてもインド人の子は色黒で，イ
ンドでヨーロッパ人の子が次々と死亡しても土人の子
は平然として生育する理由も，明らかであろう．要す
るに，その土地の気候への適応の程度によるのである．

これに加えて，各人種が現在の場所に住むようになる
迄，非常にゆっくりと移動し，極地から赤道へ，或は
赤道地方より極地方へ急に移転したのではないことを
考えると，欧米人が白く，アフリカ土人が黒い理由も
自ら明らかに理解できるであろう．

ここにおいて，我々は最終的な答を述べる機会を得
た．何故に人は配偶者を選ぶに当って，その人種の代
表的な人物を好むのか．それは，その人種の特徴を完
全に備えた者，その環境において最も完全な健康体で
ある者であるから，という理由に外ならない．その人
種が美の基準とするのは，生理的に完全な形に外なら
ず，美醜の別は即ち適者と不適者と別である．美しい
と思う者を選んでこれと結ばれたいと欲する気持ちは，
自然淘汰によって生まれる動物一般に共通する本能の
力に外ならない．我々は，美と恋愛との関係を実にこ
のように理解するものである．

美貌恋愛に関するダーウィンの説を評する

以上論じてきた美と恋愛，および人種発現の原因に
関する我々の見解は，ダーウィンの説く所とは甚だ様
子が異なるものであるので，特に一言する必要がある．
ダーウィンの説では，美と恋愛とは主に人類の趣味性
に基くとする．すなわち，人類は習慣を離れることを
好まないが，その一面に於ては多少の変化を希望する
ものである．故に極端に急激な変化は嫌悪するが，中
庸で穏和な変化は寧ろ喜んで求めるものである．故に
仮にメディチの描く女神ヴィーナスのような美貌を総
ての女性が有するとすれば，男性はこれに恍惚となる
であろうが，それでもその憧憬は一時的なもので，彼
らは一定の範囲内で新たな変化を求めるようになる．
ニューギニアのオータナート土人は，互に異る彩身を
競い，太平洋諸島の土人が彩身するに当っては，それ
ぞれ独特の意匠を有するように，我々の日常の衣服に
ついても大体に於て変化する事はないが，時々新しい
意匠が流行するように，美の基準はそれぞれの趣味に
あり，従ってその関係は恋愛においても同じであると
した．然しながら人類の美の観念が単に個人の趣味に
基くというのは果して本当か．ましてやそれぞれに異
なる個人の趣味が，部落，民族の女性あるいは男性の
変化を実現できるのか．疑わしいといえる．

を出し宛
あたか

も気候馴化が遺伝したる如き結果とならん．
以上の如く説明する時は欧洲に於て生れても印度人の
子は其色黒く，印度に於て欧洲人の子が死亡相次ぐに
当り土人の子は平然として生育する理由も亦従って明
らかなる可し．蓋し郷土の気候と適応如何に依るを以
て也．

加うるに各人種が現在の居地を占むるに到れる迄は最
も徐々たる進行を以て移動し，極より赤道へ，或は赤
道地方より極地方へ急激に移転したるに非ざる事を思
う時は欧米人の白き阿弗

ア フ リ カ

利加土人の黒き理由も亦自ら
明らかに会得せらる可き所ならん．

茲に於て乎，吾人は最後の解答を与うるの機会に接し
たり．何故に人其配偶を選ぶに当って，其人種の代表
的人物を好むか．他なし其人種の特徴を完全に現す所
のものは，其風土に対して最も完全なる健康を表示す
る者に他ならず．人種が美の標準とする処は生理的に
完全なる形体に外ならざるを以て美醜の分るゝ所は即
ち適当と不適者との別るゝ処，其美とする所を選んで
之れと結ばんと欲する情緒は自然淘汰によりて発する
動物一般に通ずる本能の力に他ならざる也．吾人は美
と恋愛との関係を実に斯くの如くに解するもの也．

美貌恋愛に関するダーウィンの説を評す

上来論じ来れる美と恋愛並に人種発現の原因に関する
吾人の見解は，ダーウィンの説く所とは甚だ其趣を異
にするものあるは，特に一言するの要あり．ダーウィ
ンの説く所を見るに美と恋愛とは主として人類の趣味
性に基くとする如し．曰く，人類は習慣と離るゝを好
まず．而し其一面に於ては多少の変化を希望するもの
也．故に極端にして急激なる変化は彼等の嫌悪する処
なれども，中庸にして穏和なる変化は寧ろ悦んで求む
る処なり．此故に仮にメヂチの作になれるヴィナス女
神の如き美貌を総ての女性が有すとせば男性は之等に
よりて恍惚たらんも，而も其憧憬は一時的にして，彼
等は一定標準の範囲内にて新らたなる変化を求むるに
到る可し．ニューギニアのオータナート土人は互に異
りたる彩身を行わん事を競い，太平洋諸島の土人が彩
身するに当りて各人独特の意匠を有する如く，又吾等
日常の衣服は大体に於て其目的は変化する事なきも，
時々其様式に就きて新意匠の流行する如く，美の標準
は趣味にあり．従って其関係は恋愛に就きても亦同じ
と．然しながら人類の美の観念が単に個人の趣味性に
基きて存在すとは果して真なる可き乎．況んや個人の
趣味 ―各々相異れる― にありて部落，民族の女子若
しくは男子の変化を実現せしむる事果して可能なりや．
疑いなき能わず．
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更にダーウィン氏は，人種が異るのはその美の基準が
異る結果であると論じた．これは我々の言う，いわゆ
る美の基準が異るのは人種の異なるためであるとする
説と全く一致しない．そして，その説明によれば，人
類が次第に発祥の地を離れて各所に移り住むと，各部
落の間には常に闘争が絶えなくなり，従って各部落は
互に孤立するようになる．こうして年月の経過ととも
に，初めは極めて小さな変化が各部落の人類の間に現
われ，次第に顕著となって酋長あるいは君主の趣味に
合せてこれが選ばれるようになると，いよいよその勢
を増して遂に部落の特色となり，引いては人種の特徴
になるという．

ダーウィンの人種起原に関する説は誤りである

果してこの説の通りとすれば，人類において気候と身
体の関係，および身体の露出部と内部的機能の関係の
重要性も認めない事になる．そもそも未開人種の間で
その特徴を定め得るものは，男女共に独身者がいない
ことから考えても，すべてその生存に適応した者でな
ければならない．しかし，これを個人の選択の結果と
するには，人類は如何なる環境でも平然として生活で
きるという前提を設けないと成り立たない．このよう
に説明すると，さらに進んでヨーロッパ人は白く，ア
ジア人が黄色である理由は遂に説明できなくなる．尚
ダーウィンは人種の色もこのように雌雄淘汰によって
生じると論じているが，これはアジア産の大型猿類が，
住民の皮膚と同色であるという前述の例によって論破
できるであろう．

人類に毛髪が少ない理由

ちなみにダーウィンは，人類と他の動物の外見的な
差異は，ひとえに雌雄淘汰の結果に基くとしている．
この差異の中で主なものは，人類の無毛 ( ヘアレスネ
ス ) である．ダーウィン氏はこれを，皮膚に毛が少な
いことは決して人類の利益にはならず，従って自然淘
汰の結果としてこのようになる理由はない．その原因
は，雌雄淘汰に外ならないという．人類の体毛につい
て，従来多くの人種学者が頭を悩ませてきたことは，
寧ろ笑止である．思うにこれは単に変化の原則 (Law of 
Variation) によって充分に説明できることである．体
毛が少ないことは人類の生活に不利であることは疑い
のないところであるが，原始人が一度火を作り衣服を
用いて寒気を防ぐ方法を発明するや，この不利益は全
く問題とならなくなった．従って自然淘汰はこの点に
ついては作用を止め，人類はこれ以後無毛であること
をその特徴としたに過ぎない．このような事例はなお
多くある．文明人に近視が多く，未開人に比べて嗅覚
が著しく弱く，歯牙の力が甚だ劣るのは，これと同じ
理由で説明できるものである．

更にダ氏は人種の相異れるは其美の標準が相異れる結
果なりと論じ，吾人の所謂美の標準の異れるは人種の
相異れる故也とすると全然一致せず．而して其説明す
る処によれば，人類漸く揺藍の地を離れて各所に渉り
住むや各部落の間には常に闘争絶えざるものあり．従っ
て各部落は互に孤立の存在をなす．而して年月の経過
と伴うて初めは極めて小なる変化各部落の人類間に現
われ，次第に顕著となり酋長若しくは君主の趣味に合
して之れを選ばるゝに到れば愈々其勢を増して遂に部
落の特色をなし引いては人種の特徴となると．

ダーウィンの人種起原に関する説は誤謬に出ず

果して此説の如くんば，人類の気候と其肉体との関係
並に肉体の露出部と内部的機能の関係も存在の要を認
めざる事となる．蓋し未開人種間に於て其特徴を定め
得るものは盡

ことごと

く― 男女共に独身者なきを以て― 其生存
に適応したる者ならざる可らず．然るに之を個人の選
択の結果とするには勢い人類は如何なる風土に於ても
平然として生活を営み得るものとの前提を設くる後に
非ずんば可能ならず．斯く説明せば進んで欧洲人の白
き亜

ア ジ ア

細亜人の黄なる理由に到っては遂に不可解に陥ら
ざるを得ず．尚ダーウィンは人種の色も亦かくの如く
雌雄淘汰に生ずと論ずれども此事たる亜

ア ジ ア

細亜産の大猿
が尚且住民の皮膚と同色なるを有すと云う前記の一例
を以て論破し得可き所ならん．

人類に毛髪少なき理由

因
ちなみ

にダーウィンは人類と他の動物との外観的差異は一
に雌雄淘汰の結果に基くとなす．此差異中主なるもの
は人類の無毛 ( ヘアレスネス ) なり．ダ氏は之を論じて
皮膚に毛の少なきは決して人類の利益に非ず．即ち自
然淘汰の結果として斯くなる可き理由なし．其原因す
る所雌雄淘汰に他ならずと云う．人類の其毛が従来多
くの人種学者の頭脳を悩ましたるは寧ろ笑止の事に属
す．思うに比事態は単に変化の原則 (Law of Variation)
を以て充分に説明する事を得可し．其毛が人類の生活
に不利益たるは論なき処なれども原人が一度火を作り
衣服を調べて寒気を防ぐ術を発明するや此不利益は毫
も問題とならざりき．従って自然淘汰は此点に関する
作用を止め人類は茲に長く無毛なるを其特性とせしの
み．かゝる事例は尚多々之り．文明人に近視多き，又
未開人に比して嗅覚著しく強き [ 校注：弱きの誤と思われる ]，
歯牙の力甚だ劣れる如きは即ち是れと同理を以て説明
す事を得可きもの也．
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雌雄淘汰の影響と男女の容貌

最後に一言加えるべきことは，雌雄淘汰の力も一定
の範囲で類の外観に影響を及ぼしうることである．例
えば未開人の間に変わった特徴を持つ者がいないのは，
ひとつには彼等の生活が非常に厳しくそのような者の
生存を許さないこと，もうひとつは形態が異なるため
に嫌われて支配的な立場に立てないため，このような
形態が子孫に伝わらないことによる．即ち人種の均一
性は雌雄淘汰の結果であると言える．文明国では女性
が美しいが，未開人ではこれと反対であることは，結
婚の難易度，即ち雌雄淘汰の関係に基くとするのが妥
当な解釈である．

雌雄淘汰の影響と男女の容貌

最後に一言す可きは雌雄淘汰の力も亦或範囲にありて
は人類の外観に影響を及ぼす事あり．例えば未開人間
に変種なきは一は彼等の生活が辛厳にしてかゝる者の
生存するを許さゞると他は変型なるが為めに之れを支
配するを厭い，従ってかゝる変種的子孫が伝わらざる
に依る．即ち人種の齊

せいいつ

一は雌雄淘汰の結果なりと云う
を得可く，又文明国にては女子が美なれども未開人に
ありては之れと反対なるは，又婚姻の難易即ち雌雄淘
汰の関係に基くとするを以て正当なる解釈とす可し．
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第十三章　齊
せいいつ

一の法則

動物は異種交尾を絶対に嫌悪す

動物は一般に異種と交尾するを忌む．鳥類に雑種甚だ
多きは何人も知る所なれども，昆虫類魚類並に哺乳類
に至っては自然的雑種ある事最も稀れにして，家畜と
雖
いえど

も異種の交尾を行わしむるには種々の手段を以て之
を欺かざる可らず．例えば種馬をして驢

ロバ

に配せんとす
る時は，先ず雌馬を示して後巧みに驢

ロバ

と代えざれば目
的を達する事難しと云う．

混血と非繁殖

異種交尾を厭うは動物の本能也．而して其理由は生
殖の多寡に関するものゝ如し．今日に於ては此本能を
論じ汚行の結果なればとなし，又過多の新種属の発生
を忌みたる造物者の命令なれば等の説を有する者なし
と雖

いえど

も，雑種と其生殖力の減退とは重大なる関係を有
すと見，之れ即ち本能より発する所と論ずるを常とす．
或は人あり，雑種と雖

いえど

も決して生殖力弱きに非ず，絶
対に生殖力を欠くと称せらるゝものにありても実際は
比較的に微弱となるに過ぎず．且つ今日の雑種製出の
手段は甚だ不完全にして未だ之れを以て原則を定む可
らずと論じ，或は植物の異花受精の理より論じて雑種
必しも不生殖に非ざるを説くものあれど，ダーウィン
其他の研究によれば，雑種と純種との生殖力は一般に
甚だしき相違を示し，其研究に使用したるものが比較
的生産力少なき家畜若くは野菜なりし丈け生殖力の旺
盛なる野生のものにありては此差も更に著しかる可く，
之れ即ち一般に哺乳類等が雑種を忌む本能の発生する
処なりと云うに一致す．

齊
せいいつ

一の法則

右の如く雑種に往々生殖力を欠き甚だしきは絶対に
之を有せざる点よりして，夫

か

の齊
せいいつ

一の法則 (Law of 
Similarity) は生ずる也．然れども此法則は単に比較的
なる事を忘る可らず．一般に科を同じうする者は其雑
種と雖

いえど

も尚充分なる生殖力を有し種を異にし類を異に
するに及んで漸く之れが減退するを見るを常とし，比
例外を為す場合と雖

いえど

もゲルトナー氏の所謂近似選沢
( ワールヘルワンデン ) の主義により，外観に甚だしき
相違を見るも実は其二者の系統甚だ相近きものたるに
他ならざるなり．

人獣相姦

更に上述の如き動物性本能の立脚地より人類を観察す
る時は，之れと甚だ相似たる観念が道徳の標準となり
て人生を支配し居るを認むるに難からざる可し．就

なかんずく

中

動物は異種交尾を絶対に嫌悪する

動物は一般に異種と交尾することを嫌う．鳥類に雑
種が甚だ多いことは誰しも知ることであるが，昆虫類，
魚類，哺乳類に至っては自然的な雑種は非常に稀で，
家畜でも異種の交尾をさせるには種々の手段を使って
欺く必要がある．例えば種馬をロバと交配にさせる時
は，先ず雌馬を見せてから巧みにロバとすり替えない
と難しいという．

混血と非繁殖

異種との交尾を嫌うのは動物の本能である．その理由
は生殖の多寡によるものである．現在では，この本能
が不適切な行為の結果であるとか，新しい種が増えす
ぎることを嫌う神の命令であるなどの説を唱える者は
ないが，雑種とその繁殖力の低下には大きな関係があ
ると考えられており，本能はこれに基づくと考えるの
が普通である．また，雑種でも決して生殖力が弱いわ
けではなく，絶対に生殖力を欠くと言われるものでも
実際には比較的に弱いというだけで，現在の雑種を作
る手段は甚だ不完全であり，それによって原則を定め
ることはできない，と論ずる者もある．或は植物の異
花受精の理屈を論じて，雑種は必ずしも不妊ではない
と説く者もある．しかし，ダーウィンその他の研究に
よれば，雑種と純種との生殖力には一般に甚だしい相
違がある．この研究に使用したものは，比較的生産力
が小さい家畜あるいは野菜であったことから，生殖力
が旺盛なる野生のものではこの差は更に大きくなるは
ずである．これが，一般に哺乳類等が雑種を嫌う本能
の起源であるとする点では一致する．

近似性の法則

このように雑種はしばしば生殖能力に劣り，甚だしい
場合には皆無であることから，近似性の法則 (Law of 
Similarity) が生ずる．しかしこの法則は単に相対的な
ものであることを忘れてはならない．一般に同じ科に
属するものであれば，雑種であっても充分な生殖力を
持つことが多い．一方で種が異なり，類も異なるとこ
れが減退するのが普通である．この例外のように見え
ても，ゲルトナー氏のいわゆる近似選沢 ( ワールヘル
ワンデン ) により，外観は大きく異なっても実はその
両者の系統は事情に近いものであるに過ぎないのである．

人獣相姦

更にこのような動物的本能の立場から人類を観察する
と，これと良く似た考え方が道徳の標準として生活を
支配していることが容易に認められる．特に著しいも
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のとして，いわゆる獣姦 (Bestiality) が人類の行い得る
最も破廉恥な行為をして非難されている事である．こ
のような罪悪は，古今の文書にも散見されないわけで
はなく，いずれも重罪として烈しく非難されているの
が常である．しかしそれでもこれが絶滅しない理由は，
通常は単独で生活する鳥が性欲にそそのかされて異種
の雌鳥を追うことがあるように，烈しい性欲の力によっ
て発生するものであろう．

更に人種を人類の分類であると説く一部の学者の間
には，人類にもこれと同様の本能があり，近似性の法
則が働くため，各人種は異種族との交流を嫌う傾向が
あるとし，アフリカ土人がヨーロッパの美人を顧みず，
黒色の女を求めるの例を挙げてその違いを主張するが，
果して正当なる説といえるであろうか．

異人種と婚姻を通ずるを厭う民族

異人種との交配を嫌うことは，実際に認められる．し
かしこの論者が云うように，動物がもつ本能に基くと
は必ずしも断言できない．文明人が野蛮人と結婚する
を嫌うのは，王者が身分の低い女性を迎えるのを憚る
と同じで，黒人が欧米の美人を好まないのは美の基準
が異なるため，美しいものを美しいと感じないからに
過ぎない．そもそも風俗，習慣が異なり，たとえ敵意
はなくとも利害に共通するものがなく，言語，宗教も
一致しない人種が果して何によって愛しあい，同棲で
きるであろうか．異人種間に結婚を嫌う傾向があるの
は，ただこの理由によるに過ぎない．しかし両人種が
接近することが次第に多くなり，文化の程度が同程度
になれば，これらの障害は消えるであろう．

人種的混合

所謂混血児 ( モングル ) は世界人口の大部分を占め
る．ヨーロッパに果して他人種の血液が混入していな
い民族はあるだろうか．ピレネー山中のバスク人にす
ら，純粋なものを求めることは難しく，フランス人中
20 分の 19 は異人種の血が混ざっており，アメリカ合
衆国が日々雑種を作りつつあることは，良く知られた
ことである．グリーンランドは僅か 1 世紀半前に白人
と初めて接触したにもかかわらず，ナンセン博士によ
れば，住民の間に純粋のエスキモーを発見する事は不
可能とは言わないまでも困難であるという．メキシコ
では人口の 2/3 あるいは 3/4 がスペイン人の血をひい
ており，南米では最も甚しく，地球上 1,200 万人と言
われる混血児の 1,100 万人は実にこの地方の住民であ
ると言われる．最も未開として広く知られるティエラ・
デル・フエゴ土人の間にも，近年は白人を父とする混
血児 ( ミュラトー ) を見るという．

アジア人種は蒙古，トルコ，ツングース，ロシア，な

著しきものは夫
か

の人獣相姦 (Bestiality) が人類の行い得
る最破廉恥の行為をして指弾せらるゝ事なり．此罪悪
は古今の書中散見する事なきに非ず，何れも重大なる
罪悪として嘲罵を極むを常とすれど，而も此事の敢て
絶滅せぎる所以は日常孤棲する鳥が性欲に嗾

そその

かされて
或異種の雌鳥を追う如く情欲の激烈なる圧迫の結果発
生する処ならん乎．

更に人種を以て人類中の分料なりと説く一部学者の間
には，人類にも之れと同様の本能あり，齊一の法則行
わわるゝを以て各人種は異種族との交遇を厭う傾向あ
りと論じ，阿

ア フ リ カ

弗利加土人が全欧の美人をも顧みず反っ
て黒色の女を求むるの例を挙げて其異なるを主張すれ
ども，果して正当なる言説とするを得きや否や．

異人種と婚姻を通ずるを厭う民族

異人種との交配を厭う事は実際に於て之を認む．而も
論者の云うが如く動物が有する本能に基きて此事あり
とは未だ必しも断ずるを得ざらん．文明人が野蛮人と
結婚するを厭うは王者が匹

ひ っ ぷ

婦を容
い

るを憚ると異なる処
なく，黒人尚欧米の美人を悦

えつ

ざるは美の標準を異にす
る結果，美も亦美と観ざるに依るのみ．由来風俗習慣
を異にし縦

た と え

令敵意を挟まずとは云え利害の相共通する
ものなく，言語宗教一致せざる人種が果して何に依り
てか相愛し，相棲む事をなさんや．異人種間に婚姻を
忌む風あるは只是が為めのみ．而も両人種相近接する
事漸く多く文化亦程度を同じうするに到らば之等の障
害は跡を絶せん也．

人種的混合

所謂混血児 ( モングル ) は世界人口の大部を占む．欧
洲に果して他人種の血液が混入せざる民族ある事を得
るや否や．ピレニース山中のバスク人にすら其純粋な
るものは求め難かる可く，仏人中二十分の十九は異人
種の血を交えざるなく北米合衆国が日に日に雑種を作
りつゝあるは世人の多く目にする処，グリーンランド
は僅々一世紀半以前に於て白人と初めて接触したるに
拘らずナンセン博士の言によれば住民の間純粋のエス
キモーを発見する事は仮

た と え

令不可能に非ざる迄も至難な
りと云う．メキシコは其人口の三分二若くは四分三迄
西
ス ペ イ ン

班牙人の血を伝え南米に到りては最も甚しく地球上
千二百万と註せらるゝ混血児中の千百万は実に此地の
住民よりなると称せられ，最濛

もうまい

眛を以て世人の耳に熟
するチーラデル，フューゴー土人の間にも近年に及ん
では白人を父とする混血児 ( ミュラトー ) を見ると．

亜細亜人種は蒙古，土
ト ル コ

耳古，ツングース，ロシア並
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らびに漢人種の混和したもので，インド洋諸島の土人
の血は中国およびマレー人種が混合している．南洋土
人の中に白人の血を受けた子孫は多く，アフリカのスー
ダンは異人種の混血の中心であり，南アフリカ地方で
は，オランダ人を父とし，ホッテントットの女を母と
して生れたグリッカス種は今では純粋な一人種の観が
ある．

生殖的効果はどのようなものか

人種の混血はこのように盛んである．我々が知る範囲
においては，子孫の生殖力が著しく減退したという例
は多くない．しかし，この点に関しては学者の間でも
見解が大きく異なる．ノックス博士は，混血児および
その子孫の死亡が高率であることから，これは人種の
堕落であり，混血児とその子孫が繁殖力を欠くことは，
このような堕落の結果生存を許さない造物主の意図に
よるものであるとした．ノット博士は，類似性のない
人種同志では，生まれる子孫は繁栄しないという．例
えば白人とオーストラリア土人との間に生れた混血児
が，非常に少ないことを例としてあげ，その他混血児
あるいはその子孫は，もとの人種の血を交えなければ
結局生殖力を失うとする説は非常に多い．しかし，一
方において於てこれと正反対の論を主張する者もある．
ビチャード博士は，純血児も混血児もその生殖力の問
題については何等の差がないとしている．もし差があ
るとすれば，寧ろ混血児の方が盛んな場合のみである
という．ゴッーロン氏は，寧ろ多産であるのは混血の
系統であるとして，ムラートも多産でヨーロッパに劣
らないとしている．

ブローカー氏の説を批判する

振り返るとこの混血と生殖の問題は，学者が甚だな
おざりにして来た問題で，現在もなお数十年前と大差
なく，進歩が遅く発展がない．僅かに混血によって生
れた子孫は不妊であるという説があるだけである．元
来この説は，ブローカ氏の雑種論に基いて広まったも
ので，その説く所は，オーストラリアでは白人を父と
する混血児が非常に少なく，誰も目にしたものがない
という事を根拠として，異人種間の結婚は不妊が多く，
辛うじて生れてもその生殖力は非常に弱いと結論した
ものである．

しかしヨーロッパ人がオーストラリアに移住したの
は決して最近の事ではなく，数も少なくはない．さら
にこれらの移民の多くはオーストラリアで白人の妻を
得る事が難しいため，土人の女と結婚した者は決して
少なくないことは事実である．従ってブローカの説は，
非常に不思議な現象と言わざるを得ない．しかしここ
で注意すべきは，彼が挙げたのは主にオーストラリア

に漢人種の相混和せるもの印度洋諸島の土人の血は支
那及び馬

マ レ ー

来人種の混合する処，南洋土人中に白人の血
を受けたる子孫多く，阿

ア フ リ カ

弗利加のスゥダンは異人種混
同の中心をなし南阿地方には和

オランダ

蘭人を父としホッテン
トットの女を母として生れたるグリッカス種は今や純
然たる一人種をなすの観あり．

生殖的効果奈何

人種混同の風は斯の如く旺んなり．而して吾人の知
れる範囲にありては，是等の子孫の生殖力が著しく減
退したる実例甚だ多からず．然れども此点に関しては
学者の間，頗

すこぶ

る見解を異にするものなるが如く，ノッ
クス博士の如きは混血児及び其子孫が甚だ多率を以て
死亡する事を論じ，之れ人種の堕落のみ，混血児並に
其子孫が繁殖力を欠く所以のものは斯る堕落の結果が
生存するを許さゞる天意に基くと論じ，ノット博士は，
類似の人種に非ざるよりは其生るゝ子孫の繁栄する事
なし．例えば白人と濠洲土人との間に生れたる混血児
が甚だ僅少なるが如しと説き，其他混血児若くは其子
孫は本来の人種の血を交えずんば遂に生殖力を失うと
する者甚だ多し．而も一方に於ては之れと正反対の論
を主張する者あり，ビチャード博士の如きは，純血の
児も混血児も其生殖力の問題に到っては何等の差等あ
るを認めず．若し之ありとせば，そは寧ろ後者に旺盛
なる場合のみとなし，ゴッーロン氏の如きは寧ろ多産
なるは混血の系統にありと云い，或は夫

か

のミュラトー
も多産よく欧洲人に劣らずと論ずる者あり．

ブローカー氏の説を難ず

顧みるに此混血と生殖の問題は一般学者が甚だ等閑
に付しつゝある処にして今日も猶数十年前と大差なく
其進歩甚だ遅々として振わず．僅かに混血によりて生
じたる子孫は不

ふ よ う

孕性なりとする説の行わるゝあるのみ．
元来此説はブローカ氏の雑種論に基きて広く行われた
るものにして，其説く所は，濠洲に於て白人を父とす
る混血児の極めて僅少にして，何人と雖

いえど

も是を目にせ
しものなきに根拠して異人種間の婚姻は多く不妊終り，
辛うじて出生せるものと雖

いえど

も其生殖力は甚だ徴弱なり
との結論に出でたるものなりき．

由来欧洲人の濠洲に移住せしは決して最近の事と云
う可らず．数に於ても亦敢て少しとせざる也． 加

しかのみならず

之
是等移民の多くは濠洲にて白人の妻を得る事困難なる
結果，土人の女と結婚したる者亦決して鮮少に非ざ
るは事実也．而もブローカの言の如くんば，頗

すこぶ

る奇
怪なる現象と云わざる可らす．然れども茲に注意す可
きは彼の挙げたる所が主として濠洲の東部南部の地方
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東部，南部の地方に限る事である．我々は，ここに着
目して，オーストラリア西部の土人の中で 40 年を過
ごしたサルヴァトニ長老およびジョーンストーン師に
親書をしたため，同地の実況を尋ねたところ次のよう
な回答を得た．即ち前者は，ブローカ氏の説を完全に
否定し，混血児同志で結婚した家庭にでも，6, 7 人時
に 8 人以上の子女を有するものがあり，混血児といえ
どもヨーロッパ人と異ならない繁殖力があり，また白
人と土人の結婚した家庭でも子が無いという心配は全
くなく，年若い夫婦で既に 5, 6 人の子女をもつところ
さえあると断言した．後者は，ニューコルシアには混
血児の小学校があり，これらの児童は聡明，活発で，
遙かに土人の子に優り，卒業後はそれぞれ仕事につき，
郵便配達夫等になっているという．また同地の教会内
には，数組の混血系の夫婦が住んでいるが，その状態
はヨーロッパ人と異らないという．更にタプリン氏は，
下ミュレー地方の土人について，彼らの間で白人を父
とする子は純粋の土人の子に比して体力に優れ，混血
系の子孫の繁殖率は土人と比べて非常に大きいという．

人種混合の理由

以上の実例は，「雑種論」論破するに充分であろう．
しかしブローカの説を唱える者は，オーストラリアの
一部に混血児 ( ムラート ) あるいはその子孫が少ない
ことを挙げてこれを有力な実例とする．どうしてこれ
らの事実は，彼らの説くような生理的原因に基くもの
ではなく，他に重要なる理由が存在ということを考え
ないのであろうか．

まず第一に忘れてならないのは，ヨーロッパ人が土
人の女と情交する場合，その多くは一時的あるいは偶
然的なもので，そうでない場合は土人の女の性的奔放
によるか，あるいは売春行為によるのが普通であると
いうことである．そしてこの後二者の女性は，何れも
不妊であることが多いことは言うまでもない．第二に，
仮に一歩譲って白人が甘んじて土人の女を妻あるいは
妾として迎え，之と同棲する事があったとしても，女
は急激に従来の野生的生活から文明的生活を営むこと
になり，その生殖機能に大きな変化を蒙るものである．
生活状態の変化と生殖作用とは，甚だ密接な関係があ
ることはあえて我々が説明する必要はないが，簡単に
説明してみる．植物を移植したり，動物を檻の中に入
れて飼養する時，たとえ従来の自然的な状態と大差な
い方法で行っても，その繁殖力が著しく減退すること
は誰しも経験するところであろう．ダーウィンによる
と，檻の中で動物が交尾しても受胎する事は極めて稀
で，受胎しても生まれる子の数は野生に比して甚だ少
ないという．ポリネシアの教区内で文明的生活を営む
オーストラリア土人の女は，それ以前に比べて甚だし

に限る事也．吾人は此に見る処あり．親しく書を濠洲
西部の土人中に四十年を過したるサルヴァトニ長老並
にヂョーンストーン師に致して同地の実況を尋ね下の
如き回答に接したり．即ち前者はブローカ氏の所論を
絶対に否認し，混血児相互に結婚したる家庭に於ても
六七人時に八人以上の子女を有するものあり．混血児
と雖

いえど

も欧州人と相異ならざる生産力を有し，又白人と
土人の作せる家庭も毫も子なきを憂えず．年若き夫婦
にして已に五六の子女を有するさえありと断言し，後
者はニューコルシアには混血児の小学校あり．之等の
児童は怜悧活発にして遙かに土人の子に優り，卒業後
は各々職を求めて業務に従事し，又郵便配達夫等とな
ると．又同地の教会内には数組の混血系の夫婦住み其
状態は欧洲人と異らずと報じ来れり．更にタプリン氏
は下ミュレー地方の土人に就いて語って云う．彼等の
間白人を父とする児は純粋の土人の児に比して体力強
健に，混血系の子孫の繁殖率は土人のそれに比して頗

すこぶ

る大なりと．

人種混合の理由

以上の実例は，以て「雑種論」を破るに充分ならん．
而もブローカの説を奉ずる者或は豪州の一角に混血児
( ミュラトオ ) 若くは其子孫が僅少なる事を挙げて以て
有力なる実となす．奚

いずくん

ぞ知らん之等の事実は全然彼等
の説くが如き生理的原因に基くものに非ずして，他に
重要なる理由存在せんとは．

第一に記憶せざる可らざるは，欧洲人が土人の女と
情交を結ぶ大多数は全く一時的若くは偶然的に非ずん
ば土人の女の荒婬なるによるか或は売春的行為に基く
を常とす．而して最後の二者は何れにしても不

ふ よ う

孕性の
者たるは多言を要せず．第二に，仮に一歩を譲りて白
人が甘んじて土人の女を妻妾として容れ，之と同棲す
る事ありとせんに女は急激に従来の野生的生活を去っ
て文明的生活を営む結果，其生殖機能に甚大なる変化
を蒙る．生活状態の変化と生殖作用とは甚だ密接なる
関係を有する事敢て吾人の説くを要せざる処なれど試
みに之を略説せん乎．植物を移植する時，動物を檻中
に囚えて飼養する時，縦

た と え

令従来の自然的状態と大差な
き方法に於て之を行うも其生産力は著しく減退するは
何人も経験する処ならん．ダーウィン曰く，檻中の動
物交尾するも其受胎する事は極めて稀にして，又受胎
する事ありとするも其生るゝ子の数は野生のものに比
して甚だ少なしと．ポリネシアの教区内に文明的生活
を営む濠洲土人の女は其以前に比して甚だしく不

ふ よ う

孕性
となれりと云わる．生活の変化は実に斯の如く受胎作
用に影響を及ぼすもの也．第二に混血子並に其後裔が
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く不妊になるという．生活の変化は実にこのように受
胎作用に影響を及ぼすものである．第二に混血児，お
よびその子孫がを目にすることが少ない理由のひとつ
として更に驚くべき事実がある．従来オーストラリア
の東部には，白人を父とする子供を殺す野蛮な風習が
あった．マイエル師によると，エンカウンター湾地方
では，混血児は夫である土人の為に大半は殺されると
いう．これは妻の不貞に対する嫉妬による所業であろ
う．しかし，西部オーストラリアでは，この悪習は既
に絶えて見ることはないとジョーンスーン師は言う．
なぜ東部，南部で白人の血をひく子女が稀で，西部で
は著しく多いかがこれで分かる．更にブローカ派が有
力なる論拠とする，極端に異なる人種間の結婚は多く
が不妊になるという説については，これに反証を挙げ
る学者が少なくない．例えばゲルツ氏は，ゲヴァのポ
ルトガル人とマレー土人との間に生れた子は，三世代
後になっても多産的であるかは疑問であるとだけ言っ
て，不妊の事実は全く認めていない．

我々は以上の研究から，極端に異なる人種が結婚して
も，子供を設けることがとくに不可能ではないことを
示したが，その一方で異人種間の結婚が少なからず生
殖力を低減する場合あることを示さざるを得ない．例
えばユダヤ人種が他の人種と結婚する場合は著しく出
産数が減少する．プロシャにおける 1875 ～ 1881 年
の記録によれば，ユダヤ人とヨーロッパ人との結婚で
生れた子供 1.63 に対し，ユダヤ人同志の結婚で生れ
たものは約 3 倍の 4.41 で，ババリアの例では前者 1.1
に対し後者 4.7 である（1876 ～ 1880 年）．これは明
らかに人種的結婚による不妊を示すもので，ある学者
の研究によれば彼らの 56 組の夫妻で子供がないもの
は実に 9 組にも達するという．この現象を，ユダヤ人
独特の晩婚の結果と論ずるものもあるが，要するに我々
はこれを事実として認めざるをえないと同時に，この
一事だけを根拠に異人種結婚の不適切を唱えるブロー
カ氏等の主張にも賛同することはできない．また実際
この事実が人種的結婚に基くものと確定したとしても，
我々は敢てこれによって異人種間の結婚を非難するこ
とはない．事実が示すように，植物であれ動物であれ，
あるいは人類であれ，異種の混合が利益となる種もあ
り，不利益となる種もあり，これを同じように論ずる
事は正当ではないからである．

人目に触るゝ少き理由の一として更に驚く可き事実あ
り．由来濠洲の東部には白人を父とする児を殺戮する
蛮風あり．マイエル師は伝えて云う．エンカゥンター
湾地方にては混血児は夫たる土人の為に大半屠

ほう

らると．
蓋し妻の汚行に対する嫉妬より出づる所業なる可し．
然るに西部濠洲には此悪風絶えて認むるを得ずとは
ヂョーンスーン師の云う処．知る可し何が故に東部南
部に白人の血を伝えたる子女稀れに，西部に於て著し
く多大なる乎を．更にブローカの一派が有力なる論拠
と見る，極端に相異したる人種間の結婚は多く不

ふ よ う

孕的
也との論に就ては之れが反証を挙ぐる学者頻々として
少なからず．例えばゲルツ氏の如き，ゲヴァの 葡

ポルトガル

人
と馬

マ レ ー

来土人との間に生れたる子は単に三代後に到りて
も尚よく多産的かゞ疑問とせらるゝのみと云いて，毫
も不

ふ よ う

孕の事実を認めざる也．

吾人は以上の研究を以て，極端に相違せる人種と雖
いえど

も相婚して其間に子女を挙ぐるの敢て不可能に非ざる
を証せしが一方に於ては，又異人種間の婚姻が少から
ず生殖力を殺減する場合あるを示さゞるを得ず．例え
ば猶

ユ ダ ヤ

太人種が他の人種と婚する時は著しく其出産数を
減少し，プロシャに於ける一八七五― 一八八一年間
の記録によれば，猶

ユ ダ ヤ

太人と欧洲人との結婚によりて生
れたる児一・六三に対し猶

ユ ダ ヤ

太人相互の結婚によりて生
れたるものは，約三倍の四・四一の数を示し，ハヴァ
リアの例に見るに前者一・一に対し後者四・七を示す

（一八七六― 一八八〇年間）之れ明らかに人種的結婚
による不

ふ よ う

孕を語るものにして，或学者の研究によれば
彼等の五十六組の夫妻中子なきもの実に九組の多きに
達せりと云う．或は此現象を以て猶

ユ ダ ヤ

太人独特の性質に
基く晩婚の結果なりと論ずるものあれど，要するに吾
人は此事実を事実として見ざる可らざると同時に，此
一事を以て異人種婚姻の不法を称うるブローカ氏等の
主張にも亦賛するを得ず．又実際此事実が人種的婚姻
に基くものと確定すとしても，吾人は敢て之れが為め
に異人種間の婚姻を非難せんとは思惟せず．蓋し事実
の示す如く，植物たると動物たると将

また

人類たるとを論
ぜず，異種の混合が利益なる種あり不利益なる種あり，
以て之れを齊

せいいつ

一に論ずる事は正当ならざるが為め也．
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第十四章　近親結婚の禁
きんあつ

遏 ( 上 )

親子相姦の恐怖

近親相婚を嫌悪するは人類を通じての一特質と云う可
く間々例外ありと雖

いえど

も，亦齊
ひと

しく近親と称するものゝ
間にも其婚姻を許否する範囲を異にすと雖

いえど

も，斯の如
く一般に行わるゝ風俗は大に注目するの値ある可し．
カニアグマッツ土人は兄弟姉妹相通ずるを非とせず更
に親子相婚する風あり．ニュカヒバの土人間には父と
其女，同胞の間に相婚するを許すも母子の間には此を
大罪として厳禁するを見る．キューキス土人は婚姻に
何等血族関係を顧慮する事なきも母子相婚は甚しく厭
う所にして，ワルアア王の女室 ( ヘルム ) 中には其継
母叔母姉妹姪及び其女が存在し総て王の枕席に待する
を以て聞ゆ．ワンヨロも父と其女，兄妹相婚する風あ
れど母子間のみは禁ぜられ，只生母に非ざる他の父の
妻は其子の有に帰すと云う．而して母子相姦を許すも
のはカニアグマッツ土人と印度洋諸島の一部及び古代
波
ペルシャ

斯の俗のみ．即ち如何に血族を無視する土人も母子
の相姦するは罪悪とすると知る．

次に父母を同
おなじ

うする兄妹が相婚するを禁ずる風も亦一
般行わる．此思想の伝えらるゝ 最古のものはフィン族
のクレルヴォーの古話に残る，知らずして実妹と通ぜ
しクレルヴォーは天に悶え地に号

ごうこく

哭し，身を咒
のろ

い親を
咒
のろ

い祖先を咒
のろ

い煩悶の結果刃に伏し薄命なる妹は水に
投じて死せりと云う．獣も善悪の差を知れりやとの問
いに答えて北米土人は，何ぞさる事あらん，彼等は親
子兄妹の別なく相姦するに非ずやと云いき．然れども
此点に関する例外も亦存生せざるに非ず．カムチヤデー
ル人は只親子相姦するをのみ禁じ，セイロンのヴェッ
ダー土人は兄妹相婚するは寧ろ至当なり，僅かに姉弟，
叔母甥の婚姻を禁ずるのみ．アンナミーズ土人中に
四十余年を送れる一牧師は，彼等の間兄弟を有する女
子の十二歳迄処女なる事なしと云い，ワティダは家産
なる蓄牛の数少なき為め婚姻を行う事能わぎる青年 頗

すこぶ

る多く，其結果同胞相姦の風甚だしと伝えらる．

同胞と情交

尚兄妹相姦の風（恐らくは親を異にせる同胞ならん
乎）はサイアム，ビルマ，セイロン，ポリネシア等の
王族中に行われサンドウッチ島の土民は之を禁ずるも
王族中には同じく此事行わる．波

ペルシャ

斯の諸酋長間には多
く此風行われ，又

エ ジ プ ト

埃及に於てもプトレミー王朝以来一
時此風俗あり．学者或は埃

エジプト

及全土を通じて此慣習は古
来之ありしと論ずるも果してプトレミー王朝の如く実
際兄妹相姦なりしや否や疑い無き能わず．夫

か

のガーシ
ラ ソーデ ラヴェカは秘

ペ ル ー

露には王嗣必ず其長姉と婚す可

親子相姦の恐怖

近親結婚を嫌悪するのは人類を通じての一つの特質
と云える．しばしば例外もあり，近親といっても婚姻
を許す範囲も異なるとは言え，このように一般に行わ
れてい風習は大に注目する価値がある．カニアグマッ
ツ土人は，兄弟姉妹の結婚を非とせず，更に親子が通
ずる風習がある．ニュカヒバの土人は，父と娘，同胞
の間の相姦を許すが，母子間は大罪として厳禁される．
キューキス土人は，結婚に際して何ら血族関係を顧慮
しないが，母子相姦は強く禁じられ，ワルアア王のハー
レムでは，継母，叔母，姉妹，姪，娘がいてすべて王
の寝室に侍るという．ワンヨロ族も，父と娘，兄妹が
相姦する風習があるが，母子間のみ禁じられており，
生母ではない父の他の妻と子の関係は許されるという．
このように，母子相姦を許すのは，カニアグマッツ土
人とインド洋諸島の一部，および古代ペルシャの一部
のみである．つまりいかに血族を無視する土人でも，
母子相姦は罪悪とすることがわかる．

次に父母を同じくする兄妹の相姦を禁ずる風習も一般
的である．この考え方として伝えられる最古のものが，
フィン族のクレルヴォーの昔話に残っている．知らず
に実妹と通じたクレルヴォーは，天に悶え地に号泣し，
我が身を呪い，親を呪い，祖先を呪って煩悶の結果自
刃し，妹は入水して死んだという．動物でさえ善悪の
差を知っているのかというの問いに，北米土人は，そ
んなことはない，彼等は親子兄妹の別なく相姦するで
はないか答えた．しかし，この此点については例外も
ある．ムチヤデール人は，親子相姦のみを禁じ，セイ
ロンのヴェッダー土人は兄妹の相姦は寧ろ適切として，
姉弟，叔母甥の結婚を禁ずるだけである．アンナミー
ズ土人の中で 40 年余を送ったある牧師は，彼らの間
で兄弟をもつ女子が 12 歳まで処女であることはない
という．ワティダ族は，財産である牛の数が少ない為
めに結婚できない青年が非常に多く，その結果同胞相
姦が非常に多いという．

同胞と情交

兄妹相姦の風習（恐らくは親が異なる同胞であろうが）
は，シャム，ビルマ，セイロン，ポリネシア等の王族
中に行われ，サンドイッチ島の土民はこれを禁ずるが，
王族の中では同じく行われている．ペルシャの諸酋長
間には，この風習が広く行われ，またエジプトでもプ
トレマイオス王朝以来，一時この風習があった．学者
は，エジプト全土を通じてこの風習が古くからあった
と論ずるが，果してプトレマイオス王朝のように実際
に兄妹相姦であったかは疑問のあるところである．ガー
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シラ・ソーデ・ラヴェカは，ペルーでは王の跡継ぎは
必ずその長姉と結婚すべきという厳しい規則があった
と伝えるが，これは寧ろ後代のある王が定めたものら
しい．

半同胞間の結婚，伯父父母と甥姪の婚姻

出自が異なる同胞の結婚の例は少くない．南方スラ
ヴォニアの回教徒は実妹との結婚は重罪とするが，異
母妹あるいは父が異なる妹との結婚は当然の事として
非難されない．遠くアブラハムは，異母妹を妻とする
ことを不正ではないとし，チールのヒョニシア人は，
アーチレスタチシスの代迄父と娘の結婚を常とし，メッ
カにも同様の風習が行われ，異母姉妹との結婚は古代
アッシリア，アテネの習慣で，ガテマラ，ユカタンで
は父が異なれば同じ母の兄妹も結婚して良い．更に伯
叔父母，甥姪間の結婚を厳禁する民族もある．ダイア
ク土人はその例である．更に進んで従兄姉間の婚姻を
嫌い，特にその父系母系の何れかを主としてこれを禁
止するものが多い．しかしこれにも例外がある．オセッ
トの土人は，母の姉妹即ち伯叔母とは結婚できるが，
父系の伯叔母とは禁じられている．南インドのレディー
人は，姉妹の女とは結婚できるが，甥と伯叔母とは禁
じられている．ブラジルでは，叔父は当然姪と結婚し，
プロシヤでは於ては叔父と姪との結婚は手続き不要で
あるが，フランスでは政府，イタリアでは君主の許可
を乞わなくてはならないと定められている．

従兄妹と夫婦関係

ヨーロッパ一般でみると，第一徒兄姉間の結婚は寺院
法がまだ行われているスペインを除けば，皆これを許
しており，ロシアでは第三徒兄妹に限りってこれを許
可している．多くの回教徒未開人は従兄弟の婚姻を認
めるのが常で，エスキモー，ブッシュマン，アイヌ等
も同じである．ただ父系母系によりて許諾の差がある
だけである．アラビア土人の女の結婚では，父方従兄
弟が総てその女性に対する実権をもち，彼が希望すれ
ばその結婚は許される．セイロンのムーア人はこのよ
うな結婚を正当のものとし，中国の一部では義務のひ
とつさえと考えられている．

禁婚の範囲は国によって異る

近親結婚の禁止は，一般に未開人の方がその範囲が
広いようである．グリーンランドのエスキモーは，三
親等内の結婚を禁じ，徒兄妹の結婚すら良しとしない．
インガリイ土人もまた同じである．カリフォルニアの
ガラゝ人は，徒兄妹の結婚をその土着語で毒 ( ホイゾ
ン ) と言い，マーレミュト人は遠い従兄妹の間でも結
婚を避け，常に同姓間の結婚を禁じ，これを犯すもの
はその近親者により殺される．またなんら血族的関係

き厳律ありと伝うるも，此事たる寧ろ後代の一王によ
りて定められたるものゝ如し．

半同胞間の結婚伯父父母と甥姪の婚姻

出を異にする同胞の婚姻は其例少しとせず．南方ス
ラヴォニアの回教徒は実妹との婚姻は重罪とするも異
母妹若くは父を異にする妹との結婚は当然の事として
咎むる者なく．遠くアブラハムは異母妹なるを以て其
妻を不正に非ずと見，チールのヒョニシア人はアーチ
レスタチシスの代迄父と娘との婚するを常とし，メッ
カにも同様の風俗行われ異母姉妹と婚するは古代アッ
シリア，アゼンスの習慣にして，ガテマラ，ユカタン
にては父を異にすれば同母の兄妹も相婚するを妨げず．
更に伯叔父母甥姪間の婚姻を厳禁するものあり．ダイ
アク土人の如きは即ち然り．更に進んで従兄姉間の婚
姻を厭い特に其父系母系の何れかを主として之を禁止
する処多しとす．然れども此事にも亦例外なきを得ず．
オセットの土人は母の姉妹即ち伯叔母とは当然婚姻を
行い得可く父系の伯叔母とは禁ぜらる．南印度のレ
ディー人は姉妹の女とは相婚するを得可きも甥と伯叔
母とは禁ぜらる．ブラジルにては叔父は当然姪と婚し．
プルシヤに於ては叔父と姪との婚姻に何等の手数を要
せざれど，仏国にては政府，伊国にては君主の允

いんきょ

許を
乞わざる可らずと定めらる．

従兄妹と夫婦干係

之を欧洲一般に見るに第一徒兄姉間の婚姻は寺院法尚
行わるゝ西

ス ペ イ ン

班牙を除く他，皆之を許し露国は第三徒兄
妹に限りて之を許可するを見る．多数の回教徒未開人
は従兄弟の婚姻を認むるを常とし，エスキモー，ブッ
シマン，アイヌ等皆然りとし，只其間父系母系により
て許否の差を見る事あるのみ．アラビア土人の女が婚
姻に際するや，父方従兄弟は総て其女子に対する実権
を有し，彼にして希望せんか之れと婚するも亦妨げず．
セイロンのムーア人は此結婚を正当のものと観，支那
の一部にては尚一の義務と思惟せり．

禁婚の範囲は国によりて異る

近親相婚の禁は一般に未開人の方其範囲広大なる如
し．グリーンランドのエスキモーは三親等内の婚姻を
禁じ，徒兄妹の相婚するをすら善しと見ず．インガリ
イ土人亦同じ．カリフォルニアのガラゝ人は徒兄妹の
婚姻を其土語にて毒 ( ホイゾン ) と称し，マーレミュ
ト人は遠隔なる従兄妹の間も尚相婚するを憚り，常に
同姓間の結婚を禁じ犯すものは其近親者の為めに殺さ
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がなくとも姉妹との結婚は恥辱と考えられると言う．
単に同姓間だけでなく，多くの姓を一括して一種類と
し，その間での結婚を禁ずるものもある．例えばイロ
コイスのセネカ土人では，二大種族があり，それぞれ
4 つの姓を持つ．甲は熊，狼，海

ビーバー

狸，及亀の 4 つの姓，
乙は鹿，蛇，蒼鷺，鷹の姓を持つ．これは各種族がそ
れぞれ動物をその守護神 ( トテム ) とするために生じ
たものであるが，彼らの結婚は甲は必ず乙より，乙は
必ず甲より娶り，甲乙内の 4 姓の中での結婚は許され
ないとする．しかし近年は次第にこの制度が緩み，今
では僅かに同姓間の結婚を禁ずるのみとなったという．
異姓結婚の風習はイロコイス地方のみならず，クリー
ク，モーキス，トリンケントその他でも行われる．

サルヴァドールのピピル土人は「祖先の木」というも
のを画き，その 7 本の大きな枝に相当する親族は相互
に結婚を許さない．時に大きな功績がある者に限って
例外として許可する事あるが，血族四親等以内では決
して認めない．ギアナ人は古い習慣を守って同姓結婚
を避け，また女系主義の混乱を防ぐ為めに母方の親族
が互いに結婚することを禁じ，未開なティエラ・デル・
フエゴのヤーガン人も血族婚を嫌って二従兄妹，およ
び同胞間の結婚は行われない．

近親結婚をさけるのはこのように一般的な現象である
が，これを嫌うことにかけてオーストラリア人ほどの
ものはない．異なる姓でも自由に結婚できるのは寧ろ
例外で，かのイロコイス土人で見たのと大体同じよう
に，習慣を同じくする種族があり，同一種族間ではた
とえ姓が異なっても結婚は許されない．近年ヨーロッ
パ人と接触しても，このような規則を破ることは大罪
として怖れ，これを犯す者は直ちに死罪となる．しか
しここで注目すべきは，この禁制は主と男系あるい女
系主義をその基礎にもつことで，オーストラリア土人
では主として母，姉妹，異父母姉妹，娘，孫娘，伯叔母，
姪，第一，第二徒姉妹は絶対に結婚させない．

この他，タスマニア人は同姓婚を避け，ポリネシア人
は王族以外の人民は血族婚を避ける．サモア人はこの
ようなことが発生しないように，特に血族親族の表を
作ってこれを保存し，これを犯す時は神と祖先の怒を
招くと信じている．メラネシア，ニューブリテン，ニュー 
ヘブライド，リフー等もほとんど同様である．

更にシーダイアク人は，第一徒姉妹はこれを姉妹と同
一視して互いに結婚することを禁じ，叔母甥の結婚も
同様である．ランドダイアク人は，第二徒兄妹の結婚
では，酒瓶 2 個を罰として，ひとつを男性より女性の
親族へ，もうひとつは女性より男性の親族へ与えなけ
ればならない．マレー群島でも同一姓および近親の結
婚を避ける風習がある．また女系，男系ともに結婚を

る．尚何等血族的関係なきも姉妹と婚するを恥辱と思
惟せりと云う．啻

ただ

に同姓間のみならず多くの姓を一括
して一類となし，其間に相婚姻するを禁ずるものあり．
例えばイロコイスのセネカ土人中に二大種族あり．其
間各四姓を有す．甲は熊，狼，海

ビーバー

狸及亀の四姓，乙は鹿，
蛇，蒼

あおさぎ

鷺及び鷹を以て姓とするもの也．之れは即ち其
一団が各之等の動物を其守護神 ( トテム ) とするに依
りて生じたるものなれど．彼等の婚姻は甲は必ず乙よ
り，乙は必ず甲より娶りて甲乙内部の四姓中にて相婚
するを許さずとせり．然れども近時漸く此制弛み今は
僅かに同姓相婚を禁ずるのみなりとぞ．異姓相婚の風
は単にイロコイス地方のみならずクリーク，モーキス，
トリンケント其他一般に行わるゝ処也．

又サルヴァドールのピピル土人は「祖先の木」なるも
のを画き，其七大枝に相当する親族は相互に婚姻を結
ぶ事を許さずとし，時に偉功ある者に限り例外として
許可する事あれども而も血族四親等以内にありては断
して聴す事なし．ギアナ人は古習を遵奉して同姓婚姻
を忌み，且つ女系主義の混乱を防ぐ為め母方姻族の相
婚するを禁じ，蒙昧なるチーラデルフューゴーのヤー
ガン人も血族婚を厭い第二従兄妹，及同胞間の結婚絶
えて行われず．

近親結婚を忌むは右の如く一般の現象なれども，之を
悪
にく

む事濠洲人の如きは未だ之あらず．異姓の間と雖
いえど

も
自由に結婚し得るは寧ろ例外にして夫

か

のイロコイス土
人に於て見たると大様趣きを同じうする種別ありて同
一種別間にありては仮

た と え

令姓を異にすと雖
いえど

も婚を結ぶを
許されず．近年欧洲人と相接するに及んでも如上の婚
姻制を破るは極罪なりとして怖れ，犯す者は直ちに死
罪たり．而し此際注目す可きは此禁制は主として男系
若くは女系主義を以て其基礎とする事にて，濠洲土人
にては主として母，姉妹，異父母姉妹，娘，孫娘，伯
叔母，姪，第一，第二徒姉妹を以て絶対に相婚せざる
ものとなす也．

此他，タスマニア人は同姓婚を忌み，ポリネシア人は
王族以外の人民は血族婚を避け，サモア人は此事発生
せざらん為め特に血族姻族の表を作り て之を保存し，
之を犯す時は神と祖先の嚇

か く ど

怒を招くと信ぜり．メラネ
シア，ニューブリテン，ニューヘブライド，リフー等
殆んど軌を一にするを見る．

更に海 ( シー ) ダイアク人にありては第一徒姉妹は之
れを姉妹と同視して相婚するを禁じ叔母甥の相婚する
も亦同じ．陸 ( ランド ) ダイアク人は第二徒兄妹の婚
するに当つては一は男子より女子の親族へ，一は女子
より男子の親族へ酒瓶二個を罰として与えざる可らず．
馬
マ レ ー

来群島にても同―姓並に近親相婚を悪
にく

む．風俗あり．
又女系男系を以て其禁婚親等を定むる事齊

ひと

しく行わる，
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禁ずる親等を定める事が同じように行われる．そして
連犯者に対する制裁は一般に厳重で，多額の罰金を課
したり，水に投じて殺したりする．バテークは特に厳
しく，違反者を殺してその肉食べるという．

またビルマも異姓婚で，ヒンズー族は同姓と結婚する
のは真のブラーマンではないとして，男系親族間には
絶対に結婚を禁じ，女系親族は一定の親等内に限って
禁止する．アンダマン人は近親婚を絶対に禁じ，ヨー
ロッパ人が第一徒兄妹の婚姻を許すと聞いてその風俗
を嘲笑する傾向がある．シンヘールスは父の姉妹の子
と母の兄弟の女とが結婚することは妨げないが，徒姉
妹は姉妹と同一に見る結果，兄の兄弟の女との結婚は
禁じられる．

中国の刑法では，異姓婚の制度は甚だ厳格で，4 億人
の中で姓氏はわずか 530 に過ぎないが，同姓間の結婚
は厳刑に処される．特に父系近親との結婚は嫌われ，
大叔父，叔父と結婚するものは死罪とする規定がある．
アフリカでも同様の風習が盛んで，男系，女系に応じ
て近親結婚を禁じ，実際に血族の関係がなくても同姓
間で結婚することはない．そして違犯者の罪もこれら
の緖地方と異らず，ホッテントットですら，第一第二
徒兄妹間の結婚は死罪とすることからも，一般を推察
することは容易である．

ローマの歴史を振り返ると，家長 ( パーテルファミリ
ス ) の下で家族間では初め六親等内の結婚は許されな
かったが，第ニポエニ戦争頃から次第に規則がゆるみ，
第一徒兄妹の結婚が許され，紀元前 49 年帝クラディ
ウス帝はその姪アグリピーナと結婚するために，元老
院をして兄弟の子女との結婚を正当とし，姉妹の子と
の結婚は不正とする法律を出させた．4 世紀になると，
コンスタンティヌス帝は血族婚は死罪とし，更に宗教
が禁欲を徳とするに及んで結婚禁止の範囲が次第に広
がり，テオドシウス帝が父方第一従兄妹間の結婚に重
刑を課して，6 世紀末になると禁婚の範囲は実に六親
等に及び，1215 年法王イノケントの改革に及んだ．
この改革は四親等内を禁婚範囲とするもので，これが
今日の寺院法の源泉となったものである．

更に禁婚の範囲は単に血統による親族内に止まらず，
姻戚関係にも及ぶことが多い．アンダマン人が義兄弟
( ブラザーインロー ) の家族の結婚を避け，オーストラ
リア土人が亡妻の姉妹とその夫との婚姻は不法として
許さない等はその例であるが，未開人一般にこのよう
な事があるとは言えない．北米インディアンは，一家
の姉妹がそろって一人の妻となって，弟は亡兄の寡姉
を娶ることがある．アフリカ土人は，生母以外の亡父

而して連犯者に対する制裁は一般に厳重にして多大の
罰金を課し或は之を水に投じて殺しバテークの如きは
殊に甚しきものにして其者を殺し其肉を啖

くら

うと云う．

又ビルマも異姓婚にして，概してヒンズー族は同姓と
婚するは真のブラーマンに非ずとし，男系親族間には
絶対に婚姻を禁じ同時に女系親族の或親等内に限り之
を禁止す．アンダマン人は近親婚を絶対に禁じ，第一
徒兄妹の婚姻を許すと聞きて欧洲人の風俗を嘲ける色
あり．シンヘールスは父の姉妹の子と母の兄弟の女と
が相婚するは妨げざれど，徒姉妹を姉妹と見る結果兄
の兄弟の女と相婚する事は禁ぜらる．

支那刑法々典に依る時は異姓婚姻の制度は甚だ厳格に
行われ，四億の人民中姓氏僅かに五百三十に過ぎざれ
ど，同姓間の婚姻は厳刑を以て問われ，特に父系近親
との婚を忌み，大叔父，叔父と婚せしものは死罪処せ
らるゝの規定を見る．阿

ア フ リ カ

弗利加に入りても同様の風俗
旺んにして，男系女系基きて近親婚姻を禁じ，実際血
族の関係なきも同姓間には婚を結ぶ事なし．而して違
犯者の罪も亦以上の緖地方と異る処なく，夫

か

のホッテ
ントットの如きすら第一第二徒兄妹間に婚するものあ
れば死罪に当るとなすを見ても其一般を推察するに難
からざらん．

翻って羅
ロ ー マ

馬の歴史を尋ねるに家長 ( パーテルファミリ
ス ) の下にある家族間にては初め六親等血族内の婚姻
を許さゞりしが，第ニピューニック戦争頃より漸く弛
み第一徒兄妹の婚を許され，紀元前四十九年帝クラウ
ヂウス其姪アグリピナーと婚せんと欲し，元老院に強
いて兄弟の子女と婚するを正当とし只姉妹の子と婚す
るは不正なりとする法律を出さしめしが，第四世紀に
到ってはコンスタンチヌス帝血族婚を罰するに死罪を
以てし，更に宗教が禁欲を以て徳操とするに及んで禁
婚の範囲漸く広く，テオドシウス大帝が父方第一従兄
妹間の婚姻に重刑を課してより第六世紀末に到っては
禁婚の範囲は実に六親等に及び以て一二一五年法王イ
ンノーセントの改革に及びたり．此改革は四親等内を
以て禁婚範囲とするものにして是れ今日の寺院法の源
泉をなすものなり．

更に禁婚の範囲は啻
ただ

に血統を基礎とする親族内に止ま
らず尚姻族にも及ぶ事多し．アンダマン人は義兄弟 ( ブ
ラザーインロー ) の家族と婚姻するを避け濠洲土人が
亡妻の女と其夫との婚姻は不法として許さゞる等は其
例なれども未開人一般に此の事ありとは称するを得ず．
北米印度人は一家の姉妹挙りて一人の妻となり，弟は
其亡兄の寡姉を娶り，阿

ア フ リ カ

弗利加土人は生母以外の亡父
の妻妾を自己の妻妾となす等の例亦之なきにはあらざ
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の妻妾を自己の妻妾となす等の例もないわけではない．
そして，文化が次第に進むと，姻戚関係も血族と同視
される傾向が生まれる．ユカタン人は，義妹と結婚で
きない．中国では，兄弟の寡婦と結婚するものは絞首
刑にされる．しかし，亡妻の姉妹と結婚するのは不法
とはされず，寧ろ重んじられる風習がある．日本では，
父あるいは祖父の妻，子あるいは孫の寡婦を娶るもの
は，血族結婚と同罪とされ，ヴィシス法典は母，娘お
よび義娘との情交は甚だしい大罪としており，モーゼ
は現在の妻の妹，子を有する兄弟の寡婦を娶る事を禁
じ，モハメットは姉妹を同時に娶る事を禁止した．

近親婚の禁止に関する学説

このように異姓婚姻 (Exogamy) が行われることは一
般的で，学者はこの原因の説明を試みているが，従来
意見はまとまっていない．ヒュースは，同姓婚姻を許
すと親族関係が混乱して紛糾するからであるとしてい
る．この他，人類の愛情が狭い範囲に限定されるのを
避けるため，早婚の弊害を防ぐため，財産を維持する
目的，神が定めるところであるから，同姓婚は反自然
的のものであるからなどがの説があり，近世では同姓
婚は子孫に害があるという説もある．

比較人種学は，この問題の面目を一新した．神を知ら
ず，財産も持たない未開人にも近親婚を極力回避する
ものある以上，我々は何か実際に根拠がある確実な学
説を必要としている．

これまで同姓婚の事実が識者の間で問題となったの
は，故マクレナン氏の提唱によるもので，これを同姓
婚姻に対して異姓婚姻 (Exogamy) と云う．マクレナ
ン氏は，その著書「原始的婚姻」(Primitive marriage）
の中で一つの見解を発表した．これは異姓婚の事実は
女児殺(Female infanticide)の風習に基くというもので，
以下のように説明した．人類の初期には，現在の野蛮
人よりもさらに性質は獰猛で，部落の間に何らの交流
がなく，常に争っていた．このような状況では，彼ら
の最も必要とするのは兵力と食物だけである．しかし，
女は戦場では何の役にも立たず，家にあって無駄に食
べるだけで，むしろ部落の勢力を減じるものであると
して，女児が生まれると無用の長物として直ちにこれ
を殺し，有用な男児のみ育てる風習が生じた．こうし
て部落内に女児が少なくなり，そのため妻が必要にな
ると，敵部落を襲って奪うようになり，長い年月のう
ちにこれが風習となり，一種の迷信となり，遂に今日
のいわゆる異姓婚姻の風習となったという．

マクレナンの説を批評する

スペンサー氏は冒頭で，マクレナン氏も後年この説

る也．而も文化漸く進む時は姻族も尚血族と同視せら
るゝ風を生ずる如く，ユカタン人は義妹と婚するを得
ず．支那にては兄弟の寡婦と婚するものは絞罪に当る
而も亡妻の姉妹と婚するは不法に非ずとせられ寧ろ重
んぜらるゝ風なきに非ず．日本に於ては父若くは祖父
の妾，子若くは孫の寡婦を娶るものは血族相婚の罪に
齊
ひと

しく，彼のヴィシス法典は母，娘及び義娘との情交
は天地容れざる大罪となし，モーぜは現在の妻の妹，
子を有する兄弟の寡婦を娶る事を禁じ，モハメットは
姉妹を同時に娶る事を禁止したり．

近親婚の禁止に関する学説

斯の如く異姓婚姻 (Exogamy) の行わるゝ事一般なる
を以て，学者にして此原因の説明を試みたるもの，古
来一にして足らず．ヒュースの如きは同姓婚姻を許す
時は親族関係混乱して紛糾を極むるに到れる故なりと
し，他は或は斯くの如くに人類の愛情が一範囲に限定
せらるゝを避くと云い，或は以て早婚の弊を防がんと
するにありとし，或は財産を維持する目的に出ずと見，
或は神則の定むる所とし，或は同姓婚が反自然的のも
のなればなりとす．而して近世に至りて同姓婚が子孫
に害あるを以て也とする説を出したり．

比較人種誌は此問題の面目を一新したり．神を知らず
又財産をも有せざる未開人中にも尚近親婚を極力回避
するものある以上は，吾人は何等か実際に根拠を有す
る確実なる学説無かる可らざる必要に会したり．

由来同姓相婚の事実が識者間の問題となりしは故マ
クレナン氏の提唱に係り，之れを同姓婚姻に対して異
姓婚姻 (Exogamy) と云う．而してマクレナン氏は其著
原始的婚姻」(Primitive marriage) 中に一個の見解を発
表し，異姓婚姻の事実は女児殺 (Female infanticide) の
風俗に基くとなして下の如く説明したり．人類の初期
にありては其性質獰猛なる今日の蛮民にも過ぎたるも
のあり．部落の間何等の交誼を有せず交戦四時絶ゆる
時なし．此時に当りて彼等の最も必要と感ずる所は兵
力と食物のみ．然るに女は戦場にて何等の功を挙ぐる
能わず，内にありて徒食するのみ．寧ろ部落の勢力を
減殺するに力ありとなし，女児を分娩する時は無用の
長物として直ちに之を殺し有要なる男児のみ保養する
風を生ず．茲に於てか，部落内に女児を見る事少なく，
為めに妻の必要ある時は敵部落を襲うて之を奪うに至
り，年を経る事長きに従うて之れが習俗をなし進んで
一種の迷信と変じ遂に今日の所謂異姓婚姻の風をなし
たりと．

マクレナンの説を評す

スペンサー氏は冒頭に於て，マ氏も尚後年此説を危
あやぶ
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に懸念を示したと書き，これに反対してこのように述
べた．女嬰児殺の風習は，決してマクレナン氏の説く
ように世界に広く行われたものではない．以前から野
蛮人の中にこれを行うものはあり，また男児よりも女
児にこのような運命を見る事が多いのは事実であるが，
蛮人の中には全くこのようなことを知らない者がある
事を忘れてはならない．ツキス，アーツ，西部エスキ
モー，ボトキュドー，カリフォルニア土人等では，嬰
児殺の野蛮な風習がないとは言えないが，その原因は
双胎児であったり，あるいは不具，虚弱なためで，特
くに男女の別は関係ない．タコダ，クリー土人は，女
嬰児殺を行うが，ブラックフィート土人は嬰児を殺し
た母は，死後その罪によって天国に行けず，罪の世界
をさまよって木の枝に掛かって苦しむと信じられてい
る．アリユー土人は，嬰児殺は全部落に不幸をもたら
すとしてこれを怖れる．アビホーン族は，女児は後年
婚資金を得て嫁ぎ家計を助けるが，男児はかえって婚
資金を払わないと結婚できないので，両親の負担を増
すために男児を殺す．アフリカでは，嬰児殺が行われ
るという話を聞かない．またこれを行う母は死罪とな
る．南洋諸島で行われる嬰児殺の原因は，妻の嫉妬，
夫に対する憎悪，保育の面倒，自分の容色の衰えに対
する憂いなどである．まして，サモア，ニューギニア
土人などは，全くこのようなことを知らない．ソロモ
ン群島で行われているのは，不義の子に限り，カロラ
イン群島にてはその母も殺される．オーストラリア土
人の女が嬰児を殺すのは，少くとも一男一女を生んだ
後の事である．

この他にもまだマクレナン氏の説を論破する理由は
多い．例えばダーウィンが説いたように，原始人類で
は未だ動物的本能を失わず，哺乳類のような幼児を保
育する愛情は原始人の中で最も深いものである．なぜ
敢てこの感情に反して愛児を殺す習俗が発生するのか．
未開人の中で長年過ごしたフィゾン氏は，野蛮人ほど
嬰児殺は少ないと証言している．カリフォルニア土人
が嬰児殺を行うのは初めて白人に接した後であると言
うのを見ても，考えさせられることが多い．

仮に一歩譲ってマクレナン氏の言うように，嬰児殺が
古代の人類間で広く行われたとしても，この事が直ち
に異姓婚姻の原因となるとは到底言えない．マクレナ
ン氏は，年を重ねるにつれて自分の部落の女を妾る事
が普通ではないという感情を持つようになるというが，
実に不思議である．なぜ部落内の婚姻が普通ではない
のか，なぜ同じ部落に残る女性を娶るが恥辱と見られ
たのか，なぜ男性を生んで部落の力と富とを増やす天
賦の能力をもつ女性を殺し，その一方で自己の生産力
を減退させる非生産的，不自然な行為が習俗となった
のか．他部落の女を奪って妻とする風習は事実あるが，

むと誌し，之れが反対説をなして云う．女嬰児殺の風
は決してマ氏の説く如く世界を風靡したるものに非ず．
素より蛮人中之を行うものあり．又男児に比して女児
に此運命を見る事多きは事実なれど，或蛮人にありて
は絶対に此事を知らざらるものある事は記憶せざる可
らず．ツキス，アーツ，西部エスキモー，ボトキュドー，
カリフォルニア土人等にありて嬰児殺の蛮風之なきに
非ずと雖

いえど

も其原因は或は双胎児たる為め，或や不具若
くは虚弱なる為めにして特に男女の別に関せず．タコ
ダ，クリー土人は女嬰児殺を行うも，ブラックフィー
ト土人は嬰児を殺せし母は死後其咎によりて楽土に往
生する能わず．罪の坐に彷徨し樹枝に倒懸して苦悶す
可しと信じ，アリユー土人は嬰児殺は全部落の不幸を
醸すとなして之を怖れ，アビホーンにては女児は後年
贖
しょっきん

金を得て之れを嫁し家計に有要なるも男児は反って
婚資を出さざれば婚姻する能わず．為めに両親の負担
を増すによりて男児を殺す．阿

ア フ リ カ

弗利加にては嬰児殺尚
えて行わるゝを聞かず．又之を為す母は死罪たる可し．
南洋諸島に行わるゝ嬰児殺の原因は妻の嫉妬若くは夫
に対する憎悪，或は保育の煩を厭い又自己の容色の衰
うるを憂うる結果に他ならず，況んやサモア，ニュー
ギニア土人の如きは毫も此事の存在を知らざる也．ソ
ロモン群島にて此事行わるゝ場合は野合の子に限り，
カロライン群島にては為めに其母も殺さる可く濠州土
人の女が嬰児を殺す事あるは少くも一男一女を挙げし
後の事なり．

此他にも尚マ氏の所説を論破する理由多し．例えば
ダーウィン説きし如く原始人類にありては未だ多く動
物的本能を失う事なく彼の哺乳類に見る如き幼者保育
の愛情の如きは原人にありて最も深甚なるものなり．
奈
い か ん

何ぞ敢て此感情に反きて愛児を殺すの俗を生ぜん．
未開人間に多年を閲したるフィゾン氏は野蛮人程嬰児
殺少なしと証言し，カリフォルニア土人の嬰児殺を行
うは初めて白人を見るに至りて後の事なりと云うを見
ても思い半ばに過ぐるものあらん．

仮に一歩を譲りてマ氏の云う如く嬰児殺が非常の勢
を以て古代の人類間に行われたりとするも，此事が直
ちに異姓婚姻の原因たりしとは到底論ず可らず．マ氏
曰く．年を経るに従って自己の部落の女を妾る事が異
例たるの感をなすに到れりと．甚だ怪しむに堪えたり．
何故に部落内の婚姻が異例となりしや，何故に同部落
に生残せる女子を娶るが恥辱と見られしか，何故に男
子を生み部落の力と富とを殖す可き天賦の能力ある女
子を殺し，反面に於て自己の生産力を減退せしむる如
き不生産不自然の行為が習俗と為りたるか．他部落の
女を奪い来って妻となす風は事実之あり．而も此事あ
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このために同部落の女と結婚する事が一種の恐怖とな
り，時に死罪によって禁ずるようになった経過につい
ては全く不可解と言わざるを得ない．

マクレナン氏の論では，到底異姓婚姻の起源を説明で
きないとして，スペンサーは自分の見解を以下のよう
に述べた．異姓婚姻の風習，同姓結婚を避ける感情は，
人類の進化を共に発生したものである．原始人類は互
に争い，その性質は恐ろしく獰猛である．争いに勝て
ば，ただちに物として戦利品とする．特に女性は一面
において妻として有用であるだけでなく，他面におい
て奴隷として，あるいは戦功の表象として価値がある．
即ち彼らの間では，次第に戦勝と捕妻が分離できない
観念となり，これを持つものの名誉尊厳は，これを持
たない者，つまり同部落の女を娶った者にくらべて大
いに優れたものとなった．功名心は，次第に捕妻に傾
注されるようになり，他部落から奪った妻を持たない
者は，臆病ものである見られるようになった．これが
同姓を嫌って異姓を妾る風習の始まりであるという．

スペンサーの言

スペンサー氏の説も，マクレナン氏の説と同じく，反
論の余地がある．氏の説くように，いわゆる捕妻が名
誉の表徴として部落の間に重視されるとしても，その
ために同じ部落の女を妾る事が嫌われるようになる理
由はない．思うに未開人にとって妻というものは一種
の財産である．あわれむべき生活を営むかのフィジー
土人でさえ，舟の漕ぎ手が多いことを願わないであろ
うか．異姓の妻に，同姓の妻を加えることを何故しな
いのか．さらにスペンサー氏のように，戦勝の結果異
姓婚姻の風習が発生したとするなら，それが風習となっ
て遂に迷信となる迄には長年月を要する．しかもその
間，主として戦勝を続けなければならない．しかし，
異姓婚姻は世界的な現象である．世界の各人種中に捕
妻を誇る風俗迷信を生ずるには，その総てが同じよう
に戦勝を誇ることを前提としなくてはならない．しか
し，勝者があれば敗者があることは数の上から当然で
ある．とすれば，スペンサー氏の説であれば，敗者が
なく勝者のみが長年月に亘って地球上に存在したこと
になる．矛盾も甚しいではないか．まして親子を互い
に避け，兄弟姉妹を互いに嫌う風習が，戦利者の功名
心という感情から発生するということはあり得るであ
ろうか．言わなくとも明白であろう．

サー・ジョーン・ラボック氏を批判する

ラボック氏は更にひとつの説を述べた．人類原始時代
では，一人の男が一人の女を私有すると，部落全体の
権利を侵害する結果となる．しかし，戦勝によって獲
得した妻はその個人の勇力によるものなので，明かに

るが為め同部落の女と婚する事が一種の恐怖となり時
に死罪を以て之を禁ずるに到りし経路に到っては全く
不可解なりと云わざる可らず．

マ氏の論を以てしては到底異姓婚姻の起源を説明す可
らずと為したるスペンサーは，自己の見解を左の如く
述ぶ．異姓婚姻の風，同姓相婚を忌むの感情は人類の
進化を共に発生したる処也．原始人類の互に相攻争す
るや，其性質の慄

りつかんどうもう

悍獰猛なる．勝てば即ち物として得
て之れを戦利品とせざる無し．特に女子は一面妻とし
て有要なるのみならず，他面奴婢として又戦功の表象
として価値少なからざるものあり．即ち彼等の間には
漸く戦勝と捕妻とは分離す可らざる観念となり，之を
有するもの，名誉尊厳は之を有せざる者即ち同部落の
女を娶りし者に比して甚だ勝れるものあるに至り．功
名心は漸く捕妻の一事に向って傾注せられ，苟

いやしく

も他部
落より奪い取りて得たる妻を有せざるは怯

きょうだ

儒為す無き
の徒と見らるゝに到れり．是れ同姓を厭い，異姓を娶
る風俗を見るの濫

らんしょう

觴也と．

スペンサーの言

ス氏の説も亦マ氏の論と同じく反対なきを得ず．氏
の説くが如く所謂捕妻が名誉の表徴として部落の間に
重視せらるゝとするも，之れが為めに同部落の女を娶
る事が厭忌せらるゝに到るの理なし．意

おも

うに未開人に
ありては妻なるものは一種の財産也．憫む可き生活を
営む夫のフィジアン土人すら尚且小舟の漕手多からん
事を希うに非ずや．異姓の妻の上に同姓の妻を加うる
を何ぞ辞せん．加うるにス氏の如く戦勝の結果異姓婚
姻の風を生ぜしとせば．其風俗となり遂に迷信となる
迄には必ずや長年月を閲せざる可らず．而も其間主と
して戦勝に居らざる可らず．而して異姓婚姻は世界的
現象なり．世界の各人種中に捕妻を誇る風俗迷信を生
ぜんには其総てが齊

ひと

しく永
とこし

えに戦勝に誇るを前提と為
さゞる可らず．然るに勝者ある時は必ず敗者あるは数
の免る可からざる処，然らばス氏の説の如くんば敗者
なくして勝者のみ長年月に亘って地球上に存在したる
事とならん．矛盾も亦甚しい哉．況んや親子相避け兄
弟姉妹相忌むの風は戦利者の功名心等の感情より発生
する事果して可能たる可きや否や．一語を須

もち

いずして
明らかなるをや．

サージョーンラボック氏を難ず

ラボック氏は更に一説を立つ．曰く人類原始時代にあ
りては一人の男は一人の女に配し之を私有するは即ち
部落全体の権利を侵害する結果となる．然るに戦勝に
よりて獲たる妻は其個人の勇力に由来するものにして
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その男の権利下にある．つまり現在でいういわゆる妻
という意味に於いて男が女を所有するのは，他姓の女
を得た場合に限る．このことから，今日の異姓婚姻が
発生したという．

この説がラボック氏の主張する共同婚に行き着くもの
であることは言うまでもない．共同婚については既に
述べたのでこれ以上は述べない．ただ一言加えるなら，
戦勝によって得た女性だけが私有に値するというのは，
果してどういうことか．そもそも戦闘は共同行為の最
たるものである．これによって得た女性は全部落の男
性の共有とするべきで，完全な共有物でなければなら
ないはずである．我々は当初から共同婚を否定するも
のである．更にここでも論理の誤り見られる．到底ラ
氏の見解には同意できない．

コーラー教授の新説

次にコーラー教授は，異姓婚姻の原因を政治的自衛の
策に始まるとする．つまり姓が異なる者が互いに結婚
することにより，部落間の不和を保障しようとするた
めであるとする．しかし，この説明をによって親子同
胞間で結婚はもちろん，情交すら重罪とそする感情の
発生を明らかにできるだろうか．オーストラリア土人
の間では，兄弟姉妹が同席する時，その間で言動によっ
て男女の情愛を示すことは許されず，最も謹厳，最も
端正に行動することを求められるという．彼らのよう
な野蛮人でさえ示す，なおこのような敬虔で謹厳な，
近親婚を禁ずる感情は，政治的自衛のような論理では
到底説明できない．

モルガン氏の所説

更にモルガン氏等一部学者は，近親婚の結果が子孫に
及ぼす悪影響のため，異姓婚が発生したという．婚姻
が子孫に及ぼす影響の善悪のような甚だ微妙な問題は，
一朝一夕を結論が出るものではない．従って無知な野
蛮人がこのような細心，厳密な研究が必要な問題を解
決して理解していたと考えるのは，おそらく後世の人
の想像に過ぎないであろう．或は次のように弁解する
者もあるだろう．火を作り，野獣，野生の植物の中か
ら適当なものを選んで飼いならして家畜化し，野菜を
作り出した能力のある人類が，このような大きな害を
見過ごしていたと説くのは，寧ろ原始人を過小評価し
ているのではないかと．この点については，次章で詳
述するので多くは述べないが，要するにこのような議
論は架空の説に過ぎない．オーストラリア土人は，最
も厳格に異姓婚姻の制度を固守しているが，それが何
故かと問われて，単に祖先がそうしていたからだと答
えるだけであるように，親族関係の混乱を妨ぐ目的は
理解しているものの，学者がいうような問題は全く関

明白に其権利の下にあり，即ち今日の所謂妻なる意義
に於て男子が女子を有したるは他姓の女を得たる場合
に限る．此事源泉となって今日の異姓婚姻を生ぜりと．

此説がラ氏主張の共同婚に堕せるものたる事は云う迄
もなからん．共同婚につきては已にに述べたれば更に
説かず．唯一言加う可きは戦勝にて得たる女子のみが
私有するに足るとは果して如何にや．夫

そ

れ戦闘は共同
行為の最たるもの也．此事によりて得たる女子は即ち
全部落の男子の有に帰す可きものゝ完全なる共有物た
らざる可らず．吾人は当初より共同婚を否定するもの．
更に比論理の誤認を見る．到底ラ氏の見解と一致する
能わず．

コーラー教授の新説

次にコーラー教授は異姓婚姻の原因を以て政治的自
衛の策に出づとなす．即ち他姓交互に姻戚関係をなす
によりて部落間の不和を保障せんとするにありと説く．
然れども此説明を以て果して親子同胞間に婚姻は素よ
り，情交あるをすら極罪として嫌悪する感情の発生と
闡
せんめい

明する事を得可きや．濠洲土人の間兄弟姉妹同席す
る時，其間言語挙動を以て男女の情緒を示すを許さず．
最も謹厳に最も端正に行動を為すると旨とすと云う．
彼等の野蛮を以てして尚此敬虔の情を示す偉大にして
森厳なる近親禁婚の感情は政治的自衛等の論理を以て
しては終に知る能わざらん也．

モルガン氏の所説

更にモルガン氏等一部学者は，近親婚の結果が子孫に
及ぼす悪結果ある為めに異姓婚姻は発生したりとして
説く．婚姻に基き子孫に及ぼす影響の善悪の如きは甚
だ微妙なる問題に属し且つ一朝一夕を以てしては終に
知る能わざる処也．之れを以て朦

もうまい

昧野蛮なる原人がよ
く細心にして厳密なる研究を要す可き這

し ゃ こ

個の問題を解
決し会得したりとするは恐くは後人の空想たらざるな
からんや．或は弁じて云わん．火を作り，野獣，野生
の植物より適当なるものを選んで之を馴化して家畜を
作り野菜を生じたる能力ある人類に，此顕著なる大害
を等閑に付したりと説くは寧ろ原人を強ゆるの甚だし
きものなりと．此点は次章に於て詳論す可きを以て茲
に多くを説かざるも，要するに比言の如きは寧ろ架空
の説のみ．夫

か

の濠洲土人は最も厳格に異姓婚姻の制度
を固守するものなれど，何故に然るかを問われて，唯
祖先が為せし故にと応えたる如き，其親族の混乱を妨
ぐ目的は知ると雖

いえど

も論者の云う如き問題は毫も関知せ
ざるを示し，バテーク人は酷刑を以て近親相姦者を罰



118

知していないことがわかる．バテーク人は，近親相姦
者を酷刑をで罰するが，その理由は恥ずべきことであ
るからと言うに止まる．チヤルアス人に到っては，そ
の理由を全く理解していない等，この説が当っていな
いことを示すものである．

それに加えて，異姓婚姻はそもそも経験に基くもので
はない．野蛮人はたとえ近親婚が子孫に大きな害をな
す事を明白に理解しているとしても，果たしてその情
欲を抑えて，他姓でなければ交らないという行動をと
れるだろうか．知識が進み，理性に優れると言われる
文明人でも，自己の疾病や体質上の欠点が子孫に及ぶ
事を熟知して，また恋する女が同じように病弱であっ
たり，病気があるという理由だけで，関係を自ら絶つ
ことができる者がどれほどいるだろうか．この事から，
野蛮人に同じ事を求めるのは，全く極端な考え方であ
ると言わざるを得ない．

 近婚禁止は経験に基くのではなく，人類の本能による

以上列挙した人々の所説の一致するところは，いずれ
もその風習を「教えられた」 とすることである．我々
が思うに，法律，習慣，教育などというが，それらの
力は果して人類の根本的なことも支配し得るものであ
ろうか．これらの力は，結局外面的な行為を拘束する
単なる形式的な力ではないだろうか．これらが近親婚
を否定し，嫌悪し，忌避しても，やはり人類はその好
むところに応じて，たとえその実行には躊躇するとし
ても内心ではこれを希う事は可能である．人類の中で
も野蛮，無知な原始人にこのような欲求はあるであろ
う．到底その実行を抑制することはできないであろう．
それでもこのような事が行われなかった理由は，近親
婚姻がただ彼らの「本能」に 反するからである．教え
られたり，強いられてのものでは決してないのである．

すれど，其答うる処は恥辱 ( アツシエーム ) ある故と
云うに止まり，チヤルアス人に到って全然知る処あら
ざる等は以て比論の当らざるを証す可し．

加
しかのみならず

之 ，異姓婚姻は所詮経験に基くものに非ず．野
蛮人は縦

た と え

令近親婚が子孫に大害をなす事を明白に知了
すると雖

いえど

も，何ぞよく其情欲を制して他姓に非ずんば
交らざる如き行為に出ずるを得んや．智識進み理性強
しと称する文明人にして自己の疾病若しくは体質上の
欠点が，子孫に及ぶ可き事を熟知するが為め，又恋す
る女子が同じく病身なるか又は疾患を有する事により
て之れと絶つ事を敢てするを得るもの果して 幾

いくばく

何かあ
る．此事を以て彼の野蛮人に強いんとするは妄も亦極
まれりと云わざる可らず． 

近婚禁止は経験に基くに非ずして人類の本能に発す

以上列挙したる人々の所説の一致点を求むれば，皆此
風俗を以て「教えられた」 るものとする如し．吾人は
私
ひそ

かに思う．法律と云い，習慣と云い，又教育と云う．
夫
そ れ ら

等の力は果してよく人類の根本をも支配し得可きも
のなりや否や．之等の説く処は畢

ひっきょう

竟外面的行為を拘束
する単なる形式的の力には非るか，之等が極力近親婚
の厭う可く，忌む可く，避く可きを説くも，尚人類は
好む処に応じて，仮りに其実行は憚ると雖

いえど

も内心に於
て之を希う事は可能也．されば人類にして，夫

か

の野蛮
無智なる原人にして之を欲するの念あらんか．到底其
実行を抑制する事能ざらん．而も比事の遂に現れざる
所以は，近親婚姻が彼等の「本能」に 反するものたる
が為めのみ．教えられ，強いられて後爾

しか

るには決して
之あらざる也．
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第十五章　近親結婚の禁
きんあつ

遏 ( 下 )

何故に近親の婚姻忌む乎

吾人が近親結婚を厭う心は人類の本能に出ずとする
に反対して，親等を知らざる時は此心なし，古代羅

ロ ー マ

馬
に親子兄妹間の不倫なる結婚が行われたるは奴隷商人
に遺棄せられたる孤児の行為たるに限り，近時妹と結
婚したるを以て謡わるゝセリムパシャは初め兄妹共に
サーカシアに奴隷として売られ彼等の間には全く血族
関係の存在する事が知られざるしに依る．是れ即ち自
然の感情に基きて不論の婚姻を避くるに非ず，自ら社
会的禁制あるに依る証左ならずやと説くもの無きに非
ず．

寔
まこと

に親系の遠近と此感情とが関係せざるは理あり．而
も吾人の以て本能の作用となす処は其親系の奈

い か ん

何を問
うに非ず．主として密接なる関係を有して生活を営む
者の間には自ら此感情湧出するを見て以て本能に基く
と論ずる也．此人類特有なる心情に関しては古来心理
学者の問題となり研究敢て浅なりとは云う可らざれど，
其説明に至っては未だ会心なるものを聞かず．只厳然
たる事実として人類一般に亘りて行わるゝ処なるを以
て，事実自らが証明するものとして之を是認せざるを
得ずとなす．グリーンランドのエスキモーは同一家に
仕え又は養育せられたる男女の相婚姻するを非難し，
ナンセン博士は彼等の間当事者は各部落を異にする者
たらざる可らずと思惟せりと伝う．カンダー土人は，
仮
た と え

令異姓の男女なりとも永く同部落に住みたる者の相
婚するを不正とすとはマクヘルソン大佐の云う処也．

禁婚範囲と親統制

異姓婚の制度を有し尚禁婚の範囲を同姓間にのみ限ら
ざるものあり．ボコダのパンチ人は部落の男女互に同
胞と見るを以て之等のあいだに婚姻行わる事なしと雖

いえど

も異部落に生れ若くは成長したるものなる時は近親と
雖
いえど

も之を娶るを妨げず．アマゾンのヤメオ人は部落全
体を「血の友」なりとして其間異姓者と雖

いえど

も婚姻を通
ずることなし．スマトラ土人は村の上に部族 ( マグラ )
なるものあり．村は血族相寄りて之をなすも尚マグラ
間には婚嫁行われず．フィジアン，ズールー，ワカム
バ等の土人は総て同村内の婚姻を避け，アツサミーズ
人はバイサク，ピフゥと称する大祭に際して男女盛装
して歓楽し，特に少女は極端なる自由を与えられ，被
髪双肩に垂れて踏舞するも，同部落の少年の面前にて
は毫も喜戯する事なしと云う．露国の一地方にては新
婦を異国人と呼び更に或地方は婿を Chanjaninin 即ち

何故に近親の婚姻を避けるか

我々の，近親結婚を避ける心は人類の本能によるとす
る意見に対して，親等関係が分からない場合はそのよ
うなことはない，古代ローマで親子，兄妹間に不倫な
結婚が行われたのは，奴隷商人に棄てられた孤児のみ
であった，最近妹と結婚したことで知られるセリムパ
シャももともとは兄妹共にサーカシアに奴隷として売
られ，彼らの間に血族関係が存在する事を知らなかっ
たためである，などの反論がある．つまり，自然の感
情に基いて近親婚を避けているのではなく，社会的な
禁制があることの証しであるというものである．

確かに，親等の遠近とこの感情に関係がないというの
は一理ある．しかし我々が本能の作用と考えるものは，
親族関係の如何とは無関係である．主として，密接な
関係をもって生活を営む者の間には，自ずとこのよう
な感情が湧き出るのを見て，これが本能に基くと論じ
ているのである．この人類特有な心情に関しては，古
来心理学者の問題としてよく研究されているものであ
るが，その説明に至っては未だ納得できるものがない．
ただ厳然たる事実として，人類一般にわたってこれが
行われていることから，事実そのものが証明するもの
としてこれを認めざるを得ない．グリーンランドのエ
スキモーは，同一の家に属したり，あるいはそこで養
育された男女が互いに結婚することを非難し，ナンセ
ン博士は彼らの間では結婚する者は部落が異なる者で
なくてはならない考えられているという．カンダー土
人は，たとえ姓の異なるの男女でも，長年同部落に住
んだ者が結婚することは不正とすると，マクヘルソン
大佐は述べている．

禁婚範囲と親統制

異姓婚の制度を有するが，禁婚の範囲を同姓間のみに
限らない部族もある．ボコダのパンチ人は，部落の男
女は互に同胞であると見做すので，この間で結婚が行
われないが，異なる部落に生れた，あるいは成長した
ものであれば，近親であっても結婚を妨げない．アマ
ゾンのヤメオ人は，部落全体を「血の友」としてその
間では異姓者であっても結婚することはない．スマト
ラ土人には，村の上に部族 ( マグラ ) というものがあり，
村は血族が集まってこれを作るが，マグラ間には結婚
は行われない．フィジー，ズールー，ワカムバ等の土
人は総て同じ村内の婚姻を避け，アツサミーズ人はバ
イサク，ピフゥという大祭に際して男女盛装して楽し
み，特に少女は極端な自由を与えられて髪を肩に垂ら
して躍るが，同じ部落の少年の前では全くはめをはず
す事は無いという．ロシアの一地方では，新婦を異国
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人と呼び，更にある地方は婿を Chanjaninin 即ち娘を
伴
つ

れて去る外来者と称するという

親等に基いて婚姻を禁ずる法律，習慣があるのは世界
中で一般的なことであるが，その親等の遠近に関して
は必ずしも各国で一定しない．しかし大まかにいうと，
文明人の禁婚範囲より野蛮人のそれの方が広いといえ
る．というのも，この禁婚制の基礎は主に生活を共に
する者同志が交わることを嫌う感情にあるが，野蛮人
はその生活状態から大家族を作って生活することが多
く，モルガン氏によれば，北米インディアンの中には
20 ないし 40 人の家族を擁する家を見る事も少なくな
いという．マンダン，イロコイス，クリーキ等の土人は，
発見当時はいずれもこのような大家族をなし，屋内で
さらに小さな部屋に分れて暮らし，生活品はすべて共
有する制度であったという．近頃まで，中国の家族制
度にも良く似たものがあったという．特にイロコイス
土人は，女系によって親等を定めるため，姉妹はそれ
ぞれ家族を擁して小さな家庭を持ちながら，大きな一
家に属するので，全体の人数は勢い多数とならざるを
得ない．従兄妹の結婚を甚だしく嫌うグリーンランド
土人は，結婚後も父母の家に同居する風習がある．ま
たヤーガン土人は，第三従兄妹の結婚さえ厳禁する風
習があるが，その生活状態を見ると，一家に 2 家族が
同居するのは寧ろ普通で，5 家族が同居する事すらあ
るという．オーストラリア土人の部落は，寧ろひとつ
の家の拡張というのが妥当であり，その間で結婚が行
われないのも当然の状態であろう．禁婚の単位に，親
等のみならず姓を用いるエファテーゼ人のいわゆる同
姓とは，即ち一家族を意味し，彼らの子は実の両親以
外に同姓の男女を父母と称し，彼等らもまたこれを子
と呼ぶ．従って，彼らの子が兄弟姉妹として結婚しな
いのも当然のことである．

モンテスキューは次のように述べている．従兄妹の結
婚を禁ずるのは，主として同胞の子供たちが一家族を
なして生活する民族間に行われる．そもそも誰しもが
兄妹が結婚することを嫌う感情を持っており，その感
情が従兄妹にも及ぶものであろう．そして兄妹の結婚
を禁ずるのは，家庭の純潔を保つためであると．この
説は，一つの証拠とするに足りるであろうか．

これに反して同姓婚を行う民族では，多くの場合家族
は分散しており群居する事はない．例えばマオリ土人
は，広大な荒野の中で殆ど孤立状態でそれぞれ一家を
営み，その間になんら部落的な連絡はなく，総て独立
で他の支配を受けることを好まない．その両手は人と
争って自らを防ぐためのもので，決して握手すること
はない．親子同胞間のみ近親婚を禁ずるブッシュマン
土人は，粗末な家の中に全く孤立的な家庭を営む．父

娘を伴
つ

れて去る外来者と称すと聞く．

親等に基き其間の婚姻を禁ずる法律習慣あるは世界
一般に然りと雖

いえど

も其親等の遠近に関しては必しも各国
一定せず．而して之を大体より論ずる時は文明人の禁
婚範囲より野蛮人の夫

そ

れは一層広きを思わざるを得ず．
蓋し這

し ゃ こ

個禁婚制の基く処は主として同棲者の相交配す
るを厭うの情にあり，而して野蛮人は其生活状態より
多くは大家族をなして生息するを常とし，モルガン氏
の説く処に依れば北米印度人中には二十乃至四十人の
家族を包擁する一家を見る事少しとせず．マンダン，
イロコイス，クリーキ等の諸土人は発見当時は齊

ひと

しく
かゝる大家族を為し，屋内更に小房に分れて生活資料
は盡

ことごと

く之を共有する制度なりし事近頃までの支那の家
族制度に髣髴たるものありしと云う．就

なかんずく

中イロコイス
土人は女系を以て親等を定むるを以て姉妹は其家族を
擁して小家庭をなしつゝ一家に属するを以て其員数は
勢い多数とならざるを得ず．従兄妹の結婚を甚だしく
忌むグリーンランド土人は結婚後も尚父母の家に同棲
する風あり．又ヤーガン土人は第三従兄妹の婚するを
さえ厳禁する風あれど，其生活状態を見るに一家中二
家族の同棲するは寧ろ常事にして，多きは五家族併せ
住む事すらありと云う．濠洲土人の部落は寧ろ家の拡
張と云うを当れりとす可く，其間に婚姻行れざるも当
然なる事態ならん．禁婚の単位に親等のみならず姓を
以てするエファテーゼ人の所謂同姓とは即ち一家族を
意味し，彼等の子は実の両親以外に同姓の男女を父母
と称し，彼等亦之を児と呼ぶ．彼等の児女は従って兄
弟姉妹其相婚せざるも亦宜也．

モンテスキュー曰く，従兄妹の婚姻を禁ずるは主とし
て同胞子女が相共に一家族をなして生活する民族間に
行わる．蓋し何人も兄妹相婚するを忌むの情を以て其
従兄妹にも臨むものたらん．而して兄妹相婚するを禁
ずるは，即ち家庭の純潔を希う所以也と．或は以て証
とするに足らん乎．

之に反して同姓相婚する風を有する民族にありては，
多く家族は分立的にして群居する事なし．例えばマオ
リ土人は広漠たる荒野中殆んど孤立の状態を以て各人
一家を営み其間何等部落的連絡なく，総て独立にして
支配を受くるを好まず．其双手は人と争い自ら防ぐの
用をなすのみ，決して握手するの用をなさず．只親子
同胞の間のみ婚を禁ずるブッシマン土人は陋

ろうおく

屋中に全
く孤立的の家庭を形成し，父方従兄妹の婚を通ずるを
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方従兄妹の結婚を禁じないシンヘールス人は，家も部
落も総て独立で，稀に訪ね合う場合も何か必要な時に
限り，近親者の訪問も部外者の訪問と同じように歓迎
しないという．

歴史家タキトゥスは，古代ゲルマン人の風俗を記録し
て，なぜ彼らの間に近親婚が行われたかを後世に伝え
ている．古代ギリシャとローマの風習の異るところと
して，両者の婚姻制度が異なるところを明示している．
つまり，前者は家族的観念に乏しく，従って近親婚を
厳重に禁じないが，後者は全くこれと反対に家長の下
に大家族が統轄されて生活しており，禁婚の範囲が非
常に広いことは前述の通りである．

異姓婚と親族制

考えてみると，同姓婚と親族統制は同一の思想の両面
である．レディー人は父の長兄，母の長姉を伯父(グレー
トファザー )，伯母 ( グレートマザー ) と呼び，その弟
妹を叔父 ( レッセンファザー )，叔母 ( レッセンマザー )
と呼ぶが，父の姉妹，母の兄弟については何ら特定の
名称がない．そして彼らは父の兄弟の子女，母の姉妹
の子女と結婚することは不法としてこれを避けるが，父の
姉妹，母の兄弟の生む子女とは当然の事として結婚する．

禁婚の範囲が男女系の何れか一方を重視するかによっ
て，遠近に違いを生じることは前述の通りである．そ
してこの関係は地域的な親族関係に基く時は，更に著
しいものになる．スマトラ土人は，三親等内の婚姻を
厳禁するが，女が他の部落に嫁ぐ場合は，その子女に
ついては例外を認める．中国の新婦は，完全に実家を
離れて夫の家族となるため，同胞の子女の間の結婚は
死罪に当ると定められているにもかかわらず，兄妹が生
んだ子女は寧ろ当然としてその間の結婚が許されている．

このように，近親婚を忌避する風習は，もともと同居
する者の間に発生したものである．そして同姓の者が
多く同居するということは，近親者が同居しているこ
とに外ならず，その間では姓と同時に親族関係によっ
て名称がある．従ってこの名称によって禁婚の範囲を
定める事が少なくないが，その一方で姓というものは
男系，女系によって明確に区別されるのが普通であり，
またその必要もあるので，多くの場合は日常用いられ
る姓だけが記憶され，親族関係は次第に忘却されてゆ
く傾向がある．こうして同姓婚，異姓婚の区別が，世
界の婚姻制で顕著なるものとなったのであろう．従っ
て，婚姻制度の厳格さ，寛容さは，氏姓の別が明確か
否かとによってそれぞれ異なるはずである．最も厳格
なことで知られる中国では，中下流の家でも，英国の
最も古い貴族よりさらに遠い祖先に遡って世代を数え
ることができるという．

忌まざるシンへールス人の如きは家，部落総て独立に
して稀に相訪う場合も何物か求むるの用ある時に限り，
近親の訪問も異邦人の訪問と齊

ひと

しく歓待の貌を示す事
なしと云う．

史家タシタスは古代日
ゲ ル マ ン

耳曼人の風俗を誌して後人に
何故に彼等の間に近婚行われしかを示し，又古代希

ギリシャ

臘
羅
ロ ー マ

馬の風俗の異る処は即ち二者に於ける婚姻制度の相
異れる所以を明示す．蓋し前者は家族的観念に乏しく
従って厳重なる親婚の禁を置かざりしも，後者にあり
ては全く之れと反対に家長の下に膨大なる家族が統轄
せられて生活せし事及び其禁婚の範囲が甚だ拡大せる
ものなりし事前に述べたる処の如し．

異姓婚と親族制

意
おも

うに同姓婚と親統制は同一思想の両面をなす．夫
か

の
レディー人は父の長兄母の長姉を伯父 ( グレートファ
ザー )，伯母 ( グレートマザー ) と呼び，其弟妹を叔父
( レッセンファザー )，叔母 ( レッセンマザー ) となす
も，父の姉妹，母の兄弟に就いては何等特定の名称なし．
而して彼等は父の兄弟の子女，母の姉妹の子女と婚す
るは不法として之を避くるも，父の姉妹，母の兄弟の
生む処の子女とは当然の事として婚姻相通ずるなり．

禁婚の範囲が男女系の何れか一方を主とする事により
て時に遠近を異にするは前に述べたり．而して此関係
は地方的親族関係に基く時は更に著しきものとす．即
ちスマトラ土人は三親等内の婚姻を厳禁するも，女に
して若し他部落に嫁したる時は其子女に就いては例外
を認め，支那の新婦は全然実家を離れて夫の家族とな
るを以て，同胞の子女間に婚姻行わる時は其罪死に当
ると定むるに拘らず兄妹の生む処の子女は寧ろ当然と
して其間の婚姻を許す．

斯くの如く近親相婚するを忌む風俗は一に同棲者間に
発生す．而して同姓多く共に住むは即ち近親共住する
ものに外ならずして，其間姓と同時に親統によりて互
に名称あり．従って此名称に依りて禁婚の範囲を定む
る事少からざれども , 一方姓なるものは其男系女系に
よりて明確に区画せらるゝを常とし又必要とするを以
て多くの場合は日常用いらる姓のみ記憶せられ，親統
の如きは漸を追うて忘却せらる，傾きを生じ，茲に同
姓婚，異姓婚が世界の婚姻制にありて最も顕著なるも
のとなりしならん．故に婚姻制の厳寛は氏姓の別が完
全に別たるゝと否とによりて各々差等める可く，最も
厳格なるを以て聞ゆる支那の如きは中下流の家と雖

いえど

も
尚英国貴族の最旧のものより遠く祖先に遡って世代を
数え得可しと云う．
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その関係がどのようなものであれ，少なくとも同じ家
に長年月同居すると，男女の間に結婚を忌避する風習
が生ずることは既に説明した．そしてこの感情は単に
血族，姻族等の間に止まらず，このような関係が全く
存在しない男女にまで及ぶ事がある．例えばユスティ
ニアス帝は教父 ( ゴッドファザー ) と教子 ( ゴッドソン )
との間の結婚を禁じ，これを親子の相姦と同一視した．
ラマ教では，名付け親 ( スポンソールシップ ) とその
名付け子とは，その関係が解消されない限り禁じられ
た．これは精神的親族関係 ( スピリチュアル リレーショ
ンシップ ) の存在を認むるものであり，古代インドの
法典では，ヴェーダの師の妻と通じた弟子は，母子相
姦の罪として扱われるとするが，同じくその弟子が師
の家に長く留まることが常であったことによるのであ
ろう．では，何故に異姓婚の他に同姓婚があり，同じ
異姓婚に基くとはいえ，その親族関係の遠近に一定の
基準はないのか，という疑問はこの段階に及んで誰し
も思うところであろう．同性婚が生ずる理由について
は，次章で詳術する．従ってここでは単に，これらの
差別を生ずる理由は，各人種，民族の生活状態の違い
により，その家族制度の大小に基くとだけ述べておく．
オーストラリア土人中，特に淫蕩なものを除外して一
般について言えば，家族間の親密の程度によって彼ら
の同姓婚の社会か否かを明白に見てとることができる
という一例を挙げるに止める．

血統を尊ぶ心，女性の欠乏，病的背徳性

また同胞婚と言っても，その実際をよく見ると，多く
は同父異母の子女が結婚するもので，これを一概に倫
理に反するとして排斥することはできない．一夫多妻
制が行われる民族についてみると，多くの場合，妻は
必ずしも同じ家に起臥するとは限らない．それぞれ家
を構えて，生んだ子女と共にそこに暮らしている．従っ
て父が同じとは言え母が異なれば，その間に何ら同胞
的な親愛の情念は生じない．多くの場合彼らは互に父
が同じである事すら知らない．その間に結婚が生じて
も不思議ではない．更に同胞婚が未開国の王族に特有
の風習であることは，前術の諸例で明らかであろう．
ここでその原因を考えると，一つには王の奪厳を保待
するためにあえてこの慣習が行われたのであろう．も
う一つには，彼らは文明国の王侯貴族と異り，交友の
範囲が極めて狭く，従って配偶者を求むる範囲も狭かっ
たためであろう．これと同様の理由で，同胞婚が行わ
れる事も珍らしくない．ワティダ，ブラジルのある土
人部落はその例で，特にセイロンのヴェダー人は各家
が甚だしく遠くの地に散在しており，人々の交際が非
常に稀であるため，部落の間に全く処女がいない，あ
るいは適当な者がないことに困って，遂に倫理に反す

其関係の如何を問わず，苟
いやし

くも家を同じくして長年
月相共に住む時は男女の間に婚姻するを忌むの風習生
ずるは已に之を説明したり．而して此感情は啻

ただ

に血族
姻族等の間にのみ止まらず，かゝる関係毫末も存せざ
る男女にまで及ぶ事あり．例えばヂャスチニアン帝は
教父 ( ゴッドファザー ) と教子 ( ゴッドソン ) との間に
婚姻行わるゝを禁じ，之れを以て猶親子相姦と同視し，
羅
ラ マ

馬教にては名親 ( スポンソールシップ ) は其取消な
き間は其名付子と婚するを禁じたり．之れ精神的親族
関係 ( スピリチュアル リレーションシップ ) の存在を
認むるものにして，印度古代の法典中吠

ヴェーダ

陀の師の妻と
通じたる徒弟は母子相姦の罪を以て論ぜらる可しとす
るも齊

ひと

しく其徒弟が師の家に久しく留まるを常とせし
を以てならん．然らば何が故に異姓婚の他に同姓婚あ
り，同じく異姓婚に基くと雖

いえど

も其親系の遠近に一定の
標準なきやの疑問は茲に及んで何人の胸にも生ずる処
ならん．同性婚の生ずる理由につきては次章之れを詳
論す．依りて茲には単に之等の差別を生ずる理由は，
各人種民族の生活状態の如何により，其家族制の大小
奈
い か ん

何に基くとのみ誌し置き，濠洲土人中淫蕩なるもの
を除外し一般に就きて云う時は，家族間の親粗如何に
よりて彼等の同姓婚か否か明白に看取するを得可しと
云う一例を挙ぐるに止めん．

血統を尊ぶ心，女性の欠乏，病的背徳性

又同胞婚と云うも其真相を穿つ時は多くは同父異母の
子女が相婚姻するものにして，漫然之れを目して破倫
汚行を擯斥するは乃ち不可也．夫

か

の一夫多婦の制度行
わるゝ民族に就て観るに，多くの妻は必ずしも一家中
に起臥せず．各々一家を有して生める子女と共に之に
居る．此故に父を同

おなじ

うすと雖
いえど

も母を異にする者にあり
ては其間何等同胞的友愛の念を生せず．否多くの場合
彼等は互に同父たる事をすら知らざるなり．其間に婚
姻生ずとするも敢て怪しむに足らざるのみ．更に同胞
婚が未開国の王族に特有の風俗たるは前掲の諸例に於
て明かならん．今其起因する処を稽

かんが

うるに一は王者の
奪厳を保待せん為めに故意に此慣行を致せしならんも
他は彼等は文明国の王侯貴族と異り交友の範囲極めて
狭く隋って配偶を求むる区域狭少なるに依る可し．右
と同様の理由より同胞婚行わる事珍らしとせず．ワティ
ダ，ブラジルの或土人部落等は即ち之れにして特にセ
イロンのヴェダー人の如きは各家甚だしく遠隔の地に
散在し人々の交際頗

すこぶ

る稀れなるを以て，部落の間全く
処女なきか若しくは適当の者なきに困み，遂に同胞相
婚するの不倫をも敢てするに至ると云わる也．更に同
胞婚の原因を見る可きは民族に特有なる頽

たいとく

徳的本能性
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る同胞婚を敢て行うこともあるという．更に同胞婚の
原因として考えられるのは，民族に特有なる退廃的な
本能である．何故このような性質を持つのかは不可解
と言わざるを得ないが，倫理に反する結婚が行われる
部落には，人獣相姦，その他の不道徳な行為を見るも
のである．性欲発作の一つの異常状態と言うべきもの
であろうか．

以上の事例より推論して，倫理に反する婚姻が人類の
本能に基くと論ずる学者がある．我々は，昔の学者が
全力を挙げて例外的な事例の研究に苦心して，結局成
果をが得られなかったことを思うと憫笑せずにおられ
ない．ヒュース氏のように，動物は一般に近親か否に
関わらず交尾する事実から人類も同様であるという説
もあるが，我々が見るのは，成人した少年が家を離れ
てひたすら独立しようとする姿である．自ら家庭に止
まって近親結婚する風習は見られない．ここで，禁婚
の範囲と教育あるいは強制の関係の有無を論ず段階に
達した．何故血族に止まらず更に姻族にも禁婚の事実
があるのか，何故親族関係の遠近に強くこだわり，同
居者の間では絶対に禁じられるのか，何故男女いずれ
か一方の系統を重視するのか，同居者の間の反感はど
こに原因があるのか，これらの点について多少説明が
必要であろう．

我々は，近似性の法則を研究して，この法則が最終的
に子孫の生産数を多くして繁殖に適した目的に作用し，
実際に最も似た両性は必ずしも最良の配偶者とは云え
ない．寧ろ大きな点では似ており，小さな点では異な
ることが良いことを知った．

植物界に於ける同花受精と異花受精

下等動物と近親婚姻

ダーウィンは，30 類，52 科，55 種に亘っておよそ
1,000 以上の植物の受精作用について細心の研究を重
ねた結果，異花受精 ( クロスファーテリゼーション )
が同花受精 ( セルフファーテリゼーション ) より優れ
る事を断言し，その種子の品質，数，発芽力などが明
らかに前者の方が優れている事を認めた．このダーウィ
ンの理論が動物界にあてはまるかどうか，大きな議論
が沸騰し，賛否の論争がまきおこった．セブライト氏は，
近い血縁で数代に亘って交尾させた結果，純粋なスパ
ニール犬は胴だけが無駄に長い小型犬となり，同様に
鶏は体格および艀化能力が明らかに劣化 ( デジエネレ
ト ) したと言う．しかしヒュース氏は，数回の血族交
尾でも決してそのような悪い結果にはならないという，
ある牧畜家の実例を示した．これに対してワレース氏
は，そは良質のものだけを選んで他を排除したからだ
と反論し，烈しい議論となった．一方で実際の畜産家
の中でも近い血族の交尾の利害については意見が一致

なり，何故にかゝる天性を有するや不可解なりと云わ
ざるを得ざれども乱倫的婚姻の行わるゝ部落には多く
人獣相姦若くは其他の敗徳的行為行わるを見る，或は
性欲発作の一変態と称す可きものか．

如上の事例より推論して乱倫的婚姻が人類の本能性に
基くと論ずる学者あり．吾人は古代学者が全力を挙げ
て例外の研究に腐心し而其得う処皆無なりしものを想
起して寧ろ憫笑するに堪えざらんとす．夫

か

のヒュース
氏の如きは動物一般に近親と否とを論ずる事なく相交
尾するの事実より推して人類も亦斯く如きのみと説く
が如きも，吾人は成人したる少年が家を離れて只

ひたすら

管独
立するの意あるを見るのみ．自ら家庭の間に止まって
近親相婚する風を為すものあるを見ざる也．茲に於て
禁婚の範囲と教育若くは強制の関係の有無を論ず可き
機会に到達したり．何故に血族に止まらず更に姻族に
も禁婚の事あるや．何故に親統の近疎に拘る事深く又
同棲者間には絶対的なるか更に何故に男女何れか一方
の系統を主とし又同棲者間の反感は那

な へ ん

辺に其源を発す
るか．之等の諸点に関して多少の説明を加う可き要を
見る．

吾人は齊
せいいつ

一の法則を研究して此法則は其窮極する処，
生産数の多くして繁殖に好適なるを目的として行われ
実際上最も相似たる両性は必しも最良の配偶と云う可
らず．寧ろ大に於て似，小に於て差あるを良しとする
を知り得たり．

植物界に於ける同花受精と異花受精

下等動物と近親婚姻

三十類五十二科五十五種に亘り凡そ一千を超ゆる植物
の受胎作用に就きて細心なる研究を累ねらる結果，ダー
ウィンは異花受精 ( クロスファーテリゼーション ) が
同花受精 ( セルフファーテリゼーション ) に勝る事を
断言し，其種子の品質数最発芽力等に就ては明らかに
前者の受胎作用に基くものが卓越する事を認めたり．
而てダーウィンの此理論は直ちに動物界に関して大な
る議論の沸騰を起し，是非の論紛

ふんぷん

々囂
きょうきょう

々たり．セブラ
イト氏の云う所は接近せる血族のみにて交尾を数代に
亘って行わしめし結果，純スパニール犬は胴徒らに長
き小犬となり，同様にして鶏は体格並に艀化術に於て
明らかに変形 ( デジエネレト ) したりとするにあれど，
ヒュース氏は数次の血族交尾も決して右の如き悪結果
を出さゞるを証する或牧畜家の実例を示し，之に反し
てワレース氏は，そは良質のものゝみを撰み他は省み
ざるが故なりと論破する等，議論転

ま

た激烈を極む．一
方に実際家の側に於ても近き血族の相交尾するの利害
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しない．クラムペは鼠に関する実験の結果を発表し，
近親交尾によって生れた 153 匹中 39 匹は生後直ちに
死亡し，両親共何ら血縁のないものの子供は 299 匹中
死亡は 28 匹であったという．これを百分率を以て表
わせば，一方は 25.5% と多いが，他方は 8.4% に過ぎ
ず，明白に血族交尾の不利を示したが，ヒュースは家
兎に 4 代の血族的交尾をさせた結果を発表して，繁殖
力と消化力が僅かな低下を来すのみで，その他につい
ては全く異らず，体重についてはむしろ血族交尾の方
が優れているという．プレーヤー教授はモルモットの
近親交配のものは，生殖力には劣るが体重については
かえって勝るとした．この点については争いがたい事
実のようで，多くの畜産家は近親交尾を有利としてい
るが，ミッチェル博士は，この現象は寧ろ人類に有利
であるが動物にとっては決して有利ではない．このよ
うな動物を野に放てば，直ちにその種属のが絶滅する
だろうとしている．

血族婚姻の悪影響

近親婚の悪影響は，両親の病気や傾向が重なってその
その子供に伝わることによるもので，両親健全ならば
その子供は少くとも親と同等の健康体を有するはずで
あり，要は両親の健康状態が問題である一般には言わ
れている．しかし，これは考えが不十分と言わざるを
得ない．疾患あるいは何か傾向があるものの子が，そ
の重なった結果として一層病弱になるということが正
しいとすれば，世の中に果してどれだけの健康児がい
るだろうか．そもそも如何なる人でも多少の病気はあ
り，何らかの傾向を有しないものはないからである．
ダーウィンの考えでは，病気の原因が重なる事実もあ
るかもしれないが，同花受精の種子が異花受精よりも
劣る主な理由は別にあるという．考えてみると，種子
の優劣をもって直ちにその親木の良し悪しを云々する
は早計であり，親木と種子の発芽力との関係はそれほ
ど深いものではない．全く異なる花を受精させると，
全く種子の発芽力を欠く場合も少なくないが，同花受
精ではこのような事は決して見られない．ましてある
ある種の草木では，数代に亘って同花受精を行っても
その品質，数量，活力は全く減退する傾向を示さない
ものすらある．種子が劣等であるからといって，直ち
にその原因を親木に求めることは誤りではないだろうか．

ヴェダー人は今や絶滅しようとしている

動植物界に於ける実験も決して容易ではないが，この
実験を人類に行うには非常に時間がかかり，対象とな
る人数も少ないことから甚だ困難である．従って学者
の意見も自らまちまちになることを免れない．アダム
氏は，エジプト，ペルシャの近親婚は何らの害を示さ

は一致する処なく，クラムペは鼠
ね ず み

子に関する実験の結
果を公にし，近族交尾によりて生れたる百五十三疋中
三十九は生後直ちに死亡し，両親共何等血縁なきものゝ
子二百九十九疋中死するもの二十八．之を百分率を以
て表わせば，彼は二五・五 % の多きに反し之れは八・
四 % に過ぎずとなし明白に血族交尾の不利を示すに拘
らずヒュースは家兎に四代の血族的交尾を行わしめた
る結果発表して僅かに生産力と消化力とに微弱を来す
のみ，其他に到っては毫も異れる処なく其の体量の如
きは反って非血族交尾の仔に勝ると云い，プレーヤー
教授はギニア豚の血族相配するものは其生殖力に劣る
も重量に至っては反って他に勝るとなせり．而して此
点は争う可らざる事実なるが如く多くの牧畜家は総て
血族交尾を利とする如きも，而もミッチェル博士の言
によれば此現象は寧ろ人類に有利にして動物其物にと
りては決して有利ならず．如斯傾向を有する彼等を荒
野に放たんか，直ちに其種属の絶滅を戒さんのみ．

血族婚姻の悪影響

近親婚の悪結果は両親が有する病患若くは其傾向が競
合して其子に伝わるに依るものにして，両親健全なら
ば其子は少くとも親と同等の健康体を有す可し．要は
両親の強弱にありとするは世人の多く称うる処なれど，
之れ想わざるの甚しきものと云わざる可らす．病患あ
るもの若くは其傾向あるものの子が其競合の結果とし
て一層病弱なりとするを真とせば世上果して幾何の健
康児を見るを得可き．蓋し如何なる人と雖

いえど

も多少疾患
あり，又其傾向を有せざるもの之なきを以て也．

ダーウィンの思惟する処によれば病根競合の事実も
或は之あらんが，同花受胎の種子が異花受胎の夫れに
比して遜色ある主たる理由は尚別に存せり．意

おも

うに種
子の優劣を以て直ちに其母

も ぎ き

木を云々するは早計にして
母木と種子の発芽力とは関係左迄深きものに非ず．全
然異なりたる花を以て受精作用を行わしむる時全く種
子の発芽力を欠く場合を見る事少しとせざるも，同花
受精にありては斯る事は決して見ざる処．況んや或種
の草木に到っては数代に亘りて同花受精を行うも其品
質数量活力毫も減退する傾向を示さゞるものあるをや．
種子の劣等なるを以て直ちに之れが原因を母

も ぎ き

木に求め
んとするは違謬ならざらんやと．

ヴェダー人は今や其跡を滅せんとす

動植物界に於ける実験も決して容易なるものには非ざ
る可きも，此実験を人類に行わんとするは時間の甚だ
長きと目的物の少数なるとにより甚だ困難を感ぜざる
を得ず．従って学者の云う処も亦自ら区

まちまち

々たるを免れ
ざる也．アダム氏は埃

エジプト

及波
ペルシャ

斯の近婚も何等の害を示さ
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ないと言うが，近親婚の弊害は他の血統の血が一滴で
も混じれば救い得るということを忘れているという批
判を招いた．プトレマイオス朝では，親子兄妹に結婚
する風習があったが，悪影響はなかったと論じるヒュー
スに対して，ガルトンは第一従兄妹婚の 10 組の夫婦
の内，実に 3 組は子が無く，彼らの子の平均は 2 人に
満たないと言い，バイリー氏はセイロンのヴェダー土
人は近親婚を行う典型例であるが，彼等が短身，虚弱，
行動不活発を極め，甚だ生気がないのは明らかにその
悪影響であるとしつつ，世の中で従兄妹婚に必然の結
果と信じられている癩，白痴，精神病のようなものは
無かったという．

しかし一方で，悪影響が明らかなものがあることは否
定できない．近親婚を行う民族には，大家族を見る事
は絶無で，かつ長寿者は非常に稀である．例えばニル
ガラ土人の部落は，総員 72 人中に大人 50，小児 22
人，ビンテネの全部落は 308 人でそのうち大人 175 人，
小児 133 人に過ぎない．しかしこの程度ならまだしも，
その個々の小集団をみると，大人と子供の不均衡には
実に驚くべきものがある．ある部落では，20 人の大人
に 4 人の子供しかいないところもある．明らかに近親
婚が生殖力に影響する事を示している．ニルガラ族 50
人の成年者中，70 歳に達した者は唯 1 人，50 歳を超
えた者 8 人，ビンテネ族 175 人の成年者中 70 歳に達
した者は僅か 2 人，50 歳以上の者は 14 人に過ぎない
という．彼らも自分の部落が次第に衰退してゆくのを
案じて，ピンテネでは兄妹の結婚を止めたが，近親婚
は依然行われている．また孤立した生活を送り，以前
のように兄妹の結婚を禁止しようとしないニルガラ，
ヴェダーの土人が，非常に急速に消滅しつつあること
は，目撃者がそろって案じるところである．

従兄妹婚の影響はどうか

更に，第一従兄妹の結婚による結果の良否に関して
は，意見の相違が非常に大きい．ボイジン博士，ヒュー
ス氏等は，両親に病気あるいはその素因がない限りは
何らの悪影響はない論じている．デヴェー，ボーチン
氏等は恐ろしい説を唱えて，白痴，癩，聾唖，蒼白
病，精神病，先天的奇形児の生まれる原因であるとし
ている．この二派の議論が互に極端に異なるのは，前
者がスコットランド，イングランドの聾唖院の患者に
ついてその 5.17% のみが従兄妹婚によって生れた子
供であるとするのに反し，後者はパリ市国立聾唖院で
28.35％の多数を占めると言い，いずれをとるべきか
迷うところである．

ダーウィンは，ここで新たに一つの方法を考案した．
先ず世界で行われている近親婚の割合を調べ，更に不
健康な小児が果してどの程度これらの両親から生ず生

ずと云うも，一方にては氏が近婚の弊害は他の一滴の
血を以ても之を救い得可き事を忘れたるを非難する反
対論を惹起し，プトレミーに親子兄妹相婚する風ある
も悪果と認む可きものなしと論ずるヒュースに対して，
ガルトンは第一従兄妹の十組の夫婦の内実に其三組は
無子者にして彼等の有する子平均数は二人に満たずと
云い，バイリー氏はセイロンのヴェダー土人は近婚を
行う好標本をなし，彼等が短身虚弱挙

き ょ そ

措不活発を極め
甚だ生気なきは明らかに其悪結果を示すものなれども，
世上従兄妹夫婦に必然の結果なりと信ずる彼の風癩白
痴精神病の如きものは終に認むるを得ずと云う．

而も他の一面に於ては悪結果の蔽う可らざるものあ
るは否む可らず．近親婚を行う民族には大家族を見る
事絶無にして且つ長寿者甚しく稀れなり．例えばニル
ガラ土人の部落は総員七十二中人五十，小児二十二人，
ビンテネの全部落は三百八人にして其中大人百七十五
人，小児百三十三人のみ．而も斯の如きは尚忍ぶ可し．
其個々の小団体につきて観察する時は大小の不平均な
る実に驚くに堪えたるものあり．或部落の如きは二十
人の成年僅かに四人の児を有するに過ぎざるものすら
あり．明らかに近親婚が生殖力に影響する事を示す．
ニルガラ五十人の成年者中七十才に達せしもの唯一人，
五十才を超えたるもの八人．ビンテネ百七十五人の成
年者中七十に達せしは僅に二人五十才以上のもの十四
人を数うるに過ぎずと云う．彼等も自己の部落が漸次
衰滅するを慨きピンテネにては兄妹相婚するの風を止
めしが近親婚は依然行われつゝあり．又孤立の生活を
なし旧の如く兄妹の婚姻を禁止せん事を欲せざるニル
ガラ，ヴェダーの土人が甚だ急速に其存在の跡を絶た
んとするは目撃者の齊

ひと

しく痛嘆する処なりとす．

従兄妹婚の影響如何

更に第一従兄妹の婚姻による結果の良否に関しては，
世上甚だしき意見の相違を見る．ボイジン博士，ヒュー
ス氏等は両親に疾病又は其素因を有せざる限りは何等
の悪影響なしと論じ，デヴェー，ボーチン氏等は恐怖
す可き論を吐いて白痴風癩，聾唖，蒼白病，精神病並
に先天的奇形児の生まるゝ原因たりとなす．而して
此二派の論拠が互に極端に編する事は前者が蘇

スコットランド

土蘭，
英
イングランド

国 の聾唖院の患者につき其五・一七 % のみ従兄妹
婚によりて生れたる児なりとするに反し，後者はパリ
市国立聾唖院に於て二八・三五 % の多数を占むと云い，
人をして従う処に惑わしむ．

ダーウィンは茲に於て新らたに一個の方法を案出し先
ず世界に於て行わるゝ近親婚の比例を求め，更に不健
康なる小児が果して如何に是等の両親より生ずるかを
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まれているかを見ようとした．その結果は，前の 2 つ
の説がそれぞれ極端に偏っていたことを証明し，また
近親婚の結果が必ずしも健康ではない事を明らかにし
た．しかし，聾唖，先天的不具，白痴等が必ず近親婚
の産物であるとは断言できないとの結論に達した．ケ
ンブリッジ，オックスフォード両大学のボート選手，
その他の学校の闘技の選手に関する研究では，従兄妹
婚によって生れた子供のに活力がないことは明らかで，
特に死亡率が高いことは，近親婚の悪影響を示すもの
と言えるであろうと考えられた．

試みにスチーダ氏がフランスで行った統計を見ると，
大体次のような結果で，少くとも近親婚の増加と不健
康児の増加とは相関するらしい．

更にオランダの医師ミッゲ博士は，その「血族婚」の
中で，デンマークの各地方に亘って近親婚により生れ
た児童の健康を研究し，白痴，聾唖者，精神病者等が
多く，生産力の低下が見られたとしている．それによ
ると 246 組の夫婦中 85 組は第一従兄妹婚，他の 4 組
は更に近い血族間の結婚で，この中では死産の率が他
の夫婦間に超えて遙かに高く，白痴，聾唖者は実に 12
倍に達し，また出産数も少い．しかし研究した範囲は
狭いので，最後の結論を断じることは躊躇すると述べ
ている．

以上は我々が見て最も信頼に値すると考える説である
が，ここから得られた知見は寧ろ第一従兄妹婚に不利
益を来すということで，これより近い血族婚ではその
害毒は言うまでもないと思われる．即ち完全な結論と
は言えないが，学者の多くは近親婚を不健全なものと
見ることで一致している

これに対して，この結論に反する実例を挙げて我々
の見解を論破しようとする者もある．その例の一つは，
ピケールン島の歴史である．もともとこの島は 1790
年，9 人の白人，タヒチ土人男 6 人，女 12 人が移住
した所で，1800 年になると男 1 名，女 5 名，子供 19
人だけが住むようになった．後年ここを訪れた旅人は，
皆そろって彼らの健康状態を称賛し，世間で言われる
ような近親婚の大きな害はないものとした．しかし，

見んとせり．而して其結果は前二派が各々極端に走り
たるを証明するに余りあり，且つ近親婚の結果が必し
も健康ならざるを明らかにするを得たりしが聾唖，先
天的不具，白痴等が必然に近親婚の産物なりとは断言
するを得ずとの結論に到達したり．劔

ケンブリッジ

橋， 牛
オックスフォード

津 両
大学の端艇選手，其他諸学校の闘技の選手に関して研
究するも従兄妹婚によりて生れたる児の活力なきは明
らかにして特に死亡率の多きは近婚の悪影響を語るも
のと云う可しと思惟せし如し．

試みにスチーダ氏が仏国に於て取りたる統計を見る
に，大要下の如き結果を示し，少くとも近親婚の増加
と不健康児の増加とは相関連するものの如し．

更に和
オランダ

蘭の医師ミッゲ博士は其「血族婚」中に誌し
てデムマルクの各地方に亘りて近親婚によりて生れた
る児童の健康を研究して臼痴，聾唖者，精神病者等多
く且つ生産力の減少を見たりとなし，曰く余が得たる
二百四十六組の夫婦中八十五は第一従兄妹婚他の四組
は更に近き血族間の婚姻なりしが之等の生める処は病
児死産の率遙かに他の夫婦間の夫

そ

れ等に超え白痴聾唖
者は実に十二倍に達し且つ出産の数も少き如し．然れ
ども余は研究したる範囲狭きを以て尚最後の断案を下
すを躊躇すと．

以上は吾人が見て以て尤も信憑するに足るとなす処の
説なれども之によりて得たる観念は寧ろ第一従兄妹婚
に不利益を伝うとするにありて，更に之より相近き血
族婚に到っては其害毒や言を待たずとなすが如し．即
ち素より完全とは称す可らざるも学者の多くは近親婚
姻を以て寧ろ不健全のものと見るに一致するなり

或は此結論に反対なる実例を挙げて吾人の見解を論破
せんと試むる者あり．其実例の第一は即ちピケールン
島の歴史なりとす．由来同島は一七九〇年九人の白人
タヒチ土人男 6 女十二人を率いて移住したる処にして
一八〇〇年に到りては一男五女及び十九人の小児のみ
止まり住みしが，後年之れを見舞う旅客は齊

ひと

しく彼等
の健康を称し世人の信ずる如く近親婚は大害あるもの
に非ずとなす．然れども吾人を以て之を云わしむれば，

 仏国に於ける
病院数

各千組の夫婦に対す
る近親婚の比数

千人の児童に対する
不健康児

Ⅰ 10 5.4 2.3
Ⅱ 10 8.3 2.8
Ⅲ 14 9.95 3.0
Ⅳ 10 11.2 2.4
Ⅴ 13 12.5 2.8
Ⅵ 8 13.0 3.0
Ⅶ 14 15.8 3.5
Ⅷ 10 19.2 3.25
Ⅰ - Ⅳ 44 9.2 2.65
Ⅴ - Ⅷ 45 14.8 9.1
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我々に言わせれば，これは寧ろ観察が浅いだけである．
先ず住民の数が少なすぎて，科学的研究の材料として
は余りに薄弱である．次に，彼等は決して原始的な人々
の子孫ではない事である．人数が少ないことについて
は目をつぶるとしても，この点は決して看過できない．
更に，島に移住したのは彼ら自身ではなく，実際には
ノーフォーク島土人がピケールン女と結婚した夫婦で
あったのである．ましてこの島は全く外界と没交渉で
はなく，船舶の往来があり，船員が上陸することも少
なくなかった．ある人によれば，島民は寧ろ異姓婚を
行っていたという．

次にジャヴァ，ペルー，スコットランド，フランス
等のある地方では，近親婚を風習とするものがあるが，
同じく悪影響がないと言う者があるが，その多くは寧
ろ同姓婚で近親婚でないことは彼等が説くところであ
る．また実際に近親婚を行う者の間でも，それが無害
であることは，決して我々の見解と矛盾するものでは
ない．ミッチェル博士も，時に近親婚にも害悪を認め
ない例外があると言い，ダーウィンも同花受精の種子
でも数量，品質が異花受精のそれと全く異らず，代を
重ねても変化しない種類があることを認めている．従っ
て，これを以て近親婚に悪影響はないとするのは独断
に過ぎ，これらにはまた別の理由が存在するのである．

近婚の結果と生活の難易

しかし，近親婚の悪影響は，周囲の状況によって発現
に大きな差があると考えられる．生存が容易な環境で
は，植物の同花受精の種子でも数代に亘って健全であ
り続ける．クラムプ氏は，ネズミでも同様の実験を行い，
生活が容易な間は子孫も近親婚の悪影響に対抗できる
が，いったん生存競争が発生すると，繁殖力を欠いて
運動が遅くなり，体ばかり大きい彼らは直ちに絶滅の
危機に見舞われるという．スコットランドのある海辺
の部落の民族は，長年近親婚を行っているが平穏に暮
らし，天命を全うし，子孫が繁栄している理由は外で
もない，彼らの生活が非常に安逸だからである．彼等
は衣食足り，財産も豊かで，明日を憂うる必要がなく，
悠々自適の生活を送れるからであって，植物，動物に
おける一種の例外と同様に，近親婚の害も実際の生活
が容易である為めに大きく発現していないだけである．
いったん環境が激変して，衣食が不足し，苦労して一
生を衣食の為めに苦労する状態になれば，その運命は
ヴェダー，ニルガラの土人の現状と大差なくなるであ
ろう．

血族婚の悪習が蛮人に於て特に甚しい理由

近親婚の害は，生活の難易に伴ってその発現が異な
る．これは文明人に比べて野蛮人に悪影響が顕著であ

之等は寧ろ観察の浅薄なるの反映のみ．先ず其住民の
少数に過ぎたるは科学的研究の材料として余りに薄弱
なり．次に之等の住民が決して原始的の人々の子孫に
非ざる事なり．或は尚少数に過ぎたるは恕するを得可
きも此点は決して看過するを容さず．而して更に島に
移りたるは彼等に非ずして実はノーフォーク島土人が
ピケールン女と婚したる夫婦なりき．況んや同島は全
然他と没交渉なるに非ず，時に或は船舶の来往あり舟
夫の上陸も亦従って少なからす．或人の如きは同島民
は，寧ろ異姓婚を行うと云うあるをや．

次にヂァヴァ，秘
ペ ル ー

露，蘇
スコットランド

土蘭，仏
フ ラ ン ス

蘭西等の一地方には
近親婚を俗とするものありて同じく悪影響より免れ居
るを云うものあれど其多くは寧ろ同姓婚にして近親婚
ならざるは又族人の之れを説く処．又実際近親婚を行
うものゝ間にありても其無害なるは決して吾人の見解
と背

は い ち

馳するものに非ず．ミッチェル博士も時に近親婚
にも害悪を認めざる例外ありと云い，ダーウィンも亦
同花受胎の種子にして数量品質毫も異花受胎のそれと
異る事なく，代を累ねて尚少しも変型を見ざる種類あ
るを認むるなり．而も之れを以て近親婚に悪影響なし
とするは独断に失したるの論にして之等には又別に一
個の理由存在する也．

近婚の結果と生活の難易

蓋し近親婚の流害は四囲の状況如何によりて大に其
発現に大小ある可し．生存に安易なる場合は植物と雖

いえど

も同花受胎の種子を以てして尚数代に亘りて健全なる
を得可く，クラムプ氏は鼠に就いて同様の実験を行い，
生活に安楽なる間は子孫も近親婚の悪影響に抗するを
得可しと雖

いえど

も，一朝生存競争の発生するあらんか，繁
殖力を欠き運動遅鈍にして体量徒らに大なる彼等は直
ちに絶滅の悲境に沈倫す可きのみと．スコットランド
の一海浜部落の民族が長年近親婚を行いつゝも尚晏

あんじょ

如
として天命を楽しみ子孫愈

いよいよ

々繁栄に趣く所以のものは
他なし．彼等の生活が甚だ安

あんいつ

佚なるものなれば也．彼
等は衣食足り金多くして明日を憂うるの悶えなく悠々
自適して其生を送るを得可きを以て，夫

か

の植物界動物
界に現わるゝ一変則と趣を同じうして，近婚の害も実
際生活の安易なるが為めに大に発するに到らざるのみ．
一朝境遇激変し，食うに食少く着るに衣足らず，齷

あくせく

齪
として一生を衣食の為めに労するに到らば其運命や
ヴェダー，ニルガラの土人の現時と大差なけん．

血族婚の流弊は蛮人に於て特に甚しき理由

近親婚の害は生活の難易に伴うて其発露に差異を見
る之れ即ち文明人に比して野蛮人に於て流毒の顕著を
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る理由である．また文明人の間でも，上流，下流社会
との間に差がある理由である．英国上流社会の結婚で
は，従兄妹婚は 4.5%，中流および地方地主では 3.5%
であるが，生活の負担があるロンドン市民の各階級で
は，僅か 1.5％に過ぎない．上流社会は生活の心配が
ないため，近親婚の弊害が少なく，従って近親婚が多
いのではないだろうか．さらに，ヨーロッパ諸民族の
血は古くから甚だしく混ざりあっているため，近親婚
でも比較的純粋の血を有する他の民族に比べて害が少
ないのが常である．生活と近親婚との間には，このよ
うな関係があることがを示されている．その他の国や
未開人については，あえて多くを語る必要はないであ
ろう．例えばブラジル土人の事情に詳しいフォン，マー
チウス氏は，近親婚を風習とする部落は，孤立せずに
異姓と結婚する風習のある他の部落に比べて滅亡が早
いと言う．ベーツ氏は，北部マラソン土人の容貌，心理，
挙動が不活発で，甚だしく固形的であるのは，彼らの
視野が狭く，他と接して切磋琢磨する事がないことに
よるとは言え，主に近親婚の果に外ならず，極端な例
では一家に 4 人の子供を持つ家すらないという．疾病
に対する抵抗力が弱く，土地を移動すると死者が相継
ぐ．近親婚を常とするイザンナインド人は，異姓婚を
好むユーオープ土人に比べて人口増加率が著しく低く，
ボドキュドーには子供を 3 人以上持つ母がいないが，
白人と結婚した者は多くの子供を産んでいる．ホッテ
ントット土人は次第に消滅しつつある．シベリー師が
指摘するように，マダカスカル土人の女の多くが不妊
症であることは，非常な早熟，放縦な生活に加えて近
親婚の結果である．アイヌ民族がまさに絶滅しようと
している主な原因は，近親婚の結果であるとバチェラー
氏は言っている．このような事はすべて有力なる例証
である．

同族婚の民族の発展は想像できない

近親婚の風習で知られるのはペルシャ及びビルマであ
る．ボラ博士は王室医，兼テヘラン市医としてペルシャ
9 年滞在し，詳細に近親婚の影響を観察して見解を発
表した．その一節によると，ペルシャの婦人は決して
不妊ではない，しかし生まれた子供は生後 2 年以内に
死亡するものが多く，生き残るのは 6 人中多くても 2
人である．極端な場合は全員死亡する．従って母親が
平均 1 人の子を持つことさえ難しい．ある王女は 8 人
の子を持つが，彼らの間では大きな奇跡で，あなたの
国にもこのような多くの子持つ者があるかとしばしば
訊ねられたという．

ビルマ土人の中で 20 年間暮らしたアロンゾーパン
カー博士によると，彼らの間に異姓婚を主とする部落，
近親婚をする部落があり，二部落の体格，健康，生殖

来す所以．又文明人間にありても上流人士と下流社会
との間に差異を生ずる所以也．英国上流の結婚中従兄
妹婚は其四・五 %，中流並に地方地主間にては三・五
% を示すも生活と戦わざる可らざるロンドン市民各階
級に之れを見る時は僅々一・五 % を示すに過ぎず．上
流社会は生活の顧慮を有せず，従って近親婚の害毒を
認むる事少なく，依って近親婚尤も多きに非ざるか．   
加
しかのみならず

之 ，欧洲諸民族の血液は古来相混入する事甚だし
く従って同血族の婚姻も之れを比較的純粋の血液を有
する他の民族に比して其害少きを常とするに尚生活と
近親婚とは斯の如き関係あるを示せり．其他の国民未
開人に就ては敢て多弁を弄するの要なからん乎．例え
ばブラジル土人の事情に精通するフォン，マーチウス
氏は近親婚を俗とする部落が，孤立せず婚を異姓に求
むるを習とする他の部落に比して滅亡の期迅速なりと
云い，ベーツ氏は北部マラソン土人が容貌心理並に挙
動不活発にして甚だしく固形的なるは素より彼等の眼
界狭小にして他と接して練磨競争する事なきに依るも
のありとは云え，主として近親間に婚を結ぶ結果に他
ならずして，甚だしきに到りては一家四人の児を有す
るものを見ず．疾病に対する抵抗力微弱にして地を代
うる時は死者相継ぐを見る．近親婚を常とするイザン
ナ印度人が異姓婚を喜ぶユーオープ土人に比して其人
口増加の率著しく低き，ボドキュドーに三児以上を有
する母なきに拘らず其白人と婚せしものは多数の子女
を生める如き．ホッテントット土人が漸く其存在を忘
れんとする如き．シベリー師はマダカスカル土人の女
が多く不妊症なるは驚く可き早熟の風ある荒婬度なき
と，及び近親婚姻の結果なりとなす如き．アイヌ種属
の正に絶滅せんとす主原因は近親婚を行う結果なりと
バチェラー氏の云う如き以て有力なる例証となすを得
可し．

同族婚の民族の発展に想像す可らず

近親婚の習俗を以て聞ゆるは波 斯
ペルシャ

及びビルマなり．
ボラ博士は王室医として兼てテヘランの市医として
波
ペルシャ

斯に止まる事九年，仔細に近親婚の影響を観察して
意見を発表せしが，其一節に波

ペルシャ

斯の婦人は決して不妊
性には非

あらず

や．而も其生む処は生後一両年にして斃れざ
るもの稀れにして六人の子女中生残し得るものは多き
も二人を出でず．甚だしきは全部死亡する場合あり．
従って母にして平均一人の子を有するは寧ろ難事たる
可く，一王女が八人の子女を有するは彼等の間に大な
る奇蹟にして，余は御身の郷国にもかく多数の子女を
有するものありやとの質問を受くる事屡

しばしば

々なりきと．

ビルマ土人と二十年間を過したるアロンゾーパンカー
博士は云う．彼等の間異姓婚を主とする部落あり近親
婚を以て風とする部落あり．而して，かゝる二部落に
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力を比較すると，後者は著しく劣っていた．伝道教会
がこれを見て熱心に異姓婚を推奨した結果，大いに良
好な変化が見られたという．

考えてみると，近親婚の悪影響は文明人だけでなく末
開人ですらこれを知っている．シナスタリアン，カフィ
ア等の土人は近婚の恐ろしさを説いている．オースト
ラリアのヂーエリィ土人の言い伝えでは，大昔，神が
男女を作り子孫は繁栄した．しかし親子，兄妹が結婚
した結果，人々の体は甚だ衰え生活も苦しくなった．
そこで酋長たちが集ってムラムラ神に祈った．そこで
神は人民を二分して，一方は犬猫等の動物の名を冠す
る部落とし，他は雨，風，火等非生物の名を冠する部
落とした．そして同じ名前の部落間では絶対結婚して
はならないとした．動物の部落は必ず非生物の部落と
交わらなければならないと定め，人民はこれに従って
今日に及んでいるという．グリーンランドエスキモー
のある老父は，孫が次々に死亡することを悲しみ，そ
の子に我々の結婚はあまりに近過ぎると嘆いたという．
ハデス土人の諺には，他国人と結婚せよ，されば子供
は多いと言う．アラビアの格言にも，遠く結び，近き
を避けよと言う．つまり遠いとは異姓，異邦人のことで，
近いとは近親のことである．

異姓婚は，経験あるいは教訓に基くと論じる者の為め
に一言を付加えると，異姓婚に反すると直ちに神罰を
被るという思想が未開人中には甚だ広くあり，古代ア
リュート人は乱れた結婚によりて生れた子は，髪が長
く，セイウチの牙を持つ怪物になる言い，カフィア土
人も祖先の霊の罰で怖るべき奇形児が生まれるという
のはその例である．

親子相姦の恐怖は自然淘汰に基く

以上のように見てくると，我々は近親婚が人類にとっ
て甚だ不利な制度であると断定せざるを得ない．そし
て一般に人類がこのような結婚を忌避するのは，原始
時代からの経験に基くのではなく，この感情の源は自
然淘汰の作用に基くものであることがわかる．考える
に原始人の間にも，他の動物と異る感情あったとする
理由はなく，近親結婚は一般に行われていたのであろ
う．しかし我々がこれまで研究してきたような影響が，
特に自然の下で，厳しい淘汰に従わざるをえない生活
を営む彼らの間に著明に現れ，近親婚による子孫は次
第に死滅し，異姓婚の子孫だけが繁栄するのを見るよ
うになって，初めて本能が現れて，近親婚を忌避する
傾向を生じたのである．そしてこの傾向は，先ず長期
間同じ家庭で暮らす者の間に現れた．長い年月に亘っ
て同居する者は，主に近親者に限られる結果，近親結婚
は明白に人類の嫌悪の対象となっていったものであろう．

属するものゝ体格健康及び生殖力を比較するに後者著
しく劣等たるを免れず．伝道教会は之に鑑みる処あり
熱心に彼れの為めに異姓婚を慫

しょうよう

慂したる結果，大に好
良なる変化を見るに至れりと．

意
おもう

に近親婚の悪結果は文明人のみが云々するに止まら
ず末開人すらも尚之を知るなり．シナスタリアン，カ
フィア等の土人は近婚の恐る可きを説き，濠州ヂーエ
リィ土人の口碑には，古昔大神男女を作り子孫相繁栄
す．然るに親子兄妹相婚せし結果甚だしく人体の堕落
を来し窮厄日に甚しき為め諸酋長集り会して之れをム
ラムラ神に祈る．大神茲に於て人民を二分して一は犬
猫等の動物の名を冠する部落となし，他は非情なる雨
風火等の名を冠する部落とせり．而して同姓の部落間
は断じて婚姻相通するを得ざらしめ，有情的部落は必
ず非情的部落と相交配せざる可らずと定め，人民之に
従うてよく今日に及べりと．グリーンランドエスキモー
の一老父は孫の死亡相継ぐを悲しみ其子に諭して吾等
の婚姻はあまりに近かりしと嘆じ，ハデス土人の諺は
他国人と婚せよ然らば子女多からんと云い，アラビア
の格言も同じく遠く結び近きを避けよと云う．蓋し遠
きは異姓異邦の人にして近きは近親の間ならん．

異姓婚が経験により将
ま

た教訓に基くとする論者の為め
に一言を付加せんに，異姓婚を侵す時は直ちに神罰を
被るとする思想未開人中に甚広く行われ古代アリュー
ト人は乱倫的婚姻によりて生れたる子は，長髪を被り
海
セイウチ

象の牙を有する怪物なりと云い，カフィア土人も祖
先の冥罰を蒙りて怖る可き奇形児を生むと云うが如き
は其一端也．

親子相姦の恐怖は自然淘汰に基く

以上の如く観察し来る時は吾人は終に近親婚が人類に
とりて甚だ不利なる制度なりと断定せざるを得ず．而
して一般人類が此種の婚姻を厭うの情は原始時代より
累ね来りたる経験に基くには非ずして，実は此感情の
発する所は夫

か

の自然淘汰の作用に基くものたるを知る．
意
おも

うに原人の間，其所に他の動物と異りたる感情ある
可き理なく必ずや近親相婚するの風一般に行われたり
しならんも吾人が上来研究したる如き影響は殊に自然
に支配され其森厳なる淘汰に甘ぜざる可らざる生活を
営む彼等の間に著明にして近親婚に由来する子孫は漸
く死滅し唯異姓と結びしもの，子女のみ繁栄するを見
るや．茲に初めて本能は其勢を現わし来り．近親婚を
厭うの傾向を生じ，而も此傾向の発する処は先ず永く
同一家庭に生長したる者の間に於てせり．長年月に亘
りて同棲するものは主として近親に限る結果，近親婚姻は
明白に人類の嫌悪の目標となり終れるものたりしならん．
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この感情が祖先から子孫に遺伝したのか，あるいは
個人が自ら備えている本能に基いて人類一般に広まっ
たのかはわからないが，この感情が明らかに心理現象
として人類間に発生した時代は，家族という観念が明
らかに人類の間に現れ，子は少くとも成年に達するま
で父母の家に止まる事が一般的となり，家庭の基礎が
完全に形成された後であった．異姓婚は，家の観念が
次第に広まり，遂に部落が形成された時期に始まった
事は疑いの余地がない．一部の人類学者の言うように，
原始人は当初より小部落を形成して生活を営み，その
小部落間で互に近親結婚を行っていたと信ずる理由は
ひとつもない．また近親婚を忌避する感情が，同居す
る男女の間に始まったとするのは，原始人の感情とし
てはあまりに複雑で，到底そのようなことはあり得な
いという学者があるが，この感情は親子相姦を嫌い，
人獣相姦するを非難する感情となんら異るものではな
く，原始人には複雑過ぎるとしてこれを排斥するのは，
寧ろ原始人の理解を誤ったものである．

恋は恋を目覚ます

更にこの感情の他に，人類は配遇者を求めるに当って，
自分と異る，言い換えれば自分の持たないものを相手
に求めようとする感情を有することを，ショーペンハ
ウエル，マンテザ教授等が等しく説いている．アルフォ
ンス・ド・カンドール教授は，トルコ，北ドイツ，ス
ウェーデン等で興味ある研究を行い，男女一般に自分
の目の色と異る目の色を持つ相手を選ぶと言う．魅力
が強いと言われる褐色の目を持つ者だけが，同じ目の
色の者と結ばれる．従って異なる色の目をもつ夫婦が
非常に多いという．思うに自分と異る何かを求めるこ
とが人類に共通の性質とすれば，恋は恋を目覚ませる，
という古い言葉も必ずしも誤りではない．自分異る特
色ある相手を愛するのは，即ち相手に欠けているもの
を自分が補うことに他ならない．世の中には，片思い
に悩む者が少くないが，それでも多くは目的を達して
恋人を得るのは，このような理由によるのかも知れな
い．そしてこの現象は，近親婚を忌避する傾向を助長
する一因でもあることは明らかである．

此感情が祖先より子孫に遺伝せらるに依るか，或は
個人が自ら有する本能に基いて爾く一般的に人類に行
われたるか否かは吾人の朋言する能わざる処なれども，
此感情が明らかに心理現象として人類間に発生したる
時代は家族なる観念截然として人類の間に行われ，子
は少くとも成年に達するまで父母の家に止まる事を通
俗とし，家庭の基礎全く成りたる後にあり．異姓婚は
家の観念漸く広く遂に部落の発生を見たる時に始まり
たる事は疑念を容さゞる処にして一部人類学者の説く
如く，原人は当初より小部落を形成して生活を営み小
部落間互に近親的結婚を行いせりと信ず可き理由一も
之あるなき也．又近親的婚姻を忌む感情が共棲する男
女の間に始まれりとするは原人の感情としてはあまり
に複雑にして到底其可能を認むる能わずとなす学者あ
れど，此感情は親子相姦を忌み人獣相姦するを指弾す
る場合と毫も異る処なく，原人に複雑なりとして之を
排斥するは寧ろ原人を過まつの甚しきもの也．

恋は恋を目覚ます

更に此感情の他に人類は其配遇を求むるに当りて，己
れと異れる，換言すれば自己の有せざる或君と其相手
に於て求めんとする感情を有するはショペンハワー，
マンテザ教授等の齊

ひと

しく説く所，アルフォンス，ド，
カンドール教授は自

ト ル コ

耳義北独 瑞
スウェーデン

典 等にて興味ある研
究を為し，男女一般に自己の眼色とは異りたる眼を有
する相手を選ぶと云い，其魅力強しと称せらる，褐色
の眼を有するものゝみ同眼色の者と交配す．従って異
色の眼を有する夫婦は其数甚だ多しと．意

おも

うに自己と
異りたる或物を求めんとするが人類の通有性とせば，
恋は恋を目覚ますとの古語は必ずしも虚妄ならず．己
れと異りたる特色ある相手を愛するは，即ち其相手の
有せざる処を己れが有する所以に他ならず．世上 片

かたこい

恋の煩悶に泣くもの素より少なからざる可きも，尚多
くは目的を達して情人を得るは或は此理に基くと云う
可き乎．而して此現象は一転して近親相忌むの風を助
長する一因たらずんば非ざる事，自ら明らかなり．
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第十六章　男女の選択と愛情，同情及び利害の打算

恋愛とは何ぞや

恋は男女を結合する最も強力なる感情也．健康や美
貌や青春や粲然たる装飾や其他凡百の強烈なる印象を
人心に刻するものは直ちに恋の要素をなす．恋は単に
性欲を以て其全部となすものに非ず．麗わしき崇拝の
心も強き所有の快感も自由を愛する心も，超然たる衿
持も同じく其一部をなす．心理的現象たるに於ては彼
の異種相婚し親子相交わるを悪む処と毫も差異を見ず．
恋愛の解剖詳論は自ら別に一大冊をなさゞれは尽す能
わざらん．吾人は今眼前の必要に応ずるの範囲内にて
少しく恋愛を説明せんと欲す．

原始時代に於ける親子の愛，夫婦の愛

男女の間恋愛の如く濃厚にして強烈なる感情は他に存
在する事難らん．而も或は此感情も智識進まず生活状
態低き人民中にありては全く之あるを見ず．単に親子
の愛のみ存在すと説く者少しとせず．シベリー師はマ
ダカスカル土人は耶蘇教の行わる以前，唯血族の愛の
みありて男女，夫婦の情を見ずと云い，ベニアマー土
人の妻は夫に対して愛情を表示するは反って大なる不
敬とせらる．チタゴン土人の婚姻は性欲満足の他何の
目的を有せず．北米印度人間に恋と見る可き事態なく，
エスキモーの妻を打つは日常茶飯事なれど母が子女を
打つは忌わしき大事と見做さる．諸学者並に族行家の
云う所は概ね以上の如し．

蛮人と夫婦の愛

然しながら斯の如きは誤解のみ．素より文野の差あ
り感情の粗密あれば未開人間に文明人士の所謂恋愛が
行われざるは必しも不当と云う可らざらん．文明国に
見る如き恋愛なきを以て直ちに未開人に恋なしと云う
は速断の嫌なきを得ず．況んやブッシマンの婚姻は恋
を基として行われ，北部コンゴーの土人中には恋を讃
美する歌謡あり．タウアレック土人の恋は悲壮よく中
世騎士の俤

おもかげ

を伝うと称せられ，シーマン博士は食肉人
種のニアムニアム等すら妻に対する愛は濃

こまや

かなりと云
う．フィジ土人中愛妻の死を悼んで自殺しせる夫あり，
濠洲土人の夫婦の情がよく一生を通じて変る事なきは
世人の耳に熟する処，北米北西岸のエスキモーの若き
夫婦は，其愛情の表徴なる互の鼻を擦り合いて怡

い ぜ ん

然た
るは行人の相伝うる所也．北米印度人に恋なしとする
モルガン氏の説は直ちに力トリン氏の為めに否認せら
るゝ等，野蛮人恋愛を知らずとするは寧ろ論者の眼光
透徹せざるを表白するには非ざるか．

恋愛とは何か

恋は男女を結合する最も強力な感情である．健康，美
貌，若狭，華やかな衣装など，すべて人の心に強い印
象を与えるものは総て恋の要素となる．恋は単に性欲
だけではない．美しいものへの崇拝の心，強い所有欲，
自由を愛する心，気高い誇りもその一部である．心理
現象である点において，異種間，親子の結婚を忌避す
る心と異るものではない．恋愛の構造を詳しく述べる
には一冊の厚い本が必要であり語り尽くすことはでき
ない．我々は，眼前の必要に応じる範囲で，恋愛につ
いて説明する．

原始時代に於ける親子の愛，夫婦の愛

男女の間の恋愛ほど，濃厚で強烈な感情は他に存在
しないであろう．しかし一方で，この感情は知識が発
達していない生活水準の低い人々の間では全く見られ
す，単に親子の愛しか存在しないという説も少なくな
い．シベリー師はマダカスカル土人は，キリスト教の
普及する前，血縁の愛だけで，男女，夫婦の間の愛情
は見られなかったと述べている．ベニアマー土人の妻
は，夫に対して愛情を表示するのはかって大きな無礼
とされる．チタゴン土人の結婚は，性欲の満足以外に
目的を持たない．北米インディアンの間には，恋とい
う状態はなく，エスキモーは妻を打つのは日常茶飯事
であるが，母が子供を打つことは忌しい行為とされる．
多くの学者，族行家は，このように述べている．

蛮人と夫婦の愛

しかし，このような理解は誤解である．そもそも環境
が異なり，感情の細やかさも異なる未開人の間に，文
明人のいわゆる恋愛が行われなかったことは必ずしも
不自然とは言えないであろう．文明国に見られるよう
な恋愛がないからといって，直ちに未開人に恋がなかっ
たと結論するのは早計である．実際にブッシュマンの
結婚は恋に基いており，北部コンゴーの土人の中には
恋を讃美する歌がある．タウアレック土人の恋は悲壮
で，中世騎士の面影を伝えると言われる．シーマン博
士は，食肉人種のニアムニアム族ですら，妻に対する
愛は深いものであるという．フィジー土人の中には，
愛妻の死を悼んで自殺したものがある，オーストラリ
ア土人の夫婦の愛情が一生を通じて変る事がないこと
は良く知られている．北米北西岸のエスキモーの若い
夫婦は，互いに鼻を擦り合わせて喜びを表すことが知
られている．北米インディアンに恋がないとするモル
ガン氏の説は，既に力トリン氏が否定している．この
ように，野蛮人が恋愛を知らないとする説は，寧ろ論
者の観察不足によるものではないだろうか．
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結婚の動機

人類に恋の無い時代が存在したとは，我々は考えられ
ない．男女の結びつき，すなわち婚姻ある所に必ず恋
愛は発生したであろう．しかし，恋愛は親子，殊に母
子の愛情のように人類の生存に必須ものではなく，自
らこれに比較して弱いことは避けられない．夫婦の結
びつきの多くは，子孫に対する愛情に基く事は否定で
きないが，妊娠中の女と同居し，その為めに敵を防ぎ
食物を確保するような事は，恋愛がなければできない
ことである．つまり恋愛が存在しないのではなく他の
愛情に比して弱いだけである．

また結婚が，掠奪，売買によって行われる場合には，
恋愛は問題とならない．しかし夫婦の間に恋も愛もな
ければ，いかにしてその関係を円満に保てるであろう
か．ダコダ土人は，恋は子が生まれた後に生ずると言
い，エスキモーは結婚の後に恋は生ずるというように，
同居の後に生ずることもある．オーストラリア土人は，
恋愛なしに先ず結婚し，妻が逃走するおそれがある時
は妻の太股に槍を刺す事すらあるというが，それでも
善良な夫は，女性の気持ちを受け入れて結婚するとい
う．

恋愛は他愛主義の発達に伴って生じる

恋は利他的感情があって，初めて完全なものとなる．
文明国に美しい恋愛という花が開いた理由は，人々が
次第に利己心だけでなく他人を思い，自らを抑える心
が芽生えた後のことである．従って未だ利他主義 ( ア
ルトルイズム ) を理解していない時代，民族では，我々
が日常言うような純潔，高尚な恋愛は存在しなかった
としても不思議ではない．

東洋人と夫婦の情愛

伝え聞くところによると，中国では近世まで妻を叩く
ことは咎められず，下層社会では再び妻を買い直す損
失を避ける程度に程度に妻に食物を与えるだけであっ
たという．ヒンズー人の結婚は決して家庭の華，生涯
の伴侶を求める目的ではなく，単に子を育て夫の命令
に服して，ひたすら労働する奴隷を求めるためである
という．フィンク氏は，聖書の中にひとつもロマンチッ
クな恋愛がないことを指摘した．ある学者は，ギリシャ
の恋も情欲以外に何物でもないと論じた．また結婚ま
で男女が会わない風習がある国々では，恋愛がない事
は当然で，結婚式の当日に互に初めて対面するのが一
般的な中国に恋愛が少ないのも当然である．プラトン
は，求婚する男女は実際に接して互に異性を知ること
が必要であると説いたが，結局大きな反響を及ぼすこ
とはなく，ギリシャの結婚が恋なしに行われたことも
不思議ではない．夫婦は互に一体として生涯の苦楽を

結婚の動機

人類に恋なき時代が存在せし事は吾人の思推する能わ
ざる所にして，男女の結合 ― 婚姻ある時其所に恋愛は
発生したるならん．然りと雖

いえど

も恋愛は夫
そ

の親子，殊に
母子の愛情の如く人類生存の第一要件には非ざるを以
て，自ら之に比して微弱なるを免れず．夫婦の結合の
多くは子孫に対する愛情に基く事は否む可らざれども，
或は妊娠中の女と共に居り之れが為めに敵を防ぎ食を
求むるは恋愛なくんば即ち能わざる処とす．敢て之な
きに非ず．他に比して弱きのみ．

又婚姻が掠奪売買に基いて行わる場合には，恋愛は
問題となる能わず．然れども夫婦の間に恋なく愛なく
んば奚

いずくん

ぞよく其間の円滑を保つを得ん．ダコダ土人は
恋は子を生みて後に生ずと云い，エスキモーが結婚の
後に恋は生ずとする如く同棲の後に之を生ず可きのみ．
濠洲土人は恋なくして先ず結婚を行い逃走の虞

おそれ

ある時
は妻の股に投槍を刺す事すらあり．而も善良なる夫は
多く女の意を迎えて後結婚を行うと云わる也．

恋愛は他愛主義の発達に伴うて生ず

恋は利他の感情を待って初めて完全なる可し．文明
国に麗わしとも麗わしき恋愛という美華の開きたるは
人々漸く利己心の他に他を利し，自らを抑うるの念慮
生じて後なりき．此故に未だ利他主義(アルトルイズム)
の何たるを解さゞる時代，又民族にありては吾等が日
常称うる如き純潔高尚なる恋愛は存在せざるも亦怪し
むに足らず．

東洋人と夫婦の情愛

伝え聞く支那にては近世に及ぶまで妻を叩くは咎めら
るゝことなく，下等社会にありては再び購

あがな

うの損失を
免る可き程度に於て妻に食物を与うるのみと．ヒンズー
人の結婚は決して家庭の華，生涯の伴侶を求むる目的
に出でず単に子を負い夫の命に服して，営々として労
作する奴婢を求めんが為めにすと云う．フィンク氏は
聖書中一も浪漫的 ( ローマンチック ) なる恋愛なきを
指摘し，或学者の如きは希

ギリシャ

臘の恋も情欲以外に何物も
なかりきと論ず．又婚姻まで男女相逢う事なき風習あ
る国々に其の恋愛の発する事なきは当然にして，式日
に到って当事者互に初めて対面するを常とする支那に
恋愛の多からざる．プラトーが求婚男女は正に相接触
して互に異性を知るを要すと説きしも，遂に何等の反
響を認め得ざりし希

ギリシャ

臘の結婚が恋なくして行われたる
如き決して怪しむに足らざるなり．夫婦は互に一体と
して生涯の苦楽を分ち，相励まし相助けて以て人生の
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分ちあい，互いに励まし，助けあって良い人生を送ろ
うとするのは，利他の観念が広まり，妻を自分の半身
と見る社会にのおいてである．そして女も男と同じよ
うに自由で，決して温室の珍しい植物のように幽閉さ
れない社会に於て，初めてよく恋愛が理解され，男女
の適切な選択が行われるようになる．これこそが，現
代の先進国が幾世代もかかって到達した最良の方法に
他ならない．

選択と智情意

何故に恋愛を主とする選択が人類社会に有益かという
点については，後に詳術する．恋愛による選択が行わ
る時，当然伴うものは智，情，意の発達である也．そ
してこの事が，人類の向上にどのように後見するかに
ついては更に論ずる機会があるので，ここでは述べな
い．

同情と選択

共感 ( 同情 ) はそもそも恋愛とは異る感情であるが，
その恋愛との関係は甚だ密接で，多くの場合共感を欠
いて恋愛が生ずる事はない．趣味，情緒，生活方法，
利害関係等が等しい場合は，共感が発生し，従って恋
愛の度が高くなるであろう．しかし反対の場合は，共
感が発生せず恋愛もなく終わる．性格，特徴が反対で
あることが，かえって両性の結びつきの原因となるこ
とは前述のように実際にあるが，結局は程度の問題に
帰着する．極端に反対な性格ならば，到底一致，調和
する方法はなく，火と水のように相容れない結果にな
るだけである．寧ろ全体的には似ていて，小さなとこ
ろに違いがあることが良い．

ウィーランドによると，恋愛は同年輩の間に生じる
という．年齢の大きな差は最も同情を消し去るもので，
男性は一般に晩婚であっても，甚だしく若い妻を望む
ことは少ない．同年輩であって初めて趣味や考えが一
致して，行動も協力できるからである．従って両者の
感情が融合して恋となることはあっても，年齢の差が
あまりに大きければそのようなことは望めない．

知識の程度

また恋愛には，教育が同程度であることが必要条件で
ある．王が身分の低い女性に溺れたり，高貴な女性が
若い書生に恋するような例がないわけではないが，教
育，知的水準に隔たりがあると，両者の考えが一致し
せず，恋愛の要素である共感が発生しにくい．これこ
そが，現代において社会的階級が混乱せず依然として
存在する主な理由のひとつである．

美果を収めんとするは，利他の観念行われ妻を以て自
己の半身と見る社会にして，且つ女子も男子と齊

ひと

しく
自由にして決して温室の珍

ち ん き

卉の如く密閉せられざる社
会に於て初めてよく恋愛を解し之れによりて男女の完
全なる選択行わるを得可し．之れ蓋し現代先進国が幾
代を通じて踏み来りたる最良の風俗に他ならず．

選択と智情意

何故に恋愛を主とする選択が人類社会に有益なるか
に関しては，後に詳論する処ある可し．恋愛による選
択行わる時必然に伴い来るものは智，情，意の発達也．
而して此事が如何に人類の向上に資する処あるかは更
に論ずる機会ある可し．敢て茲に論ずる事をなさず．

同情と選択

同情は素より恋愛と異る感情なれども，其恋愛に対
する関係は甚だ密接にして多くの場合同情を欠いて恋
愛の生ずる事はあらざるなり．趣味，情緒，生活方法，
利害関係等の相等しき時は即ち同情心の発生を見る可
く，従って恋愛の度を高からしむ可し，而して之が反
対は即ち同情を生ぜす其結果恋なきに到る．性質特徴
の相反せる事反って両性の結合を見る所以たるは已述
の如く実際なれども要するに程度の問題に帰着す可く，
極端まで反対せる性格ならば到底一致調和の手段なか
る可く，氷炭相容れざる結果たらんのみ．寧ろ大同に
して小異なるを宜しとす可し．

ウィーランド曰く恋愛は同年輩者間に生ずと．年齢の
大差は最も同情を除却する処にして，男子は一般に晩
婚なるも尚妻の甚だ若きを希わず．蓋し同年輩者にし
て初めて趣味見解の一致活動の協力をも見る事を得可
く．従って二者の感情相融合して恋となるを得可きも，
老幼の差懸絶甚しからば遂に斯の如きは望む可らざれ
ば也．

智識の程度

恋愛には又教育の同程度なるを要件とする如し．素よ
り王者が賎婦に溺れ貴女白面の書生に情を傾くるが如
き場合なきに非ずと雖

いえど

も，教育智能の程度に懸隔ある
時は到底両者の思想一致せず．従って要素たる同情の
発生する事難からん．之れ現代の社会的階級が混沌乱
雑せず尚依然として存在する主因の一也．
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人種的民族的結婚

そもそも共感の欠如は，人種間の結婚を妨げる大きな
理由である．肌の色が異なり，言語，宗教が異なれば，
そこに共感が生まれることは期待できない．共感がな
ければ，恋愛は生じない．従って結婚にいたることは
稀である．この事は特に未開人で顕著である．インド
の法律は，外国人と結婚することは敢えて咎めず，売
春など偶然的に外国人と交わる事が無いわけではない
が，結婚することは非常に嫌悪される．ギアナその他
のインド人は，黒人を非常に軽蔑し，如何なる場合も
彼らと結婚する事は不可とされる．中央アメリカのイ
スミアン土人は，言葉が異なる者と結婚することを避
け，サンサルヴァドルの土人では外国の女と交る男性
は死刑，カリフォルニアのある部落にては白人と通じ
た女は殺され，ベチァナ土人もまた同様である．中国
人は周辺の異民族と関わらずに生活するため，その間
に恋愛を生ずる事はない．フィリピン群島の肌の色が
異なる二つの部落は，大昔から隣接しているが，遂に
結婚することはなかった．スマトラでは，マレー人が
キュバの女と結婚することは著しい例外とされ，セイ
ロンのヴェダー族は殆んど記憶に残らないほどの昔か
ら，隣接するシンヘールス人と結婚したことはないと
いう．またラップランド人とスウェーデン人は，互に
結婚することを恥とし，前者はノルウェー，ロシア人
とも結婚しない．時代は異なるが，中央アメリカに於
けるスペイン人，モーリシャスに於ける英国人，ニュー
ニオン，アンチュに於けるフランス人，グリ－ンラン
ドに於けるオランダ人なども，総て土人の法律によっ
て土人の女との結婚を禁じられていた．

単に異人種の結婚を忌避するだけでなく，部落外と
の結婚を嫌う民族も少なくない．グアテマラ，アー
ツ，ビューブロスの土人は皆そうである．南部メキシ
コのシャワル部落の老人は，異部落との婚姻を以て絶
対に不可能と言い，もし万一これが行われた時はどう
するかと問われると，長く考えた末に，ただ追放する
だけと答えたという．フンボルトは，ニューアンダル
シアのチェマス土人について，彼らは同じ言葉を起源
とする部落で，小さな山や川を隔てるだけの距離にあ
るものすら異邦人と見なし，その間の憎悪は非常に強
く，その結果結婚するなどは想像もできないという．
赤道アフリカの一民族は，隣接する食肉人の部落を蔑
視して結婚することはなく，近親婚を常とするホッテ
ントツトは，如何に高貴なる相手であっても他部落の
男性と通じた女は重大な不品行と非難される．アイヌ
は，日本人が彼らを蔑むのと同程度に日本人を排斥し，
両者の結婚は非常に稀である．古代ギリシャでは，外
国人の夫あるいは妻は奴隷とされ，また財産没収の危
険に甘んじなければならず，これを免れるには，最低

人種的民族的結婚

由来同情心の欠如は人種間の混婚を妨ぐる大なる理
由なり．色を異にし言語宗教を異にする以上，其処に
同情の発生する事は一般に望み得可らず．同情なくん
ば恋愛生ぜず．従て婚姻の行わる事稀なり．此事例は
特に未開人にありて顕著なり．印度の法律は異邦人と
婚するは敢て咎めず又売婬其他の偶然的事件に基いて
異邦人と交わる事無きに非ずと雖

いえど

も，之れと婚姻する
事は絶体に嫌厭すギアナ其他の印度人は黒色人を卑む
事甚しく如何なる場合と雛

いえど

も彼等と婚する事は不可能
とし，中央亜

ア メ リ カ

米利加のイスミアン土人は異語の人と結
婚するを避け，サンサルヴァアトルの土人中外国の女
と交りたる男子は死刑，カリフォルニアの或部落にて
は白人と通じたる女は殺され，ベチァナ土人亦然りき．
支那人は所謂四夷を全く没交渉に生活するを以て其間
同愛恋を生ずる事なく，フィリッピン群島中色を異に
する二部落は上古より相隣接しつゝも遂に婚姻を通ず
る事なくスマトラにて馬

マ レ ー

家人がキュバの女と婚するは
甚しき異例とせられ，セイロンのヴェダーは殆んど記
憶す可らざる程の上代より其相隣れるシンヘールス人
と婚嫁を行う事なしと云う．又ラプランド人と 瑞

スウェーデン

典
人とは互に相婚するを恥とし，前者は又諾

ノルウェー

威，露国人
とすら婚を通ずる事なし．時代は正しく異れども中央
亜
ア メ リ カ

米利加に於ける西
ス ペ イ ン

班牙人，モーリケゥスに於ける英
国人，ニューニオン，アンチュに於ける仏人，グリ－
ランドに於ける蘭人等総て土人の法律を以て其土人の
女との結婚を妨げられたりき．

啻
ただ

に異人種の婚嫁を忌むに止まらず，又部落以外の
ものと婚するを忌む民族少なからず．ガテマラ，アー
ツ，ビューブロスの土人皆然り．南部メキシコなるシャ
ワル部落の老人は異部落との婚姻を以て絶対に不可能
事と做し，更に万一行われたる時はと，追究せられて，
沈思久しくして後只追放せんのみと答えしと云う．フ
ムボルトはニューアンダルシアのチェマス土人に就い
て，彼等は言語の源を同じうする部落にして一小山川
を隔つるのみの距離にあるものをすら尚異邦人と見，
其間の憎悪頗

すこぶ

る旺んなる結果婚姻の如きは夢想するだ
も不可能なりと云い，赤道阿

ア フ リ カ

弗利加の一民族は相隣れ
る食肉人の部落を卑めて婚嫁相通ずる事なく，近親婚
を常とするホッテントツトは如何に高貴なる相手なり
とも苟

いやし

も他部落の男子と通ぜし女は大汚行を敢てせし
ものと指弾を蒙り，アイヌは日本人が彼等を卑しむと
同程度に於て日本人を擯

ひんせき

斥し二者の間婚姻行わるゝ事
最も稀れ也．古者アゼンスにては外人の夫若くは妻は
奴隷とせられ又財産没収の危険に甘ぜざる可らず．之
を免れんとならば最少限１千ドラメーの贖罪金を奉ら
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一千ドラメーの贖罪金を支払わなければならなかった．
スパルタでは，外人との婚姻は不法行為とされ，ロー
マでは市民権を持たない者と市民との結婚は法律上効
力を持たず，その子供は嫡子ではない．従って財産相
続の権利を持たない．そのため父親はその子供のため
に同族から配遇者を求めるのが常であった．

社会的階級と特権

共感もなく恋愛もなく，従って結婚もないという状
況は，人種，国民，部落の間だけではない，一つの国，
一つの部落内でもこのような事がある．即ち階級が異
なることによって結婚できない場合である．思うに，
社会において階級というものが発生したのは，主に征
服の結果である．英国のノルマン，ゲルマン地方のゴー
ルなどはその例である．サンスクリットの Varna( 階級 )
は色の意味であるが，征服者のアーリア人種はヒンズー
土人の黒い肌を嘲り，自らを優れた存在とし，人種的，
宗教的偏見を頑なに固持した．その結果今日もなお刹
帝利 (Kshattriya)，婆羅門 (Brahman)，吠奢 (Vaisya)，
戌陀羅 (Sudra) の四つの階級がある．異る祖先を持ち，
征服者たる威光を誇る貴族の子孫と，被征服者の劣等
民族の哀しい自覚を強いられ，実力の差は如何ともで
きず侮辱の下に萎縮して生きる人々との間には，自ら
権利，義務，生活状態，思想等に独特の違いが生まれ，
両者は永久に一致することはできないように見える．
中世の歴史家が，貴族の栄華が次第に亡びてゆくのを
嘆いた歴史を見よ．彼らの目には，自分の属する貴族
階級しか映っていなかった．その暴政の下に苦しみ悶
え，数々の流血の辛酸をなめた農民，賎民があること
にまるで知らなかったようである．いや本当に知らな
かったというべきなのか．彼らは，賎民，被征服者の
子孫を全く人類以下の動物と見ていたのである．

近世文明と人種的偏執

階級が異なる者の間に結婚が行われないのは，共感
や恋愛の欠如によるのは勿論であるが，更に征服者の
子孫は常に自分の血統を誇り，劣等の者と結婚して祖
先より伝わる名誉を汚すまいとする虚栄心があるから
である．マリアン群島では，貴族だけが永遠の命を授
けられると信ずる結果，平民の女を妻とする者は死罪
とされる．グアテマラの自由民は，奴隷と結婚すれば
直ちにその自由民の権利を奪われて奴隷に落とされる．
タヒチの女は，身分の低い夫と結婚すると，生まれて
くる子供は直ちに殺して養育しない．マダカスカルの
ホーヴァス土人の間には，貴族，平民，奴隷の三階級
があり，奴隷の中には更に上中下の三段階があるが，
それぞれの間で結婚することはない．奴隷と自由民と
の結婚を許すのは，僅かにアフリカの内地の三四部落
があるだけである．インドでは，マヌの時代は特に禁

ざる可らず．スパルタにては外人との婚姻は不法行為
とせられ，羅

ロ ー マ

馬にては市民若くは市民権を有せざる者
と市民との結婚は法律上効力を有せず．子は正子に非
ず従って財産相続の権利を有せず．故に父は通常其子
の為めに同族中より配遇を求むるを常としたりき．

社会的階級と特権

同情なく恋愛なく従って婚姻なきは人種国民部落
の間のみに非ず．一国内一部落内に於ても尚此事あ
り．即ち階級を異にするによりて婚姻行わざる事之れ
也．顧

おも

うに社会上階級なるものゝ発生したるは主とし
て征服の結果に出ず．英国のノルマン，日

ゲ ル マ ン

耳曼地方の
ゴールの如き，又サンスクリットの Varna( 階級 ) は
即ち色の義にして征服者たるアリアン人種はヒンズー
土人の黒色を嘲りて自ら己れを高しとなし人種的宗教
的偏見を固持して之れに望みたる結果今日尚刹帝利
(Kshattriya)，婆羅門 (Brahman)，吠奢 (Vaisya)，戌陀
羅 (Sudra) の四種姓ある即ち之れ也．異りたる祖先を
有し征服者たる余威に誇る貴族の子孫と，被征服者劣
等民族等の憫む可き自覚を強いられつゝ実力の差は如
何とす可らずして慢侮の下に跼

きょくせき

蹐する人民との間には
自ら権利義務生活状態思想等に特有なるもの発生し，
両者は永久に一致する能わざるかの観を呈す．夫

か

の中
世史家が貴族の栄華漸く亡びんとするを絶叫したる歴
史を見よ．彼等の眼中唯己れの属する貴族階級あるの
み．其暴威の下に坤吟し苦悶しつゝ幾多流血の惨を嘗

な

むる農民賎民あるを知らざるものゝ如し．寔
まこと

に知らず
とするを当れりとせんか．彼等は賎民被征服者の子孫
を以て全く人類以下の動物と見たれば也．

近世文明と人種的偏執

階級を異にするものゝ間に婚姻行われざるは同情と恋
愛との欠如に基くや勿論なれども更に征服者の子孫に
は常に自家の血統を誇り劣等の者と婚して祖先より伝
わる名誉を汚さゞらんとする虚栄の心あり．マリアン
群島にては唯貴族のみ永生の魂を授けられたりと信ず
る結果平民の女を容れて妻とする者は死罪に逢い，ガ
テマラの自由民は奴隷と婚すれば直ちに其自由民の権
利を奪われて奴隷に貶せられ，タヒチの女が仮に賎夫
と婚するも其生まるゝ子は直に圧殺して養育する事な
く，マダカスカルのホーヴァス土人の間には貴族平民
及び奴隷の三階級あり．又奴隷の内更に上中下の三段
あり，其間各々婚嫁相容るゝ事なし．奴隷と自由民と
の内に婚姻を許すは僅にアフリカ内地の三四部落ある
に過ず．印度はマニュー時代は敢て禁制行われざりし
が後世に到りては各階級間婚嫁厳禁せられ且原始的四
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止されていなかったが，後世になって各階級間の結婚
は厳禁され，またもともとの四階級はさらに無数の小
階級に分けられたが，その小階級の間ですら結婚を行
う事はないという．同様の風習はシャム，セイロン，
チタゴン，朝鮮等にも同様にく行われており，中国では，
俳優，捕吏，舟夫，若力等の各階級間では結婚しては
ならない決まりがあった．日本も貴族の階級(大名士族)
の間，貴族と平民の間の結婚を許さない風習があった
が，明治維新以来これは徹廃された．

ヨーロッパでも，また同様の歴史が随所に見られる．
ローマは紀元前 455 年迄は貴族平民間，貴族と奴隷 ( ク
リエンツ ) との間の結婚を禁じ，チュートン民族では
男が奴隷の女と通じれば，男は直ちに奴隷の身分に落
とされ，女は死刑とされた．スカンジナビア地方では，
奴隷制は早くから衰退したが，ドイツ地方ではこれに
代って農奴が発生し，13 世紀まではこれと通じた女性
は死罪とされた．ゲルマン地方，スカンジナビア地方は，
いずれも自由民の中から貴族という新階級が発生した
が，その後貴族と自由民との結婚は不適切とみなされ，
スウェーデンではこの慣習が 17 世紀まで続いた．

近代文明は，社会の利益，風俗，習慣，感情，知識の
差を小さくし，これを平等にする傾向を持つと同時に，
上述のような社会的階級の廃止，平均化をめざした．
従って，現代文明国の人々は，家柄による社会的な地
位の上下はなくなり，貴族，平民の区別は前世紀の名
残として僅かに存在するだけである．階級に応じて結
婚する風習も，このように次第に減少しつつあること
は誰しも認めるところである．従ってドイツ普通法 ( ゲ
マイネスレヒト ) で貴族が平民の女と結婚するとき，
その妻子に夫と同様の特権を認めないと定めているの
は寧ろ近代の立法では例外に属し，この法律が現在は
効力を失っていることは広く知られている．このよう
に法律では社会階級に基づく障害は撤廃されているが，
風習と偏見による階級，人種の差はなお少なからず結
婚の障害となる場合がある．英国では殆んど認められ
ないが，米国に於ける黒人，白人間のあきらかな区別や，
ドイツ王族の結婚，フランス貴族，準貴族間に於ける
古い慣習は，なお前時代の名残とみるべきものであろ
う．しかし各国民は次第に接近し，国際的な共感も次
第に盛んとなり，以前は国法の保護すら与えられなかっ
た外国人も，現在ではどこの国に行っても同じように
法律の保護を受けられるようになった．19 世紀から急
速に発達した交通機関は，各国民の距離を短縮し，国
民的，人種的偏見はますます減少するようになった．

階級は其間又無数の小階級に分れたれど其小階級間に
於てすら婚を行う事なしと云う．同様の風習はサイア
ム，セイロン，チタゴン，朝鮮等に齊

ひと

しく行わる処に
して支那にては俳優捕吏，舟夫若力等は各階級の間に
於て婚嫁せざる可らざる定あり，日本も貴族各階級 ( 大
名士族 ) 並に貴族平民間の婚姻を許さゞるを風俗とせ
しが，明治維新以来此事徹廃せられたりき．

例を欧洲に取るも亦同様の歴史は随処に散見す．羅
ロ ー マ

馬
は紀元前四百五十五年迄は貴族平民間，貴族と其隷
民 ( クリエンツ ) との間に婚姻を結ぶを禁じ，チュー
トン民族は男子もし奴隷の女と通ぜば直ちに奴隷たる
可く女子にして之を行う時は死罪に当る．スカンヂナ
ヴィア地方にては奴隷の風夙

つと

に衰えしが独
ド イ ツ

逸地方にて
は之れに代りて農奴の発生を見，第十三世紀に到る迄
は之れと通じたる女子は死罪に当ると論ぜられたり．
日
ゲ ル マ ン

耳曼地方，スカンヂナヴィア地方は同じく自由民中
より貴族なる新階級を生ぜしが後には貴族と自由民と
の結婚は不合理なりと観念せられスウェーデンにては
此風第十七世紀迄継続せられたりき．

近世文明は社会の利益風俗習慣感情及智識の差を小な
らしめ之を平等にする傾向を有すると同時に他の一方
に於ては如上の社会的階級の撲滅平均を期せんとす故
に現代文明国の人民は門地の如何によりて社会上の地
位の高下を定むる事なく貴族平民の別は前世紀の余波
として僅かに存在するものゝみ，階級に応じ婚嫁する
風は斯の如くして漸く減少せんとしつゝあるは何人も
共に認むる処なり．従って独

ド イ ツ

逸普通法 ( ゲマイネスレ
ヒト ) 中貴族が平民の女と婚せし時其妻子に夫と同様
の特権なきと定めたるは寧ろ近世立法中の異例に属し，
且つ法律も現時効力を失いたるは吾人を俟たずして人
の知る所也．斯の如く法律に於ては社会階級に基づく
障碍は徹退せられても風俗と偏見によりて階級人種の
差は尚少なからず婚姻の障害となる場合なきに非ず．
英国にては殆んど認むるを得ざれど米国に於ける黒白
人種の間の截然たる区別や，独

ド イ ツ

逸王族の婚姻今や仏国
貴族並に準貴族間に於ける旧習の如きは今尚前代の遺
風として見る可きものならんか．而も各国民は漸次に
近接し来り国際的同情漸く旺んに曾っては国法の保護
をすら与えられざりし異邦人も今日は何れの国家に往
くも同じく法律の保護に浴するを得可く，第十九世紀
より俄然として長足の進歩をなしたる交通機関は各国
民の距離を徹し茲に昔日の国民的若くは人種的偏見は
愈
いよいよ

々減退するの傾を生ずるに到れり．
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人種間の婚姻を防害する原因としての宗教

最後に結婚の障害となるものは宗教である．回教国で
は，同じ回教徒の子孫であらば，アラビア人であろうと，
イラン人であろうと，とツラニアン人であろうと，モ
ンゴル人であろうと，同じように結婚できるが，キリ
スト教徒との結婚は非常に稀である．そしてこれが許
される場合でも，その子供は遺産を相続できず，また
その信仰は回教でなければならないという前提がある．
ユダヤ人は，比較的人種の混血なしに今日に到ったの
も，やはり宗教の力によるものである．ヨーロッパでは，
彼らを下等人類 ( インフラヒユーマン ) と称して結婚
を避けたからである．

キリスト教でも，同一の事例がある．使徒パウロは，
異教徒と結婚を強く排斥した．時にこれを許した場合
もあるが，それは布教の一方便と見るのが妥当である．
エルヴィアの宗教会議では，明白に異教徒との結婚を
禁じ，これを犯す者は破門すると宣言された，更に後
に新教 ( プロテスタント ) が生まれると，新旧の教派
間の結婚は忌避され，今日では法律でこれを定めるよ
うな事は無いが，ローマ旧教 ( ローマンカソリック )，
新教 ( プロテスタント ) が併存する地方では，両者間
の結婚は婚姻は他に比べて非常に少ないという．しか
し，近代文明の力はこの点にも波及し，信仰の差異は
次第に結婚の障害となる力を失いつつあることは，次
ぎに示すバイエルン地方に於ける新旧信徒の結婚率の
増加からも知ることができる．

1835 ～ 1850 年間に於ける同国全婚姻数に対する新
旧両教徒間の結婚数は 2.8%，1850 ～ 1860 年 3.6%，
1860-1870 年 4.4 ％，1870-1875 年 5.6%，1876 ～
1877 6.7%．

以上述べた事から見ると，近代文明の力は一方に於て
禁婚の範囲を縮小しつつあると同時に，他方面では結
婚の範囲をますます拡張しつつあることが分かる．そ
して，後者は実に人類文明史上の一大偉業とも言え，
次第に改善されて，最も極端に保守的な法律や習慣を
さえも動かし，全く新しい世界が導かれ，歴史上初め
て大きな転換点を生みだしたのである．

子女を欲しがる感情

以上は男女を結びつける原因のうち，詩的な側面 ( ポ
エチカルサイド ) である．そして次に述べるべきは，
散文的な側面 ( プローズ ) である利害，打算であろう．
便宜上，まず男性が女性を選ぶ基準から述べると，そ
の最も重要なるものは女性の生殖力である．子供を望
むのは人類共通の性質で，如何なる階級，民族でも，

種間の婚姻を防害する原因としての宗教

最後に婚姻の障碍をなすものは宗教なり．回教国に之
を見るに同じく回教徒の子孫なる以上はアラビア人た
るとイラニアン人たるとツラニアン人たるとモンゴー
ル人たるとを論ぜず齊

ひと

しく相婚姻を通ずるも耶蘇教徒
との婚姻は頗

すこぶ

る稀れなり．而して之れを許す場合と雖
いえど

も其子女に遺産相続者なく彼等の信仰は必ず回教たる
可きを前提す．猶

ユ ダ ヤ

太人が比較的他人種の血を雑
まじ

えずし
て今日に到りたるは同じく宗教の力にして欧洲は彼等
を下等人類 ( インフラヒユーマン ) と称して之れと婚
姻するを避けたれば也．

耶蘇敷に於ても同一の事蹟残れり．使徒ポーロの如き
は熱烈に異教徒との婚姻を排斥し，時に或は之を許せ
し場合ありと雖

いえど

もそは布教の一方便と見るを至当とす
可くエルヴィアの宗教会議にては明白に異教徒と婚姻
するを禁じ此禁令を犯す者は破門す可しと宣言したり
き．更に後世新教 ( プロテスタント ) の生るゝに及ん
では新旧に教派間の婚姻をすら忌み，今日にては国法
上に之を定むる如き事なけれども羅馬旧教 ( ローマン
カソリック )，新教 ( プロテスタント ) の並び行わるゝ
地方にて二者間の婚姻は他に比して甚だ少なしと云う．
然れども近世文明の力は此点にも亦波及し信仰の差異
は次第に婚姻の障害なる力を失いつゝあるは左に示す
バアリアに於ける新旧信徒の婚姻率の増加を見ても知
ることを得可し ．

一八三五－一八五〇年間に於ける同国全婚姻数に対し
て新旧両徒の相婚せるものゝ数は二 ･ 八 %，一八五〇
－一八六〇年，三 ･ 六 %，一八六〇－一八七〇年，四
･ 四％，一八七〇－一八七五年，五 ･ 六 %，一八七六
－一八七七年，六 ･ 六 %．

以上論究したる所より之を見れば，近世文明の力は一
方に於て禁婚の範囲を狭小しつゝあると同時に他方面
にありては婚姻の範囲を愈

いよいよ

々拡張しつゝあるを見る可
し．而して後の部分は実に人類文明史中の一大偉業と
云うも不可なく漸

ぜん

を追うて漸
ようや

く改まり，最も極端に保
守的なる法律や習慣を駆りて全く新たなる光朋の世界
に導き，茲に初めて一大断層を歴史上に画し得たるも
の也．

子女を欲する情

以上は男女互に相結ぶ原因中の詩的方面 ( ポエチカル
サイド ) 也．然らば次に説かざる可らざるは其散文 ( プ
ローズ ) なる利害打算ならん．便宜上男子が女子を選
ぶ標準より初めんに，其最も主要なるものは女子が生
殖力なり．子を欲するは人類の通性にしで如何なる階
級にある民族と雖

いえど

も子を思うの情に到っては敢て差異



138

子を思うの心には差異はない．もちろん堕胎，嬰児殺
等の罪悪が行われることはあるが，そのような例は極
めて少数で，これを以て人類全体の子を思う心情を否
定することは到底できない．子供が多くありますよう
に，とはマダカスカル土人の婚姻の祝辞である．子を
もたずに死ぬのは人生の最大不幸であるとは，黒人の
信仰である．フィダのある酋長はボスマン氏の問に答
えて，自分ほど不幸な者はない，自分は死んだ者を含
めても 70 人しか子供がいないと大きなため息をつい
たという．ツガンダ，ツンヨロー等の土人は，双子が
生まれると盛大な宴を催して祝う．シベリアの人々は，
子供と牧牛が多いことを人生最大の幸福とする．正直
者の子沢山 ( オネストピープルハヴメニーチルドレン )
とは日本の諺である．中国人は，子供が多いことを家
の誇りとし，ローマ人は嫡子を得るために結婚し，ゲ
ルマン人は家に子供がいないのは，世界に太陽がない
ようなものだという．

従って，女性が結婚する時，妻としての本来の役割は
寧ろ母であることと考えられ，母であるか否によって
社会から受ける尊敬は大いになる異なる．リヴィング
ストンは，アンゴラの土人風俗について，彼らの敵を
呪う方法の中で，これほど非常に効果があるものはな
いという．彼らは踊りながら歌う歌詞の中に，憎む女
の名を加えて，今も子がなく恐らくは今後も産まない
だろう，という一句を歌い，歌われた女性は集団から
逃げだし，甚しい場合は自殺までするという．これは
子供のない妻は不自然，不必要なるものと考えられる
からで，このような呪いは中世のローマ法王の破門状
のように，相手を追い詰めるものなのであろう．これ
からも，妻が夫により如何なることを要求されていた
か十分理解できる．中央アフリカ，特にマラリアが蔓
延する地方に住む土人の女は，甚だしく不妊症が多い
ため，男性は子供が生まれるまでは決して女を妻とし
ない．ブック博士は，ヴチャクの土人の少女は子供を
早く産んだ者ほど早く結婚するという．クリーキ土人
は予め一年の期間を定めて同棲し，子供が生まれて後
初めて正式に結婚する．子供ができないときは，更に
配遇者を他に求める．エッセン土人は，同じようにこ
れを三年に限るという．これらはいずれも，男性の妻
に対する要求，希望を示すものである．

何故子供を求めるのか

男性が子供をもちたいとする欲望，言い換えれば妻の
多産への期待の由来については，種々の説がある．考
えてみると，人類には繁殖しようという本能がそなわっ
ている．老後の備えとして，あるいは宗教心から，あ
るいは一種の野心から，子供を多く持ちたいとい望む
ことももちろんあるだろうが，特に最も純粋で強力な

あるを見ず．素より堕胎，嬰児殺等の罪悪が行わるゝ
を認めざるには非れども，斯の如きは極めて少数に過
ぎす之れを以て人類の子を思うの情を非難せん事到底
能わざる所ならん ． 子女多かれとはマダカスカル土人
が婚姻の祝辞也．子なくして死するは人生の最大不幸
とは黒人の信仰也．フィダの一酋長はボスマン氏に答
えて我程不幸なるものはあらじ，余は死せしものを併
するも尚七十子を有するに過ぎざればと長大息し，ツ
ガンダ，ツンヨロー等の土人は双児生るや盛宴を催し
て大に之を祝す．シベリアの人は子女と牧牛の多きは
人生の最大幸福となし，正直者の子沢山 ( オネストピー
プルハヴメニーチルドレン ) とは日本の諺にして支那
人は子女多きを家の誇りとなし羅

ロ ー マ

馬人は正出子を得ん
が為めに結婚し，日

ゲ ル マ ン

耳曼人は家に子なきは猶世界に太
陽なきが如しと云う．

されば女子の婚するや，妻としての天職は寧ろ其母た
るにありと見做され，母たると否とは社会の尊敬に大
なる差等を生ず．リヴィングストーンはアンゴラ土人
風俗を語りて，彼等の敵を呪う後程直接に偉効ある者
なけん．彼等は舞踏の際歌節の間に，其悪む所の女の
名を加えて，今も児なし，恐らくは今後とて産まざら
んの一句を誦せんか，其謡われたる女子は群を去って
走り，甚しきは自殺をするを敢てすと．蓋し子なき妻
は不自然且つ不必要なるものと思惟するを以て此呪詛
は中世羅

ロ ー マ

馬法王の破門状の如く其相手を窘
きんぱく

迫するもの
ならん．以て妻が夫により如何なる要求を受くるかを
説明して余りある可し．中阿特にマラリヤ猖

しょうけつ

獗を極む
る地方に住む土人の女は甚だし不妊症なるを以て男子
は子を挙げざる間は決して女を容れて妻とせず．ブッ
ク博士はヴチャクの土人の少女は児を産む事早き者程
婚姻を行う事早しと云う．クリーキ土人は予め一年の
期間を定めて同棲し子を設けて後初めて正式の婚姻を
行い，子なき時は更に配遇を他に求め，エッセン土人
は同じく三年を限ると云う．齊

ひと

しく男子の妻に対する
要求希望を示すものなり．

何故に子を求めんとするか

男子が子を欲する欲望，換言すれば妻の多産たる可き
希望の由来する所に関して種々の説あり．意

おも

うに人類
には繁殖の本能具わる．老後の計として又宗教心より
或は更に一種の野心より子女の多からん事を望む素よ
り有り得可しと雖

いえど

も，就
なかんずく

中最も純潔にして又最も強力
なるものは子孫を繁栄ならしめんとする本能にありと
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動機は，子孫を繁栄させようとする本能にあると言え
る．

宗教心に基くものとしては，ヘブライ人，古代アーリ
ア人，特に男児を欲した日本，中国の古い習慣，一部
の未開人がこれに当たる．幼稚な段階の信仰では，死
者も死後の世界で現世と同じ生活を営むと考えられて
おり，衣食その他を生前と同様に供えた．そしてこれ
を捧げて祖先を祀ることは，男系子孫の務めとされ，
そうしないと霊が餓えると信じられた．これが，日本
に家督相続という特殊な制度ある理由である．中国，
ローマ等も，日本と同様にこの考え方が明かである．
今日でも，リンケット土人の中には，妻の財産すら祖
先の祭祀の為めに使い尽くして，自ら赤貧に甘んじて
生きる者があるという．

また利益の面から子供を欲しがる場合もないわけでは
ない．未開人は，子供の養育はそれほど面倒ではなく，
窮乏の際は簡単に子供を売ったり殺す事もでき，成長
して 5, 6 歳にもなれば，山野に狩猟して食物を得る能
力を備え，成年に達すれば父に従って戦場で活躍して
部落の兵力に大いに貢献する．女児であっても，母を
助けて内に耕作して食糧を作り，結婚する年齢に達す
れば，少なからざる婚資金を獲得して他家に嫁がせる
ことができる．従って，野蛮人では子供は貴重なる財
産であり，子供がなければ老後の寒さ，飢えを避けら
れなかった．子供が財産であるという考えは，未開人
に限られたことではなく，半開状態の農耕民，牧畜民
も同様である．というのも，家畜を守り，田畑を耕す
には，子供が多いほど好都合だからである．

文明人と子女欲

しかし，一度視点を転じて文明国を見ると，我々はそ
の情況が一変することに驚かざるを得ない．そもそも
文化の進歩，人智の発達は，人々の生活状態を複雑にし，
生存競争を生抜くためには長期に亘る専門的教育を受
ける必要がある．少くとも上流階級や市民にとっては，
子供は全く富の源泉ではなく，むしろ財産を消費する
原因であり，まして宗教的な理由で子孫を望む事が全
くない欧米では，特に子供を求めるの欲望は弱くなる．
子のない親がそれを悲しむのは当然であるが，一方で
妻が母であるか否かによって尊敬の程度に差を生ずる
ようなことはない．結婚は，このように単に子供を求
める目的で行うものではなく，更に何か高遠な理想の
下に結ばれるの傾向が現れ始める．ただし夫婦関係に
おいて子供の有無がその親しさに大きな差異をもたら
すことは避けられないことである．スイスでは，子が
ないことは離婚の理由にはあたらないが，離婚総数の
5 分の 2 は子供のない夫婦であることからも，この事
情を理解でよう．

す可し ．

宗教心に基くものはヘブリュー人，古代アリアン人種
が殊に男児を欲したる日本，支那の古俗及び一部未開
人の行う所も亦是れにして，幼稚なる信仰にありては
死者も亦他界に於て現世と同一の生活を営むを以て衣
食其他尚生ける当時と同様に之を供えざる可らず．而
して之れを捧げ之を祀るは其家の男系子孫の務にして
此事なくんば霊は即ち餓

う

ゆと信じたり．之れ日本に家
督相続なる特殊の制度ある所以．支那羅

ロ ー マ

馬等は日本と
共に最も明白に此思想を表わしたるもの也．今日に於
てもツリンケットト土人中には妻の財産をすら祖先の
祭祀の為めに蕩尽して悔まず自ら赤貧に安じて世生を
送るものありと云う．

又利益点より子を欲する場合も之なきに非ず．未開
人民にありては子女は養育に煩なく又窮乏の際は之を
売却し又殺す事も容易なる可く殊に長じて五六才とな
れば山野に狩猟して食を求むる能力を備え成年に達す
るや父に随って戦場に馳駆し大に部落の兵力を増さん．
女児と雖

いえど

も母を助けて内に耕して食糧を作る可く婚姻
の年齢に達せんか，少なからざる贖金を得て之を他に
与うるを得可ければなり．故に野蛮人にありては子女
は貴重なる財産にして之なくんば老来凍餓の厄は終に
避くる能わざらん．子女の財産なるは敢て未開人のみ
に限らず半開耕牧の民と雖

いえど

も亦然り．蓋し家畜を守り
園圃を耕するに彼等は子女の多き程便利を感ず可けれ
ば也．

文明人と子女慾

然れども一度頭を回らして文明国に之を見れば，吾人
は情況の忽ち一変するに吃驚するを禁ずる能わず．蓋
し文化の進歩人智の発達は人民をして其生活状態を複
雑ならしめ，苟

いやしく

も生存競争裡に立たんには長期に亘り
て専門的教育を受けざる可らす．少くとも上流並に市
民にとりては子女は毫も富の源泉に非ずして寧ろ財産
消費の原因たり況んや宗教的に子孫を欲する事全く之
なき欧米に於ては特に子女を求むるの欲望は薄弱とな
れり．子なき親は素より之を悲む可し．而も妻は其母
たると否とによりて尊敬の度に差等を見る事なきは事
実なり．結婚は斯の如くに単に子女を求むるの目的よ
り行うものに非ず．何物か更に高遠なる理想の下に結
ばるゝの傾向を示し初めたり．但し夫婦と子女の有無
とは其関係の親疎に大なる差異あるは蓋う可らざる所
にして瑞

ス イ ス

西にて子なきは離婚の要件には非ざれども，
尚其離婚総数の五分の二は子なき夫婦の間に起るを見
ても此間の消息は解し得らる可し．
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労働者としての妻

結婚に際して男子が女子に求むる処の主要なるもの
は，多くの子女を産む事に存すれども，而も之が唯一
の要求とは見る可らず．妻は一方に於て夫にとりて甚
だ有力なる助手たる場合あり．野蛮人に於ては食糧を
求め子を育て夫の為めに安じ交戦に従事せしむるは一
に妻の職務にして，農業国，游牧の民にありては更に
妻の能力に信頼せざる可らざる事務多からざるを得ず．
彼等にありては妻は食物を調理し家畜を養い或は耕

こううん

耘
し更に布を織り衣を縫う等家庭百般の事は其手を待た
ざる可らざる也．グリーンランドの女は裁縫に巧みに，
家事を善くする者程求婚者多く，チーラデル，フュゴー
にては壮者も甘んじて家事に馴れたる老女と婚し，ター
ユマンにては若き後家は処女よりも婚価高きも皆此理
由に由るなり．

買夫，買妻の陋習

文明の進歩に伴い，個人の生命財産安固となるに従っ
て之等の勢力は多く財産の多少と交代す．此故に結婚
の標準は之を昔日に比して全く一変せしが如きも，他
の一面に於て尚新らたなる形式の下に隠れて妻を買い
夫を贖うの陋習が今尚近世社会に行わるゝを見る也．

労働者としての妻

結婚に際して男性が女性に主に求めるのは，多くの子
供を産む事であるが，これが唯一の条件ではない．妻
は夫にとって非常に有力なる助手でありうる．野蛮人
では，食糧を求め，子を育て，夫が安心して戦えるよ
うにするのはすべて妻の役割である．農耕遊牧の民で
は，更に妻の能力に頼らなければならない仕事が多い．
妻は食物を調理し，家畜を養い，田畑を耕し，更に布
を織り，衣を縫うなどして家事全般に妻の手が必要と
なる．グリーンランドの女は，裁縫が巧みで家事が上
手な者ほど求婚者が多く，ティエラ・デル ･ フエゴでは，
若い男でも進んで家事に慣れた年輩女性と結婚するこ
とがある．ターユマンでは，若い未亡人が処女よりも
婚価が高い．これはすべてこの理由による．

買夫，買妻の陋習

文明の進歩に伴い，個人の生命，財産が安全になるに
従って，このような様々な要素の多くが財産の多少に
置き換わってゆく．このため，結婚の基準は昔と全く
変ったが，その一方で新たな形で，妻を買う，夫を買
うという悪習が現代社会にもまだ行われているのが見
られる．
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第十七章　掠奪婚婚と売買婚

野蛮暗代と掠奪婚

掠奪婚は今尚行われ且つ諸民族の間に於て婚姻の式
中其痕跡を止めざるもの無き迄に世界一般に行われた
るもの也．ユニマク土人が近傍なるアリューシアン群
島の住民を襲うて交戦する其主目的は，一に婦女を掠
奪し来って之を妻とするにありと云わる．カリフォル
ニアのボナーク人等は他部落と戦うて婦女を奪うを業
とし，アーツ人は同部落中より妻を奪う事往々にして
少しとせず．エクアドルの印度人は同部落内にては互
に売買するも他に対しては武力を逞

たくまし

うして婦女を奪い，
カリブ部落の夫妻は主として掠奪に基きて成立するが
為め，夫妻同一言語を操るものなしと伝えられ，ブラ
ジルの或部落にては婚姻は必す隣人の女を盗んで行わ
ざる可らずとせらる．

モスキトー土人の婚儀を見るに，婚姻の約
やく

已
すで

に成り，
新郎は女の父に婿引出たる物品贈りたる後と雖

いえど

も，其
式を挙ぐるに先立って新郎は新婦を携えて逸走し，新
婦の親戚故旧に追われて式場に到らざる可らず．アロー
カニア土人も亦同様の形式を以て婚姻式の主要なる一
部なりと見る．即ち新郎に手を執られたる新婦は外観
的に頗

すこぶ

る之れと争う真似し，喧騒を極めたる一場の喜
劇を演ずるを要する也．ユーオープ，フィージアン土
人等亦同じく此形式が婚儀の主要部を形成すとなす．

ブッシュマン，バチャンナ，ワカムバ等の土人は主と
して売買によりて婚姻を行うも其儀式中には明らかに
掠奪婚たる旧観を留め，東部赤道アフリカのワティダ，
ワチャガ亦同様の風俗あり．

濠洲土人を見るに彼等の婚姻は其実質に於いて明掠奪
婚なれども，同一若くは近接する部落間にて婦女の掠
奪行わるゝ時は復讐相次ぎて平和一日も保たれざるを
虞れ敢て此事を行わず．僅かに遠距離に散在し若くは
平日仇敵視する部落間に時々行わるゝあるのみ．又事
情に阻碍せられたる若き男女両々手を携えて駆落ちす
る風は，人煙甚だ稀れなりし古代は頻々として流行し
たりしならんも，今日に及んでは掠奪婚に比して敢て
多く行わると称する能わず．

而もタスマニア人は一般に妻は敵部落より奪うを常と
し，マオリの土人は実際に又時に形式的に友人の協力
を得て妻を奪うの事あり．フィジ，サモア，ニューギ
ニア特に印度洋群島，印度の未開部落間に行わるゝ処
も概ね之と相類似し，更にアラビア，トルコ，並に小
亜細亜地方の各部落にも又欧露の一部等にては其婚儀
中掠奪婚の古を偲ぶに足る幾多の形式存在するを見る．

野蛮暗代と掠奪婚

掠奪婚は現在もなお行われ，また諸民族の間の婚姻の
儀式の中にその痕跡をとどめていないものは無いとい
えるほど，世界一般で行われたものである．ユニマク
土人が，近くのアリューシャン群島の住民を襲って戦
う主な目的は，ひとえに婦女を掠奪して妻とすること
にあると言われる．カリフォルニアのボナーク人等は，
他部落と戦って婦女を奪うことを常とし，アーツ人も
同じ部落から妻を奪う事がしばしばあったという．エ
クアドルのインディアンは，同じ部落内では女性を売
買するが，他の部落に対しては武力をふるって婦女を
奪う．カリブ部落の夫妻は，主に掠奪婚なので夫妻が
同じ言語を操る者がないと言われる．ブラジルのある
部落では，結婚は必す隣人の女を盗んで行わなければ
ならないという

モスキトー土人の結婚式をみると，既に婚約が済み，
新郎が新婦の父に婚資を渡した後であっても，結婚式
を挙げるに先立って，新郎は新婦を連れて逃げだし，
新婦の親戚や知人に追われて式場に向かわなければな
らない．アローカニア土人もまた同様の形式を結婚式
の重要な一部とする．即ち新郎に手をとられた新婦が，
外見上は激しく争うふりをして，大騒ぎする喜劇を演
ずることが必要である．ユーオープ，フィジー土人等
えも，また同じ形式が式の主要な部分となる．

ブッシュマン，バチャンナ，ワカムバ等の土人は，主
に売買によって結婚するが，その儀式中には明らかに
掠奪婚の古い姿を留めている．東部赤道アフリカのワ
ティダ，ワチャガ族にも同様の風習がある．

オーストラリアの土人を見ると，彼らの婚姻は実質的
には明らか掠奪婚であるが，同一あるいは近隣の部落
間で女の掠奪を行うと復讐が相次いで一日たりとも平
和が保たれないことを恐れてこれを行わない．このた
め遠距離にある部落，あるいはもともと敵対関係にあ
る部落間で時々行われるだけである．また事情によっ
て結婚できない若い男女が手を携えて駆落ちする風習
は，人の居住がまばらであった古代は頻繁であったであ
ろうが，今日では掠奪婚ほど多く行われるとは言えない．

さらにタスマニア人は，一般に妻は敵対する部落か
ら奪うのが常で，マオリの土人は実際に，あるいは時
に形式的に友人の協力を得て妻を奪う事がある．フィ
ジー，サモア，ニューギニア，特にインド洋群島，イ
ンドの未開部落間でも概ねこれに類似しており，更に
アラビア，トルコ，小アジア地方の各部落，またヨーロッ
パ，ロシアの一部では，その結婚式の中に掠奪婚の痕
跡を偲ばせるに多くの形式が存在するのが見られる．
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アーリア民族

またアーリア人種の古代史を考えても，掠奪婚の風習
が彼らの間に盛んに行われた事は疑いない．インドの
マヌ法典に定められた 8 種類の結婚式の一つであるラ
クシャサ式 (Râkshasa Form) というものは，特にクシャ
トリアの階級では合法的な結婚と見做されたものであ
るが，これは明らかに掠奪婚である．この階級の男性
は女性の両親を傷害し，流血をみるような争いのうち
に新婦を抱えて連れ去るという勇敢な行為を特に許さ
れていたようで，寧ろこれによってその結婚を神聖な
ものとしたのであろう．古代ギリシャで掠奪婚が行わ
れたことは敢えて説明の必要もないほど広く知られた
所である．スパルタの風習では，この形式が結婚の最
も重要なところとされた．ローマでは，新郎が新婦の
室内に入り込み，驚き怖れて母の背後に隠れる少女を
捉えて結婚する事が広く行われたことが，その後の慣
行とされた結婚式の中に伺い知ることができる．同様
に，スカンジナヴィア，ウェールズ，スラヴ等の諸国，
諸民族の間にも例外なく行われ，特にロシアその他の
スラブ民族の中には，現在でも昔の掠奪婚を暗示する
婚姻の儀式がある．ポーランド，プロシヤ等も同様で
ある．

掠奪婚は世界的な風習とは言えない

しかし，掠奪婚は人類に普遍的に行われたものでは
ないようである．もちろん世界各地方の風俗を見ると，
寧ろこれが行われなかった地方は非常に少ないと言え
る．前述の諸例から推論して，これは決して誤りでは
ないと思えるが，例えばジャミーソン氏は，中国では
歴史上あるいは慣習上椋奪婚が行われた時代があった
とは到底考えられないと公言しており，この結婚形式
人類間に例外なく拡がっていたとは言えないことは忘
れてはならない．

掠奪婚と異族婚との関係

更に，なぜこのように人類一般において略奪婚が広く
行われた時代があったのかという点については，学者
の間でも意見が異なる．スペンサー氏は，掠奪婚，即
ち男性が腕力によって女性を自己の所有とする風習は，
寧ろ女性の本心から，あるいは表面的な羞恥心に基く
という．女性が甚だしく男性に控え目で，自分の望み
に対して恥じらうことは，何れの時代，民族でも常に
見られることで，これに対して男性が暴力を振うのは，
文化の程度が低い時代では否定できない事実であった．
これが掠奪婚の起源であるという説である．これには
反論が非常に多かったため，この説は省みられること
はなかったが，個人的にはこれは一面の真理を言い当
てているのではないかと思う．ナンセン博士は，グリー

アリアン民族

尚アリアン人種の古代史を案ずるも，掠奪婚の風は
彼等の間に旺んに行われたる事疑う可らざるものあり．
印度マニュー法典中定められたる八種の婚姻式中の
一たるラクシャサ式 (Râkshasa Form) なるものは特に
刹
シャクトリア

帝利の階級に合法の婚姻なりと見られしものなるが，
是れ明らかに掠奪婚にして，此階級の男子には女の両
親を傷害し流血淋

り ん り

漓たる裡
うち

に新婦を抱いて勇武に挙動
を特に許容せられたるものゝ如く寧ろ之を以て其婚姻
を神聖なりと観たるならん．古代希

ギリシャ

臘に掠奪婚行われ
るは敢て吾人の説叙を待たずして世人の熟知する所な
る可く，スパルタの風俗にては此形式を以て婚儀中第
一の要点となしたりき．羅

ロ ー マ

馬にては新郎室内に騫
けんにゅう

入し，
驚怖して母の背後に潜む少女を捉え来りて婚する事広
く行われし事は，其有史以後慣行せられたる婚姻式に
よりて容易に窺い見る事を得可く．同様にしてスカン
ジナヴィア，ウェールス，スラヴ等の諸国並に諸民族
間にも例外なく行われ，特に露国其他のスラブ民族中
には近来前上代の掠奪婚を暗示する婚姻の儀式あり．
ポーランド，プロシヤ等亦然りとす．

掠奪婚は全世界の習俗なりしと云う能わず

然れども掠奪婚は絶対に人類行われたるものには非ざ
る如し．素より世界各地方の風俗を見る時は寧ろ之れ
が行われざる地方は頗

すこぶ

る小少たる可きや．吾人上掲の
諸例より推論して決して誤れるものには非ざる可きも，
例えばヂャミーソン氏の如きは支那に於て歴史上又慣
習上掠奪婚が行われたる時代ありし事は到底考うるを
得ずと公言するありて，例外なく此婚式が人類間を風
靡したりとは見るを許さゞるは記憶せざる可らず．

掠奪婚と異族婚との関係

更に何故に斯く人類一般を通じて掠奪婚が風をなし
たる時代ありしかの点に関しては学者間見解を異にす
るもの少なからず．スペンサー氏は掠奪婚 ―男子が腕
力を振つて女子を自己の所有とする風習は寧ろ女子の
真心より或は表面的の羞恥心に基く．蓋し女子が甚だ
しく男子に対して陰忍にして其希望する処に対して羞
恥するは何れの時代，何れの民族に於ても常に見聞す
る処，之れに対し男子が寧ろ暴力を振うは文化の程度
低き時代にありては決して否む可らざる処也．之れ即
ち掠奪婚の発する基たりと論ず．反対の説甚だ多くし
て此論は遂に省みられざるに到りし如きも吾人は私に
思う．或は一面の真理を道破したる言に非ざるなきか
と．ナンセン博士はグリーンランド東岸のエスキモー
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ンランド東岸のエスキモーついて，彼らの結婚は見る
に堪えないものがあり，男性は突如少女の家に入りこ
み，その髪や服をつかんで自分の家に連れ込もうとし，
女性はこれに抵抗して長時間に亘って争うが，女性の
家人はただ傍観するだけで手を出さない．というのも
彼らはこれをその男女間の私的な問題と見做し，干渉
して隣人の怒り招くことを望まないからである．これ
は，スペンサー氏の説を支持する実例と言える．次に
アバークロムベー氏は，掠奪婚は男性がその武勇を誇
示するために発生したと言い，マクレナン氏は異姓婚
のために同じ部落から女を求めることができないため，
あるいは絶えず他の部落と争っていて平和的な結婚が
できないため，他の部落から武力によって妻を娶る風
習を生じたという．この説は一見当っているように見
えるが，マオリ，アーツの土人はが明らかに同姓婚の
風習をもちながら，同時に掠奪婚を行っていることを
見ると，或は机上の空論との批判を免れないであろう．
また異姓婚の民族が必ずしも掠奪婚を行うとも限らな
い．この説は寧ろ学者の想像によるものとして退ける
べきであろう．

掠奪婚の原因

我々の考えでは，掠奪婚が生じた原因は，近親婚を避
けることに基くのではないか．もっともマオリ，アー
ツ族等のように近親婚を行いながら掠奪婚が存在する
場合もあるが，それは女性の親に対して相当の婚資を
与える資力がない結果，止むを得ずこのような方法を
とるのではないだろうか．異姓婚によって説明しよう
とするマクレナン氏の説は，寧ろ誤解を招き易い．近
親婚に対して人類が本能的な恐怖をもち，部落民族の
間に友情，博愛の心がなく常に戦争状態にあるという
状況のため，未開人は暴力を振って敵の部落から女性
を奪う手段に出たとするのが妥当である．オーストラ
リアの土人の掠奪婚を見ると，必ず敵対する二部落の間で
のみ行われ，平和な関係にある部落間に起こることはない．
即ち人類の原始の生活状態では，掠奪婚は最も自然で，唯
一の結婚の手段であったのであろう．これを人類の結婚方
式の第一段階とし，その次に起ったものが売買婚である．

交換婚

売買婚の中で最も簡単なるものは，妻を得る代わりに
自分の血縁者を妻の父に与える事也である．即ち，オー
ストラリアの土人の一部に行われているように，妻の
父に自分の弟妹，あるいは将来産まれる自分の子供を
与える事を約束するものである．しかし，このような
例は非常に稀である．

に関して述べて曰く，彼等の婚姻は寧ろ見るに堪えざ
るものあり．男子は突如少女の家に入り，其頭髪乃至
被服を捉えて之れを己れが家に引往かんと試み，女は
之れを拒んで茲に格闘を生じ長時間に亘って相挑むも，
少女の家人は空しく之を環視して敢て手を下す事なし．
蓋し彼等は此事件を以て其男女間の内事と看，且つ之
れに干渉して怒を隣人に招くを欲せざれば也と．スペ
ンサー氏の為めには活きたる実例なりと云う可し．次
にアバークロムベー氏は掠奪婚はもと男子が其勇武を
誇示するの目的に出ずとなし，マクレナン氏は異姓婚
の行わるによりて同部落より女を求むる能わざる結果，
勢い不断交戦を行い其間到底平和的婚交を許さゞる他
部落より武力を以て妻を娶る風を生じたりとなす．此
説は一見当れるものゝ如きも夫

か

のマオリ，アーツ土人
等が明らかに同姓相婚姻する風俗を有しながら，尚且
掠奪婚を行いつゝあるを見る時は，或は机上の論たる
の評を免るゝ事難からんか．又異姓婚の民族必しも掠
奪婚を行うにも限らず．此説は寧ろ学者の想像に出で
だるものとして葬るを可とせん乎．

掠奪婚の原因

吾人の見る処によれば掠奪婚の出ずる処は近親婚を避
くるに基くに非ざるか．素よりマオリ，アーツ等の如
く之を行いつゝも尚掠奪婚の之あるは，女の親に対し
て相当の贖

しょくしんきん

身金，即ち婿
む こ ひ き で

引出をなす資力なき結果，止
むを得ず此挙を敢てするには非ざるか．異姓婚を以て
論ずるマクレナン氏の説は寧ろ誤解に陥り易し．近親
婚に対する人類が先天的の恐怖心と，部落民族の間何
等の友情博愛の心なく闘戦四時絶ゆる時なき状態とは
遂に未開人を駆りて暴力を振うて敵の部落より女子を
掠むるの手段に出でしめたりと見るを以て妥当なりと
せん．夫

か

の濠洲土人の掠奪婚を行うものを見るに，必
ず相敵視する二部落間にのみ生じて平和なる交際を有
する部落間に生ずる事なし．即ち人類原始の生活状態
にありては掠奪婚は最も自然にして，又唯一なる婚嫁
の手段たりしならん．之れを人類婚姻式の第一次の状
態となし，次に起りたるものは夫

か

の売買婚とす．

交換婚

売買婚の中最も簡単なるものは妻に代えて自己の血族
を其父に与うる事也．即ち濠洲土人の一部に行わるゝ
如く妻の父に対して自己の弟妹を与え若くは自己の将
来挙ぐ可き子女を与うる事を約するものゝ如し．然れ
ども斯の如きは甚だ稀れなる場合に過ぎず．
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妻と労務とを交換する民族

更に多いのは，妻の父の為めに一定期間労働に従事す
る事である．古くは古代ヘブライ人の伝説にもその例
があり，アジア，アフリカ，アメリカ，インド洋諸島
の一部にで現在も行われていることを見ても，この風
習が決して一地域に止まるものではないことが分かる．
これに似た風習として，一定期間だけでなく，男性が
その一生にわたって妻の父あるいはその家の為めに労
働しなくてはならない場合もあるとする学者もあるが，
これはスタルケ博士の言うように，売買婚の一変形と
いうより，寧ろ利害あるいは交換などの観念を離れた
家族的感情に基くもので，売買婚と見做すことはでき
ない．更にスペンサー氏の説によると，労務婚は当然
売買婚とは区別して論じるべきで，その発生時期に於
ても両者は決して同時ではない．即ち労働の提供が一
種の利益とされる時代は，何らかの産業，工業が発生
した後でなくてはならない．

従って労務婚は売買婚に次いで初めて発生したもので
あろうという．しかし川で漁を行い，山で狩りをする
のも同じく労働であり，その利益は必ずしも産業，工
業の発達を待って生じるものではない．まして，労働
の提供が一種の利益である以上，これを以て金銭の代
わりとして妻を得る方法，明らかに交換，売買と見做
せるはずであり，スペンサー氏の説は妥当ではない．

売買

売買婚が本来の意味で最も広く行わるのは，金銭あ
るいは物品と交換に女性を得る方法である．婚資金の
多少は民族の生活状態，需要供給の程度によって一定
しないが，一般には美女は醜婦より，地位や家柄のあ
る者は卑しい女より，処女は寡婦，再婚者より高価で
あるのは勿論である．例えばバンクーバー島，英領コ
ロンビア等では，ひとりの女性の代金は 20 ないし 40
ポンドを下回らない．オレゴン地方のインディアン
は，馬や毛布と交換するを常とする．ニューメキシコ
のバナジョー人は， 12 頭の馬と交換する女性は特別の
美女か，優れた能力のある者に限られる．アフリカで
は，家畜と交換することが多く，牡牛 5 ないし 10 頭
は安価な部類で，高い場合は 30 頭になる．バロー人
は，牝牛 1 頭あるいは 2 頭で妻を買のが普通で，ダマ
ラス族の父は 1 頭の牝牛と娘を喜んで交換する．バン
ヤイでは，野羊その他の家畜を妻の父に贈らない夫は，
その夫婦の子供はすべて妻の父のものとされる習慣が
ある．ウガンダ人は，当時その地方に滞在したしウィ
ルソン氏に，靴一足と彼の娘を交換することを提案し
たという．マンディンゴーの土人は，奴隷を提供しな
ければ妻を求めることは難しいという．更にチモール，
ロートの住民は，女性の対価は象牙に限り，カロライ

妻と労務とを交換する民族

更に多く行わるゝは妻の父の為めに一定期間労務に
服する事なり．遠くは古代ヘブリュー人の伝説にも其
例を見る可く亜

ア ジ ア

細亜，阿
ア フ リ カ

弗利加，亜
ア メ リ カ

米利加，印度洋諸
島の一部に於て今尚行われつゝあるを見ても此風が決
して地球の一角にのみ止まるものに非ざるを知る可し．
而して之れに似たる風俗として啻

ただ

に一定期間のみなら
ず，男子は其一生を捧げて妻の父若くは家の為めに労
務に服さゞる可らざるものあるを挙ぐる学者あれども
之れスタルケ博士の言の如く売買婚の一変態と称せん
よりは寧ろ利害乃至交換等の観念より離れたる家族的
感情に基くものにして敢て売買婚と見るを得ざるが如
し．而してスペンサー氏の論ずる処を見るに労務婚は
当然売買婚より分離して論ず可く，其発生時期に於て
も二者決して同時に非ず．即ち労務の供給が一種の利
益たる時代は必ずや或種の産業若くは工業の発生せし
後ならざる可らず．

従って売買婚に次いで初めて発生したる処ならんと云
うも，川に漁

すなど

り，山に狩するも同じく労務にして其利
益は必しも産業工業の発生を待って後出ずるには非ず．
況んや労務の供給と雖

いえど

も明日に一種の利益なる以上之
れを以て金に代え而して妻を得る手段は毫も交換売買
と是等を見ざるをや，ス氏の論は探る能わず．

売買

売買婚の真正の意義に於ける，又最も汎く行わる処は
金銭若くは物品を以て女と交換する方法なり．贖金の
多少は民族の生活状態，需用給供の程度奈

い か ん

何によりて
一定する事なしと雖

いえど

も一般に云う時は美女は醜婦より，
地位門閥あるものは賎女匹婦より，処女は寡婦，再婚
者より高価なる事勿論にして，例えばバンクーバー島，
英領コラムビア等にては一女の代金二十 磅

ポンド

乃至四十
磅
ポンド

を下らざれどもオレゴン地方の印度人は馬並に毛布
若干と交換するを常としニューメキシコのバナジョー
人が十二頭の馬を以て代うる女は抜群の美女か卓逸せ
る能力あるものに限り，阿

ア フ リ カ

弗利加にては多く家畜を以
て交換し牡牛五頭乃至十頭は安価なる部，高きは三十
頭を以てするあり．而もバロー人は牝牛一頭若くは牝
牛二頭を以て妻を買う事を通例とし，又ダマラスの父
は喜んで一頭の牝牛と其女を交換す可く，バンヤイに
ては野羊其他の家畜を以て妻の父に贈らざる夫は其夫
婦の挙ぐ可く子女は尽く妻の父に至さゞる可らざる習
慣あり．ウガンダ人は当時其地方に留まりしウィルソ
ン氏に対して靴一足と其女を交換せん事を提議したる
事ありと伝えらるゝも，マンヂンゴーの土人は奴隷を
与えざれば妻を求むる事至難なりと云う．更にチモー
ル，ロートの住民は女子の対価は必ず象牙に限りカロ
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ン群島では，果物，魚類等で充分する．サモア人は，
カヌー，豚の類，フィジー土人は小銃あるいは鯨のヒ
ゲを女の対価とする．

信用貸的結婚

またこの結婚を貸借的に行う場合もある．アンヨロー
の土人は，必要な家畜をまとめてに妻の父に提供でき
ない場合は，将来支払うことを約束して結婚する．そ
してその妻子は，夫が債務を弁済し終わるまでは父の
家を出ることができない．

文明国と売買婚

交換，売買を基礎とする結婚は，単に未開人の中だけ
でなく，文明人の間にも同様に行われているか，ある
いはかつて行われた．中央アメリカおよびペルーでは，
現在も妻を得るためにその家の為めに労働を提供する
ことがある．中国および日本で結婚に際して行われる
結納というものは，その名称は女性の家に対する好意
を表す贈物であるが，その金額が当事者間の取り決め
で定められることを見ると，これは明らかに売買婚の
遺物であるとするキュヘラー氏は，我が日本に関して
多くの研究がある人物であるが，結納については文献
に記されたものがなく，日本人もその起源を知る者が
少ないと述べている．しかし，我々が次章で論じる解
釈によれば，これを売買婚の遺風と断ずるにことにた
めらうところはない．

セム人のいわゆる Mahar, mahr は売買婚における対
価と異なるところが無く，現代のユダヤ人の間でも片
尼婚姻 ( ペニーマリエーヂ ) という言葉が使われてい
る．回教徒は殆んど原形のままの売買婚を行っている．
古代文化の中心であったバビロニア，アッシリアの人
民もこれを風習としていたようである．

ウンターニック博士の説によると，インド・ヨーロッ
パ人種の婚姻の基礎は主に売買にあるという．試みに
これを検討してみると，古代ヒンズー教徒の社会では，
夫は妻の父にその対価を支払わなくてはならなかった．
マヌ法典はこれを強く禁止したが，8 種類ある結婚形
式のうちアスラ式 (Asura form) というものは明白なる
売買婚で，立法家の禁止も実際には効力がなかったよ
うである．現代のインドでも，娶る事と売買とは同じ
文字で表わされているとチュボア氏は述べている．ギ
リシャも同じく売買婚を風習とし，アリストテレスの
言葉やホメロスの時代に娘のことを「父に家畜をもた
らす者」呼ばれていたことからも，疑いを挟む余地は
ない．チュートン民族も同様で，スカンジナビアでは
神でさえ妻を売買によって得ると信じられており，ゲ
ルマン民族では妻を買うという言葉が中世まで用いら
れ，1604 年に発布されたクリスチアン 4 世のノルウェ

ライン群島にては果物魚類其他を以て充分なりとしサ
モア人は小舟 ( カノー )，豚の類，フィジ土人は小銃若
しくは鯨

げいぜん

髯を以て女の対価となす．

信用貸的結婚

尚此婚姻を貸借的に行うものあり．夫
か

のアンヨローの
土人の如きは所要の家畜を一時に妻の父に給付する能
わざる時は，将来之を支払う可き事を約して妻を娶る．
而も其妻子は夫が債務を弁済し了らざる間は父の家を
去る能わざるものとす．

文明国と売買婚

交換又は売買を基礎とする婚姻は単に未開人民の内
にのみ行わるものに非ずして，文明人間にも尚齊

ひと

しく
行われ，若しくは曾つて行われたる処のもの也．中央
亜
ア メ リ カ

米利加並に秘
ペ ル ー

露にては，今日尚妻を得んが為めに其
家の為めに労務に服する事あり．支那並に日本にて婚
姻の際行わる，結納なるものは其名は婦家に対する好
意を表徴する贈物なれど其数額が当事者間の協定によ
りて定めらるる如き点より見る時は明らかに売買婚の
遺物なる事を知る可く，キュヘラー氏は我日本に関し
て多く研究する処ありし士なるが，結納の事は書冊に
記するものなく，且つ日本人も其原始を知る者少なし
と云う．而も吾人は次章に於て論ずる如き解釈の下に，
之れを以て売買婚の遺風なりと断ずるに憚るらざるも
の也．

セミチック人種の所謂 Mahar, mahr は売買婚に於け
る対価と毫も選ぶ処なく，現代の猶

ユ ダ ヤ

太人間には尚片尼
婚姻 ( ペニーマリエーヂ ) の語行われ，回教徒は殆ん
ど原形の儘の売買婚を行い古代文化の中心たりしバビ
ロニア，アッシリアの人民も亦之を以て風俗となした
る如し．

ウンターニック博士の言に見るに，印度欧洲人種の婚
姻の基礎は主として売買にありと云う．試みに之を検
するにヒンズー族古代にありては夫は妻の父に其対価
を支払わざる可らず．マニューは之を忌んで禁止甚だ
力めたりしが夫

そ

の八種の婚儀アスラ式 (Asura form) と
称するものは明白なる売買婚にして，立法家の禁止も
其実際に於ては其効なかりし如く，現代印度に於て妻
を娶ると売買とは同一文字によりて表わされつゝあり
とは，チュボア氏の云う処也．希

ギリシャ

臘も同じく売買婚を
以て風俗となせし如くアリストートルの言に徴するも，
ホーマー時代娘を呼んで「父に家畜を齎

もた

らす者」とな
せしに見るも一点疑を挾む余地なかる可く，チュート
ン民族亦同じ．スカンヂナヴィアにては神すら其妻は
売買によりて求むと信じ，ゲルマン民族にありては妻
を買うの文字は中世まで用いられ，一六〇四年に出で
たるクリスチアン四世のノルウェージアン法中にも同
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法の中にも同様の表現が見られる．英国では，16 世紀
中葉まで，ツリンギアでは今日にいたるまで，この風
習が残っているという．一方で，売買婚が有史以来ロー
マの風習であったと断言することはできないが，シュ
ラーデル博士の言うように，少くとも古代ローマではこの
種の婚姻が広く行われていたことは間違いないであろう．

妻を買ったり物と交換する風習は，このように各国，
各民族の間に行われており，また行われてきたが，こ
れをもって人類が必ずこの結婚方法経てきたとは断言
できないのは，前述の掠奪婚が必ずしも人類全体の風
習であったとは言えなかったことと同じである．そも
そも妻の親に物品を贈る風習も，常に交換や売買の意
味で行われるとは限らない．時には単に好意を表すた
め，あるいは女性に対する自分の愛情を示す為めに行
われることもある．インドの中でも最下級の土人であ
るペダム族に関してダルトン大佐が言うところでは，
彼らですら娘を金銭の為めに売り，子供の幸幅を顧み
ないことを恥とするという．北海道のアイヌは決して
妻を買う事はなく，その親に贈る酒，煙草，鮮魚等は
単に好意を得るための手段に止まり，従ってその数量
に何らの取り決めもない．ピューリス，コロアドー，
コロポース等の土人が，狩猟の獲物，果実等を女の父
に贈るのは，交換等の意味ではなく，寧ろ自分の能力
を示す方法である．

売買婚を知らない民族がある

アラスカ土人のユコニクホタナは，売買婚というもの
を知らない．カリフォルニアのウィンツム土人は，妻
を得るために何かを与えることはない．人肉を食べ，
樹上や岩穴に往むアフリカのニアムニアム族，アンダ
マン族等も同様である．

争奪に次いで売買起る

売買行為は比較的後世に於て現る

考えてみると，売買婚が掠奪婚に次いで人類の間に現
われのは，疑いようのない自然の順序である．人類は
先天的に商業的な交換の能力を備えているとして，売
買婚が掠奪婚の後に現れたという説に反論しようとす
る者があるが，それは結局のところ空想に過ぎない．
交換売買の概念は，人間の知能がある程度発達した後
でなければ成り立たないものである．例えばウッデル
大尉はフィジー人について，当初は自分たちが求める
ままに物を与えていたが，次第に時を経るにつれて対
価を求めるようになったと述べている．クックが初め
て訪れた時，オーストラリア土人は交換という概念を
理解しなかった．1766 年に艦長ワリスが初めて訪れ
たパダゴニア人も，同様にこの概念を欠いていた．こ
のような事実から明らかなように，掠奪婚の後，次第

様の文字を見る可く，英国にては十六世紀中葉迄ツリ
ンギアにては今日迄も此遺風尚存せりと云う．翻って
売買婚を以て有史以来の羅

ロ ー マ

馬の風俗なりと断言する能
わざるは猶シュラーデル博士の言の如きも少くも羅

ロ ー マ

馬
上代は此種の婚姻を以て風靡せられしものたるは疑う
可らずと云うも敢て大過なきを得んか．

妻を買い或は物と交換するの風は斯くの如く各国各民
族の間に行われ又行われつゝある処たりと雖

いえど

も，之を
以て人類が絶

たえ

て此婚姻の様式を経過したりとは断定し
得ざる事，猶上述掠奪婚が必しも人類全般の風俗たり
と決する能わざりしと異る処なし．蓋し妻の親に物品
を贈るの風も常に交換売買の意義を以て行わるゝを保
せず．時には単に好意を表せんが為め，若しくは自己
の女に対する熱情を示すが為めになさるゝ事なきに非
ざるを以て也．印度内地最下級の土人たるペダムに関
してダルトン大佐の云う処を聞くに，彼等と雖

いえど

も其女
を金銭の為めに売り，子女の幸幅を顧みざるを恥すと
か．北海道のアイヌは決して妻を買わず，其親に贈る
処の酒，煙草，鮮魚等は単に好意を求むる手段に止ま
り従つて数量に何等の協定なく，ピューリス，コロア
ドー，コロポース等の土人が狩猟の獲物，果実等を女
の父に贈るは，交換等の意味に非ずして寧ろ自己の能
力証揚する方法なり．

売買婚と知らざる民族あリ

アラスカ土人ユコニクホタナは売買婚の何物を知ら
ず．カリフォルニアウィンツム土人は妻を得んが為め
に何物をも与うる事なく，或は人肉を啖

くら

い或は樹上岩
崖内に往む阿

ア フ リ カ

弗利加のニアムニアム，アンダマン等も
亦同じ．

争奪に次いで売買起る

売買行為は比較的後世に於て現る

意
おも

うに売買婚が掠奪婚に次ぎて人類間に現われたるは
争う可らざる自然の数のみ．人或は人類には先天的に
商業交換等の智能を備うるを説き，売買婚が掠奪婚に
次ぎて出でたりとの言を破らんとするものあれど，そ
は畢

ひっきょう

寛一片の空想に止まる．蓋し交換売買の概念は人
智発達或程度に達したる後ならざる可らざるはウッデ
ル大尉がフィジア人に関して，彼等は当初余等が乞う
まゝに物品を与えしも漸く時を経るや其対価を欲する
の傾向を見たりと云い，クックが初めて訪れたる時濠
州土人は交換の何物かを解せず．又一七六六年艦長ワ
リスが初めて訪いたるパダゴニア人も同じく此観念を
欠きたるに見るも明白にして，従って掠奪婚の後漸く
人智の発達に伴うて売買婚出でたりとするは決して空
想に非ず又謬想に非ざるを信ず．
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に人智が発達するに伴って売買婚が現れたとするのは，
決して空想でも誤った推測でもないと確信する．

変遷の経路

そして，売買婚が発生した原因については，ケニッヒ
スワルター，スペンサー等の説が妥当であると思われ
る．即ち女性の親の意に反してその女を連れ去り，し
かも親から敵視されることを恐れてこれに代償として
金を払い，それによって事件を平和に解決していたも
のが，次第に前もって金を払ってその女性を得るよう
になったというものである．アーツ人が女性を掠奪す
る場合，その親，親族の怒りをなだめるために物品を
贈り，ニューギニア，アローカニア等の土人が先ず駆
落ちして，その後代償の金を払い，マオリ人が隣人の
妻を奪った場合は，後日多大の金を前夫に支払わなけ
ればならないと定めていることなど，いずれもその証
拠として十分であろう．

売買の性質

売買婚の風習は，ある民族では今なお根強く残ってお
り，新郎が提供する金銭は主にそれまでの養育費を当
たると見られ，従ってこの金銭なくして得た妻は尊敬
に値しないとされる．例えはコロンビアのインディア
ンでは，買われることなく嫁いで来た妻は，最も卑し
い生れと見做され，カリフォルニアのある部落ではこ
のような斯る妻は私生児より劣るとして蔑み，これを
娶った家族をも嘲ると言う．

このような偏った考え方を一掃することこそが，文明
の使命である．我々は，次の章で如何にして女性が商
品ではなく，はっきりとした人格を有する個人として
の立場を得るに到ったか，また如何にして売買婚の風
習が衰退していったかに関して論じるものとする．

変遷の経路

而して売買婚の発生したる原因に関しては，ケニッ
ヒスワルター，スペンサー等の説く処穏当なるを思う．
即ち女の親の意に反して其女を誘引し，而も親の仇敵
視するを虞れて之れに償金を出して以て事件を平和に
解釈したりしもの漸を追うて前以て金を払い以て其女
を得るに到れりと云うにあり．アーツ人の女を掠

かす

むる
や其親並に故旧の憤怒を宥

なだ

めん為めに之れに対して物
品を贈りニューギニア，アローカニア其他の土人は先
ず馳落して後償金を提供し，マオリ人が隣人の妻を盗
むや後日多大の金を前夫に支払わざる可らずと定むる
如き以て其証左の一端とするに足らん乎．

売買の性質

売買婚の風は或民族に於ては今尚其根抵頗
すこぶ

る固きもの
ありて，新郎が提供す可き金銭は主として従来の養育
費を賄うにありと見られ，従って此金なくして得たる
妻は終に尊敬に値せずとせらる．例えはコロンビアの
印度人は買われずして嫁し来りたる妻は，最も卑賎の
生れと見做し，カリフォルニアの或部落にては斯る妻
は私生子に劣ると卑められ且つ之を娶りし家族を嘲る
と云う．

如上の偏執を一掃する処のものは即ち文明の天職な
り．吾人は筆を進めて次章に入り , 如何にして女子は
商品に非ず截然として人格を有する個人たる面目を有
するに到りしか ． 又如何にして売買婚の風が衰退に趣
きしかに関して論ずる処あらんとす．
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第十八章　売買の衰退並に嫁産

売買婚は文化と共に衰う

婦人の社会的位置の奈
い か ん

何は直ちに以て其国の文明の程
度如何を観るの標準なりとは世上多く口にする処なる
が，確かに一半の真理を有する言なるを思う．他愛主
義 ( アルトイズム ) は人類進化の一階程にして婦人問
題は即ち最も顕著なる他愛的向上の一現象たれば也．

さしもに宏く人類の間に行われたる売買婚も，文物制
度漸く備わり，人智愈

いよいよ

々進むに従つて茲に衰退の徴候
を示し来りぬ．而して今其変遷の経路を通覧するに甚
だ興味ある現象を認むるに難からざるものあるを以て
以下少しく此点に関して研究を試みんと欲す．

儀式の本来の意味

抑
そもそ

も文明の先駆をなすものは何れの時代にありても社
会上流の人士に限る．彼等は生活に営々たる事少なく，
其門地其学問はよく他の諸階級に超えて新智識の吸収
に便なる所あればならん．売買婚廃止の挽歌も同じく
上流人士の口より叫ばれたり．

上古代印度の売買婚式 ( アヅーラフォーム ) は四階級
の全体に通じ合法の婚儀なりしが，漸く婦人を商品視
する風は顰

ひんせき

斥する処となり，遂に刹
クシャトリア

帝利，婆
バ ラ モ ン

羅門の上
流二楷級間には之れを行う事禁止せられ，僅かに吠

ヴァイシャ

奢，
戌
シ ュ ー ド ラ

陀羅の二楷級間に許可せらるに到り，後マニューは
絶対に此婚儀を以て不正なる慣習なりとし，社会全体
に向つて其禁止を命じ，苟

いやし

も法を知る父にして其女の
爲めに嫁

か し

資を求むる事勿れ，金を得て女を与うるは売
買に非ずして何ぞやと云い，以来アヅーラ式も売買の
形式を止むるに過ぎす．新郎は女の父に牝牛両三頭を
贈るのみに止まりしがマニューは之をして嫁

か し

資 ( グラ
チユイテー ) と称するを止めだりき．希

ギリシャ

臘は有史以来
売買婚の跡を絶ち羅

ロ ー マ

馬にても Confarre atio 式の婚姻法
は明らかに掠奪婚の遺風にして隷奴 ( クリエンツ )，平
民間にも売買婚は行わるゝ事なく啻

ただ

 Coemptio 式の婚
儀中僅かに当年の売買婚の俤

おもかげ

を認め得るのみ．ゲルマ
ン民族は耶蘇教の普及と共に之を廃し，サクソンはカー
ル大帝の時を以て売買婚の最後となす．

女を得るを恥ず

回教徒の多くは只形式のみ行い，フィン民族中の古謡
に売買婚に関せし字句なきは人をして彼等の間に疾

はや

く
此風の消滅せしを思わしむ．支那の結納なるものは其
実質たる妻の対価なれども彼等は女を売るの誹

そしり

を厭う
て之れを対価と呼ぶを避く．

売買婚は文化と共に衰える

婦人の社会的地位の状態が，その文明の程度を知る基
準になると世間では良く言われるが，確かに一面の真
理を含むものと思われるを思う．利他主義 ( アルトイ
ズム ) は人類進化の一段階であり，婦人問題はその最
も顕著に利他的な進歩を表す現象であるからである．

かつて人類の間で広く行われた売買婚も，文化や制度
が次第に整い，人智が進むにつれて衰退の徴候を示す
ようになった．今その変遷の過程を見てみると，非常
に興味ある現象を認められることから，以下この点に
ついて少し研究してみたい．

儀式の本来の意味

そもそも文明の先駆者は，何れの時代にありても社会
上流の人々である．彼らは生活に追われることが少な
く，家柄，学問によって他の階層よりも新しい知識を
吸収しやすいからである．売買婚廃止の声も，上流の
人々の口から発せられたのである．

古代インドの売買婚 ( アヅーラ式 ) は，四階級すべて
に共通する合法の方式であるが，次第に女性を商品と
して見る風習は非難され，遂にクシャトリア，バラモ
ンといったの上流の 2 階級の間ではこれが禁止せられ，
ヴァイシャ，シュードラの 2 階級でのみ許可されるよ
うになった．その後マヌ法典は，この結婚方式を完全
に不正なる慣習とし，社会全体にその禁止を命じた．
そして法を知る父であれば，その娘のために婚資金を
要求してはならない，金銭を得て女子を与えることは
売買でなくて何であろうかと言い，以来アヅーラ式も
売買の形式を止めるようにまった．新郎は女性の父に
牝牛を 2, 3 頭贈る程度に止まったが，マヌ法典はこれ
を婚資金と呼ぶことも止めた．ギリシャでは有史以来
売買婚の痕跡が消え，ローマでも Confarreatio 式の婚
姻法は明らかに掠奪婚の名残であるが，奴隷 ( クリエ
ンツ ) や平民の間でも売買婚が行われる事なく，ただ 
Coemptio 式の婚儀の中に僅かに昔の売買婚の面影を残
すのみとなった．ゲルマン民族はキリスト教の普及と
共にこれを廃し，サクソン人はカール大帝の時代に売
買婚の終わりをむかえた．

女性を買うことを恥じる

回教徒の多くは，これを形式的に行うだけである．フィ
ン民族中の古い歌の中に売買婚に関する言葉がないこ
とから，彼らの間には早くからこの風習が消滅したこ
とを想像させる．中国の結納というものは，実質的に
は妻の対価であるが，彼らは女を売ることを非難され
ないように，これを対価と呼ぶことを避けている．
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一種の贈与と返礼

このように売買婚の風習が衰えた過程には，二つの
経過がある．ひとつは，女性を今日まで養育した恩義
に報いるために，新郎からその父に物品や金銭を贈る
もので，この贈与が年を時代を追って少額になったも
のである．もうひとつは，明らかに高価な物を贈る
が，妻の父はこれに相当する物あるいは贈られた物を
新郎に返礼する形式である．考えるに，ソロモン以前
アテネに行われた婚資，中国に於ける女性の側からす
る結納，日本に於て新婦が嫁ぐ時に夫の両親親戚に対
して贈与する物品等は，特にその額が夫の贈る結納の
額によって決まることは，この見解を裏付ける有力な
る証拠であろう．タキトゥスがゲルマン民族の風俗を
記したものによると，新婦は夫に一つ二つの武器を贈
り，これをもって婚約の成立とすると言う．グリム氏
はチュートン人の持参金は，古代における返

へんれい

戻，すな
わち新郎から新婦の父に与えた物に対する新婦側の贈
与に由来すると論じている．

買価の変形

嫁産は買価だけではない

売買婚は，このような経過で次第に昔の姿を失って来
たが，更に時代が進むと，昔は買価として女の父に与
えられる物の全部あるいは一部が直接新婦に対して贈
与されるようになった．マヌ法典は，この贈物を対価
と見なす事を禁じ，これを新郎が将来の妻に対する好
意と愛情示す手段であるとした．しかし，この贈物が
昔の買価の変形であることは疑いない．現代のインド
地方の風俗では，上流社会でこの贈物に金銭を用いる
ことは避けると言う．昔のギリシャでも，ホメロス時
代迄は先ず父が贈物を受け，更にその全部あるいは一
部を女に分け与えるのが慣例であったが，後年になる
と新郎が始めて新婦のベールを取り除いて新婚初夜を
過ごした後，直接これを妻に与える事が行われるよう
になり，ここから所謂朝の贈り物 ( モーニングギフト )
の風習が生じたものである．チュートン民族も同様の
経過をたどって後に夫の賜物は妻の財産とするように
なった．スカンジナビア地方でも同様で，7 世紀頃迄
に行われたランゴバルドの結婚式は，まさにこの方法
によるものであった．またヨーロッパで長く行われた
Pretium virginitatis という贈物もこの風習に基くもの
で，古代アイルランドの法律に見られるコイブチェと
いう新郎からの贈物は，その半分を父に，父がいない
時は女性の部落の酋長に贈り，残り半分は夫から直接
に妻に与えるものであった．

ヘロドトスによれば，古代バビロニア人が始めて女に
贈物をしたのは，美女にたいして特に新郎が金銀を与
えたことに始まるという．また旧約聖書には，アブラ

一種の贈与と返礼

而して売買婚の風俗が衰えたるに二様の経過を有す．
即ち一は女を今日まで養育したる恩義に耐ゆる所あら
ん爲めに，新郎より其父に物品若くは金銭を与え而も
此贈与は年を追うて些少となりしもの．他は明白に高
価なる物品を与うるも妻の父は之れに相当する物若し
くは其贈られたる物を新郎に返礼する形式によるもの
也．意

おも

うにソロモン以前アゼンスに行われたる嫁の婚
資，支那に於ける婦の側よりする結納，又日本に於て
新婦が嫁する時夫の両親親戚に対して贈与する物品等
は特に其数量が夫の与うる結納の数量によりて定まる
より見れば，此見解を確かむる有力なる証左ならん．
タシタスが日

ゲ ル マ ン

耳曼民族の風俗を記したる処によれば，
新婦は夫に一二の武器を贈り之を以て婚約成立の形式
となすと云う．グリム氏はチュートン人種の持参金な
るものは上代の返

へんれい

戻即ち新郎より新婦の父は与えその
物に対して行いたる新婦の贈与に基くと論ず．

買価の変形

而も嫁
か さ ん

産は買価よりのみ成るに非ず

売買婚は斯の如き経過とを以て原始の態容を失い来
れるが更に年を経るに従うて昔日買価として女の父に
与えられしもの，全部若しくは一部が直接に新婦に対
して贈与せらるゝに到れり．マニューは此贈物を以て
対価となすを禁じ且つ此事を以て新郎が其未来の妻に
対する好意と愛情とを示す手段なりと云いしが，此贈
物が古代の買価の変形たるは論なき処なり．現代印
度地方の風俗を聞くに上流社会にては此贈物に金銭
を以てするを避くと云う．昔者希

ギリシャ

臘に於てもホーマー
時代迄は先づ父其贈物を受け更に之れが全部若くは一
部を女に割与するを例とせし如きも後年に到つては新
郎始めて新婦の蔽紗を除き新婚第一夜を過して後に直
接之れを妻に与うる事行われ，茲に於てか所謂朝の
賜 ( モーニングギフツ ) の風俗を生じたり．チュート
ン民族も同様の経路を踏んで後に夫の賜物は妻の財産
たるに至りぬ．スカンヂナヴィア地方また同じく第七
世紀頃迄行われたるランゴバルデ婚式は実に此の方式
に則る処なり．又た欧洲に久しく行われたる Pretium 
virginitatis なる贈物も基く処は此風俗にして古代アイ
ルランド法律中に散見するコイブチェなる新郎よりの
贈物は其一半は父，之れなき時は女の部落の酋長に贈
り他の一半は夫より直接に妻に与えたるものなりき．

ヘロトダスの言に見るに古代バビロニア人が始めて女
に贈物を為したるは美女にのみ特に新郎より金銀与え
たるに起り，旧約書中にはアブラハムの僕

しもべ

は其情人レ
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ハムの弟子がその恋人レベッカやその同胞や母に金銀
宝石を与えたと書かれている．

売買婚は，文明人の間だけでなく，未開人種の間でも
消滅した例が少なくない．その消滅の過程は両者でほ
とんど違いがなく，一方では買価が次第に形式的となっ
て実際の価値とかけ離れ，他方では新郎の贈物に対し
て，花嫁の父が同じ者あるいは別の品物で返礼する習
慣が生じた．例えばオレゴンの土人は，新郎が贈った
と同じ数の馬を返すために，新婦の親族が奔走するこ
とがあるが，別の品物で代えることも認められている．
アーツの上流階級の人々は，婿からの贈物と同じ価値
の品を返すことが体面上必要だと考えている．パタゴ
ニアやインド洋諸島でも同様である．また，フィリピ
ン島では，父親は新郎からの贈り物の半分を返せば十
分とされるが，サレーの土人は 5 倍を婿に返して新婚
夫婦の将来の財産とする義務があるという．

このように，我々は婚姻において夫が払う買価につい
て論じてきたが，ついに新婦の持参金，すなわち婚資
金 ( 嫁

か し

資 ) の話に至った．婚資金は．もともと新郎が
新婦またはその父に与えたものの全部または一部から
成ることは前述のように明らかであるが，必ずしもそ
れだけでとは限らない．

婚資金の目的

婚資金 ( 嫁資 ) には，様々な目的がある．女の父の新
郎の贈物に対する返礼，新夫婦の共同生活の費用に対
する分担，離婚あるいは夫の死後に妻の生活を安定さ
せるための準備などである．しかし，多くの場合妻の
婚資金に対しては夫が使用権をもっているため，本当
に妻が孤立した際の備えなのか，あるいは夫の贈与に
対する返礼の意味なのか，はなはだ不名家宇であると
言わざるを得ない．マヌ法典によれば，婚姻前に女が
有するもの，婚姻に際して夫から愛情の表現として贈
られたもの，およびその後妻が両親同胞親戚等から受
領したものは，総て妻の私有財産であり，夫が先立っ
て死亡した場合でもその相続権は夫に移らず，産んだ
子供に行くものと定められている．その他のヒンズー
法でも，これらは明白に妻の私有財産と認められてい
るが，窮乏の際は夫がこれを利用できる権利を有する
定められている．アテネ人の習慣を見ると，妻の私有
財産に対して夫は使用権を有し，かつ動産に対しては
処分権も有するが，所有権は全く持たない．妻は離婚
あるいは夫の死亡等の原因で夫婦関係が消滅する時は，
自己の私有財産を取戻す権利があり，もし夫が直ちに
その請求にじない時は，これに対して一定の利息を支
払うの義務があるとしている．ローマでは，家族制度
が盛んであった時代には，婚資金は夫あるいは家長の
所有に帰し，夫はまだ自由家族 ( フィリウスファミリ

ベッカ並に其同胞及び母に金銀宝石を与えたるを記せ
り．

売買婚が廃滅したる啻
ただ

に文明人の間にのみ止まらずし
て未開人種間にも其例少なからず，而して其廃滅の経
路は二者些

さ さ

々選ぶ処なく同じく一方にては買価なるも
のは愈

いよいよ

々形式的となりて実際の価値と遠辺り，他方に
ては新郎の贈る処は女の父より同物若くは他物を以て
返礼する風によれり．例えばオレゴンの土人は新郎よ
り贈られしと同数の馬匹を再び贈らんが為めに新婦の
親戚は互に奔走するも時に或は他物を以て之に代うる
を妨げず．アーツの上流人士は婿の贈物と同価の物を
返礼するを以て其体面上必要なりとなし．パタゴニア
印度洋諸島亦同じ．而してフィリッピン島民の父は新
郎の贈物の半分を返

へんれい

戻すれば足るとなさるゝもサレー
の土人は之れが五倍を婿に返して以て新夫婦の将来に
備う可き財産となすの義務を負うと云う．

斯の如く，吾人は婚姻に際して夫の買価として与る処
を論じつゝ遂に新婦の持参金若しくは嫁

か し

資を述ぶるに
到れり．而も嫁

か し

資なるものは当初新婦若しくは其父に
体して夫より与えたるものゝ全部或は一部より成立す
る事上述の処によりて明らかなれども嫁

か し

資は常に之等
のみを以て成るものに限らざる如し．

嫁
か さ ん

産なるものゝ目的

由来嫁
か し

資なるものは多端なる目的を包含す．或は女の
父か新郎の贈物に対する返礼，或は新夫婦の共同生活
の費用に対する分担，或は離婚若しくは夫の死後妻の
生活を安固にする準備等之れ也．然りと雖

いえど

も多くの場
合妻の嫁

か し

資に対しては夫が用益権を有するを以て果し
て妻の孤立の際に対する準備たるや将

は

た又夫の贈与に
対する返

へんれい

戻の意義たるや頗
すこぶ

る不明なりと云わざる可ら
す．マニュー法典に依れば婚姻前女が有せし所，婚姻
に際して夫より愛情の表徴として贈りたる処並に爾後
妻が其両親同胞親戚等より受領したる処は総て妻の私
有財産にして夫に先立って死する時と雖

いえど

も其相続権は
夫に移らずして其生む処の子女に行くと定め，其他の
ヒンズー法律にては明白に之を以て妻の私産と認むる
も而も窮乏の際夫は之れを利用し得るの権利を有すと
規定するを見る．アゼンス人の習慣を見るに妻の私産
に対して夫は用益権を有し且つ動産に対しては処分権
を有するも，所有権は毫も之れを有する事なし．妻は
離婚又は夫の死亡等の原因にて夫婦関係消滅する時は
自己の私産を取戻す権利あり．夫をして若し直ちに其
請求に応せざる時は，即ち之に対して一定の利息を支
払うの義務ありとなせり．羅

ロ ー マ

馬にては家族制度旺んな
る時代は嫁

か し

資は夫若くは家長の所有に帰し，夫にして
未だ自由家族 ( フィリウスファミリウス ) たる時は彼
と雖

いえど

も妻の嫁
か し

資に対して寸毫の権利を有せざるを常と
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ウス ) である時は，妻の婚資金に対して何等の権利も
持たないのが常であった．このためしばしば難しい紛
争を招ずることが少なくなかったが，やがて家族制度
が緩み，社会一般の道義心が頽廃するようになり，離
婚が頻繁となるに伴って，婚資金に関する紛争が非常
に激しくなった．このため共和政の末期になると，夫
の妻の私有財産私産に対する権利は大きく制限され，
離婚あるいは夫の死亡に際しては妻はその私有財産を
回収する権利を認められたが，更に後年になると妻の
私有財産の移転についても夫は妻の同意を必要とする
ことが規定された．これは即ち，現代世界に於ける立
法の起源であり，これより妻の私有財産は初めて独立
した存在として認められるようになった．

古代ゲルマン民族の風習から考えると，妻は当初の婚
資金および遺産の一部として親から与えられたものに
ついては，絶対的な所有権を有して，夫の干渉を許さ
なかった．従って，離婚に際しては当然これを取り戻
せた．スラブ民族では，妻が独立して生活を営まなけ
ればならない場合の準備の意味で，夫から婚資金が与
えられるのが一般的で，ポーランド，ボヘミアでは夫
であっても妻の財産を抵当として利用する事はできな
かった．ウェールズでは，新婦は夫からの婚資金とし
て与えられた「コウィル」の他に，親から与えらた持
参金 ( アグウエヂ ) を有する．同居中はこれらは夫婦
の共同所有であるが，結婚後 7 年未未満に離婚する場
合は，妻はこの両者を取り戻して去ることができ，7
年以降は夫婦でこれを折半してそれぞれが所有する．
ただし 7 年以内の離婚でも，その原因が妻にある時は
コウィルのみ妻の所有となる．

ヘブライ人の新婦は，当初は夫の贈った財産の一部し
か所有していなかったが，後代になると自己の私有財
産として婚資を有し，夫はその使用権をもつようになっ
た．回教徒は一般に妻に与えるものが多く，その 2/3
は婚姻の前後に贈り，残りは妻の意思に反した際ある
いは夫の死亡に際して与えるという．

未開人の間にも婚資を所有する妻がないわけではな
い．その目的は夫が妻に対する愛情を示すことにあり，
夫はその使用権を有するに止まり，離婚，死亡等の際
はその財産が完全に妻の所有に帰する事は文明人の場
合と異るところはない．しかし生活が簡素で結婚相手
を探すことに困らない彼らの間では，実際に婚資を備
えて女性の将来に配慮する必要は少ない．このため婚
資は多くの場合，単に食物，家畜，家財等のわずかな
物品に止まっている．即ち妻の将来に配慮し，弱者の
孤立を思いやって設けられた新婦の持参金は，主に文
化の発達した国民の間にだけ見られるものである．

し従って困難なる紛争を出ずる事少からざりしが，家
族制度漸く弛緩し社会公衆の道義心頽廃するに到って
や離婚の出ずる事頻々たるに伴い嫁

か し

資に関する紛
す こ ぶ

議頗
る猖

しょうけつ

獗を極め，従って共和政の末葉に及んでは夫が妻
の私産に対する権利は甚だしき制限を加えられ，離婚
又は夫の死亡に際しては妻は其私産を回収する権利を
認められしが，更に後年に到っては妻の私産の移転に
関しても夫は特に妻の同意を必要とする旨を規定せら
れたり．之れ即ち現代世界に於ける立法の淵源をなし
たる処にして之れより妻の私産は初めて独立的存在を
認めらるゝに到れる也．

古代日
ゲ ル マ ン

耳曼民族の風俗より察するに，妻は当初の嫁
か し

資
並に遺産の一部として親より与えらるゝ処に就いては
絶対の所有権を有して夫の干渉を許さず．従つて離婚
に際しては当然之を回収す．スラヴ民族にては妻が独
立して生活を営まざる可らざる場合の準備の意義に於
て夫より嫁

か し

資を与うるを常とし，ポーランド，ボヘミ
アの如きは夫と雖

いえど

も其抵当にて妻の財産を利用する事
能わず．ウェールスの新婦は夫より嫁

か し

資として与えら
れたる「コウィル」の他に親より与えられたる持参金
( アグウエヂ ) あり．同棲中は即ち之等は夫妻の共同所
有なれど結婚後七年未満にして離婚する場合は妻は此
両者を回収して去る可く，七年後には夫妻之れを折半
して各其一部を所有す．而して七年以内の離婚と雖

いえど

も
其曲妻にある時はコウィルのみ妻の有に帰す．

ヘブリューの新婦は初め夫の贈りたる財産の一部をの
み有せしに過ぎざりしが後代に到りては更に自己の私
産として嫁

か し

資を有し夫は其用益権を有するを見，回教
徒は概して妻に与うる処多く其三分二は婚姻の前後に
贈り，残部は妻の意思に反したる離婚の際若しくは夫
の死亡に際して之を与うと云う．

未開人の間にも嫁
か し

資を有する妻之なきに非ず．其目的
は夫が妻に対する愛敬の意を表するにありて，夫は其
用益権を有するに止まり，離婚死亡等の際は其財産は
全然妻の所有に帰する事文明人の夫

そ

れと異る処なきも，
生活簡便にして且つ婚姻に相手なきを困しむ事少なき
彼等の間には実際上嫁資を備えて婦女の将来を 慮

おもんばか

る等
の事は不必要に属するを以て嫁資は多くの場合単に食
物家畜若しくは家財等の軽少なる物品に止まるを見，
即ち妻の将来を 慮

おもんばか

り，弱者の孤立を憫
あわれ

むより出でたる
新婦の持参金は一に文化開けたる国民間にのみ見る処
なりとす．
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父の責務

我々以上のように掠奪婚，売買婚を説明してきた．男
女が互に選択して配遇者を決めるのは最も自然の理に
叶い，人道の原則にも合致するものであることは疑問
のないところであるが，現代では更に第三の結婚の手
段があり，人類がまだ理想の段階に達していないこと
が思われる．第三の結婚の手段とは，親が女子に婚資
を与えて，それによって配遇者を得やすくするという，
古代の売買婚と正反対の方法である．

そもそもヘブライ人，回教徒の間には，女に婚資を
与えることが法律上あるいは習慣上の義務となってい
る傾向があり，ギリシャ人は持参金の有無が正妻と妾
を区別するところとし，父は全財産の 1/10 を正妻と
して嫁がせる娘に与えることが義務とされた．即ちア
リストテレスがスパルタの土地の 2/5 は女性の所有に
なると言ったのは，確かにこの事情を示すものである．
ローマでは婚資を有することが正妻であるための資格
要件で，妻は夫の為めに持参金を容易しなくてはなら
なかった．女性は両親，親戚，同胞に対して婚資を請
求するの権利があるとされ，ユスティニアヌス帝がこ
れを上流階級だけに限定しようとしたが，実際にはほ
とんど行われなかった．

普
プ ロ シ ア

魯西の国法 ( ラントレヒト ) は，両親はその娘に婚
資を与えるの義務があると規定した．ナポレオン法典
は絶対にこの義務の存在を否定したことは今日の立法
例の基本となったが，ラテン民族諸国では今なおこれ
を頑なに守っているところもある．

買夫の悪習

このように，売買婚の風習は何度も形を変え，古代と
は全く異なる形で現代も残っている．もちろん直接金
銭で女性を買うという古来の悪習は全く認められない
が，その本質に於て，今日の持参金というものは，妻
が夫を買うという性質を備えていることは隠すことが
できないところである．昔，エウリピデスはその詩の
中で，ヒロインのメディアの口を借りて，夫を買わな
ければならない社会の欠陥を嘆いた．しかし，夫を買
う風習はエウリピデスの時代に限ったことではない．
華やかな文化，文明開化を誇る現代に於ても，生まれ
つきの美貌や才能を持たない限り，婚資がなくとも結
婚できる女性が欧米にどれほどいるだろうか．財産の
ない女性は，美しさもやがて衰え，鏡の前に老いて一
生を独身に終ることを余儀なくされる運命にある．一
夫一婦制が完全に行われている社会，女性の数が男性
の数より多く，男性が晩婚を好み，女性が虚栄を求め
る社会では，哀れむべきかつ嘲笑すべきである夫を買
うという風習が，影のように現在もますます盛んになっ
ているのである．

父の責務

吾人は以上を以て掠奪婚，売買婚を説きたり．而し
て男女互に相選択し以て其配遇を定むるは最も自然の
理に叶い，人道の法に合するものたるは論なしと雖

いえど

も，
現代にありては更に第三の婚姻手段の行わるゝありて，
未だ全く人類の理想境に到達し得ざるを思わしむ．第
三の婚姻手段とは即ち親が女子に婚資を与えて以て配
遇を得るに便ならしむるもの．古代の売買婚の正反対
に出ずる処の手段を云う．

抑
そもそ

もヘブリュー人並に回教徒間には女に婚資を与う
るを以て法律若しくは習慣上の義務となしたる風あり．
又
ギ リ シ ャ

希臘人は持参金の有無が即ち妻妾の区別ある所以と
し父は全財産の十分の一を以て其正出の女に与うるを
義務と見たり．即ちアリストートルの言にスパルタの
土地の五分二は女子の有なりとは蓋し此間の消息を伝
うるもの也．羅

ロ ー マ

馬にては婚資を有するは即ち正妻たる
の資格要件にして妻は夫の為めに持参金なかる可らず．
女子は両親乃至親戚同胞に対して婚資を請求するの権
利ありとなし，ヂァスチニアン帝が之れを上流人士に
のみ限りし制限も実際上行わるゝに到らざりき．

普
プ ロ シ ア

魯西の国法 ( ラントレヒト ) は両親は其女の為めに
婚資を与うるの義務あるを規定せしがナポレオン法典
は絶体に此義務の存在を否認し以て今日の立法例の源
泉をなしたるも，ラチン民族諸国にて今尚之れを固執
するものあり．

買夫の弊

斯の如く売買婚の風は一転又一転して全く古代と表裏
をなす方面に於て現代にも残存せり．素より直接金銭
を以て女子を買う上代の陋

ろうしゅう

習の跡は毫末も認む可らず
と雖

いえど

も其実質に於ては今日の持参金なるものは，妻が
夫を買うの性質を具うるや蔽う可らざる処也．古者ユ
ユーリビデスは其詩中女主人公 ( ヒロイン ) メヂアの
口を籍りて夫を買わざる可らざる社会の欠陥を嘆せし
が，豈

あに

買夫の風はユーリビデスの世にのみ止まらんや．
緊然たる文化，堂々たる開明を誇る現代に於ても天の
為せる麗質神与の英才を具えざる限り，婚資なくして
結婚し得る女子欧米に於て果して幾人かある．無資産
の女は花容空しく鏡面に老え一生を独身に終るを余儀
なくせらるゝ可き運命を有す．一夫一婦の制度完全に
行わるゝ社会に於て女子の数男子の数に超ゆる社会に
於て，男子が晩婚を好み女子は徒に虚栄を追う社会に
於て，憫

あわれ

む可く又
あざわら

嗤う可き買夫の風は形影相伴う如く
滔
とうとう

々乎として日に旺んなるを見る．
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第十九章　婚礼と饗宴

婚儀を行わざる民族

人類の原始時代に於て婚姻に関する儀礼として見る可
き何物もなかりしは推測するに難からざる処，今日と
雖
いえど

も野蛮未開の民族の間には毫も婚礼式並に饗宴の挙
げられざるもの少しとせず．艦長ホールが初めて訪い
し時，エスキモー人に何等の婚礼なく若き男女は互に
相求めて同棲するのみ．カリフォルニアのボナーク人
は男子は女を擁し且つ其父母の同意を求めて同屋に住
み日を経る事久しくんば即ち正当なる夫婦と見做すさ
る．コマンチ，ニューギニアのオータナタ，ソロモン
群島の住民，亜

ア メ リ カ

米利加土人，タスマニア，濠洲土人等
は時に婚礼と見る可きもの，其祝宴を見るに足る可き
ものを行うものなきにあらねど，一般に之を云う時は
殆んど此事なく，アイヌ，ポンドの黒人種亦然り．

婚儀の由来

婚姻の変化と婚儀の変遷

元来婚礼の式は其間少なからざる変化と種類とを有
す．原始的儀式廃れて新礼式起れば，旧きものは其新
らたなるものゝ間に形式若くは要件の一部として残る
を常とす．例えば掠奪婚の風衰え売買婚の式次いで起
るや，前者は即ち一種の形式として後世の間に伝わり，
更に売買婚行われざるに到れば又其形式を日本に於け
る結納の如く婚儀の一要件として残すものなり．

人類の重要なりと見る事件に就いて儀式なきものは未
だ之あらざる如く，婚姻も人生大礼の一と認めらるや
直ちに一種の典礼を行うを見る．夫

か

の祝宴は即ち此典
礼の主たるものなり．フィジー土人は嫁に婚資を贈り
且つ盛宴を張り，ワンヨローは連日の饗宴を張りて新
婦は其友に囲

いじょう

繞せられて新郎の許に到り，盛んなるも
のは歓呼七日に及んで漸く宴を徹するものあり．ミコ
ノス人の如きは十日間を常とし，長きは十五日に亘る
ものありと聞く．而して其費用の負担に関しては民族
によりて一様ならず．或は新郎，或は新婦の父の負担
となる．思うに前者にありては饗宴を以て嫁に与うる
婚資の一部となし，後者にありては婿に対する返礼の
一部となすものならん．

饗宴の性質並に意義

婚礼の意義に関して或は男女の新生涯の出発点と見る
ものあり．或は単に両者の情交関係の開始とするもの
あり．又或は男女同棲，妻の服従義務の開始し見るあ
り．而して此最後の場合を以て最も普通なるものとす．
更に其婚儀の形式に至っても千態万様なるは素より論
なく，ナヴァジョー人は同じ食器に盛られたる饅頭 ( プ

婚儀を行わない民族

人類の原始時代には，婚姻に関する儀礼として見る可
きものが何もなかったであろうことは想像に難くない．
今日でも，野蛮な未開民族の間には，婚礼，祝宴が全
くないところも少なくない．艦長ホールが初めて訪れ
たエスキモー人の部落には何らの婚礼もなく，若い男
女は互に求めあって同居するのみであった．カリフォ
ルニアのボナーク人は，男が女を伴ってその父母の同
意を求めて同居し，時間が経てば正当な夫婦と見做さ
れる．コマンチ，ニューギニアのオータナタ，ソロモ
ン群島の住民，アメリカ土人，タスマニア，オースト
ラリア土人等には，婚礼，祝宴と見なせるものがない
わけではないが，一般的に云えばほとんどそのような
ものはない．アイヌ，ポンド人の黒人種も同様である．

婚儀の由来

婚姻の変化と婚儀の変遷

元来婚礼の儀式には，多くの変化，種類がある．原始
的な儀式廃れて新しい儀式が産まれると，古いものは
新しいものの中に形式や要素の一部として残るのが常
である．例えば掠奪婚の風習が衰えて売買婚が起こる
と，前者は一種の形式として後世に伝わり，更に売買
婚が行われなくなれば，またその形式が日本に於ける
結納のような婚儀の一要素として残るものである．

人類が重要と考える出来事については，儀式を全く
伴わないものはないように，婚姻も人生の重大な儀礼
のひとつと認められると直ちに一種の儀式が行われる
ようになる．中でも祝宴はこの儀礼の中心的なもので
ある．フィジー土人は，嫁に婚資を贈って盛宴を張る．
ワンヨロー族は，連日祝宴を張って，新婦は友人たち
に囲まれて新郎のもとへ行き，盛大なものは 7 日も続
いてようやく宴が終わることもある．ミコノス人では
10 日間，長いと 15 日に亘るものもあるという．そし
てその費用の負担については，民族によって一様では
ない．新郎が負担する場合や，新婦の父が負担とする
場合がある．おそらく前者では，その祝宴を嫁に与え
る婚資の一部とし，後者では，婿に対する返礼の一部
と考えるのであろう．

饗宴の性質並に意義

婚礼の意義に関しては，男女の新生活の出発点，単に
両者の親密な関係の始り，あるいは男女の同居，妻の
服従義務の開始などの見方がある．そしてこの最後の
見方が最も一般的である．更に婚礼の形式も様々であ
ることは言うまでもない．ナヴァジョー人は，同じ食
器に盛られたプディングを新郎，新婦が共に食べるこ
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とを儀式とする．サンタル土人も，ダルトン大佐の報
告によれば同様の儀式を重要なものとして，これを行
うと女は初めて父の権力の下を去って夫の権力の下に
入るとする．マレー群島でも同様である．このような
同じ物を食べるという風俗は，プロシア，サージニア，
ホーヴァス，ヒンズー等でも見られる．ブラジルのあ
る部落のように，男女がブランデーを共に飲むことを
婚礼の儀式とする礼もある．

日本の風習では，祝宴は敢て主要な部分と見做され
ないが，新郎新婦はいわゆる三々九度の盃を取り交わ
さなくてはならない．スカンジナビアでも同じ盃から
酒を呑み，ロシアにも同様の風習があるという．握手
あるいは妻の手を取る仕草は，ヨーロッパ諸国で共通
して婚姻の主要な部分とされるが，マラッカ土人，オ
ランバヌス人も同様にこれを行う．オランサカイ人の
婚姻は，新郎が先ず右の小指を新婦の左の小指に引っ
かけることを儀式する．カフヒア土人は，男女が同じ
席に坐って祝宴に招いた客を迎えることを儀式とする．
セイロンのウェダー族は，女が自分で作った紐を男の
腰に結ぶだけで婚姻が成立する．ヒンズー人は，男女
の手を草の葉で巻くだけで良い．ゴンド及びコルクス
土人の結婚式は非常に複雑で，男女は一緒に食事をし，
互の衣服を結んで棒の周囲を踊りながら回りながら水
を身体に注ぎかけ，更に指輪を交換することで正式な
結婚となる．インドの多くの部落では，男女が互の血
で一種の記号を書くことを常とし，赤い色素で同様の
事を行うところも少なくない．

オーストラリア土人の風習をみると，女は夫と同居す
ることの意味として，自分の家で火をつけた薪を使っ
て夫の為めに食物を作る．アンゴーの黒人は，妻が夫
の家で調理した二三品の食物を夫に差し出す事を儀式
とする．ダホメーでは，酋長にだけ婚姻の儀式があり，
新婦は将来の主人の為めにラム酒の盃を捧げる．激し
い儀式としては，クロアチアの新郎が新婦の頬を殴る
習慣があるが，将来の服従義務を暗示する意味がある
のであろう．ロシアの古代の風俗では，新婦の父は予
め新らしい鞭を作り，これで軽く女の背を叩いて自分
の権力は今日を限りに終ると言い，鞭を新郎の手に渡
すという．

夫婦関係の形式的表徴

文明国の儀式も，その起源は概ね上記の諸例と異ると
ころはなく，多くは古代に行われていた婚姻の風習を
継承するものである．ベストマン氏の云うように，祝
宴は掠奪婚の痕跡で，主に掠奪に協力してれた友の慰
労を意味し，指輪は夫婦関係の永続を示すものであろ
う．

ジング ) を新郎新婦相共に食するを以て式とし，サン
タル土人も亦ダルトン大佐の言に依れば同様の式を以
て重要なるものとし，之を行うや女は初めて父の権力
の下より去って夫の権力の下に立つとなし．馬

マ レ ー

来群島
に於ても同じ．而して如上同食の俗は普

プ ロ シ ア

魯西，サージ
ニア，ホーヴァス，ヒンズー等に於ても亦見る処とす．
ブラジルの一部落にては男女火酒 ( ブランデー ) を共
に飲んで以て婚儀となすものあり．

日本の風俗に依れば饗宴は敢て主要なる部分と見做
れざるも，新郎新婦は所謂三々九度の盃を取交さゞる
可らず．スカンヂナヴィア亦同一盃 ( ビーカー ) より
酒を呑み露国にも同様の俗ありと云う．握手又は妻の
手を執るの挙措は欧洲諸国の齊

ひと

しく婚姻の主要部分と
見る処なるが，マラッカ土人，オランバヌス人も亦之
れを行う．オランサカイ人の婚姻は新郎先ず右の小指
を以て新婦の左の小指にかくるを儀式となし，カフヒ
ア土人は男女同席に坐して饗宴に招かれたる客を迎う
るを以て式とし，セイロンのウェダーは僅かに女の手
づから作りたる紐を男の腰に結ぶによりて婚姻成立し，
ヒンズー人は男女の手を草葉を以て捲けば足る．ゴン
ド及びコルクス土人の婚姻式は頗

すこぶ

る複雑にして男女は
先ず同じく食い，互に衣を結び充し，棒の周囲を舞踏
して廻り且つ水を以て身体に注ぎ更に指輪の交換を行
うを以て正式の婚姻となす．印度の多くの部落にては
男女互の血汐を以て一種の記号を記すを常とし，其他
赤鉛を以て同様の事を行うもの甚だ少なしとせす．

濠洲土人の風習を見るに女は夫と同棲するの意味を
以て自家より点火し来れる薪を以て良人の為めに食物
を作り，アンゴーの黒人は妻が夫の家にて調理したる
二三品の食物を夫に進むる事を以て式とす．ダホメー
にては酋長のみ婚姻の式あり．新婦は将来の主人の為
めにラム酒を備えたる盃を捧ぐ．甚しき儀式はクロア
シアの新郎が新婦の頬を撲る事にて蓋し将来の服従義
務を暗点の間に指示するの意なる可きか．露国に於け
る古代の風俗に依れば新婦の父は予め新らしき鞭を作
り，之を以て軽く女の背を叩き我が権力今日を限りに
終れりと云うて鞭を新郎の手に渡す．

夫婦関係の形式的表徴

文明国の儀式も其拠る処は概ね以上の諸例と異る事
なく多くは上代行われたりし婚姻の遺風を承継するも
のゝベストマン氏の云う如く，祝宴は掠奪婚の痕跡に
して主として掠奪に際して力ありし友の慰労を意味し
指輪は夫婦関係の永続を指示するものならん．
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蛮人の婚儀と宗教

人類の重要な儀礼と宗教との関係については既に触
れたが，結婚に際にしても同じく宗教の影響は非常に
大きいことがわかる．ハドソン島では，先ず結婚を神
に告げ，その慈悲と愛を願わなければ結婚を行わない．
ダイアク土人は，集まった客の中の長老が二人の為め
に豚と鶏の血を手に注ぎ，男神パーク，女神ヒロエバ
カクの加護を祈る．ゴンド族，パタゴニアでも，犠

いけにえ

を
供えて祝福を求め，メキシコの一部落マカラカの新郎
新婦は，二十日間絶食して神の加護を祈る．

僧侶と婚姻

宗教が婚姻に関係する最も一般的なものは，儀式に関
与する僧侶が関与することである．フィジーの土人で
は，僧侶を中央に，右に新郎，左に新婦が並んで座り，
僧侶は神に祈って，互いに愛し，尽くし，共に死ぬべ
きことを男女に諭してその手を結せる．ただしこれは
寧ろ上流階級に限り，一般人の場合は僧侶が来て神に
祈るだけで儀式をおわる．タヒチの僧侶は，は男女に
幸あれと神に祈る．キングスミルでは，僧侶は二人の
額を押付けてそこに胡麻油を注ぎ，祈祷しながら枝で
両人の顔に水を注ぐ．

単に祈祷し，犠
いけにえ

を供えたり，祭壇を設けて神を招くと
いったことに止まらず，さらに進んで婚姻の締結に先
立ってその吉凶禍福を神に問う事もある．シャムでは，
両方の親は先ず占い師に新郎新婦の生年月を告げて将
来を占わさせる．チャクマス人は，凶徴が現われると，
どれほど縁談が進んでいても直ちに中断する．インド
の土民，モンゴル，トルコ人も皆同様である．また結
婚の日取については，多くの民族が非常に腐心して，
忌避する日があることは，言うまでもないことあろう．

文明人の結婚と宗教

文明国でも，信仰の有無にかかわらず，婚姻と宗教心
との関係は非常に深いのが常である．ただし仏教国は，
その教育はそもそも婚姻を不浄なものと見るので，僧
侶が婚姻に交わる事は殆んどないが，チベットではラ
マ僧が関与することもあり必ずしも没交渉とは言えな
い．中国では，新郎新婦が連れだって祖先の廟に詣出
てひれ伏して結婚を報告する．ヘブライ人は，非常に
非宗教的な婚礼を行うが，それでも多少の宗教的な儀
式がある．回教徒は，アラーに祈り，エジプトでも少
くともプトレマイオス朝の頃までは宗教的儀式があっ
た．古代ペルシャでは，単に髪を結う儀式でも神に祈
る．古代のインド，ギリシャも同様である．プラトンは，
男は神聖な儀式によって娶った女と同居すべきである
と説いたが，ホメロスの時代になると神前に供える 犠

いけにえ

の数は著しく減少したようである．チュートン民族は，

蛮人の婚儀と宗教

人類の大礼と宗教との関係は曾って一言したる処なる
が，婚姻に際にしても同じく宗教の影響甚だ疎ならざ
るを見る．ハドソン島にては先ず婚姻を神に告げ以て
其慈悲愛憐を乞わざれば婚を行わず．ダイアク土人は
衆客中の長老が二人の為めに豚と鶏の血を以て其手に
注ぎ以て男神パーク，女神ヒロエバカクの愛憫を祈る ．
ゴンド，パタゴニア亦 犠

いけにえ

を供して祝福を求め，メキシ
コの一部落マカラカの新郎新婦は絶食二十日，以て神
の冥福を求む．

僧侶と婚姻

宗教が婚姻に関係する最も一般なる場合は此儀式に
僧侶が干渉する事にして，フィジ土人にありては僧を
中央に，右に新郎左に新婦列び坐し，僧は神に祈り且
つ相愛しよく仕え偕

とも

に死す可しと男女に訓
いまし

めて其手を
結ばしむ．而も之れは寧ろ上流の者に限り一般人民に
ありては僧侶来りて神に祈る事のみを以て儀式完了す．
タヒチの僧は男女に幸あれと神に乞い，キングスミル
にては僧は両当事社の額を押付けながら之に胡麻油を
注ぎ又祈祷しつゝ枝を以て両人の顔に水を注ぐ．

単に祈祷し犠牲を供え若くは祭壇を設けて神を呼ぶ
等に止まらず進んでは婚姻締結に先立って其吉凶禍福
を神意に問う事あり．サイアムにては両方の親は先ず
卜
ぼく

者に新郎新婦の生年月を告げて以て将来を占わしめ，
チャクマス人は凶徴現わるゝと見るや如何程進行し把
る縁談も断然中止し，印度の土民モンゴール，土

ト ル コ

耳古
人皆然り．又結婚の日取は多くの民族が最も痛心して
忌む所なるは，最も吾人を待って知る可き処にあらざ
らん．

文明人の結婚と宗教

文明国と雖
いえど

も信仰の有無に論なく婚姻と宗教心との関
係は甚深なるものあるを常とし，只仏教国は其教育の
本来が婚姻を以て汚障と見るを以て僧侶が婚姻に交わ
る事殆んど之なきも，西

チベット

蔵にては喇
ラ マ

嘛僧が之に関係す
る事無きに非ざるを以て必しも没交渉なりと云う能わ
ず．支那にては新郎新婦は相携えて祖先の廟に詣で平
伏して婚嫁を告げ，ヘブリューは甚だ非宗教的なる婚
儀を行うと雖

いえど

も尚多少の宗教的儀式あり．回教徒は大
神 ( アラー ) を祈り，挨

エジプト

及も少くもプトレミー王朝の頃
までは宗教的儀式あり．古代波

ペルシャ

斯にては単に結髪の式
を挙ぐるに際しても尚神に祈り上代の印度，希

ギリシャ

臘皆同
じかりき．プラトーは教えて男子は須

すべか

らく神聖なる儀
式を用いて嫁したる女と同棲せざる可らずと説きしも，
ホーマー時代に及んでは神前に供うる犠牲の数は著し
く減少したるが如し．チュートン民族は婚姻を以て神
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婚姻を神聖侵す可らざる重要な儀式と考え，ローマ人
の Libum farreum 式の婚姻では必ず犠

いけにえ

が備えられ，い
わゆる Confarreatio では犠

いけにえ

と祈祷が中心であった．一
方 Coemplio usus の二つの方式では，これを副次的な
条件とするのが法律の趣旨であった．しかしローマ市
民の道徳が頽廃するにつれて，このような風習は次第
に廃れていった．

キリスト教の勃興は，婚姻と宗教との関係をヨーロッ
パに復活させた．その教義の根本には，結婚に関する
あきらかな記述を見出す事が難しいが，後世になるに
つれて両者の関係はますます密になった．初めは寡婦
の再婚に際しては神の名による結婚は許されなかった
が，やがて如何なる結婚でも宗教の関与を経なければ
正当なものではないと見られるようになった．これは
1563 年のトレントの宗教会議の議決によるものであ
る．

法律上の結婚

ルターは，婚姻はそもそも世俗事であり宗教が関係す
るべきものではなく，完全に法律の支配下に置くべき
であると論じた．しかし当時，宗教家はもちろん，立
法者でさえもこれに耳を傾けようとするものは無かっ
た．それも無理のないことである．宗教の権威は空し
く昔のものとなり，人々の信仰がとても薄れている現
代ですら結婚式は寺院が司っているのであるから．

この関係に衝撃を加えて突然撹乱したのが，あのフラ
ンス革命である．この時に当って，婚姻は完全に法律
上の事実となり (1791 年 9 月 3 日の法律 )，いわゆる
世俗婚 ( シヴィル・マリッジ ) が創設された．そして
この立法の趣旨は，フランス，スペイン等で確固たる
基盤を築くに至ったが，その他の国でこれが認められ
たのは非常に遅かった．

元来世俗婚とは，婚姻という社会的事実を宗教の支
配下に置くのは不当であるとして，これを完全に人類
の実生活の規律である法律の下に置こうとするもので，
非常に斬新な結婚の形式のように見えるが，これを発
明したのは決してヨーロッパ人ではない．昔ペルーの
王は，毎年あるいは 2 年毎にクスコに少年少女を集め，
自らの判断で名前を呼び上げては男女を組合せてその
親に返した．そして婚姻はこの形式によってのみ正当
であると定めたため，各地方長官は総てこれにならっ
て同様の事を行った．ニカラグアにもまた同様の風習
があったされる．カリフォルニアのポモー人には，戦
時酋長と平和酋長の二者があり，前者は戦闘に際して
民を指揮し，後者はぺルー王と同様なことを行うとい
う．この他にも，このような婚姻を唯一の合法的婚姻
とする民族はないわけではないが，一般に半開人ある

聖侵す可らざる盛儀と思惟し羅
ロ ー マ

馬人の Libum farreum 
式の婚姻たるは必ず犠牲なかる可らずとせられ，又夫

か

の Confarreatio には犠牲と祈祷を主とし啻
ただ

 Coemplio 
usus の二式は之れを第二条件とするを法律の主趣とし
たりき．而も羅

ロ ー マ

馬市民の道徳的生命が頽廃する伴うて
如上の風は地を払って空しきに到れり．

耶蘇教の勃興は婚姻と宗教との関係を欧洲の天地に復
活したり．其教義の根本とする所に於て結婚に関する
章句を見出す事至難なれども後世に到るに及んでは二
者の関係を密にする事愈

いよいよ

々汪
さか

んにして始めは寡婦再婚
のものには断じて神の名によりて婚儀を挙ぐるを許さ
ざりしもの，漸く変じて如何なる婚姻と雖

いえど

も苟
いやしく

も宗教
の手に待たずんば正当ならずと見らるゝに到りき．之
れ一五六三年トレントに於ける宗教会議の議決要項の
一也 ．

法律上の結婚

ルーテルは論じて婚姻の事たる素より俗事にして宗教
の関係す可きものに非ず全然之れを法律の支配下に置
く可しと云いしが，当時にありては宗教家は勿論，立
法者と雖

いえど

も敢て此言に耳を傾けんとするもの絶えて之
なかりし．宜

むべ

なる哉．宗教の権威は空しく昔日の夢と
なり，人民の信仰は淡しとも淡き現代に於てすら尚且
結婚式は寺院の司る処なる事や．

此関係に衝動を与え俄に之を撹乱し去りしものは，夫
か

の仏国革命とす．此時に当っては婚姻を以て全く法律
上の事実となし ( 一七九一年九月三日法律 )，茲に所謂
俗的婚姻 ( シヴィルマリエーヂ ) の創成せらるゝを見
たり．而して此立法の主義は仏，瑞

スペイン

西等に於て堅実な
る根底を有するに至りしも，其他の諸国にありては認
めらるゝ事頗

すこぶ

る遅れたるを免れず．

元来シヴィルマリエージとは婚姻なる社会的事実を
以て宗教の支配下に置くを不当となし全く法律 ―人類
実生活の規律たる― の下に置かんとするものにして甚
だ嶄

ざんしん

新なる一婚姻式たるが如きも，之れを発明したる
ものは決して欧洲人には非ざりき．昔ペルヴィアン王
は毎年若くは二年毎にヴズコに少年子女を召集し，王
の意見を以て其呼上げたる名によりて男女を交配して
以て其親に返し且つ婚姻は此形式を以てのみ正当なる
を得と定めたるを以て各地方長官は総て之に做うて同
様の事を行いたり．ニカラガ亦同様の風ありと伝えら
れカリフォルニアのポモー人には戦時酋長と平和酋長
の二者ありて前者は闘戦に於て衆を指揮し後者はぺル
ヴィアン王と同一事務を執ると云う．此他此婚姻を以
て唯一の合法的婚姻とする民族なきに非ずと雖

いえど

も，一
般半開若くは未開人の間にはかゝる公法的婚姻制の行
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いは未開人の間ではこのような公的な婚姻制が行われ
るのは寧ろ例外である．

この章で我々は，ただ結婚の婚姻儀式の様々な種類を
見ただけで，あえてその良し悪しを論じたわけではな
い．考えるに我々が言ういわゆる良し悪しとは，決し
て自然か不自然かという意味ではない．むしろ非常に
人為的な基準，すなわち法律が規定する条件を備えて
いるものを正当なる婚姻とするもので，それが必ずし
も不自然な婚姻を意味するものではない．そもそも正
当か否という問題は非常に広いもので，当事者である
夫婦の身分，権利に影響するだけでなく，産まれてく
る子供には多大なる利害を及ぼす．例えば，持参金の
ない妻は妾と見られ ( ギリシャ )，売買婚は不正と見ら
れ ( ゲルマン )，売買によらない夫婦の子は私生児で正
式な子供とは見られない ( カリフォルニア )，結婚式が
立派でなければ不法な婚姻と見られる ( ローマ ) など
の例は，各国の成文法，不文法がこれを認めるか，認
めないかによるもので，本質的には人類の自然，不自
然と何ら関係ないものである．従って，その定める所
は国によって大きな隔たりがあり，互に衝突して非常
に複雑になっている．自然という意味に於いて婚姻を
行える民族は，世界でも唯一，未開なヌカヒヴァ土人
のみと言われる．

わるゝは寧ろ例外に属す．

此章に於ては吾人は只婚姻儀式の各種と見たるに止ま
り，敢て之れを以て正否の論評を行わんとは期せざり
き．意

おも

うに吾人の所謂正否とは，決して自然的不自然
的の意義を有するものに非ず．甚しき人為的の標準即
ち法律が規定する要素要件を具えたるもの即ち正当な
る婚姻にして必しも不自然の婚姻を意味せず．苟

いやしく

も其
正当たると否とは関係する処頗

すこぶ

る広大にして竟
つい

に当事
者たる夫婦其者の身分権利に影響するのみならず，其
生む処の子女も亦従って多大なる利害を生ずるを見る
可し．例えば持参金なき妻は妾と見られ ( 希

ギリシャ

臘 )，売
買婚は不正と見られ ( ゲルマン )，売買に依らざる夫
婦の子は私生子にして正出の子と見るを許さず ( カリ
フォルニア )，儀式盛宴ならずんば不法婚姻と見らる
( 羅

ロ ー マ

馬 ) の如きは皆国々に於ける正文不文の法律が或は
之れを認め，又は之を認めざるによりて生ずる処のみ．
何等其実質に於て人類の自然不自然と交渉する所あら
ざる也．従って其定むる所各国甚だしく踰

ゆ て い

庭あり．是
相互に相衝突し繁雑なる事小少に非ず為めに自然の意
義に於て婚姻を行い得る民族は天下唯未開なるヌカヒ
ヴァ土人あるのみと称せらる．
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第二十章　婚姻の様式 ( 上 )

一夫多婦と文明

動物の間に於ては婚姻の様式は唯二別あるのみ．雌雄
各々其 一を以て配偶とするか一雄性が多くの雌性と交
わるかの何れか一 に出でざるものなしと雖

いえど

も，人類に
あるは頗

すこぶ

る多端にして或は一夫一婦あり或は一夫多婦
あり或は一婦多夫あり而して時に或は多夫共同して多
婦を有する事あり．

一夫多婦 ( ポリガミイ ) は古来人類間に行わるゝ事甚
だ広きもの也．古代チブタス人は極度まで之を行いメ
キシコ，秘

ペ ル ー

露のインカス民族は正妻の他に妾を多く蓄
うるを常とし，支那に於ても同様の風あり．日本の妾
腹の子は正生の子と殆んど差等なき地位を有す可く，
朝鮮の貴族は其地位体面を保つの必要上必ず多数の妾
を養うと云う．

野蛮時代と妻努の必要

ヤコブがラヘル及びリーと婚せし伝説は古代ヘブ
リュー人に此婚姻が行われしを暗示しそロモンの栄華
はよく後宮七百の王妃と三百の貴妃とを容れ，レホボ
アムは十八の妻七十五人の妾を有せりと伝えらる．一
夫多婦の風俗は多く法律の敢て禁止せざる所にして，
レホボアム王の如きは法令の許す極端の数なりしが如
し．而して数に対する制限としてはタルムードの法律
は正妻四人を超ゆるを許さずとして妾の数には規定な
かりき．同法令は在欧洲の猶

ユ ダ ヤ

太人には中世ころまで，
回教国にある彼等は現代に及んでも尚遵奉する所也．
回教の法典は妻は四人を限るも妾に関しては何等の制
限を設けず．而して妻妾の身分上の差異は毫も顕著な
るものはなく僅かに妻は保護者として生児を有する点
に於て妾に勝るに過ぎず．但し奴隷は同時に二人を有
する事を禁ぜらる ．

埃
エジプト

及人は僧を除く他は妻妾に制限なく妾は多く捕虜
又は奴隷より択

えら

まるゝも同じく家族の一員として夫の
遣産をも相続する事を得可し．アッシリア王は表面一
夫一婦なれど妾を蓄うる事多く波

ペルシャ

斯王が後宮 ( ヘラム )
に多数の妻妾を蔵するは人の知る処也．印度諸族は古
来妻妾の数は個人の自由にしてリグ吠

ヴェーダ

陀，マニュー法
典中に其上代よりの風習なる事を示す章句を見る．

希
ギリシャ

臘もホーマー時代は妾は仮妻 ( ハーフワイフ ) とし
て多く蓄えられ後世に及んで法律亦之を認め，羅

ロ ー マ

馬は
一夫一婦の制よく行われ妻妾の区別は截然たるものあ

一夫多婦と文明

動物の間では，婚姻の様式は２種類だけである．雌雄
それぞれ１つが配偶するか，１つの雄が多くの雌と交
わるかの何れであるが，人類では非常に多様で一夫一
婦制，一夫多婦制，一婦多夫があり，時に多夫が共同
して多婦を有する事もある．

夫多婦 ( ポリガミイ ) は，古来人類の間に非常に広く
行われたものである．古代チブタス人は極端までにこ
れを行い，メキシコ，ペルーのインカ民族は正妻の他
に妾を多くもつのを常とする．中国でも同様である．
日本では妾の子は正妻の子と殆んど地位に差がない．
朝鮮の貴族は，地位体面を保つ必要上，必ず多数の妾
を養うという

野蛮時代と妻努の必要

ヤコブがラヘルおよびリーと結婚したという伝説は古
代ヘブライの間にこのような結婚が行われていたこと
を暗示しており，そロモンの栄華は，後宮に 700 人の
王妃と 300 人の側室とを抱えていたとされ，レホボア
ムには 18 人の妻，75 人の妾がいたと伝えられる．一
夫多婦の風習は，多くの場合法律で特に禁止されてお
らず，レホボアム王の例は法律が許す極端な数であっ
たようである．人数制限としては，タルムードの法律
は正妻 4 人を超えてはならないとしたが妾の数には規
定がなかった．この法律は，ヨーロッパ在住のユダヤ
人では中世頃まで，回教国では現代に及んでもなおこ
れに従っている．回教の法典は，妻を 4 人を限ってい
るが妾に関しては何の制限もない．従って，妻と妾の
身分上の差異は大きなものではなく，ただ妻は保護者
として子供を持つ点においてのみ妾より優れるに過ぎ
ない．但し奴隷は同時に 2 名持つことは禁じられてい
る．

エジプト人は，僧を除けば妻や妾の数に制限なく，妾
は多くの場合捕虜や奴隷から選ばれるが，家族の一員
として夫の遣産も相続する事ができる．アッシリア王
は表面的には一夫一婦制であるが，妾をもつことは多
く，ペルシャ王が後宮 ( ハーレム ) に多数の妻妾をも
つのことは良く知られたことである．インドの諸族で
は，古くから妻妾の数は個人の自由で，リグヴェーダ，
マヌ法典には，古代からこの風習があることを示す記
述が見られる．

ギリシャもホメロス時代には，妾は仮妻 ( ハーフワイ
フ ) として多所有され，法律もこれを認めていた．ロー
マでは，一夫一婦制が広く行われ，妻と妾の区別は明
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瞭であったが，後世になると次第に乱れた．チュート
ン民族が歴史に現われた頃，その西部北部地方は多妻
制度が盛んで，スカンジナビア王も妻妾が多いことで
知られた．ヨーロッパ，ロシアも同様であった．フィ
ン族の古い歌謡にこの風習をうたったものがあり，そ
れから推測すると彼らの祖先もまた一夫多婦制であっ
たことは明らかである．

キリスト教が起っても，これが禁止される事はなかっ
た．もちろん公認されたわけではないが，黙認される
ことが少なくなかったようである．メロヴィング朝の
後宮には多くの美女がいて，カール大帝の法律を見
ると僧侶ですらこれを囲って居たことがうかがえる．
三十年戦争で人口が激減したドイツのある地方では，
重婚すら禁じられなかった．妻妾をもつことは王の特
権として公然と行われ，これは長く近代にまで伝わっ
た．かのルターですら，政略上ヘッセン王フィリップ
が二人の女性と結婚することを認めている．キリスト
も多妻に関して何も言葉を残していないとして，之を
弁解したのである．モルモン教では，多くの妻妾をも
つことが神の意思によるものであるとすることは，良
く知られたことである．

全く多妻婚を知らないのは二三の民族のみ

少数者の行う制度

野蛮人に妻妾が多いことは今更言う必要もない．アン
ヨローの酋長は 10 人ないし 15 人の妻妾をもち，庶民
でも 3 人，5 人の女を持たなければかって体面を保て
ないとされる．サー ･ パーヒントォ氏はバローズの有
力者は 70 人の妻をもつと言う．フィジーの酋長の妻
妾は少くとも 20 人を下ることはなく，多ければ 100
人に及び，ロアンゴーの王は後宮に美人 7,000 人を持
つと言われる．

しかし，多妻制は必ずしも一般的なものではない．野
蛮人の中にも全くこれを知らないか，あるいは知って
いても法律や習慣で以て禁止されているものが少なく
ない．例えば，ワガァンドット，イロコイス族等は，
妻 1 人を超えると罰せられ，カリフォルニアの二三の
部落，コロラド河岸の諸土人，ニューメキシコのモー
キスその他南米の各地方等では，法や慣習により禁じ
られている．アジアでもクキー，パダム，ムンダコール，
マレー地方，ビルマ，インドシナ等で一夫一婦制が広
く行われている．オーストラリアでも白人侵入前まで
は，一夫一婦制の部落が少なくなかった．アメリカ土人，
ペリルーの土民，アイヌでは，多妻の風習は権力や富
を持つものに限られており，決して一般的ではない．

りしが後世漸く弛緩するを見たり．チュートン民族が
歴史に現われたる頃其西部北部地方は多妻の風旺

さか

んな
りし如くスカンヂナヴィアの王は妻妾の多きを以て聞
え，欧露諸部落も亦同様．フィン族の古謡中此風俗を
謡うものあるより推す時は彼等の先人亦一夫多婦なり
し事明らか也．

耶蘇教起るに及んでも之を禁止する事なく公認は素よ
りあらざりしも黙許したる場合は甚だ少なからざる如
くメロヴィアン王家の後宮美姫多く，カール大帝の法
律を見れば僧侶すら尚且之を有せしを思わしむ．三十
年戦役によりて人口極る稀薄となりし独乙の一地方に
ては重婚 ( ビガミー ) すら禁ずる事をなさざりしが，妻
妾を蓄うる事は王者の特権として公然行われたるは永
く近代に伝われり．夫

か

のルーテルを以てしても政略上
ヘッセン王フィリップの二婦人と婚するを認許し，基
督も多妻に関して何れの訓言を残さざりしとて之を弁
解したりき．モルモン宗が妻妾多からんを以て神意に
出ずとするは世人汎く之れを知る処ならん．

全く多妻婚を知らざるは二三の民族のみ

少数者の行う処

野蛮人の妻妾多きは更に吾人の論を俟つの要なく，ア
ンヨローの酋長は十人乃至十五人の妻妾を蓄えざれば，
又庶民と雖

いえど

も三人五人の婦女を有せざれば反って地位
を保つ可らずとせられ，サア，パーヒントォ氏はバロー
ズの権臣七十人の妻を有するを語り，フィジ酋長が有
する妻妾の数は少きも二十を降らす多きは百に及びロ
アンゴーの主は後宮蓄うる処の美人と七千と註せらる．

然れども多妻主義は必しも一般的制度と見る可らず．
野蛮人の中にも全く之れを知らざるか或は之れを知る
も法律習慣を以て禁止するもの少なからず．例えばワ
ガァンドット，イロコイス等は妻一人を超ゆる者は罰
せられ，カリフォルニア中の二三部落，コロラドー河
岸の諸土人，ニューメキシコのモーキス其他南米の各
地方等の如き或は法禁となり或は私禁たり．亜

ア ジ ア

細亜に
入りてもクキー，パダム，ムンダコール，馬

マ レ ー

来地方，
ビルマ，印度支那等に於て一夫一婦の制よく行わるを
見る可く，濠洲にても白人侵入前までは一夫一婦たり
し部落少しとせす．亜

ア メ リ カ

米利加土人秘
ペ ル ー

露の土民乃至アイ
ヌ間にては多妻の風は僅かに権力若くは富力を有すも
のゝ行うに限り，決して一般に行われざるなり．
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一夫一婦と一夫多婦

法律で認められ，慣習がこれを許す民族でも，実際に
一夫多婦制が行われる場合はそれほど多くない．実際
のところ特殊な生活状態にあるものを除けば，妻妾を
多く養うには富力が必要なことは当然で，富者が平民
に比して著しく少ないことは何れの地方でも同じであ
る．従って妻妾を多く持つ者は，一夫一婦に甘んずる
者に比べれば非常に少ない．これは，フィリップ氏に
よる南方コンゴに於ける社会学的研究，プロヤート氏
のロアンゴーに於ける研究の結論でもあり，その他カ
フィア，ベチャンナ，ホッテントット等の諸民族に於
ける事実が示すところである．シード，アミール，ア
リはインド回教徒の 9 割 5 分が一夫一婦制であるとい
う．ペルシャ，シャム，ベトナム南部，ヒンズー人の
諸部落，中国の下層階級大部分は一夫一婦制で，上流
社会で多妻制が行われるのみである．

オーストラリア人の多くは一夫一婦制で，タスマニア
で多妻制があるのを例外として，サンドウィッチ島で
は酋長だけが多くの妻妾をもつ．アメリカ土人もこれ
と大差なく，グリーンランドの西岸で妻を 2 人以上を
もつ者は 20 人の男性中 1 人ある程度に過ぎない．従っ
て 4 人の妻妾をもつのは稀であるという．

発生原因

一夫多婦は人類に広く行われたか

古文書を見ても，一夫多婦制は寧ろ例外的であること
は疑いのないところである．例えば資料は乏しいが，
古代ヘブライ人では富者でなければ多くの婦女をもつ
ことはなかったようで，エジプトの家庭生活を描いた
古い絵画でも，多婦制が例外であったことは明らかで
ある．さらにヘロドトスは，富者や高貴な家柄の者だ
けが妾を持てると述べている．スピーゲル氏は古代ペ
ルシャでは一夫一婦制であったと断じており，ヘンリー
メール氏，シュラーデル博士はインドヨーロッパ族の
昔の風習も同様であったとな推論しており，タシタスは
西部ゲルマンの王のみが多妻制であったと記している．

更に一夫多婦制といっても，実質的には一夫一婦制
に似ており，決して独立した一つの様式ではないこと
がある．例えば妻妾をさらに区別して，正妻，次妻を
区別し，家庭の実権は主に正妻が握り，次妻その他は
正妻の指揮を受けて雑役に従事するような場合である．
グリーンランド，カニアグムード，クリーキ等北米イ
ンディアンの多くは，初婚の妻を正妻とする．アリュー
ト土人の妻には，正妻，次妻の他第三，第四の者まで
それぞれ各特別の名前がある．アーツ族では，次妻そ
の他が生む子供の父は相続者となれない．アルゴンキ
ンの土人は，正妻以外の子供は正式な子供とは認めら

一夫一婦と一夫多婦

法律之を認め慣習亦是を許す民族にありても実際一夫
多婦の行わるゝ場合は甚だ多からず．蓋し特殊なる生
活状態にあるものを除けば妻妾を多く養うには富力な
かる可らざるは自然の数にして，富者の数が平人の数
に比して著しく少きは何れの地方と雖

いえど

も軌を一にする
処，従って妻妾を多く有するものは一夫一婦に甘んず
る者に比して甚だ稀れなり．之れフィリップ氏の南方
コンゴーに於ける社会学的研究やプロヤート氏のロア
ンゴーに於ける研究の結論にして其他カフィア，ベチャ
ンナ，ホッテントット等の諸民族に於ける事実の示す
処なり．シード，アミール，アリは印度回教徒の九割
五分は一夫一婦なるを云い，其

ペ ル シ ャ

波斯， サイアム，交
こ う ち

趾
支
こ う ち

那，ヒンズー人の諸部落並に支那の下流人民の大部
分は総て一夫一婦にして只上流社会にのみ多妻主義行
わるのみ ．

濠洲土人の多くは一夫一婦，タスマニアにて多妻を有
するは例外にしてサンドウィッチ島にては酋長のみよ
く妻妾を有す．亜

ア メ リ カ

米利加土人は之れと大差なく．グリー
ンランドの西岸にて二妻以上を有するものは二十人の
男子中一人あるの比例に過ぎず．従って四人の妻妾あ
るは稀有の事実なりと云う ．

発生原因

一夫多婦は人類に洽
あまね

く行われしか

之を古書に見るも一夫多婦の制度行わるは寧ろ例外的
なる事疑う可らす．例えば資料乏しき憾なきに非れど，
古代ヘブリュー人も富者に非ずんばよく多くの婦女を
蓄うる事を為さりし如く，埃

エジプト

及の家庭生活を描きたる
古画は明らかに多婦主義の例外たるを示す可く，加う
るにヘロトダスは富者及び門地高きものにして初めて
よく妾を有し得る事と云いたり．スピーゲル氏は古代
の波

ペルシャ

斯を以て一夫一婦制なりと断じ，ヘンリーメール
氏並びにシュラーデル博士は印度欧羅巴 ( インドユー
ロピアン ) 人の古俗亦同様なりと推論，タシタスは西
部ゲルマンの王のみ多妻を有すと記せり．

更に一夫多婦と 雖
いえども

其実質に於ては甚だ一夫一婦と相
似たる処ありて決して独立したる一個の型体を有する
ものに非ず．例えば妻妾の区別より進んで更に正妻次
妻の別を置き，家庭の実権は主として正妻の手中に存
して次妻其他は正妻の指揮を受けて雑役に従事する如
し．グリーンランド，カニアグムード，クリーキ等北
米印度人の多くは初婚の妻を以て正妻となし，アリュー
ト土人の妻には正妻次妻等其第三第四のものに到るま
で各特別の名あり．アーツの次妻其他の生む処の子は
父の相続者となる事を得ず．又アルゴンキンの土人は
正妻以外の子女は正出の子と認めず，之れ即ち真の意
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れない．即ち，これらは真の意昧に於ける妻は一人だ
けである事に外ならない．メキシコ，ブラジルの土人
もまた同様である．サモア，タヒチの風習では，多妻
よりは寧ろ多妾と云うのが妥当で，初婚，かつ夫の身
分地位に相応しい者が正妻となる．インド洋諸島でも，
初婚の妻を正妻とする．ビルマ，サンタルも同様の風習
で，アイヌで多妻を持つ場合も正妻は一人に限られる．

中国では妾を持つことに制限はないが，妻の生存中
に別の妻を娶る者は刑法によりて罰せられる．妻は妾
に対して大きな権力を持ち，その許可なくして妻の面
前で妾が座ることは許されない．妻は配遇者を「良人」
と呼ぶが，妾は主人と呼ばなくてはならない．もとも
と中国のいわゆる妾は，足が大きな卑しい身分の女，
あるいは奴隷，遊女が多いのに対して，妻は夫に釣り
合った地位，家柄がある足の小さな女性であるので，
妻と妾の区別は自ら明確である．従って妾を妻の生存
中に妻としたり，妻を妾におとしめるような者は，そ
れぞれ鞭打ち 90 回あるいは 100 回に値する罪とされ
る．生まれてくる子供の嫡出，庶出も，ひとえに生母
が妻か妾かで決まり，妾腹の子は庶子として嫡子とは
見なされない．しかし回教徒は，初婚の妻を特に正妻
と称するが，その子供は生母の何れかによらず嫡出と
見做される．

黒人種族の間でも，家庭で実権を有する妻は必ず初婚
のものに限る．マクドナルド氏によると，正妻は自由
民の女で，他は奴隷であることが多く，従って正妻に
はこれらを指揮監督する権利がある．そして彼らが初
めて結婚する場合，その配偶者は多くの場合親の選択
によるが，その後娶る女は寧ろ贅沢のためであったり，
地位，財力を誇示するための装飾のような存在とされ
る．例えば，バストーの酋長はその有する子供の数を
問われたときに，単に初婚の妻が産んだ子供のみを答
え，また彼らが鰥

やもめ

と称するのは，正妻と死別したとい
う意味であることからも分かるように，他の妻の位置
がどのようなものかは容易に推察されよう．聞くとこ
ろによれば，マダカスカルの多妻制も，実際には妾が
多いに過ぎないという．

ヒンズー民族の正妻は初婚の者で，やはり他の妻に対
して権力を有し，その子供も他の妻が生んだ子供にく
らべて優位である．正妻は夫と同じ地位を持ち，正妻
だけが式典に際して夫と同じように座ることができる．
夫が死んで子がない場合は養子をとる特権があり，こ
れは他の妻妾には決して許されない権利である．ペル
シャ，エジプトもおよそこれと同じである．アッシリ
ア，ギリシャの風習は既に述べた．一夫多妻を神の意
思として，摂理にかなうものと考えるモルモン教です
ら，正妻とそうでないものには区別があるという．

味に於ける妻は唯一なるを示すものに他ならず．メキ
シコブラジルの土人亦同様にしてサモア，タヒチの風
俗は多妻よりは寧ろ多妾と云うを当れりとす可く，初
婚者にして且つ夫の身分地位に相

あ い し

若くもの正妻たり．
印度洋諸島も初婚の妻を以て正妻と見，ビルマ，サン
タル同様の風俗，アイヌの多妻を有する者にても正妻
は一人に限れり．

支那に於ては妾を蓄うる事に制限を見ざるも妻の生存
中又妻を娶る者は刑法によりて所断せらる可く，妻は
妾に対して多大の権力を有し，其許可なくして妻の面
前にて妾の坐するを許さず．妻は其配遇を「良人」と
呼ぶも妾は之を主人と称せざる可らず．由来支那の所
謂妾は足大なる賎女若くは奴隷売笑の婦多きに反し，
妻は地位あり門閥ありて夫のそれに比して相譲らず小
足の貴女なるを以て妻妾の別は自ら明確ならざる可ら
ず．此故に妾を以て妻の生存中に妻となし妻を以て妾
と貶

へん

する如きは，各々笞百乃至九十に値する罪とせら
れ其生む所の子の正出私出の定まるは一に生母の妻た
るか妾たるかに依り妾腹の子は之を庶子として正出と
見ざるなり．只回教徒は初婚の妻を特に正妻 ( グレー
トレデー ) と称するも其子女は生母の何れを論ぜす此
の正出と見做さる．

黒人種族の間にありても家庭に実権を有する妻は必
ず初婚のものに限り，マクドナルド氏の言によれば正
妻は自由民の女なれば他は奴隷たる事多く従つて正妻
には之等を指揮監督するの権あり．而して彼等の初め
て婚姻を行うや其配偶者は多く親の選択する処かゝり，
其後娶る処の婦女は寧ろ奢

し ゃ し

侈に出で地位並に財力に誇
らんとする一種の装飾のみとせらる．即ちバストーの
酋長はその有する子女の数を問われたるに対し，単に
初婚の妻の挙げたるものゝみを答えた如く，又彼等の
鰥
やもめ

と称するは其正妻と死別せし意なりと云うを見るも
他の妻の位置は推するに難からざる可く，聞くが如く
んばマダカスカルの多妻と云うも亦其実際は妾の多き
に過ぎずと．

ヒンズー民族の正妻は初婚のものにして同じく他の妻
に対して権力を有し其子も亦他の生む処に比して勝る
処あり．正妻は良人と地位を同じくし彼のみ式典に際
して夫と同列に坐する事を得可く．夫死して子なき時
養子をなす特権あり．之れ蓋し他の妻妾には決して許
されざる権利也．波

ペルシャ

斯 埃
エジプト

及 略
おおよそ

之れと趣を同じうし，
アッシリア，希

ギリシャ

臘風俗は已に述べたる如し．一夫多妻
を神意として之れを天理に協

かな

うものと見る夫
か

のモルモ
ン宗に於てすら，尚正妻と然らざるものとの区別存す
と云う．
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単に正妻，次妻の区別があるだけでなく，一夫多婦制
はその他の点でも一夫一婦制のようにみえる場合があ
る．例えばカリブ人は姉妹ともに妻とする場合，日を
定めてそれぞれの家に宿泊する．ダーウィンによれば，
チリのインディアンは，一週間毎に妻の家を巡回する
習慣があり，カフィア人は，古い慣習を守って今日で
もそれぞれの各妻の許に 3 昼夜ずつ泊まり，回教徒は，
4 人の正妻の間を順番に訪れることが法律で定められ
ているという．実際にこのような規則が実行されてい
るかどうかは疑わしいが，ある期間は一夫一婦制と同
じように彼らが生活していることは，見過ごすことが
できない点といえる．

カルヴァー氏によると，インドでは一人の妻だけが夫
の気に入り，これと数年に亘って同居することは珍し
くないという．愛憎による選択は，人類が避けること
ができない弱点であり，このような事態が生ずるのは
当然で，不幸にして夫の心を捉えることができなかっ
た女は，夫に顧みられることなく寝室が寂しいままに
盛りを過ぎ，処女として一生を終えざるを得ないこと
になる．このようなことは，程度の差はあっても総て
の多妻制の国に同じように見られるものである．年老
いたり，美貌に欠けたり，あるいは子供をたくさん産
まないなどの理由で夫の歓心を失い，妻とは名ばかり
の女性も少なくない．そして夫は愛する者と常に同居
して暮らし，一夫多婦制とは言え，実際には寧ろ一夫一
婦制に近いものが多いことは疑いのないところである．

一夫多婦制は，実際に行うことは難しい制度で，現在
これを行っている，あるいは行っていた民族でも，妻
妾を多数もつことは贅沢に過ぎると思われる場合が多
い．グリーンランドでは，は 2 人以上の妻をもつとか
えって批判を浴び，カフィアの上流階級でも 3 人以上
の婦女をもつことは非常に稀である．

一夫多婦制 ( ポリガミー ) の反対は，一婦多夫制 ( ポ
リアンドライ ) である．しかしこの婚姻制度は前者に
比して更に少数である．アリューシン群島のオーナラ
シカ島では，ひとりの女が 2 人の夫を有し，夫は互に
妻を所有する期間を協定して同居する．力ニアグムー
ツの女は，2, 3 人の夫を持つことがある．バニアミノ
フ氏は，古代ツリンケットの女は，夫の他に恋人，そ
の多くは夫の弟をもつを公認されていたという．フォ
ン・フンボルトは，オリノマ地方の土人で，兄弟がひ
とりの女に共有されるものを見たという．ヌカビパの
土人では，2 人の夫を有する女がある．リフの古老は，
同島で 3 回，2 人の男性が 1 人の妻を有しことを記億
しており，そのうち 2 回は兄弟であったが，何れも隣
人に嘲笑されていたと語っている．タスマニアにもこ
のような偶発的な多夫婚があった．

啻
ただ

に正妻次妻の区別あるのみに非ず．一夫多婦は尚他
の点に於て恰

あたか

も一夫一婦の観を呈する事あり．即ちカ
リブルが姉妹を容れて妻とせし時は，日を定めて各自
の家に宿泊し，ダーウィンの言によれば智

チ リ

利の印度人
は一週間毎に妻の家を巡訪する習慣あり．カフィア人
は旧慣を遵奉して今日にも各妻の許に三昼夜づつ泊り，
回教徒は四正妻の間を輪番に訪うを法律の定むる処と
すと．実際上斯くの如き規定が実行され居るや否やは
疑いなき能わざれども，斯の如く或期間は一夫一婦の
制度と齊

ひと

しき方法に於て彼等が生活しつゝあるは看過
す可らざる処ならん ．

カルヴァー氏は云う．印度に於て一人の妻のみ夫の意
に叶い之れと同棲して数年に亘る事珍しとせずと．選
択と愛憎とは人類の免る能わざる弱点なればかゝる事
態の生ず可きや当然にして，不幸にして夫の心を執る
に至らざりし女は一生を顧みる事なく花顔春過ぎて空
閨の愁

しゅうしゅう

々，処女として終らざる可らざる事なきに非ず．
而して期くの如きは程度の差異はあれ総ての多妻国に
齊
ひと

しく見るを得可き所にして，或は老いたるが爲め，
或は容色の眼を悦ばすに足らざるが爲め，或は子を産
む挙少なきが爲め夫の歓心を失うて妻とは名のみの婦
女少なからざる可く，而して夫は常に其愛する所と同
棲して生活す可きを以て，一夫多婦と云うも實際に至
つては寧ろ一夫一婦に近きもの多かる可きや論なから
ん．

更に一夫多婦は実際行うに至難なる制度にして現代
之を実行しつゝあり又は之を認めたる民族に於ても，
妻妾を多数蓄うる事は奢侈の極まれるものと思惟せら
るゝ場合多く，グリーンランドにては二人以上の妻を
有するは寧ろ他の指弾を招きカフィアの上流人も三人
以上の婦女を有する事は甚だ稀有なり ．

一夫多婦 ( ポリガミー ) に反対なるものを一婦多夫 ( ポ
リアンドライ ) となす．而して此婚姻制を有するもの
は前者を行うものに比して更に少数なり．アリューシ
ン群島中オーナラシカ島にては一女にして二人の夫を
有し，夫は互に妻を所有する期間を協定して之と同棲
し，カニアグムーツの女は両三夫を有する挙あり．バ
ニアミノフ氏は古代ツリンケットの女は夫の他に情人
多くは夫の弟を存する事を公認せられたりと論ず．フォ
ンフムボルトはオリノマ地方の土人中兄弟にて一女と
共有するものを見たり．ヌカビパの土人中二人の夫を
有する女子あり．リフの古老は同島に三度二人の男子
が一人の妻を有したる場合ありしを記億し其二回は兄
弟なりしが何れも隣人の指笑を買いたりと語れり．タ
スマニアにも斯くの如き偶発的の多夫婚なきに非ず．
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第廿一章　婚姻の様式 ( 中 )

男女の数に各民族に於て甚だ不平均なる事あリ

一夫一婦の婚姻制を以て人類に最も自然なりとする論
拠として世界に於ける男女の数互に相齊

ひと

しきを云う者
あり．又世人多くは此事を以て真実と思惟して敢て怪
まざる如きも之れ抑

そもそ

も大なる過ちと云わざる可らす．

世界に於ける男女の数が総体に於て極端なる差異を
示さざるは，素より論なしと雖

いえど

も地方により民族を異
にするに従って其間の差等は驚くに堪えたるものなき
に非ざる也．例えばユカタン人中にては男女の数一に
対して二の割合を示しユーチャンパンパにては五女一
男の割合を示すものあるに反し，タヒチにては五男一
女の比例，サンドウィッチ，ソロモン島にては男子の
数超過しニューギニア中三百の人口を有する部落に
て女子の数男子の数に越ゆる実に三倍なるものあり．
亜
ア ジ ア

細亜，阿
ア フ リ カ

弗利加の諸大陸にありても地を異にし民族
を異にするは随いて，或は男子或は女子の数過多過小
なるものある事，敢て諸例を挙ぐる要なき程にして欧
洲大陸に見るも，十五二十の時代に於ては男子の数相
等しけれど少年時代は男子，老年時代は女子多きは統
計の示す所，又疑う可らず．

此現象を見る原因

男性に対する危険の程度

斯くの如き男女間の差を来す原因として数う可きも
のは一にして足らず．男子の減少する原因は主として
之等が女子に比して危険に曝露する事多き運命を有す
るに依る如くスザーランド博土は百〇九人エスキモー
人の平均年齢を求めて二十二歳を得．其内女子平均
二十四才五分なるに対し男子は僅かに十九才三分の寿
命あるに過ぎざるを見たりき．之れ彼等の男子は主と
して小舟に乗じ海洋に漁し波濤氷雪の危険を冒すが為
め，男子にしてよく五十歳に達する迄天命を楽しむも
のなきに依れり．之に反して女子は職として家に止ま
り如上の破壊的作用の影響を被る事甚だ鮮少なるを以
てエスキモー中にて尚七十七八歳の高齢に達するもの
あり．従って女子の平均生命が男子に比して大なる所
以なりとす．此事例は欧洲其他の文明国乃至は未開野
蛮の諸人民中に於て一般に認め得可き所にして戦争其
他の危難に臨む事甚だ少なからざる男子の死亡率は女
子のそれに比して頗

すこぶ

る高く，従って或蛮人中に見る如
く五女一男，三四女一男の割合を示す事敢て怪しむに
足らざるに到るものとす．

翻って女子の数が甚だ少なき原因を求むるに，或は曾
つて述べたる如き女嬰児殺の風あり．又殊に未開人中
に多き女子過労の結果なる事亦少しとせざれども，之

男女の数は民族によって甚だ不均等な事がある

一夫一婦制が，人類に最も自然であるとなりとする
根拠として，世界の男女の数が互に等しいことを挙げ
る者があり，世の中では多くがこれを真実と考えて疑
わないことが，そもそも大きな誤りと言わざるを得な
い．

世界に於ける男女の数が，全体として極端な差がな
いことは言うまでもない．しかし，地方により，民族
により，その差が驚くほど大きいこともある．例えば
ユカタン人中にては，男女比が 1：2 となり，ユーチャ
ンパンパでは女 5 に男 1 の割合となることもあるのに
対し，タヒチでは男 5 女 1 の割合，サンドイッチ島，
ソロモン島では男性が多い．ニューギニアの人口 300
人の部落では，女が男の 3 倍にもなるところがある．
アジア，アフリカ大陸でも，民族によって男が多かっ
たり，女が多かったりすることは珍しくなく，いちい
ち例を挙げるまでもない．ヨーロッパ大陸でも，15 歳，
20 歳の時期には男女ほぼ同じであるが，少年期には男，
老年期には女が多いことは統計が示す通り，疑いのな
いところである．

この現象を見る原因

男性に対する危険の程度

このような男女差を来す原因は，ひとつではない．男
性の減少する主な原因は，女性に比べて危険に曝露す
る事が多い運命にあるためである．スザーランド博土
は，エスキモー人 109 人の平均年齢は 22 歳で，その
内女性は平均 24 歳 5 分に対して男性は僅かに 19 歳 3
分の寿命であることを見出した．これは，男性は主に
小舟で海に乗りだし，漁を行い波や氷雪の危険に曝さ
れるためで，男性で 50 歳の天命に達するものはない
からである．これに反して女性は仕事として家にいて
このような危険の影響を被る事が甚だ少ないため，エ
スキモーの中でも 77, 78 歳の高齢に達するものある．
従って，女性の平均寿命は男性に比して長い．このよ
うな事はヨーロッパその他の文明国でも，未開野蛮人
にも一般に認められるところで，戦争その他の危険に
臨む事が甚だ多い男性の死亡率は，女性に比して非常
に高い．ある蛮人では，女 5 人に対して男 1 人，ある
いは女 3, 4 人に男 1 となることがあるのも不思議なこ
とではない．

次いで女性の数が甚だ少なくなる原因を考えると，
既に述べたような女嬰児殺の風習がある．また特に未
開人では女子の過労の結果であることも少ないとされ
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るが，全体を通じて考えるとそれよりも大きな原因は，
男女の出産数の差にある言わざるを得ない．

出産数の不同

子供の出産に際して，必ずしも男女の割合が均等で
ないことは特に説明の必要もないが，この結果が広く
影響することにはあまり注目されていない．男女の出
産数に大きな差があることは，以前から学者，旅行家
が口を揃えるところで，既に良く耳にすることである
から煩雑な諸例を挙げることは避けるが，タスマニア，
シンへールス，トーダ等の土人は，女嬰児殺を罪悪と
信じ，英国政府が厳禁するため全くこれを行う事がな
いが，それでも男子の出産数は毎年女子よりも多く，
時に男児 10 人に対して女児 7, 8 人に過ぎない事もあ
る．アフリカのモロッコでは，女 3 人に対し男 1 人の
場合もある．ヨーロッパでは，一般に男児の出産数は
女児より 5 分ほど多いが，もちろん国によってその数
は異なり，ロシア露ポーランドでは女子 100 人に対し
男子 101 人の比であるが，ルーマニア，ギリシャ等で
は男 111 人とに多い．但しこの比率は私生児だけを見
ると大きく変化し，その場合は寧ろ女子が多くなる場
合がある事は記憶すべきである．

之れが理由を説明せんとする諸説

男女出産数にこのような差がある理由に関する研究
は，古くはアリストテレスの時代から行われてきたが，
今日でも依然として解決したとは聞かない．かつてホー
ハッケル氏，サドラー氏は，両親の年齢の差がこの現
象の原因となり，例えば夫が妻より高齢である時は男
児が産まれ，この反対の場合には女児が多いとして，
多くの賛同を得たが，ノイロット，ブレスラゥ氏はこ
の説を否定し，またベルナー氏は統計上も信じられな
いことを立証した．更にゲョレルト博士はこの説を修
正して，両親の年齢差は相対的なものではなく，10 歳 , 
20 歳といった絶対的な差によって結果が左右されると
した．スチルダ氏は，アルサス・ロレーヌ地方の出産
率から，必ずしも博士の説は当らないと指摘した．之
に対してプラッター氏は 3,000 万件に亘る出産表を調
べて，両親の年齢の差が少いとは男子が生れる事が多
いとした．

一夫多婦の婚姻では，女児が多く生まれるが，カムメ
ル博士はペルシャで詳しく研究を行った結果，その出
産比率はヨーロッパその他の一夫一婦の国と何等の異
らないと断言した．またサンダーソン氏が，大英国人
類学協会の大会に於てカフィアの一夫多婦制では出産

を通覧する時は，以上の諸原因によるものに比して更
に偉大なる勢力を有する原因は一に男女の出産数にあ
りと云わざる可らず．

出産数の不同

由来子女の出産に際して必しも男女の割合均一ならざ
る事は特に説明の要なけれども，此結果が果して那辺
まで勢力を及ぼす可き乎は，未だ世人の注目を惹かざ
るものゝ如し．男女の出産数に著しき差異あるは古来
学者旅行家の齊

ひと

しく口にする処にして世人も已に耳に
熟したる処なる可きを以て吾人も煩雑なる諸例を挙ぐ
るを避く可きも，タスマニア，シンへールス，トーダ
等の土人は或は女嬰児殺を以て罪悪と信じ或は英国政
府の厳禁に基きて全然之れを行う事なきも，而も男子
の出産数は年々女子に比して多く時に十人の男児に対
して女児七八人に過ぎざる事あり．阿

ア フ リ カ

弗利加のモロッ
コにては女三に対し男一の生産率なる如きものあり．
欧洲に於ては一般に見れば男児の出産数は女児に比し
て約五分超過するも素より国によりて其数を異にし，
露領波

ポーランド

蘭は女子百に対し男子百一人の比なれどもルー
マニア，希

ギリシャ

臘等にありては男子百十一人の多きを見る．
但し此比例は私生子のみを見る時は大に変化し，之に
ありては寧ろ女子の数を多しとする場合あるは記憶を
要する点也 ．

之れが理由を説明せんとする諸説

男女出産数に斯の如き差ある所以に関する研究は遠く
アリストートル時代より行われたる処なれども今日に
到つても尚依然として解決せられたるを聞かず．曾っ
てホーハッケル並にサドラー氏は両親の年齢の差奈 何

いかん

は此現象の原因となり，例えば夫にして妻に比して老
年なる時は男児を挙ぐ可く，此反対の場合には女児多
からんと説きて多大の賛同を得たれども而もノイロッ
ト，ブレスラゥ氏は此説の真実を否認し又ベルナー氏
は統計上より見て其信ず可らざるを立証するあり．更
にゲョレルト博士は原説を修正し両親の年齢の差は比
較的の差に非ず，十歳二十歳を以て算す可き絶対的差
等によりて此結果を見ると論ずるに至りしが，スチル
ダ氏はアルサス，ローレンの出産率より立論して必し
もギョラート博士の説の当れるものに非ざるを指摘し
たり．之に対してプラッター氏は三千万件に亘る出産
表を案じて遂に両親の年齢の差少き時は男子の生るる
事多きを説けり．

一夫多婦の婚姻によりては多く女児を生むとの説行
わるゝ如きも彼のカムメル傅士は波

ペルシャ

斯に於て精密なる
研究を行いたる詰果，其子女の出産比例は欧洲其他一
夫一婦の国と何等の異る処を見ずと断言するに到り，
又サンダーソン氏は大英国人類学協会の大会に於てカ
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数に異るところはないと発表したことからも，この説
は必ずしも信ずるに足りないと思われる．さらにダー
ウィンは，英国の競走馬について研究し，最もポリガ
ミックであるにも関わらず，雌雄の数には変化ないと
している．モルモン教徒には女子が多く産まれるとい
うレミー氏の言については，未だ正確な証拠とは認め
られない．

男女出産数に差がある原因に関して注目に値する説
は，デューシング博士の進化論的な説明である．これ
によると，男女の出産数が必ずしも一定しないのは自
然淘汰の作用に基くという．もともと人類に於ける男
女の数は等しいのが本来であるが，生存競争が作用す
ることによってこの理想的状態が完全に行われない場
合が多いとする．生物の最大の目的は種属の繁殖以外
にない．この目的を達する為めには，生物はいかなる
苦痛も忍び，いかに小さな機会でもこれを無駄にする
ことはない．そして，このこの目的を達成するに当っ
て最も必要なことは雌の増加であり，これなくして理
想的な繁殖はできない．従って生存が比較的容易な場
合は雌が多く産まれ，そうでない場合は雄が多く産ま
れる．これは人類も免れない自然の法則であるという．
同様の説を博士よりも前に唱えたブロッス博士は，そ
の証拠として非常に適切なる例を挙げている．例えば
毛皮商人によると，土地の肥沃さによってその地方の
産出する毛皮に変化があるという．すなわち肥沃で動
物の生存が容易な地方では雌の皮が多く，そうでない
地方では雄の皮が多いという．自然の力が強く，多く
の人々が粗衣粗食で，激しい労働が必要な農民と，比
較的自然の力の影響が少なく生活が容易な市民を比べ，
市民の中でも上流階級と下流階級をくらべると，男女
の出産数に大きな差がある．前者では男子が多く，後
者に女性が多いのは，即ち自然的淘汰の影響以外に説
明の手段がない．さらに山地と平地をくらべても同様
の現象が認められる．ザクセンの海抜 500 フィート
の地方で 1847 ～ 1849 年に生れた子供の比率は，女
100 人に対して男 105 人 9 分であるが，海抜 1,000
ないし 1,500 ィートの地方では同期間に男 107 人 3 分，
1,500 ないし 2,000 フィートの高地では男 107 人 8 分
に達するという．

一婦多夫は女性の欠乏に基く

生活状態の貧弱な民族

考えてみると，この二氏の説は未だ絶対の真理とは
認められないが，一面の真理があることは疑いのない
ところで，我々は更にこの説を支持する有力な証拠と
して次の事実を加えることができる．1814 年の英国
政府によるセイロンの国勢調査で，山岳地方には男性

フィアの一夫多婦に於て子女の出産数に異と認む可き
ものなきを公表したるより見れば此説も必しも信ずる
に足らざる如し．加うるにダーウィンは英国の競走馬
( レースホース ) につき研究し其最もポリガミックなる
に拘らず生るゝ処の雌雄の数には変化なしと云う如き
あり．モルモン宗徒に女子の生るゝ多しとするレミー
氏の言の如きは之に対しては未だ精確なる例証と見る
を許さゞる也．

男女出産数の差等ある原因に関して注目に値する説
は，ヂューシング博士の進化論的説明なり．曰く，男
女の出産数が必しも一定せざるは自然淘汰の作用に基
く．由来人類に於ける男女の数たる必ず相齊

ひと

しきを本
来とするも生存競争が其間に作用するによりて此理想
は完全に行われ難き場合多しとする也．由来生物の最
大目的を尋ぬるに種属の繁殖に超えたるものなし．之
れが目的を達する為めには彼等は如何なる苦痛をも忍
ぶ可く，又如何なる少機会と雖

いえど

も徒費する事なし．而
して此目的を達するに当り最も必要なる処は雌性の増
加にして生物は先ず此点を措いて終に繁殖の理想に到
達する事不可能ならん之れ即ち生存比較的に安易なる
処には著しく雌性を生じ然らざる処には割合に雄性多
きを見る所以．人類と雖

いえど

も亦決して免れざる自然の律
則なりと．同様の説を博士に先んじて称えたるブロッ
ス博士は此証左として甚だ適切なる例を挙げたり．例
えば毛皮商人の言を聞くに土地の肥

ひ せ き

瘠によりて地方の
産出する毛皮に変異あり．肥沃にして獣類の生存安

あんいつ

佚
なる地方は多く雌皮を出し然らざるものは雄皮を出す
と．自然力の圧迫強く人民多くは粗衣粗食，加うるに
労働甚だ力めざる可らざる農民と比較的に天然力の影
響を免れ，生活安

あんいつ

佚なる市民との間，同じく市民中に
ても上流人と下流人との間には著しく子女出産数に差
あり．前者に男子多く後者に女子多きは即ち自然的淘
汰の影響を見るより他に説明の手段なかる可く．更に
山地と平地とに之を見るも同様の現象は尚認め得可く．
ザクセンの海抜五百 呎

フィート

の地方にて一八四七－一八四九
年間に生れたる子女の比較は女百に対して男百五人九
分なるが，海抜一千 呎

フィート

乃至千五百 呎
フィート

の地方に於て
は同期間に於て男百七人三分，尚千五百 呎

フィート

乃至二干
呎
フィート

の高地に於ては実に男百七人八分の多きに達せり
と．

一婦多夫は女性の欠乏に基く

生活状態の貧弱なる民族

意
おも

うに二氏の説く処は未だ以て絶対の真理とは許す
可らざらんも一面の真理を有す可きや論なき処わ吾人
は更に此説の為めに有力なる証左として左の事実を加
うる事を得る．即ち一八一四年英国政府が錫

セイロン

蘭の国勢
調査を行うや山地方に男子多く食糧あり気候温和なる
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が多く，食糧が豊富で気候が温和な海岸地方には女性
が多いことが見出され，ダヴィ氏は生活が容易な所よ
り困難な地方こそ女性が多いことが必要なはずである
が，事実がこれに反するのは，天の摂理なのかそれと
も偶然かと驚嘆した．これは両博士の結論と一致する
現象である．一婦多夫の風習とこの説は，関連して互
に説明しあう関係にある．即ち一婦多夫が行われる処
は，最も貧しい土地や貧困な民族である．どれほど貧
しくとも，女性が多ければこのような制度は成立しな
いので，その地域は必ず女性が不足している．これは
ダンロープ氏が見たヒマラヤ地方のヂョンサール人に
おいて，男性 400 に対し女性が 120 に過ぎなかった
という例に止まらない．また女性の欠乏は必ずしも女
嬰児殺の結果ではないと前述したように，一婦多夫制
が主に女嬰児殺の悪習に基因すると言われるドーダ土
人についても，詳しい研究の結果現在では決して女嬰
児殺が彼らの間に行われていないことが証明されてお
り，女性の欠乏は寧ろデューシンク博士の説に基づく
と見るのが妥当であろう．例えばチベットに一婦多夫
が多いのは，もともと女性が少ないことに基因し，女
性が少いのは尼となるものが非常に多いためとされて
いたが，実際には女性の出産数が同地方では著しく少
く，また女嬰児殺も中国人と結婚した女性を除けば認
められないことから考えて，生活の困難さと女性の少
なさはある程度関連すると言える．耕地が少なく，鉱
山もなく，その他天然資源も欠く所に一婦多夫の風習
がある．これに反して女性が過剰であれば，人口は過
度に増加し，ただでさえ生活が困難な彼らは，その増
加によって寧ろ自滅せざるを得ないであろう．女性の
不足は，まさに自然淘汰の作用によるものである．

しかし，一婦多夫制が絶対に人口の制限のため，ある
いは婚資が高いために到底一人で負担できないためで
あるとするのは不適切である．そもそも妻を養う事が
困難であることは，狩猟を生計の手段とする一部の蛮
人の間に限るもので，農業あるいは牧畜を営む民族で
は，女性も有力な労働力であり，その労働によって生
活の資源を生み出すことができる．さらに一婦多夫が
行われるのは狩猟民族に限らず，セイロン島の土人の
ように農業牧畜を行うものにも認められ，また必ずし
も貧しい民族ではなく裕福な場合にもこれが見られる
ことは明らかである．男女の数の偏り，生活の難易と
婚姻制度が明らかに関係することは我々も認めるとこ
ろであるが，その一部から全体を推測することは妥当
とは言えない．

人種的混血の場合と女児の出産数

本論に戻って，男女の出産数に影響すると言われる諸
原因を挙げると，近婚，遠婚もこの点に少なからざる

海岸に女子多きを発見し，ダヴィ氏の如きは生活安侠
の所より困難なる地方に於てこそ，女子の多き必要あ
らん，事実の之に反するは蓋し天の摂理か人事の偶然
かを疑わざるを得ずと云い驚嘆せり．之れ両博士の結
論と一致する現象なり．一婦多夫の風と此説は亦関連
して互に説明の要件をなす．即ち一婦多夫の行わるゝ
処は主として最も貧弱なる地方或は貧窮なる民族なり．
而して如何程貧困なりと雖

いえども

，婦女多くんば此事ある理
なく，其所には必ず女子の欠乏ある事啻

ただ

にダンロープ
氏の見たるヒマラヤ地方のヂョンサール人中四百の男
子に対し女子僅かに百二十に過ぎざる如きに止まらざ
る也．而して女子の欠乏は必ずしも女嬰児殺の結果に
非ざる事前章述べたる如く，一婦多夫の制度が主とし
て女嬰児殺の陋

ろうしゅう

習に基因すと称せられしドーダ土人も
精密なる研究の行わるゝ今日に到りては，決して女嬰
児殺が彼等の間に行われざる事証せられたる如く，寧
ろ女子の欠乏はヂューシンク博士の所説に基くと見る
を当れりとす可し．例えば西

チベット

蔵に一婦多夫の婚多きは
素より女子の少数なるに基因し，女子の少きは尼とな
るものは非常に多き故となされしも実は女子の出産数
が同地方に著しく少許にして，又女嬰児殺の如き支那
人と婚したる女子を除く他は遂に認む可らざるより推
す時は，生活の困難と女子の少数とは或程度まで一致
する所あり．耕地少なく，鉱山なく又其他の天産物を
欠く所には一婦多夫の風あり．若し之れに反して女子
過剰なる時は即ち人口過多に繁殖して，只さえ活計に
困難なる彼等は之等の増加によりて寧ろ自滅するを余
儀なくせらる可く．女子の欠乏は正しく自然淘汰の作
用を見る事を得可き也．

然りと雖
いえど

も一婦多夫の婚姻制を以て絶対に人口の制限
若くは婚価不廉にして到底一人のよく出資し能わざる
によると論ずるは穏当ならざる可し．蓋し妻を養う事
の困難なるに狩猟を以て生計の手段とする一部蛮人の
間に限る処にして農牧何れか一を以て生活を営む民族
にありては女子も亦有力なる労働者たる可く彼等は優
に其労働によりて自活の資料を齎

もた

らし得可し． 加
しかのみならず

之
一婦多夫の行わるは狩猟的民族にのみ限らずして錫

セイロン

蘭
島の土人の如く農業牧畜を行うものにありても，又必
しも貧者にのみ限らす富者にして尚且之を行うものあ
るを見れば自ら明らかなる所にして男女の多少生活の
難易及び婚姻制は明白に関係を有するは吾人も首肯す
る処なれど其一部を以て全部に推さんとするは決して
論者の為めに採らざる処なり．

人種的混血の場合と女児の出産数

更に本論に返りて男女出産数に影響すと云わるゝ諸原
因を挙げんに，近婚遠婚も亦此点に関して少なからざ
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関係がある．デューシング博士は，男性が過剰な程近
婚が減り，配偶者を同族あるいは部落内に求められな
いものは勢い遠くに女を求めざるを得ないと説く．ネー
ゲル博士は自家受粉を繰返す時はその植物に次第に雄
花だけが増加すると言う．ギョラート博士は，動物が
交尾の際に毛色のが大きく異るもの程，雌が産まれる
事を立証した．従兄妹婚を常とするユダヤ人に男児が
多く，都市に比べて地方に男児が多いことは広く認め
られているが，デューシング博士はこれは地方では都
市に比べて近親婚が多いためで，私生児に女性が多い
のと同じ理由による現象であると言う．異人種間の結
婚に女性が多い事は非常に顕著なことで，北米に於い
てフランス人と土人の女との家庭に女児が非常に多い
こと，東洋に於いてオランダ人とマレー人の女の間に
殆んど女児のみ産まれるという事実と対をなしている．
ユダヤ人とヨーロッパ人が結婚した 118 組の夫婦中，
28 組には子供がいなかったが，その他は女児 145，男
児 152 で，即ち男 100 人に対して女 118 人 8 分である．
南米に於ける黒人と白人の雑種児 ( ミュロットー ) は，
女児が 1 割 2 分ないし 1 割 5 分多い．牛の毛色に関す
る前記のギョラート博士の説は，2,000 回以上のクラ
ムペ氏の実験で，その正しさが証明されている．

これに対し，近親婚で知られるドーダ，バダーガの土
人には男性が甚だ非常に多い．父方伯叔母の子，母方
伯叔父の子と結婚することが最も合法的な結婚とされ
るのシンヘールス土人は，男子が多く産まれる．これ
らの事から，結婚に際し両親の血統の近さが男女の出
産数に関係ある事は明らかで，近いほどば男子が，遠
いと女性が多くなる．

何故男性は多くの妻妾を持ちたがるか

たとえ絶対的ではなくとも，男女の性差，生活の難易
などが人類の婚姻様式を決める上で大きく関係するこ
とは前述の通りである．では次に我々が研究すべきは，
何故男性は一人の妻に満足せず多くの妻を求めるかと
いう点である．先ず第一に我々が注目するのは，夫婦
の情交を妨げる生理的変化が女性に起るほか，妊娠，
産褥の一定期間は夫が禁欲を強いらるれることである．
シャワンニー人は，妻が妊娠を告げると，夫は妻が分
娩後一定期間を経る迄，夫婦関係は中止しなくてはな
らいとする．民族によっては，出産後の期間が非常に
長い場合もある．シーラレオンの土人は，子供が歩け
るようになる前に夫婦が再び同棲することは，神にも
人にも許されない罪悪とする．東部アフリカのマコン
ド人は，子供が自由に話せるようになる前に同棲する
と，神罰がその子供に降りかかり，生命を失う事があ
ると恐れる．フィジー人は，妻が 3, 4 年以内に再び妊
娠すると，妻の親戚は公然と凌辱されたかのように怒

る関係を有する如し．ヂューシング博士は男子過剰な
る程近婚なし，配偶を同族若くは部落中に求め得ざり
しものは勢い遠く女を求めざる可からずと説き，ネー
ゲル博士は同花受胎を繰返す時は其植物に漸次雄花の
み増加すと云い，ギョラート博士は動物交尾の際毛色
の異る事甚しきもの程雌性を生む事を立証せり．従兄
妹婚を常とする猶

ユ ダ ヤ

太人に男児の出産多く都市に比して
地方に男児の産数多きは何人も認むる処なるが，ヂュー
シング博士は之れ地方にては都市に比して近親婚多く
行わる故にして之れ私生児に女子多きと同一の理由に
基きて生ずる現象なりと云う．異人種間の婚姻に女子
多き事は頗

すこぶ

る顕著なるものにして，北米に於ける仏人
と土人の女との家庭に女児夥しきは，東洋に於ける
蘭人と馬

マ レ ー

来人の女との間に殆んど女児のみ挙げげられ
たりとの事実と好一対をなす可く．猶

ユ ダ ヤ

太人と欧洲人と
結婚せし百十八組の夫婦中二十八組には子なかりしも
他は女児百四十五男児百二十二即ち男百人に対する女
百十八人八分を挙げ，南米に於ける黒白雑種児 ( ミュ
ロットー ) は一割二分乃至一割五分方女児多く，牛の
毛色に関する前記ギョラート博士の説は二千余回に亘
るクラムペ氏の実験によりて，其真なる事を証明せら
れたり．

之に反して近親婚を以て聞ゆるドーダ，バダーガの土
人中には男子甚だ多く父方伯叔母の子，母方伯叔父の
子を娶るは最も合法的の婚姻なりとする夫

か

のシンヘー
ルス土人の生む所は多く男子也．由

これによりこれをみれば

是観之，婚姻に際
し両親間の血統の親疎が男女の出産数に関係ある事明
らかにして近くんば男子多く，遠れば女子多きを見る
也．

何故に男性が妻妾多きを希望する乎

縦
た と え

命絶対的には非ずとするも男女性の差，生活の難
易等は人類の婚姻様式を定むるに密接なる関係を有す
る事略

ほ ぼ

々前述の如し．果して然らば之に次いで吾人の
研究せざる可らざる処は，何が故に男子は一人の妻を
以て満足せず尚多くを欲求するかの点なり．先ず第一
に吾人の眼に映ずるものは夫婦の間月々其情交を防ぐ
る生理的変化が婦女に起る以外に，其妊娠し若しくは
産褥にある一定期間は夫たるもの禁欲を強いらるゝ場
合あり．シャワンニー人は妻が妊娠を告ぐるや，夫は
妻が分娩して或期間を経る迄断然夫婦関係の中止をな
さゞる可らず．而して民族によりては分娩の期間頗

すこぶ

る
短からざるものあり．シーラレオンの土人は生児が歩
行し得るに到らざる前に夫婦再び同棲するは神人共に
容れざる罪悪と見，東部阿

ア フ リ カ

弗利加のマコンド人は児が
自由に言語を発し得る前に同棲する時は神罰覿

てきめん

面に其
子に降り，其生命を失う事ある可しと怖れ，フィジ人
は妻が三四年を経ざるに再び妊娠する時は其女の親戚
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るという．考えるに，このような風習は，彼らには柔
かい栄養豊富な食物，牛乳等がないため子供の哺乳期
間が長く，これを保護する自然的な要求によるもので
はないだろうか．バスチアン教授は，全く本能的には
見えるが，恐らく衛生的な必要から発したものであろ
うとこの風習を説明しているが，我々は寧ろ宗教的見
地から之を理解することが妥当と考える．実際，野蛮
人の考えでは，疾病は必ず悪魔，悪霊の仕業であり，
月経中の婦人は悪魔のような何物かと関係がある神秘
的な状態であるとされる．従って女性が妊娠，分娩す
る事は決して日常的な事とは考えられない．産褥中の
女性は不浄と考えられ，これと接触することを避けよ
うとする．中国では，分娩後一ケ月経たないと，夫も
妻とは逢わない．上流階級の風習では，客もその家に
入れないという．古代アーリア人も，魔女と産婦を同
じ言葉で表わした．このように宗教的原因より長期間
妻と関係を絶つ事が当然とされ，それに背くことがで
きないとすれば，夫が第二の妻を求めるようになるの
もやむを得ないところであろう．

女性の容色

女性美の消滅

更に一夫多婦制の原因として考えられるのは，女性の
容姿の変化である．そもそも男性が最も異性に求める
ことは，若々しさに溢れ花開かんばかりの容姿にある
ことは，蛮人の多くが老妻のもとを去って若い女性に
替えることを見ても明らかである．しかも一般に未開
人の結婚は，年齢が概ね同じ者が選ばれる（中国，朝
鮮等では妻の方が 7, 8 歳年長であることが普通であ
る）．このため男性が血気盛んで益々精力が加わる時期
に，女性の容姿が次第に衰えて行かざるを得ない．特
に未開人の女性の容姿の衰えの速やさには実に驚かさ
れるものがある．まだ 30 歳にも満たないうちに，既
に 50 歳過ぎのヨーロッパ女性と比べても更に老いて
見えるのが普通で，若い時には決して醜くなかった者
も 20 歳を超えると見るに堪えない容貌となるのが常
である．

文明国の女性と未開民族の女性との比較

何故こうなるかという問に旅行者の概ね一致する答
は，彼らの早くからに情交を始める事，戸外生活が多
い事，そして過大な労働を行う結果の 3 つである．前
二者に就いては説明の必要はない．第三のものについ
ては，彼らの生活状態から論じなければ明らかになら
ないが，ここでは詳述する余裕がない．ただ，蛮人の
間では主要な労働者が第一に女性であることのみ指摘
するにとどめておく．そして過労と容姿の関係は良く
知られたことである．ベルリンの婦人労働者の月経は，

は為めに公然たる凌辱を加えられしと同様に憤怒すと．
意
おも

うに此風俗は彼等の間柔き食物優良なる滋養分若し
くは牛乳等の欠乏より生児の哺乳期間長きが為め之を
保護するの自然的要求に出でたるものならんか．バス
チアン教授は全く本能的には見ゆれど，恐らくは衛生
的必要より発したるならんと此風俗を説明するも吾人
は寧ろ宗教的見地より之を解するを至当なりと見る．
蓋し野蛮人の思惟する処に疾病は必ず悪魔悪霊の為す
所，月経中の婦人は恐らくは悪魔の如き何物かと関係
を有する神秘的の状態とす．従って彼女が妊娠し分娩
する事は決して日常茶飯の事件と観る能わず．従って
産褥中の婦人は不浄と思惟せられ，之れと接触するを
避けんとするに至る．支那にては分娩後一ケ月に非ず
んば良人も妻と逢わず．又訪客を其家に入れざるが上
流社会の風習なりと云う．古代アリアンも亦魔女と産
婦とは同一語を以て之を表わしたり．即ち宗教的原因
より妻と関係を絶つ事斯の如く長期に亘り苟

いやしく

も背反す
る事なしとせば，夫が第二の妻を欲するに到る可きや
勢い止むを得ざる処ならん乎．

女子の容色

女性美の消滅

更に一夫多婦の制度を惹起する原因として見る可きは
女子の容色の変化也．由来男子が最も異性に於て好む
処は其青春の血に満ちて，花先ず開かんとする容姿に
あるは，蛮人の多くが老妻を去りて若きを以て之に代
ゆるを見ても明らかなる処，而かも一般未開人の婚姻
を結ぶは其年齢概ね同一なるものを選び ― 支那朝鮮等
にては妻の方七八歳年長なるを常とす ― 為めに男子の
血気尚壮んにして精力益々加わる頃，女子の容色は漸
く褪せ行かざるを得ず．特に未開人の女子の容色の衰
うる事の速やかなる寔

まこと

に驚くに堪えたるものあり，ま
だ三十才に満たずして已に欧洲婦人の五十を過ぐるも
のに比して更に老年に見ゆるを常とし，処女時代にあ
りては決して醜と見る能わざるも其二十才を超ゆるに
及んでは一般に又見るに堪えざる容貌と変ずるが常也． 

文明国の女子と未開民族の女子との比較

而して何故に然るかの問に答えて旅行者の概ね一致す
る処は彼等の早熟的に情交を始むる事，戸外生活を主
とする事，及び過大なる労働を行う結果也とする三点
なり．蓋し前二者に就きては更に説明の必要を認めず．
第三のものに到っては彼等の生活状態より論ぜざれば
明白ならざる可きも，吾人は今其暇を有せざるを以て
少時茲に説くを避け，只蛮人間にありて主要なる労働
者は一に婦女あるのみを云うに止めん．而して過労と
容色との関係は何人も熟知する処なる可く，夫

か

の伯
ベルリン

林
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上中流階級の婦人とくらべて非常に早く終わることな
どはひとつの証拠として十分であろう．

新奇を好む男性の習癖

また男性の変化を好む性向も一因である．アラビアの
土人には，好んで友人と妻を一定期間交換する者があ
る．その理由を問うと，同じ食物を長く食べられない
のと同じであると答えたという．

子女への欲望

このような男性の情欲的な原因だけでなく，一夫多婦
の風習は，子孫を求める気持ち，名誉，財産を得たい
とする欲望も原因となる．一夫多婦が行われる大きな
理由のひとつが妻の不妊である．グリーンランドの男
性は，子供，特に男児がないことを恥辱とし，妻が不
妊である時は更に第二，第三の妻を求める．中国，日
本でも，妾の必要制は主にこの事によると言われる．
例えば中国の東

とんきん

京地方の女性は，自ら子を産めないと
わかると夫に第二の妻を勧れるが，これは旧約聖書で
ヤコブの妻ラッヘルがビルハを夫に与えた話しと同様
である．

蛮人の女性は比較的不妊が多い

また妻が多ければ子供がたくさん産まれる．子供が多
いことは，即ち勢力をもつ主な要因である．北米のあ
る部落では，同族が多い者が部落の運命に最も関係の
深い者として酋長に選ばれるという．さらに道徳，人
情の観念が非常に幼稚な社会では，最も安心して信頼
できるのは自分の子供だけであり，これが多いことは
そのまま勢力をもつことになる．しかし野蛮人の女性
は様々な原因により不妊が多い．従って多くの子供を
望むからには，妻妾の数はますます多くならざるを得
ない．

妻の労働と家産の増殖

妻は子供を産むことにより夫の社会的地位を高める
力があり，直接的には有力な労働者として夫が家の財
産を増やすことに大きな力がある．マクドナルド氏は，
東部中央アフリカの土人は，多くの子供がいてもさら
に多くの妻妾を持つことは非常に容易であるという．
彼らは耕作，紡績，収穫，料理，掃除，裁縫などヨーロッ
パ人がそれぞれ下男下女を必要とするあらゆる仕事を
行い，しかも全くの無給である．当然，多妻制になら
ざるを得ない．しかも，望むだけの妻妾を持てないのは，
単に男女の数に限りがあるために過ぎないという．

に於ける婦人労働者の月経は之を上中流の婦人に比して
甚だ早く消滅する等は以て一方の証左とするに足らん乎．

新奇を好む男性の習癖

又男子が変化を好む性癖より発する事あり．アラビア
の土人中には好んで友人と其妻を或期間交換するもの
あり．其理由を問えば，同一食物を永久に食する能わ
ざると同一なりと答う．

子女慾

之等男性の情欲的原因にのみ止まらずしも，一夫多婦
の風は更に子孫を求むる情，名誉並に財産を得んとす
る欲望等によりて亦生ずる事あり．一夫多婦の行わるゝ
は妻の不妊を以て大なる原因と数うる事を得ん．グリー
ンランドの男子は子女特に男児なきを以て恥辱とする
を以て妻が不妊的なる時は更に第二第三の妻を求む可
く支那日本に於ても妾の必要は主として此事に基きて
生ずと云わる．即ち支那東

とんきん

京地方の女子は自ら子を挙
ぐる能わざるを覚るや夫に第二妻を勧むる事夫の旧約
ヤコブの妻ラッヘルが之にビルリーを勧むる如くすと．

蛮人の女子は比較的に不妊性なり

又妻多ければ，子を挙ぐる事多く，子女多きは即ち勢
力を擁するの主要なる原因也．北米の一部落にして同
族多大なるものを以て，部落の休戚に最も関係を密に
するものとして之を酋長に戴くと云う如く．又道徳人
情の観念甚だ幼稚なる社会にありては最も安んじて信
頼し得るものは独り子女あるのみなるを以て之れが多
きは即ち勢力を振う原因ならん．然るに野蛮人の女は
幾多の原因よりして概ね甚だしく不妊的なり．依って
子女多からんを希う以上，其妻妾の数は愈

いよいよ

々多からざ
るを得ざる可き也．

妻の労働と家産の増殖

妻は子女を挙げて以て夫の社会的地位を高むるに効あ
る他，尚直接に彼等は有力なる労働者として夫が家産
を増殖するに大功あるもの也．マクドナルド氏は東部
中央阿

ア フ リ カ

弗利加土人の子女を残して彼等の間百千の妻妾
を有する事寔

まこと

に易々たるのみ．彼等は耕し績
つむ

ぎ搾取し
調理し清掃し又裁縫する等欧洲人が一々下男下女に待
たざる可らざる百般の事務を担当し，而も全然無給料
也．奚

いずくん

ぞ多妻ならざるを得可き．而も其意の如く妻妾
を蓄い得ざる所は男女の数に自ら制限あるが為めのみと．
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一夫多婦を妨ぐる原因

家族多きは苦痛なり

妻妾が多いことは，一方で子供を多く作って夫の勢力
を増し，またその労働力によって家の財産を増やすだ
けでなく，これを他人に貸したり友人に与えて社会的
名声を挙げる事もできることから，多妻主義はますま
す都合のよいものにみえるが，民族よっては妻妾が多
いことがかえって男性の苦痛になることがあることを
忘れてはならない．即ち，狩猟を生活の基本とする場合，
妻妾が夫を助ける手段はなく，寧ろそれを養う為めの
食糧が多きな負担として夫の双肩に懸ってくる．売買
によって妻を得る地方では，一般の者が多くの妻妾を
もつことは到底難しい．従って法律，習慣に何ら一夫
多婦を禁ずるものがなくとも，人々は一夫一婦で満足
するユルク，ペチャンナ土人のような例も少なくない．

更に女性の側から見ても，彼らも生活が安易であるこ
とを結婚の第一条件とするので，その選択は常に裕福
な者，あるいは優れた能力のある者に向かう．アイヌ
で二人の妻を有する者は，裕福な者あるいは狩猟の上
手な者に限られ，一度結婚しても夫が無能であれば妻
は他に能力がある者を求めて去るということからも明
らかであろう．従って，妻妾が多ことは一種の栄誉と
ならざるを得ない．これが上流階級で大きな贅沢とし
て多妻，多妻主義の行われる理由である．

多妻制と女性の感情

結婚の様式を決める最も重大な要因は，社会に於ける
女性の地位である．というのも，もし女性の地位が高
く，ある程度尊敬される存在であれば，男性はその感
情を無視して敢て多妻主義を実行し得ないからである．
考えるに，妾が多く第二，第三の妻をもつ程，女性の
感情を大きく損なうことはないであろう．多妻主義の
行われる民族で，妻妾の間が円満で，家庭も非常に平
和なものもある．正妻が年老て子を産めなくなったり，
あるいは授乳中に，自ら第二の妻を夫に勧める事があ
るとは古くから聞くところである．リード氏は，赤道
アフリカ地方の土人では，婦人が寧ろ多妻主義を頑固
に支持し，機会ある毎に妻が夫に妻妾をもつよう勧め，
夫がこれを拒むとふがいないとして大いに罵るという．
リヴィングストンは，マカロロ土人の妻が，英国人の
一夫一婦制を聞いて，多妻の名誉を知らない英国女性
は気の毒だと哀れんだという．しかし，これは寧ろ表
面的な観察に過ぎない．我々の考えるところでは，こ
のような例は寧ろ例外で，数多くの妻妾の間に調和が
保たれているとは言っても，実際は彼らは互いに親し
いのではなく，厳格な夫の監督の結果によるか，或は
古来の慣習による絶対的な拘束力によるものに外なら
ない．自ら進んで夫のに他の女性を求むるような場合

一夫多婦を妨ぐる原因

家族多きは苦痛なり

妻妾多きは一面子女を多く挙げて夫の勢力を増し且つ
彼等の労力によりて家産を大ならしむる他尚之を外客
に貸与し又之を友人に与えて以て，社交的名声を挙ぐ
る事を得可きを以て多妻主義は愈

いよいよ

々便利極まるなきが
如きも，民族によりては妻妾多きは反って男子の苦痛
たるあるは忘る可らず．即ち狩猟を以て生活の大本と
する者に際しては妻妾の以て夫を助く可き何物もある
なく寧ろ之等の為めに要する食糧は多大の負担として
夫の双肩に懸る可く．又彼の売買によりて妻を得る地
方に於ては到底平人の能く妻妾を蓄うるは耐ゆる所に
非ざる可く．従って法律習慣に何等一夫多婦を禁ずる
ものなきに拘らず人々一夫一婦を以て自ら満足する夫

か

のユルク，ペチャンナ土人の如きもの少なからざらん．

更に女子の側より之れを観るも，彼等と雖
いえど

も生活の安
易なるやを婚姻第一要件となすを以て其選択は常に富
者若くは優秀なる伎倆ある者に落つ可く，アイヌにし
てよく二人の妻を有するものは富者に非ずんば狩猟の
名手に限り，一度婚するも夫にして無能力漢たる時は
妻は他に能才あるを求めて去ると云を見ても明らかな
らん乎．此故に妻妾多きは一種の栄誉とならざるを得
ず．之れ上流にありて顕著なる奢侈として多妻若しく
は多妻主義の行わるゝ所以也．

多妻制と女性の感情

婚姻の様式を定むるに当り最も重大なる原因をなす
ものは社会に於ける女子の位置奈

い か ん

何なり．蓋し若し婦
人にして其位置高く又多少の尊敬を荷う可きものなら
んか．男子は総て其感情を無視して敢て多妻主義を実
行する事能わざる可きを以て也．意

おも

うに妾多く又第二
第三の妻を蓄うる程，婦人の感情害

そこな

うもの大なるはな
からん．夫の多妻主義の行わるゝ民族中妻妾の間よく
円滑に調和し家庭頗

すこぶ

る和楽なるものあり．正妻年老て
子を挙ぐる能力なく若くは哺乳時に際しては彼自ら第
二の妻を夫に勧むる事なきに非ざるは之を聞く事久し．
而してリード氏の如きは赤道阿

ア フ リ カ

弗利加地方の土人にて
は婦人の寧ろ多妻主義の頑迷なる維持者にして機会あ
る毎に妻が夫に妻妾を求めん事を慫

しょうよう

慂し夫の之を拒む
時には無気力者として大に罵ると伝え，リヴィングス
トンはマカロロ土人の妻は英人の一夫一婦を聞て多妻
の名誉を聞知せざる英国貴女は憫む可しとなして之を
悼
いた

めりと云う．然りと雖
いえど

も之等は寧ろ表面的観察に止
まる．吾人の是を以てすれば，斯の如きは寧ろ異例に
属し，数多の妻妾間に調和を保つものと雖

いえど

も実際は彼
等自ら相親しむに非ずして厳烈なる夫の監督の結果に
出ずるか或は古来の慣習の絶対的拘束力に職由するも
のに他

ほかな

らず．更に自ら進んで夫の為めに他の婦女を求
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も，それは自然の感情によるものではなく，別の理由
によるものである．そもそも野蛮人では，妻は絶対的
に夫の奴隷であり，夫の為めに日夜黙々と労働し，若
くして容姿を失うまで働かなくてはならない．これは
彼らにとって甚だしい苦痛である．だからこそ，自分
の助手としてその役割を分担できる者が来ることは寧
ろ疲れ果てた彼らが双手を挙げて歓迎するところであ
る．これはアパチェスの妻が夫が他の女を入れること
を拒まず，フィリピン群島のバゴボー土人の妻が新妻
の来るを悦んで夫に勧め，更にエジプトのアラビア少
女が自分が奴隷として使え，初めは夫の妾となる女性
をいれなければ婚約しない理由である．しかしこれら
はきわめて不自然である．嫉妬は決して男性に特有の
ものではない．女性であっても同じようにこの苦い感
情を抱く．多妻制は，まずこの感情を強く刺激する点で，
激しい争いの原因となる．

グリーンランドの古老は笑いながらこう言う．鯨とト
ナカイはあまりにも夫婦仲が良すぎたため，土地の女
たちに嫉妬されてグリーンランドから姿を消したのだ
と．北米インディアンの嫉妬は凄まじく激しいのに対
し，その女性たちに嫉妬が見られないのは，生まれつ
き男性は自由なものだと諦めているからだ，という人
もいる．しかし実際には，嫉妬のために自ら首をくくっ
て死ぬ例は彼らの間でも珍しくない．ミシシッピのあ
る女性は，夫が新しい妻を迎えたことに怒り，子供を
抱いたまま川に身を投げた．またギアナの土人の妻も，
夫が他の女を受け入れると争いが昼夜絶えず，ついに
は自殺に至ることも少なくない．フィジーの女性に鼻
のない者がいる理由は，妻と妾の争いの中で互いに噛
み切ってしまうからだ，というのはさすがに乱暴であ
る．穏やかな中国の女性でさえ，夫が多くの妾を持ち，
自分が一生を憂いの中で過ごすことになるのを恐れて，
結婚を嫌い出家してしまう者すらいる．そのため，多
妻制が一般的な地域では，たいてい女性一人ごとに一
つの家を与えて争いを避けようとする．インド人のよ
うに姉妹を同時に妻として迎えることで，この問題を
回避しようとする例もあり，マダガスカルなどでもす
でにこの方法に従う者が多いとされる．

一夫一婦制だけが女性を満足させられる

一夫一婦制が行われる真の理由の一つとして，女性
の社会的地位がどのようであるかを考えるべきである
ことは前述の通りである．女性の地位が高まる理由は，
人類の進化に伴って利他的な感情が発達し，強い者が
弱い者を保護し愛する風潮が広まることにある．例え
ば，一夫一婦制が完全に行われ文明国にも劣らないと
されるイロコイ族では，女性が宣戦や講和といった国
家の重大事項について投票し，政治に参加する権利を

むる如きは其感情の自然に出づるには非ずして実は他
に求むる所あれば也．蓋し野蛮人の間，妻は絶対的に
夫の奴隷なり．彼は夫の為めに日夜孜

し し

々として労働し
遂に壮年にして容色を失うに至るまで過労せざる可ら
ず．是れ彼等にとりて甚だしき苦痛なり．於

ここにおいてや

茲乎自己
の助手となりて自己の役務を分担す可きものゝ来るは
寧ろ困憊せる彼等の双手を挙げて歓迎する処たらざる
可らず．之れアパチェスの妻が夫の他の女を容るを拒
まざる所以，フィリッピン群島中バゴボー土人の妻が
新妻の来るを悦び且つ之を夫に勧むる所以，更に埃

エジプト

及
のアラビア少女が自己使用の奴隷にして初時は夫の妾
なる可き女を容るるの約を結ばずんば婚を肯ぜざる所
以也．而も之等は不自然の最も甚だしきもののみ．嫉
妬は敢て男子の特有には非ず．女子と雖

いえど

も同じく此苦
き感情を蔵するもの也．多妻は即ち先ず此感情を刺撃
するに於て甚しき紛争の原因となる．

グリーンランドの古老は笑語して曰う．鯨と馴
トナカイ

鹿と
は其夫婦仲あまりに密なる為土地の女房に妬まれてグ
リーンランドに跡を絶ちたりと．北米印度人の嫉妬は
人をして慄然たるものなるに反し，其女子の之なきは
先天的に男子が自由なるものと諦らめ居るが為めのみ
と云う人あり．而も族妬の為め自ら縊

くく

れて死する事例
は彼等の内に珍らしとせず．ミスシッピーの一女は夫
が新妻を求めたるを憤り子を抱いて河水に投じ，ギア
ナ土人の妻も夫が他の女を容るゝや紛争日夜絶えず遂
に自殺して局

きょく

を結ぶ如き事少しとせず．フィジの婦女
に鼻なきものなき理由は妻妾間に争闘を惹起し互に之
を噛み切る故なりとは暴も亦甚し．温柔なる支那の婦
人を以てすら，夫が妾を多く蓄え以て己れが一生を憂
愁の裡に葬る可きを虞れ婚を嫌うて落

らくしょく

飾するものすら
あり．従って多妻主義を以て習とする地方人は概ね一
女毎に一戸を有せしめ以て彼等の紛争を避けんとし，
印度人の如きは主として姉妹を同時に容れて以て此困
難を避けんとし，マダカスカル等既に此故智に習うも
の多しとす．

一夫一婦のみ女性を満足せしめ得可し

一夫一婦制の行わるゝ真の理由中女子の社会的地位
奈
いかん

何を数う可き事は前に述べたり．女子の地位が高ま
る所以は人類の進化に伴うて発する他愛的感情が顕著
となり，強者を保護愛憐する風旺

さか

んとなるにあり．例
えば一夫一婦の制が完全に行われ敢て文明諸国に比し
て遜色なしとせらるゝイロコイスの婦女は宣戦媾和等
国家の大事件に関して投票参政の権利を有し，未開人
中唯一の女権盛大なる民族と推称せらる如し．更に，
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持っている．彼らは未開社会の中で唯一，女性の権利
が非常に発達した民族と称されている．さらに，ニカ
ラグア土人は，夫が妻のために台所に立ち，妻は主に
店先で商売を行う．また，スーダンのムーア人の女性
の地位が高いことも，女性の社会的地位の優秀さを示
す証拠といえる．また，恋愛というものは，互いの人
格を尊敬し合い，あるいは共感し合うことに基づいて
生じるものである．容姿に惹かれる場合を除けば，恋
愛は通常長続きし，変わりにくい．そのため，一夫一
婦制という純粋で美しい習慣を生み出す原因となり得
るのである．

更になぜ一夫一婦制度が人類にとって最も自然な婚姻
の形であるのかを考えると，ペーン教授は次のように
述べている．もともと男女が互いに結びつこうとする
とき，心のすべてを傾けて愛し合い，慈しみ合い，後
悔しない相手を選ぼうとするのであって，他の好みの
ように数が多いことを望むことは決してない．ヘルマ
ン・ミュラーは鳥類について，またチャールズ・ダー
ウィンは家畜について研究した結果，いずれもペーン
教授の説を支持している．例えば，あのオシドリのよ
うなものである．つがいの一方が殺されると，もう一
方は悲しみ叫んでその場を離れず，新しい相手を与え
られても同じように悲しんで多くは死んでしまうとい
う．感情がますます高尚で，ますます繊細な人間にお
いて，どうしてこれに劣ることがあろうか．北米土人
の中には，恋人の死を悲しんで自殺する者もいる．ま
た，女性の奴隷であるために結婚できないことを悲し
み，自ら自由民の身分を捨ててその女性と共に暮らし
たアラビア人の例もある．このように未開で野蛮とさ
れる民族においてさえ，末永く深い愛情を多く聞くの
も，もっともなことである．この感情，この情緒こそが，
一夫一婦制を生み出す本能的な原因である．

一婦多夫の発生原因を論じる

更に一婦多夫制の原因について考えると，もちろん
女性であっても場合によっては自分を守ってくれる夫
の数が多く，身の安全が保たれることを望まないわけ
ではない．しかし，女性の社会的地位からして，その
ような望みは結局かなえられないものである．従って，
一婦多夫制が女性自身の希望から生じることは一般に
はあり得ず，多くの場合は女性の数が不足しているこ
とに原因がある．そのため，弟たちが結婚できずに終
わるのを気の毒に思い，すでに結婚している長兄が，
特に弟たちのために自分の妻を彼らの妻とすることを
許したことに由来すると考えられる．

ニカラガ土人は夫が妻の為に厨房に働き，妻は主とし
て店頭に座して商を行う如き．スーダンのムーア人の
女子の地位高き如き，婦人の地位優秀なる如き以て之
れが証たる事を得可し．尚かの恋愛の如きは互に相手
の人格を崇拝し若しくは互に同情する事に基きて発す
るものなるを以て容色の為めに魅せらるゝ場合の如き
を除いては常に永久的にして且つ変化少なく従って一
夫一婦の純美なる風を致すの原因たり得可し．

更に何故に一夫一婦の制度が人類の最も自然なる婚
姻様式なるかを見んに，ペーン教授は説をなして，由
来男女の互に交配を求むるや其全心を傾注して相愛し
相慈しみて悔いざるものを選ばんとし，他の嗜好に於
けるが如く数の多からん事を望む事決して之なしと云
う．ヘルマンミュラー氏は鳥類に付き，ダーウィンは
家畜によりて研究したる結果共にペーン教授の説を是
認せり．例えば夫

か

の鴛
おしどり

鴦の如し．其配偶一度殺さるゝ
や他は悲叫して其処を去らず新らたなる配遇を与うる
事あるも同じく哀愁し悲嘆して多くは死去すと．感情々
諸愈

いよいよ

々高く愈
いよいよ

々濃
こまや

かなる人類にありて奚
いずくん

ぞ之に劣るも
のあらん．北米即度人中情人の死を悲んで自殺する者
あり．女の奴隷なるが為め婚姻し能わざるを悲しみ自
ら自由民の地位を棄て去って之れと共に住めるアラビ
ア土人ある如く未開野蛮の民族にありてすら尚且愛恋
の情綿々たるもの多きを聞くも亦其故ありと云う可し．
此感情，此情緒が即ち一夫一婦を生ず本能的原因たり．

一婦多夫の発生原因を論ず

更に一婦多夫の原因につきて見んに，素より女子と雖
いえど

も場合によりては自己の保護者たる夫の数の多くして
其身の安全なるを希わざるには非ざる可きも之れ婦人
の地位よりして遂に望んで得可らざる処，従って一婦
多夫の風が女子の希望に発する事は一般に不可能にし
て多くは女子の欠乏により，小弟の遂に未婚に終らざ
る可らざるを憐み已婚の長兄が特に諸弟の為めに其妻
を妻とする事を許可たるに原因するを見る ．
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第廿二章　婚姻の様式 ( 下 )

一夫一婦は寧ろ最低の蛮人に行わるゝも多少進歩した
る蛮人は之を行わず

婚姻の様式は民族の文明状態如何に従って自ら変化
す．試みに現代に於ける最も未開なる民族に就て之を
見るに其多くは一夫一婦，而して之れより一歩を進め
多少進歩の跡を止めたる社会組織をなすものにありて
は一夫多婦なる事を常とし，更に進んで所謂文明諸国
に到っては再び一夫一婦を以て習俗となす也．

何故に然るか

蓋し文化未だ開けず人智低きにある民族は主として狩
猟によりて生活を営み，其間女子の労働を必要とせず，
加うるに其多くは家族本位の生活にして団体的社会的
の生活は之を知る事なきを以て戦争等の事変起る事少
なく従って男女の数は敢て過大の差異を生せざれば也．
之に反して少しく人智開け，部落的生活を為すものに
ありては戦闘四時絶ゆる事なく，男子の原

げんとう

頭に斃るゝ
もの頻々として相次ぐあり．更に一方に於ては農業牧
畜等の産業は漸く労働力を必要とし，子女の多きは即
ち社会的勢力の増加す所以．妻妾多きは家産の増殖す
る所以と見られ，茲に夫にして尚数多の妻妾を蓄うる
風を馴する也．而も人智愈

いよいよ

々啓け，道徳観念盛んとな
れば，旧来の利己主義は一変して他愛圭義となり弱者
なる女子の地位は少なからず改善せられ，其感情は重
ぜらるゝ結果，終に再び一夫一婦の制が確立するを見
る．

一夫多婦の行わるる理由

人類進歩の第二段に於て一夫多婦が旺
さか

んなりし事は
注目に値す可し．夫

か

のヒンズー人種の如きは吠
ヴェーダ

陀時代
の末葉に於ては尚一夫一婦の制たりし事，之等の経典
中終に多妻の風に言及するものなきを見ても明らかに
して一夫多婦が行われたるは正に其以後の時代にあり．
之れ正妻妾等の区別が一夫多妻の民族中に行わるゝは
必す其前代に一夫一婦が行われたる事を暗示するもの
にして，世上往々耳にする如く，此反対に先ず一夫多
婦行われ其間に正妻若しくは妾の区別ありしが為め後
代一夫一婦の別が発生したりと論ずるは誤謬なりと云
わざる可らず．

類人猿と一夫一婦

一夫一婦が人類間に行われる婚姻の様式中最古のもの
たるは彼の類人猿が明らかに一夫一婦を行いつゝある
に依っても之を証明するを得可く．ダーウィンはゴリ
ラを指して一夫多婦と云いしが其後の研究の結果は氏

一夫一婦制は寧ろ最低の蛮人に行われ，多少進歩した
蛮人は行わない

婚姻のあり方は，その民族の文明の発達段階によって
自ずから変化する．現代の中で最も未開とされる民族
を見てみると，多くは一夫一婦制である．少し進んで
ある程度進歩した社会になると，一夫多妻制が一般的
になる．さらに進んで，いわゆる文明国に至ると，再
び一夫一婦制が習慣となる．

何故そのようになるか

そもそも文化が未開で，人智も低い段階にある民族
は主に狩猟によって生活しており，女性の労働はあま
り必要とされない．また多くは家族単位の生活で，団
体的な生活をあまり行わないため，戦争のような出来
事も少ない．したがって男女の数に大きな差が生じる
こともない．これに対してやや人智が発達し，部落的
な生活を営むようになると，戦闘が絶えず起こり，男
性が戦いで命を落とすことが頻繁になる．一方で農業，
牧畜といった産業が発達し，労働力が必要とされるよ
うになると，子供が多いことはそのまま社会的な勢力
の増大につながる．また妻妾が多いことは財産の増加
につながると考えられ，ここに多くの妻妾を持つ風習
が生まれる．しかし，人智がさらに進み道徳観念が発
達すると，従来の利己的な考え方は変化し，他者を思
いやる考え方が広がる．弱い立場にあった女性の地位
も大きく改善され，その感情が尊重されるようになる．
その結果，最終的に再び一夫一婦制が確立される．

一夫多婦制が行われる理由

人類の発展の第二段階で，一夫多妻が盛んになったこ
とは注目に値する．ヒンズー人種の例では，ヴェーダ
時代の末期においてもなお一夫一婦制であったことは，
これらの経典の中に多妻の風習への言及がまったく見
られないことからも明らかである．従って，一夫多妻
が行われるようになったのはそれ以後の時代である．
そもそも正妻と妾の区別が一夫多妻の社会に存在する
という事実は，必ずその前の時代に一夫一婦制が行わ
れていたことを示している．世間でよく言われるよう
に，まず一夫多妻が行われ，その中で正妻や妾の区別
があったために，後に一夫一婦という制度が生まれた
とする説は，誤りと言わざるを得ない．

類人猿と一夫一婦

一夫一婦制が人類の婚姻形態の中で最も古いものであ
ることは，類人猿が明らかに一夫一婦の関係を営んで
いることからも証明できる．ダーウィンはゴリラを一
夫多妻としたが，その後の研究はこれが誤りであるこ
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とを明らかに示している．雌と雄が子を伴って生活し
ている様子は，決して珍しいものではない．

文明の進展と一夫一婦

近代文明の効果を論じるとき，誰もがまず第一に悲惨
な戦争を減少させた点を挙げることを躊躇しないであ
ろう．実際一夫多妻の風習を人類の自然な姿だと信じ
るような好戦的蛮民に見られる非常に高い男性の死亡
率は，近代文明諸国においてはもはや見られなくなっ
た．更に夫が妻の妊娠中に接触を避けるといった迷信
や，牛乳など栄養源の不足によって授乳期間が長くな
るといった不便も取り除かれた．男女が結びつく際に
は，尊敬，信頼，同情に基づく純粋な恋愛が重視され，
単なる本能の満足だけを目的としなくなったため，夫
婦関係は非常に長続きするようになった．また一方で，
子供が多いことが必ずしも勢力の増大や財産の拡大に
つながらなくなった結果，むやみに妻や妾を多く持つ
必要もなくなった．家畜や機械，さまざまな工業製品
の発明と利用によって，妻を奴隷のように扱い，その
労働に頼る必要も減少した．こうして，一人の男性が
多くの妻を持つ必要は完全に消滅し，今日われわれが
目にするような，純粋で美しい一夫一婦の風習が人類
に広まるに至ったのである．

一夫一婦制は将来不変の婚姻様式か

ここに至って問題が生じる．果たして一夫一婦制度
は人類にとって最も完成された婚姻の形であり，将来
もまた現在のように変わらず続くものなのであろうか．
スペンサーはこれに答えて，一夫一婦制は人間の本性
にかなった自然な制度であり，このほかの婚姻形態を
望むことはできないと述べている．一方，レボン博士
はむしろ不明であるとしており，マクレナンに至って
は人類最古の婚姻形態は一妻多夫であり，一夫一婦や
一夫多妻は単なる例外にすぎないと断じ，将来の婚姻
形態についても消極的な見解を示しているようである．

マクレナン氏の説を評する

マクレナンがこの説を主張する根拠のうち，女系親
族制度などについてはすでに詳しく論じた．ここで問
題となるのは，いわゆる逆縁組 ( レヴィレート )，すな
わち亡くなった兄の妻を弟が娶る風習を一妻多夫の名
残とみなしている点である．そしてこの点から，古代
にはこの婚姻形態が人類に広く行われていたと論じて
いる．逆縁組が，今日でも多くの未開社会や一部の文
明社会において正当なものとして行われていること自
体は，我々も認める．しかしそれが本当に一妻多夫の
名残なのか，また仮にそうであったとしても，それだ
けで人類全体の婚姻形態を推論できるのかについては，
大いに疑わしいと言わざるを得ない．一妻多夫制やそ

の誤解を遺憾なく証明するものあり．牝牡幼自を携えて
生活するは之を目撃するもの決して少しとせざる処也．

文明の進展と一夫一婦

近世文明の効果を論ぜん時，何人も其第一として惨憺
たる戦争を減少せしめたる点を挙ぐるに躊躇せざらん．
寔
まこと

に一夫多婦の風を以て人類の自然に出ずと信ずる好
戦的蛮民に於けるが如く甚だしき男子の死亡率は近世
文明諸国に於て終に見る能わざる処となうぬ． 加

しかのみならず

之，
夫は妻の妊娠中相逢を避くるが如き迷信や，牛乳其他
の慈養品の欠乏に基く哺乳期の長き等の不便を去り，
更に男女相選択するに当りて崇拝信頼同情等に基く純
潔なる恋愛を主とし単に本能の満足をのみ目的とせざ
る結果夫妻関係は甚だ永続的となり，尚一方に於ては
子女の多きは決して勢力を増し家産を大ならしむる所
以に非ざるに到りては徒らに妻妾の多きを望む要を見
ず．家畜，機械各般の工業品の発明利用は終に妻を以
て奴隷となし其労働に待つの必要を減退し，茲に全く
一夫にして多婦を有するの要は消滅し今日吾人が見る
如き純美なる一夫一婦の風俗が人類に行わるゝに到れ
るなり．

一夫一婦は将来不変の婚姻様式か

茲に及んで問題出づ．果して一夫一婦の制度は人類最
高の婚姻様式にして将来も亦現代の如く之を行うて変
化するなかる可きか否や．スペンサーは之に答えて曰
く，一夫一婦は人性の自然也．此様式の他に再び婚姻
の様式を望む能わずと．レボン博士は寧ろ不明也とし，
マクレナン氏に到っては人類最古の婚姻を以て一婦多
夫なりと断じ，一夫一婦一夫多婦の如きは単に例外に
止まるとなし将来の婚姻様式に画して消極的意見を抱
くものゝ如し．

マクレナン氏の説を評す

マクレナン氏が此説を主張する論挙の中女系主義親族
制其他につきては吾人已に詳論したり．面して氏の説
の正否を見んが為めに多少研究の要あるは氏が所謂逆
縁組 ( レヴィレート ) 即ち亡兄の妻を弟が娶って之を
妻とする風俗を以て一婦多夫の遺風なりとなし．此点
より論じて上代は此婚姻が人類間に一般に行われたり
とする点のみならん．此逆縁組が今日に於ても多くの
未開人並に一部の文明人間に正当として行われつゝあ
るは吾人も共に之を認む．而も此事が果して一婦多夫
の遺風なるか又之を然りとするもよく上に人類の婚姻
の一般を推論せしめ得るやに到っては甚だ疑いなき能
わず．一婦多夫の婚姻制並に其発生原因等の詳細は已
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の起源についてはすでに述べたので，ここでは繰り返
さない．

逆縁組は果して一婦多夫の名残か

ここでは簡単に逆縁組についてだけ述べる．一夫多妻
の社会では，父が死ぬと実母を除いた他の妻妾はすべ
て子に引き継がれ，子は望むままにそれらを妻とした
り，あるいは他人に売却したりすることが普通であり，
不思議とも思われない．つまり，父の所有物は原則と
して子に相続される．しかし実母だけは明確な例外で
あり，子がこれと結婚することは決してなく，売却さ
れることも稀である．ではこの考え方を兄弟間に当て
はめると，長兄が死んで子ない場合，あるいは子がま
だ幼い場合，その遺産を処分，管理する責任は誰にあ
るのか．近代社会でも母が後見人となる例は少ない．
ましてや妻を財産と同一視する社会ではなおさらであ
る．したがって，その役割は弟たちの誰かが担うこと
になるのは当然であり，実際に遺産は子供に，社会的
地位は弟が継承する社会も存在する．仮に長兄が子を
残さずに死に，未亡人がまだ若い場合，弟が家産とと
もにその女性を引き継ぐとしても，必ずしも不合理と
は言えないだろう．むしろ現代文明国で見られる逆縁
組も，主としてこのような状況から生じたものである．
たとえ現在では妻を財産の一部とみなしていないとし
ても，原始時代には，やはり我々の説のようなもので
あったと考えられるのである．

一婦多夫制は甚だしく例外的な様式である

男性と嫉妬，兄弟の愛と一婦多夫の原因

このように考えると，逆縁組は単に一妻多夫制の名
残と見ることはできない．ましてや一妻多夫という習
慣は，以前にも論じたように主に長兄の弟たちへの友
愛に基づいて生じたものであり，弟たちが当然の権利
として兄の妻の夫となるというものではない．従って，
マクレナン氏の説は到底納得できるものではない．さ
らに一妻多夫制というものは，男性の嫉妬心が弱いこ
とを前提にして初めて成り立つと考えられる．チベッ
ト，エスキモー，シンハラ人のように，遅鈍とされる
例外的な民族においてのみ，共同で一人の妻を持つこ
とが可能なのである．これを強い嫉妬心を男性の特性
とする一般の民族に当てはめるのは，そもそも誤りで
ある．これは例外的な事例をもって一般論を導こうと
する考えであり，到底同意できない．従って将来にお
いても，一夫一婦制の婚姻制度が行われると我々は確
信して疑わない．

に論述する処ありしを以て今茲に重複して記述する要
なし．

逆縁組は果して一婦多夫の遺風なりや

吾人は最も簡単にレヴィレートの風にのみ関して一
言せんに，一夫多婦の風ある処，父死せば其生母を除
き他の妻妾は挙げて其子に移り，子は其欲するまゝに
或は之を娶り或は之れを他に売却する事を通常として
怪まず．即ち父の所有物は原則として其子によりて相
続せらる也．而も其生母に到っては明らかに例外にし
て子は決して之れと婚せず．又之を売却する事稀れ也．
今仮りに此思想を以て兄弟の間に臨むに，長兄死して
子なき時，若くは其子尚幼弱なる時，之れが為めに遺
産を処分管理す可きものは果して何人の務めなる可き．
近世文明の社会にありても母の後見は其例少し．況ん
や妻を家財と同一視せる民族に於てをや．然らば其人
を求むる之れを諸弟の或者に出でざる可らざるは論を
俟ざる所にして実際上遺産は子女に，社会的地位は弟
によりて相続せらるゝ民族も之ある也．今仮りに長兄
死亡して子なく寡婦末だ若き時，弟は其家産と共に之
を相続すとするも必しも根拠なきの非難は出ぜざる可
し．否現代文明国に於て実行せらるゝ逆緑組なるもの
は主としてかゝる場合に生じ，縦

た と え

令其真意が妻を以て
財産の一部と見る事なしとするも，其原始時代にあり
ては齊

ひと

しく吾人の説くが如くなりしならん ．

一婦多夫は甚だしき例外的様式也

男性と嫉妬，兄弟の愛と一婦多夫の原因

斯くの如く論ずる時は逆縁組は決して一婦多夫の遺
風なりとのみ見る事を得ず．況んや一婦多夫の風たる，
曾つて論じたる如く主として長兄の友愛の情に基きて
発する所諸弟が権利として兄の妻に夫たるには非ざる
をや．マ氏の説く処は到底吾人の首肯し得ざるもの也．
加
しかのみならず

之 一婦多夫は男性の嫉妬心少きを前提として初め
て説く可し．西

チベット

蔵人，エスキモー，シンへールス人の
如く遅鈍なる神経を有する例外的民族にして初めてよ
く共同して一人の妻を有する事を得可し．之を以て強
烈なる嫉妬を以て男子の特性となす一般民族に推すは
抑
そもそ

も違
ことな

れり．之れ例外を以て一般を説かんとするもの，
吾人は遂に承服する能わず．即ち将来に向っても亦一
夫一婦の婚姻制が行わる可きを吾人は信じて疑わざる
者也．



176

第廿三章　婚姻と其継続期間

動物の婚姻関係持続の期間

離婚を知らざる民族

婚姻的生活の継続期間の長短は動物中にありても其種
類により相異りブレーム博士の研究によれば鳥類は概
ね其生涯に亘ると云う．而も哺乳動物に到りては人類
と類人猿とを除く他は，殆んど一時的たるに止まりよ
く一年に亘つて共棲するものを見ざる也．而して同じ
じく人類の間にありても婚姻とは名のみに止まり其継
続性に到っては殆んど之を度外視するもの少なからず
存在し又一方には全然離婚を聞知せざる民族も亦之な
きに非ず．錫 蘭

セイロン

のヴッダーの如きは夫婦の間を裂くも
のは死あるのみとなしアンダマン，ニューギニアのバー
プァン土人等亦同様也と．

婚姻は原則として敢て一生涯たるを予想せず

未開時代の離婚

然れども之を通覧する時は人類の婚姻たる其永続性
を以て要素とせざるを原則とするもの如く，その極端
なる例を挙ぐればワイアンドット土人が先ず試験的に
数日間同棲を試み，北米印度人の結婚は其成立と解除
の間極めて短時日なるを常とし，クリーキ土人は必要
の際に結婚し半年を出でざるに之を解消するもの頻々，
従って青年にして巨多の婦女に接したる男子あり．父
を知らざる子部落内に多数生る．シンヘールス人は最
後の婚姻を行う迄には少くも四五回の離婚を敢てせざ
る者かなく，埃

エジプト

及の或部落の如きは男子僅々二年闘に
妻を代ゆる事二十三十の多きに達し，従って一方に於
ては妙齢にして已に十数回の婚姻を行いたる女子ある
を珍しとせず．古代民族にありても離婚の風は汎ねく
其間に行われし処なる可く，希

ギリシャ

臘人，殊にアゼンス人
の如きは離婚の多きを以て聞え羅

ロ ー マ

馬は共和政の末葉，
帝政初期に於て特に旺

さか

んなりき．チュートン民族に於
ても亦此風あるを免るゝ能わざりし如し．

夫の意思

由来離婚なるものは主として男子の意思奈
い か ん

何によりて
行わるを原型となす如く現代文明人の或者にありても
其然るを見れど，特に此事は野蛮人に於て一般的現象
となす．例えばアリュート人は毛布若しくは食物と交
換して其妻を与え，トンガ人は只去れの一語を以て妻
を離別す．古代ヘブリュー，羅

ロ ー マ

馬，日
ゲ ル マ ン

耳曼人等は共に
単に意に叶わざるを理由として，合法的に離婚を行う
事を得たり．

動物の婚姻関係持続の期間

離婚を知らない民族

婚姻生活の継続期間の長さは，動物でも種類によって
異なる．ブレーム博士の研究によると，鳥類は一般的
にその生涯にわたるという．一方で哺乳類では，人類
や類人猿を除けばほとんどが一時的な関係にとどまり，
1 年にわたって一緒に暮らす例はあまり見ない．人間
社会においても，結婚とは名ばかりで，実際にはその
継続性がほとんど重視されていない場合も少なくない．
その一方で，まったく離婚というものを知らない民族
も存在する．たとえばセイロンのヴッダー人は，夫婦
を引き離すものは死だけと考えている．また，アンダ
マン諸島やニューギニアのパプア人なども同様である．

婚姻は原則として一生涯の継続を前提としない

未開時代の離婚

しかし，全体を見渡すと，人類の婚姻とはその永続
性を必ずしも本質的な要素とはしていないのが原則の
ように見える．極端な例を挙げると，ワイアンドット
族はまず試験的に数日間同棲してみることから始める．
北米インディアンの結婚は成立から解消までの期間が
非常に短いのが普通である．クリーク土人は，必要に
応じて結婚し，半年も経たないうちに解消することが
頻繁で，そのため若いうちに多くの女性と関係する男
性も存在し，父親のわからない子供が部落内に多数生
まれる．また，シンヘールス人は最終的な結婚に至る
までに，少なくとも 4，5 回の離婚を経験しない者は
いないほどである．エジプトのある部族では，男性が
わずか 2 年の間に 20 人，30 人もの妻を替えることも
あり，その結果若くしてすでに十数回の結婚を経験す
る女性も珍しくない．古代民族においても離婚の習慣
は広く行われていた．ギリシャ人，特にアテネ人は離
婚の多さで知られ，ローマでも共和政末期から帝政初
期にかけて特に盛んであった．ゲルマン民族において
も，この風習を免れなかった．

夫の意思

そもそも離婚というものは，主に男性の意思によって
行われるのが基本で，現代文明社会においてもその傾
向が見られるが，特にこれは野蛮人では一般的な現象
である．たとえば，アリュート人は毛布や食物と引き
換えに妻を他人に与えることがあり，トンガ人は「去れ」
という一言だけで妻と別れる．古代のヘブライ人，ロー
マ人，ゲルマン人なども，意に沿わないという理由だ
けで合法的に離婚することができた．
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法的条件の下で離婚するようになる

しかし，次第に人々が婚姻を本来一生続くべきもの
だと意識するようになると，離婚は不可能ではないに
せよ重大な条件が必要だとする考え方が生まれてくる．
たとえば，インドシナのレッド・カレン族では子のな
い夫婦のみが離婚できるとされる．西オーストラリア
のヴィクトリア地方の土人は，妻が重大な罪を犯した
場合に限り，酋長に訴えて初めて離婚できるとする．
ホッテントットでは，その理由が社会全体に認められ
る程度のものでなければならないと定められている．
このように，未開社会ですらこうした制限があり，文
明社会においては単に意に沿わないというだけで離婚
できず，多くの場合一定の法的条件に基づいて行われ
る．中国の法律における七

しちきょさんじゅう

去三従の制度は日本にも取
り入れられていたものであり，さらに日本では，夫の
意思は比較的穏健な傾向があり，とりわけ夫婦に子供
がいる場合にはその傾向が顕著である．インドのマヌ
法典では，離婚の理由として，不法，病弱，放蕩，浪
費などが挙げられている．また子がない場合は 8 年後，
子供が早世する場合は 10 年後，女児のみの場合は 11
年後に初めて離婚が認められるとされる．さらに，争
い癖のある妻については即時に離縁することが許され
る規定もある．現代においても南インドの下層階級の
人々の間では離婚は少なくないが，クシャトリア，バ
ラモン，シュードラといった上層階級の人々の間では，
婚姻は天意に基づくものであり，人の意思でみだりに
破るべきではないという信念が行われている．さらに
キリスト教においても，婚姻は神の意志によるものと
する思想が次第に強まり，トリエント公会議の結果，
カトリックでは離婚が完全に禁止された．ただし，そ
の後は絶対的禁止ではなくなったが，一般に不貞行為
をは離婚の最重要の理由とされ，国によって副次的条
件に差はあるものの，概ね離婚は可能である．

妻からの離婚

離婚は常に男性の意思だけによるのではない．女性の
意思だけでも十分に離婚が成立する場合がある．例え
ばマダガスカルの土人は，妻は夫と同様に離婚の権利
を持つ．インド諸島の社会では，妻が夫からひどい扱
いを受けた場合，すぐに離婚することが認められてい
る．ただし，中国の女性は自ら婚姻を解消する権利を
持たず，日本でも明治維新以前まではおおむね同様で
あった．イスラム法では，妻にも離婚請求権が認めら
れており，虐待を受けたり遺棄された場合には，妻は
法廷に訴えて離婚を求めることができるとされる．キ
リスト教諸国では，原則として夫婦は同等の権利を持
つと考えられているため，妻の意思による離婚も当然
認められている．ただし，イギリス，イタリア，スペ

法定条件を以て離婚に臨むに到る

而も自然の必要に基き婚姻を以て一生に亘る可きもの
と意識する事漸く強きに至っては，離婚は敢て不可能
には非るも，之れを行わんが為めには他に重大なる条
件を備えざる可かずとする風を生じ，例えば印度支那
の赤 ( レッド ) カレン人が子女なき夫婦のみ離婚し得
可しとなし，西部ヴィクトリア土人は妻にして大なる
罪悪を行いたる時，酋長に訴えて後始めて離婚し得可
しとなし，ホッテントットにては其条件が衆人の是認
する程度のものたらざる可らずと定むるに到れる如し．
野蛮末開の民族に於てすら尚斯の如きものあり，文明
人にありては単に意に適せざる如き理由の下に之を断
行せしめ得る能わず．多くは一定の法定要件を以て之
に臨む．支那法律の七去三従は同じく日本にも行われ
たるものにして，尚我邦に於ては妻に対する夫の意思
は常に穏和にして，殊に夫婦間に子女ある時に然るを
見るべし．印度マニューの法典による時は離別の要件
を数えて不法なるもの，病弱なるもの，悪戯に耽るもの，
浪費甚だしきものとなし，更に子なきは八年後，子女
天折するもの十年，女児のみを挙ぐるものは十一年の
後，始めて離別する事を得可しとなし，其他闘争の癖
ある妻は即刻放還する事を許すの規定を置きたり．現
時に於ても南方印度の下流人士間には離婚少しと云う
可らざるも刹

クシャトリア

帝利，婆
バ ラ モ ン

羅門，戌
シ ュ ー ド ラ

陀羅の上流者間には婚
姻を以て天意に出で猥

みだ

りに人意を以て破る可らずとす
る信念行わる．更に耶蘇教に於ても漸く婚姻を以て神
意に基きて行わるとする思想を発し，夫

か

のトレントの
会議の結果は絶体に離婚を禁止するに到れり．然りと
雖
いえど

も新教興るに及んでは敢て此絶対的禁止に做わずと
雖
いえど

も一般に不貞操を以て離婚の最重要件となし，更に
国家によりて第二義の条件を異にするも概ね離婚の可
能を認む．

妻よりする離婚

離婚は常に男子の意思のみを以て行わるゝに非ず．女
子の意見のみを以ても尚充分に之を行うを得可し．マ
ダカスカル土人の妻は夫と同様に離婚の権利あり．印
度諸島民の妻は夫の酷遇を被るや直ちに離婚する事を
許さる．只支那の女子は自ら婚姻を解消するの権能を
有せず．日本も維新前までは概ね同様なりしなり．回
教徒の法律には妻に離婚請求権あるを認め酷遇を蒙り
遺棄せられたる時，妻は法廷に訴えて離婚を求むる事
を得可しとなし，耶蘇教諸国にては原則として夫妻同
権を有すと見るを以て妻の意思による離婚は当然認め
らるゝも只英国及び伊，西，蘭等の諸国にては夫の不
節操以外に何物か一二の条件を必要とするのみ．
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イン，オランダなどの国々では，夫の不貞行為以外に
もいくつかの条件が必要とされる場合がある．

何故夫婦関係は持続できるか

婚姻の継続性に影響を与える原因は，その形態を決め
る原因とよく似ている．例えば，容姿の美醜はある民
族では離婚の理由となりうる．子供がいないことも同
様である．つまり，夫婦の間に子供がいることは，婚
姻継続の上で非常に大きな効果を持つ．さらに，妻を
奴隷，労働力とみなす社会では，機敏で健康な妻でな
ければ夫婦関係の維持は難しい．シンハラ人の社会で
妻の病弱を理由とする離婚が多い事実はその一例であ
ろう．

一方で，離婚を妨げる要因も少なくない．離婚しよう
とすると，多くの場合，夫は自分の財産の一部を失わ
なければならない．ある場合は一定量の食物を妻に与
えなければならず，あるいは持参金や財産をすべて返
さなければならないこともある．さらに，共有財産を
折半できない場合もある．極端な例では，マニピュリ
ス土人の慣習では，妻が離婚するとき夫の盃と腰布だけ
を残して，他のものはすべて持ち去るということもある．

また売買婚の民族では，妻に不貞，不妊などの理由な
くして離婚しようとする場合，夫は妻の買価をすべて
失うことになる．そのため買価が高い地方では，離婚
は非常に稀である．フィシ博士は，婚姻の永続のため
にはむしろ売買婚の方が望ましい，と皮肉を述べたほ
どである．さらに離婚に際して，夫が子を妻と共に失
う場合もある．未開人の場合，男子は父に，女子は母
に従うのが一般的であるが，幼児は必ず母が連れて行
く．そのため，夫は最も信頼し最も愛情を注ぐべき子
供を失うことになる．これは彼らにとって非常に大き
な苦痛であり，実利の面から見ても大きな打撃となる．

さらに夫婦関係の持続に大きく関わるのは，女性の
地位向上である．女性が多少なりとも男性の尊敬を受
けるようになれば，夫は些細な理由で妻を簡単に追い
出すようなことはしなくなる．離婚された女性のその
後の人生が，多くの場合，社会の暗黒面へと落ち込み，
売春などの不名誉な仕事に身を沈め，立ち直ることが
難しいということはよく知られている．女性を尊重，
愛護する気持ちがあるなら，どうして履き古した履物
のように妻を捨てて顧みないことができるだろうか．
この点から考えると，純粋な恋愛に基づいて成立した
夫婦こそが尊ばれるべきであり，称揚に値するもので
ある．ボーリェンはマントラス土人について嘆いてい
る．もし彼らの婚姻が，現在のように結婚初夜に初め
て互いを知り，その後も夫婦の間に恋や愛情が生まれ
ないような制度を捨てることができれば，離婚も今の

何故に夫婦関係は持続し得るや

婚姻の継続性に影響する原因は其様式を定むる原因と
相似たり．容貌の美醜は或民族に於て離婚の原因なる
可く，子女なきも亦同じ．即ち夫婦間に子女を設くる
事は婚姻の継続に対して至大の効果あるもの也．更に
妻を以て奴隷となし又労働者と見る民族にありては敏
活にして強健なる妻に非れば到底夫婦関係の持続は望
む可らず．シンへールス人の離婚中妻の病弱を以て其
理由とするもの多きを占むる等は其証たらん乎．

翻って離婚を妨ぐる原因も亦少なからず存在す．離婚
をなさんと欲する時は多くの場合夫は其財産の幾部を
失わざる可らず．或は一定量の食物を妻に与えざる可
らずとなし，或は妻が婚資として齎

もた

らせる物の全部を
返却し，又時に共有財産を折半せしむる可らざる事あ
り．甚しきはマニュプュリス土人の妻にして一旦離別
せらるゝや僅かに夫の盃と腰布を残し他は尽く持ち去
るを風とす．

又売買婚の民族にては妻に不貞不妊等の原因なくし
て離別せんとする時は夫は妻の買価の全部を抛

ほうき

棄せざ
る可らず．従って買価高き処には離婚極めて稀れにし
てフィシ博士は婚姻の永続の為めには寧ろ売買婚の宜
きを見ると冷語を吐けり．次に離婚に際して夫は其子
女をも妻と同時に失う事も余儀なくせらるゝ場合あり．
未開人にありては男児は夫に女児は妻に従うを例とす
るも幼児は必や母に伴われて去るを以て，先ず一般に
夫は最も信頼す可く最も愛惜す可き子女を失わる可ら
ず．之れ彼等にとりて甚大なる苦痛にして又利害の点
よりも見るも少なからざる打撃たらざるを得ざる也．

更に夫婦関係の永続に与りて力あるものは女子の地位
の向上也．女子にして多少男子の尊敬を得んか，夫は
平然として少許の理由の下に妻を追う事を敢て為さゞ
る可く，離別せられたる女の後半生が概ね人生の闇黒
面に堕落し売春婦等の醜業に沈

ちんりん

淪して復た光明に浴せ
ざるは多く人の知る処，苟

いやしく

も女子を尊敬し之れを愛護
する念慮生ぜん時奈

い か

何でよく夫の蔽
へ い り

履の如く之を捨て，
顧みざるものあらん．此点より見て純潔なる恋愛に基
きて成立したる夫妻こそ尊む可く又推称するに足るも
のならん．ボーリェンはマントラス土人に就きて嘆じ
て云う．彼等の婚姻にして今の如く夫妻婚姻の夜に至っ
て初めて相知り，夫妻間終に恋なく愛情なきの制土を
捨てんか，其離婚も今の如く頻々相次ぐ事なからんと．
斯の如きは一面に於て従兄妹婚が夫婦間の調和によし
として広く行わるゝ所以の一也．
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ように頻繁ではないであろうと．このような事の一面
として，従兄婚が夫婦間の調和に良いとして広く行わ
る理由の一つである．

女性といえども同じく人間であり，離婚を決断できる
点において男性の場合とほとんど変わらない．しかし，
女性の側で離婚がきわめて少ないのは，実際には男性
以上にそれを妨げる要因が存在するためである．一般
に女性は独立して自活する能力に乏しく，また自ら離
婚を望んだ場合に，持参金，婚資などをすべて失うお
それがある．さらに，子供に対する深い愛情から，離
婚後に子供が受けるであろう苦しみを思うと，自分の
意思を抑えて耐えることもある．さらに古来の慣習と
して男性が支配的で自由な存在とされてきたことも，
女性に離婚を思いとどまらせる力となっている．

原人と夫婦関係

夫婦関係の永続と文明の効果

原始人の社会では，婚姻関係は単に生殖の時期に限ら
れ，出産とともに解消されることもあり得たが，我々
の類人猿についての知識から推測すると，人類の祖先
においても一年程度続く婚姻関係が存在しなかったと
は断言できない．そして人智が進み生活状態が改善さ
れるにつれて，女性の労働も次第に重要視されるよう
になった結果，婚姻関係の持続性は大いに高まった．
単に容姿や年齢によって結びついていた時代に比べて，
結婚は著しく長く続くようになった．さらに，買価，
婚資のような制度も，婚姻の継続を支える有力な要因
となった．加えて，近代文明のもたらした利他的な傾
向や純粋で高尚な感情，そして高い道徳観は，それぞ
れ原因となり結果として婚姻の永続性を確立する力と
なる．男女ともに，離婚は一定の条件を満たさなけれ
ば行うことができないものとなり，婚姻は一生変わら
ぬものという性質を持つに至ったのである．

女子と雖
いえど

も同じく人なり．敢て離婚を断行し得ざるに
非ざるは殆んど男子の場合と相似たり．而も彼等の間
に此事最も稀なるは其実際に於て男子にも増したる防
止的原因が存在する故のみ．蓋し一般に婦人は独立自
活するの能力を欠き又自ら種々離婚を望む時は婚資若
くは持参金等の全部を失う憂あり．加うるに子女に対
する深甚なる愛情は離別後子女が受く可き苦痛を予想
する時，甘んじて自己を没却するに至る可し．況んや
男子を以て専横にして自由なる者となす古来の因習は
よく彼等の断念を強ゆるに力あるをや．

原人と夫婦関係

夫婦関係の永続と文明の効果

之を要するに原人の間には或は婚姻関係は単に生殖
期に止まり分娩と共に解消せし事ありしならんも，而
も吾人は類人猿につきて有する智識より推して彼等に
も亦一年に亘る婚姻関係成立せざるに非ざるを断言す
るに憚らず．而して人智啓け，生活状態改善せらるゝ
に及んでは，女子の労働も漸く貴重とせらるゝに到り，
甚だしく婚姻関係の持続性を増し，単に容色や年齢に
よりて相結びたる時代に比して著しく永続するに到る．
加うるに特殊なる買価若しくは婚資の制度は更に之れ
が為めに有力なる原因となりぬ．若夫

そ

れ近世文明の賜
たる他愛主義的傾向と純美なる感情，高遠なる道徳と
は互に因となり果となって婚姻の永続性を確立するに
力あり．女子は素より男子と雖

いえど

も離婚は必ず一定の要
件を具備せざれば之を行うを得ざる一生不変の性質を
婚姻の特質となすに到れる事は吾人の多弁を待たざる
所なり．
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第廿四章　結論

本書の目的たる人類の婚姻に感する研究は以上章を
重ぬる事廿三にして漸く結了したり．顧みれば其間吾
人が求めたる解決や断案の多くが末だ仮定的なるを免
るゝ能わざりしは，著者の以て遺憾とする所也．而も
仮
た と え

令其表面こそ仮想的なれ，其実際の真否に到りては
吾人私

ひそ

かに信ずる所なきに非ず．国の東西を問はず，
民の文野を論ぜず，齊

ひと

しく採録して以て論証となし，
之等無数の事実を基礎として初めて推断したる吾人の
結論の価値が果して如何なるものたる可きは一に聡明
なる読者の判断に任せざる可らざる所なり．

人類に於ける婚姻関係は寔
まこと

に人類に於て初めて見る事
を得可きもの也．其生涯を通じて雌雌相棲むは鳥類も
尚之を行う．牡牝幼児を相擁して一夫一婦相楽しむは
類人猿と雖

いえど

も尚之を為す．必しも人類を俟って初めて
然るには非ざる也．而も一夫一婦互に其尊重す可きを
自覚し，之を愛し之を敬し，之を調和し之と一致し然
り而して互に全く相融合したる生活を営み得るものは
独り人類に於ける婚姻に於て之を見るを得るのみ．

吾人は本論の冒頭に於て婚姻に定義して少くも分娩後
一定期間に亘る男女の共同生活となせり．而して斯の
如きは広義の婚姻にして茲に所謂婚姻は吾人が各方面
の研究の結果初めて唱うるを得たる婚姻なる事，読者
は推するに難からざらん．

意
おも

うに吾人は初め広義の婚姻より論じて終に狭義―
寧ろ真正なる婚姻に到達するを得たるもの也．今試み
に婚姻の歴史を回顧し，其発達沿革の経路を求めんか．
趣味決して少しとせず又敢て無用の弁には非ざる如し．

想像を容す如く，将
はたま

た事実を想像せしむる如く人類原
始時代にありて果して原人に一定の交尾期生殖期ある
事今日の哺乳動物と同じとせば，其時代には到底婚姻
的生活は存在する事能わざりしや明らかにして，漸く
年を閲して親子の愛が胸裏に閃めくに到りて茲に初め
て婚姻なるものゝ原始的様式は現れたるならん．而し
て親子の愛とは種属保存の要求に基き直接に動物間に
発す可き感情なるを以て，換言すれば婚姻生活は自然
淘汰の作用に由来して発現したる所なりとするを得ん
乎．更に原人の智識発達し来って果食時代を去りて肉
食時代に入るに及び火を為る術を発明し，武器を作り
て猛獣を防ぎ，若くは之れによりて山野に狩猟して食
糧を求むる手段を考えうるに到りて後も尚或時代まで
は食物の欠乏と生活の便宜によりて社会的生活を営む
能わざりしを以て彼等は主として家族を以て其本拠と
なし，後世の社会組織は家を核として起り，社会あり

本書の目的，人類の婚姻に関する研究は，以上 23 章
を重ねようやく完結した．振り返ってみると，その過
程で我々が提示してきた結論の多くが，未だ仮説の域
を出ないものであることは著者として遺憾に思うとこ
ろである．しかし，たとえ表面上は仮説であっても，
その真偽については我々はひそかに確信をもっている．
国の東西を問わず，文明未開の別なく広く資料を集め，
それら無数の事実を基礎として導き出した結論の価値
がどの程度のものかは，ひとえに賢明な読者の判断に
委ねるほかない．

人類における婚姻関係は，まさに人類にして初めて認
められる特性を持つものである．一生を通じて雌雄が
ともに生活することは鳥類にも見られる．雄と雌が子
どもを抱えて一夫一婦で暮らすことは類人猿にも見ら
れる．必ずしも人間に限ったことではない．しかし夫
婦が互いに尊重すべき存在であることを自覚し，愛し，
敬い，調和一致して完全に融合した生活を営むことが
できるのは，ただ人間の婚姻だけである．

我々は本論の冒頭で，婚姻を「少なくとも出産後の一
定期間にわたる男女の共同生活」と定義した．これは
広い意味での婚姻であり，ここでいう婚姻が，我々の
多方面にわたる研究の結果として初めて主張し得た内
容であることは，読者にも容易に理解できるだろう．

思うに我々はまず広義の婚姻から始め，最終的には狭
義，むしろ真の婚姻と呼ぶべきものに到達することが
できた．試みに婚姻の歴史を振り返り，その発達や変
遷の道筋をたどってみる．それは決して興味の乏しい
ものではなく，また決して無用な議論でもないように
思われる．

想像するように，また事実そうであると思わせると
ころであるが，人類の原始時代，原人に一定の交尾期，
生殖期があり，それが今日の哺乳動物と同様であった
とすれば，その時代には到底，婚姻的な生活が存在し
得なかったことは明らかである．やがて年月を経て，
親子の愛情が心の中に芽生えるに至って，ここに初め
て婚姻というものの原始的な形態が現れたのであろう．
そして親子の愛とは，種の保存という要求に基づいて，
動物の間に自然に生じる感情であるから，言い換えれ
ば婚姻生活は自然淘汰の作用に由来して発現したもの
とみなすこともできるだろう．さらに，原始人の知識
が発達し，果実採集の時代から肉食の時代に入り，火
を扱う術を発明し，武器を作って猛獣から身を守り，
あるいは山野で狩猟して食料を得る方法を考え出すよ
うになった後でも，なおある時期までは食物の不足や
生活上の必要から，十分な社会生活を営むことができ
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なかった．そのため彼らは主に家族を生活の拠点とし，
後の社会組織も家族を中心として成立したのであって，
社会が先にあって家族が後からできたのではない．従っ
て，婚姻の最も古い形態は一夫一婦であったことは明
らかであり，離婚や共同婚のようなものは，むしろ後
の時代になって特別に生じたものであることは論を待
たない．

この時代の婚姻において，最も注目すべき点は，女性
の自由な選択にある．彼らは当時，誰の奴隷でもなく，
労働によって拘束される存在でもなかった．まして商
品や財産でもなかった．すなわち，自分の意思のまま
に山野を歩き回り，好ましくない異性は避けて会わず，
気に入った相手を得てはじめて交わることができたの
である．しかし，人類の進歩と生活状態の発展は，や
がてこのような自由を許さない時代を急速に招いた．
時代が一変すると同時に，無法な略奪婚が世界中に広
がった．勇猛で血気盛んな若い男性たちは，各地で少
女を奪い取り，力によって妻とし，女性の意思などは
まったく顧みなかった．そして，争奪の後には交換が
生じるという自然の流れに従い，略奪婚に続いて売買
婚が現れるようになると，女性は父親などの所有する
財産の一部とみなされるようになった．権力者は，た
だその価格ばかりを問題にし，少女自身の意思や行動
を考慮しようとはしなかった．

一方，一夫多妻制が次第に未開社会の中で行われる
ようになった．一婦多夫制においてすら自分の意思を
認められなかった女性は，このような婚姻制度の中で，
その感情を完全に踏みにじられる運命に置かれた．つ
まり女性は，原始的な生活を離れるとたちまちその存
在意義を失ってしまったのである．世界は男性の世界
であり，意思は男性の意思であった．富や権力などす
べては男性の所有であり，日常のあらゆるものが男性
を前提として存在した．その中で女性というものは，
わずかに男性の欲望を満たすために存在し，生きるこ
とを許されていたにすぎなかった．

しかし，人類の絶え間ない進歩と発展の勢いはここ
で再び転じ，人類に新しい時代の夜明けをもたらした．
すなわち近代に至って，人類の間に大きく広まった利
他主義の思想が，女性の社会的地位に大きな変化を与
えたのである．女性たちは全く新しい考え方のもとで，
男性と向き合い，少しも劣るところのない完全な存在
として認められるようになった．妻はもはや夫の所有
物ではなく，単に子どもを産むための道具でもない．
従って婚姻に関する意思も，男性と全く差のないもの
とされ，夫婦関係は男女が対等な立場で結ばれるべき
ものとなった．そして本来の意味での婚姻，すなわち
高尚で厳かな道徳のもとに行われる一夫一婦制が，人類
の婚姻の最高の形として確立されるに至ったのである．

て後に家ありしに非ざりしにより，婚姻最古の様式は
一夫一婦にありし事明らかにして離婚や共同婚の如き
は寧ろ後代に到りて特発的に発生したるものたる事論
を俟たず．

此時代の婚姻に於て最も注目す可き点は女子の自由選
択にあり．彼等は当時何人の奴隷にも非ず労務を以て
事に従うものにも非ず．況んや商品財産に非ず．即ち
意の向う処に従って山野に放浪す可く，好まざる異性
には避けて逢はず，意に叶う相手を得て初めて之れと
相交配す可き也．然しながら人類の進歩と生活状態の
発達とは漸く斯の如きを容ざる時代を呼ぶ事急なりき，
時代一転すると同時に無謀なる掠奪婚は全世界を風靡
して起れり．勇猛の汪

さか

んにして少壮気を負う男子は到
る処に少女を擁して威武を以て之れを妻たらしめ，女
子の意思奈

い か ん

何は秋毫の末も問う処なかりき．而して争
奪に次いで交換起る自然の理法に従って掠奪婚に次ぐ
に売買婚を見るに及んでも，女子は家父其他の富の一
部，財産の一部と見做され，権力を有するものは只

ひたすら

管
に価格の大小を論じて少女の言行を顧みん事を思わざ
りしなり．

更に一方に於ては一夫多妻の風は漸を追うて未開民族
の間に行わるゝあり一婦多夫に於てすら尚其意思を認
められざる女子は，此婚姻に於て絶対に其感情を蹂躙
せらるゝ運命を見るに及びたりき．即ち女性は一度原
始的生活を去るや忽然として其存在の意義を失いたる
也．世界は男性の世界なり，意思は男性の意思也．富
や勢力や総て男性の所有のみ．日常凡百のもの，一と
して男性を前提して存在せざるなく，其間女性なるも
のは僅かに男性の欲望を満足せしむる為めに存在し生
活するを許されたりしのみ．

然るに駸 々
しんしん

として進み，須
し ゅ ゆ

叟も息まざる人類の個上
発展の勢は，茲に再転して人類に新時代の曙光を投ず
るを見たり．即ち近世に到り欝

うつじょ

如として人類の間に勃
興したる他愛主義は女子の社会的位置に大なる変化を
与え彼等は全く新らたなる観念の下に男性と相対峙し
て毫も下る処なき完全なる存在を保障せられぬ．妻は
終に夫の財産に非ず．単に子女を設くるの具に非ず．
従って其婚姻に関する意思は男子のそれと厘

り ご う

毫も差異
なく，夫婦関係は男女互に同襟の下に結ばれざる可か
らざるに到り，其正の意義に於ける婚姻即ち高尚にし
て森厳なる道徳律の下に於て行わるゝ一夫一婦の制度は
終に人類婚姻の最高様式として確立するに到りしなり．
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このように人類の婚姻の歴史を考えてみると，そのさ
まざまな段階の中で，常に我々の目を引くものがある．
それは，どの時代においても決してあきらめることな
く，強い意志と忍耐をもって自らの運命を改善しよう
としてきた女性たちの努力である．そして何千年にも
わたるその努力は決して無駄ではなく，ついに現代に
至って，男性の感情，偏見，利己心に打ち勝つことが
できたのである．婚姻の発達の歴史は，その内面から
見ればまさに妻の権利の発展の歴史にほかならない．
純潔な一夫一婦制は，文明の誇りであると同時に，女
性たちの凱歌なのである．

此故に人類の婚姻史を案ずるに其幾段の経過沿革の間
にありて常に炳

へいえん

焉として吾人の眼を射るものは如何な
る時代にありても孜

し し

々として倦む事なく不撓の気魄を
以て隠忍，以て自己の運命を改善せんとしたる女性の
努力なり．而して幾千年に亘る彼等の努力は遂に空し
からずして現代に及んで終に男性の感情，偏執，利己
心に対して凱歌を奏するを得たるなりき．婚姻の発達
吏は其裡面より観察する時は実に妻の権力発展史に他
ならざる也．純潔なる一夫一婦は実に文明の栄光にし
て同時に女牲の鯨

げ い は

波なり．
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